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はじめに

　本研究は、第 8 期として、2014 年 4 月から 2017 年 3 月までの間の児童虐待に関する法律、通知、判例、

研究の動向を明らかにすることを目的としている。これらに関連して、児童虐待に関する司法関連の

統計、事件や出来事を整理した年表及び文献リストを付している。

　今期は、2016 年 3 月に児童福祉法等の一部の改正が行われた。この改正は、児童福祉法の総則規定

をはじめ、児童虐待の発生予防、介入、自立支援の全般に及ぶ大規模かつ重大な改正であり、これに

関連して数多くの通知が発出され、また、改正の積み残し課題を審議する検討会等が設置され、報告

書が公表される等、次期への対応につながることになった。

　児童虐待関連の判例では、児童虐待への対応に関連する論点が取り上げられ、親権停止制度の運用

等、前期の改正事項の運用状況が明らかにされた。また、裁判員制度による虐待事件の判断に関する

最高裁判例も公表されるなど、司法による新たな課題への対応も見ることができた。　　　　

　研究動向として、学会関係では、2014 年 9 月に「第 20 回子ども虐待防止世界会議 2014」が開催さ

れ、グローバルな視点から児童虐待に関する法的課題が論じられ、日本子ども虐待防止学会では、居

所不明児童問題、虐待対応と司法関与のほか、性虐待に対する関心が高まり、次期の改正に関連する

体罰問題も継続的に議論されている。さらに刑事司法による児童虐待への介入や親指導への関与の状

況が紹介されるなど、児童虐待に関する法学分野の研究が新たな展開を迎えたといえる状況となった。

児童福祉法等の改正に関する著作、虐待対応に関する弁護士の役割などの実際的な研究だけでなく、

児童虐待に対する法的介入の在り方や刑事司法の活用による対応等、基礎的、理論的研究の深化も図

られた。また、児童虐待に関連する脳科学で脳の形質的・機能的な変化に関する科学的根拠が示され、

被虐待経験の将来にわたる影響が注目されることになった。性的虐待に関する研究も前期から継続さ

れており、司法面接やワンストップセンターの展開等、次期における取組につながる研究が展開され

た。さらに、児童福祉法改正の動きに合わせ、「新しい社会的養育ビジョン」に関する論考も現れ、

次期における新たな児童虐待防止施策検討の重要性が明らかになった。

　次期は、2017 年 4 月から 2019 年 3 月までを扱う予定である。この時期は、一時保護や児童福祉司

指導への司法関与制度を新設した児童福祉法等の改正、特別養子縁組制度を見直す民法改正や民間

あっせん機関による養子縁組に関する法律の制定といった、前期の「社会的養育ビジョン」に盛り込

まれた改正事項のうちの積み残し課題に関する法改正、監護者性交罪等を新設した刑法改正等、児童

虐待に関する重要な法律の改正が相次いだ時期である。さらに、東京目黒区や千葉県野田市の重大な

児童虐待事件が相次いで報道され、関係省庁が総体として児童虐待に対処すべく、さまざまなプラン

や対策が打ち出された。次期はこれらの法改正を中心とする政策動向や判例、各分野の研究状況を把

握、分析する予定である。

　本報告書が、これまでの児童虐待防止施策とその運用、虐待関連判例が持つ意味や、それを支えた

研究成果が果たした役割を明らかにし、今後の制度の見直しと施策の実施、体制強化の方策を検討す

る一助となれば幸いである。

　最後になりましたが、本研究を進めるにあたって、子どもの虹情報研修センターの川﨑二三彦先生、
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増沢高先生、根岸弓先生には、事務的な面や編集面でたいへんお世話になりました。厚く御礼申し上

げます。

2019 年 7 月

児童虐待法学文献研究会を代表して

吉田恒雄（駿河台大学）
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Ⅰ．序論

1．研究の目的

　本研究は、2014 年 4 月から 2017 年 3 月までの、児童虐待に関する法令・判例および法学研究の動

向を分析し、この時期の児童虐待に関する法制度の変化や虐待対応の動向、研究の意義を法学、社会

福祉学、心理学等の観点から明確にすることによって、その後におけるさまざまな児童虐待問題に対

する法的対応に与えた意義ないし影響を探ることを目的としている。

2．研究の方法

　本研究は、児童虐待に関する法律、通知、法的問題を扱う文献および調査・統計資料を対象に分析

する。

　本研究で対象としたのは、児童虐待に関する法学（児童福祉法、民法、憲法、刑事法、行政法）の文献、

判例（児童福祉法、民法、刑事法、憲法、行政法関連）および法律・通知等の法令、児童虐待関連の論文、

図書、研究調査報告書等である。その他、法学分野以外の分野の文献で、児童虐待への法的対応に影

響を与え、または影響を受けた社会福祉、心理、教育、医学、保健等の分野の文献も対象とした。

　これらの文献や資料は、国会図書館雑誌記事文献目録や法学文献判例情報等のデータベースをもと

に検索し、ILL の利用、中央大学図書館、日本女子大学図書館、国会図書館等を通じて入手した。

3．研究の時期区分

　第 8 期は、2014 年 4 月から 2017 年 3 月までの時期を対象とする。内容によっては、かならずしも

この時期には属さないが、今期の研究に密接に関連する資料等も対象に検討した。

＜略語＞
・判時：判例時報

・判タ：判例タイムズ

・家月：家庭裁判月報

・家判：家庭の法と裁判

・民集：最高裁判所民事判例集

・刑集：最高裁判所刑事判例集
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Ⅱ．法令・判例および法学研究の動向

1．全体の動向
（１）はじめに
　今期のトピックの一つは、2016 年 3 月に児童福祉法等の一部が改正されたことである。この改正は、

児童虐待に主たる焦点を当てた改正であった。改正に際しては、政治力が大きく影響した改正となっ

た。改正法は、児童福祉法の理念や原理をはじめ、児童虐待の発生予防、介入、自立支援に及ぶ大規

模かつ重大な内容を含み、わが国における児童福祉のあり方を方向付ける規定が数多く含まれた。ま

た、附則において政府に向けた検討事項が示され、改正後の施策、立法への取組につながった。この

改正法を施行するために多くの通知が発出され、併せて積み残し課題の実現に向けて、厚生労働省に

検討会等が設置され、報告書の公表により、次期の政策に反映されることになった。

　児童虐待関連の判例では、民法分野で多様な親権停止審判が公表され、刑事法分野では、児童死亡

事案の裁判員裁判に対して、著しい量刑不当を指摘した判断が最高裁によって示され、その後の裁判

例に影響を与えることになった。行政法分野では一時保護の違法性を争う事例の増加、多様化が注目

される。

　研究動向として、学会関係では、2014 年 9 月に「第 20 回子ども虐待防止世界会議 2014」が開催され、

法学分野では、司法面接や心理的虐待の定義、性虐待の通告制度、弁護士の役割等が論じられた。また、

日本子どもの虐待防止学会では、今期、大きな社会問題となった居所不明児童問題、虐待対応と司法

関与、とくに性虐待に対する関心の高さが窺われた。2016 年の児童福祉法等の改正をめぐる議論も活

発に行われ、体罰禁止の法制化に向けたシンポジウムも前期に引き続き開催された。さらに刑事司法

による児童虐待への介入や親指導への関与の状況が紹介され、多面的な意見交換が行われた。家族法

関連の学会では親権制度を含めた「家族法改正」が論じられ、「法と心理学」学会では「児童期の性

的虐待被害による法心理」のシンポジウムが開催された。また、次期に本格化する特別養子制度の見

直しに向けた議論も盛んになってきた。

　児童福祉法関連の著書・論文等としては、「子ども虐待対応の手引き」の改訂、2016 年改正法の解

説書の他、虐待への法的対応における弁護士の役割、児童虐待の予防施策に関する比較法的研究、児

童虐待への司法介入に関する刑事法学の観点からの詳細な研究、児童虐待防止法制定をめぐる政治学

からの分析等、さまざまな分野による研究の進化をみることができた。

　民法分野では、親権制限制度、面会交流、子の手続代理人の運用実態や課題を明らかにする研究が

多数著された。刑事法分野では、少年非行や成人の犯罪とその者の被虐待経験との関連性という問題

が研究面だけでなく、実務面でも重要な論点となった。児童虐待に対する検察の取組みとして、司法

面接や起訴・不起訴の決定と関連させるかたちで児童虐待の加害者とされる被疑者に働きかけを行う

試みも始まった。この背景には、児童虐待にかかる刑事事件の件数の増加、検察の内部で、再犯防止・

社会復帰支援の観点から、「刑事司法と福祉の連携」の一環として、起訴猶予や執行猶予となった者

に対する更生支援に検察が積極的に取り組むようになってきたことがあげられる。さらに憲法・行政

法分野では、要保護児童対策地域協議会、児童虐待防止法 9 条の 3 の臨検捜索、警察介入、一時保護
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など、児童虐待に対する様々な対応につき、行政法学の観点からの考察がなされるようになってきた。

児童虐待に関連する医学領域の研究では、脳科学の成果として、虐待による脳の形質的・機能的な変

化に関する科学的根拠が示され、被虐待経験の将来にわたる影響が注目されることになった。児童虐

待のケースワーク研究では、虐待対応への当事者参加、要保護児童対策地域協議会の運営上の課題や

一時保護がもつ構造的な課題に関する研究が進められた。前期からの引き続きの課題である子どもの

貧困と虐待の関係、居所不明児童と虐待との関連性から支援方策を模索する研究も現れた。児童福祉

分野では、児童福祉法改正の動きに合わせ、2016 年に改正された児童福祉法の理念の具体化を目指す

「新しい社会的養育ビジョン」へと移行するための動きが確認できた。その他、児童虐待による社会

的コスト論、死亡事例の検証を対象とする研究が散見される。虐待死亡事案としては、厚木市の幼児

虐待死事件に関連する報告書等も公表された。教育分野では、学校・保育施設からの緊急一時保護が

現実に行われた場合、教育・保育の担当者から保護者への説明、児童虐待ケースにおける教育と警察

との連携問題、重篤事例における保育所の役割と課題に関する研究も開始された。医療・保健・心理

分野としては、レジリエンス研究の特集が組まれ、日本子ども虐待防止学会でも取り上げられた。性

的虐待に関する研究も第 6 期、第 7 期から継続されており、性的虐待が発生する家族の特徴に関する

研究の発展が確認できた。その他、法改正に関連して、周産期からの親へのメンタルヘルス支援に関

する研究があり、DV 関係の研究が継続されている。

（吉田恒雄）

（２）法改正および通知等
①法律の制定（児童福祉法等の一部改正
ⅰ）改正の経緯
　2014 年 8 月、政府全体として児童虐待防止のための効果的な対策を講じることを目的に、児童虐待

防止対策に関する副大臣会議が開催され、検討課題が示された。これを受けて、厚生労働省に設置さ

れた「児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会」は、2015 年 8 月に報告書を公表した。副大臣

会議は、さらに児童虐待対策全体に及ぶ「児童虐待防止対策強化プロジェクト（施策の方向性）」を

とりまとめ、その直後（2015 年 9 月）、新たな子ども家庭福祉のあり方について包括的な検討をする

とともに、児童虐待の発生予防から自立支援まで一連の対策のさらなる強化を目指して、社会保障審

議会に「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」が設置された。また、「子どもの貧困

対策会議」は、2015 年 12 月に「すくすくサポート・プロジェクト」（すべての子どもの安心と希望の

プロジェクト）を決定し、そのうちの「児童虐待防止対策強化プロジェクト」では、児童虐待の発生

予防から発生時の迅速・的確な対応、自立支援まで、一連の対策をさらに強化することとし、種々の

施策の着実な実施とともに、児童福祉法等改正案の提出を目指すこととされた。

　2016 年 3 月 10 日には、「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」の報告書（提言）が

公表され、これを受けて児童福祉法等改正法案が作成され、2016 年 5 月 27 日、同法律案が参議院本

会議において全会一致で可決され、改正法が成立した。
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ⅱ）児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号）の内容
a）児童福祉法の理念の明確化

　すべての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策

の更なる強化等を図ることを目的に児童福祉法、児童虐待防止法等が改正された。

　改正法は、児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られること等を保障される

権利を有するとの法の理念を明記した。児童福祉法が児童の権利保障を明確に規定したことは画期的

であり、同法の理念は関係法令の指針とされるとともに、児童の意見表明権の尊重と相まって、今後

の解釈・運用の根本的見直しが図られることとなった。児童の養育原理も見直され、実父母や親族等

による養育＝家庭養育の尊重、保護者への支援が明記された。代替的養育は例外と位置付けられ、養

子縁組や里親・ファミリーホームへの委託が推進されることとされ、それが適当でない場合に、施設

養育（小規模グループケアやグループホーム等）では家庭に近い環境での養育が求められることになっ

た。

　改正法は、市町村、都道府県、国それぞれの役割・責務を児童福祉法の総則に規定し、明確化した。

さらに、親権者等については、改正された児童虐待防止法で「…児童のしつけに際して、監護及び教

育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならない」ことが明記された。

b）児童虐待の発生予防
　児童虐待の発生予防のために、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う「子育て世代

包括支援センター」の設置が市町村に義務付けられ、とくに支援を要する妊婦、児童等を把握した医

療機関、児童福祉施設等は、その情報を市町村に提供するよう努めることとされた。また、母子保健

施策と児童虐待防止施策との連携を強化することを目的に、国及び地方公共団体は、母子保健施策を

講ずるに当たって、当該施策が乳幼児の虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意する

こととされた。

c）児童虐待発生時の迅速・的確な対応
　在宅支援体制を一層充実することを目的に、市町村は、実情の把握、情報提供、相談・指導、関係

機関との連絡調整等の支援を一体的に提供する拠点の整備に努めることとされた 。市町村が設置す

る要保護児童対策地域協議会の調整機関には、専門職の配置が義務付けられた。

　児童相談体制の強化に関しては、児童相談所設置自治体を拡大し、政令で定める特別区は、児童相

談所を設置することとし、専門職として児童心理司 、医師または保健師、指導・教育を担当するスー

パーバイザー、弁護士またはこれに準ずる者を配置することとされた。虐待対応としての臨検・捜索

手続が簡素化され、保護者の再出頭が要件から外された。また、一時保護については、児童の安全を

迅速に確保し適切な保護、児童の状況を把握するために行うものであることを目的とすることが明確

にされた。

　児童相談所による指導措置について、児童相談所は市町村に養育支援等を委託して指導させること

ができることとし、虐待事案について当事者の身近な場所で、適切な機関が対応できるよう、児童相
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談所から市町村に事案を送致できること等の措置が講じられた。

　その他、民間の医療機関、児童福祉施設、学校等が、児童虐待に係る情報を提供できる主体として

追加された。

d）被虐待児童の自立支援
　親子分離したケースについて、親子関係再構築を適切に行うため、児童相談所が措置を解除するに

当たっては、民間団体等への委託を含め、地域の関係機関と連携し、定期的な児童の安全確認、保護

者への相談・支援等を実施することとした。また、里親制度の利用促進を目的に、里親支援を都道府

県（児童相談所）の業務として位置付け、養子縁組里親を法定化するとともに、養子縁組に関する相談・

支援を児童相談所の業務とした。

　自立支援関係では、18 歳以上 20 歳未満の者のうち、一時保護や施設入所の措置等が採られている

者については、施設入所や一時保護及び措置を継続できることとされた。さらに、22 歳の年度の末日

までの間にある大学等就学中の者も自立援助ホームの対象とされた。

e）主な検討事項
　同改正法の附則において以下の項目について検討し、必要な措置を講ずることとされた。

〇特別養子縁組制度の利用促進の在り方

〇要保護児童を適切に保護するための措置に関する手続における裁判所の関与の在り方 

〇施行後 2 年以内に児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉

に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策 

〇法律の施行後 5 年を目途として、中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、そ

の設置に係る支援その他の必要な措置

ⅲ）改正後の動向
　附則の検討規定等における課題を検討し、改正法の内容を具体的に実現するために、関連する検討

会が厚生労働省に設置され、議論がなされた。

a）新たな社会的養育の在り方に関する検討会
　改正児童福祉法等の進捗状況を把握するとともに、「新たな子ども家庭福祉」の実現に向けた制度

改革全体を鳥瞰しつつ、新たな社会的養育の在り方の検討を行うこととし、併せて、「社会的養護の

課題と将来像」（2011 年 7 月）を全面的に見直すことを目的に 2016 年 7 月に、「新たな社会的養育の

在り方に関する検討会」が厚生労働大臣の下に設置され、2017 年 8 月に実現のための工程を含めて「新

しい社会的養育ビジョン」が公表された。

b）市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキンググループ
　改正児童福祉法を踏まえた市区町村の支援業務の具体的な内容やあり方等について検討を行うこと
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を目的に「市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキンググループ」が設置され、2017 年 3 月

に「市町村子ども家庭支援指針（ガイドライン）」が公表された。

c）子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ
　児童福祉司等に義務付ける研修の内容・実施体制等の構築を目的にワーキンググループが設置され、

2017 年 12 月 8 日の第 10 回の会議では、「『新しい社会的養育ビジョン』を踏まえた児童相談所運営

指針の見直しイメージ」及び「一時保護ガイドライン（案）」が取りまとめられた。

d）児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会
　要保護児童を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関与の在り方及び児童の福祉

の増進を図る観点からの特別養子縁組制度の利用促進の在り方を検討事項とする「児童虐待対応にお

ける司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」が設置され、それぞれの事

項について主な議論を整理した報告書が 2017 年 1 月、同年 6 月に公表され、その後の児童福祉法等

および民法改正作業につなげられた。

（吉田恒雄）

②　通知
ⅰ）児童福祉法等法改正関係
　2016 年 5 月 27 日の児童福祉法等の改正に関して、公布通知、政令改正に関する通知、関係法令の

整備に関する政令の公布に関する通知等が発出された。今回の改正で特徴的なのは、施行時期が複数

回に分かれているため、それぞれの施行時期に応じた通知が発出されたことである。2017 年には児童

虐待に対する司法関与に関する法改正が行われることになるが、その改正案に関する通知も発出され

ており、2016 年改正の積み残し課題が引き続き検討されたことを示している。同改正に関連して、児

童相談所運営指針も施行時期に応じて、2 度にわたって改正された。

ⅱ）児童福祉と刑事司法との連携
　今期、児童福祉と刑事司法との連携が強化されるとともに、刑事司法独自の取組も大きく進展した。

虐待された子どもからのヒアリングにおける子どもへの心理的負担を軽減するための手法（協働面接・

司法面接・事実確認面接ともいわれる）を用いて、児童相談所、検察、警察が連携して面接を試行す

るよう求める通知がそれぞれの機関から発出された。また、埼玉県における虐待重大事件の発生を受

けて、児童相談所と警察との情報共有の徹底を図るとともに、対応上の留意点を示す通知が厚生労働

省と警察庁からそれぞれ発出された。

　検察の取組も積極的に行われるようになった。厚生労働省、法務省それぞれから、検察庁と児童相

談所との情報共有や連携体制の強化、個別場面での連携や研修の方法、連携上の留意点等を示す通知

が示された。
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ⅲ）児童相談所の設置及び体制強化
　児童虐待対応の第一線となる児童相談所の強化が図られ、特別区の児童相談所設置に関する通知が

示された。

　また、児童福祉司の対応力強化に向け、その任用要件に関する指定施設における業務範囲や研修、

要保護児童対策地域協議会調整機関担当者の研修に関しても通知が発出されている。

ⅳ）市町村の役割の強化
　今期、市町村を基盤とする児童虐待予防に向けられた事業の充実が図られた。

　2016 年の児童福祉法等一部改正法の施行に伴い、改正内容の周知、適正な運用を求める通知が発出

された。また、新たに策定された「市町村児童家庭相談援助指針」が公表され、「市町村子ども家庭

支援指針（ガイドライン）」についても適切な運用のための通知がなされている。さらに、「市区町村

子ども家庭総合支援拠点」に関しては、2016 年の児童福祉法等一部改正法において、市区町村に子ど

も及び妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確化され、その業務内

容が規定され、「市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱」を定められたため、その適正かつ、

円滑な実施を求める通知が発出された。

　2016 年の児童福祉法等の改正で、病院、学校等が要支援児童・特定妊婦に関する情報を市町村に提

供すべき努力義務が規定され、併せて要支援児童等の早期把握、速やかな支援のための連携体制の強

化と取組、周知が通知により求められた。

　「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」の一部の改正に関する通知が発出され、児童虐待予

防の観点から、妊娠期から出産後の養育に支援が必要な妊婦や、妊婦健診を受けずに出産に至った妊

婦等への支援の強化を図るため、「産前・産後母子支援事業（モデル事業）実施要綱」も策定された 。

ⅴ）機関連携
　児童虐待対応における連協強化に不可欠な関係機関間の情報共有について、要保護児童対策地域協

議会の構成機関でない医療、福祉、教育等の機関や従事者についても、児童相談所長から児童虐待防

止等に関する資料または情報の提供を求められたときには、これを提供することができるものとされ

た。これを受けて、民間事業者からの資料または情報の提供に係る考え方も含め、当該規定の趣旨等

を示す通知が発出された。さらに、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所においては、

必要のある場合には、資料または情報の躊躇ない提供を依頼するとともに、できる限りの協力を求め、

児童虐待への対応方針の判断等にあたりこれを活用するよう求められることになった。

　児童相談所体制整備事業に市町村との連携強化事業が新設され、都道府県は児童相談所 OB に加えて

保健所 OB を児童相談所に配置し、市町村職員とチームを組んで家庭訪問や面接指導等に取り組むこと

とした。その他、都道府県の広報啓発等事業として、地域の関係機関、関係団体に対して児童虐待防止

の取組を促し、児童相談所と市町村や関係機関等との連携協力体制の構築を図る事業が加えられた。

　2016 年の児童福祉法等一部改正法により、児童が心身ともに健やかに養育されるよう、市町村と都

道府県の役割が明確化され、児童相談所から市町村への事案送致が新設されたことを受けて、「児童
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虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントツール」が開発、公表され、その運用に関

する通知が発出された。

　神奈川県における居所不明児童事件の発生を受けて全国調査が行われ、その対応について、副大臣

等会議における関係省庁の申し合わせを踏まえ、居住実態が把握できない児童に関する市町村内及び

市町村間の情報共有と連携のあり方等に関して、遺漏のない対応をするよう求める通知が発出された。

ⅵ）性虐待・性犯罪対応
　性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの開設を検討している自治体・民間団体

等向けに「犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引き」に関する通

知が発出された。

　また、性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするための罰則の整備を早急に行うこと

を目的に、2015 年 11 月に法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会で検討が開始された。

ⅶ）社会的養護
a）自立支援施策の強化

　2016 年の児童福祉法等一部改正法により、「情緒障害児短期治療設」が「児童心理治療施設」に名

称を変更されたことに伴う読替え措置及びこれに関連する通知が発出された。同改正により、施設入

所児童等について、引き続き必要な支援を受けることができるよう「社会的養護自立支援事業実施要

綱」、「身元保証人確保対策事業実施要綱」、「就学者自立生活援助事業実施要綱」が定められ、2017 年

4 月 1 日からの施行を控え、その適正かつ円滑な運用を求めて通知がなされた。また、情緒障害児短

期治療施設、自立援助ホーム、ファミリーホームが、それぞれ児童心理治療施設、児童自立生活援助

事業（自立援助ホーム）、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）と名称変更されたこと等

に伴う通知が発出された。

b）里親、ファミリーホーム関係
　2016 年の児童福祉法等の一部改正において、家庭養育優先の理念が明文化されたことから、里親養

育に関する通知が多数発出された。

　里親に関する総合的業務を行うために「里親支援機関事業実施要綱」が定められ、里親制度の運営

に関し留意すべき事項を記載する「里親制度運営要綱」が通知された。併せて、里親支援等の業務を

総合的に実施するための「里親支援事業実施要綱」が策定された。これらに伴って「里親制度の運営

について」が通知され、旧「里親委託ガイドラインについて」の一部が改正された。

　また、2016 年改正において、里親認定の要件として研修の修了が規定された関連で、里親への研修

内容やその運営に関する通知が発出された。同旨の通知は「小規模住居型児童養育事業（ファミリー

ホーム）」についても発出された。また、里親への負担軽減につながりうる、養子縁組里親の育児休

業に関する通知や里親に委託されている児童の保育所入所を認める通知もなされた。

（吉田恒雄）
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（３）判例
①　児童福祉法分野
　今期、児童福祉法に関する公表裁判例はなかった。最高裁判所の公表した統計によれば、対象期の

児童福祉法 28 条 1 項事件および 2 項事件の新受件数は、毎年 400 件台で推移しており、とりわけ期

間更新にかかる児童福祉法 28 条 2 項事件の認容率の高さ、および取下率の低さが注目される。

②　民法分野
　第 8 期の民法に関する公表裁判例は 7 件であり、親権停止を本案とする審判前の保全処分が 4 件、

親権停止の審判が 1 件、親権停止取消の審判が 1 件、面会交流事件が 1 件であった。親権停止を本案

とする審判前の保全処分は、いわゆる医療ネグレクトが問題となった事件が 2 件ある一方で、進学や

就職のために必要な手続を親権者がとらないことを理由とした事件も 2 件公表されている。

（阿部純一）

③　刑事法分野
【第 8 期】
　今期においては、児童虐待にかかる刑事事件のうち児童が死亡したものを扱った裁判員裁判に対し

て、著しい量刑不当を指摘した判断が最高裁によって示された。この判例が出たのちに、児童虐待に

よって死亡の結果に至った事件について、判例を踏まえた裁判例（踏まえなければならない裁判例）

が多数おおやけにされている。

【第 7 期（補遺）】
　第 7 期においては、児童虐待にかかる刑事事件のうち児童が死亡したものについてはすべてが裁判

員裁判によって審判を受けなければならなくなり、市民の参加による事実認定や刑の量定が児童虐待

の事件においても数多くなされるようになったところ、とくに、傷害致死の罪の被告人である保護者

が有罪となったときの量刑について、注目すべき問題を提起した裁判例があった。

（岩下雅充）

④　行政法分野
　一時保護の違法を争う事例がさらに増えてきているが、争われる事例の多様さが目立つようになっ

てきている。虐待から保護されなかったことを虐待の被害者本人が争う事例や、里親委託解除を里親

が争う事例が登場している。

（横田光平）

（４）研究動向
①　児童福祉法分野
ⅰ）学会の動向
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　2014 年 9 月 14 日から 17 日まで、「第 20 回子ども虐待防止世界会議 2014」と「第 20 回日本子ど

も虐待防止学会（JaSPCAN）」が合同で開催された。前者の会議において、法学分野では、「Ethics, 

Law and Policy」のセッションで司法面接や心理的虐待の定義、性虐待の通告制度等、16 本の報告が

なされた。日本弁護士連合会主催による「子どもの虐待防止の法制度と弁護士の役割――国際比較の

観点から――」や大会本部主催による体罰防止シンポジウムも開催された。前者の子ども虐待防止学

会学術集会では、体罰・虐待・暴力防止の法制度・施策に関するシンポジウム、アメリカの児童虐待

対応システムであるディファレンシャル・レスポンスに関する調査結果が報告された。

　2015 年の第 21 回日本子ども虐待防止学会学術集会では、この時期に大きな社会問題となった居所

不明児童問題が取り上げられたほか、前年度に続き体罰防止や虐待対応と司法関与に関するシンポジ

ウムがもたれた。性虐待関係では 7 つのシンポジウムが開催され、性虐待に対する研究と実践の進展

が見られた。

　2016 年の第 22 回の同学会学術集会においては、法学分野のシンポジウムとして「児童福祉法改正

をめぐって」、「児童福祉法改正とこれからの児童相談所」、「児童福祉法改正と司法関与――子どもの

ために司法ができること――」が行われた。その他、応募シンポジウムとして、「体罰・虐待の予防、

防止のための諸施策と子どもの権利を尊重する効果的な子育て支援について」では、体罰等の法的全

面的明示的禁止及び啓発の必要性、子どもの権利を尊重する効果的な肯定的子育てのあり方が論じら

れた。さらに「検察における児童虐待防止の取組」も開かれた。この時期、刑事司法による児童虐待

への介入、親指導の取組が始まり、その取組内容や意義を知るうえで意義のあるシンポジウムとなっ

た。そのほか、「児童福祉法改正を受けて虐待事例の在宅支援のあり方を考える」、「子どもの安全に

配慮した面会交流を考える」、「DV 被害者の面会交流――別居親と安心して会えるために今必要な環

境整備の見直しと長期的見通しの必要性――」など、民法の面会交流権をめぐる議論が活発に行われ

た。

ⅱ）児童福祉法・児童虐待防止法改正関係
　「子ども虐待対応の手引き」が改正され、2011 年に成立した「民法等の一部を改正する法律」によ

り新設された親権停止制度や法人または複数による未成年後見選任制度、最新の死亡事例検証結果等

の報告やこれに関連する通知等が掲載された。

　2016 年の児童福祉法・児童虐待防止法等の改正に関連して、制度改革の背景とともに、施行期日ご

とに制度見直しのポイントの解説書が著された。

ⅲ）児童虐待事案に対する法的対応
　2016 年の児童福祉法改正により、児童相談所に弁護士を配置することとされたところから、児童虐

待への対応において弁護士が果たす役割をめぐる検討が活発に行われ、関連する論考が公表された。

また、この期が児童虐待防止法施行から 15 年を迎えた年でもあり、児童虐待への法的対応の現状と

課題を概観する特集も組まれた。
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ⅳ）児童虐待発生予防施策
　児童虐待発生予防施策に関しては、イギリスの児童支援施策について、シュア・スタート機関制度

やその運用状況、課題等の観点から論じる論考が発表された。わが国における児童虐待予防施策の重

要性は認識されてはいるものの、今後、わが国における予防施策の効果や実施方法等を検討する上で

多くの示唆を含む内容となっている。同じく広い意味での予防施策ともいえる「体罰禁止」に関し、

スウェーデンにおける体罰禁止の法制化の経緯、体罰の法的禁止の効果、児童虐待防止に関する法制

度を紹介する論考も、今期に報告されている。「しつけ」を理由とする虐待による死亡事例の頻発から、

わが国でも体罰禁止の法制化を求める声が高まっており、今後の体罰禁止の法制化や民法 822 条の懲

戒権規定の見直し等の法改正のあり方や体罰禁止の啓発活動等を検討する上で、参考となる点が少な

くない。

ⅴ）児童虐待への司法関与
　児童福祉と司法との連携に関するこの時期の主要な論考としては、児童福祉法 28 条による施設入

所等の措置承認および親権制限（親権停止、喪失、保全処分）に関する審判例を分析した論文や 2011

年改正による児童相談所長による職権一時保護による親権制限制度の意義や問題点を刑事法の立場か

ら検討する論文がある。また、被虐待児と児童保護機関が対峙する場面での対応として、親の手続参

加に焦点を当て、アメリカ法との比較により、わが国の児童虐待防止法制の特徴や問題点を考察し、

再統合支援のための制度改革の方向性について検討する論文も発表された。

ⅵ）家庭的養育の推進
　2016 年の児童福祉法改正では、家庭養育原則が明示され、家庭に代わる養育として「家庭における

養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、里親による養育が重視されるにいたっ

た（同法 3 条の 2）。この点について、イギリスのキンシップケアの枠組みや近年の政策動向を紹介し

た上で、わが国においてもキンシップケアの推進を提唱する論考が著されている。

ⅶ）児童虐待防止法に関する政治学的研究
　これまで児童虐待防止法制に関する政治学の観点からの研究は見られなかったが、今期、児童虐待

防止政策の形成過程に着目し、2000 年に成立した児童虐待防止法の政策形成過程を分析した論文が著

された。

（吉田恒雄）

②　民法分野
　前期（第 7 期）に成立した、2011 年民法改正法（平成 23 年法律第 61 号）および家事事件手続法（平

成 23 年法律第 52 号）によって導入や明文化された諸制度（親権制限制度、面会交流、子の手続代理人）

に関して、その運用実態や課題を明らかにする研究が多数公表されている。

　学会における動向として、日本家族＜社会と法＞学会はシンポジウム「家族法改正―その課題と提



－ 12 －

案」を開催し、法と心理学会は、2 大会連続で「児童期の性的虐待被害による法心理」を開催するなど、

児童虐待と関係するテーマが取り上げられた。比較法研究については、ドイツや韓国における取組み

とその課題を明らかにする研究が公表される。

　この他にも、子の奪取に関するハーグ条約の批准および国内法整備、次期（第 9 期）に本格化する

特別養子制度の見直しに向けての動きの中にも、児童虐待との関係で注目すべき点があった。

（阿部純一）

③　刑事法分野
　今期（第 8 期）に至って議論があらたな展開を見せたテーマの 1 つとして、少年非行や成人の犯罪

とその者の被虐待経験との関連性という問題が挙げられる。今期においては、学術の側で法学と法学

以外のそれぞれの領域がこのテーマに関する知見をさらに高めたというだけではなく、刑事弁護の実

務でも、この問題意識を被告人・非行少年の弁護・付添いの場面で具体化させる――すなわち、本人

の責めに帰しえない事情である被虐待経験が問題の行為に影響したという主張を展開して、量刑ある

いは責任能力の軽減を求める――という試みが注目され、これを実践した弁護士による報告・論考が

目につくようになった。

　また、今期の最大の特色として挙げられるのは、児童虐待に対する検察の取組みに大きな変化が見

られたことである。すなわち、検察の側から、いわゆる「司法面接」をはじめとした情報の収集と共

有に関して警察や児童福祉機関と連携するといううごきがあらわれたのとともに、起訴・不起訴の決

定と関連させるかたちで児童虐待の加害者とされる被疑者に働きかけを行うことも試みられ、これら

について検察実務家による報告・論考が散見されるようになった。このような変化については、そ

の背景として 2 つの事情に注目すべきものと思われる。1 つは、児童虐待にかかる刑事事件の数で

ある。警察が処理した事件については、警察庁生活安全局の統計である「平成 30 年における少年非

行、児童虐待及び子供の性被害の状況」（https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/hikou_gyakutai_

sakusyu/H30.pdf　2019.7.15 閲覧）から、児童虐待にかかる刑事事件の検挙件数の推移を知ること

ができる（検挙件数という語は定義がやや曖昧であるところ、警察の側から説明すれば、この語は、

認知した事件について、その被疑者を特定した上で、検察官に対する事件の送致や微罪処分などに

よって処理したものの件数を意味する）。この統計によれば、計上を始めた 2003 年から 2008 年まで

の 6 年間の件数は 212 件から 357 件に増加し、また、2009 年から 2013 年までの 5 年間には 385 件か

ら 514 件に増えていて、以上の 11 年間のうちで前年からの増加数が最も多かった年は 2012 年の 100

件増であったところ、2014 年には前年から 226 件も増えて 740 件、2015 年には同 82 件増の 822 件、

2016 年には同 259 件増の 1,081 件となり（なお、2017 年には同 57 件増の 1,138 件、2018 年には同

242 件増の 1,380 件であった）、第 7 期および今期になっての増加は著しい（ただし、その内訳につい

て、暴行の罪名で事件化されたものの数が急増したという点に留意しなければならない）。また、検

察が処理する事件についても、検挙件数に応じて大幅に数が増えていて、相応に、起訴・不起訴の決

定に向けた各種の活動や起訴した事件の公判維持にも多くのエネルギーを割かなければならないよう

になっているはずである。なお、件数の急増がみられる年とそうでない年との違いについては、重大・
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著名な事件の発生や事件の処理に関連する通達・通知の発出などとの関連性も推測されるところ、こ

の点に関しては機会をあらためて報告したい。検察の取組みが変化したことの背景のもう 1 つは、検

察の内部において再犯防止・社会復帰支援の意義が脚光を浴びるようになり、その重要性を認識した

運用の現場では、捜査・公判の段階で被疑者・被告人の処遇を決定するための判断材料づくりとしてで、

あるいは、起訴猶予や執行猶予となった者に対する更生支援として、とくに検察の内部で必要な対応

に積極的に取り組むことが重要視されてきたという事情である。この取組みは、高齢者や障害者を念

頭に議論されている「刑事司法と福祉の連携」の拡張と位置づけることが可能なものであって、今後

はこの取組みがとくに学術の側でどのような議論を呼び起こすのかという点とともに、非常に注目す

べき動向である。

（岩下雅充）

④　憲法・行政法分野
　要保護児童対策地域協議会、児童虐待防止法 9 条の 3 の臨検捜索、警察介入、一時保護など、児童

虐待に対する様々な対応につき、行政法学の観点からの考察がなされるようになってきている。

（横田光平）

⑤　児童福祉分野
　今期は医学領域の研究が顕著であった。臨床研究において児童虐待防止に取り組む診療科が増え、
歯科との関連で 2015 年に日本子ども虐待防止歯科研究会が設立された。発達障害児への配慮を欠く

関わりは教育ネグレクトにあたるという指摘や、児童虐待を子育て困難と捉える提言もなされ、子ど

もを対象とした治療から、親子関係や周囲の関係性を治療の視野に含める転換がみられた。また脳科

学研究の成果で脳の形質的・機能的な変化が実証され科学的根拠が示されたことで、被虐待経験の将

来にわたる影響が注目された。

　介入型のあり方が問われる児童虐待ケースワーク研究では、虐待対応に当事者が参加する権利が問

われ、要保護児童対策地域協議会の運営上の課題や一時保護がもつ構造的な課題が議論された。職権

一時保護を経験することで相談動機が欠如した虐待事例に対して家族の再統合を模索し、虐待があっ

た保護者も一時保護への協力を通して児童の安全を守る協働者となるという捉え方など、新たな視点

から論考が試みられた。

　社会的養育に関しては、非行要因として虐待的な家庭環境があるという認識にたってきたが、家族

社会学の方法論で社会的養育を捉える試みがなされ、児童福祉が家族主義的な価値観を内包している

ことへの疑義が提示された。

　2014 年 7 月には厚生労働省が「子供の貧困率 16.3％、6 人に１人」と示し、貧困を背景とした児童

虐待の対策や防止への関心を引き起こす機運を生んだ。居所不明の児童と虐待との関連性を慮り、家

族機能が脆弱で経済的に困窮している家庭の危機管理状況を分析し支援方策を模索する研究も取組ま

れた。

　児童福祉分野の動向では、児童福祉法改正の動きに合わせ、社会的養護から新しい体制となる「新
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しい社会的養育ビジョン」へと移行するための動きが確認できた。措置児童の養育に関して、施設養

護から里親・ファミリーホームなどへの家庭養護への本格的な移行期とも取れる動きと研究の流れが

始まった。その他の研究動向としては、児童虐待による社会的コスト論、すなわち「社会的コスト」

の観点から児童虐待を分析した研究、死亡事例の検証を行う重大事件を丁寧に扱った研究が散見され

た。第8期の虐待死亡事案としては、厚木市の幼児虐待死事件が挙げられる。死後7年間発見されなかっ

た点から居所不明児童の問題としても関連しており、それに関する報告書等も発刊された。

（加藤洋子・田澤薫）

⑥　教育分野
　子どもの貧困問題への社会的関心の高まりは、教育や保育の領域における研究にも反映されている。

とくに、児童相談所による緊急一時保護に対する学校や保育の現場からの関心は高い。

　学校・保育施設からの緊急一時保護が現実に行われるなかで、一時保護時の家庭への連絡や説明の

矢面に立たされる教育現場もあり、その対応はこの期の大きな研究テーマとなった。学校の教員によ

る検討や学校と警察の連携に関する論考が今期の研究を特色づけている。児童虐待を特別な支援を要

する一つの状況と捉え、児童を主体とした解決方法の模索は今後も継続すると考えられる。

　一方で、保育所や幼稚園等に所属しながら死亡や重篤な傷害・後遺症に至った事例が少なくないこ

とから、保育現場にできることを模索する研究もこの期に続いている。児童福祉の専門職である保育

士は、従来から児童虐待防止・対応への貢献が期待されているが、保育所で虐待が疑われながら通告

につながらない事例があることを問題視した、保育士の責任と機能をさらに問う研究が始まっている。

（田澤薫）

⑦　医療・保健・心理分野
　児童虐待を子どもたちがどのように捉え克服していくかという観点からレジリエンスの研究につい

て特集が組まれ、日本子ども虐待防止学会で取り上げられている。性的虐待に関する研究も第 6 期、

第 7 期と継続されており、性的虐待が発生する家族の特徴に関する研究が今期は確認できた。その他、

子育て世代包括支援センターの設置に関連して、周産期からの親へのメンタルヘルス支援に関する研

究も散見されている。さらに DV（家庭内暴力）が深刻な虐待の背景にあることに留意すべきである

とする研究が発表されている点も第 8 期の特徴といえよう。

（加藤洋子）

2．法令の動向

（１）法律の制定――児童福祉法等の改正
①　改正の経緯
　2014 年 8 月、政府全体として児童虐待防止のための効果的な対策を講じることを目的に、児童虐待

防止対策に関する副大臣会議が開催された。これと並行して、「児童虐待防止対策のあり方に関する
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専門委員会」が設けられ（同年 9 月）、副大臣会議で示された課題の検討作業が進められた。翌年 8 月、

同委員会の報告書が取りまとめられると同時に、副大臣会議において「児童虐待防止対策強化プロジェ

クト（施策の方向性）」がとりまとめられた。このプロジェクトでは、①児童虐待の発生予防の強化　

②関係機関の情報共有による最適な支援　③自立支援とフォローアップ　④児童虐待防止対策の継続

的な見直しが検討課題として掲げられ、それぞれの項目毎に「施策の方向性」が示された。これらの

検討課題は、その後の法改正作業において議論され、その一部は、2016 年及び 2017 年の児童福祉法

等の改正法として実現されていくことになる。

　この直後（2015 年 9 月）、新たな子ども家庭福祉のあり方について、包括的な検討をするとともに、

児童虐待の発生予防から自立支援まで一連の対策のさらなる強化を目指して、社会保障審議会に「新た

な子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」が設けられ、①今日的な課題に対応する子ども家庭福

祉の基本理念　②国、都道府県（児童相談所）、市町村の役割と責務の明確化　③民間活用、アウトリー

チ手法を含む妊娠期からの切れ目ない支援のあり方　④児童虐待の予防及び初期対応　⑤児童の保護・

支援、親子関係の調整及び養子縁組、里親、施設等による自立に向けた取組が検討された。また、「す

くすくサポート・プロジェクト」（すべての子どもの安心と希望のプロジェクト）が「子どもの貧困対

策会議」で決定された。このプロジェクトは「ひとり親家庭・多子世帯等自立支援応援プロジェクト」

と「児童虐待防止対策強化プロジェクト」からなっており、後者については、児童虐待の発生予防から

発生時の迅速・的確な対応、自立支援まで、一連の対策をさらに強化することとされた。主な内容として、

子育て世代包括支援センターの全国展開、児童相談所体制強化プラン（仮称）の策定、里親委託等の家

庭的養護の推進、施設退所児童のアフターケア等が示された。これらの施策を着実に実施するとともに、

2016 年通常国会に児童扶養手当法及び児童福祉法等改正案の提出を目指すこととされた。

　2016 年 3 月 10 日には、「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」の報告（提言）が公

表され、2016 年 5 月 27 日、「児童福祉法等の一部を改正する法律案」が全会一致で可決され、同改正

法が成立した。

②　児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号）の内容
ⅰ）法改正の目的
　「児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号）」（以下、改正児童福祉法は「改正法」

と表記し、その他改正が行われた法律はその法律名を明記する。）は、すべての児童が健全に育成さ

れるよう、児童虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化等を図ることを目

的としている。
ⅱ）児童福祉法総則規定
a）児童福祉法の理念の明確化

ア）改正の趣旨
　改正法において、児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られること等を保障

される権利を有することが、同法の総則の冒頭（第 1 条）に掲げられた。さらに、この原理は、児童

に関する全ての法令の施行に当たって、常に尊重されなければならないことが明記された（改正法3条）。
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イ）総則規定
　改正法では、「国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、

児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心

身ともに健やかに育成されるよう努める」ことが規定された（同法第 2 条第 1 項）。この規定のうち

児童の意見の尊重は、子どもの権利条約 12 条の趣旨に合致するものであり、国内法では、本条と同

様に子どもの権利条約の趣旨に即して、家事事件手続法 65 条が「子の意思の考慮」を規定している。

ただし、規定上は、意見が尊重されると表現され、かつ努力義務とされていることから、本条が子ど

もに意見表明を権利として認める趣旨か否かについては、議論の分かれうるところであろう。

　改正法 2 条 2 項は、「児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的

責任を負う。」として、保護者の責任を明記した。この規定については、親の養育責任を私的義務と

とらえ、教育費の負担が家庭の自助に委ねられ、子どもの生育が家庭状況に左右されるおそれがある

ことから、本条は、2 条 3 項及び 3 条の 2 における国や自治体の養育責任との関係で理解される必要

があるとの指摘がある（川松・2017）。

b）家庭養育の尊重
　改正法は、実父母や親族等を養育者とする養育＝家庭養育を尊重し、保護者への支援を明記した（3

条の 2 本文）。代替的養育は例外と位置付けられ（同法 3 条の 2 ただし書き）、家庭に近い環境での養

育を推進するため、養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託が推進されることになった。もっと

も、専門的なケアを要する等、里親等への委託が適当でない場合には、施設において養育することと

するが、それも、できる限り、小規模グループケアやグループホーム等の家庭に近い環境での養育が

求められることになった。特に就学前の乳幼児期は、養子縁組や里親・ファミリーホームへの委託を

原則とするとされた（児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について（通知）　平成 28 年 6 月 3 日、

雇児発 0603 第 1 号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知第 2　2（1））。

c）都道府県・国の役割と責務の明確化
ア）改正の趣旨
　改正法は、市町村、都道府県、国それぞれの役割・責務を児童福祉法の総則に規定し、明確化した。
イ）改正の概要
α）市町村の責務
　市町村は、基礎的な地方公共団体として、児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援等に

係る業務を適切に行う（改正法 3 条の 3 第 1 項）とされた。これにより、施設入所等の措置を採るに

至らなかった児童への在宅支援等については、住民に身近な存在である市町村が児童や保護者を継続

的に支援し、児童虐待の発生予防等を図ることとされた。

β）都道府県の責務
　都道府県は、一時保護や施設入所等の行政処分としての措置等を行う等、強制権限を伴う措置や、
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市町村に対する必要な助言や適切な援助を行うとともに、専門的な知識、技術並びに各市町村の区域

を超えた広域的な対応が必要な業務を行うこととされた（改正法 3 条の 3 第 2 項）。

γ）国の責務
　国は、市町村及び都道府県における体制等に関する水準を明確にし、その達成に必要な方策を具体

化するなどにより、児童の福祉に関する支援の質に差異が生じないようにするため、市町村及び都道

府県により行なわれる業務の適正かつ円滑な実施を目的に、児童が適切に養育される体制の確保に関

する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報提供等の必要な各般の措置を講ずることとされ

た（改正法 3 条の 3 第 3 項）。

d）しつけを名目とした児童虐待の防止
　「しつけを名目とする児童虐待」を防止することを目的に、法律上「親権を行う者は、児童のしつ

けに際して、監護及び教育に必要な範囲を超えて当該児童を懲戒してはならない」と明記された（児

童虐待防止法 14 条）。この規定は、「親権を行う者は、監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒

することができる」とする民法 820 条の趣旨と合致するものである。しかし、「しつけとしての体罰」

の禁止は明記されておらず、今後の課題とされた（平成 28 年 5 月 26 日参議院厚生労働委員会付帯決

議二「…体罰によらない子育てを啓発すること。…親権を行う者の懲戒権の行使の在り方について検

討すること。」）。

ⅲ）児童虐待の発生予防
a）子育て世代包括支援センターの法定化

　妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う「子育て世代包括支援センター」（法

律上の名称は「母子健康包括支援センター」）について、おおむね平成 32 年度末までに全国展開を目

指すこととし、「市町村は、母子保健に関し、支援に必要な実情の把握等を行う『子育て世代包括支

援センター』を設置するように努めなければならない（母子保健法第 22 条）」とされた。これにより、

母子保健法に児童虐待防止が明確に位置付けられることになった。

b）支援を要する妊婦等に関する情報提供
　出産前にとくに支援を要する妊婦、児童、その保護者に日頃から接する機会の多い医療機関、児童

福祉施設、学校等が、支援を要する妊婦等を把握した場合には、その情報を市町村に提供するよう努

めることとされた（改正法 21 条の 10 の 5 第 1 項）。特定妊婦や要支援児童に関しては、「要保護児童」

と異なり、通告としてではなく、「情報提供」が一定の者に求められるとともに、この情報提供は努

力義務として規定された。

c）母子保健施策を通じた虐待予防等
　妊娠の届出や乳幼児健診等の母子保健施策は、市町村が広く妊産婦等と接触する機会であり、妊娠・
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出産の悩みを抱える妊産婦等を早期に発見し相談支援につなげるなど、児童虐待の予防や早期発見に

資することができる。そのためには、母子保健施策と児童虐待防止対策との連携を強化することが必

要となる。そこで、今回の改正により、改正法は、国及び地方公共団体は、母子保健施策を講ずるに

当たって、当該施策が乳幼児の虐待の予防及び早期発見に資するものであることに留意することとし

（母子保健法第 5 条第 2 項）、母子保健施策に虐待の予防、早期発見・支援機能を持たせることとした。

ⅳ）児童虐待発生時の迅速・的確な対応
a）市町村における支援拠点の整備

　在宅支援体制を一層充実させることを目的に、市町村は、実情の把握、情報提供、相談・指導、関

係機関との連絡調整等の支援を一体的に提供する拠点の整備に努めることとされた（改正法 10 条の

2）。

b）市町村の要保護児童対策地域協議会の機能強化
　市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関に専門職を置くこととし（改正法 25 条の 2

第 6 項）、専門職配置が義務化された（改正前は努力義務）。また、調整機関に配置される専門職は、

厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けることとされた（改正法 25 条の 2 第 8 項）。

c）児童相談所設置自治体の拡大
　政令で定める特別区は、児童相談所を設置することとされた（改正法 59 条の 4 第 1 項）。

d）児童相談所の体制強化
　児童相談所において、児童虐待対応の業務量に見合った体制強化・専門性向上を図るため、専門職

を配置し、その資質の向上を図ることとされた（児童相談所における専門職の配置については、「児

童相談所強化プラン」平成 28 年 4 月 25 日厚生労働省児童虐待防止対策推進室本部決定参照のこと）。

　具体的には、児童心理司（改正法 12 条の 3 第 6 項 1 号）、医師または保健師の配置（改正法第 12

条の 3 第 6 項第 2 号）、児童福祉司スーパーバイザーの配置（同法第 13 条第 5 項）、弁護士の配置（改

正法第 12 条第 3 項）の措置が採られることになった。

　また、児童福祉司の数も、政令で定める基準を標準として都道府県が定めることとされ（改正法第

13 条第 2 項）、原則として、人口 4 万人に一人の児童福祉司が配置されることになった。さらに、各

児童相談所児童福祉司 6 人に一人のスーパーバイザーが配置されることとされた（改正法 13 条 6 項）。

その他、児童福祉司等の対応力強化を目的として、社会福祉主事任用児童福祉司の講習受講（改正法

13 条 3 項 5 号）、児童福祉司（スーパーバイザーを含む。）の研修受講（改正法 13 条第 8 項）が義務

付けられた。

e）臨検・捜索手続の簡素化
　都道府県による臨検・捜索を迅速に実施できるようにする趣旨から、児童虐待が行われている疑い
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のある児童の住所等に臨検させ、または当該児童を捜索させる際に、当該児童の保護者が再出頭の求

めに応じないことを要件からはずし、手続の簡素化が図られた（児童虐待防止法 9 条の 3）。

f）一時保護の目的の明確化
　一時保護は、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、または児童の状況を把握するため

に行うものであることが明確にされた（改正法 33 条）。

g）児童及び保護者に対する通所・在宅における指導措置
　在宅指導中の虐待や施設退所による再統合後の在宅支援中に再発した虐待により、死亡に至る事例

もあることから、市町村による在宅支援の取組強化が必要となる。

　改正法は、その方策の一つとしてとして、児童相談所による指導措置について、児童相談所は市町

村に養育支援等を委託して指導させることができることとした（改正法 26 条 1 項 2 号）。

　また、虐待事案について当事者の身近な場所で、適切な機関が対応できるよう、児童相談所から市

町村に事案を送致できることとされた（改正法 26 条 1 項 3 号関係）。同様の趣旨から、児童相談所長は、

通告を受けた児童等のうち、市町村が実施する児童の健全な育成に資する事業等の実施が適当である

と認める者を、その事業の実施に係る市町村の長に通知することとされた（改正法 26 条 1 項 8 号関係）。

このような措置を行うに当たっては、児童相談所と市町村との間で、対応に漏れや齟齬が生じるおそ

れがある。そこで、厚生労働省において共通の基準となるアセスメントツールを作成することになっ

た。

h）関係機関等による調査協力
　改正前には児童虐待に関する情報提供を求められる主体に含まれていなかった民間の医療機関、児

童福祉施設、学校等についても、児童虐待に係る情報を提供できる主体に追加された（児童虐待防止

法第 13 条の 4）。

　もっともこれらの機関等は、情報提供を求められたとしても、これに応答する義務までは負うこと

はなく、これら機関による情報提供が法的根拠にもとづくものであり、提供しても法的責任を負うこ

とはないとすることで、情報提供を促進する趣旨であると解される。

 ⅴ）被虐待児童の自立支援
a）親子関係再構築支援

　改正法は、親子分離したケースについて、親子関係の再構築を適切に行うため、児童相談所が措置

を解除するに当たっては、民間団体等への委託を含め、地域の関係機関と連携し、定期的な児童の安

全確認、保護者への相談・支援等を実施することとした（改正法 48 条の 3、児童虐待防止法第 13 条、

同法第 13 条の 2）。
b）里親委託の推進

　改正法は、家庭養護の推進を図る趣旨から、里親制度の利用を促進することを目的に、一貫した里



－ 20 －

親支援を都道府県（児童相談所）の業務として位置付けた（改正法 11 条 1 項 2 号ヘ）。

　同様の目的から、児童相談所による養子縁組に関する相談・支援を充実させ、これが確実に行われ

るよう、養子縁組に関する相談・支援を児童相談所の業務として法律上明確に規定した（改正法 11

条 1 項 2 号ト）。

　養子縁組里親による養育の質について、全国的に一定の水準を確保するため、養子縁組里親に対し

研修を実施するとともに（改正法 6 条の 4 第 1 号）、養子縁組里親に最低限必要な欠格要件が設けら

れた（改正法 34 条の 20）。

c）18 歳以上の者に対する支援の継続
　児童福祉法の「児童」の年齢を超えた場合においても、自立のための支援が必要に応じ継続される

ことが不可欠であるところから、18 歳以上 20 歳未満の者のうち、一時保護や施設入所の措置等が採

られている者について、施設入所や一時保護及び措置の継続等、必要な支援が継続できるようにする

こととされた（改正法 31 条 4 項、33 条 6 項、33 条 8 項）。

d）自立援助ホームの対象者の拡大
　自立援助ホームで生活している者のうち、大学の学生等であって 20 歳に達した日から 22 歳に達す

る日の属する年度の末日までの間にある者（20 歳に達する日の前日において児童自立生活援助が行わ

れていたものに限る。）は、児童自立生活援助の対象とされた（改正法 6 条の 3 第 1 項、33 条の 6 及

び 50 条の 3）。

ⅵ）その他の改正事項
a）児童福祉審議会に関する事項

　都道府県や市町村に置かれている児童福祉審議会は、調査審議のため特に必要があると認めるとき

は、関係行政機関に対し、職員の説明や資料提出等を求めることができることに加えて、児童や家族

本人から意見を聴くことができることとされた（改正法 8 条 6 項）。これにより、児童福祉審議会に

子どもの権利擁護機能を持たせることとなった。この目的のため、児童福祉審議会の委員は公平な判

断ができる者であることを求められることになった（改正法第 9 条）。
b）情緒障害児短期治療施設の名称変更

情緒障害児短期治療施設の名称が変更され、「児童心理治療施設」とされた（改正法 43 条の 2）。

ⅶ）検討事項
　検討規定等において、以下の項目について検討し、必要な措置を講ずることとされた。

1　特別養子縁組制度の利用促進の在り方（附則 2 条 1 項）。

2　要保護児童を適切に保護するための措置に関する手続における裁判所の関与の在り方（同 2 条 2 項）。

3　この法律の施行後 2 年以内における、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、

児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策（同 2 条 3 項）。
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4　法律の施行後 5 年を目途として、改正後の施行状況の検討を踏まえた各法律の規定 （同 2 条 4 項）。

　その他

5　法律の施行後 5 年を目途として、中核市及び特別区が児童相談所を設置することができるよう、

その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずる（同 3 条）。

6　施行に必要な経過措置の制定および関係法律改正する。

③　改正後の動向
　検討規定等における課題を検討し、改正法の内容を具体的に実現するために、関連する検討会等が

厚生労働省に設置され、議論がなされた。

ⅰ）新たな社会的養育の在り方に関する検討会
　改正児童福祉法等の進捗状況を把握するとともに、「新たな子ども家庭福祉」の実現に向けた制度

改革全体を鳥瞰しつつ、新たな社会的養育の在り方の検討を行い、併せて、「社会的養護の課題と将

来像」（2011 年 7 月）を全面的に見直すことを目的に、2016 年 7 月に、「新たな社会的養育の在り方

に関する検討会」が厚生労働大臣の下に設置された。その検討事項は、以下の通りである。

ⅰ）改正児童福祉法等の進捗状況を把握するとともに、「新たな子ども家庭福祉」の実現に向けた

制度改革全体の鳥瞰 

ⅱ）改正児童福祉法を踏まえた社会的養育の考え方、家庭養護と家庭的養護の用語の整理・定義の

明確化

ⅲ）ⅱ）を踏まえた地域分散化も含めた施設機能の在るべき姿 

ⅳ）里親委託、養子縁組の推進や、在宅養育支援の在り方、これらを踏まえた社会的養育体系の再

編 

ⅴ）ⅱ）～ⅳ）を踏まえた都道府県推進計画への反映の在り方 

ⅵ）児童福祉法の対象年齢を超えて、自立支援が必要と見込まれる 18 歳以上（年齢延長の場合は

20 歳）の者に対する支援の在り方

　同検討会は、16 回の会議を重ねて、（1）市区町村の子ども家庭支援体制の構築（2）児童相談所・

一時保護改革（3）里親への包括的支援体制（フォスタリング機関）の抜本的強化と里親制度改革（4）

永続的解決（パーマネンシー保障）としての特別養子縁組の推進（5）乳幼児の家庭養育原則の徹底と、

年限を明確にした取組目標（6）子どものニーズに応じた養育の提供と施設の抜本改革（7）自立支援

（リービングケア、アフターケア）（8）人材の専門性の向上（9）都道府県計画の見直しを検討し、国

による支援を骨子とする「新しい社会的養育ビジョン」がとりまとめられ、2017 年 8 月 2 日、実現の

ための工程を含めて公表された。このビジョンは、改正児童福祉法の具体化の道筋を示すものであり、

その後の児童福祉行政に大きな影響を与えることになった。

ⅱ）市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキンググループ
　2016 年 5 月に成立した改正児童福祉法は、身近な場所における支援業務を適切に行い、在宅支援
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を中心に身近な場所で児童・保護者を積極的に支援することで、児童虐待の発生予防等を図ることを

市区町村の責務とした。このため、改正児童福祉法を踏まえた市区町村の支援業務の具体的な内容や

あり方等について検討を行うことを目的に「市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキンググ

ループ」が 2016 年 8 月に設置された。

検討事項は、以下の通りである。

ⅰ）市区町村が児童等に対する必要な支援を行うための拠点機能のあり方、推進方策 

ⅱ）市区町村が虐待対応の具体的な支援業務（要支援児童等の情報提供、児童相談所からの委託を

受けての通所・在宅による指導措置等）を適切に行うのに必要な支援方策（ガイドライン）や専

門人材の養成及び確保方策 

ⅲ）要保護児童対策地域協議会の更なる活用等による関係機関の連携強化 

ⅳ）市区町村における総合的な支援体制の強化のあり方 

同検討会は、8 回の会議を開催し、2016 年 8 月に、以下の項目を含む報告書を公表した。

ⅰ）市区町村における在宅支援等の強化を図るための支援方策（ガイドライン）案

ⅱ）児童虐待に係る児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントツール案

ⅲ）要保護児童対策地域協議会・運営指針案

　2017 年３月には「市町村子ども家庭支援指針（ガイドライン）」が公表されるとともに、その後、

関連する通知が発出された。

ⅲ）子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ
　改正児童福祉法は、児童相談所の体制強化を図る観点から、専門職の配置を位置付け、併せて児童

福祉司等には国が定める基準による研修の受講・修了を義務付けた。これらの点を実現するため、児

童福祉司等に義務付ける研修の内容・実施体制等の構築を目的にワーキンググループを開催し、国の

基準に適合する研修のガイドライン、カリキュラム等を定め、児童相談所等の専門性強化を図るため

の検討を行うこととされた。

　同ワーキンググループの検討事項は、以下の通りである。

（a）2017 年 4 月 1 日の改正法施行に向け、優先的に検討を進めることが必要な事項

ア） 地方自治体等が実施している現行の研修内容・体制の情報収集・分析・検証

イ）以下の者が受講する研修又は任用前講習会のガイドラインの策定等

・ スーパーバイザーを含む児童福祉司

・ 社会福祉主事として 2 年以上児童福祉事業に従事した者を児童福祉司として任用する場合の者

・ 要保護児童対策地域協議会の調整機関に配置される専門職

※研修科目・時間（講義・実習）、保有資格に応じた科目免除の内容、講師の選定基準、研修の実施体制、

研修方法などの策定

（b）児童相談所等における将来的な専門職のあり方、人材育成等専門性の向上等について十分な検

討を行うことが必要な事項

ア） 児童相談所の体制強化（専門職の配置基準、中核市・特別区における設置支援、要保護児童の
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通告の在り方及び児童相談所の業務の在り方等）に向けた更なる方策

イ）児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策（専門性を担

保するための資格に関する検討を含む）

ウ）研修の実施体制 、研修方法の充実・向上について

　2017 年 12 月 8 日の第 10 回の会議では、「『「新しい社会的養育ビジョン』を踏まえた児童相談所運

営指針の見直しイメージ」及び「一時保護ガイドライン（案）」が取りまとめられた。その後、一時

保護については、2018 年 7 月 6 日に厚生労働省から 「一時保護ガイドラインについて」が通知として

発出され（厚生労働省子ども家庭局長通知子発 0706 第 4 号）、これに伴って「児童相談所運営指針」

も改正された。

ⅳ）児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会
　改正児童福祉法等の附則は、「児童の福祉の増進を図る観点から、特別養子縁組制度の利用促進の

在り方について検討し、必要な措置を講ずること」とされ（2 条第 1 項）、同条 2 項は「要保護児童を

適切に保護する措置の手続に関する裁判所の関与の在り方について検討し、必要な措置を講ずること」

とした。

　これらを踏まえて、（ⅰ）要保護児童を適切に保護するための措置に係る手続における裁判所の関

与の在り方及び（ⅱ）児童の福祉の増進を図る観点からの特別養子縁組制度の利用促進の在り方を検

討事項として、2016 年 7 月 25 日に「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促

進の在り方に関する検討会」第 1 回会議が開催された。

　司法関与については、9回の検討を経て2017年1月16日、2か月を超える一時保護に対する司法関与、

児童福祉司指導に関する裁判所命令、面会通信制限・接近禁止命令に関する「議論の整理」が公表さ

れた。特別養子制度の利用促進に関してはⅰ）年齢要件　ⅱ）審判の申立権、実父母の同意等の成立

要件　ⅲ）子の出自を知る権利　ⅳ）養子縁組成立前後の養親や子どもに対する支援　ⅴ）行政と民

間あっせん団体の支援体制の強化・連携・協働、養親候補者情報の共有の 5 つの論点をめぐって 5 回

の検討がなされ、個々の課題に関する現状と課題、主な議論を整理した報告書が 2017 年 6 月 30 日に

公表された。

　その後、虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与、家庭裁判所による一時保護

の審査の導入、接近禁止命令を行うことができる場合の拡大を主な内容とする児童福祉法・児童虐待

防止改正法が、2017 年 6 月 14 日に成立した。特別養子制度の利用促進に関しては、法務省法制審議

会特別養子制度部会で検討が行われ、中間試案を経て、2019 年 1 月 29 日に養子となる者の年齢要件、

特別養子縁組の成立手続きを主な改正点とする「特別養子制度に関する要綱案」が公表され、令和元

年６月７日に、特別養子縁組の成立要件の緩和等を内容とする民法等の一部を改正する法律（令和元

年法律第 34 号）が成立した。

【参考文献】
「児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について（通知）」平成 28 年 6 月 3 日、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
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通知、雇児発 0603 第 1 号

川松亮「児童福祉法改正のポイント」『子どもと福祉』10 号（2017 年）79 頁

（吉田恒雄）

（２）通知
①　児童福祉法等法改正
　2016 年 5 月 27 日の児童福祉法等の改正に関して、数多くの通知が発出された。

ⅰ）公布関係
　「児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について（通知）」（平成 28 年 6 月 3 日厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長通知雇児発 0603 第 1 号）は、平成 28 年児童福祉法等一部改正法が成立・公布さ

れたことから、その趣旨及び概要を示す通知である。

　「児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の公布に

ついて（通知）」（平成 28 年 8 月 18 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発 0818 第 1 号）は、

児童福祉法等一部改正法の一部施行に伴い、児童福祉法施行令（昭和 23 年政令第 74 号）及び児童福

祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）等について所要の改正を行った旨の通知であり、児童福

祉司、スーパーバイザーの配置基準、経過措置等について解説している。

　「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の公布について

（通知）」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発 0331 第 1 号）は、「児

童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が 2017 年 3 月 29 日に、

「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」（平成 29 

厚生労働省令第 38 号）が同年 3 月 31 日にそれぞれ公布され、同年 4 月 1 日から施行することとされ

ているところから、改正の内容を了知の上、管内市町村（特別区を含む。）、関係者、関係団体等に対し、

その周知徹底を求める通知である。

　2016 年児童福祉法改正に続いて、2017 年に児童虐待に対する司法関与に関する法改正が行われる

ことになるが、「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案について」（平

成 29 年 3 月 7 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課虐待防止対策推進室事務連絡）は、「児童虐

待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会」の議論を踏まえ

て、「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第

193 回国会に提出された旨の事務連絡である。

ⅱ）児童相談所運営指針
　「児童相談所運営指針の改正について」（平成 28 年 9 月 29 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知雇児発 0929 第 1 号）は、「児童福祉法等の一部を改正する法律」が公布され、改正法の一部が公布

日に施行されていること及び同年 10 月 1 日施行の改正事項があることから、「児童相談所運営指針」

の一部を改正し、改正の内容について了知し、児童相談所はじめ管内の市区町村並びに関係機関及び
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関係団体等に対し周知を図るよう求める通知である。

　「児童相談所運営指針について」（平成 29 年 3 月 31 日厚生省児童家庭局長通知雇児発 0331 第 45 号）

は、児童福祉法の理念、養子縁組、市町村との関係、子育て世代包括支援センターとの連携等を主な

内容とする 2016 年の児童福祉法等一部改正法が 2017 年 4 月 1 日に全面施行されることに伴い、改正

の内容の了知及び管内市町村、関係機関、関係団体への周知を求める。

②　刑事司法との連携
ⅰ）協同面接
　「子どもの心理的負担等に配慮した面接の取組に向けた警察・検察との更なる連携強化について」（平

成 27 年 10 月 28 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知雇児総発 1028 第 1 号）は、子ども

の心理的負担の軽減及び子どもから聞き取る話の内容の信用性確保のため、児童相談所、警察及び検

察が連携を強化し、個別事例に応じて、協同面接の実施を含め、調査や捜査の段階で、可能な限り、

子どもから同じ内容の話を繰り返し聴取しないなど、子どもの特性を踏まえた面接・聴取方法等を 3

機関で協議・実施する取組を試行的に実施することに関する通知である。

　併せて、最高検察庁刑事部長からは「警察及び児童相談所との更なる連携強化について」（平成 27 

年 10 月 28 日付最高検刑第 103 号）が、警察庁からは「児童を被害者等とする事案への対応における

検察及び児童相談所との更なる連携強化について」（平成 27 年 10 月 28 日付警察庁丁刑企発第 69 号

ほか）が発出された。

　これら一連の通知により、3 者協同による面接が促進されることになった。

ⅱ）警察との連携
　「児童虐待への対応における関係機関との情報共有等の徹底について（通達）」（警察庁生活安全局

少年課長、同局生活安全企画課長、同局地域課長、同庁刑事局刑事企画課長、捜査第一課長通達）は、

2016 年 1 月に発生した埼玉県狭山市における虐待死亡事件において、警察の対応に課題があるとされ

た事件を受けて、警察庁から発出された通知である。

　すなわち、警察職員による児童の安全確認の結果、児童虐待を受けたと思われないと判断したにも

かかわらず、その後児童虐待による重篤な被害が明らかになった事案が見られた。このような事態の

発生を防ぎ、児童の安全確保をより確実なものとするため、警察において児童虐待が疑われる情報を

覚知し、通告をすべきか否かの判断を行うに当たり、警察部内の情報のみに頼るのでなく、児童相談所、

市町村等関係機関に対して関連情報の照会等を行い、それにより得られた情報を含めて総合的に判断

すること等が有効と考えられる。そこで本通知は、取組の強化を図ることを目的に、各都道府県警察

にあっては、児童相談所、市町村等関係機関との一層緊密かつ適切な連携を図るとともに、以下の事

項の実施・徹底を求めた。

1 . 確実な通告の実施　

2 . 児童相談所等関係機関に対する事前照会の徹底　

3 . 通告後の情報共有等、警察部内における的確な対応の徹底
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　同日、厚生労働省からも同趣旨の通知が発せられ（厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長雇児

総発 0 4 0 1 第 6 号）、警察からの照会等に適切に対応し、一層の連携強化を図るため、警察から児童

相談所及び市区町村に対する照会への対応及び児童相談所及び市区町村から警察に対する情報提供等

の対応及び留意点が示された。

　この通知により、要保護児童対策地域協議会による対応にも変化が現れるなど、警察と児童相談所

の連携がさらに強化されることになった。

ⅲ）検察との連携
　「児童虐待への対応における検察との連携の推進について」（平成26年6月26日厚生労働省雇用均等・

児童家庭局総務課長通知雇児総発 0626 第 1 号）は、児童虐待に関連した事件の捜査及び公判を担当

する検察官等と児童相談所との情報共有や相互協力の連携体制を一層強化することを目的とする通知

である。

　個別事案における連携として、児童相談所は、一時保護等を解除して家庭復帰を行う場合には、虐

待者に対する司法の判断に左右されることなく、児童の安全確保を最優先に、家庭復帰後の各機関の

役割や対応策に係る具体的な検討を行う必要があること、その過程で、検察官等が把握している虐待

事案の内容や捜査等の経緯、不起訴処分の理由や判決の要旨等について、検察官等に提供を求めるこ

とが可能であるが、あらかじめ検察官等と協議を行い、検察官等から情報を得る際に確認しておくこ

と、児童相談所が把握している児童及び保護者等に関する情報についても、検察官等から捜査等の必

要に応じて照会があった場合には、可能な範囲で提供する等、当該事案の対応が円滑に行われるよう

相互に情報交換を行うことが考えられるとする。

　平素からの連携については、児童相談所の研修等に検察官等を講師に招くほか、検察官との協議の

場を設ける等により知見を深め、児童相談所と検察の相互理解を深めるため、検察官等への説明の機

会を積極的に持つなどして、平素より関係の構築に努めることとしている。

　この通知と併せて、法務省からは「児童相談所との連携の充実について」（平成 26 年 6 月 26 日法

務省刑事局刑事課長事務連絡）が発出され、検察官等は、プライバシーや捜査・公判への影響を勘案

したうえで、必要に応じて児童相談所に対し、事案の概要や捜査・公判の経緯等の情報提供に配慮す

るよう求めることとされた。

③　児童相談所の設置及び体制強化
ⅰ）児童相談所設置市の拡大
　「『児童相談所を設置する市について』の一部改正について」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長通知雇児総発 0 3 3 1 第 1 3 号）は、地方分権改革推進要綱（平成 20 年 6 

月 20 日地方分権改革推進本部決定）第 2 の 1 の（1）の【保健所・児童相談所】を踏まえ、児童相談

所設置市として政令で個別に定める際の考え方等について、「児童相談所設置市への移行を希望する

市」には特別区を含むものとし、国による政令指定の確認手続、移行における児童相談所設置希望市

や都道府県の留意点を示した。
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ⅱ）児童福祉司の対応力強化
　「『児童福祉司の任用資格要件に関する指定施設における業務の範囲等について』の一部改正につい

て」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発 0331 第 43 号）は、児童福

祉司の任用資格要件に関する指定施設における業務範囲等について、「児童福祉法施行規則等一部を

改正する省令」により、児童福祉法施行規則第 5 条の 3 にその範囲が定められているが、同条第 3 号

厚生労働大臣が認める施設の範囲及び各施設における福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他援

助を行う業務範囲について、「施設」に児童福祉法に規定する保育所並びに都道府県及び市町村（特

別区を含む。）を追加した等の旨の通知である。

　「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」（平成 29 年 3

月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長雇児発 0331 第 16 号）は、平成 28 年 5 月 27 日成立の改

正児童福祉法を踏まえ、児童福祉司等に義務付けられた研修等の内容や実施体制等を構築するため、

「子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ」が児童相談所等の専門性強化を図るための

検討を行い、研修等の到達目標やカリキュラム等を策定し、当該カリキュラム等を基に、研修等の基

準等が平成 29 年厚生労働省告示第 130 号、同第 131 号、同第 132 号、同第 134 号で定められたこと

を踏まえ、各自治体が研修等の実施に当たっての参考とするため、研修等の詳細について定め、その

適正かつ円滑な実施及び管内市町村に対して周知を求める通知である。

　「児童福祉法第 13 条第 3 項第 5 号の厚生労働大臣が定める講習会等の制定について」（平成 29 年 3

月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発 0331 第 2 号）は、児童福祉法等一部改正法が

2017 年 4 月 1 日に施行されることに伴い、「児童福祉法第 13 条第 3 項第 5 号の厚生労働大臣が定める

講習会」（平成 29 年厚生労働省告示第 130 号）、「児童福祉法第 13 条第 8 項の厚生労働大臣が定める

基準」（平成 29 年厚生労働省告示第 131 号）、「児童福祉法第 25 条の 2 第 8 項の厚生労働大臣が定め

る基準」（平成 29 年厚生労働省告示第 132 号）及び「児童福祉法施行規則第 6 条第 11 号の厚生労働

大臣が定める講習会」（平成 29 年厚生労働省告示第 134 号）が、同年 4 月 1 日から適用することとさ

れているところから、これらを十分了知し、管内市町村（特別区を含む。）をはじめ、関係者、関係

団体等に対し、その周知徹底を求める通知である。

　改正法の施行に伴い義務化される児童福祉司等の研修等の詳細については、別途「児童福祉司等及

び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」（平成 29 年 3 月 31 日付雇用均等・

児童家庭局長通知雇児発 0331 第 16 号）において通知された。

④　市町村の役割の強化
　「『市町村児童家庭相談援助指針』の改正について」（平成 28 年 10 月 31 日厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長通知雇児発 1 0 3 1 第 2 号）は、2016 年の児童福祉法等一部改正法の施行に伴い、「市町

村児童家庭相談援助指針」が改正されたことを受けて、都道府県に、改正の内容について、管内の市

町村、関係機関及び関係団体等への周知を求める通知であり、市町村においては、児童の身近な場所

における児童の福祉に関する支援等に係る業務を適切に行うため、改正後の同指針を踏まえ、適正な

児童家庭相談援助の実施に努めるよう求めた。
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　子ども家庭相談については、子どもに対する支援だけではなく、子どもの健やかな成長・発達・自

立のためには、保護者も共に支える視点が不可欠であり、その観点から、保護者に対する助言、指導

等の支援が必要となる。「『市町村子ども家庭支援指針』（ガイドライン）について」（平成 29 年 3 月

31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発 0331 第 47 号）は、すべての子どもとその家庭お

よび妊産婦等を対象として、その福祉に関し必要な支援に係る業務全般が適切に実施されるよう、本

指針（ガイドライン）を踏まえつつ、地域の実情に応じて適切に子ども家庭支援を実施することを、

市町村並びに関係機関及び関係団体等に求める通知である。

　児童福祉法等一部改正法において、市町村が子どもの最も身近な場所における子ども及び妊産婦の

福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確にされ、子どもとその家庭及び妊産

婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的

な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行う機能を担う拠点（市

区町村子ども家庭支援拠点）の整備に努めなければならないとされた。「市区町村子ども家庭総合支

援拠点の設置運営等について」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発

0331 第 49 号）は、同支援拠点における運営に関する基準及び設備について、「市区町村子ども家庭総

合支援拠点設置運営要綱」を定め、2017 年 4 月 1 日から実施することとしたので、その適正かつ円滑

な実施を求める通知である。

　児童福祉法等の一部を改正する法律の 21 条の 10 の 5 が 10 月 1 日に施行され、要支援児童、要保

護児童及び特定妊婦と思われる者に日頃から接する機会の多い、病院、診療所、児童福祉施設、学校

等が、要支援児童等と思われる者を把握した場合には、当該者の情報を現在地の市町村に提供するよ

う努めなければならないこととされた。また、社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証

に関する専門委員会第 12 次報告では、妊娠期から切れ目のない支援体制の整備の必要性と、学校内

での虐待に関する理解の向上、要保護児童対策地域協議会を活用した支援体制づくりの重要性等が提

言として公表された。これらを踏まえ、「要支援児童等（特定妊婦を含む）の情報提供に係る保健・医療・

福祉・教育等の連携の一層の推進について」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局

総務課長通知雇児総発 0331 第 9 号、母子保健課長通知雇児母発 0331 第 2 号）は、各地方自治体に、

要支援児童等を早期に把握し、速やかに支援を開始するために保健・医療・福祉・教育等の連携体制

の構築と、より一層の連携に取り組むことを求め、都道府県には、管内の市町村や病院、診療所、児

童福祉施設、学校等の関係機関への周知を求めた。

　「『要保護児童対策地域協議会設置・運営指針』の一部改正について」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発 0331 第 46 号）は、「要保護児童対策地域協議会設置・運営

指針」が改正され、2017 年 4 月 1 日から適用することとされたので、都道府県知事から管内の市町村

長（指定都市市長及び中核市市長を除き、特別区長を含む。）に対して周知を求める通知である。

　「児童家庭支援センターの設置運営等について」（平成 28 年 9 月 1 日厚生省児童家庭局長通知雇児

発 0901 第 5 号）は、「児童家庭支援センター設置運営要綱」の一部を改正した旨の通知である。
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⑤　母子保健関係
　「産前産後母子生活支援事業（モデル事業）の実施について」（平成 29 年 4 月 2 日厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知雇児 0331 第 11 号）は、改正児童福祉法により、出産後の養育に支援が必要な妊婦

や、妊婦健診を受けずに出産に至った妊婦等への支援の強化を図るため、「産前・産後母子支援事業（モ

デル事業）実施要綱」が定められ、2017 年 4 月 1 日から実施することとしたので、その適正かつ円滑

な実施を都道府県知事等に求める通知である 。

⑥　機関連携
ⅰ）情報提供
　2016 年に改正された児童虐待防止法 13 条の 4 において、地方公共団体の機関に加え、児童の医療、

福祉または教育に関係する機関や児童の医療、福祉または教育に関連する職務に従事する者も、児童

相談所長等から児童虐待の防止等に関する資料又は情報の提供を求められたときは、これを提供する

ことができるものとされた。これを受けて、「児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報

の提供について」（平成 28 年 12 月 16 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知雇児総発 1216 

第 1 号）は、改正法に規定されていない民間事業者からの資料または情報の提供に係る考え方も含め、

当該規定の趣旨等を示した。さらに、市町村、都道府県が設置する福祉事務所、児童相談所に対して、

必要のある場合には、躊躇なく資料または情報の提供を依頼するとともに、できる限りの協力を求め、

児童虐待への対応方針の判断等にあたり活用するよう求めた。

ⅱ）児童相談所と市町村の連携
　「児童虐待防止対策支援事業の実施について」（平成 26 年 5 月 13 日厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知雇児発 0513 第 8 号）においては、児童相談所体制整備事業に市町村との連携強化事業が新

設され、都道府県は児童相談所 OB に加えて保健所 OB を児童相談所に配置し、援助技術等の提供を

行うため、年間を通じて市町村に派遣・巡回させ、市町村職員とチームを組んで家庭訪問や面接指導

等に取り組むこととされた。その他、都道府県の広報啓発等事業として、地域の関係機関、関係団体

に対して児童虐待防止の取組みを促し、児童相談所と市町村や関係機関等との連携協力体制の構築を

図る事業が加えられた。

　2016 年の児童福祉法等一部改正法により、子どもが心身ともに健やかに養育されるよう、市町村と

都道府県の役割が明確化され、2017 年 4 月 1 日施行の改正事項として、従前からの市町村から児童相

談所への事案送致に加えて、児童相談所から市町村への事案送致が新設された。「児童虐待に係る児

童相談所と市町村の共通リスクアセスメントツールについて」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長通知雇児総発 0331 第 10 号）は、児童相談所と市町村が通告等により受理

した「児童虐待」または「児童虐待が疑われる」ケースに関して、共通理解や円滑な情報共有を図り、

役割分担を行う指標となる「共通リスクアセスメントツール」の運用について定めた旨の通知である。
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ⅲ）居所不明児童
　「居住実態が把握できない児童への対応について」（平成 27 年 3 月 16 日総務省自治行政局住民制度

課長、文部科学省初等中等教育局教育企画課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長連名通知　

総行住第 33 号、26 初初企 第 53 号、雇児総発 0316 第 1 号）は、居所不明児童への対応について、こ

れまでの調査や通知による取組がなされている状況で、副大臣等会議における関係省庁の申し合わせ

を踏まえ、居住実態が把握できない児童に関する市町村内及び市町村間の情報共有と連携のあり方等

に関して、遺漏のない対応をするよう求めた通知である。

⑦　性虐待関係
　「犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引き」に関して内閣府犯

罪被害者等施策推進室から 2012 年 3 月に、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

の開設を検討している自治体・民間団体等に同センターのモデルを示し、開設・運営に役立つ情報や

ノウハウを提供することで、同センターの設置促進を目的とする手引きに関する通知が発出された。

さらに性虐待に関連して「近年における性犯罪の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため

の罰則の整備を早急に行う必要があると思われるので、別紙要綱（骨子）について御意見を賜りたい。」

との法務大臣からの諮問に応えるため、2015 年 11 月に法制審議会刑事法（性犯罪関係）部会で検討

が開始された。その後、刑法の一部改正法が平成 29 年 6 月に成立し、「監護者わいせつ罪」（改正後

の刑法 179 条 1 項）、「監護者性交等罪」（改正後の刑法 179 条 2 項）が新設された。

⑧　社会的養護 

ⅰ）情緒障害児短期治療施設
　「平成 28 年改正児童福祉法の施行に伴う情緒障害児短期治療設関係通知の取扱い について」（平成

29 年 3 月 31 日厚生労働省児童家庭局長通知雇児発 0331 第 41 号）は、2016 年の児童福祉法等一部改

正法により、「情緒障害児短期治療設」が「児童心理治療施設」に名称を変更されたことに伴う、読

替え措置に関する通知である。

ⅱ）自立支援
　「『児童養護施設退所者等に対する自立支援資金の貸し付けについて』の一部改正について」（平成

29 年 3 月 31 日厚生労働事務次官雇児発 0331 第 13 号）は、情緒障害児短期治療施設、自立援助ホー

ム、ファミリーホームが、それぞれ、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）、

小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）と名称変更されたこと等に伴う改正に関する通知で

ある。

　「社会的養護自立支援事業等の実施について」（平成 29 年 4 月 1 日厚生労働省雇用均等・児童家庭

局長通知雇児 0331 第 10 号）は、2016 年児童福祉法改正により、里親等への委託や児童養護施設入所

措置を受けていた者で 18 歳（措置延長の場合は 20 歳）到達により解除された者のうち、自立のため

支援を継続して行うことが適当な場合には 、原則 22 歳の年度末まで個々の状況に応じて引き続き必
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要な支援を受けることができるよう「社会的養護自立支援事業実施要綱」が定められ、また、就職や

アパート等の賃借や大学へ進学する際に支障が生じることのないよう「身元保証人確保対策事業実施

要綱」が定められ、2017 年 4 月 1 日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を求める

通知である。

　「就学者自立生活援助事業の実施について」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知第 56 号）は、児童福祉法一部改正法により自立生活援助事業（自立援助ホーム）について、

22 歳の年度末までにある大学等就学中の者を対象に追加したことから、20 歳到達後 22 歳の年度末ま

での間における支援を引き続き受けることができるよう「就学者自立生活援助事業実施要綱」を定め、

2017 年 4 月 1 日から実施することとしたのでその適正かつ円滑な運用を求める通知である。

　「『児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度の運営について』の一部改正について」（平

成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知第 55 号）は、情緒障害児短期治療施設、

自立援助ホーム、ファミリーホームが、それぞれ、児童心理治療施設、児童自立生活援助事業（自立

援助ホーム）、小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）と名称変更されたこと等に伴う改正

に関する通知である。

ⅲ）里親、ファミリーホーム関係
　「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」（平成 28 年 3 月 31 日、

厚生労働省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長通知障障発 0331 第 4 号、厚生労働省児童家庭局家

庭福祉課長通知雇児福発 0331 第 1 号、厚生労働省児童家庭局保育課長通知雇児保発 0331 第 1 号）は、

里親の就労等により里親に委託されている児童の保育の必要性が生じた場合において、当該児童の最

善の利益の観点から、当該里親への委託を継続することが適切と認められる場合には、当該児童につ

き里親に委託されていることが、保育所へ入所することを妨げないものとすること、児童を既に就労

している里親に委託することが当該児童の最善の利益に適うと認められる場合についても、同様の取

り扱いであること、 同様の取り扱いは、里親および小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されて

いる児童が障害児通所支援を受ける場合や里親及びファミリーホームに委託されている児童が、居宅

介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は短期入所を受ける場合、母子生活支援施設入所児童が

障害児通所支援を受ける場合等にも認められるとした。

　「里親支援機関事業の実施について」（平成 28 年 9 月 1 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知

日雇児発 0901 第 6 号）は、社会的養護体制において、より家庭的な環境で愛着関係の形成を図るこ

とができる里親委託を推進するためには、里親制度に対する国民の理解を深めるとともに、里親を育

成し、支える体制の整備を図ることが重要となっているとして、里親制度の普及促進や、里親研修の

実施、児童の委託までのマッチングの調整、里親家庭への訪問等による相談支援などの業務を総合的

に実施するため、「里親支援機関事業実施要綱」が定められ、施行されることになったので、その適

正かつ、円滑な実施を求める通知である。

　「里親委託ガイドラインについて」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇

児発 0331 第 38 号）は、2016 年児童福祉法等一部改正法の施行に伴う同ガイドラインの一部を改正し
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た旨の通知である。

　「里親制度の運営について」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発

0331 第 35 号）は、今後の里親制度の運営に関し留意すべき事項を里親制度運営要綱として定めたので、

了知の上、その取扱いに遺漏のないよう求める旨の通知である。

　「里親支援事業の実施について」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児

発 0331 第 44 号）は、里親支援等の業務を総合的に実施するため、「里親支援事業実施要綱」を定め、

平成 29 年 4 月 1 日から実施することとしたので、その適正かつ、円滑な実施を期せられることを求

める通知である。

　「養育里親研修制度の運営について」の一部改正について」（平成 29 年 4 月 3 日厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知雇児 0331 第 36 号）は、2009 年 3 月 31 日雇児発第 0331009 号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知「養育里親研修制度の運営について」のうち、「認定時の研修」を「登録時の研修」

と改正した旨の通知である。

　「養子縁組里親研修制度の運営について」（平成 29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知雇児発 0331 第 37 号）は、養子縁組里親研修制度の運営に関し、実施主体、研修の趣旨、対象者、

研修の実施方法、期間、養育実習、修了認定等の留意すべき事項を定めた通知である。

　「『育児休業の対象となる【その他これらに準ずるものとして厚生労働省令で定めるところにより委

託されている者】であることを証明する書類について』の一部改正について」（平成 29 年 3 月 31 日

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、家庭福祉課長、職業家庭両立課長通知雇児総発 0331 第

3 号雇児福発 0331 第 1 号、雇児職発第 0331 第 1 号）は、育児休業の対象となる「その他これらに準

ずる者として厚生労働省令で定める者」に、「厚生労働省令で定めるところにより委託されている者」

に養子縁組里親を追加した。

　「『小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）の運営について』の一部改正について」（平成

29 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知第 39 号）は、第１の目的に、「家庭における

養育環境と同様の養育環境において」養育を行う旨及び「家庭における養育環境と同様の養育環境」

については、「単に虐待等のない良好な生活基盤であるだけでなく、子どもの逆境体験や離別・喪失

による傷つきを回復するための生活基盤として、『家』という物理的環境のほか、一貫かつ継続した

密な関係性を形成し養育能力がある特定の養育者との生活が共有できること等が必要であることか

ら、養育者となる職員については人事異動が想定されていないことが望ましい。」旨の追加等がなさ

れた旨を通知する。

（吉田恒雄）

３　判例の動向
（１）児童福祉法
　今期、児童福祉法に関する公表裁判例はなかった。なお、司法統計年報によれば、対象期の児童福

祉法 28 条 1 項事件および 2 項事件（期間更新）の新受件数は、2014 年 422 件（1 項：279 件、2 項：

143 件）、2015 年 404 件（1 項：254 件、2 項：150 件）、2016 年 429 件（1 項：269 件、2 項：160 件）、
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2017 年 421 件（1 項：288 件、2 項：133 件）で推移している。最高裁判所の公表した『親権制限事件

及び児童福祉法 28 条事件の概況（平成 29 年 1 月～ 12 月）』によれば、2017 年の児童福祉法 28 条 1

項事件の終局割合は、認容 74.7％、却下 5.8％、取下げ 18.8％であり、同年の児童福祉法 28 条 2 項事

件の終局割合は、認容 98.0％、却下０％、取下げ 2.0％であった（最高裁判所事務総局家庭局・2017：

4 頁）。全体として、認容率の高さが目立つが、とりわけ期間更新にかかる児童福祉法 28 条 2 項事件

の認容率の高さ、および取下率の低さが注目される。

【参考文献】
石井芳明＝依田吉人「親権制限事件の運用状況」『法律のひろば』68 巻 9 号（2015 年 9 月）16 － 23 頁【文献 7】

最高裁判所事務総局家庭局『親権制限事件及び児童福祉法 28 条事件の概況（平成 29 年 1 月～ 12 月）』（最高裁判所ホー

ムページ）

（阿部純一）

（２）民法
　司法統計年報によれば、対象期の親権制限（親権喪失、親権停止又は管理権喪失）に関する事件

の新受件数は、2014 年 273 件（親権喪失：110 件、親権停止：153 件、管理権喪失：10 件）、2015 年

261 件（親権喪失：63 件、親権停止：192 件、管理権喪失：6 件）、2016 年 314 件（親権喪失：108 件、

親権停止：202 件、管理権喪失：4 件）、2017 年 372 件（親権喪失：118 件、親権停止：250 件、管理

権喪失：4 件）で推移している。

　さらに、『親権制限事件及び児童福祉法 28 条事件の概況（平成 29 年 1 月～ 12 月）』によれば、

2017 年の親権喪失事件の終局割合は、認容 23.5％、却下 20.2％、取下げ 52.9％であり、同年の親権停

止事件の終局割合は、認容 29.0％、却下 13.9％、取下げ 53.7％であった（最高裁判所事務総局家庭局・

2017：4 頁）。全体としてみると、認容率が 20％代に留まる一方で、取下率の高さが注目される。親

権喪失および親権停止の申立人の属性（2017 年）については、子の親族が最多の 236 人（親権喪失：

96 人、親権停止：140 人）で、児童相談所長が 84 人（親権喪失：10 人、親権停止：74 人）、子本人

も 27 人（親権喪失：12 人、親権停止：15 人）であった（最高裁判所事務総局家庭局・2017：７頁）。

　第 8 期の民法に関する公表裁判例は 7 件であり、親権停止を本案とする審判前の保全処分が 4 件、

親権停止の審判が 1 件、親権停止取消の審判が 1 件、面会交流事件が 1 件であった。

　審判前の保全処分については、いずれも特徴的な事件が公表されている。まず、子が手術等の医療

的な措置を受ける必要があるにもかかわらず、親権者が医療同意を行わない、いわゆる医療ネグレク

トが問題になった事件が 2 件ある。東京家裁審判平成 27 年 4 月 14 日【判例 1】は、親権者が宗教的

信念を理由として必要な輸血に同意しないケースについて、輸血に同意しないことで子の生命に危険

を生じさせる可能性が極めて高く、子の利益を害することが明らかであり、保全の必要性も認められ

るとして、親権者の職務執行を停止し、申立人である児童相談所長を職務代行者に選任した。これに

対して、東京家裁審判平成 28 年 6 月 29 日【判例 4】は、直ちに手術を要する心臓疾患を抱えた子の

親権者が、治療には同意しているが、子を見舞う回数も少なく、医師と約束した面談の予定をキャン
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セルするなど、現在の緊急事態に迅速かつ適切に対応できるかどうか疑問があるとして、親権者の職

務執行を停止した。前者は、信仰を理由とした輸血拒否事件であり、これまでの公表例にも類似事件

があるが、本件では、親権者は、無輸血の手術の中で、輸血の必要があった場合には、親権が一時的

にない状態であれば、輸血は致し方ない旨の意思を表示していた。後者の事件は、信仰を理由とした

医療拒否事件ではないものの、親権者の対応や生活状況から、子の手術に対応できるかどうかについ

て疑問があるとされた事件である。

　他方で、いわゆる医療ネグレクト以外の審判前の保全処分として、進学や就職のために親権者の職

務執行を停止し、職務代行者を選任した事件が公表された。千葉家裁館山支部審判平成 28 年 3 月 17

日【判例 2】は、軽度精神発達遅滞等の障害がある未成年者が、特別支援学校に進学するに当たり、

療育手帳の取得等の手続を行わなければならないにもかかわらず、親権者がこれに応じないケースに

ついて、親権者の職務執行を停止し、児童相談所長を職務代行者に選任した（同事件の本案については、

千葉家裁館山支部審判平成 28 年 3 月 31 日【判例 3】を参照）。広島家裁審判平成 28 年 11 月 21 日【判

例 5】は、高校３年生の子が県外就職を希望していることに立腹した親権者父が、子に対して合理的

な理由もなく一切の関わりを拒否して就職のために必要な手続への協力等も拒んでいるケースについ

て、親権者の職務執行を停止し、弁護士を職務代行者に選任した。

　2011 年民法改正によって、親権停止制度（民法 834 条の 2）が新設されたが、親権停止審判の取消

しが認められた事件がはじめて公表された。和歌山家裁審判平成 27 年 9 月 30 日【判例 7】は、親権

停止審判の後に、子の母である申立人が子に対して暴言暴力を行った同居人との連絡を絶ち、子も母

およびその夫と共に生活することを強く望んでおり、県の子ども・女性・障害者相談センターが申立

人の未成年者に対する親権停止を解除し、地域での支援につなげることが必要であると判断している

ことなどを理由として、申立人の子に対する親権停止の審判の原因事実がなくなったものと認め、親

権停止の審判を取り消した。

　また、東京高裁決定平成 27 年 6 月 12 日【判例 6】は、面会交流に関する事件であるが、非監護親

から監護親に対する暴力、暴言等により監護親および未成年者らが心因反応を発症しているケースに

ついて、4 か月に 1 回の子らの近況を撮影した写真を送付することに加え、2 か月に 1 回の非監護親

から子らへの手紙を速やかに子らに渡さなければならないとして間接交流を認めた事例として注目さ

れる。

【参考文献】
石井芳明＝依田吉人「親権制限事件の運用状況」『法律のひろば』68 巻 9 号（2015 年 9 月）16 － 23 頁【文献 7】

最高裁判所事務総局家庭局『親権制限事件及び児童福祉法 28 条事件の概況（平成 29 年 1 月～ 12 月）』（最高裁判所ホー

ムページ）

（阿部純一）
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（３）刑事法
【第 8 期】
　とくに今期（第８期）になって、データベースに収録された裁判例が大幅に増加したため、児童虐

待にかかる刑事事件を扱った裁判例を多く目にするようになった（それぞれの裁判例の詳細は、量刑

傾向に関する分析の材料として、第 9 期の報告書でリスト化して紹介することとする）。もっとも、

児童虐待にかかる刑事事件の検挙件数における死亡児童数は、「平成 30 年における少年非行、児童

虐待及び子供の性被害の状況」（https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/hikou_gyakutai_sakusyu/

H30.pdf　2019.7.15 閲覧）によれば、2006 年の 111 人をピークとしてその後に減少の傾向を示していて、

2016 年には 67 人（なお、2018 年には 36 人）となっている。また、傷害致死や保護責任者遺棄致死といっ

た死亡の結果を伴う事件について検察が起訴したものの数についても、増加の可能性は十分にあると

はいえ、大幅に増えたということまでは考えにくい。対して、児童の死亡に至る事件がしばしば大々

的に報道されるようになったことを勘案すれば、また、児童虐待の事件を扱った裁判員裁判に対する

著しい量刑不当の判断が最高裁によって今期の初頭に示されたこと（【判例 8】）なども考え合わせれば、

児童虐待にかかる刑事事件の先例としての重要性あるいは社会的意義の高さに関する認識が関係者の

間で変化してきたという可能性はあり、この変化がデータベースに収録される裁判例の増加に影響し

ていることも考えられる。

【参考文献】
龍岡資晃「裁判例の量刑理由から見た児童虐待について（小特集 犯罪者を親にもつ子どもについて考える）」『法律時報』

89 巻 6 号（2017 年 6 月）85 － 89 頁

【第 7 期（補遺）】
　第 7 期においては、裁判員制度の開始から数年を経て、傷害致死や保護責任者遺棄致死をはじめと

した児童虐待の事件が本格的に裁判員裁判の対象とされるようになった。そのため、裁判員裁判によ

る事実認定や量刑の先例が積み重ねられるうちに、従来の傾向から踏み出した裁判例の出現や量刑傾

向の変化といった興味深い事態が児童虐待の事件で見受けられるようになった。こうした状況におい

て、今期（第 8 期）の早い段階で、児童虐待の事件を扱った裁判員裁判に対する著しい量刑不当の判

断が最高裁によって示されたこと（【判例 8】）の意義は大きい。この判例によって、量刑傾向からの

踏み出しが不当なものとして是認されるのか否かの目安がある程度まで明らかになったからである。

この判例のもとでは、児童虐待の事件について量刑の振れ幅が以前と比べて小さくなることも予想さ

れ、同時に、今後は、さらなる先例の蓄積から有意義な量刑事情や量刑基準がいっそう明確になって

くるものと思われる。

【参考文献】
原田國男「裁判員裁判における量刑傾向：見えてきた新しい姿」『慶應法学』27 号（2013 年 10 月）161 － 187 頁

龍岡資晃「裁判例の量刑理由から見た児童虐待について（小特集 犯罪者を親にもつ子どもについて考える）」『法律時報』
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89 巻 6 号（2017 年 6 月）85 － 89 頁

（岩下雅充）

（４）行政法
　今期は児童虐待に係る行政法判例がさらに増加したが、一時保護の違法を争う事例だけでなく、争

われる事例の多様さも目立ってきた。

　一時保護については、行政訴訟は一時保護の終了により訴えの利益が消滅すると解されることから、

これまでは国家賠償請求訴訟が比較的多かったが、今期は一時保護に対する取消訴訟も少なからずみ

られた。一時保護が終了した事案ではやはり訴えの利益消滅により却下判決が下されている。

　虐待の被害者であった者が、虐待から保護されなかったことにつき国家賠償を求める事例（【判例

10】）が現れ、里親委託の解除を里親が争う事例（【判例 11】）も登場している。

　一方、判決内容については、前期までは増加する行政判例において行政裁量や行政手続に関する行

政法学の基本的な理解に欠ける判決が相次いでいたが、今期はそれら判決の誤りを是正するかのよう

に行政法学の知見を踏まえた判断を示す判決（【判例 9】）がみられ、行政法学の観点からみた判例の

理論水準の向上が窺われる。

（横田光平）

４　法学研究の動向
（１）児童福祉法分野
①　学会の動向
　今期の研究動向で取り上げるべきは、2014 年 9 月 14 日から 17 日まで、名古屋市で「第 20 回日本

子ども虐待防止学会（JaSPCAN）」と「第 20 回子ども虐待防止世界会議 2014」が合同で開催された

ことである。この世界会議開催の趣旨は、「人類は未だに、子ども虐待の撲滅を成し遂げられないで

います。日本にとってだけでなく、世界にとって、各国とって、今までの成果を見つめて次への飛躍

の機会にしたいと願い、メインテーマを『子ども中心の社会に向けて過去から学び、未来に向けて行

動しよう。』」としたと、JaSPCAN 小林美智子会長から述べられている（小林・2014）。ISPCAN プロ

グラムでは、幅広い分野からの報告が行われ、シンポジウムが開催された。法学分野では、「Ethics, 

Law and Policy」のセッションで司法面接や心理的虐待の定義、性虐待の通告制度等、16 本の報告が

なされた。スポンサード・セッションとしては日本弁護士連合会主催による「子どもの虐待防止の法

制度と弁護士の役割――国際比較の観点から――」（岩佐他・2015）や大会本部主催による体罰防止

シンポジウムも開催された（柳川他・2015）。第 20 回 JaSPCAN 学術集会における法学関係のシンポ

ジウム、報告では体罰・虐待・暴力防止の法制度・施策に関するシンポジウム、アメリカの児童虐待

対応システムであるディファレンシャル・レスポンスに関する調査報告とわが国における同制度利用

の可能性を論じるシンポジウム、警察からの増大する DV 通告への対応に関するシンポジウムが企画

された。このシンポジウムでは、DV に起因する心理的虐待ケースにおけるコモンセンス・ペアレン

ティング実施の効果や将来的なリスクと保護者への心理教育を通じた取組の報告を踏まえ、DV 通告

への効果的対応のあり方が議論された。警察による DV 通告の激増への対応が課題となり始め、その
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対応策が模索され、時機を得た企画となった。個別報告としては、「日韓の養子縁組制度の比較」、「児

童虐待防止のための市町村支援の実態」、「児童に対する司法面接における質問タイプ別の効果の検討」

があった（子ども虐待防止世界会議名古屋 2014 実行委員会・2014）。

　2015 年の第 21 回 JaSPCAN 学術集会は、「つながりへのチャレンジ」をテーマに新潟市で開催され

た。大会企画シンポジウムとしては、「つながりを失った子どもたち――孤立家庭、居所不明児の問

題を考える」がもたれ、この時期に大きな社会問題となった居所不明児童問題が取り上げられた。法

学分野のシンポジウムは、前年に続き体罰防止、虐待対応と司法関与の 2 テーマ、一般演題では「児

童相談所と弁護士の連携の実態と課題」の 1 テーマにとどまった。他方、性虐待関係では 7 つのシン

ポジウムが開催され、性虐待に対する研究と実践の進展が見られた（アイデイ・2015）。

　第 22 回 JaSPCAN 学術集会は、「新たな支援の創造」をテーマに大阪市で開催された。法学分野の

シンポジウムでは、「児童福祉法改正をめぐって」が開催され、2016 年改正法に関して母子保健、市

町村、児童相談所、自立支援のそれぞれの現場から同改正法の評価すべき点、課題が論じられた（山縣・

2017）。「児童福祉法改正とこれからの児童相談所」では、児童相談所の体制強化、設置自治体の拡大、

市町村による在宅支援の強化、都道府県と市町村の役割分担の明記、さらに児童相談所のあり方が取

り上げられ、虐待相談対応件数の増加、相談支援ニーズの複雑化、困難化に対して児童相談所の現状、

課題等を踏まえ、今後の方向性を探る議論が行われた（江口他・2017）。「法改正における市町村の支

援的役割を考える」では、市町村の支援的役割の発展のために必要とされることについて、主として

要保護児童対策地域協議会を素材に、意見交換がなされた（笹井他・2017）。

　「児童福祉法改正と司法関与――子どものために司法ができること――」では、改正児童福祉法に

より児童相談所における弁護士配置が規定され、改正法の附則では司法関与のあり方の検討等、必要

な措置を講ずるのもとされた。このシンポジウムでは、改正児童福祉法における司法関与関連事項、

その後の改正に向けた動向、これまでの司法関与の経緯が報告され、諸外国の法制度を踏まえた意見

交換がなされた。2017 年児童福祉法改正により実現した一時保護、保護者指導における司法関与のあ

り方について、子どもの最善の利益の視点から、運用上の課題についてさらに検討する必要性及び弁

護士が検討すべき課題が示された（藤田・2017）。

　その他の法学関係の応募シンポジウムとしては、「体罰・虐待の予防、防止のための諸施策と子ど

もの権利を尊重する効果的な子育て支援について」では、体罰等の禁止に関する諸外国の法令、施策、

効果の検証をもとに、体罰等の法的全面的・明示的禁止及び啓発の必要性、子どもの権利を尊重する

効果的な支援のあり方が論じられた。

　「検察における児童虐待防止の取組み」では、最高検察庁刑事政策推進室を中心に行われた児童虐

待防止の取組と今後の課題についての発表と意見交換が行われ、具体的事項として、児童虐待事案の

立証の在り方、検察と関係機関との連携の実情と課題、子どもの供述の信用性確保と心理的負担軽減

のための方策について、検察の第一線で取り組む検事の報告、意見交換が行われた。この時期、高松

高等検察庁をはじめとして、刑事司法による児童虐待への介入、親指導の取組が本格的に行われ、東京、

大阪の検察庁にも広がってきた時期であっただけに、画期的なシンポジウムであったといえる。

　また、「児童福祉法改正を受けて虐待事例の在宅支援のあり方を考える」では、在宅支援の現状と
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限界、在宅指導のあり方を踏まえ、在宅支援における司法関与のあり方が論じられ、「子どもの安全

に配慮した面会交流を考える」では、民法 766 条の一部改正による面会交流の明文化により、虐待、

DV 等の高葛藤事案における面会交流のあり方が課題となり、同じく「DV 被害者の面会交流――別

居親と安心して会えるために今必要な環境整備の見直しと長期的見通しの必要性――」をテーマとす

るシンポジウムも開催された（アイデイ・2016）。

　児童福祉法以外の法分野における児童虐待に関連する学会等の動向については、本書 43 頁以下を

参照されたい。

②　児童虐待事案に対する法的対応
　2016 年の児童福祉法改正により、児童相談所に弁護士を配置することとされたが（児童福祉法 12

条 3 項）、この関連で児童虐待に対する弁護士の役割を検討し、実務を詳細に解説する文献が著され

た（久保・2016【文献 1】）。同書は、わが国で初めて児童相談所に弁護士として常勤した経験を踏まえ、

児童虐待の対応場面に応じて必要な法的対応を、実務の観点から詳細に解説している。

　さらに弁護士配置に関連して、弁護士が子どもを守る役割を果たすために、虐待に関する知識の修

得が重要であるとの認識から、法律雑誌で特集が組まれた（日本弁護士連合会・2015）。この特集では、

小林美智子「児童虐待防止の 20 年とわが国の課題」、藤林武史「児童相談所の現状と虐待防止最前線」、

友田明美「児童虐待による脳への傷と回復へのアプローチ」、藤田香織「児童虐待防止法制と弁護士

の役割　そして全国に広がる子どもシェルター」が掲載されている。とくに藤田論文は、児童虐待の

現状、児童虐待防止法制度を概観した上で、児童虐待に対する弁護士関与のこれまでの経緯を踏まえ、

弁護士の役割として、ⅰ）被虐待者の代理人、ⅱ）刑事事件の被害者代理人、ⅲ）未成年後見人、ⅳ）

付添人、ⅴ）離婚事件、について個別の場面ごとに解説する。とくに離婚事件の依頼者による虐待を、

代理人としての弁護士が通告すべきか否かに関して、通告により守秘義務違反になることはないもの

の、「虐待者自身も子どもの養育に困難を感じていることが多いため、虐待者自身が児童相談所に相

談できるよう、代理人としても説得に当たるべきである。」との指摘は、弁護士の役割が単に法的対

応に留まるものではないことを示す貴重な視点といえる。

　今期は、児童虐待防止法施行から 15 年を迎えた年であり、「児童虐待の現状と回復」をテーマとす

る特集が著された（ぎょうせい・2015）。この特集では、児童虐待事件における親権関係事件の概況

と改正民法親権制度の運用状況、児童虐待に対する弁護士の対応状況と課題、児童相談所――とくに

一時保護――の現状と対応状況及び母子保健による虐待親へのアプローチのための制度、方法等につ

いて、それぞれ実務の立場から論じられている。

③　児童虐待の発生予防施策
　次期に属する内容ではあるが、児童虐待防止制度の傾向として、2018 年 7 月に「児童虐待防止対策

に関する関係閣僚会議」により示された「児童虐待防止緊急総合対策」にみられるように、現在、司

法機関との連携に基づく児童相談所による介入の強化や体制の整備が積極的に進められている。それ

と並行して、同日の総合対策では、子どもの貧困対策や啓発、母子保健施策、子育て支援施策の推進
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が掲げられているものの、発生予防施策は現状では十分とはいえなない。これに対して、イギリスで

は、2000 年に起きたヴィックトリア・クリンビエ事件以降、幅広い子ども支援施策の展開により虐待

予防が、一定の理念の下に着実に進められてきている。橋爪論文は、児童虐待防止施策としての養育

サポートが虐待発生後の対応よりも効果的であるとのイギリスにおける認識から、同国の子ども支援

施策、とくにシュア・スタート児童センターの取組に注目し、虐待予防の観点から検討する。結論と

して、「早い段階で問題を発見し、それら諸問題に対応する既存のサービスを受けられるよう、当該

児童及びその家族とサービスをつなげることのできるものとして、育児支援サービスが機能するので

はないか」と述べる。イギリスにおけるシュア・スタート機関制度やその運用状況、課題等の検討は、

わが国における虐待予防施策を実質あるものにするために多くの示唆を与えてくれるものと思われる

（橋爪・2014【文献 2】）。

　同じく、発生予防施策として「体罰禁止」の法制化があげられる。古橋論文は、スウェーデンにお

ける体罰禁止の法制化の経緯、体罰の法的禁止の効果、児童虐待防止に関する法制度を概観し、今後

の立法的課題について概説する。「しつけ」を理由とする虐待による死亡事例の頻発から、わが国で

も体罰禁止の法制化を求める声が高まっている。今後の体罰禁止の法制化や民法 822 条の懲戒権規定

の見直し等の法改正のあり方を検討する上で、参考となる点が少なくない（古橋・2014）。

④　児童虐待への司法関与
　児童虐待事案では、子どもの保護をめぐって児童相談所と虐待親との間で厳しく対峙することが少

なくない。子どもの緊急かつ確実な保護のために、行政機関である児童相談所による迅速な保護によ

り子どもの権利を保障することになるが、それは同時に、行政機関が子どもおよび親の権利を制限す

る面ももつことになる。この点は、児童虐待への法的対応の基本的問題であり、長い間議論されてき

たところである。さらに、虐待親と児童保護機関が対峙しているケースにおいて、親をいかにして治

療プログラムさらには親子再統合プログラムに応じさせるかは、児童虐待対応の実務においては困難

であり、重要な課題である。わが国においては、近年、児童福祉法 28 条事件申立件数が増加し、親

権停止制度も積極的に活用されている状況にあるところから【3 判例の動向（２）民法 33 頁参照】、

この問題への対応が実務上も強く求められる。

　床谷論文は、児童虐待への法的介入制度とその運用状況を概観し、児童福祉法 28 条審判による施

設入所等の措置承認および親権制限（親権停止、喪失、保全処分）に関する審判例を要件ごとに整理

し、詳細に紹介する論文である。また、28 条審判制度と親権制限制度との関係（とくに親権制限の効

果）ついて論じ、この点に関する 2011 年の民法及び児童福祉法改正後の審判例を紹介している（床谷・

2014【文献 3】）。

　保条論文は、いわゆる医療ネグレクト問題について、児童福祉法上の一時保護制度を運用して対応

できるとする行政解釈に理論的検討を加えることを目的に、2011 年改正による児童相談所長による職

権一時保護による親権制限制度（児童福祉法 33 条の 2）新設の経緯を考察したうえで、刑法、民法、

児童福祉法の協働による「総合的医事法」の観点から「事前的関係調整法」のあり方を検討する（保条・

2015【文献 4】）。
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　原田論文は、比較法の観点から、アメリカの児童虐待法制に関して、親子の再統合の支援までをも

視野に入れた児童虐待対応に関し、必要な制度や手続の設計には、親と子どもの参加が重要であると

の認識のもとに、とくに親の手続参加に焦点を当て、アメリカ法との比較により、わが国の児童虐待

法制の特徴や問題点を考察し、再統合支援のための制度改革の方向性について検討する（原田・2014【文

献 5】）。

⑤　家庭的養育の推進
　2016 年の児童福祉法改正では、家庭養育原則が明示され、家庭に代わる養育として「家庭における

養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、里親による養育が重視されるにいたっ

た（同法 3 条の 2）。増田論文は、里親制度のあり方を検討する上で、とくに親族里親の有効性に着目

し、イギリスのキンシップケアの概念と根拠法をあげ、同国のキンシップケアについて手続的観点か

ら分類し、同国の公的支援の枠組みや近年の政策動向を紹介した上で、わが国においてもキンシップ

ケア優先を法定化すべきであるとの議論を展開する（増田・2014）。里親制度の中でも、親族養子制

度はわが国ではその利用は多くはないが、今後、その活用に向けた検討に資する研究である（増田・

2014）。

⑥　比較法研究
　比較法研究として、韓国法関係では、2014 年 1 月に制定された韓国の「児童虐待犯罪の処罰等の特

例に関する法律」の紹介がなされている（金・2014・9、10【文献 8】、藤原・2014）。これらの文献の

詳細については、本書 49 頁および 102 頁以下を参照されたい。

⑦　児童虐待防止法に関する政治学研究
　これまで児童虐待防止法制に関する政治学の観点からの研究は見られなかったが、今期、児童虐待

防止政策の形成過程に着目し、2000 年に成立した児童虐待防止法の政策形成過程を分析した論文が著

された。児童虐待防止法成立後、民法改正を含む数度の改正を経てきたが、その過程で、医療、保健、

心理、法学等の学問分野だけでなく、児童福祉関係者やさまざまな民間団体が行政、立法関係者との

意見・情報交換がなされた。これら児童虐待防止法の成立から今日の虐待防止法制に至った経緯を政

治学の観点から明らかにすることは、将来の制度構築のあり方を考えるうえで貴重な視点や方法論を

提供するものである。今後、このような政治学からのアプローチがさらに進展することが期待される

（勝田・2015【文献 6】）。

⑧　2016 年児童福祉法・児童虐待防止法改正関係
　2016 年の児童福祉法・児童虐待防止法改正に関連して、『改正　児童福祉法・児童虐待防止法のポ

イント』は、制度改革の背景とともに、施行期日ごとに制度見直しのポイントを解説する。本文中の「改

正法のポイント」では、改正された制度の考え方および改正法による対応が項目ごとに説明されてい

る（中央法規出版部・2016）。
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　『子ども虐待対応の手引き　平成 25 年 8 月厚生労働省の改正通知』は、2011 年に成立した「民法等

の一部を改正する法律」により新設された親権停止制度や法人または複数による未成年後見選任制度、

最新の死亡事例検証結果等の報告やこれに関連する通知等を掲載する（日本子ども家庭総合研究所・

2014）。

【参考文献】
アイデイ「一般社団法人日本子ども虐待防止学会 JaSPCAN 第 21 回学術集会にいがた大会プログラム・抄録集」（2015

年 11 月）

アイデイ『JaSPCAN　日本子ども虐待防止学会第 22 回学術集会おおさか大会抄録集』（2016 年 11 月）

中央法規出版編集部『改正児童福祉法・児童虐待防止法のポイント（平成 29 年 4 月完全施行）――新旧対照表・改正後

条文』（中央法規出版、2016 年）

江口晋他「児童福祉法改正とこれからの児童相談所」『子どもの虐待とネグレクト』19 巻 2 号（2017 年 9 月）167 － 174

頁

藤田香織他「児童福祉法改正と司法関与――子どものために司法ができること」『子どもの虐待とネグレクト』19 巻 2

号（2017 年 9 月）175 － 183 頁

藤原夏人「韓国の児童虐待処罰法」『外国の立法』260 号（2014 年 6 月）115 － 120 頁

古橋エツ子「スウェーデンにおける児童虐待防止への取組みと法的課題」古橋エツ子＝床谷文雄＝新田秀樹編『家族法

と社会保障法の交錯：本澤巳代子先生還暦記念』（信山社、2014 年）485 － 498 頁

ぎょうせい「＜特集＞児童虐待の現状と回復への取組―防止法施行 15 年を迎えて」『法律のひろば』68 巻 9 号（2015 年

9 月）16 － 52 頁　

原田綾子「児童虐待事件における親の当事者性と手続参加――再統合支援のための制度設計に向けて」和田仁孝他編『法

の観察――法と社会の批判的再構築に向けて』（法律文化社、2014 年）80 － 97 頁【文献 5】

橋爪幸代「イギリスにおける児童虐待予防施策の変遷とシュア・スタートの評価」古橋エツ子＝床谷文雄＝新田秀樹編『家

族法と社会保障法の交錯：本澤巳代子先生還暦記念』（信山社、2014 年）459 － 483 頁【文献 2】

保条成宏「子どもの医療ネグレクトと一時保護による対応――刑法・民法・児童福祉法の協働による『総合的医事法』

の観点に立脚して――」『中京法学』49 巻 3・4 号（2015 年 3 月）223 － 310 頁【文献 4】

岩佐嘉彦＝濱田雄久「子ども虐待防止の法制度と弁護士の役割――国際比較の視点から――」『子どもの虐待とネグレク

ト』17 巻 2 号（2015 年 10 月）215 － 212 頁

勝田美穂「児童虐待防止法の立法過程――唱道連携モデルからの分析――」『岐阜経済大学論集』49 巻 1 号（2015 年 8 月）

1 － 20 頁【文献 6】

金亮完「韓国における児童虐待防止のための最近の立法（1）（2・完）――親権法改正および児童虐待処罰特例法の制定

―」『戸籍時報』716 号（2014 年 9 月）12 － 17 頁、『戸籍時報』717 号（2014 年 10 月）6 － 15 頁【文献 8】

小林美智子「参加者のみなさんへ」子ども虐待防止世界会議名古屋 2014 実行委員会編『第 20 回 ISPCAN 世界大会・第

20 回 JaSPCAN 学術集会　子ども虐待防止世界会議名古屋 2014　Program　Book』（2014 年 9 月）2 頁

子ども虐待防止世界会議名古屋 2014 実行委員会編『第 20 回 ISPCAN 世界大会・第 20 回 JaSPCAN 学術集会　子ども

虐待防止世界会議名古屋 2014 抄録集』（2014 年 9 月）
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久保健二『児童相談所における子ども虐待事案への法的対応』（日本加除出版、2016 年）【文献 1】

増田幸弘「イングランドにおけるキンシップケアに関する法制度と政策」古橋エツ子＝床谷文雄＝新田秀樹編『家族法

と社会保障法の交錯：本澤巳代子先生還暦記念』（信山社、2014 年）431 － 457 頁

日本弁護士連合会「＜特集＞命を救う――子ども虐待防止最前線と弁護士の役割」『自由と正義』66 巻 6 号（2015 年 6 月）

9 － 39 頁

日本子ども家庭総合研究所編『子ども虐待対応の手引き――平成 25 年 8 月厚生労働省の改正通知』（有斐閣、2014 年）

笹井康治他「法改正における市町村の支援役割を考える」『子どもの虐待とネグレクト』19 巻 2 号（2017 年 9 月）193

－ 199 頁

床谷文雄「児童福祉法 28 条審判をめぐる議論展開と民法（親権・未成年後見法）改正」古橋エツ子＝床谷文雄＝新田秀

樹編『家族法と社会保障法の交錯：本澤巳代子先生還暦記念』（信山社、2014 年）93 － 120 頁【文献 3】

山縣文治「児童福祉法改正をめぐって」『子どもの虐待とネグレクト』19 巻 2 号（2017 年 9 月）141 － 147 頁

柳川敏彦、Peter Newell、田沢茂之「子どもへの暴力・虐待防止のための体罰の根絶を目指して」『子どもの虐待とネグ

レクト』17 巻 2 号（2015 年 9 月）186 － 195 頁

（吉田恒雄）

（２）民法分野
①　2011 年民法改正・家事事件手続法制定後の状況
　前期（第 7 期）には、2011 年「民法等の一部を改正する法律」（平成 23 年法律第 61 号）によって、

民法の親権制限規定の改正が行われるとともに、面会交流が明文化された。さらに、2011 年「家事事

件手続法」（平成 23 年法律第 52 号）の制定によって、家事事件における子の意見の尊重が明記され

るとともに、子の手続代理人制度が導入された。今期は、2011 年に改正・新設された上記諸制度に関

連した論稿が公表されている。

ⅰ）親権制限制度
　2011 年の民法改正によって、親権喪失の要件の見直し（民法 834 条）、親権停止制度の新設（民

法 834 条の 2）など親権制限制度の改正が行われた。第 8 期においては、第 7 期に引き続いて、この

2011 年民法改正に関する論稿が著されている。石井＝衣田・2015【文献 7】は、2014 年末時点での親

権制限事件の運用状況を分析し、親権制限事件の申立てと事件処理の実情について、改正前後での変

化の有無や新制度の運用状況を明らかにする。

ⅱ）面会交流
　面会交流をめぐっては、従前より民法 766 条の「子の監護に関する事項」として、家事審判におい

て裁判所の判断を求めることができるものとされてきたが、2011 年の民法改正によって明文化（民法

766 条）された。非親権者・非監護者と子との面会交流が基本的には子の福祉に適うとの観点から、

子の福祉に反する特段の事情のない限り面会交流を認める傾向が裁判実務一般に観察される（この状

況を指して「原則実施論」と表現する場合がある）一方で、このような実務の傾向に対する批判も展
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開されている（最近のものとして、梶村・2018：179 － 200 頁）。裁判実務において、面会交流の実

施の可否や、実施する場合の面会交流の実施方法（時間・頻度）の決定に際して重要になるのが、子

に対する虐待や配偶者間暴力など面会交流を制限するべき事由の存否である（二宮編・2017：362 －

363頁）。さらに、2011年に成立した家事事件手続法では、家事審判事件だけでなく調停事件においても、

子の意思を把握し、その意思を考慮することが求められるなど（家事事件手続法 65 条、258 条）、面

会交流事件において家庭裁判所調査官による子に関する正確な事実調査の重要性が高まっている。宮

崎ほか・2014【文献 10】は、配偶者間暴力や児童虐待が問題となる調停事件において、家庭裁判所調

査官が行う子の調査方法について、参照すべき最新の行動科学の知見を整理し、調査上の留意点を考

察する。他方で、親権停止と面会交流の関係について、比較法的な視点から分析を加える論稿（高橋・

2014【文献 9】）も著されるなど、2011 年民法改正および家事事件手続法制定を契機とした面会交流

をめぐる議論が活発化している。

ⅲ）子の手続代理人
　2011 年の家事事件手続法では、子の意見表明を確保するための手段として「子の手続代理人制度」（家

事事件手続法 23 条）が導入された（詳細については、第 7 期報告書 27 頁参照）。もっとも、日本弁

護士連合会の調査によって、法律の施行された 2013 年 1 月から 2015 年までの手続代理人の選任件数

は、17 件にとどまり、そのうち児童虐待などを理由とした親権停止・喪失を求めたケースが 3 件であ

ることが明らかになるなど（読売新聞 2015 年 8 月 19 日朝刊 1 面）、制度の運用は低調に推移している。

このような状況を前に、手続代理人制度の積極的活用を説く論稿（佐々木・2016）も著されている。

②　学会の動向
　日本家族＜社会と法＞学会は、2016 年 11 月の第 33 回学術大会において、「家族法改正―その課題

と立法提案」と題するシンポジウムを開催した。本シンポジウムでは、「親子法」「親権法・未成年後

見法・扶養法」「婚姻法」「離婚法」という親族法の全般について具体的な改正提案が示されるとともに、

それをめぐって討論が行われた（【文献 13】【文献 14】）。児童虐待に関連する立法提案としては、例えば、

懲戒権（民法 822 条）の廃止、親権の部分的制限の導入、未成年養子について特別養子縁組型を原則

化することなどが挙げられる。

　また、法と心理学会は、第 15 回・第 16 回の 2 大会連続で「児童期の性的虐待被害とその回復をめ

ぐる法心理」をテーマとしたワークショップを企画した。第 15 回大会では、「児童期の性的虐待被害

によるトラウマとその回復」「DV 被害と児童期の性的虐待被害の相関関係」といった心理面からの報

告と、「性暴力被害児童の保護に関する韓国の取組み」「児童期の性的虐待と民事損害賠償請求権の消

滅時効問題」といった法制度面から報告が行われた（松本ほか・2015【文献 17】）。第 16 回大会では、

ドイツ・韓国の制度に関する調査を踏まえた報告が行われている（松本ほか・2016【文献 18】）。

③　養子法をめぐる議論
　2016 年 5 月に成立した「児童福祉法の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 63 号）は、その附
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則 2 条 1 項において、「政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特

別養子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする」と規定した。これを受けて、2016 年 7 月に、厚生労働省に「児童虐待対応における司法関

与及び特別養子制度の利用促進の在り方に関する検討会」が設置され検討が開始される。これら一連

の流れは、その後の法制審議会特別養子部会の設置および要綱案のとりまとめを経て、2019 年 6 月の

民法（特別養子法）改正（令和元年法律第 34 号）へとつながる。詳細は次期に譲るが、制度導入か

ら約 30 年目にして特別養子制度の重要な改正につながる流れが 2016 年児童福祉法改正を契機として

本格化したことは、注目されてよい。

　このような特別養子縁組制度の見直しに関して、鈴木・2016【文献 16】は、各種の政府会議および

厚生労働省における審議会の議事録を丹念に分析することを通じて、2016 年の児童福祉法改正によっ

て特別養子縁組の利用促進に向けての提案がなされるに至った経緯を解明する。さらに、要保護児童

のための養育として養子縁組が少ない日本と、反対に要保護児童の養育にとって養子制度が重要な役

割を果たしている韓国を対象に、多様な政府統計および資料を用いて、両国における社会的養護とし

ての養子縁組が大きく異なる経緯を解明する研究も現れている（姜＝森口・2016【文献 15】）。

④　比較法研究
　比較法的研究も引き続き公表されている。岩志和一郎は、ドイツにおける虐待対応（民法、児童並

びに少年援助法）について、親自身による自覚的な子の福祉の危険化状態の改善を期待するために、

司法と行政（家庭裁判所と少年局）の協働が導入されていることを紹介する一方で、これらの協働に

もかかわらず親の配慮の剥奪が増加しつつあるドイツ法の問題を指摘する（岩志・2016【文献 11】）。

金亮完は、韓国における児童虐待防止立法について、2014 年 1 月に制定された「児童虐待犯罪の処罰

等の特例に関する法律」、および同年4月に国会に提出された親権法改正案の内容を詳細に紹介しつつ、

韓国における積極的な児童虐待対応が積極的に評価できる一方で、国内の環境整備が追いついていな

いという課題も明らかにする（金・2014【文献 8】）。

⑤　その他
　国際結婚や国際的な人の移動の増加に伴って、婚姻の破綻後に、父母の一方が子をその常居所地国

外に不法に連れ出す事件が国際問題化した。この国際的な「子の連れ去り」に対して、1980 年 10 月

25 日の「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」（以下、「ハーグ条約」）は、原則として子

を常居所地国へと返還するための措置を締約国がとることを定めた。日本政府は、長らくハーグ条約

を批准してこなかったが、日本への子の連れ去り事件に対する国際的な批判の高まりもあり、2013 年

5 月 22 日の国会承認を経て、翌 2014 年 1 月 24 日に条約の署名を行った。さらに、2013 年 6 月 12 日に、

ハーグ条約の国内実施のための法律として、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施

に関する法律」（平成 25 年法律第 48 号）（以下、「実施法」という）が成立し、2014 年 4 月 1 日から

施行された（ハーグ条約の発効も同日）。

　実施法は、子の返還事由（実施法 27 条）がある場合には、返還拒否事由（実施法 28 条 1 項）が存
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在しない限りで、裁判所が子を常居所地国に返還することを命じるものとする。この返還拒否事由の

中で、「常居所地国に子を返還することによって、子の心身に害悪を及ぼすことその他子を耐え難い

状況に置くこととなる重大な危険があること」（実施法 28 条 1 項 4 号）の判断に際して考慮する事由

として、以下の 3 つの事由が例示されている（実施法 28 条 2 項 1 号～ 3 号）。

ⅰ）常居所地国において子が申立人から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動

（以下「暴力等」という）を受けるおそれの有無

ⅱ）相手方及び子が常居所地国に入国した場合に相手方が申立人から子に心理的外傷を与えること

となる暴力等を受けるおそれの有無

ⅲ）申立人又は相手方が常居所地国において子を観護することが困難な事情の有無

　実施法の立法担当者による解説によれば、上記ⅰ）にいう「暴力等」の具体的内容については、児

童虐待防止法 2 条に掲げる身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待が該当し、上記ⅱ）にい

う「相手方が申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等」の具体例としては、面前 DV だ

けでなく、申立人の暴力や心理的脅迫によって相手方が精神的に不安定な状態に陥り、それが子の心

身に悪影響を及ぼす場合が挙げられている（金子・2015：145 － 147 頁）。このように、返還許否の判

断に際しては、今後、児童虐待の存否が重要な判断要素となる。
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（阿部純一）

（３）刑事法分野
①　非行と被虐待経験
　少年による非行とその少年の被虐待経験との間に関連性が認められるという問題、すなわち、被

虐待児童による成長後の非行（および犯罪）について両者が関連するという問題は、以前から指摘

されてきた。すでに 1960 年代や 1970 年代の文献に、この関連性を示唆するものがあらわれ（羽間・

2017）、欧米各国における心理学や犯罪学の分野で犯罪・非行と児童虐待との関連性をめぐる実証研

究が盛んに行われていた 1980 年代や 1990 年代には、日本でも非行と被虐待経験との関連性を指摘す

る調査や研究が行われるようになった（第 1 期報告書 13 頁・30 頁および第 2 期報告書 28 頁・54 頁）。

また、2000 年代には、心理臨床の実務経験を踏まえた研究において「虐待が非行に向かうプロセス

に関する議論もいくつかなされ」るようになったのとともに（羽間・2017）、－－児童福祉や矯正教育

の現場から出てきた所見の 1 つとして－－「『非行は虐待を受けた子どもの示す行動化の一つである』

……という発見」がいくつも見受けられるようになった（第 3 期報告書 32 頁）。さらに、少年院に在

院する者を対象として法務総合研究所が 2000 年から 2002 年までに実施した大規模な調査や、同じく

少年院在院者に対して精神医学の専門家が実施した調査において、被虐待経験を有する者の多さや一

般の市民・少年と比べたときの経験者数の有意性が見いだされた（第 4 期報告書 39 頁・55 頁・78 －

79 頁・90 － 91 頁および小山・2013。なお、第 6 期報告書 59 頁も参照）。

　今期（第 8 期）においては、とみに、非行と被虐待経験との関連性が刑事法の解釈・適用における

論点として具体化し始めるという新たな展開を遂げた。まず注目されるのは、刑事弁護の理論と実践

を論じる場となっている雑誌『季刊刑事弁護』において、刑事裁判の場で被虐待経験を主張すると

いう手法が何度も論じられたことである。この議論によれば、刑事弁護における被虐待経験の主張
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は、少年の刑事事件を家庭裁判所の審判に移送したうえで「保護処分に付するのが相当」な事情とし

て、あるいは、刑事処分の場合にも量刑にあたって被告人の少年に有利に斟酌できる事情として、医

師や臨床心理士による精神鑑定その他の意見とともに弁護人から提示できるものと位置づけられてい

る。これらの主張にあたっては、少年の生育歴に対して、例えば、本人の「資質面の問題が動機の形

成過程に影響があった」というような評価を与え（安西・2016）、また、法律上の論理の構成として

は、例えば、「虐待の被害体験という、少年自身に責任を負わせることのできない事情に起因するため、

少年の非難可能性を減少させる」といった主張になるというのである（松田・2016）。実際に、少年・

成人を被告人とした裁判員裁判においては、しばしば、被虐待経験を量刑における争点とした裁判例

が少なくない（刑事法分野判例リストを参照）。

　また、このような弁護の手法を学説の側から裏づける研究もあらわれている。すなわち、虐待の被

害に対して適切な支援を受けられなかったことは刑事責任の否定・軽減の根拠とされなければならな

いのとともに、障がい者の権利条約から要請される「合理的配慮」を少年司法の手続において非行少

年に施さなければならないというのである（岡田・2015【文献 20】）。この見解は、「虐待被害による

脳の発達の障がい」が非行の要因と疑われるようになったことに着目して、虐待被害の事実を適切な

教育の必要性と結びつけるという「虐待被害の捉え直し」に基づいて唱えられているものである。す

でに、被虐待経験が学習の遅れや発達障害などに結びつきうることは以前から指摘されていたところ

（第 5 期報告書 60 頁、第 6 期報告書 30 頁および第 7 期報告書 44 － 45 頁を参照）、この知見を刑事法

の解釈に積極的に採り入れた見解があらわれてきたという点に注目すべきであろう。

　なお、法務総合研究所が公表した報告書である「非行少年と保護者に関する研究――少年と保護者

への継続的支援に関する調査結果――」（研究部報告書 54）（2014 年 12 月）においては、少年院に収

容されていた者――すなわち、2000 年の報告書や 2007 年の報告書と異なり調査の対象は少年院を仮

退院した者――の被虐待歴の有無と虐待者との人的関係に関する調査の結果が示されていて、個々の

事案の詳細や虐待の有無の判断基準には不明な部分が多いものの、「女子は、男子に比べて被虐待経

験のある者の割合が有意に高かった」という結論を導いている。また、犯罪白書は、平成 28 年版から「少

年院入院者の被虐待経験別構成比（男女別）」という項目を設けて計上するようになっていて、「被虐

待経験の有無・内容は、入院段階における少年院入院者自身の申告等により把握することのできたも

のに限られている点に留意する必要がある」と断りつつ、いずれの年度でも法務総合研究所の前出の

報告書と同じ結論を示している（「法務省法務総合研究所編『平成 28 年版犯罪白書』（2016 年 12 月）」

第 3 編第 2 章第 4 節 1）。

　なお、非行と被虐待経験については、本書 58 頁《法学研究の動向・児童福祉分野②ｉ）》および

66-67 頁《法学研究の動向・児童福祉分野④ iii）》も参照されたい。

②　検察における児童虐待の対応：子どもに対する面接に向けた協働・連携
　今期において、児童虐待に対する検察の姿勢に変化が生じたのは明らかである。この期における検

察実務の現場では、高松高検や仙台高検が、起訴・不起訴の決定や不起訴の事案の処理における他の

機関との連携といった取組みに着手していた。そして、このようなうごきに前後して、最高検察庁
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の所属検察官や法務省の局付検事などによる文献が相次いでおおやけにされた（和田・2016、稲川・

2016、高橋・2016）。これらの文献で示されている運用上の方針と施策の現況は、いわゆる刑事法的

対応として学説が交わしてきた議論の側から眺めたとき、従前の議論で取り上げられることが乏し

かったテーマ・事項も含んでいて、刑事訴追機関としての特有の任務と行政組織としての性格ゆえに、

検察が学説と異なった側面から児童虐待の問題に関心を寄せているということがうかがえる。

　虐待を疑われる子どもから事情を聴取するための手法として開発された「司法面接」については、

すでに、2014 年 11 月に発足して 2015 年 4 月に「児童虐待防止と検察の在り方」を公表した高松高等

検察庁児童虐待防止プロジェクトチームが、「取調等の捜査に当たっては、被害児童への負担をでき

るだけ少なくするよう努めるとともに、司法面接手法等により供述の信用性を確保する必要がある」

という提言を示し、連携・実施の対象・方法を定めて取組みを始めたという（プロジェクトチームの

設置の契機や取組みの内容などについては、酒井・2016 や増井・2018 を参照）。その後に、最高検察

庁における「刑事政策推進室」の設置にともない、児童虐待における被害者の保護や再犯防止・社会

復帰支援などの方針についても検討するという組織上の枠組みが設けられ、各検察庁においても「児

童虐待事案に適切に対処するための体制を整備しつつある」という（細谷・2017 を参照）。このうご

きは、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通達「子どもの心理的負担等に配慮した面接の取組

に向けた警察・検察との更なる連携強化について」を受けた最高検刑事部長と警察庁の通知が発出さ

れたことを踏まえたものであって、「児童虐待事案等において、被害者等の立場で刑事手続に関与す

る児童の事情聴取を、児童相談所職員、警察官、検察官等がそれぞれの立場で個別に行った場合の児

童に対する過大な負担を軽減する必要性等に鑑み、……全国の検察庁、都道府県警察及び児童相談所

において、刑事事件として立件が想定される重篤な虐待事案等における早期の情報共有及びそれを踏

まえた対応の協議等、一層の連携強化が進められている」という（「法務省法務総合研究所編『平成

29 年版犯罪白書』（2017 年 12 月）」第 4 編第 6 章第 1 節）。第 5 期研究報告書の当時においては、捜

査機関が福祉機関と協働して面接に関与するという想定にもかかわらず、「警察・検察との連携への

方向性はみられない」という状況であった（第 5 期研究報告書 39 頁）。しかしながら、この状況は、

第 8 期になって大きく変化したものと認められる。

　検察においては、厚生労働省の通達を受けた最高検刑事部長の「通知に基づき、各地の検察庁にお

いては、その実情に応じて、例えば、事件発生後できるだけ早い時期に三機関で協議を行い、代表者

として検察官が児童から聴取し……ているところである」という。また、警察においても、2016 年 4

月 1 日付警察庁少年課長等連名通達「児童虐待への対応における関係機関との情報共有等の徹底につ

いて」が発出され、他機関との連携に関する要求のいっそうの高まりから警察が事情聴取に関する各

種の取組みを始めることとされ、この状況において前出の通知が発出されたため、警察も「司法面接」

の意義について強く意識しているという様子がうかがえる（細谷・2017 や高橋・2016 を参照）。

③　検察における児童虐待の対応：虐待者の再犯防止・社会復帰支援
　近時の刑事法学において関心事の 1 つとなっている「刑事司法と福祉の連携」というテーマの実践・

研究は、児童虐待の加害者（虐待者）としての犯罪者に対する処遇・更生のありようにも影響を及ぼ
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すものと考えられる。刑事司法と福祉の連携は、もともと、施設内処遇の段階と社会内処遇の段階の

それぞれで犯罪者の社会復帰に向けて取り組まれる支援のために模索されてきた方向性であって、連

携による支援において重きを置かれてきたのは、犯罪・非行を行った障害者や高齢者である。ところ

が、最近では、刑を執行する段階でのこのような支援――いわゆる出口支援――に加えて、捜査・公

判の段階での支援――いわゆる入口支援――が脚光を浴びてきたため、その後の処遇が決定される捜

査・公判の段階で障害や高齢といった困難事情を適切に取り扱うべきであるという認識も広まってき

ている。

　現在において、現場で再犯防止・社会復帰支援のしくみが児童虐待に特化して構築されているとい

うわけではない。もっとも、平成 29 年版犯罪白書における「処分前カンファレンスを中心とした児

童虐待事案に関する東京地方検察庁の取組」というコラムの記述によれば、「刑事処分を決するに当

たっては、犯人の刑事責任に応じた相応の処分を行うという原則の下で、被害児童の安全を確保して

再被害を防止することに最大限配慮しつつ、加害者が抱える問題の解決にも目を配るなどの刑事政策

的視点に立った適切な事件処理を行うことが必要である」という認識の下に、「東京地方検察庁では、

平成 28 年 4 月以降、必要に応じて多機関が連携して、被害児童の保護や加害者の指導・支援の方向

性を具体的に検討する……協議（以下『処分前カンファレンス』と総称する。）を試行している」よ

うである（法務省法務総合研究所編『平成 29 年版犯罪白書』（2017 年 12 月）第 4 編第 6 章第 1 節）。

また、学説においては、確定判決を受けた者に対する再犯防止・社会復帰支援のしくみを児童虐待の

類型に導入するという提言がなされていて（岩井＝小西＝岩佐ほか・2014）、関連する諸外国の制度

も紹介・分析されている（金・2014、金・2015、藤原・2014）。

　このように、児童虐待に対する刑事司法の取組みとして、近時の検察庁は、――いわゆる「司法面

接」の試行と並んで――再犯防止という観点から加害者（虐待者）に対応することも模索している。

それゆえ、検察における支援のうごきは自立援助の側面から形成されていくのか社会防衛の側面から

推進されていくのかという問いかけがなされている。両者の側面を単純な二項対立と捉えて論争に持

ち込むような議論の展開は適切でないとはいえ、ここに挙げられた問いかけは、今後のあり方につい

て論じる上で次のような意味で無視できないということが指摘されている。すなわち、「刑事司法の

福祉化か、福祉の刑事司法化か、が問われる。すなわち、前者としては、社会復帰支援策の充実強化

が一層強く求められる中で、司法と福祉の連携は『入口支援』に拡大し、高齢・知的障害のある被疑

者・被告人の司法手続からの早期離脱を促進するのと合わせて、更生支援等を社会内で行う新たな枠

組みが形成されようとしている。他方、後者については、福祉が起訴猶予や執行猶予対象者の更生支

援を担っていくに際して、保護観察もしくは類似の監督的役割を刑事司法の側に求める主張もみられ

る。また、保護観察の実施に当たって委託を受けた福祉団体等には、社会内処遇規則によって通報義

務も課せられることになる。この後者のような運用は、福祉的支援を司法の強制力によって担保する

ことになりかねず、本入の任意に基づく福祉本来の性格を、強制的で社会防衛的なものに変質させる

おそれも否定できない」（土井・2014）というのである。
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④　比較法研究
　本書 44 頁《法学研究の動向・民法分野④》および 102-103 頁の【文献 8】でも紹介されているとおり、

韓国法の紹介・分析が散見される。2014 年 1 月に制定された韓国の「児童虐待犯罪の処罰等の特例に

関する法律」についても、刑事法の研究者による詳細な紹介・分析がある（金・2016）。また、韓国

における家庭内暴力の対策について、近時の取組みが刑事法の視点から紹介・分析されている（金・

2014、同・2015）。

【参考文献】
安部計彦「子ども虐待と非行の関係」『西南学院大学人間科学論集』14 巻 1 号（2018 年 8 月）167 － 194 頁

安西敦「被虐待経験が強盗殺人の動機の形成過程に影響した事例の検討」『季刊刑事弁護』88 号（2016 年 10 月）57 － 60

頁

土井政和「課題研究：刑事司法と福祉の連携の在り方――はじめに」『犯罪社会学研究』39 号（2014 年 10 月）4 － 6 頁

藤原夏人「韓国の児童虐待処罰法」『外国の立法』260 号（2014 年 6 月）115 － 139 頁

古宮久枝「再犯防止等の刑事政策の目的に向けた検察の取組」『法律のひろば』66 巻 11 号（2013 年 11 月）42 － 48 頁

羽間京子「少年院在院者の被虐待体験等の被害体験に関する調査について」『刑政』28 巻 4 号（2017 年 4 月）14 － 23 頁

橋本和明「虐待と非行のメカニズム（子ども非行の現在）」『児童心理』68 巻 9 号（2014 年 6 月）61 － 65 頁

細谷芳明「児童虐待の現状と児童虐待に対する刑事司法関与のあり方（下その 1）司法面接（協同面接）について」『捜

査研究』66 巻 4 号（2017 年 4 月）36 － 44 頁

法テラス本部裁判員裁判弁護技術研究室「『被虐経験』に焦点を当てて犯情の主張をする必要性があった事例」『季刊刑

事弁護』85 号（2016 年 1 月）156 － 159 頁

稲川龍也「検察における再犯防止・社会復帰支援の取組」『罪と罰』53 巻 4 号（2016 年 9 月）5 － 20 頁

稲川龍也「いわゆる『司法面接』に対する検察の取組（法と心理学会第 16 回大会 大会企画シンポジウム 司法面接をど

う使うか：スキル、連携、法制度）」『法と心理』16 巻 1 号（2016 年 10 月）31 － 35 頁

岩井宜子＝小西聖子＝岩佐嘉彦ほか「公開シンポジウム：家族崩壊・児童虐待の現状と対策を考える」『犯罪学雑誌』80

巻 5 ＝ 6 号（2014 年 10 月）209 － 217 頁 

「児童虐待事案における関係機関との連携について」『法律のひろば』69 巻 6 号（2016 年 6 月）2 頁 

金ジャンディ「家庭内暴力の取組上の問題と解決方策」『阪大法学』64 巻 2 号（2014 年 7 月）127 － 152 頁

金ジャンディ「家庭内暴力加害者への対策――治療プログラムを中心に――」『阪大法学』64 巻 6 号（2015 年 3 月）103

－ 129 頁

金ジャンディ「韓国の児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法について――児童虐待犯罪を中心に――」『阪大法学』66

巻 1 号（2016 年 5 月）283 － 303 頁

小山佐知子「少年院における被虐待経験を有する少年の処遇について」『犯罪と非行』174 号（2013 年 3 月）102 － 122 頁

増井敦「検察による児童虐待事案解決のための多機関連携の促進」『社会安全・警察学』4 号（2018 年 3 月）45 － 63 頁

松田和哲「生育歴を犯情の中身として組み立てるケースセオリー」『季刊刑事弁護』88 号（2016 年 10 月）41 － 44 頁

松嶋秀明「児童自立支援施設の実践を通して『非行』をとらえなおす：発達障害あるいは被虐待経験をもつ少年につい

ての寮職員の語り（特集 思春期をとらえなおす）」『子ども学』3 号（2015 年 5 月）73 － 91 頁
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目黒由幸＝千田早苗「仙台地検における入口支援――地域社会と協働する司法と福祉」『法律のひろば』67 巻 12 号（2014

年 12 月）13 － 20 頁

水藤昌彦「近年の刑事司法と福祉の連携にみるリスクとセキュリティ」『犯罪社会学研究』41 号（2016 年 10 月）47 －

61 頁

毛利真弓＝藤岡淳子＝下郷大輔「加害行動の背景にある被虐待体験をどのように扱うか？：A 刑務所内治療共同体の試

みから」『心理臨床学研究』31 巻 6 号（2014 年 2 月）960 － 969 頁

西中宏吏＝吉川和男＝福井裕輝「被虐待体験によるトラウマが反社会性に与える影響について：情緒・行動および脳機

能評価に基づくメカニズムの検討」『犯罪学雑誌』80 巻 1 号（2014 年 2 月）3 － 14 頁

岡田行雄「子ども虐待への刑事法的介入」『熊本法学』129 号（2013 年 11 月）120 － 84 頁

岡田行雄「少年司法における虐待被害」『熊本法学』133 号（2015 年 3 月）41 － 76 頁【文献 20】

酒井邦彦「英国の EU 離脱、深刻化する子ども虐待とその対応のありかた」『子どもの虐待とネグレクト』18 巻 3 号（2016

年 12 月）331 － 338 頁

佐藤元治「刑事司法の入口段階での再犯防止・社会復帰支援策における訴訟法上の問題について」『龍谷大学矯正・保護

総合センター研究年報』5 号（2015 年 12 月）107 － 119 頁

高橋孝一「児童虐待事案における捜査上の留意事項：真相を解明し適切・妥当な解決を図るために（特集 児童虐待対策

の現在）」『警察学論集』69 巻 11 号（2016 年 11 月）48 － 86 頁

和田雅樹「検察における児童虐待事案に対する取組について（検察と刑事政策）」『罪と罰』53 巻 4 号（2016 年 9 月）28

－ 37 頁

和田雅樹「検察における再犯防止・社会復帰支援のための取組」『法律時報』89 巻 4 号（2017 年 4 月）19 － 25 頁

（岩下雅充）

（４）憲法・行政法分野
　児童虐待に対する様々な施策が、行政法学において新たな考察の素材を提供するものであることが

明らかになってきている。要保護児童対策地域協議会における情報共有は、個人情報保護との関係で

注目すべき論点を示し（【文献 21】）、児童虐待防止法 9 条の 3 の臨検捜索は、強制調査の令状主義を

定めるものとして行政法学的にみて新しい制度であり（【文献 22】【文献 23】）、警察の関与は、行政

法学における近時の警察法の展開の中で親密圏への警察介入として重要な素材を提供し（【文献 24】）、

さらに一時保護は、即時強制を超えて行政法学の枠組みの問い直しも求めている（【文献 25】）。

　児童虐待問題と行政法学との対話が一層求められているといえよう。

【参考文献】
野村武司「『要保護児童対策』における情報共有と個人情報保護」磯部力先生古稀記念論文集刊行委員会編『都市と環境

の公法学――磯部力先生古稀記念論文集――』（勁草書房、2016 年）335 － 355 頁【文献 21】

横田光平「行政過程への司法関与」『同志社法学』375 号（2015 年 6 月）449 － 473 頁【文献 22】

横田光平「司法機関が関与する行政過程」『法律時報』87 巻 1 号（2015 年 1 月）47 － 55 頁【文献 23】

横田光平「子ども法と警察」角松生史＝山本顯治＝小田中直樹編『現代国家と市民社会の構造転換と法　学際的アプロー
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チ』（日本評論社、2016 年）137 － 156 頁【文献 24】

横田光平「即時強制・仮の行政処分・事実行為の実施――参照領域としての子ども法――」宇賀克也＝交告尚史編『小

早川光郎先生古稀記念　現代行政法の構造と展開』（有斐閣、2016 年）729 － 744 頁【文献 25】

（横田光平）

（５）児童福祉分野
①　児童福祉の研究動向および虐待防止等に関する政策動向
ⅰ）児童福祉法改正への動き
　第 8 期の期間における児童福祉法改正に向けての動きについて確認すると、2014 年 8 月～ 12 月に、

児童虐待防止対策に関する副大臣等会議（全 4 回）が行われ、児童虐待の発生予防等について、政府

全体として効果的な対策を講じるために、官邸において副大臣会議が立ち上げられた。2014 年 9 月～

2015 年 8 月には、児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会により、児童虐待防止対策に関す

る副大臣等会議で示された課題を、厚生労働省において並行して検討された。2015 年 8 月 28 日には、

児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会で報告書を取りまとめている。また、「児童虐待防止

対策強化プロジェクト（施策の方向性）」を取りまとめている（副大臣等会議）。2015 年 9 月～ 2016

年 3 月に、新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会（全 5 回）（ワーキンググループ各 4 回）

が実施された。そこでは、子ども家庭福祉のあり方について包括的に検討するとともに、児童虐待の

発生予防から自立支援までの一連の対策のさらなる強化についての検討が行われる。

　2015 年 12 月 21 日には、「すくすくサポート・プロジェクト」（すべての子どもの安心と希望のプロ

ジェクト）が決定される（子どもの貧困対策会議）。

　2016 年 3 月 10 日には、新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会で報告（提言）が取り

まとめられた。

　2016 年 3 月 29 日には、「児童福祉法等の一部を改正する法律案」提出され、2016 年 5 月 27 日に「児

童福祉法等の一部を改正する法律案」が成立（全会一致）した。2016 年 6 月 3 日に「児童福祉法の一

部を改正する法律」（平成 28 年法律第 63 号）が公布される。以下は改正の概要になる（厚生労働省「児

童福祉法の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号）の概要」）。

１．児童福祉法の理念の明確化等
（1）児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等の権利を有するこ

とを明確化する。

（2）国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進

するものとする。

（3）国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。

（4）親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない

旨を明記。
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２．児童虐待の発生予防
（1）市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に

努めるものとする。

（2）支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努める

ものとする。

（3）国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資することに留意すべき

ことを明確化する。

３．児童虐待発生時の迅速・的確な対応
（1）市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるものとする。

（2）市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置するものとする。

（3）政令で定める特別区は、児童相談所を設置できるものとする。

（4）都道府県は、児童相談所に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司を

置くとともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。

（5）児童相談所等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供

できるものとする。

４．被虐待児童への自立支援
（1）親子関係再構築支援について、施設、里親、市町村、児童相談所などの関係機関等が連携して行

うべき旨を明確化する。

（2）都道府県（児童相談所）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援

を位置付ける。

（3）養子縁組里親を法定化するとともに、都道府県（児童相談所）の業務として、養子縁組に関する相談・

支援を位置付ける。

（4）自立援助ホームについて、22 歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対象に追加する。

【参考文献】
厚生労働省「児童福祉法の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号）の概要」2016

ⅱ）社会的養護の新しい体制、社会的養護から社会的養育へ
　第 7 期の終わりに、社会的養護に関する施設の運営指針の発行が多く行われたが、第 8 期では、自

立援助ホーム（平成 27 年 4 月 17 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に関する運営指針の発

行が行われた。

　第 8 期においての社会的養護に関する特記事項は、「新たな社会的養護の在り方に関する検討会」

が実施されたことである。2017 年 8 月に厚生労働省「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」の

報告として「新しい社会的養育ビジョン」が公表された。これは第 8 期における児童福祉に関する政
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策動向に関係している。2015 年 9 月に、社会保障審議会児童部会「新たな子ども家庭福祉のあり方

に関する専門委員会」が立ち上がり、2016 年 3 月に報告（提言）がなされた。その報告を基にして、

2016 年 5 月には児童福祉法の大きな改正がなされ、理念である第 1 条には子どもの権利擁護が明記さ

れた。改正を受けて①「児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に

関する検討会」②「市区町村の支援業務のあり方に関する検討ワーキンググループ」③「子ども家庭

福祉人材の専門性確保ワーキンググループ」④「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」の 4 つ

の検討会が設置された。

　「新しい社会的養育ビジョン」には、「社会的養護の課題と将来像（2011 年）」を見直し、①里親等

への包括的な支援体制（フォスタリング機関）の強化、②乳幼児の里親委託の原則化、③在宅支援の

強化（財源的な支援・児童保護された子どもの在宅における養育支援など）の内容が示されている。

日本の社会的養育が、施設養護から家庭養護に舵を切った中で、新たなビジョンを推進することは重

要なことではあるが、実質的なサポート体制が十分に整備されていない状況下では、里親や里子とな

る子どもに対して、大きな影響を与える可能性を含んでおり、新しい社会的養育ビジョンが目指す内

容を実現するための予算と現場・地域における人材確保、サポート体制、育成・教育体制を早急に整

備しながら、新たな社会的養育の目標に向けて歩んでいく必要がある。

　第 9 期に該当するが、「新しい社会的養育ビジョン」（「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」 

2017 年 8 月 2 日とりまとめ公表）には、子どもたちに、より家庭的・継続的な養育環境を提供するた

めに、2017 年度から着手して、7 年以内に里親委託率 75％を目指すことが示されている。公表された

目標年限の例は、以下の内容になる（2017 年度より着手）。

・ 特に就学前の子どもは、家庭養育原則を実現するため、原則として施設への新規措置入所を停止。こ

のため、遅くとも 2020 年度までに全国で行われるフォスタリング機関事業の整備を確実に完了する。

・ 愛着形成に最も重要な時期である 3 歳未満については概ね 5 年以内に、それ以外の就学前の子ども

については概ね 7 年以内に里親委託率 75％以上を実現し、学童期以降は概ね 10 年以内を目途に里

親委託率 50％以上を実現する（2015 年度末の里親委託率（全年齢）17.5％）。 

・ 施設での滞在期間は、原則として乳幼児は数か月以内、学童期以降は 1 年以内。

（特別なケアが必要な学童期以降の子どもであっても 3 年以内を原則とする。）

・ 概ね 5 年以内に、現状の約 2 倍である年間 1,000 人以上の特別養子縁組成立を目指し、その後も増

加を図る。

【参考文献】
厚生労働省　新たな社会的養育の在り方に関する検討会「新しい社会的養育ビジョン」2017 年 8 月 2 日

厚生労働省　「新しい社会的養育ビジョン （「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」 平成 29 年 8 月 2 日とりまとめ

公表）　2019 年 4 月 30 日参照 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_31/pdf/

s15-1.pdf

厚生労働省「新しい社会的養育ビジョン【要約編】」2019 年 4 月 30 日参照 https://www.pref.nagano.lg.jp/kodomo-

katei/kateitekiyougosuishinkeikaku/documents/siryo1-03.pdf
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ⅲ）ファミリーホームの整備に関する動向
　第 7 期にファミリーホームに関する研究が散見され始め、第 8 期にはファミリーホームに関する『平

成 27 年度先駆的ケア策定・検証調査事業　ファミリーホームの養育実態に関する調査研究報告書』（平

成 28（2016）年 3 月　みずほ情報総研株式会社）が刊行された。第 7 期でも紹介したが、本調査研究は、

「ファミリーホームにおける養育補助者の位置づけや役割・機能等に関する論点に着目し、全国のファ

ミリーホームにおける養育者と養育補助者の位置づけ等の実態を把握すること」を目的としている。

柏女霊峰らを委員とする「ファミリーホームの養育実態等に関する調査検討会」が全国のファミリー

ホーム事業者（250 件）を対象としてアンケート調査を実施したものである。

　第 7 期の研究ではあるが、ファミリーホームの整備について、藤田（2012）は「今後の社会的養護

のあり方として、地域に FH [ 引用者注：ファミリーホーム ] が整備され、児童相談所や社会的養護に

関する施設をはじめ、里親も含む地域の多様な社会資源と相互に連携を図り、適切なサポートを受け

ながら、それぞれの意義や機能を十分に発揮し、可能な限り連続性をもった環境の中で子どもの養育

を行うことが必要である。地域における社会的養護への理解のもと、社会全体で子どもの養育を行う

ことが求められる。そのために、まず地域に FH が複数整備されなければならない。現状では、FH

の数が増えているといっても地域差は大きい。政策主体が家庭的養護への認識を改め、大胆な政策誘

導を行い、FH の課題の解消などの方策を講じることが必要で」（p33）あると主張する。

　実際のファミリーホームの整備状況を確認すると、厚生労働省によると、2017 年 3 月末現在で全国

313 カ所であり、委託児童数は 1,356 人となっており、徐々にではあるが増加している。

　そして、ファミリーホームを支える体制も整備が進んでいる。その代表的な組織として、「日本ファ

ミリーホーム協議会」をあげることができる。設立は 2005 年に遡るが一般社会法人化したのは第 8

期に該当する 2016 年になる。日本ファミリーホーム協議会は、里親ファミリーホーム運営者、ファ

ミリーホームに関心のある里親やその関係者等の情報交換を目的とし、『里親ファミリーホーム全国

連絡協議会』として 2005 年 8 月に設立され、その後、2009 年のファミリーホームの制度化を機に「日

本ファミリーホーム協議会」（現名）に改称している。ファミリーホームの広がりとともに、里親だ

けではなく施設職員経験者や法人設置のファミリーホームなど形態も多様化しており、社会的養護を

必要とする子どもたちが「あたり前の家庭生活」を送りながら家族関係を体験し、共に成長し、やが

ては子どもたちを社会に送り出していくという理念のもとに、活動を行っている。本協議会は、会員

と子どもたちが交流、情報交換と情報発信、研修の場の提供、制度の理解や啓発などの活動を通し、

社会的養護を必要とするすべての子どもたちが、家庭で暮らすことができる社会の実現を目標として

いる。

　情報交換を目的とした全国研究大会も実施しており、第 8 期に該当する 2014-2017 年には、第 9 回

ファミリーホーム全国研究大会 in 北海道　2014 年 8 月 2 ～ 3 日（札幌）テーマ「familyhomes be 

ambitious ！～子ども達よ未来にはばたけ～」、第 10 回ファミリーホーム全国研究大会 in 大分　2015

年 8 月 22 ～ 23 日 ( 大分）テーマ「家庭養護、知心剣――ともに作りあげる家庭養育を全国に展開す

るためにー」、第 11 回ファミリーホーム全国大会 in 横浜　2016 年 8 月 5 ～ 6 日（横浜）テーマ「考

えようファミリーホームの原点～こどもの未来を広げるもう一つの家族～」が開催されている。
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　社会的養護・社会的養育を必要とする子どもたちの育ちの場を保障していく里親・ファミリーホー

ム、そして、それを支える組織の整備とその拡充に今後も注目する必要がある。

【参考文献】
藤田航介「子どもの社会的養護におけるファミリーホームの意義と課題 : 家庭養護寮及び里親型グループホームの実践

を通しての考察」『道北福祉』3 号（2012）22 － 35 頁

日本ファミリーホーム協議会ホームページ　https://www.japan-familyhome.org/　2019 年 5 月 30 日参照

ⅳ）小規模グループケアの整備動向
　小規模グループケアは近年急速に整備され、厚生労働省によると、児童養護施設の大舎制は、2008

年 3 月現在では 7 割、2012 年 3 月現在では 5 割となっている。そして、2016 年 10 月現在、小規模グルー

プケアを実施している児童福祉施設は 1,341 カ所、地域小規模児童養護施設は 354 カ所であった。

　社会的養護の充実については、児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会及び社会保

障審議会児童部会社会的養護専門委員会において、2011 年 7 月に「社会的養護の課題と将来像」が取

りまとめられ、家庭養護を推進し、施設においても家庭的な養育環境の整備を図ることを目標に形態

を小規模化するための動きが活発になっている。2012 年には、厚生労働省 厚生労働省雇用均等・児

童家庭局長通知「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」（雇児発 1130 第 3 号 平

成 24 年 11 月 30 日）が発出された、その中で、2015 年度を始期として 2029 年度までの 15 年間で小

規模化の目標を達成することが明記された。通じには「都道府県は各施設に要請して「家庭的養護推

進計画」を策定させるとともに、都道府県は、2029 年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数

や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定した上で、これと整合性が図

れるように各施設の小規模化の計画の始期と終期、定員規模の設定、改築・大規模修繕の時期等につ

いて調整を行った上で「都道府県推進計画」を策定し、これに沿って、地域の実情に即して、計画的

に取組を推進すること」が示されている。

　第 8 期は、通知で示された「家庭的養護推進計画」および「都道府県推進計画」の策定と推進の時

期に重なっており、各地の児童福祉施設において小規模グループケアの整備が急速に進められている

状況が確認できる。

　国による小規模化グループケアを推進する方向は今後も変わらない流れではあるが、それを拡充す

ることで子どもを養育する側の労働者の労働条件や環境の問題、小規模な生活単位にすることによる

人間関係の密接化、その代替養育に関する子どもの育ちへの影響についても検証していく必要があろ

う。

ⅴ）児童虐待による社会的コスト論
　第 7 期でも取り上げたが、第 8 期での論文の発表となったために、再度社会的コスト論について

詳細を取り上げる。和田一郎らによる研究（Ichiro Wada, Ataru Igarashi, （2014） The social costs of 

child abuse in Japan, Children and Youth Services Review 46；72–77.）は、日本における児童虐待
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の社会的費用を計算した初めての論文になる。算定された項目には、2012 年度（2012 年 4 月 1 日か

ら 2013 年 3 月 31 日まで）の間の虐待に対処するための直接費用および虐待による長期的な損害に関

連する間接費用が含まれて計算されている。本研究では、児童虐待の社会的費用と他国で行われた虐

待事件に関するこれまでの研究に基づいて、推定直接費と児童虐待の間接的費用の項目を作成し、各

項目のコストを計算し、間接費用のうち、児童虐待による将来の損失は 3％の割引率で追加費用を使

用して計算している。この研究では、 2012 年度の日本における児童虐待の社会的費用は、少なくとも

1 兆 6,000 億円（160 億ドル）であると示されている。直接費は 990 億円（10 億ドル）、間接費は 1.5

兆円（150 億ドル）であり、 2012 年のみの 1 兆 6,000 億円は、2011 年の東北地方太平洋沖地震と福島

県の津波による被害総額 1.9 兆円にほぼ等しかったことを論じている。さらに、虐待は毎年起こる深

刻な問題であり、自然災害とは異なり、経常的な費用がかかるが、日本には虐待の長期的影響を計算

するためのシステムがないことを指摘している。このように、データが不足しているため、本研究の

計算では実際のコストを過小評価する可能性があることが示されている。

　虐待予防や防止、早期発見の重要性を示すと同時に、今までの日本の虐待研究の中で、また虐待に

対応するための政策の中で、なぜ、虐待問題への対応のための社会的費用を論じてこなかったのか、

その現状について一石を投じている。

　和田らの論文は、2014 年の町野朔（研究代表者）らによる科学研究費助成事業『児童虐待防止シ

ステムの総合的検討――児童虐待の防止と児童の保護――』で明らかになった内容をまとめたものに

なる。町野らによる研究の最大の特色は、「社会的コスト」の観点から児童虐待を分析した点にある。

このような研究は我が国では町野らの研究が初めてであり、彼らは、諸外国で社会的コストの研究が

進んだ背景には、子ども虐待に予算や人員をかけること、子どもに資源を投入することが結果として

将来の莫大な損失を防ぐという認識の存在があることを主張する。そして、今後は、虐待の長期影響

を測定するシステムが必須であると述べている。町野らの研究は、日本の虐待防止研究の視座を広げ

る研究となった。

【参考文献】
Ichiro wada, Ataru Igarashi,（2014）"The social costs of child abuse in Japan, "Children and Youth Services Review, 46: 

72 － 77.

（加藤洋子）

②　医学研究の成果に基づく児童福祉の考察
　この期の児童福祉領域において、医学領域の研究の成果から問題提起が多く見られた。児童虐待防

止の歴史をたどっても児童に対する身体的虐待に気付いたのが医師であった等、児童虐待に関する研

究成果のなかで医学の果たしてきた役割はこれまでも大きかった。加えて今期に顕著なのは、臨床研

究において児童虐待防止に取り組む診療科が目立って増え、医学領域を超えて広く影響力を持つ基礎

研究の成果が注目され、医療を施すための全域にわたる考察に広がりが及んできたことである。これ

らの医学的研究が児童虐待への対策を企図した児童福祉的な動機からの研究であり、その成果をもと
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に、児童の福祉に関わる提言が生まれていることから、医学研究の方法論が用いられた児童福祉研究

として捉えることもできるだろう。

　一方で、虐待を察知した場合でも通告に至らない医師が依然として少なくない現実が、小児科にお

いてもなお指摘されている。この実態を課題視した調査研究の結果によれば、「察知が通告に至らな

い場合において、判断への不安に基づく通告への抵抗感と法知識の不足が背景にあることが推察され」

（天井他・2014）るという。「法知識の不足」が克服されることが虐待被害児を診察した医師からの通

告を支えるのであれば、一層の啓発活動は必須である。

ⅰ）脳科学の成果から
　今後の児童福祉法制に大きな影響力をもつ可能性があると考えられるのが、脳科学者である友田明

美による研究である（友田・2015、友田・2016）。友田は、日米科学技術協力事業「脳科学」分野グルー

プ共同研究の一環として、2003 年から小児期のマルトリートメント経験に伴う脳の形態的・機能的な

変化と発達障害の関連を研究し、脳の特定部位に容積の減少がみられるなどの有意な特徴を見出して

いた。それを、近年、「性的虐待による脳への影響」、「暴言虐待による脳への影響」、「厳格体罰によ

る脳への影響」、「両親間の DV 目撃による脳への影響」のそれぞれ「単一の被虐待経験が脳へ及ぼす

影響」として精力的に発表しているが、この期においては社会的な周知と友田の研究を成果に立脚し

た更なる研究への展開がみられる。

　旧来、幼時期の被虐待経験がその後の人生に影響を及ぼすという視点は共有され、それが多くは少

年期から思春期にかけての非行との関連で論じられ、近年ではより若年時期の発達障害のような症状

との関連も指摘されてきた。それが、脳の形質的・機能的な変化が実証されたことで一気に科学的根

拠が示されることとなり、被虐待経験の将来にわたる影響が注目されることになった。

　友田の研究成果を受け、さらに児童の福祉の点から考察を加えたのが、岡田行雄による少年司法へ

の提言である（岡田・2015【文献 20】）。岡田は、友田の成果から「こうした、いわば脳の発達障がいは、

とりわけ粗暴非行を引き起こす要因の一つと数えられるべきこと」と考え、このことを、虐待被害を

成長発達可能性の阻害要因として、また非行性・悪質性の評価に影響を与えるものとして、少年司法

において重視しなければならないのではないかと問題提起をしている。被虐待児童の発達保障や治療・

支援等の児童福祉の観点を超えて、司法領域への直接的な影響を見込む議論につながっていくと考え

られる（本書 46-47 頁も参照されたい）。

ⅱ）小児眼科診療に関する研究
　小児眼科診療研究の領域からは、虐待性頭部外傷と乳児揺さぶられ症候群において網膜出血が重要

な所見であることが明らかにされた（中山・2015）。つまりこの研究の成果は、虐待が心配される症

例において網膜出血の有無を確認する必要性への指摘であるとともに、網膜出血の所見がある場合に

虐待の可能性を検討する必要性があることも指摘するものである。眼科医もまた、虐待の可能性を認

めた場合の通告方法を理解し、病院内にある小児虐待を専門とする委員会組織等や医療ソーシャル

ワーカーを利用することが求められている。
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ⅲ）歯科診療に関する研究
　以前から、ネグレクトをはじめとする被虐待児童にう歯（虫歯）が多い等、口腔状態に課題が多く

みられることが指摘されてきた（歯科医師が児童虐待防止に関与する背景については、本研究報告書

の前号『虐待の援助法に関する文献研究（第 8 報）児童虐待に関する法制度および法学文献資料の

研究 第 7 期（2012 年 4 月から 2014 年 3 月まで）』49 頁を参照されたい）。一般社団法人日本小児歯

科学会は 2009 年から「子ども虐待防止対応ガイドライン」を備えて児童虐待防止に取り組んできた

が、今期は一歩進んで、乳歯のう蝕や破折等の歯科所見から陳旧性の外傷を認め、その子どもの全身

的なエピソードをふまえた検証を行うことで、子どもの生活環境や背景を考察することができると指

摘する、より積極的に児童虐待防止に歯科医療が貢献する可能性を示した論考が発表された（都築・

2014、岩原他・2015）。児童虐待に関する歯科の学術的研究は、「歯科医は子どもたちの生活環境をス

クリーニングする番人であ」ると考えると寡少であり、そのことに問題意識をもった歯科医師たちに

より、2015 年に日本子ども虐待防止歯科研究会が設立された（渡部・2015）。学校保健安全法の規定

により、学校歯科医は、小学校、中学校における定期の歯科検診を通じて、すべての子どもの口腔状

態を診る機会がある。この機会の活用が児童虐待の防止に有効であることが、歯科医師の間で強く認

識されるようになりつつある。開業医の場合、患者やその家族と良好な関係性を保つことが医院経営

に直結することから、口腔内からマルトリートメントな状態が見取れても通告などのその後の対処が

難しいことは従来から指摘されてきたが、学校歯科医という公的な役割に依ることで、児童虐待防止

に直結する動きにつなげられることが期待される。

ⅳ）産科に関する研究
　この期の産科医療に関しては、2008 年の児童福祉法改正により「出産後の養育について、出産前に

おいて特に支援が必要と認められる」特定妊婦が入ったことを受け、その対策の研究が進んでいる。

乳幼児の初期の死を防ぐために産科には果たすべき役割があるという使命感は、この診療科に特有の

研究動機であるだろう。産科の看護職が「気になる親子」に気付き、他機関へつなげる必要があるか

どうかを見極めるプロセスに関する研究（唐田他・2014）、特定妊婦の特徴を明らかにし「地域で児

童虐待の予防的支援を妊娠期から担う保健師の実践能力向上に貢献できる」ことをねらいとした研究

（吉岡他・2016）、そして産科の医療ののちに、地域看護や母子保健の領域で元特定妊婦のケアを引き

継ぐ際に、包括的な子育て支援システムの構築に「妊娠届出書」によってつかめる情報を活用できな

いかと探った研究（白石・2015）等、特にパラメディカル領域での研究が多く見られる。

ⅴ）小児精神科からの虐待認識に対する提言
　小児精神科医の古荘純一は、発達障害児等の特別な支援ニーズのある児童を例にとって、一般的な

児童虐待の定義に問題提起を行っている。例えば、感覚刺激に対して過敏な児童にとっては不快な刺

激を弱くして慣れさせるという教育的指導は教育的虐待とも呼べる状態であり、可能な範囲で刺激を

取り除く努力を行わないことは教育ネグレクトにあたると指摘する（古荘・2016）。

　2016 年 10 月刊行の『そだちの科学』27 号（日本評論社、2016【文献 26】）が特集「『子ども虐待』
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はなぜなくならないのか――子育て困難にどう対応するか――」を組み、「『虐待』という呼称そのも

のに対する疑義を表明し、『虐待』を『子育て困難』という視点から捉えようと」（滝川・2016：98 頁）

提起していることも、同様な課題意識に立つものである。本誌のなかで、児童精神科医の滝川一廣は、

児童虐待を、「子育て失調」「親子関係不調」と呼びなおすことで当事者への否定と非難を排除し、加

害－被害関係で捉えることをやめようと呼びかけている（滝川・2016：2 － 8 頁）。同じく児童精神医

学の立場から小林隆児は行動観察とパターン分析からなるアタッチメント研究に関係病理を捉える視

点が捨象されてきた問題をあげ、アタッチメント研究特有の客観性や抽象的理解が虐待を生む親子の

関係を治療対象と捉えて治療につなげていく際には親子の関係病理の核心に迫りにくくしていると指

摘している（小林・2016：15 － 19 頁）。児童虐待と発達障害を結び付けて捉える枠組みを示したこと

で知られる杉山登志郎医師も、本誌によせた論文の中で、「発達障害と子育て困難」として、あらた

な視点を提示している（杉山・2016：20 － 24 頁）。本誌の特集論文に一貫しているのは、児童虐待を

児童精神科の治療対象として捉える医学的見地であるとともに、児童虐待という「小児」を患者とす

る捉え方から「子育て困難」「親子関係不調」というように治療対象を子どもから親子ないしは親に

よる子育てに移行させる必要があるという理解である。

ⅵ）被虐待児童の社会的入院
　旧来は精神科の領域で問題にされてきた「社会的入院」と同質の状況が、児童虐待に対応する小児

科診療において生じているという。

　「児童虐待の通告件数が全国一多」いという大阪で、「小児科医は、子どもを保護する施設が少なく

保護すべき事例の数に対応できないこと、そしてそのしわ寄せとして子どもの『社会的入院』が増え

ていることを問題視し」た研究が発表された（石崎他・2016【文献 27】）。この論文では社会的入院の

要因を「保護者の養育不足」の症例と「虐待の後遺症」の症例に分けて捉え、問題点を指摘した。

ⅶ）虐待判別ソフト
　前の期で紹介した虐待判別ソフト（産業技術総合研究所・デジタルヒューマン工学研究センターが

開発したもの）（吉田他・2017：34 － 35 頁）を用いた研究が、今期に成果を生んだ。小児科病棟で

2004 年から 2013 年の間に身体的虐待と診断され、児童相談所で身体的虐待と判断された 30 例を、外

傷の部位、種類および児の発達段階を当該ソフトに入力し、その外傷部位不慮の事故によって受傷す

る可能性を算出した。その結果、「不慮の事故スコア」は 0 ～ 0.191 と低値であり、このソフトを使う

ことで、いずれも「虐待を疑う一助になる」ことが期待された。一方で、集積されたデータ数が不十

分であるために、外傷部位と種類に加えて発達段階を追加入力すると「不慮の事故スコア」はより低

くなる等、条件の種類が増えると同じ条件に合致する不慮の事故データが少なくなるために統計的信

頼性を保持しきれなくなる。同じ要因から、そのこと自体が虐待を疑うべきと考えられる「タバコ熱

傷痕」「外傷性脱毛」などは、ソフトの「外傷の種類」に項目として設定されておらず、今後、入力

項目の検討の必要性が指摘された。また、各々の受傷時期が異なる複数の外傷の存在も虐待に特徴的

であることから、受傷時期を考慮することもソフトの精度を向上させるために必要であること、頭蓋
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内損傷や骨折等の外表所見にあたらない画像検査情報も加える必要があること、「一般的に虐待を疑

うべき」保護者や子どもの様子及び親子関係の様子に関する情報も望まれることも指摘された（岩渕

他・2016：395 － 399 頁）。

ⅷ）医療費分析
　児童虐待による社会的コスト論という新たな研究視点が提起された。具体的には、「経済的損失の

観点からも虐待予防は急務である」ことを、虐待による被害に伴う医療費分析から明らかにする研究

が厚生労働科学研究費補助金を受けて実施され（平成 24 年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学

総合研究事業（政策科学推進研究事業））「児童虐待の発生と重症化に関連する個人的要因と社会的要

因についての研究」（研究代表者：藤原武男）の分担研究「介入効果測定のための虐待現状把握およ

びその社会的コスト試算に関する研究」）、その成果が示された（植田他・2014）。この論文において、

医師である植田等著者は予防医学の視点から、虐待予防を推進することが費用対効果の点からも有効

であることを、頭部外傷による頭蓋内病変を疑い頭部 CT を施行し入院した 2 歳未満児 110 例を対象

として、「虐待による頭部外傷」と「虐待によらない頭部外傷」にわけ、診療報酬明細書の分析によ

り初期入院期間による医療費等の比較を行い、「虐待による頭部外傷」による入院の医療費が約 10 倍

にも上る結果を得て、「この医療費は AHT（虐待による頭部外傷：引用者注）を防ぐことができれば

本来生じない医療費であり、経済的損失の観点からも虐待予防は急務である」と結論付けた。

　この論文によれば、虐待における疾病費用分析や費用対効果分析は、海外では虐待予防対策に活用

されているが、日本においては未着手領域であったという。費用対効果の考え方を虐待防止の動機と

することは、旧来の児童虐待防止研究のなかではみられてこなかったが、次の期に行政を中心とした

予算事業の根拠として展開していく重要な萌芽といえる。
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③　児童相談所を中心とした相談型ケースワークに関わる議論
　児童虐待対応の主軸として児童相談所への期待の強さは一貫しているが、この期には、児童相談所

が児童虐待対応を行うことの構造的な困難や課題、矛盾が指摘される論稿が目立つ。児童虐待防止法

制定後の実務が確立し、あらためて「虐待対応の時代」を客観視し得る時機を迎えた感がある。

ⅰ）児童虐待対応策への当事者の主体的参加
　児童相談所の統計では「虐待相談件数」と項目が設けられているが、実際の「相談」数はわずか 1

割に満たず、多くは通告によるという。元児童相談所所長の石橋勝美は、「子育て支援ということが、

利用者の求めに応じることであるならば、児相は子育て支援の機関ではないのではないか」という、

昨今の子育て支援の認識に対する違和感を示すと共に、「相談援助というより、通告処理をするのが

やっとという状況に感じられ」「児相が従来行っていた力動的な家族の捉え方ができなくなっている」

面があると指摘している（石橋・2015：10 － 11 頁）。

　児童虐待に対してケースワークの手法で臨むとき、いうまでもなく、被虐待児童および虐待者であ

る養育者は共に当事者であり、ケースワークの目的は児童の生命や発達の権利を保障することと、養

育者の子どもを養育する権利保障とそのための支援の両方となる。こうした構造理解にたち、児童虐

待対応制度に当事者が参加する権利について構造分析のうえ、国際比較をおこなった研究がある（根
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岸・2015【文献 28】）。その成果によれば、児童虐待に対応する日本の制度は、アメリカ、フランス、

スウェーデンとの比較において、子どもと親の双方とも「参加」の機会が「かなり制限されている」

状態であり「当事者非主体的制度」といえると指摘された。

ⅱ）要保護児童対策地域協議会の機能面での課題
　要保護児童対策地域協議会については、2005 年度に法定化された際には 4.6％の設置率に過ぎなかっ

たものが、2007 年の児童福祉法改正で設置努力義務が規定されたことから順調に伸び、2016 年度に

は設置率 99.2％にまでなっている（厚生労働省・2016）。2015 年度中に要保護児童対策地域協議会に

登録されたケース全 145,290 件のうち、「要保護児童」が 61.8％をしめ、そのうち 63.9％の 57,326 件が

「児童虐待」である（厚生労働省・2016）という。児童虐待の防止や対応に要保護児童対策地域協議

会は無くてはならない存在として、すでに設置の有無が問われる時代から、「運営上の課題」を問う（厚

生労働省・2016）など、如何に機能しているかが問われる時代に入っている。

　今期には、要保護児童対策地域協議会の機能に着目し、法制度が用意した場での専門職間連携を検

討する一連の試みがみられた。実方由佳は、児童虐待対応は、クライエント主体が求められる支援の

通常に反して、「子どもの未熟性ゆえに、そして子どもの権利侵害が疑われる行為者（養育者）の恣

意を除外する意図故に」当事者が協議に加わらないことが多いという点に着目し、「援助システムが

すり替わる可能性を含有する」危険性を指摘する（実方・2014【文献 29】）。

ⅲ）一時保護の構造的課題
　児童虐待への危機介入が有効であれば、自ずと、一時保護がもつ構造的な課題が浮上してくること

は避けられない。この期には、一時保護に着目し、その本質的な課題に取組む研究が見られた。

　児童相談所一時保護所には設置基準の規定がない。そのために、全国的な統一水準を保持すること

が難しく「各自治体間の他応実態に格差が生じている可能性がある」（恩賜財団愛育会・2015【文献

30】）ことが指摘されている（一例として、慎・2017）。

　児童相談所一時保護所の制度的な脆弱性から生まれているこうした課題に向けて、恩賜財団愛育会

の研究班（和田一郎他）は、2014 年に「全国の児童相談所を設置している 69 自治体宛」等にアンケー

ト調査を行い、報告書「一時保護所における支援のあり方に関する研究（平成 26 年度児童福祉問題

調査研究事業）」を 2015 年 3 月にまとめた（恩賜財団愛育会・2015【文献 30】）。この研究は、児童相

談所一時保護所の支援のあり方に関する全国規模の実態調査であるとともに、退所後の児童の状態に

影響を及ぼす要因を検討することを通して児童相談所一時保護所の機能を検証しようとしたものであ

る。報告書においては、「一時保護児童の約 7 割に虐待が存在」し、しかしながら「被虐待児の家庭

への再統合に関して、現時点では全国で等質な評価指標はない」など、一時保護の実態にばらつきが

あることが指摘されている。また、「虐待の重症度・慢性度・特殊性といった深刻さの程度や、子ど

もの機能特性・養育者の機能特性、環境要因などを考慮した包括的なリスク評価指標を構築する」こ

とが必要であることも指摘されている。

　児童相談所による一時保護が、児童相談所の本来の姿である相談支援型ケースワークにそぐわない
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面をもつという指摘から、一時保護の司法関与が議論された。『子どもの虐待とネグレクト』誌にお

ける「司法関与と虐待」の特集は、児童虐待の対応に関する児童相談所の権限集中の問題に着目して

いるが、なかで山本恒雄は、とくに緊急一時保護においては強権的な介入と支援的な関わりの双方を

児童相談所が担うという構造的困難を論じて、具体的な場面にたった提起を行っている（山本・2014【文

献 31】、石田・2014：263 － 268 頁）。

　また、職権一時保護等を経るなど相談動機が欠如した児童虐待事例を家族の再統合に向けて相談支

援を行うことが至難であることへの課題認識に立ち、不本意な一時保護を経験した保護者と児童相談

所の協働関係の構築プロセスとその構造を「実践者の立場からの考察」した成果が発表された（鈴木・

2016【文献 32】）。「職権一時保護等の場面において、保護者と児相が対立的な関係になりながらも、

いかに『子どもの安全』という目標を共有するのか」という問いに発して、職権一時保護を体験した

被虐待児童の家族を研究協力者としてインタビュー調査を行うという、旧来にない画期的な手法によ

る研究である。児童虐待を起こした家族が、児童虐待という主題に対して、単に児童に対する加害者

でも社会構造のなかでの被害者でもなく、子どもの安全を求める協働者として児童相談所と共に在る

という立ち位置を示し、その視座に立った検討は注目に値する。困りごとを抱えたクライエントに対

峙する専門職によるソーシャルワークという対立構造そのものから脱却することを、一時保護がもつ

構造的矛盾に対する解決策としようとしている。これを可能としたのは、研究倫理に対する社会的醸

成を基盤とし、最も混乱した時期を共に乗り越えたという対象家族と児童相談所職員相互の一定の共

感および信頼感と、それにも増して、一時保護の先にある家族再統合の主題があまりにも重く困難で

ある事への当事者からの危機提示であるといえるだろう。

　児童福祉法成立による設立当初には任意の相談に応ずる構造を想定していた児童相談所が、特に、

相談動機を顕著に欠いた家族に対して介入的な相談開始を多くせざるを得ない児童虐待ケースの中

で、なおもソーシャルワークの姿勢を基本とすることは容易なことではない。その突破口として、ケー

ス家族と児童相談所の閉じられた関係性を拓き、要保護児童対策地域協議会の積極的な活用を含めた

地域の関連機関との連携を取り込んだソーシャルワーク展開を模索した実践研究がみられる（鈴木他・

2015：37 － 49 頁）。「プランニング整理（簡便）表」と銘打って、「縦軸を緊急度毎に 9 ランク 3 段階（1

～ 3 はセーフティ、4 ～ 6 は注意ゾーン、7 ～ 9 は危険ゾーンとして上部ほど緊急性は高いものとする）

に分け、横軸をアプローチする対象毎に保護者・子ども・関係機関の 3 領域に分ける。次に、「A：子

どもへのアプロ―チ　B：保護者へのアプローチ　C：児相内での会議・協議　D：関係機関との情報

交換・協議　E：要保護児童対策地域協議会（以下、要対協とする）それぞれの記号をランクに当てはめ、

上部にある緊急度の高いものから対応していく」（鈴木他・2015：37 － 49 頁）方式を採用し、初期か

ら終期にわたる折々に確認しながら、地域ネットワークの中で、介入的アプローチが対立構造をとる

ことを回避しようとする試みである。

ⅳ）ステップファミリー支援の視点
　児童虐待による死亡事例が、望まない妊娠出産による母子保健的な課題をもった事例を除くと、実

母の交際相手が加害者の上位に位置付くことを重視し、「就学前の児童が血縁関係のない父親の行為
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で死亡するリスクを推計したところ、実父の行為で死亡するリスクの 60 倍以上にのぼる」というデー

タを根拠としてステップファミリーに着目し、児童虐待傷害致死事件の裁判記録をもとに虐待死のリ

スクとなる一定の傾向を分析した児童相談所からの研究がある（宮田・2015【文献 33】）。この結果と

して、同居から数か月の範囲での暴行で虐待死している事例が多く、発生する曜日や時間帯にも一定

の傾向があり、不安定さや同調性がみられる夫婦関係や、子どもの発達状況や家庭内の開示状況にも

一定傾向が認められた。これらの貴重な知見は、本論文でも言及されている通り、これらに対策する

ソーシャルワークの方法論の確立をもって初めて生かされる。また、ステップファミリーが支援への

ニーズをもっている訳ではなく、こうした支援への要請を持たない対象に介入的なソーシャルワーク

を提起していく方法論の模索も今後の課題として、明確に残されている。

【参考文献】
石橋勝美「虐待対応失ったもの――児童相談所はどこへいくのか――」『子どもと福祉』8 号（2015 年 7 月）10 － 11 頁

石田文三「司法関与における裁判所の機能」『子どもの虐待とネグレクト』16 巻 3 号（2014 年 12 月）263 － 268 頁

実方由佳「子ども虐待対応における『専門職間連携』の擬態化――実践家の『専門職間連携』認知を介在させた検証――」

『社会福祉学』55 巻 2 号（2014 年 9 月）27 － 39 頁【文献 29】

厚生労働省「要保護児童対策地域協議会の設置運営状況調査結果の概要」（2016 年）

宮田顕一郎「ステップファミリーにおける身体的暴力による虐待死のリスク評価の視点」『研究紀要』32 号（北海道中

央児童相談所、2015 年 3 月）51 － 77 頁【文献 33】

根岸弓「児童虐待対応制度の評価指標の構築と経験的適用の国際比較からみる日本の制度的特徴」『社会福祉学』56 巻 3

号（2015 年 12 月）29 － 43 頁【文献 28】

社会福祉法人恩賜財団愛育会「一時保護所における支援のあり方に関する研究（平成 26 年度児童福祉問題調査研究事業）」

（2015 年）【文献 30】

慎泰俊『ルポ児童相談所――一時保護所から考える子ども支援――』（ちくま新書、2017 年）

鈴木浩之「子ども虐待に伴う不本意な一時保護を経験した保護者の『折り合い』のプロセスと構造――子ども虐待ソーシャ

ルワークにおける『協働』関係の構築――」『社会福祉学』57 巻 2 号（2016 年 8 月）1 － 14 頁【文献 32】

鈴木雅博他「児相の虐待ケースにおける地域ネットワークについての一考察」『研究紀要』32 号（北海道中央児童相談所、

2015 年 3 月）37 － 49 頁

山本恒雄「介入型ソーシャルワークと司法関与」『子どもの虐待とネグレクト』16 巻 3 号（2014 年 12 月）256 － 262 頁【文

献 31】

（田澤薫）

④　社会的養育に関わる議論
　虐待を受けた子どもを受けとめる社会的な役割として、社会的養育の現場の模索は変わらずに続い

ている。今期には、児童福祉の理論の内側からも外側からも、社会的養育を検討する研究もみられた。
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ⅰ）家族社会学からの議論
　藤間公太は、家族社会学の方法論をもって社会的養育をとらえ、「家庭を理想的な子育ての環境と

前提視することに潜む問題」（藤間・2017：155 頁【文献 34】）を炙り出すことで、「家庭をモデルと

してきた従来の社会的養護論のあり方に疑義を呈し、形態面ではなく機能面に着目することの必要を

示した」（藤間・2017：155 頁【文献 34】）。この背景には、児童虐待の要因として家族主義的な価値

観を認める社会学の視点がある。藤間は児童自立支援施設でのフィールド研究を行ったうえで、「家

庭という理念」を免れ「個別性に目配りしながらも集団性の積極的意義も再評価しうる」（藤間・

2017：144 頁【文献 34】）社会的養育のあり方を提言している。

 

ⅱ）里親支援の視点
　被虐待児童の受け皿として個別対応が実現しやすい里親家庭への期待は高まっている。厚生労働省

の「社会的養護の現状について」（2014 年 3 月）によれば、里親委託率は、2002 年から 2012 年に 7.4％

から 14.8％へとほぼ倍増した。乳児院委託率にほとんど変化は生じておらず、里親委託率の増加はそ

のまま児童養護施設委託率の減少と表裏関係にある。この間に社会的養護を受ける子どもの人数が

2,500 人弱増加したことから、実際に里親家庭で生活する児童の人数は、2,517 名から 5,407 名へと増

加している。

　里親家庭での生活実習が増加することで、一方では里親不調で養育返上になる事例を含み、里親養

育が抱える課題にも目が向けられるようになってきた。深谷らは、2011 年度から 3 か年にわたる研究

プロジェクト（厚生労働省科学研究費 H23 －政策一般―007　代表：開原久代）の一環として全国里

親会の協力を得た全国里親アンケート調査を行い（その結果は、深谷昌志他編著『社会的養護におけ

る里親問題への実証的研究』（福村出版、2013 年）として刊行されている）、そこで得られたデータを

踏まえてさらに「虐待を受けた子ども」を養育が難しい里子として捉え直し、「虐待を受けた子ども

が住む『心の世界』」に光をあてようとする研究をおこなった。そのなかで、深谷昌志は、養育が難

しい里子について里親が養育を返上する場合に里子の行く先として児童養護施設が筆頭にあがること

から、「児童養護施設が社会的な養護を必要としている子の心の支えになっているのかどうか」を改

めて問い、施設の人手不足と過労を解消する方策として子育て支援員制度の活用への期待を主張して

いる（深谷他・2016）。子育て支援員制度は、2016 年度から発足し、たしかに児童養護施設も働きの

場として構想はされているが、主は、放課後児童クラブや預かり保育等の地域での子育て支援活動の

補助者であり、社会的養護の現場での専門職を補助する業務の普及は今後の課題のひとつではある。

ⅲ）非行
　旧来、非行の背景としての被虐待体験についての指摘はあるが、今期には「非行」「虐待被害」「発

達障害」の三項の関連性への着目が示された。ある県の施設を調査した結果を基に、児童自立支援施

設入所児における被虐待及び発達障害児の数と、情緒障害児短期治療施設入所児における被虐待及び

発達障害児の数が、ともに「虐待は情緒障害児短期治療施設では 90％前後で高止まりしており、児童

自立支援施設でもここ 3 年の間で同様な水準に近づいている。また、発達障害は、どちらの施設も入
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所児の 50％前後になっている」こと、「両施設とも発達障害ケースはほとんどが虐待ケースでもあり、

発達障害のみで入所しているのは情緒障害児短期治療施設で 2、3 例見られるだけであった」という

ことが報告された（平岡・2014：21 － 26 頁）。

　また、さらに根本に立ち返っての論考として、非行の背景としての被虐待経験への着目が 1901 年

の留岡幸助の言説にたどれることを指摘したものがある。児童自立支援施設の職員である富田拓は、

児童自立支援施設につながる家庭学校を創設したことで知られる留岡幸助が、監獄教誨師として勤め

るなかで「囚人の子ども時代がいかに悲惨なものであったかを知り、今から 1 世紀以上前に、非行の

原因を虐待的な家庭環境にあると看破していた」ことを指摘し、「非行児を扱う施設の中では、この

関係はむしろ自明のものであり続けた」のであり、今日の児童虐待をめぐる議論は虐待の「再発見」

であり、「虐待と非行の関係もやはり再発見されつつある」という見方を提示している。虐待ととも

に「再発見」されているにも拘らず、「虐待的な生育歴が人格形成に与える影響への配慮」が深まら

ないことへの疑義も示されている（富田・2015：51 － 57 頁）。

【参考文献】
深谷昌志他『虐待をうけた子どもが住む「心の世界」　養育の難しい里子を抱える里親たち』（福村出版、2016 年）

平岡篤武「子ども虐待と発達障害――情緒障害児短期治療施設での経験から――」『世界の児童と母性』77号（2014年10月）

21 － 26 頁

富田拓「非行と虐待」『子どもの虐待とネグレクト』17 巻 1 号（2015 年 4 月）51 － 57 頁

藤間公太『代替養育の社会学　施設養護から＜脱家族化＞を問う』（晃洋書房、2017 年）【文献 34】

（田澤薫）

⑤　見えにくい子どもの虐待被害
ⅰ）子どもの貧困と虐待
　この期にあたる 2014 年 7 月に厚生労働省が、日本の子どもの貧困が先進国中でも厳しいという現

実を、「子供の貧困率 16.3％、6 人に一人」（厚生省労働省・2014）という数値で示し世の中に訴えた

ことの意味は大きい。このことが奏功して社会的関心が集まったことでようやく法制化が進み、児童

虐待は貧困を背景としやすいという指摘を得て貧困は子育て家庭の困難への対応力を弱める面がある

ことも危機認識と結びついた。

　2013 年制定の子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25 年法律第 64 号）は、「子どもの将来

がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育

成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図る」と謳い、この法律に基づく 2014 年夏の

いわゆる「大綱」（「子供の貧困対策に関する大綱～全ての子供たちが夢と希望を持って成長していけ

る社会の実現を目指して～」（平成 26 年 8 月 29 日閣議決定））では、子どもの貧困に関する指標改善

に向けた当面の重点施策のうち、「１．教育の支援」には「学校における具体的な支援体制を充実さ

せる観点から、現職教員を中心に、子供に自己肯定感を持たせ、子供の貧困問題に関する理解を深め

ていくため、大学や教育委員会に対し、免許状更新講習や研修における関連講習、校内研修等の開設
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を促進する」とあること、また「２．生活の支援」には「指定保育士養成施設における養成課程にお

いて、子供の貧困をはじめ、社会福祉及び児童家庭福祉について履修することを通じ、子供の貧困に

関する保育士の理解を深めるよう努める」とある。教育や保育の場が貧困を背景とした児童虐待の対

策や防止の現場として想定され、その専門職の養成段階からそのことを念頭に置くことが求められる

ようになった。

ⅱ）居所不明児童
　「登校・登園が常ならない児童は児童虐待の被害にあっている可能性があるから注意すべきである

という認識が、ようやく一般的になってきた」（吉田他・2017：33 － 34 頁）といえる前の期から今期

にかけて、この課題認識を社会共通のものとする深刻な事件が相次いで起こった（事件については、

本研究報告書の前号『虐待の援助法に関する文献研究（第 8 報）児童虐待に関する法制度および法学

文献資料の研究 第 7 期（2012 年 4 月から 2014 年 3 月まで）』41 － 42 頁を参照されたい）。

　2012 年 7 月に発生した 6 歳女児の死亡事件については、横浜市児童福祉審議会に設けられた「児

童虐待による重篤事例等検証委員会」が『児童虐待による死亡事例検証報告書（平成 24 年 7 月発

生　6 歳女児死亡事例）』をまとめ、インターネットの利用により、家族機能が脆弱で経済的に困窮

している家庭が公的支援に結び付く前にネット上のつながりで刹那的な関係を取り結ぶ危険性を指摘

し、「ネット社会の中で、孤立し自ら公的支援を求めない家庭に対し、どのように支援していくのか

が今後の課題と言え」ると訴えている（横浜市児童福祉審議会児童虐待による重篤事例等検証委員会・

2014：19 頁）。

　事件の大きさと問題の深刻さ、そして、手だてを講ずることで防止可能と考えられる一方で現在も

同様な事件のさなかにある児童が多人数いるかもしれない現実を踏まえて、早速この期には、『子ど

もの虐待とネグレクト』誌が 17 巻 1 号で「消えた子ども・子どもを見失う社会」を特集し、精力的

な研究報告や主張を掲載した。

　このなかで、保坂亨は、旧来から学校基本調査の「不就学」の項目の最後に「1 年以上居所不明児

童生徒数」が掲載されているにもかかわらず、この統計の扱いがずさんであり、そのことを 2011 年

1 月 1 日の産経新聞が大きく取り上げたことが社会的関心を呼ぶ契機であったことから書き起こし、

2003 年の岸和田事件の反省から実施された 2004 年の大規模調査「現在長期間学校を休んでいる児童

生徒の状況及び児童虐待に関する関係機関等への連絡等の状況について」（文部科学省）においても

学校基本調査の上記項目にはまったくふれられなかったことに問題の目を向けている。同様の問題は、

厚生労働省による調査（「児童虐待防止法等にもとづく立入調査等の状況について」・2004）、警察庁

による統計（警察庁生活安全局生活安全企画課による行方不明届書が出され警察の捜索の対象となっ

た人数）と、文部省の学校基本調査の統計が相互に連関していない事実に対しても指摘されている。

保坂はさらに、この時期の「居所不明児童」への着目から厚生労働省が総務省、法務省、文部科学省、

警察庁の協力を得て実施した調査（厚生労働省・2014）の結果をもとに、事件報道や補足調査で得ら

れる情報を加味していくつかの類型に整理し、特に学齢児の居所不明児童については「さまざまな形

態の不就学（無戸籍、未就籍の問題）とつながっている可能性」があり「学校教育としては、こうし
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た新たな『不就学』問題、さらには『子どもの教育権保障』といった裾野の広い問題として捉えてい

く必要があるだろう」と問題を提起している（保坂・2015【文献 35】）。

　同じく『子どもの虐待とネグレクト』誌の特集論文の一つとして、小児科医で子ども虐待ネグレク

ト防止ネットワーク理事長を務める山田不二子は、居所不明児童問題を社会制度上の工夫を施すこと

で解決可能・防止可能な問題として捉え、具体的な方策を提案している。まず、既存の要保護児童対

策地域協議会の活用とそこへの情報集約の徹底を、市区町村に対してマニュアル整備を求めつつ提案

している。重ねて、要保護児童対策地域協議会において関係諸機関との連携のもとで調査を行ったう

えでの所在不明児童については捜索対象事例とすることと共に、DV 被害等による情報提供に配慮を要

する事例に対応するために「中央官庁情報管理・突合システム」の構築、行方不明者届に基づく捜索

と犯罪捜査の間に位置付く「所在不明児童捜索制度」の新設を求めている（山田・2015【文献 36】）。

　居所不明が深刻な児童虐待と結びついた事件の現場となった横浜市では、事件の背景として「『住

民票を移さず転居を繰り返す』『未就学である』という情報が自治体間で共有されなかった」ことが

あると認識し、対応を模索する努力を重ねてきた。2014 年 4 月からは「居所不明児童対策プロジェク

ト」を踏まえた全庁的な取組が開始され、「乳幼児健診を未受診であったり、就学させてもらえない

子どもについては、『不適切養育や児童虐待リスクを確認すべき家庭』として位置づけ『要保護児童

対策地域協議会』を中心に庁内連携、情報共有・調査方法について検討し」たという。具体的には、

第 1 段階として、市立小中学校において長期欠席・未入学で、電話や訪問等による状況把握ができな

い児童生徒については、「状況連絡票」に記載し、区戸籍課の就学事務に送付する。第 2 段階としては、

区戸籍課から、「状況連絡票」と「リスト」を要対協に提供すると同時に、住民基本台帳法に基づく

実態調査を実施する。さらに外国につながる子どもの場合には、東京入国管理局に紹介するという。

他方で乳幼児健康診査未受診者に対しては、区こども家庭支援課が、電話・訪問等による受診勧奨及

び子どもの状況把握を徹底して行い、家庭の居住実態がない場合には「現地状況確認書」を区戸籍課

へ送付することとした。

　こうした市庁内の対策に加えて、2014 年 6 月、横浜市長から内閣官房、文部科学省、厚生労働省、

法務省に対し「居所不明児童対策の強化――国の制度及び予算に関する横浜市からの提案――」と名

付けられた要望書が提出された。提案内容は、「１ 情報仲介機関の設置による全国的な仕組みの創設　

２ 『情報共有のルール化』に向けた支援　３ 入国管理局へ出入国記録を照会する際の項目の改善」で

あり、「課題」として「〇住民票があっても居所が不明な子どもを探している自治体がある一方で、

配偶者からの暴力から避難するため、住民票を異動せずに就学している子どもを把握している自治体

があります。〇子どもが就学していることの情報提供は、現住所が特定されないよう『間接的な情報

共有』が可能にある仕組みが必要です。〇外国につながる方は、住民票を異動せずに母国と日本の間

で出入国を繰り返すことが多く、出入国記録の照会結果が重要となります。〇二重国籍を持つ子ども

の場合は、出国している可能性が高くても、出国記録の確認ができない場合があります。」といった

実務上の困難例を 4 点あげ、番号制度の活用を含む個人情報保護の方策を整備した情報仲介機関の活

用を解決策としている（横浜市・2014）。
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⑥　居所不明児童問題と子ども虐待・家族支援との関連
　居所不明児の問題については、第 7 期でも確認しているが、第 8 期の時期に発生した事案として再

度取り上げたい。2014 年 5 月に神奈川県厚木市で起こった「5 歳幼児餓死」事件で、白骨化した幼児

の遺体の発見により、育児放棄し食べ物を十分に与えなかった結果、子どもが虐待死したことが明ら

かになった。懲役 12 年の保護責任者遺棄致死罪となった。実母が家を出て行った後に（夫による家

庭内暴力あり）、本児は父親と二人だけの生活を行っていた（二人だけの生活 2 年後に死亡）。母親が

出ていった後の生活は、電気・ガス・水道が止まっていた。トラック運転手だった父親は、仕事で外

出する際には、部屋の扉に粘着テープを貼り、子どもを閉じ込めたまま、日々の仕事に出かけており、

食べ物や飲み物は、外部で買ったものを子どもに与えていたことが明らかになっている。

　本児が 3 歳だった 2004 年 10 月に、半袖の T シャツに紙おむつ姿で早朝 4 時半に家の近くを一人で

歩いており、その時は警察を経由して児童相談所に保護されている。この時に体が汚れ、意味のある

言葉を話せなかったと児童相談所の記録にあるが、虐待という取扱いではなく迷子という内容で対応

され、迎えに来た母親に返されている。その一か月後に厚木市で行われていた 3 歳児 6 か月健診は受

けていないが、その時、児童相談所（県の機関）と厚木市との本児についての情報共有はなされてい

なかった。その後父親は一人で子どもを育てるが、保育園等を活用することもなく、子育てを社会化

することをしないまま、近所の人も子どもがいるということすら気が付かない状況が続き、父親と二

人だけで暮らした 2 年後に子どもは餓死した。そして、亡くなった子どもがいる部屋の家賃を父親が

支払い続けたという形から死後 7 年間本児は発見されることがなかった。仕事先、父親の実家、母親

の実家、父親の交際相手も子どもの存在を知らない状態だったという。父親が子どもがいることを世

間から隠す子育てを行った結果、周りの人々が誰も気が付かずに、社会の子育てサービスとも繋がる
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こともなく虐待死したケースとなった。

　本事案は、行政の介入や積極的なアウトリーチを行う以外に子どもの命を助けることができなかっ

た事案として着目する必要があり、居所不明児童の問題は子ども虐待とつながっている可能性がある

と認識すべきとして社会に影響を与えたものとなった。

　その後、居所不明児童対策の強化（総務省、文部科学省、厚生労働省）が進められ、乳幼児健診未

受診者、未就園児、不就学児等やその家庭は、特に支援を必要としている場合もあることから、各市

町村が児童の安全確認を行うに当たっては、要保護児童対策地域協議会の場の活用、児童相談所や警

察等の関係機関との連携を図り、「居住実態が把握できない児童への対応について」（平成 27 年 3 月

16 日　総務省、文部科学省、厚生労働省連名通知）に基づき実施することとなった。

　日本経済新聞（2014 年 2 月 26 日）には、「厚生労働省は 26 日、保育園や幼稚園、小中学校、高校

などで所在を確認できない 18 歳未満の子どもを対象に、初めての実態調査を実施する方針を決めた。

所在不明の子どもの虐待事件が報告されており、安否確認を徹底して虐待防止につなげる。調査では

自治体職員や保健師、教職員らが子どもに直接会って安否確認することを原則とする。調査は自治体

を通じて実施。1 月 1 日時点の住民票を基に（1）乳幼児健診を受けていなかったり学校に通っていな

かったりして、家庭訪問しても子どもに会えない（2）住民票の住所に居住実態がないといったケー

スを『所在不明』として、子どもの数を年齢別に集計する。自治体は 5 月末までに厚労省に結果を報

告する。また所在不明の子どもの追跡調査も進め、安否を確認する。『親戚に預けている』などの理

由で直接会えない場合は『所在不明』として扱う。どうしても所在を確認できない場合は、その理由

や課題を挙げ、これらも 10 月末までに報告する。厚労省は 2012 年 11 月に『家庭訪問を拒否する家

庭や、居住実態が把握できない家庭は虐待発生のリスクが高い』として、全国の自治体に対応の強化

を求める通知を出している」という記事が出ている。このように、2013 年（横浜市）と 2014 年（厚

木市）に虐待問題と繋がっている居所不明児童の事件が発生した点から、2013 年から報道番組や新聞

記事でこの問題が取り上げられることが多くなり、次の年の 2015 年はジャーナリストが執筆した書

物が多数刊行されるようになる。第 8 期である 2012 年から 2014 年にかけて、居所不明児の問題に対

する社会の関心が高まった点にも注目する必要がある。

　2014 年の「居住実態が把握できない児童に関する調査」（厚生労働省）では、全国規模での初の調

査を 0 歳～ 17 歳の日本国籍・外国籍の子どもを対象として実施している。具体的には乳幼児健診の

未受診や不就学、住民票の住所地に居住が確認できない者、市町村が居住実態の確認が必要と判断し

た者を確認している。2014 年 5 月 1 日時点の不明者数は 2,908 人。各自治体での精査の結果、同年 10

月 20 日時点の不明者数は 141 人。 不明者の内訳は、就学前（0 歳～ 6 歳）：61 人、小学生：40 人、

中学生：27 人、義務教育修了者：13 人であった。実態調査に乗り出したという点から、国が居所不

明児について把握を行い、その対応に本腰を入れたことを意味している。

　また、居所不明児対策の強化に関しては、2015 年 2 月 20 日に川崎市の中学 1 年生が地元の少年 3

名により殺害された事件も影響を及ぼしている。文部科学省の「連続して欠席し連絡が取れない児童

生徒や学校外の集団との関わりの中で被害に遭うおそれがある児童生徒の安全の確保に向けた取組に

ついて」（26 文科初第 1479 号 平成 27 年 3 月 31 日通知）では、「電話や家庭訪問等により連絡・接触
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できない家庭に属する児童など居住実態が把握できない児童については、平成 26 年 12 月 26 日の副

大臣会議取りまとめ及びこれを踏まえた通知（「居住実態が把握できない児童への対応について（通

知）」（平成 27 年 3 月 16 日付け総行住第 33 号、26 初初企第 53 号、雇児総発 0316 第 1 号））や「義務

教育諸学校における居所不明の児童生徒の把握等のための対応について（通知）」（平成 25 年 3 月 1

日付け 24 初初企第 68 号）に基づく対応により、市町村内及び市町村間での情報提供や、関係機関等

との連携によりその所在確認を行っていく必要がある」として、居所不明児童および連続して欠席し

連絡が取れない児童が犯罪に巻き込まれたり、児童虐待に関連していることについて、子どもに関わ

る現場や教育現場が地域の関連機関と連携を取り、子どもの状況や家族の状態を把握することが重要

であり、子どもの置かれている状況が悪化する前に対応することが必要であると明示されている。本

事件には、ひとり親世帯への子育て支援や外国籍にルーツを持つ子どもの支援に関する課題も背景に

あり、様々な課題を抱える家族へのきめ細かい支援の重要性が浮き彫りになった。

　居所不明児童のケースは虐待の中でも、重症度の高い事案と重なりあうことが多い。今回の厚木市

の事件もそうであるが、父子家庭、父親の養育能力の低さ、孤立、その結果としての居所不明児の問

題など、様々な困難さが家族に重なって起こっていることが分かる。

　川崎二三彦・増沢高らは『日本の児童虐待重大事件 2000 － 2010』【文献 37】の中で、重大事件か

ら示唆される虐待対応についてまとめている。重大事件が自治体や関係機関にとどまらず、国の虐待

防止施策などにも少なからず影響を与えてきたことについて、事件の詳細を検証した上で、法制度や

対策整備につながったことを述べている。例えば、2003 年の「同居少年による 4 歳男児虐待死事件（名

古屋市）」が虐待の定義の見直しに繋がり、2006 年の「泉崎村 3 歳男児ネグレクト死事件（福島県）」が、

児童相談所の権限を強化して、臨検・捜索の制度化に影響を与えたこと。2006 年の「長岡京市 3 歳男

児ネグレクト死事件（京都府）」が 48 時間以内の目視による安全確認ルール設定に繋がり、2008 年の

「奈良市 4 ヵ月双子男児虐待・死傷事件（奈良県）」が 0 歳児死亡事例の問題と周産期母子への対応強

化に影響を与えた。そのことが、乳幼児家庭全戸訪問事業や養育支援家庭訪問事業の法定化に繋がり、

2008 年度児童福祉法改正（市町村実施体制）へと動き始めたこと、そして、2009 年の「7 ヵ月男児医

療ネグレクト死事件（福岡市）」から民法の親権制度の見直しが図られ、新たに親権一時停止制度が

設けられたことを論じている。このように、重大事件に潜んでいる多くの問題を明らかにすることで、

虐待予防・防止の強化、家族への介入、家族への支援の方向が見えてくる。
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（加藤洋子）

⑦　乳幼児に対する子育て支援策　（保育・保健分野）
　子ども子育て新制度が 2015 年に本格導入され、日本版ネウボラと呼ばれる「子育て世代包括支援

センター」の設置が行われるようになった。第 7 期でも取り上げたが第 8 期に法整備が進んだ点も含

めて、各自治体の動きを再度確認したい。

　2016 年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 63 号）において、母子保健法（昭

和 40 年法律第 141 号）第 22 条の改正が行われ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行

う「子育て世代包括支援センター」（法律上の名称は「母子健康包括支援センター」）が新たに規定され、

市町村は同センターを設置するように努めなければならないこととされた。

　子育て世代包括支援センターについては、「少子化社会対策大綱」（平成 27 年 3 月 20 日閣議決定）

及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 年改訂版）」（平成 27 年 12 月 24 日）において、おお

むね 2020 年度末までに、地域の実情等を踏まえながら、全国展開を目指していると提示され、妊娠

期から子育て期までの切れ目ない支援を行うワンストップ拠点をキーワードにして展開することと

なった。特に和光市や千葉県浦安市等は、先駆的にこの活動を進め、全国展開のモデルともなった。

　日本経済新聞（2018 年 3 月 28 日付　夕刊）によると「『わこう版ネウボラ』として取り組む埼玉県

和光市では市内 5 カ所にセンターを開設。千葉県浦安市はネウボラ事業の一環で、ケアプランを作成

したすべての妊婦らに 5 千～ 1 万円相当のサービスを受けられる『子育て支援チケット』を配布する。

『妊婦の約9割がプランを作成し、支援が必要な母子を見つけやすくなった』（同市）」と報告されている。

　また同記事では、東京都文京区の例を挙げており、「出産や育児で悩み、課題を抱える母子を支え

るワンストップ拠点『子育て世代包括支援センター』が各地に広がっている。母子への支援は、出産

の前と後で担当の部署・機関が異なることが多く、連携不足から支援が途切れたり、不十分になった

りしがちだ。参考にしたフィンランドの事業名から『日本版ネウボラ』とも呼ばれる同センターが調

整役となり、切れ目のない支援の提供を目指す。～中略～　文京区が 2015 年度から始めた『ネウボ

ラ面接』では、出産や育児に不安を抱く妊婦からこんな相談が寄せられる。ネウボラはフィンランド

発祥の子育て支援拠点で、『助言の場』の意味。妊娠期から子供の就学まで子育て全般を専属の保健

師らがサポートする。日本では妊産婦や乳幼児に提供する公的サポートの多くは、行政の担当部署や

施設が異なりがちだ。妊娠期の医療中心の支援から、出産後の子育て支援、虐待防止、保育などの福

祉支援に移行する際に連携が不十分になったり、支援が途切れたりする懸念があった。国は 2016 年

に母子保健法を改正。ネウボラの考え方を取り入れた子育て世代包括支援センターの設置を 2017 年

度から自治体の努力義務とし、情報共有や連携を強化する調整役と位置づけた。文京区は法改正に先

立つ 2015 年度に同センターを設置し、区内の地区ごとに担当の母子保健コーディネーターを置いた。

支援が必要な母子には介護保険のケアマネジャーのように、各種支援を組み合わせた支援プランを作

成する。育児不安が強い母親向けに助産師らの育児指導を受ける宿泊型ショートステイも始めた。ネ

ウボラ事業で特に重要なのが、育児不安や養育環境に問題がある母子をどう発見するか。同区では、
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妊娠届の提出のため区役所を訪れたすべての妊婦を対象に保健師がネウボラ面接を実施。2015 年度か

ら面接後に乳児用肌着など約 1 万円相当の『育児パッケージ』を贈るようにしたところ、面接率は約

5 割から約 8 割に上昇した」と述べている。

　このように、第 8 期ではそれぞれの自治体で子育て世代包括支援センターが設置され、地域の子育

て世帯に利用され始めている状況が確認できた。第 8 期においては、保健領域での妊婦と乳児を抱え

る母子支援を中心とした動きが活発になっており、それを子育て支援というキーワードで幼児や小学

校入学前の未就学児も含めた保育の領域にどのようにその支援を展開していくのか、保健と保育の領

域がどのように連携・協働していくのか、その点に関して現場における役割分担の課題が顕在化せず

に残っているようにも見受けられた。

　残念なことに、このように切れ目のない支援のもとに、様々な子育て支援への工夫が行われている

最中も第 8 期から次の第 9 期にかけて、小学生も含めての悲惨な虐待死事件が後を絶たなかった。子

育ての実際は、乳児そして幼児（未就学児）までで終了するわけではなく、小学校に入学してからも

子育てが続き、中学・高校とその支援は形を変えて必要となる。切れ目のない支援というキーワード

の下に行われている子育て支援が真の意味で途切れ、途切れにならないためにも、一人の子どもが大

人になるまで成長するために、切れ目のない支援をすることをキーワードに、子育て世帯への支援、

社会全体で育てる子ども、すなわち子育ての社会化を実現するには、それをどのように考え、国の対

策として進めていくのか、虐待の問題と非行、引きこもりの問題も含めて検討する段階に入っている

時期と思われた。

　また、第 8 期では新たに行われている子育て支援についての先駆的な活動が見られなかったため、

第 9 期において、第 7 期の 2013 年に導入された利用者支援事業並びに利用者支援専門員の配置を確

認して、「母子保健型」の「地域子育て支援拠点事業」と「利用者支援事業」を同時に活用している

子育て拠点を確認し、その実態から保育と保健領域の子育て支援の協働の状況を確認したいと考える。

【参考文献】
日本経済新聞「出産と子育て継続サポート　日本版ネウボラ広がる 行政、担当部署の連携密に」（2018 年 3 月 28 日付　

夕刊）https://style.nikkei.com/article/DGXKZO28633330X20C18A3KNTP00/?page　2018 年 5 月 26 日参照

（加藤洋子）

⑧　子どもの貧困防止の地域での活動と法整備
　子どもの貧困防止の一環として、無償で学習支援を行う「無料塾」や「こども食堂」が第 8 期は地

域で定着し、全国規模で繋がろうとする動きが見られた。その一つが「こども食堂サミット」であり、

活動自体は 2015 年から 2019 年現在まで実施されており、第 8 期である 2015 年 1 月に、NPO 法人「豊

島子ども WAKUWAKU ネットワーク」により第一回が実施され、こども食堂の名前を全国に広げる

役割を活動が始まった。活動内容の柱は、「広がれ、こども食堂の輪！」全国ツアー実施（2016-2019 年）

であり、全国ツアー実行委員会の代表：栗林知絵子（特定非営利活動法人豊島子ども WAKUWAKU

ネットワーク理事長）が、「こども食堂を全国に広げたい！」と 2016 年 9 月に全国ツアーがスタート
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した。

　2019 年の報告では、2016 年からスタートして 2019 年 2 月までに目標としていた 47 都道府県すべ

てで開催を実施し、目標を達成したこと、50 か所のツアー総動員数、1 万人を超えたことが報告され

ている。「私たち実行委員会メンバーだけでは、とても成し得なかったことです。各地で子どもたち

のためにとの想いで活動する人、その取り組みをさまざまなカタチで応援しようとする人。今までバ

ラバラだったものを、横につなぐきっかけができた・・・これがツアーの成果だったのではないかと

思います」と「子ども食堂サミット」のホームページでは述べられており、地域で活動している人々

と企業、そして全国の輪を広げようとしている人々が一緒になって、子どもの貧困防止の一つの取り

組みを行っていることが示されている。この取り組みは、「子ども食堂」の社会への理解を広めるこ

とと、子ども食堂の理念に賛同し協力を申し出る人々と企業との繋がりを深めようと活動しており、

地域での子ども食堂の創設期から次の段階の全国での連携期まで状況が変化していることを表してい

る。

　子どもの貧困に関する法整備については、子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25 年 6 月

26 日法律第 64 号）が 2013 年に制定され、2014 年 1 月に施行された。それに伴い、「子どもの貧困対

策の推進に関する法律の施行について」（府子第 18 号　25 文科生第 551 号　雇児発 0117 第 2 号　平

成 26 年 1 月 17 日通知）が 2014 年に発出されている。政府は、内閣府において、文部科学省、厚生

労働省等の協力の下、子どもの貧困対策会議の開催、子どもの貧困対策に関する大綱の策定を行い、

関係施策の総合的な推進を図るとしている。

　「子供の貧困対策に関する大綱について」が 2014 年 8 月 29 日に閣議決定され、「子供の未来応援国

民運動推進事務局（内閣府、文部科学省、厚生労働省及び日本財団）においては、いわゆる貧困の連

鎖の解消を目指して、国、地方公共団体、民間の企業・団体等による応援ネットワークを形成し、『子

供の未来応援国民運動』（以下「国民運動」という。）の広報・啓発を推進するとともに、子供たちを

支援する NPO 等の民間団体を応援する『子供の未来応援基金』への協力を企業・団体、個人に依頼

している」ことが述べられていた。見直しにあたっては 5 年ごとということになり、「子供の貧困に

関する指標の見直しに当たっての方向性について」 2017 年 3 月 31 日 内閣府政策統括官 （共生社会政

策担当）において、見直しに向けての方向性が発表されている。

　それを受けて、日本の子どもの貧困解決を目的として、2010年4月25日に設立された個人参加のネッ

トワークである「『なくそう！子どもの貧困』全国ネットワーク」は、2017 年までに 5 回に渡って子

どもの貧困に関しての情報交換会を実施して、子どもの貧困の様々な現状とそれに関する問題を取り

上げた。その活動は 2019 年現在まで継続して続いている。2018 年からは、特に子どもの貧困対策大

綱の見直しに対して提案していく内容を議論するために、市民協働フォーラム「届けよう！市民の声

――子どもの貧困対策大綱の見直しに向けて」を開催して、大綱の内容が子どもの貧困防止に適切に

合うように、どのように見直されることが子どもたちの貧困防止と未来への支援に繋がるのか、その

提案内容について準備をしている。

　子どもの貧困と虐待の問題、経済的に困窮している世帯が多いひとり親家庭とネグレクトの問題、

貧困と重症度の高い虐待との関連が、虐待研究の領域では報告されており、子どもの貧困防止は虐待
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防止においても重要な課題となっている。子どもの自己肯定感の低下を防ぎ、子どもが将来の夢を描

けるように、また子どもの教育の保障と発達の保障につながるために、第 8 期のみならず、第 9 期も

継続して、子どもの貧困防止活動の広がりと法制度の整備については確認する必要があろう。

【参考文献】
「広がれ　子ども食堂の輪　全国ツアー　――地域みんなで子どもの未来を応援するために――」ホームページ　http://

kodomoshokudo-tour.jp/　2019 年 4 月 10 日参照

「『なくそう！子どもの貧困』全国ネットワーク」ホームページ　http://end-childpoverty.jp/　2019 年 5 月 4 日参照

（加藤洋子）

⑨　ひとり親家庭――父子家庭のネットワークの活動
　第 8 期は、ひとり親家庭支援のネットワークの中でも特に父子家庭のネットワークが広がりを見せ、

それぞれの地域にも支援団体が設立されて社会的にも少しずつではあるが認知されていく時期になる。

　厚生労働省の 2016 年度調査によると、全国の母子家庭数は約 123 万世帯あるのに対し、父子家庭

は約 18 万世帯と少なく、父子家庭を取り巻く現状は大きく変化はしていない。子育てに関する支援

をどのように活用したらよいのか、また、少ない支援のために、その情報を集めることさえ諦めてし

まい、社会サービスに繋がらない父子家庭もいる。全国父子家庭支援ネットワーク顧問の片山知行は、

男性は、正規雇用の会社員であることが多いため、母子家庭と比べると収入が高くて恵まれていると

思われがちなこと、しかし、実際は仕事と育児の両立が難しく、仕事を制限したり、正規雇用から非

正規雇用の仕事へと転職する人が多く、収入が激減すること、住宅ローンなど負債を背負うことも多

く、経済的に困窮することがあることを指摘する。そして、生活のための料理や家事も慣れないが故

に、父親とともに子どもにもストレスを与えることがあることを SNS を通して訴えている。片山は、

父子家庭に対する国の支援が、母子家庭に比べて格段に少なかった部分を受けて、2009 年に、国の父

子家庭への支援不足を何とかしたいと、「全国父子家庭支援連絡会」を設立した。当時、支給対象か

ら外れていた父子家庭が、児童扶養手当の対象となるよう法改正に奔走し、それらが契機となり 2010

年より児童扶養手当が父子家庭も対象となっている。

　NPO 法人ファザーリング・ジャパン東北アドバイザー、全国父子家庭支援ネットワーク代表、宮

城県父子の会代表である村上吉宣も、厚生労働省の「社会保障審議会児童部会」への参加や、「ひと

り親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」に参加することにより、父子家庭の窮状を訴え

て対策や政策の変更につながる活動を行っている。それぞれの団体は SNS、例えば Facebook 等を活

用してネットワークを全国へと広げている。村上が所属する NPO 法人ファザーリング・ジャパンは

2006 年に設立された団体で、父子家庭の支援を中心にネットワークを広げ、更にロビー活動を行い、

現在では調査・研究・父親向けの研修等も実施している組織である。近年は、父子家庭にとどまらず

に母子家庭も含めひとり親家庭、両親ともいる子育て世帯にも様々な情報や働き方等への意識改革を

することについて発信をしている。

　様々な父子家庭支援の団体が活動を始めて 10 年ほど経つ第 8 期に、社会的な認知も徐々に広がり、
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また各地域、県レベルで団体の支部が立ち上がってきて、支援体制が整備されてきていることが分かる。

　父子家庭は、ひとり親家庭の中でも孤立しやすく、家庭内の問題を周りに打ち明けることをしない

傾向も特徴であろう。そして、父子家庭が気軽に相談する場所も少ない現状もある。その中で陥りや

すいのが、ネグレクトの問題である。もちろん、育児のストレスからくる身体的虐待もあるが、育児

放棄であるネグレクトは、仕事と家事の両立が難しいところから陥りやすい虐待であるからだ。

　安部計彦他は『ネグレクトされた子どもへの支援　理解と対応のハンドブック』【文献 38】の中で、

地域におけるネグレクト支援として在宅支援の必要性を問いかける。施設入所や親子分離ではなく在

宅でのネグレクトへの支援が必要であり、家庭の子育てに関する援助拒否や孤立を防ぐことの重要性

を主張する。

　虐待は重度になる前に、予防や防止の段階で社会資源と繋がり、家族を社会に開くことで、周りの

大人たちが子どもの未来を守ることができる。様々な形態の家族を支える在宅支援の整備は急務とい

えよう。

【参考文献】
安部計彦他『ネグレクトされた子どもへの支援　理解と対応のハンドブック』（明石書店、2016 年）【文献 38】

「NPO 法人ファザーリング・ジャパン」ホームページ https://fathering.jp/about/soshiki.html　2018 年 11 月 6 日参照

「全国父子家庭支援ネットワーク代表理事、宮城県父子の会代表」https://blogs.yahoo.co.jp/mpdcc878/folder/1022960.

html　2018 年 11 月 6 日参照

（加藤洋子）

⑩　外国籍の子どもたちの現状と対応
　近年の日本における虐待事案の中で、外国籍にルーツを持つ子どもの問題が散見されるようになっ

ている。宮島（2014）は、『外国人の子どもの教育　就学の現状と教育を受ける権利』【文献 39】の中

で、外国人の子どもあるいは外国籍にルーツを持つ子どもへの教育課題とは何かについて論及してい

る。外国人の子どもたちの経験する共通の困難については、日本語を全く、またはほとんど使えず、

日本の学校文化への馴染みもなく、教育の場に参加しなければならないストレスとその実態について

例をあげて述べている。

　日本において、外国人の家族による虐待事件も近年起こっており、外国人の子どもたちが直面する

困難さを多角的に理解することにより、本書から外国人の家族に対する虐待防止の視点を学ぶことが

できる。移民受け入れの問題と多文化共生の課題、社会的不平等など、また家族関係に恵まれない子

どもの問題、非正規雇用の保護者が長時間働き、ネグレクトと同じ状態で、日本の社会の中で育つ子

どもの育ちの保障に関しても論じており、外国人労働者とその家族を多く受け入れる今後の日本の状

況を踏まえ、第 8 期に確認しておく必要があろう。

　子育てにおいて、その国特有のものがあり文化的背景も習慣も違う。それを日本の子育ての文化に

馴染ませようと無理にすることにより、大きな問題が発生する。また、保護者が日本語を話せない場

合に、子育ての不安が更に高まる。文化の違い・環境の違い、食べ物の違い、子育てシステム・教育

システムの違いが、外国人の子育て世帯の孤立を招くことに繋がっていく。きめ細かい在宅支援が必
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要であり、子育て支援者側が外国人の子育て支援のスキルを十分に理解して学んでおかないと大きな

問題になる可能性を孕んでいる。外国人の先輩保護者をボランティアや子育て支援のネットワークに

つなげ、地域で安心して子育てができる環境を整える対策が急務といえる。

【参考文献】
宮島喬『外国人の子どもの教育　就学の現状と教育を受ける権利』（東京大学出版会、2014 年）【文献 39】

（加藤洋子）

（６）教育分野
　子どもの貧困問題への社会的関心の高まりから学校教育をはじめとする教育の領域へも社会の期待

は寄せられており、こうした社会的要請に応えるように、学校や保育の場面での研究も本格化している。

　児童相談所による緊急一時保護が、学校や保育の現場に与える困難は少なくない。厚生労働省の『子

どもの虐待対応の手引き』には一時保護に際しては「児童相談所が説明を行う」とあるものの、「あ

る都道府県の『子ども虐待対応マニュアル』では『児童相談所と学校が連携を取って家庭へ連絡する』

といった表現になって」いるといい、学校や保育の現場から直接に児童が一時保護される場合に「児

童相談所の指示により学校から家庭へ連絡することとな」るケースは現実にあるという（養護教諭の

学校危機管理を学ぶ会公立中学校養護教諭・2016）。その場合に、「学校は、将来的には子どもが戻っ

てくる場所」であることを踏まえ、「学校でどの職員がどのような話を聞いたのかを保護者に伝える

義務はないこと」を確認したうえで「学校から児童相談所へ行っています」と「家に戻らない事実を

伝えること」が学校から保護者への説明の範囲であることが述べられている。また、校内での連携は

もとより、児童相談所のほかにも、学校と福祉事務所、警察の生活安全課等との連携も「可能になって」

いることが指摘されている（養護教諭の学校危機管理を学ぶ会公立中学校養護教諭・2016）。

①　学校教育
　児童虐待に関する先駆的な取り組みを行っている現職の教員による啓発的な論文も多くみられる。

一例をあげれば、東京都の小学校長が、「校長経験 12 年の中でも十数件の事例が、緊急一時保護の対

象となった」として、そうした経験の中から得たノウハウを提示している。例えば、就学前の保護者

会時に一時保護までを含む児童虐待に対する学校の基本姿勢を説明しておくことや、子育て教室・個

人面談・家庭訪問等をはじめとする孤独な保護者に向き合う対策が述べられている。学校の対応とし

て、一時保護の検討に際して、「必ず校長・副校長・養護教諭・担任・児童相談所職員などが立ち合い、

子供が自由な意思で決められるようにする」とあるが、日常的にかかわりの深くない人も含む幾人も

の大人に取り囲まれた環境で「自由な意思で」といえるのか、また、そもそも児童の「自由な意思」

がなじむ決定場面といえるのか、子どもの側に立ったより深い検討が今後の課題として提示されてい

る（石橋・2014）。

　緊急一時保護との関連等でしばしば話題に挙げられている学校と警察との連携については、今期で

はなく前の期の検討ではあるが、実際に要となるのは警察官ではなく補導職員であるという指摘があ
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り、上記した今期の課題認識に関わりが深い。つまり、学校等が警察の関与を求める場合には警察の

権威性や抑圧力に期待する場合が多い現実があるが、それにも拘わらず、補導職員は警察組織の中で

は警察業務に従事しない職員である。補導職員の警察組織における位置付き方も葛藤の原因となって

いるという（松嶋・2013）。

　学校教育の主体は児童であるという原点に立ち返り、児童虐待という特別な支援を要する状況に対

して学校はどう動くのか、警察に助力を求める場合に必要なのは児童に対する権威性や抑圧力である

のか、やはり今後への課題として残されている。

②　保育
　保育所や幼稚園等に所属しながら死亡や重篤な傷害・後遺症に至った事例が少なくないことに着目

し、保育現場にできることを模索する研究もこの期にみられる。笠原正洋は、2008 年度から 2013 年

度にかけて Web 上に公開された児童虐待重大事例検証報告書「75 報告書 95 家族 104 事例」を対象

とし「生後 3 ヵ月より小学校就学前までに事件が発生した 72 事例のうち保育所等が関与していた 19

事例を抽出し」た研究を行った。その結果、重大な結果に繋がってしまった課題が明確化し、「障害

児保育で利活用している『個別の支援計画（支援目標や方針、遂行計画、評価）』を援用」して保育

現場と児童相談所の双方で個別の支援目標と計画を策定することを提案している（笠原・2016）。また、

「保育所には虐待を疑われながら通告されないままになっている子どもが潜在する」ことを課題視し、

「児童虐待防止において保育士に求められる対応行動を体系化し、それを評価する尺度の開発も、そ

れに基づく教育システムもまだ十分に確立されていない現状にある」ことに対応して、保育所保育士

を対象とした「児童虐待防止に関する対応行動評価尺度」の必要性を主張してその策定を試みた研究

もなされている（笠原・2015）。

【参考文献】
石橋昌雄「児童虐待と緊急一時保護」『週刊教育資料』1297 号（2014 年 5 月）21 － 23 頁

笠原正洋「保育所に勤務する保育士の児童虐待防止に関する対応行動評価尺度作成の試み」『中村学園大学発達支援セン

ター研究紀要』6 号（2015 年 3 月）1 － 11 頁

笠原正洋「保育園・幼稚園における子ども虐待対応：専門職連携実践に向けて園ができること」『小児科臨床』69 巻 12

号（2016 年 12 月）2819 － 2826 頁

松嶋秀明「つながりのなかで非行生徒を抱える実践――警察と学校との協働によって何がうまれるか――」『人間文化：

滋賀県立大学人間文化学部研究報告』33 号（2013 年 3 月）2 － 12 頁

養護教諭の学校危機管理を学ぶ会公立中学校養護教諭「虐待を受けたと思われる生徒が、学校から児童相談所へ一時保

護された場合の留意点」『心とからだの健康』20 巻 10 号（2016 年 10 月）38 － 39 頁

（田澤薫）
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（７）医療・保健・心理分野
①　虐待に関する医療分野（脳科学）の研究
　第 8 期の児童福祉分野の研究動向でも取り上げているが、脳科学の領域からみた子どもへの虐待の

影響についての研究は、第 7 期でも医療分野では少しではあるが確認されている。友田明美による『新

版　いやされない傷――児童虐待と傷ついていく脳』は 2012 年に医学専門書として出版され、生物

医学的研究の成果、また、コンピュータサイエンスを駆使した、虐待経験者の脳画像解析（VBM, フリー

サーファー）に関する研究成果として報告されている。種別の違う虐待について、どのような脳への

影響（脳のどの部位に変化があるのか）が起こっているのか、脳の容量の比較というエビデンスに基

づき確認している。その他、乳児揺さぶられ症候群：Shaken baby syndrome(SBS) の脳画像解析につ

いても、画像解析において見落としてはならない大脳半球間裂の硬膜下出血について述べられており、

両側性の硬膜下血腫、特に時間の異なる陳旧性の血腫の存在も虐待を疑う証拠となるなど、様々な所

見を報告している。また、虐待が引き起こす精神的トラブル（様々な精神症状）、虐待の後遺症とし

ての精神的障害、子どもの成長期のどの時期に虐待という強いストレスを受けると、どのような影響

が脳に起こるかについてエビデンスをもとに解説している。

　友田は 2006 年の日本赤ちゃん学会第 6 回学術集会でも、児童虐待の脳への影響を報告している。

上記の学術集会のシンポジウムでは「児童虐待には殴る、蹴るといった身体的虐待や性的虐待だけで

なく、暴言による虐待、不適切な養育環境や心理的虐待なども含まれる。また幼児期や児童期の虐待

で受けた身体的な傷がたとえ治ったとしても、発達過程の“こころ”に負った傷は簡単にはいやされ

ないことがこれまでの研究でわかってきた。子どものときに激しい虐待を受けると、脳の一部がうま

く発達できなくなってしまう。そういった脳の傷を負ってしまった子どもたちは大人になってからも

精神的なトラブルで悲惨な人生を背負うことになる。被虐待児の脳がいかに傷ついていくのか、ヒト

の“こころ”の摩訶不思議な脳・神経科学的な働きについて米国ハーバード大学精神科との共同研究

で明らかになってきたことを、虐待と脳発達の臨界（敏感）期の関係も含めて」紹介している。

　友田による脳科学からみた虐待の子どもへの影響に関する長年に渡る研究は、第 8 期に他分野の虐

待研究に反映され、脳科学研究からのエビデンスを加えることで様々な研究に新たな視点とさらなる

探究のきっかけを与えることとなった。

【参考文献】
友田明美「癒されない傷――児童虐待と傷ついていく脳」日本赤ちゃん学会第 6 回学術集会資料（2006 年）https://

www.crn.or.jp/LABO/BABY/SCIENCE/06_2.HTM　2018 年 12 月 10 日参照

友田明美『新版　いやされない傷――児童虐待と傷ついていく脳』（診断と治療社、2012 年）

②　周産期からのメンタルヘルス不調の親に対する支援と各地の取り組み
　前述している通り、第 8 期にあたる 2016 年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成 28 年

法律第 63 号）において、母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）第 22 条の改正が行われ、妊娠期か

ら子育て期にわたる切れ目のない支援を行う「子育て世代包括支援センター」（法律上の名称は「母
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子健康包括支援センター」）が新たに規定され、市町村は同センターを設置するように努めなければ

ならないこととされた。その影響もあり、第 8 期の医療・保健領域の研究では、地域における切れ目

のない支援というキーワードのもとに、虐待をした親に何らかのメンタルヘルスの問題がみられると

いう視点から、予防から治療までの支援に関する研究や報告が散見され議論が活発に行われるように

なる。

　松宮（2016）は「メンタルヘルス問題のある親による子ども養育世帯支援における包括型地域生活

支援（ACT）プログラムの活用の可能性とその課題」『子どもの虐待とネグレクト』Vol.18 No.3 の論

考で、包括的地域生活支援（Assertive Community Treatment:ACT）プログラムの適用、応用の可

能性とその課題を提示している。ACT プログラムとは、重度精神障害者を対象とした多職種チーム

によるアウトリーチ型支援形態であるが、松宮はメンタルヘルス問題のある親による子ども養育世帯

への支援実態・支援内容の把握を行い、その世帯支援に ACT が発揮しうる機能がどのようなもので

あるかについて、調査（一次調査（質問紙）の対象：全国の 19 の ACT チーム、2 次調査（聞き取り

調査）の対象：当該世帯への支援実績がある ACT チーム）により検討している。結果として、ACT

プログラムは医療・保健・リハビリテーション・ソーシャルワークの支援機能を包括的に提供できる

構造にあり有効な手段であると述べている。しかし、一方で子どもへの支援体制を十分に備えていな

いという課題も提示している。そして、メンタルヘルス問題への対応機能、ソーシャルワーク機能、ケー

スマネジメント及びチームマネジメント機能、アウトリーチ等の支援機能、ストレングス視点に基づ

く支援姿勢は当該世帯支援、子ども虐待対策上、意義があると主張する。

　立花ら（2016）による「メンタルヘルス不調の母親とその子どもの支援のための、妊産期からはじ

まる医療・保健・福祉の地域連携モデルづくりについて」『子どもの虐待とネグレクト』Vol.18 No.3 では、

周産期にメンタルヘルス不調の母親に対してゲートキーパーとなる医療機関が早期に発見することに

より他機関と連携し、必要な際には養育支援を行い、児童虐待や養育不全を予防するための取り組み

について報告している。具体的な内容としては、各地で行われている保健・医療・福祉の連携モデル

事業の報告とそこから明らかになった次の課題について言及している。例えば、メンタルヘルス不調

の母親への対応の工夫や、母子への対応方法のマニュアル・ガイドライン作成の必要性、情報共有の

仕組みの整備、産後ケアのさらなる充実、小児医療における母親メンタルケアへの対応拡大など、様々

な提言を行っている。

　上記以外の研究では、日本子ども虐待防止学会第 21 回学術集会（にいがた大会）の活動報告とし

て、小泉ら（2016）による「精神保健と母子保健の協働による周産期メンタルヘルスへの支援」『子

どもの虐待とネグレクト』Vol.18 No.2 の論文がある。本論考では「すこやか親子 21（第 1 次）」の妊

娠・出産に関する安全と快適さの確保、不妊への支援の課題においての産後うつ病の発生率の減少の

目標と、2015 年 4 月から始まった「すこやか親子 21（第 2 次）」における切れ目ない妊産婦、乳幼児

への母子保健対策での「エジンバラ産後うつ病質問票」で 9 点以上を示した人へのフォロー体制が示

された点、母子保健事業が県から市町村に委譲された点など、産後うつ病対策への取り組みの重要性

が示されており、それに伴う各地で行われた活動の報告がなされている。具体的には①県立須坂病院

と市町村（須坂市など）の連携による妊娠・出産・育児を支える体制づくり、②須坂地域をモデルと
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した産後うつ病の早期発見・対応マニュアルの作成と研修会の開催、③長野市の産後うつ対策への協

力、④「ながの版ネウボラ」構想についての報告になる。

　このように、第 8 期は各地で行われている妊娠期からの切れ目ない支援の実例・取り組みを報告す

る研究が多くみられた。「子ども虐待による死亡事例等の検証報告書」で 0 歳児の死亡が多数報告さ

れているという現実と、地域における保健・医療・福祉の協力体制の強化から、虐待予防の取り組み

が日本の虐待対策として如何に重要であるかを確認することができる。

【参考文献】
小泉典章他「精神保健と母子保健の協働による周産期メンタルヘルスへの支援」『子どもの虐待とネグレクト』18 巻 2

号（2016 年 8 月）231 － 235 頁

松宮透髙「メンタルヘルス問題のある親による子ども養育世帯支援における包括型地域生活支援（ACT）プログラムの

活用の可能性とその課題」『子どもの虐待とネグレクト』18 巻 3 号（2016 年 12 月）353 － 361 頁

立花良之他「メンタルヘルス不調の母親とその子どもの支援のための、妊産期からはじまる医療・保健・福祉の地域連

携モデルづくりについて」『子どもの虐待とネグレクト』18 巻 3 号（2016 年 12 月）362 － 366 頁

③　レジリエンスに関する研究動向
　第 8 期にあたる 2016 年の研究では、『子どもの虐待とネグレクト』Vol.17 No.3（2016）で、「特集　

レジリエンス再考」が組まれている。

　森（2016）は、この特集を組むにあたって「虐待に関わる臨床・実践にとってレジリエンス概念が

重要であるという認識は共有されながら、それを具体的にどのように実践研究で扱えばよいのか判然

としないまま経過しているのが現状のように見える。ときに混乱を招く『虐待とレジリエンスの関係』

を再整理する必要がある」（327 頁）と述べている。

　特集では、森茂起「特集にあたって」、遠藤利彦「アタッチメントとレジリエンスのあわい」、小花

和 Wright 尚子「幼児期のレジリエンスと虐待」、宮地尚子「虐待サバイバーとレジリエンス」、大山

みち子「心理療法の経験からみたレジリエンス――虐待を中心におかないままで――」、庄司順一「リ

ジリエンスについて」の論考が寄せられ、レジリエンスの理解とそれを実践・研究で生かせるように

論述されている。「逆境」に直面して「適応」「克服」していくこと、人の持つ復元力・回復力を、児

童虐待という状況やその環境に焦点を絞り、それぞれの領域から著者たちが問いかける特集となって

いる。

【参考文献】
森茂起「特集にあたって」『子どもの虐待とネグレクト』17 巻 3 号（2016 年 2 月）326 － 328 頁

「特集　レジリエンス再考」『子どもの虐待とネグレクト』17 巻 3 号（2016 年 2 月）326 － 371 頁

④　性的虐待研究の継続の意義
　性的虐待に関する研究は、第 6 期・第 7 期、そして第 8 期と継続され、性的虐待の子どもへの影響、
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発見・対応の難しさ等さまざまな角度から分析されている。第 8 期で確認したい論文は、関東ら（2016）

による「子ども性的虐待家庭の背景――事例文献研究より――」【文献 40】である。本論考以外の関

東らの研究は、事例文献から性的虐待の影響として挙げられた内容を抽出し、性的虐待を受けた子ど

もが心理面、行動面、身体面でさまざまな症状を表出することを明らかにしているが、今回取り上げ

る【文献 40】では、性的虐待への対応にあたり、性的虐待家庭の実態を知ることは必要不可欠である

として、虐待者や非加害親の反応や対応を分析することにより、性的虐待の早期発見と対応について

何に着目し、どのような注意を払わなければいけないかについて示唆している。分析結果から、性的

虐待を受け始めた年齢では小学生が全体の 6 割を占め、次いで中学生となっていた。虐待を受けた期

間も「3 年以上 5 年未満」が約 3 割、「5 年以上 10 年未満」も同様に約 3 割を占めていた。発見がし

づらいという点からも長期化している傾向が読み取れる。養育環境でも DV の存在が指摘されており、

虐待者からの非加害親への DV が確認されている。また、非加害親の反応としては「事実を知りなが

ら黙認」が約 4 割を占め、非加害親が被害を受けている子どもの状況に介入していない現状が明らか

にされた。本研究の考察では、非加害親が子どもの性的虐待の事実を知っていても子どもを守るため

の行動がとれるものではないことを念頭に置いて支援を行う必要性があることが示されている。事例

や実態調査から虐待家族の特徴を明らかにすることが、虐待防止には不可欠であることは言うまでも

ないことであろう。把握され介入ができている性的虐待は氷山の一角と言われており、さまざまな角

度から継続して性的虐待の研究が行われ、それをベースにして早期に防止する体制を整えることが求

められる。

【参考文献】
関東由加他「子ども性的虐待家庭の背景――事例文献研究より――」『子どもの虐待とネグレクト』18巻3号（2016年12月）

344 － 352 頁【文献 40】

⑤　DV 被害と子ども虐待の研究
　家庭内暴力（DV）と子どもの虐待は切り離して考えることができない問題であり、心理的虐待と

される面前 DV、暴力を生み出す家族内の人間関係、その環境から逃げ出すことができぬまま、DV

と子ども虐待が深刻化して、子どもや配偶者の死亡に至るケースが後を絶たない。

　増井ら（2016）による「婦人相談所一時保護からみる DV 被害者とその子どもの実態――社会的養

護としての DV 被害母子の支援への視点――」【文献 41】の論考は、婦人相談所に一時保護された被

害者への質問紙調査から被害者本人の被害実態と支援ニーズ、被害者本人からみた同伴児童の被害状

況と支援のニーズを明らかにして、DV 被害母子への支援の方向性と可能性を探ることを目的として

いる。本研究の結果では、「妊娠期の DV」が調査した全体の約 7 割を占め、母親のお腹に子どもがいる、

いわゆる妊娠期からの DV 被害が多く存在していることが明らかになった。また、特記すべき点は「子

どもの DV の目撃及び認知の有無」であり、本調査の子どもの約 9 割が家庭内 DV を目撃し、それを

認知していた。子どもが認知していた暴力内容は「精神的暴力」「身体的暴力」「経済的暴力」「社会

的暴力」であり、「性的暴力」についても子どもがその存在を目撃し、認知している結果が明らかになっ
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た。調査結果から、増井らは、婦人相談所の支援の対象は DV 被害者のみならず、同伴される子ども

も視野に入れた支援が必要であると主張する。また DV 関係を離脱した後の被害者と子どもを地域で

支える包括的な支援が求められることにも言及している。

　DV という暴力による支配は、中長期におよび易いこと、そして、そこから逃げ出すことが大人も

子どもも含めて困難であること、虐待死につながる可能性が高いこと、そして DV 防止の教育が子ど

も期から十分に行われていない日本の現状など、それらを踏まえ、DV 被害と子ども虐待が切り離せ

ない問題であることを社会が再認識し、その対応について真剣に取り組む時期に来ていることを理解

する必要があるのではないだろうか。

【参考文献】
増井香名子他「婦人相談所一時保護からみる DV 被害者とその子どもの実態――社会的養護としての DV 被害母子の支

援への視点――」『子どもの虐待とネグレクト』17 巻 3 号（2016 年 2 月）400 － 407 頁【文献 41】

（加藤洋子）
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Ⅲ . 主要判例解説

1．民法分野
【判例 1】親権者が未成年の手術には同意しているが、宗教上の理由で手術に伴う輸血を拒否した
ため、親権者の職務執行の停止および職務代行者の選任が認められた事例（東京家裁審判平成 27
年 4 月 14 日、平成 27 年（家ロ）5103 号、判時 2284 号 109 頁、判タ 1423 号 379 頁、家判 5 号
103 頁）
　本件は、未成年者が可及的早期に手術をしなければ死亡の可能性があると診断され、親権者が手術

には同意しているが、宗教上の理由で手術に伴う輸血を拒否したため、児童相談所長が申し立てた親

権停止審判を本案とする、親権者の職務執行の停止および職務代行者の選任の保全処分が認められた

事件である。

　未成年者 A は、親権者 B と C の長男として、2015 年に生まれた。同年中、A が頻繁に嘔吐を繰り返し、

E 病院では A に対して手術が必要と診断された。BC は、手術の必要性を理解しているものの、宗教

上の理由から輸血を拒否した。BC は、無輸血の手術の中で、輸血の必要があった際に、親権が一時

的にない状態であれば、輸血は致し方ないとの考えを示したため、無輸血手術が可能な F 病院で手術

を行うことになった。F 病院での診断によれば、本件の未成年者は手術以外の根治方法がなく、可及

的早期に手術をしなければ衰弱して死亡する可能性がある一方で、死亡の危険性が 4％未満、合併症

の危険が 5％未満の手術をすれば正常状態に戻り、自然な哺乳と成長が可能となる。また、F 病院は、

未成年者につき、無輸血手術を予定しているが、手術中の多量出血等の場合には輸血が必要となると

考えている。BC は、手術に同意しているが、宗教上の理由で手術に伴う輸血を拒否している。そこで、

児童相談所長 D は、未成年者の手術を可能とするために、親権停止審判を申し立てるとともに、親権

者の職務執行停止および職務代行者の選任の審判前の保全処分を申し立てた。

　家庭裁判所は、「･･････ 未成年者の生命の安全及び健全な発達を得るためには、可及的速やかに手

術を行う必要があり、無輸血術を行う場合でも、凝固障害や手術中の大量出血の緊急の場合に備え、

事前に輸血について同意を得ておく必要があるといえる。そうすると、輸血に同意しないことが宗教

的信念などに基づくものであっても、未成年者の生命に危険を生じさせる可能性が極めて高く、親権

者らによる親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害することが明らかであり、本

件では保全の必要性も認められる」とし、さらに、「親権者らの陳述を聴く時間的余裕もない」として、

BC の陳述を聴取せず、BC の A に対する親権者としての職務の執行を停止し、児童相談所長を職務

代行者に選任した。

　2011 年民法等の改正によって親権停止制度が導入されたが、適時に治療を行うために本案審判（親

権停止審判）を待つ余裕がない場合に、親権者の職務執行停止等の保全処分が必要となると指摘され

ている（飛澤・2011：24 頁）。本件は、親権停止制度の導入後の医療ネグレクトに関する裁判例として、

未成年者に対して可及的早期に手術を行う必要性と緊急性があることを理由として、親権停止審判を

本案とする審判前の保全処分を認容した点で、意義がある。また、本件は、児童相談所長が本案の審

判前の保全処分（親権者の職務執行停止および職務代行者の選任）を申し立てている点で、これまで
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の医療ネグレクトに関する公表裁判例と共通性がある。ただし、本件では、親権者が無輸血の手術の

中で輸血の必要がある時に、親権が一時的にない状態であれば、輸血は致し方ないとの考えを示した。

つまり、親権者は、自分自身が子の輸血に同意することはできないが、あえて子どもに輸血がされる

ことを阻止しているわけではないことには、これまでの医療ネグレクト事案と異なり、本件の事案と

しての特徴がある（大塚・2017：342 頁）。

【判例 2】児童養護施設に入所している軽度精神発達遅滞等のある未成年者が特別支援学校に進学
するために療育手帳の取得を必要としているが、親権者が協力を拒否したため、親権者の職務執
行の停止および職務代行者の選任が認められた事例（千葉家裁館山支部審判平成 28 年 3 月 17 日、

平成 28 年（家ロ）1001 号、判タ 1433 号 247 頁、家判 9 号 115 頁）
　本件は、児童養護施設入所中の軽度精神発達遅滞等の障害がある未成年者が、特別支援学校に進学

するに当たり、療育手帳の取得等の諸手続を行われなければならないところ、親権者がこれに応じな

いため、児童相談所長が申し立てた親権停止審判を本案とする、親権者の職務執行の停止および職務

代行者の選任の保全処分が認められた事件である。

　未成年者 C は、母 D による身体的虐待を受けていることが発覚し、E 乳児院に入所措置となった。

父 B と母 D は、C の親権者を父 B と定めて離婚し、C は児童養護施設 G に入所した。その後、BD

はそれぞれ新たな家庭を築き、C との交流はほとんどない。また、C の監護養育について、その他の

親族の協力も得られない。C は、小学校在籍時に学校側から特別支援学校への変級の勧めがあり、小

学校 6 年生に進級する際に特別支援学級に移った。現在、C は中学 3 年生となり、中学卒業後の進路

を決める時期を迎えた。ところが、医師の診断によれば、B は軽度精神発達遅滞、広汎性発達障害で

あり、その心理判定は 9 歳 4 か月程度となり、金銭管理意識が乏しく、道徳観が欠如している。C の

知的能力等に照らし、中学卒業後、直ちに就職することは適切ではなく、特別支援学校に進学すべき

状況にあり、また、普通高校又は定時制高校に進学することは学業面で困難である。現在、C はすで

に特別支援学校高等部普通科（職業コース）の入学許可候補者となっているが、進学するために療育

手帳の写し等の提出が必要とされている。しかし、B は、特別支援学校に進学することについて、「普

通に育ててもらうために施設に入れた」「手帳を取ることは絶対嫌だ」と述べて、療育手帳の取得へ

の協力を拒否した。その後、児童相談所は B に対して、再三にわたり連絡を試みたが、B からの反応

はなかった。そこで、児童相談所長 A は、親権停止審判を申し立てるとともに、C の親権者としての

職務執行の停止および A を職務代行者として選任する保全処分を申し立てた。

　家庭裁判所は、上記の認定事実を踏まえて、「･･････ 親権者は未成年者の特性等を十分に理解せず、

その手続に協力しないため、未成年者が療育手帳を取得したり、特別支援学校に入学する機会を奪わ

れたりする可能性があり、親権者による親権の行使が不適切であることにより、未成年者の利益を害

することは明らかである」とし、さらに、「未成年者が特別支援学校に入学するための諸手続は、平

成 28 年 X 月末までには完了する必要があるから、保全の必要性も認められる」として、B の C に対

する親権者としての職務の執行を停止し、児童相談所長を職務代行者に選任した。

　親権停止が認められた事例は、医療ネグレクト型、自立阻害型と親子分離型に分類できると指摘さ
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れている（北村・2017：21 頁）。本件は、児童養護施設に入所している未成年者の特別支援学校への

進学の実現が課題となり、いわゆる自立阻害型の事件である。また、本件は、一般的な学校の選択の

問題と異なり、次の 2 点において事案としての特徴がある。第一に、未成年者が乳児期から児童福祉

施設に入所しており、長年にわたり施設での生活を過ごし、親権者（父）や母、他の親族との交流は

ほとんどない。第二に、未成年者について、その知的能力等に照らして、中学卒業後に直ちに就労す

ることは適切ではなく、また、高校等に進学することは学業面で困難であり、特別支援学校への進学

が不可欠と判断されている。しかし、親権者は、未成年者の特性を十分に理解せず、入学手続への協

力を拒否した。

　本件における申立人（児童相談所長）の判断は、未成年者の自己発達や将来の自立のために、さら

なる教育の機会が必要という状況があったことから、未成年者の最善の利益の観点からみて、必要か

つ妥当な判断と評価されている（古畑・2018：138 頁）。しかし、特別支援学校の入学手続において療

育手帳の写しの提出を求めたことは、就職指導を含めた就学上の必要から、学校長が入学候補者に対

して療育手帳の取得を求めたのではないかと思われる（古畑・2018：143 頁）。療育手帳制度は、厚生

労働省の通知「療育手帳制度について」（昭和 48 年 9 月 27 日厚生省発児第 156 号）に基づいて、各

自治体で実施されているが、千葉県の「県立特別支援学校管理規則」においては、入学手続において

療育手帳の写しを求める旨を定める条項がない（古畑・2018：143 頁）。特別支援学校の入学手続にお

いて、療育手帳の取得の必要性について、その法的根拠を明らかにすべきであろう。

【判例 3】特別支援学校への進学手続完了後、親権者による親権の行使が不適切であることによっ
て未成年者の利益を害するとして、親権の停止が認められた事例（千葉家裁館山支部審判平成 28
年 3 月 31 日、平成 28 年（家）64 号、判タ 1433 号 250 頁、家判 9 号 119 頁）
　本件は、軽度精神発達遅滞等の障害がある未成年者が、特別支援学校に進学するに当たり、療育手

帳の取得等の諸手続を行われなければならないところ、親権者がこれに応じないため、児童相談所長

が親権停止を求めた事案である。千葉家裁館山支部審判平成 28 年 3 月 17 日【判例 2】は、本件を本

案とする審判前の保全処分申立事件である。本件における認定事実は、上記【判例 2】と同じである

ので省略する。

　家庭裁判所は、「･･････ 本件は、親権者による親権の行使が不適当であることにより子の利益を害

する場合に当たり、親権者の親権を停止する必要がある」ことを認め、さらに「これまでの経緯等に

照らし、今後 2 年内に親権停止の原因が消滅するとは認め難いこと、未成年者の生活状況等も考慮す

れば、親権者の未成年者に対する親権停止の期間は 2 年間と定めるのが相当である」と判示した。

　前記の審判前の保全処分が認容されて、特別支援学校への進学手続を完了した後に、本件（本案で

ある親権停止審判）が認められた。親権停止制度が想定するのは、児童福祉施設に入所している児童

について、親権者が高校受験を認めない場合や無断で退学届を提出する場合、特別支援学校への通学

を認めない場合である（高橋ほか・2015：149 頁）。本件は、自立阻害型の事件として、審判前の保全

処分の認容にとどまらず、本案である親権停止審判まで認容された初めての公表例として注目される。

本件のような自立阻害型の事件は、これまでの親権喪失宣告等の制度では適切な対応が困難であり、
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親権停止制度ができたことによって未成年者のより十分な保護が可能となったものと評価されている

（北村・2017：22 頁）。

　これに対して、本件は、親権喪失制度を活用するべき事案であったのではないかとの見解もある（古

畑・2018：140 頁）。未成年者が特別支援学校高等部に就学する期間は 3 年であり、また、親権者は未

成年者の特性等を十分に理解しないことと、未成年者の出生から現在に至るまでの生活状況および親

権者との交流状況を考えると、本件は親子再統合の可能性が相当に低い事案ではないかと指摘されて

いる（古畑・2018：141 頁）。

【判例 4】親権者が先天性心臓疾患に罹患している未成年者の手術には同意しているが、その後の
対応が消極的かつ不適切であるため、親権者の職務執行が停止された事例（東京家裁審判平成 28
年 6 月 29 日、平成 28 年（家ロ）5148 号、判時 2333 号 107 頁、判タ 1438 号 250 頁、家判 10
号 100 頁）
　本件は、生まれつき重篤な心臓疾患を抱えている未成年者への必要な医療行為に対して、親権者が

同意しているが、その後の対応が不適切であることを理由に、児童相談所長が申し立てた親権停止審

判を本案とする親権者の職務執行を停止する保全処分が認められた事件である。

　親権者 A と B は 2015 年に婚姻し、両者の間に 2016 年に未成年者 C が生まれた。生後 4 か月であ

る C は生まれつき重篤な心臓疾患を抱えており、根治手術が必要であり、また外科的処置も必要とさ

れている。現在、C は哺乳不良、体重増加不良、多呼吸の症状にあり、いわゆる心不全が進行してい

る状況にあるため、主治医は、直ちに手術が必要であると診断している。AB は、C の手術の必要性

等について医師の説明を受けて、病院での治療に同意している。しかし、その後 AB は C を見舞う回

数が少なく、おむつや洋服の補充を求められても直ちに対応しないこと、約束した医師との面談予定

をキャンセルすることがあった。その結果、AB は、後日、予定より大幅に遅れて医師の説明を受けた。

児童相談所長 D は、C が必要としている医療行為を速やかに実施するために児童相談所の積極的関与

が必要であると判断し、C を一時保護した。AB は、二人とも現住所に転居し、平日は朝から夕方ま

で働いているため、平日は C に面会に行く時間が取れないと述べている。D は、手術が必要である C

の親権者 AB が事実上の診察拒否をしており、このままでは C の生命に重大な危険が及ぶと主張し、

家庭裁判所に親権停止の審判を申し立てると同時に、本審判が確定するまでの間、親権者らの職務執

行を停止するように求めて本件の保全処分の申立てをした。

　家庭裁判所は、以上の認定事実を踏まえて、「未成年者は ･･････ 高度の専門性を有する病院におい

て、直ちに治療及び手術を受ける必要があると認められる」とし、また未成年者の現在の病状や予定

される手術の内容に照らして、親権者がとるべき対応（「未成年者を頻繁に見舞うとともに、医療従

事者と十分に意思疎通を図り、緊急の事態が生じた場合も含めて、未成年者が必要としている医療行

為が実施されるよう、迅速かつ適切に対応する必要がある」）を明らかにした。さらに、裁判所は、「親

権者らのこれまでの対応や現在の生活状況等に照らすと、親権者らが現在の緊急事態に迅速かつ適切

に対応できるかどうか疑問があるといわざるを得ない。そうすると、本件においては、本案審判認容

の蓋然性及び保全の必要性が」あるとして、親権者らの職務執行を停止した。
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　これまでの医療ネグレクトの事例によれば、親権者が宗教上の信仰や経済的・精神的負担の原因で

未成年者への手術あるいは輸血に同意しないことは、典型的な医療ネグレクトの事例である。本件は、

これまでの医療ネグレクトの事例と比べると、次の 2 点において、特徴的である。第一に、本件は、

親権者らが病院側の治療に同意し、協力する意向を表明しており、病院の未成年者に対する医療行為

を拒否していないため、上記のような典型的な医療ネグレクトの事案とは評価できない。しかし、本

件では、未成年者の治療に対する親権者の不適切な対応が問題になるため、医療ネグレクトに準ずる

事案と考えられる。また、典型的な医療ネグレクトではない本件では、医療ネグレクトの事案と同様

の法的対応（親権停止審判を本案とする保全処分）がなされた。第二に、本件では、親権者の職務執

行停止だけが申し立てられ、職務代行者の選任は申し立てられていない。これは、未成年者につき一

時保護が行われているため、親権者の職務執行を停止しさえすれば、児童相談所長において親権の行

使が可能とされていることによるとする見解がある（家判 10 号 100 頁）。これに対して、裁判所の監

督権限を重視するなら（家庭裁判所の職務代行者を改任する権限について、家事事件手続法第 174 条

3 項参照）、児童福祉法に基づいて児童相談所長による親権行使の権限が認められることを前提として

もなお、従来と同様に、児童相談所長を職務代行者に選任するという選択肢も考慮に値するのではな

いかとの指摘もある（久保野・2018：67 頁）。医療ネグレクトに準ずる本件は、これまでに例のない

事案として、意義がある。

【判例 5】自立援助ホームで生活している未成年者の就職の諸手続について、親権者の同意が必要
となるにもかかわらず、親権者が協力を拒否しているため、親権者の職務執行の停止および職務
代行者の選任が認められた事例（広島家裁審判平成 28 年 11 月 21 日、平成 28 年（家ロ）1033 号、
判時 2351 号 54 頁、家判 11 号 103 頁、判タ 1445 号 250 頁）
　本件は、親権者である父からの暴行等を受け、自立援助ホームで生活している未成年者について、

翌年春の就職の諸手続に親権者の同意が必要となるにもかかわらず、親権者が協力を拒否しているこ

とから、児童相談所長が申し立てた親権停止審判を本案とする、親権者の職務執行停止および職務代

行者の選任の保全処分が認められた事件である。

  未成年者 C は、幼少期に両親が離婚し、親権者である父 B に引き取れて養育された。C は、小学校

高学年の頃から、父方の祖母と実兄と生活したが、高校 1 年の頃から再び B と生活していた。B は、

C が幼少の頃から気に入らないことがあると C に暴力を振るうことがあった。2016 年、当時高校 3

年生の C が自宅で B に対して高校卒業後に県外での就職を希望していることを伝えると、B は急に激

怒し、C に激しい暴力を振るった。C は自宅を飛び出し、約 1 か月にわたる公園での野宿等を過ごし

た後に警察に保護され、自立援助ホームで生活するようになった。C は、すでに県外の会社に内定し、

来春の就職に向けて会社からパスポートの写しの提出と自動車免許の取得を求められていた。さらに、

C については、今後、就職手続において B の同意を求められたり、住居の賃貸借契約の締結等が必要

となる可能性がある。しかし、B は、児童相談所等の連絡に対して、今後 C に一切関わるつもりはな

いと述べ、未成年者の就職への協力を拒否した。そこで、児童相談所長 A は、親権停止審判を申し立

てるとともに、同審判が効力を生ずるまでの間、B の親権者としての職務執行の停止および弁護士 D
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を職務代行者として選任する保全処分を申し立てた。B は裁判所からの呼び出しに応じず、審判期日

にも出頭していない。

　家庭裁判所は、以上の疎明事実に基づいて、親権者は「･･････ 未成年者に関し、合理的な理由もな

く一切の関わりを拒否して就職に必要な手続への協力等も拒んでいるのであるから、『親権の行使が

困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき』（民法第 834 条の 2 第 1 項）に該当し、本

案の審判申立が認容される蓋然性」を認め、さらに、「･･････ パスポートについてはその写しを提出

する期限が 1 か月以内と迫っており、そのほかについても就労を開始する来春までの 4 か月余りのう

ちに行う必要があることからすれば、保全の必要性も認められる」として、「親権者の職務の執行を

停止し、かつ、その停止期間中、弁護士である D をその職務代行者に選任するのが相当である」と判

示した。

　本件は、未成年者の就職のための諸手続の期日が迫られているが、親権者が協力を拒んでいること

から、いわゆる自立阻害型の事件である。厚生労働省の通知（平成 24 年 3 月 29 日雇児発 0329 第 8

号）によれば、自立援助ホームとは、児童の自立支援を図る観点から、義務教育終了後、児童養護施

設、児童自立支援施設等を退所し、就職する児童等に対し、これらの者が共同生活を営むべき住居で

ある。本件では、未成年者が自立援助ホームで生活する中で、県外の会社から内定通知を得ている点、

未成年者の就職の実現のために、児童相談所長が親権停止の申立てをするに至っている点が注目され

る。本件は、医療ネグレクトの以外の理由で、すなわち未成年が希望している県外の就職を実現する

ために、審判前の保全処分が認容された点が特徴的である。
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【判例 6】配偶者間暴力（DV）のある高葛藤事案において、未成年者らへの悪影響を考慮して、直
接交流ではなく、限定的な間接交流を定めた事例（東京高裁決定平成 27 年 6 月 12 日、平成 27
年 ( ラ )608 号、判時 2266 号 54 頁）
　本件は、別居中の夫である X が、妻である Y に対し、現在 Y の下で監護されている未成年者 A お

よび B につき、（1）当面 1 年間は、第三者機関の援助を受けて月 1 回、1 回 4 時間程度の面会交流、（2）

2 年目以降は、第三者機関の援助なしで宿泊付きの面会交流、（3）学校行事、保育園行事等への参加、

（4）成長に関する情報（学校の通知表、健康手帳、母子手帳および写真等）の開示を求めた事件であ

る。原審は、非監護親と子の面会交流が、子の福祉に反すると認められる特段の事情のない限り、子

の福祉の観点からこれを実施することが望ましいとしつつ、本件で X が Y との口論の際に物に当たり、

A らの前でも Y を罵倒するようなことがあったこと、このような X の姿勢が Y に強いストレスを与え、

このような X の態度によって Y が心的外傷後ストレス障害（心因反応）による通院治療を要する状

態に追い込まれているということもできること、現時点で X と A らとの面会交流を無理に実施すれば、

A らが X と Y との間に挟まれて苦しむことは容易に想像できること、A について心因反応（情動不

安定状態）、B について心因反応（不安状態）とそれぞれ診断されていることなどを認定した上で、Y

に X に対して 4 か月に 1 回程度、A らの近況を撮影した写真を送付しなければならないと間接交流の

みを命じた。そこで X が抗告。

　抗告審は、本件における Y や A らの状況を踏まえると、将来の良好な父子関係を構築するためには、

Y の負担を増加させてまで直接交流を行うことは、かえって A らの X に対するイメージを悪化させ

る可能性があるため、相当ではないとする一方で、「間接交流は、直接交流につなげるためのもので

あるから、できる限り双方向の交流が行われることが望ましいと考えられ ･･････ 原審が命じたよう

に A らの近況を撮影した写真を送付するだけでは、双方向の交流とはならず、将来の直接交流ひいて

は X と A らとの健全な父子関係の構築にはつながらないというべきである」と述べ、Y の負担をも

考慮に入れて、原審判を変更し、Y が 4 か月に 1 回の A らの近況を撮影した写真の送付をすることに

加え、2 か月に 1 回、X の A らへの手紙を速やかに A らに渡さなければならないと命じた。

　本件は、子の面前で DV が行われていたケースについて、子と別居中の父との直接交流は認められ

なかったものの、間接交流を認めた事件として注目される。現在の実務においては、子に対する虐待

など面会交流を制限する特段の事情がない場合には、子と非監護親との面会交流を認める傾向にある

とされる（いわゆる「原則実施論」）。どのような場合に面会交流が制限されるのかについては、個々

の事案を総合的に判断して、面会交流が子の福祉に適うか否かを基準として判断することになる。本

件では、子だけでなくその監護者である母（Y）への負担をも考慮に入れて、間接的な交流（監護親

から非監護親への子の写真の送付、非監護親から子への手紙の送付）に留められた点が特徴的である。

児童虐待防止法 2 条 4 号は、「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力」（いわゆる面前 DV）

を児童虐待と定義しているが、本件ではこの点に直接に言及されていない。他方で、所在を知られる

可能性のあるリスクをおかしてまで、「手紙を渡す」ことを命じる必要性があったのかについては、

疑問も呈されている（花元・2016 年：91 頁）。
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【判例 7】親権停止審判がされた後に、親の未成年者に対する親権停止審判の事由がなくなったと
して、親権停止審判が取り消された事例（和歌山家裁審判平成 27 年 9 月 30 日、平成 27 年 ( 家 )235
号、判タ 1427 号 248 頁、判時 2310 号 132 頁、家判 7 号 53 頁）
　本件の申立人である A は、1990 年に C と婚姻し、その間に 8 人の子をもうけた。2013 年、県子ども・

女性・障害者相談センター所長は、AC 間の子のうち三男 B、三女、四女および四男の 4 名について、

A の親権停止の審判を申し立て、A の上記 4 名の子に対する親権をいずれも 2 年間停止する審判がな

された。親権停止審判において、裁判所は、① A には精神疾患があり、自分のことで精一杯で、10

年以上もの間、家事や育児を十分に担うことができない状態であったこと、② A は、児相の担当者から、

当時同居していた D が二女に対して性的虐待をしていた旨の情報を伝えられたにもかかわらず、三女

を D と同室で就寝させたり、一緒に入浴させるなどして、D による三女、四女に対する性的虐待を招

致したこと、③ D の子らに対する暴言暴力を容認し、躾であるとして合理化する考えを有しているこ

となどから、A による親権の行使が不適当で、子らの利益が大きく害されているものと判断した。

　親権停止審判の後に、A は、D との連絡を絶ち、今後も一切の関係を持たない意向である。また、A は、

2014 年に E と再婚し、E に扶養されながら、一定程度の家事をこなしている。E は、親権停止審判の

経過を聞いており、今後も A を支える意向を示している。B については、上記審判の後に、施設入所

措置が採られたが、施設および学校で不適応を起こし、2014 年以降は、A および E の自宅で生活し

ており、今後も同人らと共に生活することを強く望んでいる。A は、A の B に対する親権停止の審判

の取消しを求め、本件審判を申し立てた。センターは、現在の状況に照らせば、A の B に対する親権

停止を解除し、生活している地域での支援につなげることが必要との判断を示している。

　裁判所は、上記事実関係を認定した上で、A の B に対する親権停止の審判の原因であった事実がな

くなったものと認めるのが相当であるとして、A の B に対する親権停止の審判を取り消した。

　本件は、家庭裁判所の親権停止審判が取り消された初めての公表例である。2011 年民法改正によっ

て、新たに 2 年を超えない範囲内で親権を停止させる親権停止制度（民法 834 条の 2）が導入された。

審判によって親権停止が認容された後に、その「原因が消滅した」場合には、家庭裁判所は、子又は

その親族の請求によって、親権停止の審判を取り消すことができる（民法 836 条）。親権停止および

その取消しの請求は、児童相談所長も、これを行うことができる（児童福祉法 33 条の 7）。民法 836

条が「原因の消滅」を要件としている以上、親権停止の取消しは、親権停止後の状況の変化に着目し

て、その判断をすることになる。本件では、虐待を行っていたパートナーとの関係を解消し、別の男

性と再婚したことなどにより、A の生活が一定程度改善された事実、未成年者 B が施設および学校で

不適応を起こした後に、自宅で A と生活している事実、センターも審判を取消し、地域での支援につ

なげる必要性を指摘していることなど、親権停止審判が下された後の状況の変化を総合的に考慮して、

審判が取り消されている。

　親権停止審判の効力は最長でも 2 年で消滅するが、停止期間前であっても親権停止の原因となった

事実が消滅した場合には、親権停止審判自体が積極的に取り消されるべきであり、この点からも取消

しを認めた事例が公表された意義は大きい。もっとも、本件において児童の保護に関する権限を有す

るセンターもまた、親権停止審判の取消しに賛成していることがうかがえるが、それにもかかわらず
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センター長が申し立てを行わなかった点については、疑問も呈されている（許・2017：154 頁）。

【参考文献】
花元彩「DV 高葛藤事案における面会交流の可否及び方法」『新・判例 Watch』18 号（2016 年 4 月）89 － 92 頁

許末惠「原因が消滅したことによる親権停止審判の取消し」『民商法雑誌』153 巻 3 号（2017 年 8 月）150 － 154 頁

（阿部純一）

２．刑事法分野
【判例 8】傷害致死の事案につき、懲役 10 年の求刑を超えて懲役 15 年に処した第 1 審判決及びこ
れを是認した原判決が量刑不当として破棄された事例（最判平成 26 年 7 月 24 日、平成 25 年（あ）
第 689 号、裁判所 HP、裁判所時報 1608 号 15 頁、刑集 68 巻 6 号 925 頁、判タ 1410 号 82 頁、
判時 2250 号 103 頁）
　本件は、傷害致死の罪で裁判員裁判の対象となった児童虐待の事案であるところ、訴訟の過程で、

裁判員裁判における量刑のあり方が問題となった。本判決は、この問題に関する最高裁としての判断

を示したものである。

　第 1 審判決によれば、被告人 A（犯行当時 26 歳）およびその妻である被告人 B（犯行当時 27 歳）は、

両名の間に生まれた三女の C に、かねてそれぞれ継続的に暴行を加え、かつ、このことを相互に認識

しつつも制止せずに容認するなどにより共謀を遂げた上、2010 年 1 月 27 日午前 0 時頃に、A が、当

時の被告人両名の自宅において、C（犯行当時 1 歳 8 か月）に対し、その顔面を含む頭部分を平手で

強打して C の同部分を床に打ち付けさせるなどの暴行を加え、その結果、急性硬膜下血腫などの傷害

を負わせ、C を急性硬膜下血腫に基づく脳腫脹により死亡させたものとして、両名ともに傷害致死の

罪が成立するというのであった。

　この判決に先立つ求刑において、検察官は、それぞれの被告人に対して懲役 10 年を求めた。これ

に対して、第 1 審の大阪地裁は、それぞれに懲役 15 年の刑を言い渡した。第 1 審判決において示さ

れた量刑判断は、最高裁判決を引用して要約すれば、以下のとおりである。すなわち、第 1 に、量刑

事情については、1）｢犯罪行為自体に係る情状（犯情）に関し、①親による児童虐待の傷害致死の行

為責任は重大、②態様は甚だ危険で悪質、③結果は重大、④経緯には身勝手な動機による不保護を伴

う常習的な児童虐待が存在、⑤被告人両名の責任に差異なしと評価｣ され、また、2）｢一般情状に関

し、①堕落的な生活態度、②罪に向き合わない態度、③犯行以前の暴行に関し責任の一端を被害者の

姉である次女（当時 3 歳）になすり付ける態度が指摘｣ された。その上で、第 2 に、それぞれ懲役 15

年の量刑とした理由すなわち量定の理由においては、1）｢検察官の求刑は、①犯行の背後事情として

長期間にわたる不保護が存在することなどの本件児童虐待の悪質性、②責任を次女になすり付けるよ

うな被告人両名の態度の問題性を十分に評価したものとは考えられ｣ ず、また、2）裁判員は同種の

事案における量刑の傾向を＜裁判員量刑検索システム＞から把握して参照しているところ、このシス

テムに強く依拠すべきものとも考えられないのであって、「そうであるなら、児童虐待を防止するた

めの近時の法改正からもうかがえる児童の生命等尊重の要求の高まりを含む社会情勢に鑑み、本件の
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ような行為責任が重大な児童虐待事犯に対しては、今まで以上に厳しい罰を科すことがそうした法改

正や社会情勢に適合すると考えられることから、被告人両名に対しては傷害致死罪に定められた法定

刑の上限に近い主文の刑が相当であると判断した｣ というのである。

　しかしながら、最高裁は、量刑事情すなわち「犯情および一般情状に関する評価」については、第

1 審の「判断が誤っているとまではいえない｣ ものと認めながら、｢これを前提としても、被告人両

名を各懲役 15 年とした第 1 審判決の量刑……は、是認できない｣ ものと述べて、全員一致の意見で、

第 1 審判決および控訴審判決を破棄したうえで自判して、X を懲役 10 年に、また、Y を懲役 8 年に、

それぞれ処した。その理由の一部は、以下のとおりである（なお、白木勇裁判官の補足意見がある）。

すなわち、｢もとより、……これまでの傾向を変容させる意図を持って量刑を行うことも、裁判員裁

判の役割として直ちに否定されるものではない。しかし、そうした量刑判断が公平性の観点からも是

認できるものであるためには、従来の量刑の傾向を前提とすべきではない事情の存在について、裁判

体の判断が具体的、説得的に判示されるべきである｣。｢これを本件についてみると、指摘された社会

情勢等の事情を本件の量刑に強く反映させ、これまでの量刑の傾向から踏み出し、公益の代表者であ

る検察官の懲役 10 年という求刑を大幅に超える懲役 15 年という量刑をすることについて、具体的、

説得的な根拠が示されているとはいい難い。その結果、本件第 1 審は、甚だしく不当な量刑判断に至っ

たものというほかない」。

　本判決は、直接には、裁判員裁判における刑の量定のあり方という一般化された問題に対して判断

を示した最高裁判例であって、児童虐待に固有の法的問題やこれに密接な法的問題が議論の中心と

なったものでない。しかしながら、本件の第 1 審判決には、児童虐待に関連する「法改正や社会情勢」

を量刑の視点として明示したという際だった特徴がある。そして、このような第 1 審判決の特徴に加

え、裁判員裁判の第 1 審判決の甚だしい量刑不当をはじめて指摘した最高裁の判断が児童虐待の事案

であったという点も考え合わせれば、児童虐待の裁判員裁判における刑の量定には――児童虐待の領

域で議論を呼ぶような――特有の事情が潜んでいるかもしれないのであって、本件を紹介・解説する

ことの意義はここにあるものと考えられる。

　第 1 審判決による量刑傾向からの踏み出しが大幅でなかったのであれば――すなわち、本件の場合

に第 1 審判決が懲役 11 年か 12 年くらいにとどまっていて突出しなかったのであれば――従来の量刑

傾向から踏み出した量刑も本判決のもとで許されたであろうという見解（小池・2016）に依拠して考

えたとき、第１審判決にいう「児童の生命等尊重の要求の高まりを含む社会情勢」の視点から量刑を

重めに設定する裁判例が増加することや、このような裁判例の集積を通じて量刑傾向が徐々に重い方

向にシフトすることは、今後の展開として予想されるところである。また、第 1 審判決が挙げた量刑

事情のいずれについても、量刑を重くするという方向で考慮することそれ自体が本判決において否定

されたわけではない。すでに、裁判員裁判においては同じ犯罪であっても事件ごとの量刑の振れ幅は

大きくなることが指摘されているところ、児童虐待の事案についても、犯情や一般情状の捉え方の違

いに応じて事件ごとの量刑の差が大きくなっていくという可能性は高いように思われる。さらに、死

亡に至らずに傷害にとどまった事案については従前と同じように職業裁判官によって裁かれているた

め、同じ児童虐待の刑事事件であっても、傷害（および保護責任者遺棄致傷・逮捕監禁致傷）の被告
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事件と傷害致死（および保護責任者遺棄致死・逮捕監禁致死）の被告事件との間でも、量刑傾向の開

きが次第に拡大するという可能性もある。今後は、とくに児童虐待にかかる傷害致死（および保護責

任者遺棄致死・逮捕監禁致死）の事案を扱った裁判員裁判について、その量刑の動向に注視していく

ことが必要であろう。

【参考文献】
原田國男「裁判員裁判の量刑の在り方：最高裁平成26年7月24日判決をめぐって」『刑事法ジャーナル』42号（2014年11月）

43 － 54 頁

波床昌則「判批」『刑事法ジャーナル』43 号（2015 年 2 月）172 － 179 頁

間光洋「傷害致死事件：最高裁で量刑不当による破棄自判がされた事例 [ 最高裁一小平成 26.7.24 判決 ]（特集 裁判員裁

判における量刑と弁護活動）」『季刊刑事弁護』80 号（2014 年 9 月）69 － 74 頁

岩瀬徹「判批」『平成 26 年度重要判例解説（ジュリスト 1479 号）』（2015 年 4 月）193 － 194 頁

小池信太郞「判批」『論究ジュリスト』18 号（2016 年 8 月）222 － 227 頁

松宮孝明「判批」『法学セミナー』719 号（2014 年 12 月）111 頁

楡井英夫「判解」法曹会編『最高裁判所判例解説刑事篇（平成 26 年度）』（2017 年 2 月）272 － 294 頁

笹倉香奈「判批」『法学セミナー』719 号（2014 年 12 月）112 頁

（岩下雅充）

３．行政法分野
【判例 9】児童福祉法 33 条 1 項に基づく一時保護決定は、法的効果の発生を目的としない物理的
行為であるから、行政手続法 2 条 4 号イの「事実上の行為」に該当し、同号柱書が定義する「不
利益処分」には含まれないから、不利益処分に際しての理由の提示を定める同法 14 条 1 項は適用
されないとされた事例（大阪地裁判決平成 28 年 6 月 3 日、平成 27 年（行ウ）第 209 号、一時保
護処分取消請求事件　判例地方自治 424 号 39 頁）
　本件は、児童の状況等から虐待を疑った保育所からの 4 回目の通告を受けて、児童相談所長がした

一時保護処分に対し、児童の両親が虐待の存在を否定して処分取消しを求めた事案である。

　本判決は、一時保護が暫定的な処分であることに加え、緊急を要する場合が多いことを指摘した上

で、このような一時保護の法的性質等に加え、児福法 33 条 1 項、2 項の「必要があると認めるときは」

という文言、さらに、児童の福祉に関する判断には児童心理学等の専門的な知見が必要とされること

を指摘し、一時保護の要件につき都道府県知事ないし児童相談所長の裁量を認め、本件につき裁量の

逸脱、濫用はないとした。

　また、本判決は、一時保護決定における理由提示の不備の主張に対し、一時保護は法的効果の発生

を目的としない物理的行為であるから、行手法 2 条 4 号イの「事実上の行為」に該当し、同号柱書が

定義する「不利益処分」には含まれないとして、一時保護決定には、「不利益処分」を対象とする行

手法 14 条 1 項は適用されないとの判断を示し、理由提示の不備の主張を退けた。

　本判決が、一時保護の暫定的な法的性質等を指摘した上で裁量を認めた点は、行政訴訟における行
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政裁量の存在を実質的な考慮に基づいて導いており、27 条 1 項 3 号措置において家庭裁判所が措置の

種別まで審査することを認める実務・多数説との関係を説明しうる点においても、行政法学からの検

討に耐えうる判断が示されている。

　また、理由提示の不備をめぐる判断についても、従前みられた一時保護を（狭義の）行政処分と解

して行政手続法の適用を前提とする誤った判断を示した裁判例とは異なり、一時保護を「事実上の行

為」と的確に捉えた判断を示している。

【判例 10】自らを虐待する親らに対し児童相談所が指導を継続しなかったため虐待が継続したと
して、虐待の被害者である未成年者が国家賠償を求めた事案において、児童相談所において虐待
を裏付けるに足る事情は把握できなかったとして、児童相談所が一旦指導を終結させたことが違
法とまではいえないとされた事例（長崎地裁判決平成 28 年 10 月 14 日、平成 27 年（ワ）第 235 号、
損害賠償請求事件、ＬＥＸ / ＤＢ２５５４５０２６）
　本件は、未成年者である原告が、児童相談所は、自らを虐待する母らに対し、虐待の事実を認めさ

せ、児童虐待の指導に応じるため粘り強く指導を継続する義務があったにもかかわらず、支援を終結

し、それ以降の指導を怠ったため、虐待が継続したとして、児童相談所を設置する県に対して国家賠

償を求めた事案である。

　本判決は結論として国家賠償を認めなかったが、その理由は大要以下のとおりである。①医師から

の虐待通告は，医師の診察によっても虐待の疑いに止まるもので，児童相談所において虐待を裏付け

るに足る事情は把握できなかったものであり，原告に差し迫った危険は見当たらず，継続指導の終結

時には，爾後の原告の状況の観察及び児童相談所との連携が一定程度確保されていた。②援助方針決

定にあたり原告の意向を考慮しなかったとしても、原告は母への執着がみられ、当時 5，6 歳と幼少

であったことからすると、原告の意向を単に聴取することが必ずしも相当といえない。③要保護児童

対策地域協議会における関係機関の情報提供の際に一時保護を求める意見が示された場合には児童虐

待防止法 6 条 1 項の「通告」にあたるが、同法 8 条 2 項の児童の安全確認は法的義務であるとしても

その具体的方法は児童相談所長の裁量に委ねられており、原告との面会をしなかったとしても本件で

は緊急性がなかったため安全確認義務違反ではない、④一時保護には慎重な判断が求められ、また、

暫定的な措置であり将来的な措置の見通しを踏まえて判断する必要があるが、指導等が可能な程度に

資料収集がなされていなかったため一時保護もできなかったことから、一時保護をしなかったとして

も裁量の逸脱・濫用ではない。

　本判決においては、児童相談所長による一連の対応につき様々な局面を捉えて違法が主張され、こ

れに対して裁判所の詳細な検討が示されており、児童相談所長のとるべき行為規範として注目すべき

判断が多々示されている。その妥当性については慎重な検討が必要と思われるが、②虐待の被害者で

ある原告の意向が考慮されていなかった点につき原告の当時の年齢を理由に原告の主張が退けられた

点については、低年齢というだけでなぜ虐待の被害者本人の意向がかくも軽んぜられるのか、子ども

の意見表明権の観点から深刻な反省が求められるように思われる。

　なお本判決は、控訴審（福岡高裁判決平成 29 年 4 月 13 日、平成 28 年（ネ）第 919 号、損害賠償
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請求控訴事件、ＬＥＸ / ＤＢ２５５４５８６５）でも維持され、原告の損害賠償請求が棄却されている。

【判例 11】児童相談所からの里親委託を受け、専門里親として児童を養育してきた原告が、里親
委託措置の解除により里親の地位を享受する利益等を侵害されたとして国家賠償を請求した事案
につき、里親委託措置を解除した児童相談所長の判断等に裁量権の逸脱・濫用はなかったとされ
た事例（山口地裁判決平成 27 年 4 月 23 日、平成 23 年（ワ）第 555 号、損害賠償請求事件、Ｌ
ＥＸ / ＤＢ２５５４０９５９）
　本件は、原告が児童相談所からの里親委託を受け、専門里親として児童を養育してきたところ、当

該児童の里親委託措置が解除されたことに対し、児童相談所が本件措置時以後調査義務等に違反した

上、本件措置を解除する事由がないのに、その裁量を逸脱して本件措置を解除した等の違法な行為を

し、それにより里親の地位を享受する利益等を侵害されたとして原告が国家賠償を請求した事案であ

る。

　本判決は、まず一般論として、里親委託の措置、措置の解除の判断については児童相談所長の合理

的な裁量に委ねられているとした上で、県と里親との委託関係は、里親委託措置、あるいはその解除

に付随して成立、あるいは解消し、委託中には、児童に対する措置の手段であることによる制約を受

けることが想定されている契約関係であるとし、さらに里親と里子の関係は、親子関係に類似するも

のであることから、里親、あるいは里子がそれぞれその地位において受ける利益があり、それが法的

保護に値すると解される場合があることも考えられるが、そのような場合であるかどうかについては、

里親・里子の関係が里親委託の趣旨及び里親制度の趣旨等による制約を受けるものであることを前提

にした検討が必要であるとの判断を示した。

　その上で、児童相談所は、里親からの相談に対応できる体制の整備に努め、里親から相談や支援を

求められた場合、速やかに適切な対応をとるべきであり、対応または支援のため調査が必要な場合に

は必要な調査を遂げ、その情報を提供し、適宜助言、指導を行うことが求められているとしつつ、こ

の点についても児童相談所の合理的な裁量に委ねられるとの判断を示した。

　以上のような判断枠組みに基づき本判決は、児童相談所の助言支援調査義務違反等、及び措置解除

自体の違法の主張を退けた。

　また、措置委託解除後に十分な説明をせず、その精神的な傷つきに対する対応を何ら行っていない

との主張についても、一般論としては里親委託解除後の里親のケアの必要性を認めつつ、児童相談所

長の合理的な裁量に委ねられているとして、本件については裁量の逸脱・濫用を認めなかった。

　本判決については、事実関係をめぐる原告被告双方の主張が大きく異なっており、本判決の結論の

具体的妥当性については慎重に判断すべきであるが、里親委託措置の解除に対し里親が国家賠償を求

めた事案として注目され、県と里親との委託関係、さらには里親と里子の関係につき、里親あるいは

里子の受ける利益が法的保護に値すると解される場合があるとの一般的判断が示された点、また、里

親委託解除後の里親のケアの必要性を一般論としては認めた点で、注目すべき判断が示されていると

いえよう。

（横田光平）
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Ⅳ　主要文献・調査解説

１．児童福祉法分野
【文献 1】久保健二『児童相談所における子ども虐待事案への法的対応』（日本加除出版、2016 年
10 月）
　本書は、著者がわが国で初めて児童相談所に弁護士として常勤した経験を踏まえ、児童虐待の対応

場面に応じて必要な法的対応を実務の観点から詳細に解説する。虐待に関する基本的概念の説明から、

法的対応の実際、法的留意点等について説明するだけでなく、根拠となる通知、審判例も詳細に付さ

れており、児童虐待に対応する関係者のみならず、研究者にとっても、児童相談所における法的対応

の実情を知るうえで有益な記述がなされている。巻末には、児童虐待に関連する法的事項ごとに根拠

条文が一覧表に整理されており、実務家、研究者にとっても使いやすい内容となっている。

【文献 2】橋爪幸代「イギリスにおける児童虐待予防施策の変遷とシュア・スタートの評価」古橋
エツ子＝床谷文雄＝新田秀樹編『家族法と社会保障法の交錯：本澤巳代子先生還暦記念』（信山社、
2014 年）459 － 483 頁
　児童虐待防止施策としての養育サポートが虐待発生後の対応よりも効果的であることから、イギリ

スにおける児童支援施策について、とくにシュア・スタート児童センターの取組に注目し、虐待予防

の観点から検討する。本稿では、いくつかの重大な児童虐待事件を契機として講じられたイギリスに

おける育児支援施策の変遷を概観し、「早い段階で問題を発見し、それら諸問題に対応する既存のサー

ビスを受けられるよう、当該児童及びその家族とサービスをつなげることのできるものとして、育児

支援サービスが機能するのではないか」との認識を示し、さらに、シュア・スタート児童センター設

立の背景と経緯を紹介し、同センターの運用状況、留意点などをあげながら、その機能と有効性につ

いて論じる。結論として、「育児支援サービスを虐待防止のために効果的に活用するためには、育児

支援サービス自体の質のみならず、育児支援サービスと児童保護サービスをつなげることが重要であ

る」と述べる。

　わが国においても、母子保健を中心とする出産前からの虐待予防対策とともに、地域の子育てサー

ビスを活用するための「子育て世代包括支援センター」の配置や「地域子育て支援拠点」制度の展開

により虐待予防施策が講じられているが、育児支援担当者と虐待防止担当者の間にある認識の齟齬も

懸念される。イギリスにおけるシュア・スタート機関制度やその運用状況、課題等の検討は、わが国

における虐待予防事業を実質あるものにするために多くの示唆を与えてくれるものと思われる。

【文献 3】床谷文雄「児童福祉法 28 条審判をめぐる議論展開と民法（親権・未成年後見法）改正」
古橋エツ子＝床谷文雄＝新田秀樹編『家族法と社会保障法の交錯：本澤巳代子先生還暦記念』（信
山社、2014 年）93 － 120 頁
　本論文は、児童虐待への法的介入制度とその運用状況を概観し、児童福祉法 28 条による施設入所

等の措置承認および親権制限（親権停止、喪失、保全処分）に関する審判例を、その要件ごとに整理し、
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詳細に紹介する論文である。また、28 条審判と親権制限との関係（とくに親権制限の効果）について

論じ、この点に関する 2011 年の民法および児童福祉法改正後の審判例を紹介する。

　親権停止制度の導入については、「名称の面でも親権者に与えるインパクトが和らぎ、回復への期

待をもたせ、児童相談所による指導を容易にさせるものと期待されている。」と評価する。しかし、

この二つの制度をどのような優先関係で運用するかは意見が分かれるところであり、今後の運用状況

の検証が待たれる状況にあるといえよう。

　また、同年の児童福祉法の改正により、施設入所、里親委託中の子どもへの施設長、里親の監護権

強化により、親権者等の意思に反して緊急措置を採ることができるものとされ（同法 47 条）、一時保

護中の子どもについて児童相談所長に同様の権限が認められた（同法 33 条の 2）。この改正により、

家庭裁判所の措置承認・保全処分の手続によらずに、施設長等が実質的に同様の監護護措置が採れる

ようになったが、本論文は、これら施設長等の権限は緊急の場合の権限行使にとどめるべきであり、

第一義的には、家庭裁判所による措置承認手続によるべきであるとし、民法上の親権喪失・停止との

機能的協働関係の形成を図るべきであると述べ、施設長等の監護権限に対する司法関与の必要性を指

摘する。児童虐待対応における司法と行政の協働のあり方について、一つの方向性を示す重要な論考

といえよう。

【文献 4】保条成宏「子どもの医療ネグレクトと一時保護による対応――刑法・民法・児童福祉法
の協働による『総合的医事法』の観点に立脚して――」『中京法学』49 巻 3・4 号（2015 年 3 月）
223 － 310 頁
　本論文は、生命維持に必要な治療に対する親権者の不同意の問題（狭義の医療ネグレクト問題）に

ついて、親が医療機関にアクセスしたのちの臨床場面を中心に、児童福祉法上の一時保護制度（33 条

の 2）を用いて対応できるとする行政解釈に理論的検討を加えることを目的としている。

　論文中では、2011 年改正による児童福祉法 33 条の 2 新設の経緯を考察したうえで、新設前におけ

る一時保護と親権制限の関係に関する学説を詳細に検討し、一時保護によって親権は制限されないと

する「親権非制限説」が妥当であると述べる。この分析を踏まえ、刑法、民法、児童福祉法の協働に

よる「総合的医事法」の観点から「事前的関係調整法」のあり方を検討する。

　まず医療ネグレクトにおける同意問題について、「子どものための保証人」理論を主軸に「『消極的』

事前的関係調整法」である刑法の理論的枠組を検討し、続いて「『積極的』事前的関係調整法」とし

ての民法のあり方を論ずる。2011 年の民法改正により導入された親権停止制度は、親権を全面的に停

止させるものであり、親への過剰介入、未成年後見人への加重な負担をもたらすがゆえに、制度的に

は家庭裁判所による「代行同意」制度の導入が必要であると説く。さらに、「『積極的』事前的関係調

整法」としての児童福祉法のあり方として、改正児童福祉法 33 条の 2 について、一時保護により直

接に親権制限の効果をもたらさないとの解釈を前提に、医療ネグレクト事案において、児童相談所長

の同意権は本来、同条 4 項の適用外であり、その適用は抑制的、限定的であるべきであると述べる。

最後に、児童相談所が果たすべき役割は、医療ネグレクト事案を含め、行政解釈にもとづく介入的ア

プローチへと「前のめり」になることで、子ども―親―医師の間に関係障害をもたらすところから、
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児童相談所がもつケースワーク的機能を十全に活用し、関係調整的アプローチによる関係調整・形成

に向けて本来の機能を最大限に発揮すべきであると結んでいる。

　児童虐待に対する介入的アプローチが浸透し、児童虐待関係法制度的にも児童相談所や裁判所（さ

らに現在では刑事司法も含めて）の介入を後押しする法改正・行政解釈が進展しつつある。こうした

状況の下で、関係法令の理念・目的に立ち帰って法制度の在り方を綿密に検討した本論文は貴重な業

績といえる。今後の児童福祉行政、児童虐待防止立法の在り方を検討する実務者、研究者にとって有

益な論文といえよう。

　付言するならば、ソーシャルワーク的にも親との関係改善が図れなくなった場合の最終手段として

児童相談所による強制的権限の行使を位置付けるのであれば、親と児童相談所の関係改善を図ること

ができる（担保できる）機関が存在しない現在、本論文が述べるような関係調整・形成機能を児童相

談所がどこまで発揮できるかといった疑問は残る。

　なお、本論文の前著として、保条成宏＝永水裕子「日本法の現状と課題」小山剛＝玉井真理子編『子

どもの医療と法（第 2 版）』（尚学社、2012 年）29 － 71 頁、保条成宏「小児患者の医療ネグレクトへ

の医事法的対応――『総合医事法』の視点に基づく刑法と民事法、福祉法の協働」『年報医事法学』

29 号（2014 年 9 月）18 － 24 頁がある。

【文献 5】原田綾子「児童虐待事件における親の当事者性と手続参加――再統合支援のための制
度設計に向けて」和田仁孝他編『法の観察――法と社会の批判的再構築に向けて』（法律文化社、
2014 年）80 － 97 頁
　本論文は、親子の再統合の支援までを視野に入れた児童虐待対応において、必要な制度や手続の設

計には、親と子の参加が重要であるとの認識のもとに、とくに親の手続参加に焦点を当て、アメリカ

法との比較により、わが国の児童虐待法制の特徴や問題点を考察し、再統合支援のための制度改革の

方向性について検討する。

　わが国の児童虐待法制では、司法が関与する機会の少なさと断片性、児童相談所の権限の強さが特

徴であり、アメリカでは司法が継続的かつ段階的に関与する点が特徴的であるとする。そして、アメ

リカで児童保護機関と親が対立する場面における「親への支援」として「親へのケースプランへの参加」

がなされ、できるかぎり当事者の納得と合意に基づいて支援を行うことが志向されていると指摘する。

かかる協働作業により、保護機関と親とが共通の目標を追求するパートナーシップに転換することで

良い解決につながるとの認識を裁判所がもっていることを明らかにする。この考察を踏まえ、わが国

では、これまで、司法関与については、親権の「不当な」関与をどのように封じ込めるかへの関心が

強く、虐待の解決と再統合に向けていかに「正当な」親権行使を促進するかの観点からの親権の検討

がなされることがほとんどなかったことを指摘する。

　結論として、児童虐待事件においては、「親の手続参加を推進し、職権調査の負担を軽減してより

多くの虐待事件への対応を可能にする必要があることから、親と児童相談所を対等な当事者として位

置付け、双方の主張を引き出しながら……判断を行うという中立的審判者としての司法の役割が、今

後はより重要になってくるのではないだろうか」と述べる。
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児童虐待法制を構築するに当たっては、「既存のリソースのやりくりによるのも当面は必要かもしれ

ないが、制度の根幹となる理念を立てて少しでもそれに近づけるよう制度や実務を改良していく作業

も必要であり、その理念を探り、具体化を検討することが必要である。」との見解は、今後の立法作

業を進める上で重要な視点といえよう。

【文献 6】勝田美穂「児童虐待防止法の立法過程――唱道連携モデルからの分析――」『岐阜経済大
学論集』49 巻 1 号（2015 年 8 月）1 － 20 頁
　本論文は、これまで児童虐待関連の学問分野として登場することのなかった政治学からの政策形成

過程に関する研究成果である。2000 年に成立した児童虐待防止法を素材に、「市民が法律をつくるの

に必要な因子を明らかにする」ことを目的に、「唱道連携モデル」を適用し分析を行う。唱道連携モ

デルとは、「政策過程において政策が変化し、学習されていくプロセスを総合的かつ操作的に扱うも

のであり、長期的な政策変化を対象とする。」分析モデルである。

　分析の結果、同法の立法を推進した因子としては当時の自民党単独政権から自自連立、自自公連立

政権への交代、市民グループからの虐待死調査による独自情報の提供によって高まった世論の支持を

あげる。この世論の支持により、福祉・医療・法職関係者からなる市民グループ、厚生労働省・警察・

法務省・裁判所といった官僚グループ、政治家、マスコミといった「政策サブシステム」内の長期に

わたる政策志向型学習が進められ、イデオロギーの変化がもたらされ、政策の変更につながったと分

析する。

　こうした動きを支えたのは市民グループ独自の知識であり、各サブシステムの連携と協力を進めた

のは市民グループ固有の資源であったことを指摘する。このような分析により、児童虐待防止法の成

立とその後の改正の事象は、政権の中枢にパイプをもたないものが政策を実現する可能性を示す例と

なりうることが明らかにされている。

　政策形成にあたり、市民グループが一定の役割を果たしうることが政治学の視点から明らかにされ

たことにより、今後の児童虐待防止法制度をさらに進展させていくなかで市民グループが果たすべき

役割を明確に提示した点で示唆に富む文献といえよう。

（吉田恒雄）

２．民法分野
【文献 7】石井芳明＝依田吉人「親権制限事件の運用状況」『法律のひろば』68 巻 9 号（2015 年 9 月）
16 － 23 頁
　本論文は、親権制度の見直しが行われた 2011 年民法改正が施行された 2012 年 4 月 1 日以降の状況

を中心として、2014 年末時点での親権制限事件の運用状況を紹介するものである。本論文では、まず

2011 年法改正後の親権制限制度（親権喪失制度、親権停止制度、管理権喪失制度）を概観した上で、

司法統計に基づく「親権制限事件の動向」（新受総数、既済総数および終局区分ごとの記載件数）と、

最高裁事務総局家庭局「親権制限事件の動向と事件処理の実情（平成 26 年 1 月～ 12 月）」に基づく

「親権制限事件の処理の実情」（申立人の属性、審判を受ける者となるべき者の属性、子の性別と年齢、



－ 102 －

終局結果、認容原因、審理期間）が紹介される。

　親権制限事件の動向について、親権喪失の審判申立て事件の新受件数には 2011 年改正前と比べて

大きな変化がない一方で、新設された親権停止の審判申立事件の新受件数の増加が、全体としてみた

親権制限事件の新受総数増加の要因となっていることが明らかにされる。親権制限事件の処理の実情

としては、①申立ての大部分が子の親族によってなされる状況には変化がない一方で、2011 年改正

によって請求権が認められた子本人からの申立てが一定の割合（親権喪失：5 件（4.0％）、親権停止：

22 件（14.1％））であること、②親権を喪失・停止される親権者の属性としては依然として実母の割

合が比較的高いこと、③子の親族が申し立てた親権制限事件は、取下げで終局する割合が約 6 割と、

依然として高いこと、④新設された親権停止事件における停止期間は、大部分の事案では 2 年間とさ

れていることなど、改正前後での変化の有無や新制度の運用状況が明らかにされる。

【文献 8】金亮完「韓国における児童虐待防止のための最近の立法（１）――親権法改正および児
童虐待処罰特例法の制定――」『戸籍時報』716 号（2014 年 9 月）12 － 13 頁、同「（2・完）」『戸
籍時報』717 号（2014 年 10 月）6 － 15 頁
　韓国においても、児童虐待は社会問題となっており、児童保護専門機関への通報件数は毎年増加傾
向にある。増加しつつある児童虐待に対応するために、韓国では、2014 年 1 月 28 日に「児童虐待犯

罪の処罰等の特例に関する法律」（以下「児童虐待処罰特例法」）が制定されるとともに、2014 年 4 月

3 日には政府の発議によって親権法改正案が国会に提出された。本論文では、これらの法律（案）の

内容が詳しく紹介される。

　親権法改正の特徴としては、①宗教上の理由に基づく子への医療行為に対する同意を拒絶する事例

を踏まえた、親権者の同意に代わる裁判制度の導入、②親権の一時停止制度の導入、③親権の一部停

止制度の導入、④親権喪失宣告が親権の一時・一部制限や財産管理権喪失宣告などの措置によって子

の福祉を保護できない場合の最終的な手段であることの明示、⑤親権の一部に限定された後見の導入

が挙げられる。特に、①親権者の同意に代わる裁判、③親権の一部停止制度は、日本における 2011

年民法改正時にその導入が見送られた経緯もあり、今後の日本法のあり方を検討する際にも参考にな

ると考えられる。

　児童虐待処罰特例法は、児童福祉法、刑法、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法、児童・青少年の

性保護に関する法律などの既存の「関連法律との整合性を図りながら、被害児童の保護および児童虐

待行為者に対する保護処分を定め」る法律である。具体的には、①児童虐待致死罪（法定刑：無期ま

たは 5 年以上の懲役）や児童虐待重障害罪（法定刑：3 年以上の懲役）などの児童虐待犯罪の処罰の特例、

②児童虐待行為者に対する応急措置・緊急臨時措置・臨時措置、③児童保護事件における児童虐待行

為者に対する保護処分（児童虐待行為者の被害児童への接近制限、社会奉仕受講命令、保護観察など）、

④被害児童保護命令事件における被害児童に対する保護命令（児童虐待行為者の被害児童への接近制

限、被害児童の児童福祉施設への保護委託など）が規定される。

　著者は、一連の立法が「児童虐待への国の積極的な関与という点で評価できる」とする一方で、韓

国国内の環境整備が追いついていないという指摘があることを紹介するなど、新法の課題についても
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明らかにする。立法後の韓国法における運用状況の実態について、今後の紹介・研究が俟たれる。

【文献 9】髙橋大輔「親権停止と面会交流の法的関係」古橋エツ子＝床谷文雄＝新田秀樹編『本澤
巳代子先生還暦記念：家族法と社会保障法の交錯』（信山社、2014 年）121 － 137 頁
　2011 年民法改正によって、親権停止制度が新設（民法 834 条の 2）されるとともに、民法 766 条に

おいて面会交流が明文化された。本論文は、この親権停止と面会交流との関係について、「親権を停

止された場合に、面会交流が自動的に禁止されるのか」をドイツ法との比較を通じて考察するもので

ある。

　まず、新たに導入された親権停止制度について、制度の概要と運用状況を整理した上で、親権停止

中の面会交流に関する議論を俯瞰する。次に、ドイツ法において日本法の親権と面会交流に相当する、

「親の配慮」と「交流権」について、それぞれの具体的な内容を確認し、両者が「別個独立の権利義

務」とされていることを明らかにする。日本法の親権停止に相当する、ドイツ法における配慮権の剥

奪（BGB1666 条）の場合には、「親の配慮と交流権が別個独立の権利として考えられているため、親

の配慮の剥奪が、同時に交流権の剥奪をもたらすことはできないとされ」ており、交流権の制限は、

配慮権の剥奪とは独立の規定（BGB1684 条 4 項）による必要があるとされる。著者は、ドイツ法から

日本法への示唆として、親権停止下の面会交流のあり方を考えるためには、本質的に面会交流と親権

の相互関係を考える必要があることを説く。面会交流の法的性質論が錯綜している日本の学説の現状

を前にして、面会交流と親権との関係をどのように解すべきかについては今後の課題とするとの留保

付ではあるが、「面会交流は親権の一部ではなく、親権とは独立した関係にあるものと考える」との

私見が提示される。

【文献 10】宮崎紀子ほか「配偶者間暴力や児童虐待が問題となる調停事件における子の調査方法
の研究」『家裁調査官研究紀要』19 号（2014 年 9 月）1 － 89 頁
　2011 年に成立した家事事件手続法（平成 23 年法律第 61 号、2013 年 1 月 1 日施行）によって、調

停事件においても、子の意思を把握し、その意思を考慮することが要請されている。子の意思の把握

のためには、家庭裁判所調査官による事実の調査が重要な役割を果たすが、離婚時の子の監護紛争や

面会交流事件において、当事者から配偶者間暴力や児童虐待が主張される場合もある。本論文は、こ

のような配偶者間暴力や児童虐待が問題となる調停事件における子の調査方法について、参照すべき

最新の行動科学の知見を整理した上で、調査上の留意点を考察するものである。

　本論文では、まず配偶者間暴力および児童虐待の概況を各種の統計および調査から整理し、調査官

関与のあった家事事件のうち当事者から何らかの暴力および虐待の申告があった 78 例を対象として、

家庭裁判所における暴力の現れ方を分析する。さらに、配偶者間暴力や子への暴力の影響に関する国

内外の行動科学の知見に整理が与えられ、調査の方法が考察される。これらの分析から、「配偶者間

暴力をタイプ分けしてリスクアセスメントする視点、暴力が子に及ぼす影響についての様々な視点、

子の適応や子が非監護親を拒絶する言動に対する理解の枠組みなどは、家事事件における子の調査に

おいても活用でき、有効なものと思われ」ると指摘する。



－ 104 －

　本研究は、実際にこのような暴力が問題になる子に関する事実の調査を行う家庭裁判所調査官を念

頭に置いたものであるものの、2011 年家事事件手続法の施行以降、子に関する事実の調査が重要になっ

ており、これまでこのような実務的な研究が十分に行われていなかったなかで、貴重な研究であると

いえる。

【文献 11】岩志和一郎「親の養育権と児童保護の融合を目指して――ベルリンの点と、線と、網と」
『家族〈社会と法〉』32 号（2016 年）1 － 19 頁
　日本と同様に児童虐待が社会問題となっているドイツにおいては、2000 年代から子の福祉の危険化

を回避するために、数次にわたる立法により、民法（BGB）および連邦社会法典第Ⅷ編（SGB Ⅷ：児

童ならびに少年援助法）の改正を行ってきた。ドイツにおける虐待対応において、「子の福祉の危険化」

を防止するための処置に関する裁判所の手続は、家庭裁判所の職権で開始するとされるが、実際には

少年局による手続喚起が重要な役割を果たす。本論文は、ドイツにおける児童保護実務がどのように

具体化されているのかを、①裁判所の手続を喚起するまでの間、少年局による子の福祉の危険化の評

価と保護がどのように行われているのか、②裁判所の手続が開始して行われる討議が実際上どのよう

に運営され、児童保護の流れの中で裁判所がどのような位置づけを与えられているのかという 2 つの

場面について、州（市）政府として活発な児童保護政策をとるベルリンでの実態調査をもとに分析する。

筆者は、ドイツにおいては、「親による子の保護・教育の尊重」と「親による保護と教育への速やか

な公権力の介入」という対立項のバランスをとるために、「介入は原則として司法の判断なしに行わ

れることはないという境界を厳守しつつ、ハードルの低い介入的措置を用意することで、全体として、

社会少年教育学的な理念に基づいて、親自身による自覚的な子の福祉の危険化状態の改善を期待する

という基本姿勢」を貫こうとしていること、この基本姿勢を支えるために、少年援助段階における少

年局による子の福祉の危険の評価および裁判手続における家庭裁判所と少年局との連携が導入された

ことを明らかにする。その一方で、筆者は、このような取り組みにもかかわらず、最終的な措置とさ

れる親の配慮の剥奪の件数が一貫して増加しつつあることに、ドイツ法の問題があると主張する。

【文献 12】「特集　家族法改正研究会第 9 回シンポジウム『養子法の検討』」『戸籍時報』731 号（2015
年 10 月）4 － 34 頁
　本特集は、2015 年 7 月 5 日に開催された家族法改正研究会第 9 回シンポジウムの記録であり、養子

法を検討対象とする。「Ⅰ　従来の立法提案」（前田泰）は、1947 年民法改正以降の養子法に関する改

正提案を詳細に整理し、「Ⅲ　比較法――フランス法を中心として」（西希代子）は、未成熟子を対象

とした断絶型養子縁組と養子の年齢を問わない非断絶型養子縁組の 2 本立てからなるフランス養子法

を紹介する。さらに、「Ⅱ　養子法の提案」（床谷文雄）では、養子法に関して逐条的に改正案が示さ

れる。具体的には、現行の特別養子に相当する断絶型縁組を縁組の原則としつつ、特別養子縁組にお

いて原則 6 歳とされる養子の年齢要件を緩和すること、夫婦共同縁組を要件としないこと、養親と養

子の間に 15 歳以上の年齢差要件をもうけること、父母が親権喪失の審判を受けている場合に父母の

同意を不要とすること、縁組に同意した父母について家庭裁判所が職権で親権者の職務を停止し、特
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別代理人の選任又は児童相談所長による親権代行、未成年後見人の選任を行うこと、父母の同意を 3

か月以内に限って撤回可能とすることなどが提案されている。なお、本改正提案は、2016 年の日本家

族〈社会と法〉学会第 33 回学術大会においても報告されている（【文献 13】【文献 14】参照）。

【文献 13】「シンポジウム　家族法改正――その課題と立法提案」『家族〈社会と法〉』33 号（2017
年 10 月）1 － 236 頁

【文献 14】「特集　家族法改正研究会最終報告『家族法改正――その課題と立法提案』」『戸籍時報』
750 号（2017 年 2 月）2 － 11 頁、「特集　家族法改正研究会最終報告（2）『家族法改正：その課
題と立法提案』」『戸籍時報』750 号（2017 年 3 月）2 － 33 頁
　日本家族〈社会と法〉学会第 33 回学術大会（2016 年 11 月 5 日・6 日）は、「家族法改正――その

課題と立法提案」と題するシンポジウムを開催した。本シンポジウムでは、2009 年 11 月に日本家族

〈社会と法〉学会の会員を中心に設置された「家族法改正研究会」（代表者：岩志和一郎早稲田大学法

学部教授）での検討結果を踏まえて、「親子法」「親権法・未成年後見法・扶養法」「婚姻法」「離婚法」

に関する立法提案とそれをめぐる討論が行われた。シンポジウムにおける報告および討論の内容につ

いては、学会誌である家族〈社会と法〉33 号【文献 13】に収録されるとともに、広く一般にも示す

目的で、立法提案とその解説は、戸籍時報 750 号および 751 号【文献 14】にも収録された。

　児童虐待とも関連のある立法提案としては、①父母の未婚・婚姻中・別居・離婚後を問わず共同親

権とすること、②親権行使に際しては、「子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を尊重しなけ

ればならない」ことを明文化すること、③懲戒権（民法 822 条）を廃止し、代わりに体罰の禁止を規

定すること、④親権者以外の第三者による監護に関する規定を新設すること、⑤親権停止・喪失に代

えて、親権行使の部分的制限と全面的制限を規定し、親権の制限だけでなく家庭裁判所が「必要な措置」

をとることができるものとすること、⑤未成年養子において特別養子縁組型を原則化すること、⑦特

別養子縁組型の未成年養子における子の年齢要件を 18 歳に引き上げること、⑧ 12 歳以上の子が養子

になる場合は子本人の同意を必要とすること、⑨実親の同意撤回に 3 か月の期間制限を設けること、

⑩試験養育期間を 1 年以上とすること、⑪子の出自を知る権利を制度的に保障することなどが挙げら

れる。

【文献 15】姜恩和＝森口千晶「日本と韓国における養子制度の発展と児童福祉――社会的養護と
しての養子縁組を考える」『経済研究』67 巻 1 号（2016 年 1 月）26 － 46 頁
　養子縁組は、法的親子関係を形成し、家庭に恵まれない子に恒久的な家庭養育を保障する点で、要

保護児童の養育にとって重要な制度の一つである。日本では要保護児童を対象とした養子縁組が少な

いのに対して、文化的・制度的に共通性を有する韓国においては、要保護児童の養育にとって養子制

度が重要な役割を果たしている。本論文は、日韓における多様な政府統計および資料を用いて、児童

福祉政策と養子制度の展開を定量的に把握し、両国おける社会的養護としての養子縁組の位置づけが

大きく異なるに至る歴史的経緯を解明する。

　日本では、戦後直後に養子縁組が盛んな時期もあったが、社会的養護における主流は施設養育であ
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り、一度施設に入所した児童は長期的に施設で養育される傾向が強く、1987 年に特別養子縁組制度が

創設された後も養子縁組が積極的に活用されなかった。これに対して、韓国では、朝鮮戦争直後の要

保護児童対策では施設養護が中心であったが、1960 年代から 70 年代にかけて国際養子縁組が急増し、

その後国際養子縁組の減少と国内養子縁組の増加へと転じる。日本と韓国で養子縁組の位置づけが異

なる背景として、日本では「政府の財政的措置を得て早くから施設養護が主流となり、児童相談所と

児童養護施設の長期的関係が成立するなかで児童福祉のための養子法改正が遅れ」た一方で、韓国で

は「国家の財政難から早くに施設養護から家庭養護への移行が進められ」、行政（健康福祉省）と斡

旋機関の連携の下で、養子縁組が推進されてきたことが明らかにされる。

【文献 16】鈴木博人「社会的養護と特別養子制度――児童福祉法改正作業における議論の整理――」
『法学新報』123 巻 5・6 号（2016 年 11 月）433 － 478 頁
　2016 年 6 月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 63 号）は、附則

2 条 1 項において、政府が、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養縁組制度の利用促進の在り方

について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを規定した。さらに、児童福祉法

等改正法を審議した参議院労働委員会の附帯決議においても、同様の措置を講じることが決議された。

　本論文は、各種の政府会議および厚生労働省における審議会の議事録を丹念に分析することを通じ

て、上記のように特別養子縁組の利用促進に向けての提案がなされるに至った経緯を解明する。具体

的に分析の対象とされるのは、社会保障審議会児童部会に設置された「児童虐待防止のあり方に関す

る専門委員会」および「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」の2専門委員会、そして「す

べての子どもの安心と希望の実現に向けた副大臣会議」および「子どもの貧困対策会議」という政府

の 2 つの会議である。分析を通じて、筆者は、特別養子制度の利用促進の主張の根幹に「パーマネンシー

の保障」がある一方で、これらの主張の根拠が十分に検討、考察されているわけではないことを指摘

する。

　なお、2019 年 3 月に特別養子制度の見直しのための民法改正法案が国会に提出されたが、本研究は、

この特別養子改正法案の淵源を尋ねる上で重要な資料的な価値を有する。

【文献 17】松本克美＝村本邦子＝安田裕子＝金成恩＝後藤弘子「児童期の性的虐待被害とその回
復をめぐる法と心理（法と心理学会第 15 回大会 ワークショップ）」『法と心理』15 巻 1 号（2015
年）84 － 89 頁
　本論文は、法と心理学会第 15 回大会における同名のワークショップにおける成果であり、「児童期

の性的虐待被害によるトラウマとその回復」（村本邦子）、「DV 被害と児童期の性的虐待被害の相関関

係：連鎖を断ち切る社会の力」（安田裕子）、「韓国における取組みの現状と日本への示唆」（金成恩）、

「児童期の性的虐待被害と民事損害賠償請求権の〈時の壁〉問題」（松本克美）、「指定討論　子どもの

性犯罪被害からの救済のために」（後藤弘子）から構成される。

　村本報告は、児童期の性的虐待被害のトラウマおよび被害によって起こりうる症状を整理した上で、

被害者の回復は被害者が被害を認識し、被害を受けないように安全を確保することから始まり、法的
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解決を求めることがこれに寄与する場合がある一方で、裁判が被害者のペースで行われるわけではな

いために、大きなリスクを伴うことを指摘する。安田報告は、「子ども時代の被虐待経験が、加害行

為をもたらす危険要因となりうる」一方で、「不幸な子ども時代を過ごした被害者が後に加害者にな

るという単純な図式が成り立つわけではない」こと、加害男性が社会から暴力を容認する価値観等を

学んでいる側面があることを明らかにし、暴力の連鎖を断つためには、地域社会の教育や世代間の

文化伝達にまで視野を広げる必要があることを指摘する。金報告は、韓国における性暴力被害児童の

保護のための法制度について、①反復陳述による二次被害を防止するとともに、児童の陳述の客観的

な信憑性を保障するために導入された映像録画義務制度、②児童性暴力を専任するヘバラギ児童セン

ターのワンストップ支援システムを中心に紹介する。松本報告は、児童期の性的虐待被害者が加害者

に対して不法行為に基づく損害賠償請求をする際に直面する消滅時効・除斥期間という〈時の壁〉に

焦点をあて、消滅時効の起算点を児童期に受けた「被害が今なお原告を苦しめていることが医師によ

り認定された時」とする解釈論とともに、ドイツ法を参考にした特別立法の必要を説く。

【文献 18】松本克美＝金成恩＝安田裕子「児童期の性的虐待被害とその回復をめぐる法心理 2 ─
―ドイツ・韓国調査の報告（法と心理学会第 16 回大会ワークショップ）」『法と心理』16 巻 1 号（2016
年）69 － 74 頁
　法と心理学会第 16 回大会は、第 15 回大会に引き続き、「児童期の性的虐待被害とその回復をめぐ

る法心理」をテーマとしてワークショップを開催した。本論文は、同ワークショップの成果であり、

ドイツおよび韓国における調査の報告を中心に構成される。

　ドイツ調査報告（松本克美）では、児童期の性的虐待被害に対する損害賠償請求が時効や除斥期間

によって消滅する問題について、ドイツ法の分析を通じて日本への示唆が得られる。2002 年の民法

改正によって、性的自己決定の侵害に対する請求権は被害者が満 21 歳になるまで時効が停止すると

する特別規定を新設したドイツ法について、改革の背景と意義、改革からこぼれ落ちた被害者の支援

が紹介される。さらに、日本の債権法改正において、ドイツのような時効に関する特別規定を導入し

なかった要因が、児童期の性的虐待被害の深刻さと社会における広がりが社会的に認知されていな

いことにあるとし、「被害の特質を明らかにし、社会にアピールするためにも法と心理の協働が更に

必要である」と説く。韓国調査（金成恩）では、性的虐待に関連した立法とともに、政府機関および

NGO が提供する支援の実際が紹介される。韓国では、政府機関である法務部と女性家族部が 2013 年

7 月に締結した業務協約に基づいて、性的虐待の防止と被害者支援のための多様な方策が講じられて

いるとされる。他方、代表的な被害者支援 NGO である「性暴力相談所」では、心理並びに情緒的支

援を中心的に行うとともに、被害者の医療機関および保護施設への引渡し、司法手続のための法律扶

助団体など関係機関への協力や支援の要請なども行っていることが紹介される。

（阿部純一）



－ 108 －

３．刑事法分野
【文献 19】田中嘉寿子『性犯罪・児童虐待捜査ハンドブック』(2014 年 1 月 )
　女性の検察官である筆者は、「女性・子供の被害者の取調べを不可欠とする性犯罪事件を担当する

ことが多く、被害者やその家族のトラウマ（精神的外傷）の深刻さに触れてきた……経験に基づき、

被害者の心情に配慮した捜査こそが、性犯罪の真相を解明し、適切な量刑を得る要であるとともに、

被害者の回復を促す足掛かりになり得ること……を痛感し」たため、「被害者に与える二次被害を最

小限に留める配慮のある捜査・公判手続とは何かを模索する」ものとして、本書を著したという（本

書はしがき）。

　本書は、このように真相の解明および適切な処罰という視点と被害者の保護という視点から、女性

に対する性犯罪の事件と児童に対する身体的虐待・性的虐待の事件について、文献の参照と自身の経

験などを交えつつ､ 犯罪捜査にあたっての留意点を進展の段階ごとや事件・被害者の類型ごとに指摘

するとともに、真相の解明や被害者の保護に向けた措置・方策を――法的なものも事実上のものも―

―細かく提示している。本書は、証拠の保全や被害者に対する配慮についての具体的な手法の解説お

よび注意の喚起を内容としていて、警察官をはじめとした捜査実務に携わる者に向けて書かれたこと

がわかる。また、刑事実体法・刑事手続法についての解説を多く盛り込んでいることや、性犯罪の被

害者に対する各種の保護・支援に関しては公判におけるものや刑事手続外のものにも幅広く言及・説

明しているといった点から、被害者の支援に直接・間接に関与する公的機関・民間団体の担い手にも

参考となるように書かれたことがうかがえる。このように、本書は、児童虐待の刑事事件を真相の解

明と被害者の保護という視点から捉え、そのつどの局面で生じる実務上の問題に対応するための手引

きとして、関連する事項を網羅した内容となっている。

　本書のスタンスは、筆者の捜査官・訴追官としての立場から意味づけられる＜真相の解明＞を前面

に押し出したものとなっており、被疑者・被告人となる男性や保護者に対して厳しい姿勢・見方をもっ

て対峙するように求める。例えば、「自分を『援助（＝非難）する』者は、援助者ではなく敵である

という加害者の精神構造を理解して初めて、否認理由や客観的事実とずれた『不幸話』の欺瞞性・自

己中心性に対する的確な反証ができる」（同書 180 頁）といった固定的な見方に立脚して事件に対応

することを求める。なお、時々の論述には心理学や精神医学などの知見が文献の参照とともに織り交

ぜられていて、いわゆる「偽記憶」に関する心理学上の研究に真っ向から異論を唱える（同書 215 頁

以下）といった論述も見受けられる。

【文献 20】岡田行雄「少年司法における虐待被害」『熊本法学』133 号（2015 年）41 － 76 頁
　本稿は、少年司法における非行少年の取り扱いについて、少年による非行とその被虐待経験との関

連性が以前から指摘されてきたのに、「実務上は、少年に虐待被害があったことが家庭裁判所の少年

手続や逆送後の刑事手続において認められたとしても、それはあくまで生育過程の一事情に過ぎ……

ないとの評価が一般的となったように見受けられる」という所見から出発する。この所見は以下の事

情から導かれている。すなわち、一方で、家庭裁判所調査官研修所や日弁連の研究会による調査研究

によって被虐待経験が「重大な非行の原因」となることは示唆されていたという事情を挙げる。しか
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しながら、重大な非行の事案を扱った少年事件における保護処分・刑事処分の選択や裁判員裁判の量

刑判断については、被虐待経験が「必ずしも少年の保護や健全育成に向けて……重視されているわ

けではない」という事情を指摘する。その上で、「虐待被害が……あくまで生育過程の一事情に過ぎ

……ないとの評価」の一般化は、特に「粗暴型非行」を行った少年の事件において、むしろ結果の重

大さ・残虐さや状況・現場の凄惨さから犯情を悪質と評価して重い処分を選択するといった誤った取

り扱いに結びつくものと理解する。この理解の根拠として、本稿は、「虐待被害による脳の発達の障

がい」を粗暴行為に至る要因の 1 つと位置づけたうえで、脳の発達の障がいを有するという事実も、「当

該少年への適切な教育の必要性を根拠づけるもの」あるいは「国家や社会によって……防止のための

適切な措置やマンパワーがかけ続けたことによって生じ、さらには悪化させられたもの」と捉えなけ

ればならないのとともに、「その影響は、少年の刑事責任のみならず、その非行性や粗暴行為じたい

の悪質性を評価するに当たって」重視すべきものと主張する。

　本稿の特徴は、以下の点にある。

　第 1 に、少年司法・刑事司法の取組みにおいて「虐待被害による脳の発達の障がい」に着目したと

いう点である。すなわち、本稿は、脳科学の領域における知見を挙げて、虐待被害が脳の発達に悪い

影響を及ぼすことに着目するのとともに、相応に成熟していない脳の働きと犯罪・非行との因果関係

を――一般に些細な契機と理解されるような苦痛であるのに少年がこれに暴力のかたちで対応してし

まうという「粗暴型非行の発生メカニズム」を挙げて――指摘する。また、両者の因果関係と併せて、

脳の発達の障がいは適切な世話・保護や根気強い支援・指導によって治癒・改善しうるという点も強

調する。

　第 2 に、虐待被害と犯罪・非行との関連性を捉え直して、虐待被害の事実を適切な教育の必要性と

結びつけるという点である。すなわち、子どもの権利条約における成長発達権の保障や日本国憲法に

おける幸福追求権の保障といった視点から眺めれば、「虐待被害による脳の発達の障がい」は、少年

における「再非行のリスク」でなくて、「むしろ、当該少年の成長発達可能性を示すもの、そして、

当該少年への適切な教育の必要性を根拠づけるものと」捉え直されなければならないというのである。

　第 3 に、このような「虐待被害の捉え直し」が障がい者の権利条約の視点に立ってさらに展開され

ているという点である。すなわち、「虐待被害の捉え直し」とは、障がい者の権利条約第 1 条第 2 文

に定められた「社会モデル」を基調とした視点に立てば、非行少年が適切な支援を受けられなかった

ことやむしろ学校や地域などから排除されてきたといった社会的な事情も重視するように要求するも

のであって、また、このような支援の欠如や排除の積み重ねは、「虐待被害による脳の発達の障がい」

に対して医学的な評価に留まらない意味を与えるものと位置づけられている。そして、このような障

がいを有する少年については、障がいが要因となって「暴力……を止めることが困難であった……場

合、適法行為の期待可能性がないか、著しく低減しており、規範的責任論に拠る限り」、刑事責任の

否定や軽減を認めなければならないというのである。

　第 4 に、家庭裁判所における社会調査・少年審判のあり方や刑事裁判のあり方を障がい者の権利

条約の視点から問うという点である。すなわち、「合理的配慮が提供されることを確保するためのす

べての適切な措置をとることを義務付け」た障がい者の権利条約第 5 条に照らして、「虐待被害は、
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……少年にどのような支援ないし排除がなされてきたのかと関連づけられ、実行行為についての刑事

責任、少年の非行性、行為態様などの悪質性の評価に影響を与えるものとして重視されなければなら

ない」という。そして、例えば、虐待被害による影響を「解明するために、司法機関が、医療機関だ

けでなく、教育や社会福祉に携わる諸機関とも連携を深める……取り組みこそ、障がい者の権利条約

が締結国に求めている合理的配慮」であるというのである。

　なお、本稿については、本書 58 頁《法学研究の動向・児童福祉分野②ｉ）》および 66-67 頁《法学

研究の動向・児童福祉分野④ ii）》も参照されたい。

（岩下雅充）

４．憲法・行政法分野
【文献 21】野村武司「『要保護児童対策』における情報共有と個人情報保護」『都市と環境の公法
学――磯部力先生古稀記念論文集――』（勁草書房、2016 年）335 － 355 頁
　子ども虐待への対応として、2004 年の児童福祉法改正で法定された要保護児童対策地域協議会（要

対協）は、同協議会の構成メンバーにおける守秘義務を前提として情報共有を図ることを通じて子ど

も虐待の防止、早期発見を図るものであるが、共有される情報が個人情報でありセンシティブ情報で

あって、個人情報保護の原則によるべきことが正確に理解されていないことが要対協の機能障害をも

たらしているというのが本論文の問題意識である。

　本論文は、まず個人情報保護の原則につき、さいたま市個人情報保護条例を例に確認し、個人情報

取扱事務「登録簿」の作成・公表、「個人情報保護審議会」の関与等を指摘した後、「要保護児童対策」

における情報共有が個人情報の例外的取扱いに当たることを強調する。具体的には、（a）子ども虐待

の相談・通告につき、児童虐待防止法 7 条は「通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない」

と定めるが、通告があった事実自体が通告者の特定につながりうるとして保護者への通告情報の告知

を誤りであると指摘する。また、(b) 相談・通告後の家族・家庭の状況の把握は、多くの場合、実施

機関内において本人の同意によらない目的外利用となるが、把握先が要対協とは必ずしも関わらない

部署である場合は法令に基づく目的外利用ではなく他の要件による目的外利用として慎重な対応が求

められる。これに対し、(c) 家族・家庭の状況の把握に際し、実施機関外に情報提供を求める場合には、

本人同意のない本人外収集として位置づけられ、収集先が要対協のメンバーでない場合は、法令に基

づく提供または収集関係にないことから、相手方機関の個人情報の取扱いも問題となり、情報提供が

拒否されることもあるとして、相手方に対する丁寧な説明によって理解を求めるべきであるとする。

また、自治体間の情報の提供関係の法令上の根拠としての児童虐待防止法 13 条の 3 の重要性が指摘

される。

　こうして要対協では情報が共有されるが、要対協の調整機関による個人情報管理とともに、各関係

機関の側でも個人情報保護の原則によらねばならず、とりわけ要対協に参加する警察が持ち出しの許

されない記録を会議中に全て筆記するといった取扱いが批判される。

　以上、本論文においては情報交換を定める児童福祉法 25 条の 2 第 2 項と個人情報保護条例の関係

を精緻に検討することによって、円滑な情報共有を可能にすべきであると説かれる。
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【文献 22】横田光平「行政過程への司法関与」『同志社法学』375 号（2015 年 6 月）449 － 473
頁
　子ども虐待へのより積極的な国家介入とあわせて、介入の適正さを確保するための司法関与の導入

が主張されるが、本論文は 2007 年児童虐待防止法改正で導入された臨検捜索における司法関与を中

心に、司法関与のあり方につき行政法全体を視野に入れ、適宜ドイツ法をも参照しながら検討するも

のである。本論文は憲法上の住居不可侵及び人身の自由に焦点を当てるものであり、後者について児

童福祉法 27 条の 3 に定める児童の自由制限の検討もなされているが、ここでは上記臨検捜索の検討

を中心に紹介する。

　児童虐待防止法 9 条の 3 に定める臨検捜索について考察するにあたっては、税務調査の立入に係る

最大判昭和 47 年 11 月 22 日刑集 26 巻 9 号 554 頁（川崎民商事件）の理解が問題となる。同判決を刑

事手続との関係を中心に理解するなら、児童虐待防止法 9 条の 3 の臨検捜索は刑事手続とは区別され

るので判例から一歩踏み出すものと位置づけられるが、同判決が指摘する直接的物理的な強制と同視

しうるかという点を重視するなら、憲法 35 条の令状主義の当然の要請として位置づけられることと

なる。本論文は、プライバシー侵害といった強制の具体的態様に着目すべきとして後者の立場をとる。

　その上で本論文は、警察官職務執行法 6 条 1 項の立入につき司法関与の定めがない点につき、緊急

性の観点からのみ説明するのではなく、ドイツ基本法 13 条の議論を参考に、捜索が認められない点

に着目し、この観点から児童虐待防止法の臨検捜索との差異を説明する。

　結局、児童虐待防止法 9 条の 3 の臨検捜索は、「捜索」というプライバシー侵害の態様に鑑みて憲

法上の令状主義の要請であり、この点で警察官職務執行法 6 条 1 項の立入と区別されるのであり、後

者の厳格な要件を無視して前者の令状主義の要請を潜脱することは許されず、両者の峻別が求められ

る。

　2016 年の法改正により臨検捜索の手続が緩和されたが、より積極的な手続利用に向かう際に留意す

べき点が本論文において指摘されているといえよう。

【文献 23】横田光平「司法機関が関与する行政過程」『法律時報』87 巻 1 号（2015 年 1 月）47 －
55 頁
　上記論文に対し、司法機関が関与する行政過程全般に視野を広げて行政法的考察を行う中で、児童

虐待防止法 9 条の 3、警察官職務執行法 6 条 1 項、児童福祉法 27 条の 3、児童福祉法 28 条等につい

て検討するのが本論文である。

　本論文は、司法機関が関与する行政過程を（A）行政機関のイニシアティブによりつつ裁判所が直

接私人に対して決定を下す場合、（B）行政機関の職権による手続に司法機関が関与する場合、（C）

私人からの申請・届出に際し司法機関の判断を経た上で行政活動がなされる場合に 3 分した上で、そ

れぞれの場合ごとに、（1）私人の法的地位の観点からどのような司法機関の関与である（べき）かを

問うた上で、（2）（α）当該行政過程と分節された司法過程との関係、（β）当該行政過程に関与する

司法機関と行政機関との関係を問う。考察の中で注目すべき部分のみを以下紹介する。

　まず（B）職権手続における司法機関の関与として、児童虐待防止法 9 条の 3、警察官職務執行法 6
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条 1 項につき上記論文の考察をまとめた後、ドイツ法 104 条を参考に、警察による保護の時間制限を

憲法上の要請とみて、一時保護委託を 24 時間以内に限定する警察実務を児童福祉法上明文化すべき

と主張するとともに、児童福祉法 27 条の３に定める児童の自由制限につき、個室に一人で閉じ込め

ることは人身の自由の保障の観点から司法機関の関与を必要とすると主張する。一方で児童福祉法 28

条が親権制限への司法関与であることが確認され、同法 33 条の一時保護の司法関与の検討が主張さ

れる。

　次に（C）申請・届出手続における司法機関の関与としては、離婚後に非親権者となった親と児童

福祉施設入所中の未成年者との面会交流に関する家事審判事例が検討される。

　その上で（α）児童虐待防止法 10 条の 6 における臨検捜索に対する差止訴訟の排除、及び、28 条

審判を経た措置に対する取消訴訟の審理を限定する裁判例に対し、憲法上疑問であるとし、さらに（β）

（B）28 条審判など職権手続における司法機関の関与においては、司法機関の判断に行政機関は反す

ることはできないとの判断が示される。

　第 7 期からの同筆者の研究が、上記論文を経てより広い視野から展開され、研究の進展が窺われる。

【文献 24】横田光平「子ども法と警察」角松生史＝山本顯治＝小田中直樹編『現代国家と市民社
会の構造転換と法　学際的アプローチ』（日本評論社、2016 年）137 － 156 頁
　児童虐待への警察の関わり方が問われているが、本論文は警察活動の変容を踏まえつつ、児童虐待・

少年非行・いじめを素材に子どもに関わる法と警察の関係を問う。ここでは児童虐待に係る部分を紹

介する。

　本論文は、まず日本国憲法の下で権力濫用への反省から出発した警察が、生活の安全への積極的関

わりを求められるようになってきた状況を確認した後、司法警察・行政警察と児童福祉法との視点の

差異を指摘する。児童福祉法の視点として、子どもにとっての時間の重要性、すなわち「時機」と「継

続」の重要性を挙げ、子どもと親の関係の重要性を導く。

　その上で本論文は、2012 年 4 月 12 日付けの通知を中心に、児童虐待における警察と児童福祉機関

の連携のあり方を問う。

まず家庭への介入として、児童虐待への迅速な対応が求められるとしつつ、子どもと特定の他者との

継続的な関係（愛着関係）＝親によって養育される権利の重要性を確認する。その上で、2012 年通知

において警察職員等の知見の活用が強調されている点につき、愛着関係への視点の重要性を指摘し、

児童相談所の責任ある判断に警察が取って代わることがあってはならないとして、児童虐待防止法 9

条の 3 の臨検捜索によるべき場合に警察官職務執行法 6 条 1 項により立ち入った事例を批判的に考察

する。その一方で本論文は、要保護児童対策地域協議会への少年警察の参加を積極的に評価する。

また、司法警察についても、2012 年通知において刑事部と少年警察の連携が語られ、迅速な捜査体制

の確立が求められている点につき、児童相談所との連携の課題に言及するとともに、司法警察におけ

る刑事手続保障の潜脱の問題点を指摘し、要保護児童対策地域協議会での情報共有との関係について

慎重な検討を求める。

　本論文は 2012 年通知を素材とするものではあるが、考察の基本的な枠組みは、児童虐待への警察
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の関わりについてのその後の動向を検討する上でも参考となるだろう。

【文献 25】横田光平「即時強制・仮の行政処分・事実行為の実施――参照領域としての子ども法――」
宇賀克也＝交告尚史編『小早川光郎先生古稀記念　現代行政法の構造と展開』（有斐閣、2016 年）
729 － 744 頁
　本論文は、行政法学における「即時強制」概念の位置づけを問い直すものであるが、素材として児

童福祉法 33 条の一時保護に関する 3 つの裁判例を取り上げて分析する。

　3 つの裁判例においては一時保護を即時強制ではなく「狭義の行政処分」（＝行政行為）と理解した

上で行政手続の規律のあり方が問われており、一時保護の暫定的性質を指摘する点は「仮の行政処分」

としての理解を示すものであるが、その場合に一時保護決定と区別される事実行為の部分をどう理解

するかが問題となる。この問題について、本論文はまず児童福祉法 27 条 1 項 3 号の措置の法的性質

を検討し、同措置は、職権による行政行為とそれに基づく事実行為の実施であるとし、同措置をめぐ

る子どもと親の関係の両義性を直截に捉え、干渉とも給付とも単純に分類されえない行為として捉え

るべきとの結論を導く。その上で、一時保護についても干渉とも給付とも分類されないとして、家庭

裁判所の承認手続のない一時保護については行政手続法の適用に困難を生ずることから、行政行為と

して理解することが難しいと結論づける。他方で本論文は一時保護を即時強制と理解するにも留保が

必要であるとする。

　本論文は、一時保護を行政行為と理解する 3 裁判例の理論的誤りを明らかにするものであり、その

論拠は 2017 年児童福祉法改正により 2 か月を超える一時保護に限って司法関与の仕組みが導入され

た後も引き続き妥当するものである。従来十分に解明されていなかった一時保護の法的理解を深める

上で注目される。

　なお本論文は、児童福祉法 27 条 1 項 2 号の指導措置についても同様に干渉とも給付とも分類され

えないとの見解をも示しており、さらなる検討が期待される。

（横田光平）

５．児童福祉分野
【文献 26】滝川一廣他編『そだちの科学』27 号（日本評論社、2016 年 10 月）
　2004 年以来の児童虐待関連の特集として「『子ども虐待』はなぜなくならないのか――子育て困難

にどう対応するか――」を組み、「『虐待』という呼称そのものに対する疑義を表明し、『虐待』を『子

育て困難』という視点から捉え」（編集後記、98 頁）る論稿を集めた。

　滝川一廣「子どもを育てる難しさと子育ての失調」（2 ‐ 8 頁）、小林隆児「『甘え』の世界からみた

子育て困難――アタッチメント研究で捨象されてきたもの――」（15 － 19 頁）、杉山登志郎「診察室

から見た子育て困難」（20 － 24 頁）ら、いずれも本誌の編集人をつとめる精神科医たちが、児童虐待

を児童精神科の治療対象として捉える視点から、「子育て困難」「親子関係不調」といった児童虐待の

概念変革を呼びかけている。



－ 114 －

【文献 27】石崎優子他大阪小児科医会被虐待児養育環境問題検討委員会「大阪府内における被虐
待児の社会的入院の現状と課題」『日本医事新報』4826 号（2016 年 10 月）18 － 20 頁
　「児童虐待の通告件数が全国一多」い大阪で、「子どもを保護する施設が少なく保護すべき事例の数

に対応できないこと、そしてそのしわ寄せとして子どもの『社会的入院』が増えていることを問題視し」

た小児科医会における研究チームによる研究である。社会的入院の要因を「保護者の養育不足」の症

例と「虐待の後遺症」の症例に分けて捉え、それぞれ「入院治療の必要性が低い児が病床を占めるこ

とによる入院治療が必要な患者の病床不足」と「24 時間医療機器の音が鳴り響く病棟は、生活の場と

しては適切ではない」こと、「虐待行為により一旦重篤な後遺症を持つに至った児の退院先に関して

は保護者は不適切」であるが、虐待の後遺症の医療的ケアは重度の児童を対象とする重症心身障害児

施設しかないのが現状であり、これに対し「重症度が低い児の入れる新たな施設の開設」を求めている。

【文献 28】根岸弓「児童虐待対応制度の評価指標の構築と経験的適用の国際比較からみる日本の
制度的特徴」『社会福祉学』56 巻 3 号（2015 年 12 月）29 － 43 頁
　児童虐待に対応する制度に着目し、制度評価のための指標を構築することを目的とした研究である。
保護の視点と当事者参加の視点を両極に据える、筆者による「児童虐待対策制度の構造分析モデル」

を基盤として、当事者参加の程度を評価し、さらに、アメリカ、フランス、スウェーデンとの比較を行っ

た。その結果、児童虐待に対応する日本の制度は、子どもと親の双方とも「参加」の機会が他国に比

べて「かなり制限されている」状態であり「当事者非主体的制度」といえると指摘された。

【文献29】実方由佳「子ども虐待対応における『専門職間連携』の擬態化――実践家の『専門職間連携』
認知を介在させた検証――」『社会福祉学』55 巻 2 号（2014 年 9 月）27 － 39 頁
　児童虐待への対応は、「子どもの未熟性ゆえに、そして子どもの権利侵害が疑われる行為者（養育者）
の恣意を除外する意図故に」当事者が協議に加わらないことが多いという点に着目し、「援助システ

ムがすり替わる可能性を含有する」危険性を指摘する。そして、「援助システムの存在意義となるク

ライエントを理解しようとする力動がなくても、複数の実践家が何らかの作業をし、何らかの関係性

を持てば『専門職間連携』であるかのように錯覚する可能性がある」と、警鐘を鳴らしている。継続

論文「子ども虐待対応における『専門職間連携』に関する地域間での“違い”――専門職の認知（物

事の捉え方）を題材にした検証――」（『社会福祉学』55 巻 4 号（2015 年）30 － 42 頁）、「子ども虐待

対応のための個別ケース検討会議開催回数が専門職に与える影響」（『ソーシャルワーク学会誌』32 号

（2016 年）13 － 24 頁）において、同じ課題認識に立った検討を深めている。

【文献 30】社会福祉法人恩賜財団愛育会「一時保護所における支援のあり方に関する研究（平成
26 年度児童福祉問題調査研究事業）」（2015 年）
　母子愛育会の研究班（和田一郎、山本恒雄、大久保牧子、鈴木勲、茂木健司、川松亮、森田展彰、大橋洋綱、
山口玲子、阪東美智子、大崎元）では、2014 年に、自治体・児童相談所の概要把握（研究 1）と一時保

護所退所後の児童について退所後の状態に影響を及ぼす要因を検討すること（研究 2）をおこなった。　
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　「研究 1：一時保護所の支援のあり方に関する実態調査」は、全国の児童相談所を設置している 69

自治体（回収率 68.1％）および全国の児童相談所 207 ヶ所（回収率　児童相談所の概要調査：85.5％　

一時保護所退所後の児童の状態調査：86.9％）に調査書を配布して行った。「研究 2：児童相談所一時

保護所入所児童コーホート調査」は、2014 年 8 月 1 日から 31 日の間で 3 日以上の一時保護を受けた

児童を対象とし、保護 3 日目を「1 回目」とし保護解除時を「2 回目」としてデータをとり、分析した。

設置基準をもたない児童相談所一時保護所について、全国的な概要把握がなされ、とくに「虐待を受

けた子どもへのケア」の多さと困難さへの課題認識にたって「よりよい一時保護所のために」として「大

規模な予算が発生しないため、すぐ導入を検討すべき事項」から「職員のスキル向上のために」具体

的な提言を行った点は非常に意味深い。

　報告書は下記のとおり公開されている。2019 年 3 月 23 日最終確認：

www.boshiaiikukai.jp/img/hokoku-jido-26.pdf#search=%27%E4%B8%80%E6%99%82%E4%BF%9D%

E8%AD%B7%E6%89%80%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%94%AF%E6%8F

%B4%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3

%82%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6%27

【文献 31】山本恒雄「介入型ソーシャルワークと司法関与」『子どもの虐待とネグレクト』16 巻 3
号 (2014 年 12 月 )256 － 262 頁
　児童相談所による一時保護が、児童相談所の本来の姿である相談支援型ケースワークにそぐわない

面をもつという指摘から、『子どもの虐待とネグレクト』誌における「司法関与と虐待」の特集が組まれ、

児童虐待の対応に関しての児童相談所の権限集中の問題が議論された中の論文である。とくに緊急一

時保護においては強権的な介入と支援的な関わりの双方を児童相談所が担うという構造的困難を論じ

て、具体的な場面にたった提起がなされている。

【文献 32】鈴木浩之「子ども虐待に伴う不本意な一時保護を経験した保護者の『折り合い』のプ
ロセスと構造――子ども虐待ソーシャルワークにおける『協働』関係の構築――」『社会福祉学』
57 巻 2 号（2016 年 8 月）1 － 14 頁
　職権一時保護等を経るなど相談動機が欠如した児童虐待事例を家族の再統合に向けて相談支援を行

うことが至難であることへの課題認識に立ち、不本意な一時保護を経験した保護者と児童相談所の協

働関係の構築プロセスとその構造を「実践者の立場からの考察」した成果である。「職権一時保護等

の場面において、保護者と児相が対立的な関係になりながらも、いかに『子どもの安全』という目標

を共有するのか」という問いに発して、職権一時保護を体験した被虐待児童の 10 家族 20 人を研究協

力者としてインタビュー調査を行うという、旧来にない画期的な手法がとられている。データ分析の

結果として創出されたコンセプトのなかで「折り合い」が核概念として提示された。また、「失う」「折

り合い」「引き取る」という 3 つのステージに分類される 6 つのカテゴリー「見通し」「支えられる」「担

当者との関係」「話し合いの場」「子どもへの思い」「期待」の要件を整えることがソーシャルワーク

の課題として示唆された。
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【文献 33】宮田顕一郎「ステップファミリーにおける身体的暴力による虐待死のリスク評価の視点」
『研究紀要』32 号（北海道中央児童相談所、2015 年 3 月）51 － 77 頁
　「就学前の児童が血縁関係のない父親の行為で死亡するリスクを推計したところ、実父の行為で死

亡するリスクの 60 倍以上にのぼる」というデータを根拠としてステップファミリーに着目し、児童

虐待傷害致死事件の裁判記録をもとに虐待死のリスクとなる一定の傾向を分析した。この結果として、

同居から数か月の範囲での暴行で虐待死している事例が多く、発生する曜日や時間帯にも一定の傾向

があり、不安定さや同調性がみられる夫婦関係や、子どもの発達状況や家庭内の開示状況にも一定傾

向が認められた。

【文献 34】藤間公太『代替養育の社会学　施設養護から＜脱家族化＞を問う』（晃洋書房、2017 年）
　2013 年以降に発表された学術論文を基にまとめられた社会学の学位論文を刊行した書籍である。家

族社会学の研究方法論によりながら、家族社会学が従来とりあげてこなかった社会的養育の児童福祉

施設に着目して検討された。児童自立支援施設に 1 年間にわたり訪問を重ね、児童や職員との関わり

を踏まえた職員の聞取り調査を行い、多くの言説から集団性と個別性の議論を整理したとともに、別

の形態の児童自立支援施設への調査を重ね、集団性、個別性、家族性の 3 概念の関係性について再考

した。その結果として、「集団は支援の個別性を捨象するものとして批判された。その結果、家庭性

を支援に導入することが目指され、小規模化の推進がうたわれた」（145 頁）と考えられる社会的養育

の方向性に一つのアンチテーゼが提起されたことは意味深い。

【文献 35】保坂亨「居所不明児童生徒の実態と学校教育」『子どもの虐待とネグレクト』17 巻 1 号
（2015 年 4 月）28 － 33 頁
　学校基本調査の扱いがずさんであり「不就学」枠の「１年以上居所不明児童生徒数」項目が有効に

機能してこなかったこと、同統計が、厚生労働省による調査（「児童虐待防止法等にもとづく立入調

査等の状況について」2004 年）、警察庁による統計（警察庁生活安全局生活安全企画課による行方不

明届書が出され警察の捜索の対象となった人数）と相互に連関していないことを指摘したうえで、「居

所不明児童」への着目から厚生労働省が総務省、法務省、文部科学省、警察庁の協力を得て実施した

調査（「『居所実態が把握できない児童』に関する調査」2014 年）の結果をもとに、事件報道や補足調

査で得られる情報を加味していくつかの類型に整理し、特に学齢児の居所不明児童については「さま

ざまな形態の不就学（無戸籍、未就籍の問題）とつながっている可能性」があり「学校教育としては、

こうした新たな『不就学』問題、さらには『子どもの教育権保障』といった裾野の広い問題として捉

えていく必要があるだろう」と問題提起している。

【文献 36】山田不二子「消えた子ども問題の解決に向けた取り組み」『子どもの虐待とネグレクト』
17 巻 1 号（2015 年 4 月）34 － 37 頁
　小児科医で子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク理事長を務める筆者は、居所不明児童問題を社

会制度上の工夫を施すことで解決可能・防止可能な問題として捉え、既存の要保護児童対策地域協議
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会の活用とそこへの情報集約の徹底を、市区町村に対してマニュアル整備を求めつつ提案している。

重ねて、要保護児童対策地域協議会において関係諸機関との連携のもとで調査を行ったうえでの所在

不明児童については捜索対象事例とすることと共に、DV 被害等による情報提供に配慮を要する事例

に対応するために「中央官庁情報管理・突合システム」の構築、行方不明者届に基づく捜索と犯罪捜

査の間に位置付く「所在不明児童捜索制度」の新設を提起している。

（田澤薫）

【文献 37】川崎二三彦・増沢高編著『日本の児童虐待重大事件 2000 － 2010』（福村出版、2014 年）
　本著は、児童虐待防止法が制定された 2000 年から 2010 年までに大きく報道された 25 の重大事件

をまとめている。それぞれの事件について、新聞記事、検証報告書、事件に関する文献や論文などか

ら情報を収集して、5 つの視点①事件の概要、②家族の状況、③事件の経過、④事件へのコメント（事

件に関する専門家等からのコメント）、⑤事件がもたらした影響から事件を整理し、虐待防止につい

て分析を行っている。また、児童虐待対応の施策の動向等を踏まえて 4 つの年代（2000 年から 2004

年児童虐待防止法制定後の事件、2005 年から 2006 年児童虐待防止法第一次改正後の事件、2007 年か

ら 2008 年児童虐待防止法第二次改正後の事件、2008 年から 2010 年平成 20 年児童福祉法改正後の事件）

に分け、それぞれ第 1 章から第 4 章に、事件の発生時を基準に各事件をそれぞれの年代に分けて記述し、

さらに重大事件に関連するいくつかのトピックも随所に加えて事件を考察している。各事例の家族状

況について、原則として被虐待児の死亡時点でのジェノグラム（家族図）を添付し、その状況につい

て詳細にわたり分析している。

　虐待防止施策の観点から死亡事件の分析は必要であり、事件の検証を含め歴史的資料としての意義

においても重要な文献である。虐待の重大事件が、その後の虐待についての政策等の制定や施行に影

響を及ぼしていることを示しているところも本著の特徴であろう。

【文献 38】安部計彦他『ネグレクトされた子どもへの支援　理解と対応のハンドブック』（明石書店、
2016 年）
　本著は、子どもがネグレクトという不適切な養育を受けていることによる様々な影響と、その支援

の難しさについて論述されている。特に、ネグレクト支援の構造的な課題について問いかける。構造

的な問題を抱えている家庭への理解と対応について、第 1 部では理論編、第 2 部では実践編という形

を取り、理論編ではネグレクトの諸相、ネグレクトのアセスメント、子どもへの影響と心理的治療・

支援、海外における定義の変遷と発生率について記されている。実践編では、対象レベル、例えば予

防レベルから要保護レベルまで、子どもの年齢別の支援、そして、各関係機関（市区町村・児童相談所・

学校・児童養護施設・病院・保健師等）それぞれの支援のあり方について述べている。

　貧困家庭とネグレクトの関係性は、様々な先行研究でも述べられているが、本著でもその点に関し

ての記述がみられる。さらに援助拒否や引きこもりなど親のうつ状態や社会的孤立もネグレクトと関

係していることを指摘する。

　本書は、ネグレクト対応に特化した内容を研究報告としてまとめたものであり、様々な対応方法と
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ネグレクト予防に関しての提案を行った著書といえよう。2016 年の児童福祉法改正に伴い、市区町村

でのすべての子どもに対する子育て支援の強化が行われるようになった。本著では子育てに不安や心

配のある家庭への要保護児童対策地域協議会の活用と支援が求められるようになった状況下で、子ど

も虐待事例への在宅支援が求められるようになったこと、ネグレクト事例への支援の必要性が高まっ

ていることを主張する。

【文献 39】宮島喬『外国人の子どもの教育　就学の現状と教育を受ける権利』（東京大学出版会、
2014 年）
　本書は、外国人の子どもあるいは外国籍にルーツを持つ子どもへの教育とは、その課題とは何かに

ついて言及している。外国人の子どもたちが経験する共通の困難について、日本語を全く、またはほ

とんど使えず、日本の学校文化への馴染みもなく、教育の場に参加しなければならない子どもたちの

ストレス、不安、戸惑いなど、家庭支援の内容も含めて論じている。日本において、外国人の家族に

よる虐待事件も近年起こっており、外国人の子どもたちが直面する困難さを多角的に理解することに

より、本書から虐待防止の視点を学ぶことができる。移民受け入れの問題と多文化共生の課題、社会

的不平等など、また家族関係に恵まれない子どもの問題、非正規雇用の保護者の長時間労働が子ども

へのネグレクトを引き起こしていること、さらに、日本で育つ外国人の子どもの育ちの保障に関して

も論じている。外国人労働者とその家族を多く受け入れる今後の日本の状況を踏まえ、確認しておき

たい書といえよう。

（加藤洋子）

６．医療・保健・心理分野
【文献 40】関東由加他「子ども性的虐待家庭の背景――事例文献研究より――」『子どもの虐待と
ネグレクト』18 巻 3 号（2016 年 12 月）344-352 頁
　関東由加（2014）による研究「日本における性的虐待研究――事例文献からみる身体・行動・心理

上の問題」（日本心理臨床学会第 34 回秋季大会抄録集 p.323）は、事例文献から性的虐待の影響とし

て挙げられた内容を抽出し、性的虐待を受けた子どもが心理面、行動面、身体面でさまざまな症状を

表出することを明らかにした。その 2 年後の研究【文献 40】では、性的虐待への対応にあたり、性

的虐待家庭の実態を知ることは必要不可欠であるとして、虐待者や非加害親の反応や対応を分析する

ことにより、性的虐待の早期発見と対応についての注意点を示唆している。本論考は、1945 年から

2012 年 3 月までに発表された子どもへの性的虐待を扱った 617 件の文献のうち、雑誌、文学などを除

いた 481 件を対象として分析している。分析結果では、「性的虐待を受け始めた年齢」では小学生が

全体の 55.2％を占め、次いで中学生の 22.4％、就学前 15.7％となっていた。「虐待を受けた期間」も「3

年以上 5 年未満」が 25.5％、「5 年以上 10 年未満」は 27.9％を占めていた。この数値からは、性的虐

待が発見しづらいという点と長期化し易い傾向があることが読み取れる。「対応につながった開示先」

では、医療機関が最も多く 35.3％、福祉機関（児童相談所・福祉事務所等）14.0％、心理 11.6％、学

校 11.2％、司法機関（警察、鑑別所等）11.2％となっている。「養育環境」でも DV の存在が指摘され
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ており、虐待者からの非加害親への DV が確認されている。また、「性的虐待に対する非加害親の反応」

としては「事実を知りながら黙認」が 39.0％、「事実を否認し信用せず」が 25.4％を占め、非加害親

が被害を受けている子どもの状況に介入していない現状が明らかにされた。本研究の考察では、非加

害親が子どもの性的虐待の事実を知っていても子どもを守るための行動がとれるものではないことを

念頭に置いて支援を行う必要性があることが示されている。対応につながった開示先については、小・

中学生では「学校」、開示に至った経緯は「本人の告白」が最も多いと述べられており、教育機関の

果たす役割の大きさについて言及している。

　本著が示すように、事例や実態調査から虐待家族の特徴を明らかにすることは、虐待防止には不可

欠であり、虐待の実態を丁寧に扱い分析することから、性的被害を受ける子どもを減少させる体制の

整備に繋がっていくであろう。

　性的虐待は、家族にとっても被害を受けている子どもにとっても非常に深刻な事態であり、それだ

けではなく他種類の虐待との重複と、DV が同時に起きていることが多い傾向についても常に着目し

ておく必要がある。　

　本研究では、虐待者から非加害親への DV と性的虐待発生前の過去の養育環境での DV の記載があっ

た。暴力による支配と性的虐待の関係については、本研究の対象となった先行研究（事例文献）の中

ではその例の記載が少なく、今回の論考では十分には考察されてはいなかったが、文献研究から性的

虐待の家族特徴を把握するという本研究の方法は日本の性的虐待研究の中では稀であり、性的虐待に

関する研究はさまざまな角度・視座からの分析が必要なことを本研究は問いかける形となった。

【文献 41】増井香名子他「婦人相談所一時保護からみる DV 被害者とその子どもの実態――社会
的養護としての DV 被害母子の支援への視点――」『子どもの虐待とネグレクト』17 巻 3 号（2016
年 2 月）400-407 頁　
　本論文は、婦人相談所に一時保護された被害者への質問紙調査から被害者本人の被害実態と支援

ニーズ、被害者本人からみた同伴児童の被害状況と支援のニーズを明らかにして、DV 被害母子への

支援の方向性と可能性を探ることを目的としている。分析対象の 94 名は 2012 年 6 月～ 2013 年 3 月

に①大阪府女性相談センターにおいて DV 防止法に基づく一時保護（委託）中、②同伴する子どもが

いる、③ DV 関係からの離脱の一定の意思を有しているという 3 つの要件をすべて満たし、調査協

力依頼を承諾したものになる。同時期に一時保護になっていた同伴する子どもがいる被害者 167 人の

56.3％になる。本研究の結果として、「妊娠期の DV」は、調査した全体の 71.1％を占めており、母親

のお腹に子どもがいる、いわゆる妊娠期からの DV 被害が多く存在していることが明らかになった。

また、特記すべき点は「子どもの DV の目撃及び認知の有無」であり、本調査の子どもの 98.8％が家

庭内 DV を目撃し、それを認知していた。子どもが認知していた暴力内容は「精神的暴力」「身体的

暴力」「経済的暴力」「社会的暴力」であり、「性的暴力」についても子どもがその存在を目撃し、認

知している結果が明らかになっている。DV の被害の状況（種類別暴力）では、「精神的暴力」100％、「身

体的暴力」91.5％、「経済的暴力」76.6％、「社会的暴力」70.2％、「性的暴力」59.6％であり、すべての

被害者が 2 種類以上の暴力を複合して受けており、5 種類すべての暴力被害を受けたと回答したもの
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は 46.8％であった。

　加害者からの子どもに対する不適切な関わりや虐待は、すべての子ども 166 名のうち 164 名（98.8％）

にのぼる。内訳は「心理的虐待」96.4％、「身体的虐待」51.2％、「ネグレクト」35.5％、「性的虐待」

11.4％であり、そのうち 3.7％の子どもが、すべての種類の虐待を重複して受けていた。

　調査結果から、増井らは、婦人相談所の支援の対象は DV 被害者のみならず、同伴される子どもも

視野に入れた支援が必要であると主張する。また DV 関係を離脱した後の被害者と子どもを身近な地

域で支える包括的な支援が求められることにも言及している。

　DV という暴力による支配は、中長期におよび易いこと、そして、そこから逃げ出すことが大人も

子どもも含めて困難であること、虐待死につながる可能性が高いこと、そして DV 防止の教育が子ど

も期から十分に行われていない日本の現状など、それらを踏まえ、DV 被害と子ども虐待が切り離せ

ない問題であることを社会が再認識し、その対応について真剣に取り組む時期に来ていることを理解

する必要があるのではないだろうか。

　本論考は、被害者と子どもが新しい生活をスタートさせ、それを安定させること、精神的・肉体的

な回復も求められ、様々な機関が連携して支援をする必要があることを指摘する。虐待の重大事件の

背景の一つとして、DV が家族の中に発生していることが近年報告されている。そこに着目をしてい

るのが本論文の特徴であろう。DV が関連している虐待に対して国がそれをあってはならない重要な

問題として捉え、その解決に本腰を入れ、政策や対策につなげることが喫緊の課題と思われる。本論

考は、そのことの重要性に気付かせてくれる研究といえよう。

（加藤洋子）
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市
町
村
や
関
係
機
関
等
と
の
連
携
協
力
体
制
の
構
築
を
図
る
事
業
を
追
加
す
る
。

児
童
相
談
所
と
の

連
携

の
充

実
に

つ
い

て
（

法
務

省
事

務
連
絡
）

平
成

2
6
年

6
月

2
6
日

法
務

省
刑

事
課

長

児
童

虐
待
事
案
に
つ
い
て
、
捜
査
・
公
判
を
担
当
す
る
検
察
官
等
に
対
し
、
刑
事
訴
訟
法
4
7

条
た

だ
し
書
き
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
関
係
者
の
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
今
後
の
捜
査
・
公

判
へ

の
影
響
等
を
勘
案
し
た
上
、
必
要
に
応
じ
、
児
童
相
談
所
に
対
し
、
事
案
の
概
要
や
捜

査
・

公
判
の
経
緯
、
不
起
訴
処
分
理
由
や
判
決
の
要
旨
な
ど
の
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
配
慮

を
求

め
る
事
務
連
絡
。
な
お
、
こ
の
情
報
提
供
に
あ
た
り
、
児
童
相
談
所
に
被
疑
者
を
は
じ

め
と

す
る
事
件
関
係
者
や
そ
の
他
の
第
三
者
に
こ
れ
ら
の
情
報
を
伝
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う

留
意

す
る
こ
と
、
 
児
童
相
談
所
と
の
協
議
・
研
修
の
場
を
設
け
る
な
ど
を
し
て
、
児
童
虐
待

の
実

情
や
関
係
機
関
の
役
割
等
に
関
す
る
知
見
を
深
め
、
児
童
相
談
所
と
の
連
携
の
充
実
に

努
め

る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

児
童

虐
待

へ
の

対
応

に
お

け
る

検
察

と
の

連
携

の
推

進
に

つ
い
て

平
成

2
6
年

6
月

2
6
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
通

知
雇

児
総

発
0
6
2
6
 
第

１
号

児
童

虐
待
事
案
に
つ
い
て
、
虐
待
対
応
の
中
核
を
担
う
児
童
相
談
所
が
関
係
機
関
と
緊
密
な

連
携

を
図
り
、
児
童
の
安
全
確
保
を
最
優
先
に
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、

児
童
虐
待
に
関
連
し
た
事
件
の
捜
査
及
び
公
判
を
担
当
す
る
検
察
官
等
と
の
情
報
共
有

や
相

互
協
力
の
連
携
体
制
を
一
層
強
化
す
る
た
め
、
個
別
事
案
に
お
け
る
連
携
や
平
素
の
連

携
に

つ
い
て
定
め
る
通
知
。

居
住
実
態
が
把
握

で
き

な
い

児
童

へ
の

対
応

に
つ

い
て

平
成

2
7
年

3
月

1
6
日

総
務

省
 
自

治
行

政
局

住
民

制
度

課
長

、
文

部
科

学
省

初
等

中
等

教
育

局
教

育
企

画
課

長
、

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
連

盟
通

知
総

行
住

第
3
3
号

、
2
6
初

初
企

 
第

5
3
号

、
雇

児
総

発
0
3
1
6
第

1
号

居
住

実
態
の
把
握
で
き
な
い
児
童
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
知
が
発
出
さ
れ
、
取
組
方
針

が
示

さ
れ
て
き
た
が
、
今
回
、
法
務
省
入
国
管
理
局
及
び
警
察
庁
生
活
安
全
局
と
の
協
議
の

の
上

、
副
大
臣
等
会
議
に
お
け
る
関
係
省
庁
の
申
し
合
わ
せ
を
踏
ま
え
、
居
住
実
態
が
把
握

で
き

な
い
児
童
に
関
す
る
市
町
村
内
及
び
市
町
村
間
の
情
報
共
有
と
連
携
の
あ
り
方
等
に
つ

い
て

具
体
的
に
留
意
す
べ
き
事
項
を
整
理
し
、
こ
の
旨
の
周
知
及
び
遺
漏
の
な
い
対
応
を
求

め
る

通
知
。

子
ど
も
の
心
理
的

負
担

等
に

配
慮

し
た

面
接

の
取

組
に

向
け
た
警
察
・
検
察

と
の

更
な

る
連

携
強

化
に

つ
い

て
心

理
的
負
担
等
に
配
慮

し
た

面
接

の
取

組
に

向
け

た
け

い
さ

つ
・
検
察
と
の
更

な
る

連
携

強
化

に
つ

い
て

平
成

2
7
年

1
0
月

2
8
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
通

知
雇

児
総

発
1
0
2
8
第

1
号

子
ど

も
の
心
理
的
負
担
の
軽
減
及
び
子
ど
も
か
ら
聞
き
取
る
話
の
内
容
の
信
用
性
確
保
の
た

め
、

児
童
相
談
所
、
警
察
及
び
検
察
が
連
携
を
強
化
し
、
個
別
事
例
に
応
じ
て
、
協
同
面
接

の
実

施
を
含
め
、
調
査
や
捜
査
の
段
階
で
、
可
能
な
限
り
、
子
ど
も
か
ら
同
じ
内
容
の
話
を

繰
り

返
し
聴
取
し
な
い
な
ど
、
子
ど
も
の
特
性
を
踏
ま
え
た
面
接
・
聴
取
方
法
等
を
３
機
関

で
協

議
・
実
施
す
る
取
組
を
試
行
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
。

　
併

せ
て
、
最
高
検
察
庁
刑
事
部
長
か
ら
は
「
警
察
及
び
児
童
相
談
所
と
の
更
な
る
連
携
強

化
に

つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
1
0
月
2
8
日
付
最
高
検
刑
第
1
0
3
号
）
が
、
警
察
庁
か
ら
は
「
児
童

を
被

害
者
等
と
す
る
事
案
へ
の
対
応
に
お
け
る
検
察
及
び
児
童
相
談
所
と
の
更
な
る
連
携
強

化
に

つ
い
て
」
（
平
成
2
7
年
1
0
月
2
8
日
付
警
察
庁
丁
刑
企
発
第
6
9
号
ほ
か
）
が
発
出
さ
れ
た

こ
と

を
付
記
す
る
。

日
2

月
1
1

年
7
2

成
平

号
１

０
１

第
問

諮
法

制
審

議
会

刑
事

法
（

性
犯

罪
関

係
）

部
会

第
１

回
会

議
配

布
資

料
近

年
に
お
け
る
性
犯
罪
の
実
情
等
に
鑑
み
、
事
案
の
実
態
に
即
し
た
対
処
を
す
る
た
め
の
罰

則
の

整
備
を
早
急
に
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
意
見
を
求
め
る
法
務
大
臣
諮
問
。

資
料

1
　
児

童
虐

待
関

係
通

知
（
平

成
2
6
（
2
0
1
4
）
年

4
月

～
平

成
2
9
（
2
0
1
7
）
年

3
月

資
料

1
　

児
童

虐
待

関
係

通
知

（
平

成
2
6

（
2
0
1
4
）

年
4

月
～

平
成

2
9

（
2
0
1
7
）

年
3

月
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里
親
に
委
託
さ
れ

て
い

る
児

童
が

保
育

所
へ

入
所

す
る

場
合
等
の
取
扱
い
に

つ
い

て
平

成
2
8
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
大

臣
官

房
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

通
知

障
障

発
0
3
3
1
第

4
号

、
厚

生
労

働
省

児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

長
通

知
雇

児
福

発
0
3
3
1
第

1
号

、
厚

生
労

働
省

児
童

家
庭

局
保

育
課

長
通

知
雇

児
保

発
0
3
3
1
第

1
号

里
親

の
就
労
等
に
よ
り
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
の
保
育
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
に

お
い

て
、
当
該
児
童
の
最
善
の
利
益
の
観
点
か
ら
、
当
該
里
親
へ
の
委
託
を
継
続
す
る
こ
と

が
適

切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
児
童
に
つ
き
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

保
育

所
へ
入
所
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
、
児
童
を
既
に
就
労
し
て
い
る
里

親
に

委
託
す
る
こ
と
が
当
該
児
童
の
最
善
の
利
益
に
適
う
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
つ
い
て

も
、

同
様
の
取
り
扱
い
で
あ
る
こ
と
、
同
様
の
取
り
扱
い
は
、
里
親
及
び
小
規
模
住
居
型
児

童
養

育
事
業
を
行
う
者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
が
障
害
児
通
所
支
援
を
受
け
る
場
合
や
里

親
及

び
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
が
、
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、

同
行

援
護
、
行
動
援
護
又
は
短
期
入
所
を
受
け
る
場
合
、
母
子
生
活
支
援
施
設
入
所
児
童
が

障
害

児
通
所
支
援
を
受
け
る
場
合
等
に
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
通
知
。

児
童
虐
待
へ
の
対

応
に

お
け

る
関

係
機

関
と

の
情

報
共

有
等
の
徹
底
に
つ
い

て
（

通
達

）
平

成
2
8
年

4
月

1
日

警
察

庁
生

活
安

全
局

少
年

課
長

、
生

活
安

全
企

画
課

長
、

地
域

課
長

、
刑

事
局

刑
事

企
画

課
長

、
捜

査
第

一
課

長
通

達

警
察

職
員
に
よ
る
児
童
の
安
全
確
認
の
結
果
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
な
い
と
判
断

し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
児
童
虐
待
に
よ
る
重
篤
な
被
害
が
明
ら
か
に
な
っ
た
事
案

が
が

見
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
を
防
ぎ
、
児
童
の
安
全
確
保
を
よ
り
確
実
な
も

の
と

す
る
た
め
、
警
察
に
お
い
て
児
童
虐
待
が
疑
わ
れ
る
情
報
を
覚
知
し
、
通
告
を
す
べ
き

か
否

か
の
判
断
を
行
う
に
当
た
り
、
警
察
部
内
の
情
報
の
み
に
頼
る
の
で
な
く
、
児
童
相
談

所
、

市
町
村
等
関
係
機
関
に
対
し
て
関
連
情
報
の
照
会
等
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た

情
報

を
含
め
て
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
等
が
有
効
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
取
組
の

強
化

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
各
都
道
府
県
警
察
に
あ
っ
て
は
、
児
童
相
談
所
、
市
町
村
等

関
係

機
関
と
の
一
層
緊
密
か
つ
適
切
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
１
 
確
実
な
通
告
の
実
施

２
 
児
童
相
談
所
等
関
係
機
関
に
対
す
る
事
前
照
会
の
徹
底
　
３
 
通
告
後
の
情
報
共
有
等
、

警
察

部
内
に
お
け
る
的
確
な
対
応
の
徹
底
を
求
め
る
通
達
。

児
童
虐
待
へ
の
対

応
に

お
け

る
警

察
と

の
情

報
共

有
等

の
徹
底
に
つ
い
て

平
成

2
8
年

4
 
月

1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
雇

児
総

発
0
4
0
1
第

6
号

警
察

庁
よ
り
、
「
児
童
虐
待
へ
の
対
応
に
お
け
る
関
係
機
関
と
の
情
報
共
有
等
の
徹
底
に
つ

い
て

」
（
平
成
2
8
年
４
月
１
日
付
け
警
察
庁
丁
少
発
第
4
7
号
ほ
か
）
が
発
出
さ
れ
、
警
察
が

通
告

の
要
否
を
判
断
す
る
に
当
た
り
、
児
童
相
談
所
、
市
区
町
村
等
関
係
機
関
に
対
し
て
過

去
の

対
応
状
況
等
を
確
実
に
照
会
す
る
よ
う
通
達
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
警
察
か
ら
の

照
会

等
に
適
切
に
対
応
し
、
一
層
の
連
携
強
化
を
図
る
た
め
、
警
察
か
ら
児
童
相
談
所
及
び

市
区

町
村
に
対
す
る
照
会
へ
の
対
応
及
び
児
童
相
談
所
及
び
市
区
町
村
か
ら
警
察
に
対
す
る

情
報

提
供
等
の
対
応
及
び
留
意
点
を
示
す
通
知
。

児
童
福
祉
法
等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

公
布

に
つ

い
て
（
通
知
）

平
成

2
8
年

6
月

3
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
6
0
3
 
第

1
号

平
成

2
8
年
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正
法
が
成
立
し
、
公
布
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
趣
旨
及

び
概

要
を
示
す
通
知
。

児
童
福
祉
法
等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

一
部

の
施

行
に
伴
う
関
係
政
令

の
整

備
に

関
す

る
政

令
等

の
公

布
に

つ
い
て
（
通
知
）

平
成

2
8
年

8
月

1
8
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
8
1
8
第

1
号

児
童

福
祉
法
等
一
部
改
正
法
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
2
3
年
政

令
第

7
4
 
号
）
等
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
2
3
年
厚
生
省
令
第
1
1
 
号
）
等
に
つ
い

て
所

要
の
改
正
を
行
う
旨
の
通
知
で
あ
り
、
児
童
福
祉
司
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
配
置
基

準
、

経
過
措
置
等
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

里
親
支
援
機
関
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

平
成

2
8
年

9
月

1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

日
雇

児
発

0
9
0
1
第

6
号

社
会

的
養
護
体
制
に
お
い
て
、
里
親
制
度
の
普
及
促
進
や
里
親
研
修
の
実
施
、
子
ど
も
の
委

託
ま

で
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
調
整
、
里
親
家
庭
へ
の
訪
問
等
に
よ
る
相
談
支
援
な
ど
の
業
務
を

総
合

的
に
実
施
す
る
た
め
、
「
里
親
支
援
機
関
事
業
実
施
要
綱
」
が
定
め
ら
れ
、
平
成
２
０

年
４

月
１
日
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
適
正
か
つ
、
円
滑
な
実
施
を
求

め
る

通
知
。

児
童
家
庭
支
援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

運
営

等
に

つ
い

て
平

成
2
8
年

9
月

1
日

厚
生

労
働

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
9
0
1
第

5
号

「
児

童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
要
綱
」
の
一
部
を
改
正
し
た
旨
の
通
知
。
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児
童
相
談
所
運

営
指

針
の

改
正

に
つ

い
て

平
成

2
8
年

9
月

2
9
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
9
2
9
第

1
号

「
児

童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
改
正
法
の
一
部
が
公
布
日
に

施
行

さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
同
年
1
0
 
月
１
日
施
行
の
改
正
事
項
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
児
童

相
談

所
運
営
指
針
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
の
で
、
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
了
知
し
、
児
童

相
談

所
は
じ
め
管
内
の
市
区
町
村
並
び
に
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
等
に
対
し
周
知
を
図
る

よ
う

求
め
る
通
知
。

市
町
村
児
童
家
庭

相
談

援
助

指
針

に
つ

い
て

平
成

2
8
年

1
0
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
1
0
3
1
第

2
号

「
市

町
村
児
童
家
庭
相
談
援
助
指
針
」
が
作
成
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
指
針
を
踏
ま
え
つ
つ
、

地
域

の
実
情
に
応
じ
て
適
正
に
児
童
家
庭
相
談
援
助
活
動
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
管
内
の
市

区
町

村
並
び
に
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
等
に
周
知
を
求
め
る
通
知

「
市
町
村
児
童
家

庭
相

談
援

助
指

針
」

の
改

正
に

つ
い

て
平

成
2
8
年

1
0
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
1
0
3
1
第

2
号

平
成

2
8
年
の
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正
法
の
施
行
に
伴
い
、
「
市
町
村
児
童
家
庭
相
談
援
助

指
針

」
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
都
道
府
県
に
、
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
管
内
の

市
町

村
、
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
等
へ
の
周
知
を
求
め
る
通
知
。
市
町
村
に
お
い
て
は
、

児
童

の
身
近
な
場
所
に
お
け
る
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
支
援
等
に
係
る
業
務
を
適
切
に
行
う

た
め

、
改
正
後
の
同
指
針
を
踏
ま
え
、
適
正
な
児
童
家
庭
相
談
援
助
の
実
施
に
努
め
る
よ
う

求
め

る
。

児
童
虐
待
の
防
止

等
に

係
る

児
童

等
に

関
す

る
資

料
又

は
情
報
の
提
供
に
つ

い
て

平
成

2
8
年

1
2
月

1
6
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
通

知
雇

児
総

発
1
2
1
6
第

1
号

平
成

2
8
年
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
虐
待
防
止
法
1
3
 
条
の
４

に
お

い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
加
え
、
児
童
の
医
療
、
福
祉
又
は
教
育
に
関
係
す
る

機
関

や
児
童
の
医
療
、
福
祉
又
は
教
育
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
も
、
児
童
相
談
所

長
等

か
ら
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
資
料
ま
た
は
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
と
き

は
、

こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
改
正
法
に
規
定

さ
れ

て
い
な
い
民
間
事
業
者
か
ら
の
資
料
ま
た
は
情
報
の
提
供
に
係
る
考
え
方
も
含
め
、
当

該
規

定
の
趣
旨
等
を
示
す
通
知
。
市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
、
児
童
相

談
所

に
お
い
て
は
、
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
躊
躇
な
く
資
料
ま
た
は
情
報
の
提
供
を
依
頼

す
る

と
と
も
に
、
で
き
る
限
り
の
協
力
を
求
め
、
児
童
虐
待
へ
の
対
応
方
針
の
判
断
等
に
あ

た
り

活
用
す
る
よ
う
求
め
る
。

児
童
福
祉
法
及
び

児
童

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

案
に

つ
い

て
平

成
2
9
年

3
月

7
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

虐
待

防
止

対
策

推
進

室
事

務
連

絡

「
児

童
虐
待
対
応
に
お
け
る
司
法
関
与
及
び
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
利
用
促
進
の
在
り
方
に

関
す

る
検
討
会
」
に
お
け
る
議
論
の
内
容
を
踏
ま
え
、
「
児
童
福
祉
法
及
び
児
童
虐
待
の
防

止
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
第
1
9
3
回
国
会
に
提

出
さ

れ
た
旨
の
事
務
連
絡
。

「
育
児
休
業
の
対

象
と

な
る

『
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も
の
と
し
て
厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

委
託
さ
れ
て
い
る
者

』
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
に

つ
い
て
」
の
一
部
改

正
に

つ
い

て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
、

家
庭

福
祉

課
長

、
職

業
家

庭
両

立
課

長
通

知
雇

児
総

発
0
3
3
1

第
3
号

雇
児

福
発

0
3
3
1
第

1
号

、
雇

児
職

発
第

0
3
3
1
第

1
号

育
児

休
業
の
対
象
と
な
る
「
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と

こ
ろ
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
者
」
に
養
子
縁
組
里
親
を
追
加
す
る
通
知
。

児
童
相
談
所
運
営

指
針

に
つ

い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

4
5
号

平
成

2
8
年
に
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正
法
が
成
立
し
、
同
2
9
年
4
月
1
日
に
全
面
施
行
さ
れ
る

こ
と

に
伴
う
改
正
の
内
容
の
了
知
及
び
管
内
市
町
村
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
へ
の
周
知
を

求
め

る
通
知
。
主
な
改
正
点
と
し
て
、
児
童
福
祉
法
の
理
念
、
養
子
縁
組
、
市
町
村
と
の
関

係
、

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
、
検
証
を
あ
げ
る
。

里
親
委
託
ガ
イ
ド

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

3
8
号

平
成

2
8
年
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正
法
の
施
行
に
伴
う
里
親
委
託
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
一
部
改

正
に

関
す
る
通
知
。
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里
親
制
度
の
運

営
に

つ
い

て
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

3
5
号

里
親

制
度
の
運
営
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項
を
、
里
親
制
度
運
営
要
綱
と
し
て
定
め
、
了
知

の
上

、
そ
の
取
扱
い
に
遺
漏
の
な
い
よ
う
努
め
る
べ
き
旨
の
通
知
。

里
親
支
援
事
業
の

実
施

に
つ

い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

4
4
号

里
親

支
援
等
の
業
務
を
総
合
的
に
実
施
す
る
た
め
、
「
里
親
支
援
事
業
実
施
要
綱
」
を
定

め
、

平
成
2
9
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
適
正
か
つ
、
円
滑
な
実

施
を

期
せ
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
る
通
知
。

「
児
童
相
談
所
を

設
置

す
る

市
に

つ
い

て
」

の
一

部
改

正
に
つ
い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
通

知
雇

児
総

発
0
3
3
1
第

1
3
号

地
方

分
権
改
革
推
進
要
綱
（
平
成
2
0
年
6
月
2
0
日
地
方
分
権
改
革
推
進
本
部
決
定
）
第
2
の
1
の

（
1
）
の
【
保
健
所
・
児
童
相
談
所
】
を
踏
ま
え
、
児
童
相
談
所
設
置
市
と
し
て
政
令
で
個
別

に
定

め
る
際
の
考
え
方
等
に
つ
い
て
「
児
童
相
談
所
設
置
市
へ
の
移
行
を
希
望
す
る
市
」
に

は
特

別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
国
に
よ
る
政
令
指
定
の
確
認
手
続
や
移
行
に
当
た
っ
て
の
希

望
市

や
都
道
府
県
の
留
意
点
を
示
す
通
知
。

「
市
町
村
子
ど
も

家
庭

支
援

指
針

」
（

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）
に
つ
い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

4
7
号

「
市

町
村
子
ど
も
家
庭
支
援
指
針
」
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
が
新
た
に
策
定
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
て

、
本
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
に
子
ど

も
家

庭
支
援
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
管
内
の
市
町
村
並
び
に
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
等
に

周
知

を
求
め
る
通
知
。

市
区
町
村
子
ど
も

家
庭

総
合

支
援

拠
点

の
設

置
運

営
等

に
つ
い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

4
9
号

市
区

町
村
子
ど
も
家
庭
支
援
拠
点
の
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
設
備
に
つ
い
て
、
「
市
区
町

村
子

ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
設
置
運
営
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
2
9
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す

る
こ

と
と
し
た
の
で
、
そ
の
適
正
か
つ
、
円
滑
な
実
施
を
求
め
る
通
知
。

児
童
相
談
所
を
設

置
す

る
市

に
つ

い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
雇

児
総

発
0
3
3
1
第

1
3
号

地
方

分
権
改
革
推
進
要
綱
（
平
成
2
0
年
6
月
2
0
日
地
方
分
権
改
革
推
進
本
部
決
定
）
第
2
の
1
の

（
1
）

の
【
保
健
所
・
児
童
相
談
所
】
を
踏
ま
え
、
児
童
相
談
所
設
置
市
と
し
て
政
令
で
個
別

に
定

め
る
際
の
考
え
方
等
に
つ
い
て
、
取
り
ま
と
め
た
の
で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
御
了
知

す
る

と
と
も
に
、
都
道
府
県
に
管
内
市
町
村
に
周
知
を
求
め
る
通
知
。

地
域
小
規
模
児
童

養
護

施
設

の
設

置
運

営
に

つ
い

て
【

一
部
改
正
】

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
0
号

地
域

小
規
模
児
童
養
護
施
設
の
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
し
た
旨
の
通
知
。

平
成
2
8
年
改
正

 
児

童
福

祉
法

の
施

行
に

伴
う

情
緒

障
害

短
期
治
療
設
関
係

通
知

の
取

扱
い

に
つ

い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
1
号

平
成

2
8
年
6
月
3
日
公
布
の
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正
法
に
よ
り
、
「
情
緒
障
害
児
短
期
治
療

設
」

が
「
児
童
心
理
遅
漏
施
設
」
に
名
称
を
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
、
読
替
え
措
置
に
関

す
る

通
知

「
児
童
養
護
施
設

退
所

者
等

に
対

す
る

自
立

支
援

資
金

の
貸
し
付
け
に
つ
い

て
」

の
一

部
改

正
に

つ
い

て
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
事

務
次

官
雇

児
発

0
3
3
1
第

1
3
号

情
緒

障
害
児
短
期
治
療
施
設
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、

児
童

心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
自
立
援
助
ホ
ー
ム
）
、
小
規
模
住
居
型

児
童

養
育
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
）
と
名
称
変
更
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
っ
て
「
児
童
養

護
施

設
退
所
者
等
に
対
す
る
自
立
支
援
資
金
の
貸
し
付
け
に
つ
い
て
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
旨

の
通
知
。

養
子
縁
組
里
親
研

修
制

度
の

運
営

に
つ

い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

3
7
号

養
子

縁
組
里
親
研
修
制
度
運
営
に
関
し
、
実
施
主
体
、
研
修
の
趣
旨
、
対
象
者
、
研
修
の
実

施
方

法
、
期
間
、
養
育
実
習
、
修
了
認
定
等
の
留
意
事
項
を
定
め
た
通
知
。
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「
小
規
模
住
居

型
児

童
養

育
事

業
（

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム
）
の
運
営
に

つ
い

て
」

の
一

部
改

正
に

つ
い

て
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

3
9
号

「
家

庭
に
お
け
る
養
育
環
境
と
同
様
の
養
育
環
境
」
に
つ
い
て
、
「
単
に
虐
待
等
の
な
い
良

好
な

生
活
基
盤
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の
逆
境
体
験
や
離
別
・
喪
失
に
よ
る
傷
つ
き

を
回

復
す
る
た
め
の
生
活
基
盤
と
し
て
、
『
家
』
と
い
う
物
理
的
環
境
の
ほ
か
、
一
貫
か
つ

継
続

し
た
密
な
関
係
性
を
形
成
し
養
育
能
力
が
あ
る
特
定
の
養
育
者
と
の
生
活
が
共
有
で
き

る
こ

と
等
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
養
育
者
と
な
る
職
員
に
つ
い
て
は
人
事
異
動
が
想
定

さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
。
」
旨
の
追
加
等
が
な
さ
れ
た
旨
の
通
知
。

就
学
者
自
立
生
活

援
助

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

5
6
号

平
成

2
8
年
児
童
福
祉
法
一
部
改
正
法
に
よ
り
自
立
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
、
2
2
歳
の
年
度

末
ま

で
に
あ
る
大
学
等
就
学
中
の
者
を
対
象
に
追
加
し
た
こ
と
か
ら
、
2
0
歳
到
達
後
2
2
歳
の

年
度

末
ま
で
間
に
お
け
る
支
援
を
引
き
続
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
「
就
学
者
自
立
生
活

援
助

事
業
実
施
要
綱
」
定
め
、
平
成
2
9
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
し
た
の
で
そ
適
正
か

つ
円

滑
な
を
求
め
る
通
知
。

「
児
童
福
祉
司
の

任
用

資
格

要
件

に
関

す
る

指
定

施
設

に
お
け
る
業
務
の
範

囲
等

に
つ

い
て

」
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

4
3
号

児
童

福
祉
法
施
行
規
則
第
５
条
の
３
第
３
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
施
設
の
範
囲
に
つ

い
て

、
施
設
に
、
児
童
福
祉
法
に
規
定
す
る
保
育
所
 
並
び
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村
 
（
特

別
区

を
含
む
。
）
が
追
加
さ
れ
た
等
の
旨
の
通
知
。

児
童
福
祉
司
等
及

び
要

保
護

児
童

対
策

調
整

機
関

の
調

整
担
当
者
の
研
修
等

の
実

施
に

つ
い

て
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

雇
児

発
0
3
3
1
第

1
6
号

平
成

2
8
年
5
月
2
7
日
成
立
の
改
正
児
童
福
祉
法
改
正
を
踏
ま
え
、
児
童
福
祉
司
等
に
義
務
付
け

ら
れ

た
研
修
に
つ
い
て
、
各
自
治
体
に
お
け
る
研
修
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
参
考
と
す
る

た
め

、
研
修
等
の
詳
細
に
つ
い
て
定
め
、
研
修
等
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
及
び
管
内
市
町

村
に

対
し
て
周
知
を
求
め
る
通
知
。

児
童
福
祉
法
第
十

三
条

第
三

項
第

五
号

の
厚

生
労

働
大

臣
が
定
め
る
講
習
会

等
の

制
定
に
つ
い
て
（

通
知

）
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

2
号

児
童

福
祉
法
等
一
部
改
正
法
が
平
成
2
9
年
4
月
1
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
児
童
福
祉

法
1
3
条
3
項
5
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
講
習
会
、
児
童
福
祉
法
1
3
条
8
項
の
厚
生
労
働
大

臣
が

定
め
る
基
準
、
児
童
福
祉
法
2
5
条
の
2
第
8
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
児

童
福

祉
法
施
行
規
則
6
条
1
1
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
講
習
会
」
が
、
同
年
4
月
1
日
か
ら

適
用

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
ろ
か
ら
、
十
分
了
知
し
、
管
内
市
町
村
等
に
対
し
、
そ

の
周

知
徹
底
を
求
め
る
通
知
。
改
正
法
の
施
行
に
伴
い
義
務
化
さ
れ
る
児
童
福
祉
司
等
の
研

修
等

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
途
「
児
童
福
祉
司
等
及
び
要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
の
調

整
担

当
者
の
研
修
等
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
9
年
3
月
3
1
日
付
け
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭

局
長

通
知
）
に
お
い
て
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

要
支
援
児
童
等
（

特
定

妊
婦

を
含

む
）

の
情

報
提

供
に

係
る
保
健
・
医
療
・

福
祉

・
教

育
等

の
連

携
の

一
層

の
推

進
に
つ
い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
通

知
雇

児
総

発
0
3
3
1
第

9
号

、
母

子
保

健
課

長
通

知
雇

児
母

発
0
3
3
1
第

2
号

「
児

童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
2
1
条
の
1
0
の
5
に
つ
い
て
、
各
地
方
自
治
体

に
、

要
支
援
児
童
等
を
早
期
に
把
握
し
、
速
や
か
に
支
援
を
開
始
す
る
た
め
に
保
健
・
医

療
・

福
祉
・
教
育
等
の
連
携
体
制
の
構
築
と
よ
り
一
層
の
連
携
に
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
、

都
道

府
県
に
は
、
管
内
の
市
町
村
や
病
院
、
診
療
所
、
児
童
福
祉
施
設
、
学
校
等
の
関
係
機

関
へ

の
周
知
を
求
め
る
通
知
。

「
要
保
護
児
童
対

策
地

域
協

議
会

設
置

・
運

営
指

針
」

の
一
部
改
正
に
つ
い

て
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

4
6
号

「
要

保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
設
置
・
運
営
指
針
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
各
都
道
府
県

に
、

市
町
村
長
に
対
し
て
周
知
に
つ
き
配
慮
を
求
め
る
通
知
。
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社
会
的
養
護
自
立

支
援

事
業

等
の

実
施

に
つ

い
て

平
成

2
9
年

4
月

1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

1
0
号

平
成

2
8
年
児
童
福
祉
法
改
正
に
よ
り
、
里
親
等
へ
の
委
託
や
児
童
養
護
施
設
入
所
措
置
を
受

け
て

い
た
者
で
1
8
歳
（
措
置
延
長
の
場
合
は
2
0
歳
）
到
達
に
よ
り
解
除
さ
れ
た
者
 
の
う
ち
、

自
立

の
た
め
の
支
援
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
適
当
な
場
合
に
は
 
、
原
則
2
2
歳
の
年
度
末
ま

で
個

々
状
況
に
応
じ
て
引
き
続
き
必
要
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
「
 
社
会
的
養

護
自

立
支
援
事
業
実
施
要
綱
」
が
定
め
ら
れ
、
ま
た
、
就
職
や
ア
パ
ー
ト
等
の
賃
借
大
学
へ

進
す

る
際
に
支
障
が
生
じ
こ
と
な
い
よ
う
「
身
元
保
証
人
確
対
策
事
業
実
施
要
綱
」
が
定
め

ら
れ

、
2
0
1
7
年
４
月
１
日
か
ら
施
す
る
こ
と
し
た
の
で
、
そ
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
求

め
る

通
知
。

産
前
産
後
母
子
生

活
支

援
事

業
（

モ
デ

ル
事

業
）

の
実

施
に
つ
い
て

平
成

2
9
年

4
月

2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

1
1
号

妊
娠

期
か
ら
出
産
後
の
養

育
に
支
援
が
必
要
な
妊
婦
や
、
妊
婦
健
診
を
受
け
ず
に
出
産
に

至
っ

た
妊
婦
等
へ
の
支
援
の
強
化
を
図
る
た
め
、
「
産
前
・
産
後
母
子
援
事
業
（
モ
デ
ル
）

実
施

要
綱
」
を
定
め
、
2
0
1
7
年
4
月
1
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と
し
 
た
の
で
、
そ
の
適
正
か
つ
円

滑
な

実
施
を
求
め
る
通
知
。

「
養
育
里
親
研
修

制
度

の
運

営
に

つ
い

て
」

の
一

部
改

正
に
つ
い
て

平
成

2
9
年

4
月

3
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

3
6
号

平
成

2
1
年
３
月
3
1
 
日
雇
児
発
第
0
3
3
1
0
0
9
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知

「
養

育
里
親
研
修
制
度
の
運
営
に
つ
い
て
」
の
う
ち
、
「
認
定
時
の
研
修
」
が
「
登
録
時
の

研
修

」
と
改
正
さ
れ
た
旨
の
通
知
。

里
親
制
度
の
運
営

に
つ

い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
 
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

3
5
号

養
子

縁
組
里
親
の
認
定
・
登
録
の
要
件
と
し
て
の
研
修
の
受
講
、
一
時
保
護
ま
た
は
施
設
入

所
中

に
1
8
歳
に
到
達
し
た
者
を
里
親
に
委
託
で
き
る
こ
と
、
都
道
府
県
の
業
務
と
し
て
里
親

に
関

す
る
普
及
啓
発
、
里
親
か
ら
の
相
談
対
応
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
研
修
そ
の
他
の
援

助
里

子
の
養
育
計
画
の
作
成
等
を
定
め
る
通
知
。

児
童
虐
待
に
係
る

児
童

相
談

所
と

市
町

村
の

共
通

リ
ス

ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ

ー
ル

に
つ

い
て

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
総

務
課

長
通

知
雇

児
総

発
0
3
3
1
第

1
0
号

児
童

相
談
所
と
市
町
村
が
通
告
等
に
よ
り
受
理
し
た
「
児
童
虐
待
」
ま
た
は
「
児
童
虐
待
が

疑
わ

れ
る
」
ケ
ー
ス
に
関
し
て
、
共
通
理
解
や
円
滑
な
情
報
共
有
を
図
り
、
役
割
分
担
を
行

う
指

標
と
な
る
「
共
通
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
」
の
運
用
に
つ
い
て
定
め
た
旨
の
通

知
。

児
童
福
祉
法
等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

施
行

に
伴

う
関
係
政
令
の
整
備

に
関

す
る

政
令

等
の

公
布

に
つ

い
て

（
通
知
）

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
第

1
号

「
児

童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政

令
」

が
2
0
1
7
年
3
月
2
9
日
に
、
「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚

生
労

働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
」
（
平
成
2
9
年
厚
生
労
働
省
令
第
3
8
号
）
が
同

年
3
月

3
1
日
に
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
、
同
年
4
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
、
改

正
の

内
容
を
了
知
の
上
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
、
関
係
者
、
関
係
団
体
等
に

対
し

、
そ
の
周
知
徹
底
を
求
め
る
通
知
。
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釈
評

誌
載

掲
要

概
文

主
名

件
事

号
番

件
事

所
判

裁
日

決
判

1
H

27
.4

.1
4

東
京

家
裁

（
審

判
）

平
成

27
年

（
家

ロ
）

51
03

号

親
権

停
止

申
立

事
件

本
案

と
す

る
審

判
前

の
保

全
処

分

認
容

（
確
定
）

未
成

年
者

A
（

平
成

2
7
年

生
）

は
、

頻
繁

に
嘔

吐
を

繰
り

返
す

よ
う

に
な

り
、

医
師

に
よ

る
診

断
の

結
果

、
手

術
が

必
要

で
あ

る
と

判
断

さ
れ

た
。

A
の

親
権

者
で

あ
る

B
及

び
C
は

、
手

術
の

必
要

性
に

つ
い

て
は

理
解

し
て

い
る

も
の

の
、

宗
教

上
の

理
由

か
ら

輸
血

に
同

意
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

。
B
及

び
C
は

、
無

輸
血

の
手

術
の

な
か

で
、

輸
血

の
必

要
が

あ
っ

た
際

に
、

親
権

を
一

時
的

に
な

い
状

態
で

あ
れ

ば
、

輸
血

は
致

し
方

な
い

旨
の

意
思

を
示

し
た

た
め

、
無

輸
血

手
術

が
可

能
な

病
院

に
お

い
て

、
A
の

手
術

を
行

う
こ

と
と

な
っ

た
。

A
の

病
気

に
つ

い
て

手
術

以
外

に
根

治
方

法
は

な
く

、
診

断
確

定
時

に
可

及
的

早
期

に
手

術
を

行
う

の
が

適
切

で
あ

り
、

手
術

を
行

う
こ

と
で

自
然

な
哺

乳
と

成
長

が
可

能
に

な
る

の
に

対
し

て
、

手
術

を
行

わ
な

い
場

合
に

は
、

衰
弱

し
、

死
亡

す
る

可
能

性
が

あ
る

。
手

術
に

よ
る

死
亡

の
可

能
性

は
4
％

未
満

、
合

併
症

の
危

険
性

は
5
パ

ー
セ

ン
ト

未
満

で
あ

る
。

親
権

者
で

あ
る

B
及

び
C
は

、
手

術
に

つ
い

て
は

同
意

し
て

い
る

が
、

手
術

に
伴

う
輸

血
を

拒
否

し
て

い
る

。
本

件
は

、
こ

の
よ

う
な

状
況

の
下

で
、

児
童

相
談

所
長

が
、

家
庭

裁
判

所
に

対
し

て
、

B
及

び
C
の

親
権

停
止

を
申

し
立

て
る

と
と

も
に

、
同

事
件

を
本

案
と

す
る

審
判

前
の

保
全

処
分

と
し

て
、

B
及

び
C
の

A
に

対
す

る
親

権
者

と
し

て
の

職
務

執
行

を
停

止
し

、
申

立
人

自
身

を
職

務
代

行
者

と
し

て
選

任
す

る
こ

と
を

求
め

た
事

件
で

あ
る

。
裁

判
所

は
、

「
･
･
･
･
･
･
未

成
年

者
の

生
命

の
安

全
及

び
健

全
な

発
達

を
得

る
た

め
に

は
、

可
及

的
速

や
か

に
手

術
を

行
う

必
要

が
あ

り
、

無
輸

血
術

を
行

う
場

合
で

も
、

凝
固

障
害

や
手

術
中

の
大

量
出

血
の

緊
急

の
場

合
に

備
え

、
事

前
に

輸
血

に
つ

い
て

同
意

を
得

て
お

く
必

要
が

あ
る

と
い

え
る

。
そ

う
す

る
と

、
輸

血
に

同
意

し
な

い
こ

と
が

宗
教

的
信

念
な

ど
に

基
づ

く
も

の
で

あ
っ

て
も

、
未

成
年

者
の

生
命

に
危

険
を

生
じ

さ
せ

る
可

能
性

が
極

め
て

高
く

、
親

権
者

ら
に

よ
る

親
権

の
行

使
が

困
難

又
は

不
適

当
で

あ
る

こ
と

に
よ

り
子

の
利

益
を

害
す

る
こ

と
が

明
ら

か
で

あ
り

、
本

件
で

は
保

全
の

必
要

性
も

認
め

ら
れ

る
。

」
と

し
、

さ
ら

に
「

本
件

で
は

親
権

者
ら

の
陳

述
を

聴
く

時
間

的
余

裕
も

な
い

」
と

し
て

、
B
及

び
C
を

審
問

す
る

こ
と

な
く

、
B
及

び
C
の

A
に

対
す

る
親

権
者

と
し

て
の

職
務

執
行

を
停

止
し

、
児

童
相

談
所

長
を

職
務

代
行

者
に

選
任

し
た

。

判
時

22
84

 p
.1

09
判

タ
14

23
 p

.3
79

家
判

5 
p.

10
3

大
塚

正
之

・
民

商
法

雑
誌

15
3-

2 
p.

33
8

神
野

礼
斉

・
月

報
司

法
書

士
54

9 
p.

47
小

池
泰

・
『

家
事

法
の

理
論

・
実

務
・

判
例

1』
（

勁
草

書

房
、

20
17

年
）

p.
17

2

2 ①
H

27
.2

.2
7

東
京

家
裁

（
審

判
）

平
成

26
年

（
家

）
67

71
号

面
接

交
渉

審
判

事
件

認
容

（
抗

告
）

X
男

と
Y
女

は
、

平
成

1
9
年

に
婚

姻
し

、
長

男
A
（

平
成

1
9
年

生
）

と
二

男
B
（

平
成

2
2
年

生
）

を
も

う
け

た
が

、
Y
女

は
、

X
男

か
ら

暴
力

等
を

受
け

た
た

め
、

A
B
を

連
れ

て
実

家
に

戻
り

、
そ

れ
以

降
、

X
と

Y
は

別
居

し
て

い
る

（
別

居
時

の
A
の

年
齢

：
3
歳

、
B
の

年
齢

：
1
歳

5
ヶ

月
）

。
本

件
は

、
X
が

Y
に

対
し

て
、

A
B
と

の
面

会
交

流
と

し
て

、
①

当
面

一
年

間
は

、
第

三
者

機
関

の
援

助
を

受
け

て
月

１
回

、
1
回

４
時

間
程

度
の

面
会

交
流

、
②

2
年

目
以

降
は

、
第

三
者

機
関

の
援

助
な

し
で

宿
泊

付
き

の
面

会
交

流
、

③
学

校
行

事
、

保
育

園
行

事
等

へ
の

参
加

、
④

成
長

に
関

す
る

情
報

の
開

示
を

求
め

た
の

が
本

件
事

件
で

あ
る

。
裁

判
所

は
、

X
が

Y
を

激
し

く
非
難

す
る

姿
勢

を
維

持
す

る
現

状
に

お
い

て
、

Y
に

X
と

の
や

り
取

り
を

前
提

と
す

る
面

会
交

流
に

対
す

る
協

力
を
求

め
る

こ
と

が
無

理
を

強
い

る
も

の
で

あ
る

こ
と

、
X
と

A
B
と

の
面

会
交

流
を

無
理

に
実

施
す

れ
ば

、
A
B
が

X
と
Y
の

間
に

挟
ま

れ
て

苦
し

む
こ

と
が

容
易

に
想

像
で

き
る

こ
と

、
A
B
に

心
因

反
応

が
見

ら
れ

る
こ

と
か

ら
も

、
無

理
な

面
会

交
流

の
実

施
は

避
け

る
べ

き
で

あ
る

こ
と

な
ど

か
ら

、
Y
と

X
と

の
や

り
取

り
を

前
提

と
す

る
面

会
交

流
（

間
接

交
流

を
含

む
）

を
実

施
す

る
こ

と
は

、
子

の
福

祉
に

反
す

る
特

別
の

事
情

が
あ

る
と

す
る

一
方
で

、
Y

が
、

X
に

対
し

て
、

定
期

的
に

A
B
の

近
況

を
撮

影
し

た
写

真
を

送
付

す
る

こ
と

は
、

Y
と

の
や

り
と

り
を
前

提
と

す
る

も
の

で
は

な
い

か
ら

、
そ

の
限

度
に

お
い

て
間

接
交

流
を

さ
せ

る
の

が
相

当
で

あ
る

と
し

て
、

Y
が

X
に

対
し

て
４

ヶ
月

に
１

回
程

度
A
B
の

近
況

を
撮

影
し

た
写

真
を

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

審
判

し
た

。

判
時

22
66

 p
.5

8

2 ②
H

27
.6

.1
2

東
京

高
裁

（
決

定
）

平
成

27
年

（
ラ

）
60

8号

面
接

交
渉

審
判

に
対

す
る

抗
告

事
件

変
更

（
確

定
）

抗
告

審
は

、
Y
に

X
の

A
B
ら

へ
の

手
紙

を
A
B
に

渡
す

義
務

の
み

を
課

す
（

A
B
に

返
事

を
書

く
こ

と
を

指
導

す
る

な
ど

の
義

務
は

課
さ

な
い

）
こ

と
と

す
る

な
ら

ば
、

Y
に

大
き

な
負

担
を

課
す

こ
と

に
は

な
ら

ず
、

か
つ

、
双

方
向

の
交

流
を

図
る

こ
と

に
つ

な
が

る
可

能
性

が
あ

る
と

し
て

、
原

審
の

命
じ

た
A
B
を

撮
影

し
た

写
真

の
送

付
に

加
え

て
、

X
の

A
B
へ

の
手

紙
を

A
B
に

渡
す

こ
と

を
Y
に

命
じ

る
の

が
相

当
で

あ
る

と
し

て
、

原
審

判
を

変
更

し
て

、
①

Y
は

、
2
か

月
に

1
回

、
X
が

送
付

し
た

A
B
へ

の
手

紙
を

A
B
に

速
や

か
に

A
B
に

渡
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

、
②

Y
は

、
X
に

対
し

、
4
か

月
に

1
回

、
A
B
の

近
況

を
撮

影
し

た
写

真
（

A
B
の

顔
及

び
全

身
を

写
し

た
も

の
各

1
枚

）
を

送
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

判
示

し
た

。

判
時

22
66

 p
.5

4

花
元

彩
・

新
・

判
例

解
説

W
at

ch
（

法
学

セ
ミ

ナ
ー

増
刊

）
18

 p
.8

9

資
料

２
　

民
法

分
野

判
例

リ
ス

ト
資

料
２

　
民

法
分

野
判

例
リ

ス
ト
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3
H

27
.9

.3
0

和
歌

山
家

裁 （
審

判
）

平
成

27
年

（
家

）
23

5号

親
権

停
止

審
判

取
消

申
立

事
件

認
容

（
確

定
）

本
件

は
、

親
権

を
停

止
さ

れ
た

母
A
が

、
未

成
年

者
B
の

親
権

停
止

の
審

判
の

取
消

し
を

求
め

た
事

件
で

あ
る

。
A
は

、
平

成
2
年

に
C
と

婚
姻

し
、

そ
の

間
に

B
（

三
男

）
を

含
む

8
人

の
子

を
も

う
け

た
。

平
成

2
5
年

、
和

歌
山

県
子

ど
も

・
女

性
・

障
害

者
相

談
セ

ン
タ

ー
所

長
は

、
A
に

つ
い

て
、

B
並

び
に

三
女

、
四

女
及

び
四

男
（

以
下

、
「

子
ら

」
）

の
親

権
停

止
の

申
立

て
を

し
た

。
家

庭
裁

判
所

は
、

平
成

2
5
年

、
①

A
に

は
精

神
的

疾
患

が
あ

り
、

自
分

自
身

の
こ

と
に

精
一

杯
で

、
1
0
年

以
上

も
の

間
、

家
事

や
育

児
を

十
分

に
担

う
こ

と
が

で
き

な
い

状
態

で
あ

っ
た

こ
と

、
②

A
は

セ
ン

タ
ー

担
当

者
か

ら
、

当
時

同
居

し
て

い
た

D
が

二
女

に
対

し
て

性
的

虐
待

を
し

て
い

た
旨

の
情

報
を

伝
え

ら
れ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
三

女
を

D
と

同
室

で
就

寝
さ

せ
た

り
、

一
緒

に
入

浴
さ

せ
る

な
ど

し
て

、
D
に

よ
る

三
女

、
四

女
に

対
す

る
性

的
虐

待
を

招
致

し
た

こ
と

、
③

D
の

子
ら

に
対

す
る

暴
言

暴
力

を
容

認
し

、
躾

で
あ

る
と

し
て

合
理

化
す

る
考

え
方

を
有

し
て

い
る

こ
と

な
ど

か
ら

、
A
の

子
ら

に
対

す
る

親
権

を
い

ず
れ

も
2
年

間
停

止
す

る
こ

と
が

相
当

で
あ

る
と

判
断

し
た

。
A
は

、
親

権
停

止
の

審
判

以
降

、
D
と

の
連

絡
を

絶
っ

て
お

り
、

今
後

も
一

切
の

関
係

を
持

た
な

い
意

向
を

示
し

て
い

る
。

A
は

、
平

成
2
6
年

に
E

と
再

婚
し

、
E
に

扶
養

さ
れ

、
一

定
程

度
の

家
事

を
こ

な
し

て
お

り
、

E
も

A
を

支
え

る
意

向
を

示
し

て
い

る
。

平
成

2
5
年

に
施

設
入

所
措

置
が

と
ら

れ
た

B
は

、
施

設
及

び
学

校
で

不
適

応
を

起
こ

し
、

平
成

2
6
年

以
降

は
、

A
及

び
E
の

自
宅

で
生

活
し

て
お

り
、

今
後

も
同

人
ら

と
共

に
生

活
す

る
こ

と
を

強
く

望
ん

で
い

る
。

セ
ン

タ
ー

は
、

A
の

現
在

の
生

活
状

態
や

E
の

支
援

の
状

況
に

照
ら

せ
ば

、
A
の

B
に

対
す

る
親

権
停

止
を

解
除

し
、

現
在

、
生

活
し

て
い

る
地

域
で

の
支

援
に

つ
な

げ
る

こ
と

が
必

要
と

の
判

断
を

示
し

て
い

る
。

こ
の

よ
う

な
状

況
を

踏
ま

え
つ

つ
、

裁
判

所
は

、
A
の

B
に

対
す

る
親

権
停

止
の

審
判

の
原

因
で

あ
っ

た
事

実
が

な
く

な
っ

た
も

の
と

認
め

る
の

が
相

当
で

あ
る

と
し

て
、

A
の

B
に

対
す

る
親

権
停

止
の

審
判

を
取

り
消

し
た

。

判
タ

14
27

 p
.2

48
判

時
23

10
 p

.1
32

家
判

7 
p.

53

許
末

恵
・

民
商

法
雑

誌
15

3-
3 

p.
49

2

4 ①
H

28
.3

.1
7

千
葉

家
裁

館
山

支
部

（
審

判
）

平
成

28
年

（
家

ロ
）

10
01

号

親
権

停
止

申
立

事
件

を
本

案
と

す
る

審
判

前
の

保
全

処
分

認
容

（
確

定
）

本
件

は
、

親
権

者
が

軽
度

精
神

発
達

遅
滞

等
の

障
害

が
あ

る
未

成
年

者
の

特
別

支
援

学
校

の
進

学
手

続
に

協
力

し
な

い
こ

と
を

理
由

に
、

児
童

相
談

所
長

が
申

し
立

て
た

親
権

停
止

審
判

を
本

案
と

す
る

審
判

前
の

保
全

処
分

と
し

て
、

親
権

者
の

職
務

執
行

停
止

・
職

務
代

行
者

選
任

を
求

め
た

事
件

で
あ

る
。

未
成

年
者

C
は

、
母

か
ら

身
体

的
虐

待
を

受
け

て
い

る
こ

と
が

発
覚

し
、

乳
児

院
に

入
所

措
置

と
な

っ
た

。
両

親
が

C
の

親
権

者
を

父
B
と

定
め

て
離

婚
し

、
C
は

児
童

養
護

施
設

に
入

所
し

た
。

そ
の

後
、

C
は

両
親

や
親

族
と

の
交

流
は

ほ
と

ん
ど

な
い

。
C
は

、
小

学
校

6
年

生
の

時
か

ら
学

校
の

特
別

支
援

学
級

に
在

籍
し

、
現

在
は

中
学

3
年

生
と

な
り

、
今

後
の

進
路

を
決

め
る

時
期

を
迎

え
た

。
と

こ
ろ

が
、

医
師

の
診

断
に

よ
れ

ば
、

C
は

軽
度

精
神

発
達

遅
滞

等
の

障
害

が
あ

り
、

心
理

判
定

は
9
歳

4
か

月
程

度
と

な
り

、
金

銭
管

理
意

識
が

乏
し

く
、

道
徳

観
も

欠
如

し
て

い
る

。
C
の

知
的

能
力

等
に

照
ら

し
、

中
学

卒
業

後
、

直
ち

に
就

職
す

る
こ

と
は

適
切

で
は

な
く

、
特

別
支

援
学

校
に

進
学

す
べ

き
状

況
に

あ
り

、
ま

た
、

普
通

高
校

又
は

定
時

制
高

校
に

進
学

す
る

こ
と

は
学

業
面

で
困

難
で

あ
る

。
現

在
、

C
は

特
別

支
援

学
校

の
入

学
許

可
候

補
者

と
な

っ
て

お
り

、
進

学
す

る
た

め
に

療
育

手
帳

の
写

し
等

の
提

出
が

必
要

と
さ

れ
て

い
る

。
し

か
し

、
B
は

児
童

相
談

所
に

対
し

て
療

育
手

帳
の

取
得

を
拒

否
す

る
旨

を
示

し
た

。
そ

の
後

、
児

童
相

談
所

は
B
に

対
し

て
、

再
三

に
わ

た
り

連
絡

を
試

み
た

が
、

B
か

ら
の

反
応

は
な

か
っ

た
。

家
庭

裁
判

所
は

、
「

･
･
･
･
･
･
親

権
者

が
未

成
年

者
の

特
性

等
を

十
分

に
理

解
せ

ず
、

そ
の

手
続

に
協

力
し

な
い

た
め

、
未

成
年

者
が

療
育

手
帳

を
取

得
し

た
り

、
特

別
支

援
学

校
に

入
学

す
る

機
会

を
奪

わ
れ

た
り

す
る

可
能

性
が

あ
り

、
親

権
者

に
よ

る
親

権
の

行
使

が
不

適
切

で
あ

る
こ

と
に

よ
り

、
未

成
年

者
の

利
益

を
害

す
る

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
」

と
し

、
さ

ら
に

、
「

未
成

年
者

が
特

別
支

援
学

校
に

入
学

す
る

た
め

の
諸

手
続

は
、

平
成

2
8
年

X
月

末
ま

で
に

は
完

了
す

る
必

要
が

あ
る

か
ら

、
保

全
の

必
要

性
も

認
め

ら
れ

る
」

と
し

て
、

B
の

C
に

対
す

る
親

権
者

と
し

て
の

職
務

執
行

を
停

止
し

、
児

童
相

談
所

長
を

職
務

代
行

者
に

選
任

し
た

。

判
タ

14
33

 p
.2

47
家

判
9 

p.
11

5
古

畑
淳

・
季

刊
教

育
法

19
7 

p.
13

4

4 ②
H

28
.3

.3
1

千
葉

家
裁

館
山

支
部

（
審

判
）

平
成

28
年

（
家

）
64

号

親
権

停
止

申
立

事
件

認
容

（
確

定
）

本
件

は
、

親
権

者
が

軽
度

精
神

発
達

遅
滞

等
の

障
害

が
あ

る
未

成
年

者
の

特
別

支
援

学
校

の
進

学
手

続
に

協
力

し
な

い
こ

と
を

理
由

に
、

児
童

相
談

所
長

が
親

権
停

止
を

求
め

た
事

案
で

あ
る

。
上

記
の

千
葉

家
裁

館
山

支
部

審
判

平
成

2
8
年

3
月

1
7
日

は
、

本
件

を
本

案
と

す
る

審
判

前
の

保
全

処
分

申
立

事
件

で
あ

る
。

家
庭

裁
判

所
は

、
「

･
･
･
･
･
･
本

件
は

、
親

権
者

に
よ

る
親

権
の

行
使

が
不

適
当

で
あ

る
こ

と
に

よ
り

子
の

利
益

を
害

す
る

場
合

に
当

た
り

、
親

権
者

の
親

権
を

停
止

す
る

必
要

が
あ

る
」

と
し

、
さ

ら
に

「
こ

れ
ま

で
の

経
緯

等
に

照
ら

し
、

今
後

2
年

内
に

親
権

停
止

の
原

因
が

消
滅

す
る

と
は

認
め

難
い

こ
と

、
未

成
年

者
の

生
活

状
況

等
も

考
慮

す
れ

ば
、

親
権

者
の

未
成

年
者

に
対

す
る

親
権

停
止

の
期

間
は

2
年

間
と

定
め

る
の

が
相

当
で

あ
る

」
と

判
示

し
た

。

判
タ

14
33

 p
.2

50
家

判
9 

p.
11

9
古

畑
淳

・
季

刊
教

育
法

19
7 

p.
13

4
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5
H

28
.6

.2
9

東
京

家
裁

（
審

判
）

平
成

28
年

（
家

ロ
）

51
48

号

親
権

停
止

申
立

事
件

を
本

案
と

す
る

審
判

前
の

保
全

処
分

認
容

（
確

定
）

本
件

は
、

親
権

者
が

重
篤

な
心

臓
疾

患
を

抱
え

て
い

る
未

成
年

者
の

手
術

に
同

意
し

て
い

る
も

の
の

、
そ

の
後

の
対

応
が

不
適

切
で

あ
る

た
め

、
児

童
相

談
所

長
が

申
し

立
て

た
親

権
停

止
審

判
を

本
案

と
す

る
審

判
前

の
保

全
処

分
と

し
て

、
親

権
者

の
職

務
執

行
停

止
を

求
め

た
事

件
で

あ
る

。
未

成
年

者
C
（

生
後

4
か

月
）

は
生

ま
れ

つ
き

重
篤

な
心

臓
疾

患
を

抱
え

て
お

り
、

根
治

手
術

が
必

要
で

あ
り

、
ま

た
外

科
的

処
置

も
必

要
と

さ
れ

て
い

る
。

現
在

、
C
は

心
不

全
が

進
行

し
て

い
る

た
め

、
主

治
医

は
、

直
ち

に
手

術
が

必
要

で
あ

る
と

診
断

し
て

い
る

。
C
の

親
権

者
で

あ
る

A
B
は

、
手

術
の

必
要

性
等

に
つ

い
て

医
師

の
説

明
を

受
け

て
、

病
院

で
の

治
療

に
同

意
し

て
い

る
。

そ
の

後
、

A
B
は

C
を

見
舞

う
回

数
が

少
な

く
、

お
む

つ
や

洋
服

の
補

充
を

求
め

ら
れ

て
も

直
ち

に
対

応
し

な
い

こ
と

、
約

束
し

た
医

師
と

の
面

談
予

定
を

キ
ャ

ン
セ

ル
す

る
こ

と
が

あ
り

、
医

師
と

の
約

束
時

間
よ

り
大

幅
に

遅
れ

て
来

院
し

て
説

明
を

受
け

た
こ

と
が

あ
っ

た
。

児
童

相
談

所
長

は
、

C
が

必
要

と
し

て
い

る
医

療
行

為
を

速
や

か
に

実
施

す
る

た
め

に
児

童
相

談
所

の
積

極
的

関
与

が
必

要
で

あ
る

と
判

断
し

、
C
を

一
時

保
護

し
た

。
A
B
は

、
二

人
と

も
平

日
は

朝
か

ら
夕

方
ま

で
働

い
て

い
る

た
め

、
平

日
は

面
会

に
行

く
時

間
が

取
れ

な
い

と
述

べ
て

い
る

。
家

庭
裁

判
所

は
、

「
未

成
年

者
は

･
･
･
･
･
･
高

度
の

専
門

性
を

有
す

る
病

院
に

お
い

て
、

直
ち

に
治

療
及

び
手

術
を

受
け

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

。
そ

し
て

、
未

成
年

者
の

現
在

の
病

状
や

今
後

予
定

さ
れ

る
手

術
の

内
容

に
照

ら
す

と
、

未
成

年
者

の
親

権
者

と
し

て
は

、
未

成
年

者
を

頻
繁

に
見

舞
う

と
と

も
に

、
医

療
従

事
者

と
十

分
に

意
思

疎
通

を
図

り
、

緊
急

の
事

態
が

生
じ

た
場

合
も

含
め

て
、

未
成

年
者

が
必

要
と

し
て

い
る

医
療

行
為

が
実

施
さ

れ
る

よ
う

、
迅

速
か

つ
適

切
に

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
」

と
し

、
さ

ら
に

、
「

親
権

者
ら

の
こ

れ
ま

で
の

対
応

や
現

在
の

生
活

状
況

等
に

照
ら

す
と

、
親

権
者

ら
が

現
在

の
緊

急
事

態
に

迅
速

か
つ

適
切

に
対

応
で

き
る

か
ど

う
か

疑
問

が
あ

る
と

い
わ

ざ
る

を
得

な
い

。
そ

う
す

る
と

、
本

件
に

お
い

て
は

、
本

案
審

判
認

容
の

蓋
然

性
及

び
保

全
の

必
要

性
が

」
あ

る
と

し
て

、
A
B
の

C
に

対
す

る
親

権
者

と
し

て
の

職
務

執
行

を
停

止
し

た
。

判
時

23
33

 p
.1

07
判

タ
14

38
 p

.2
50

家
判

10
 p

.1
00

神
野

礼
斉

・
月

報
司

法
書

士
54

9 
p.

47
久

保
野

恵
美

子
・

私
法

判
例

リ
マ

ー
ク

ス
57

 p
.6

4
白

瑞
・

法
学

新
報

12
5-

9・
10

 p
.1

37

6
H

28
.1

1.
21

広
島

家
裁

（
審

判
）

平
成

28
年

（
家

ロ
）

10
33

号

親
権

停
止

申
立

事
件

を
本

案
と

す
る

審
判

前
の

保
全

処
分

認
容

（
確

定
）

本
件

は
、

児
童

相
談

所
長

が
、

親
権

者
が

子
の

就
職

手
続

に
協

力
し

な
い

こ
と

を
理

由
に

申
し

立
て

た
親

権
停

止
審

判
を

本
案

と
す

る
審

判
前

の
保

全
処

分
と

し
て

、
親

権
者

の
職

務
執

行
停

止
・

職
務

代
行

者
選

任
を

求
め

た
事

件
で

あ
る

。
未

成
年

者
C
は

、
幼

少
期

に
両

親
が

離
婚

し
、

親
権

者
で

あ
る

父
B
に

引
き

取
れ

て
養

育
さ

れ
た

。
そ

の
後

、
C
は

父
方

の
祖

母
と

生
活

し
た

が
、

高
校

1
年

の
頃

か
ら

再
び

B
と

一
緒

に
暮

ら
す

よ
う

に
な

っ
た

。
B
は

、
C
の

幼
い

頃
か

ら
C
に

対
し

て
暴

力
を

振
る

う
こ

と
が

あ
っ

た
。

平
成

2
8
年

、
当

時
高

校
3
年

生
の

C
が

自
宅

で
B
に

対
し

て
高

校
卒

業
後

に
県

外
で

の
就

職
を

希
望

し
て

い
る

こ
と

を
伝

え
る

と
、

B
は

急
に

激
怒

し
、

C
に

激
し

い
暴

力
を

振
る

っ
た

。
C
は

自
宅

を
飛

び
出

し
、

約
1
か

月
に

わ
た

る
公

園
で

の
野

宿
等

を
過

ご
し

た
後

に
警

察
に

保
護

さ
れ

、
自

立
援

助
ホ

ー
ム

で
生

活
す

る
よ

う
に

な
っ

た
。

C
は

、
す

で
に

県
外

の
会

社
に

内
定

し
、

来
春

の
就

職
に

向
け

て
会

社
か

ら
パ

ス
ポ

ー
ト

の
写

し
の

提
出

と
自

動
車

免
許

の
取

得
を

求
め

ら
れ

て
い

た
。

さ
ら

に
、

今
後

、
就

職
手

続
に

お
い

て
B
の

同
意

を
求

め
ら

れ
た

り
、

住
居

の
賃

貸
借

契
約

の
締

結
等

が
必

要
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

。
し

か
し

、
B
は

、
児

童
相

談
所

や
弁

護
士

等
の

連
絡

に
対

し
て

、
今

後
C

に
一

切
関

わ
る

つ
も

り
は

な
い

と
述

べ
、

就
職

手
続

へ
の

協
力

を
拒

否
し

た
。

ま
た

、
B
は

裁
判

所
か

ら
の

呼
び

出
し

に
応

じ
ず

、
審

判
期

日
に

も
出

頭
し

て
い

な
い

。
家

庭
裁

判
所

は
、

親
権

者
は

「
･
･
･
･
･
･
未

成
年

者
に

関
し

、
合

理
的

な
理

由
も

な
く

一
切

の
関

わ
り

を
拒

否
し

て
就

職
に

必
要

な
手

続
へ

の
協

力
等

も
拒

ん
で

い
る

の
で

あ
る

か
ら

、
『

親
権

の
行

使
が

困
難

又
は

不
適

当
で

あ
る

こ
と

に
よ

り
子

の
利

益
を

害
す

る
と

き
』

（
民

法
第

8
3
4
条

の
2
第

1
項

）
に

該
当

し
、

本
案

の
審

判
申

立
が

認
容

さ
れ

る
蓋

然
性

が
認

め
ら

れ
る

」
と

し
、

さ
ら

に
、

「
･
･
･
･
･
･
パ

ス
ポ

ー
ト

に
つ

い
て

は
そ

の
写

し
を

提
出

す
る

期
限

が
1
か

月
以

内
と

迫
っ

て
お

り
、

そ
の

ほ
か

に
つ

い
て

も
就

労
を

開
始

す
る

来
春

ま
で

の
4
か

月
余

り
の

う
ち

に
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

す
れ

ば
、

保
全

の
必

要
性

も
認

め
ら

れ
る

」
と

し
て

、
B
の

C
に

対
す

る
親

権
者

の
職

務
執

行
を

停
止

し
、

弁
護

士
D

を
職

務
代

行
者

に
選

任
し

た
。

判
時

23
51

 p
.5

4
判

タ
14

45
 p

.2
50

家
判

11
 p

.1
03

古
畑

淳
・

季
刊

教
育

法
19

7 
p.

13
4

佐
々

木
健

・
民

商
法

雑
誌

1
5
4
-
6
　

p
1
3
1
3
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判判
決決

日日
裁裁

判判
所所

事事
件件

番番
号号

事事
件件

名名
主主

文文
概概

要要
掲掲

載載
誌誌

評評
釈釈

等等
備備

考考

1
H
2
2
.
1
2
.
2
1

宮
崎

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
1
年

(
わ

)
2
8
3
号

実
母

が
生

後
1
1
か

月
の

長
女

を
熱

傷
や

頭
部

等
の

傷
害

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
事

案
に

つ
い

て
、

量
刑

上
被

告
人

に
有

利
な

事
情

を
最

大
限

考
慮

し
て

も
刑

の
執

行
を

猶
予

し
え

な
い

と
し

て
懲

役
6
年

の
実

刑
に

処
し

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

6
年

被
告

人
が

、
自

宅
で

、
当

時
生

後
1
1
か

月
の

長
女

に
対

し
、

熱
し

た
ア

イ
ロ

ン
を

そ
の

両
肩

に
押

し
当

て
て

熱
傷

の
傷

害
を

負
わ

せ
、

ま
た

、
そ

の
翌

日
に

、
同

児
の

頭
部

を
殴

打
す

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
て

頭
部

打
撲

の
傷

害
を

負
わ

せ
、

同
傷

害
に

基
づ

く
脳

腫
脹

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
・

傷
害

致
死

の
事

案
に

つ
い

て
、

被
害

児
の

死
亡

と
い

う
取

り
返

し
の

つ
か

な
い

結
果

の
重

大
性

や
暴

行
の

態
様

の
悪

質
性

か
ら

す
れ

ば
、

被
告

人
の

刑
事

責
任

に
は

重
い

も
の

が
あ

り
、

犯
行

に
至

る
経

緯
や

背
景

事
情

に
そ

れ
な

り
に

同
情

で
き

る
も

の
が

あ
る

こ
と

、
被

告
人

に
前

科
が

な
く

反
省

し
て

い
る

こ
と

、
遺

族
の

処
罰

感
情

や
今

後
の

更
生

の
環

境
等

、
量

刑
上

被
告

人
に

有
利

な
事

情
を

最
大

限
考

慮
し

て
も

、
本

件
が

刑
の

執
行

を
猶

予
す

べ
き

事
案

と
は

認
め

ら
れ

な
い

と
し

て
、

被
告

人
を

懲
役

6
年

に
処

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
1
事

件
の

原
審

2
H
2
3
.
1
.
2
1

福
井

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
1
0
2
9
号

繰
り

返
し

惨
い

虐
待

行
為

の
末

に
実

の
娘

(
当

時
5
歳

)
を

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

事
案

に
つ

い
て

、
行

為
の

態
様

や
被

告
人

の
後

悔
・

反
省

の
深

さ
な

ど
を

酌
ん

で
懲

役
6
年

を
言

い
渡

し
た

事
例

懲
役

6
年

被
告

人
が

、
周

囲
か

ら
孤

立
し

，
唯

一
交

際
が

あ
っ

た
友

人
女

性
に

嫌
わ

れ
た

く
な

い
と

の
思

い
か

ら
、

実
の

娘
(
当

時
5
歳

)
に

友
人

女
性

に
対

す
る

態
度

を
改

め
さ

せ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
い

う
思

い
に

至
り

，
同

児
に

繰
り

返
し

惨
い

虐
待

行
為

を
行

い
、

や
が

て
、

総
重

量
約

6
.
8
キ

ロ
グ

ラ
ム

に
な

る
リ

ュ
ッ

ク
サ

ッ
ク

２
個

を
そ

の
腹

部
及

び
背

部
に

背
負

わ
せ

，
ま

た
、

両
足

首
や

首
に

ひ
も

な
ど

を
巻

い
て

棚
に

結
束

し
，

さ
ら

に
、

口
に

ガ
ム

テ
ー

プ
を

貼
り

タ
オ

ル
２

枚
を

用
い

て
顔

面
全

体
を

覆
い

，
そ

の
上

か
ら

ガ
ム

テ
ー

プ
を

口
や

目
に

巻
き

付
け

た
上

で
，

そ
の

ま
ま

放
置

し
た

た
め

，
苦

し
み

の
あ

ま
り

背
部

又
は

胸
部

を
上

記
リ

ュ
ッ

ク
サ

ッ
ク

又
は

金
属

製
棚

に
打

ち
つ

け
る

こ
と

を
同

児
に

余
儀

な
く

さ
せ

て
，

よ
っ

て
，

一
連

の
暴

行
に

起
因

す
る

心
臓

挫
傷

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
案

で
，

本
件

犯
行

が
，

通
常

，
そ

れ
自

体
か

ら
直

ち
に

死
亡

の
結

果
を

生
じ

さ
せ

得
る

と
考

え
ら

れ
る

態
様

で
は

な
い

こ
と

や
，

娘
が

死
亡

し
た

の
ち

の
被

告
人

の
後

悔
と

反
省

は
特

に
深

く
顕

著
で

あ
る

こ
と

な
ど

、
酌

む
べ

き
事

情
も

あ
る

と
し

て
、

懲
役

1
0
年

の
求

刑
に

対
し

，
懲

役
6
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

3
H
2
3
.
2
.
1
0

奈
良

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
6
5
号

5
歳

の
長

男
に

5
か

月
以

上
に

わ
た

っ
て

適
切

な
医

療
を

受
け

さ
せ

ず
適

切
な

食
事

を
与

え
ず

に
放

置
し

て
死

亡
さ

せ
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

9
年

6
月

被
告

人
が

、
当

時
の

夫
と

共
謀

の
上

、
す

で
に

従
前

か
ら

十
分

な
食

事
を

与
え

ず
や

せ
細

っ
て

い
た

当
時

5
歳

の
長

男
に

対
し

、
5
か

月
以

上
の

長
期

に
わ

た
っ

て
、

医
師

に
よ

る
適

切
な

診
療

を
受

け
さ

せ
ず

、
わ

ず
か

な
飲

食
物

を
与

え
る

の
み

で
放

置
し

、
そ

の
結

果
、

長
男

を
栄

養
失

調
に

よ
り

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

保
護

責
任

者
遺

棄
致

死
の

事
案

。
裁

判
所

は
、

本
件

の
犯

行
が

虐
待

事
件

の
一

般
的

な
構

造
に

該
当

す
る

と
い

う
意

味
で

典
型

的
な

虐
待

の
事

案
と

も
い

え
る

の
で

あ
っ

て
、

犯
行

の
動

機
や

被
告

人
の

行
動

に
は

合
理

性
が

な
く

理
解

が
困

難
で

あ
る

と
は

い
え

な
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
本

件
犯

行
当

時
、

被
告

人
が

精
神

障
害

に
起

因
し

て
善

悪
を

判
断

す
る

能
力

や
行

動
を

制
御

す
る

能
力

が
著

し
く

損
な

わ
れ

て
い

る
こ

と
は

な
か

っ
た

も
の

と
優

に
認

定
で

き
る

と
し

て
、

被
告

人
の

責
任

能
力

を
肯

定
し

、
被

告
人

を
懲

役
9
年

6
月

に
処

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

4
事

件
の

共
犯

事
件

【【
第第

66
期期

】】

資資
料料

３３
　　

刑刑
事事

法法
分分

野野
判判

例例
リリ

スス
トト

（（
第第

66
期期

・・
第第

77
期期

補補
遺遺

））
資

料
３

　
刑

事
法

分
野

判
例

リ
ス

ト
（
第

6
期

・
第

7
期

補
遺

）
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4
H
2
3
.
3
.
3

奈
良

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
6
5
号

5
歳

の
長

男
に

5
か

月
以

上
に

わ
た

っ
て

適
切

な
医

療
を

受
け

さ
せ

ず
適

切
な

食
事

を
与

え
ず

に
放

置
し

て
死

亡
さ

せ
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

9
年

6
月

被
告

人
が

，
当

時
の

妻
と

共
謀

の
上

，
か

ね
て

か
ら

十
分

な
食

事
を

与
え

ず
衰

弱
し

て
い

た
長

男
(
当

時
5
歳

)
に

対
し

，
5
か

月
以

上
の

間
，

医
師

に
よ

る
適

切
な

診
療

を
受

け
さ

せ
ず

，
わ

ず
か

な
飲

食
物

を
与

え
る

の
み

で
放

置
し

た
結

果
，

栄
養

失
調

に
よ

り
飢

餓
死

さ
せ

た
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

の
事

案
で

，
被

告
人

自
身

，
妻

に
逆

ら
う

こ
と

が
困

難
だ

っ
た

と
し

て
も

，
親

と
し

て
の

養
育

義
務

を
全

く
果

た
さ

ず
，

む
し

ろ
主

体
的

・
能

動
的

に
虐

待
を

し
て

い
た

と
し

て
，

懲
役

9
年

6
月

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

3
事

件
の

共
犯

事
件

5
H
2
3
.
3
.
1
4

那
覇

地
裁

平
良

支
部

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
2
0
号

養
子

で
あ

る
1
1
歳

の
女

児
に

対
し

て
、

養
親

の
立

場
を

利
用

し
て

わ
い

せ
つ

な
行

為
を

し
た

事
例

懲
役

1
年

6
月

被
告

人
が

、
あ

た
か

も
父

親
と

し
て

子
ら

に
添

い
寝

を
し

て
い

る
よ

う
に

装
っ

て
、

養
子

で
あ

る
女

児
(
当

時
1
1
歳

)
が

1
3
歳

未
満

で
あ

る
こ

と
を

知
り

な
が

ら
、

就
寝

中
の

同
人

の
着

衣
の

内
に

手
を

差
し

入
れ

、
同

人
の

陰
部

を
手

指
で

触
っ

て
弄

ぶ
な

ど
し

、
も

っ
て

、
1
3
歳

未
満

の
女

子
に

対
し

て
わ

い
せ

つ
な

行
為

を
し

た
と

い
う

強
制

わ
い

せ
つ

の
事

案
。

裁
判

所
は

、
本

件
の

犯
行

が
、

養
親

の
立

場
を

悪
用

し
て

、
自

力
で

逃
れ

る
こ

と
も

で
き

ず
何

の
落

ち
度

も
な

い
児

童
を

狙
っ

た
も

の
で

あ
り

、
大

胆
か

つ
卑

劣
な

犯
行

で
あ

る
と

と
も

に
犯

行
態

様
も

悪
質

で
あ

る
と

判
示

し
て

、
被

告
人

に
懲

役
1
年

6
月

の
実

刑
を

言
い

渡
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

2
7
事

件
の

原
審

6
H
2
3
.
3
.
2
9

京
都

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
1
5
6
8
号

内
縁

の
夫

と
共

に
加

え
た

多
数

回
の

暴
行

に
よ

り
実

子
(
当

時
5
歳

)
を

い
わ

ゆ
る

植
物

状
態

に
陥

れ
た

事
例

懲
役

5
年

6
月

実
子

(
当

時
5
歳

)
の

態
度

に
立

腹
し

，
内

縁
関

係
に

あ
っ

た
夫

と
共

謀
の

上
，

同
児

の
顔

面
等

を
平

手
及

び
拳

で
十

数
回

殴
打

し
，

そ
の

足
を

払
う

な
ど

し
て

畳
上

に
十

数
回

転
倒

さ
せ

，
さ

ら
に

そ
の

身
体

を
両

手
で

持
ち

上
げ

て
畳

上
に

１
回

投
げ

落
と

す
な

ど
の

暴
行

を
加

え
て

，
急

性
硬

膜
下

血
腫

，
脳

浮
腫

，
脳

ヘ
ル

ニ
ア

等
に

起
因

す
る

全
治

不
能

の
低

酸
素

性
虚

血
性

脳
症

の
傷

害
を

負
わ

せ
た

と
い

う
傷

害
の

事
案

に
つ

い
て

、
同

児
を

い
わ

ゆ
る

植
物

状
態

に
陥

れ
た

と
い

う
本

件
犯

行
の

結
果

は
極

め
て

重
大

で
あ

り
、

ま
た

、
百

歩
譲

っ
て

し
つ

け
の

た
め

の
体

罰
が

許
容

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

と
し

て
も

、
子

供
の

将
来

を
考

え
て

の
「

し
つ

け
」

と
し

て
の

行
動

と
い

う
側

面
は

も
は

や
希

薄
で

，
理

想
的

に
行

動
し

な
い

幼
児

に
対

し
怒

り
を

ぶ
つ

け
た

だ
け

と
い

う
側

面
の

強
い

行
動

が
行

わ
れ

て
い

た
と

い
う

べ
き

で
あ

り
、

被
告

人
の

刑
事

責
任

は
相

当
に

重
く

，
相

応
の

期
間

の
服

役
が

避
け

ら
れ

な
い

も
の

と
判

示
し

て
、

懲
役

5
年

6
月

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

7
事

件
の

共
犯

事
件

7
H
2
3
.
3
.
2
9

京
都

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
1
5
6
8
号

内
縁

の
妻

と
共

に
加

え
た

多
数

回
の

暴
行

に
よ

り
実

子
(
当

時
5
歳

)
を

い
わ

ゆ
る

植
物

状
態

に
陥

れ
た

事
例

懲
役

7
年

内
縁

関
係

に
あ

っ
た

妻
の

実
子

(
当

時
5
歳

)
の

態
度

に
立

腹
し

，
妻

と
共

謀
の

上
，

同
児

の
顔

面
等

を
平

手
及

び
拳

で
十

数
回

殴
打

し
，

そ
の

足
を

払
う

な
ど

し
て

畳
上

に
十

数
回

転
倒

さ
せ

，
さ

ら
に

そ
の

身
体

を
両

手
で

持
ち

上
げ

て
畳

上
に

１
回

投
げ

落
と

す
な

ど
の

暴
行

を
加

え
て

，
い

わ
ゆ

る
植

物
状

態
に

陥
る

ほ
ど

の
全

治
不

能
の

低
酸

素
性

虚
血

性
脳

症
を

負
わ

せ
た

と
い

う
傷

害
の

事
案

に
つ

い
て

、
同

児
の

足
を

払
っ

て
倒

し
た

り
同

児
を

被
告

人
の

顔
付

近
の

高
さ

ま
で

持
ち

上
げ

て
か

ら
前

の
畳

の
上

に
投

げ
落

と
す

と
い

っ
た

最
も

強
度

の
暴

行
を

最
も

多
数

回
加

え
て

い
た

の
は

被
告

人
な

の
で

あ
っ

て
，

し
か

も
そ

の
暴

行
は

い
ず

れ
も

が
判

示
傷

害
の

原
因

と
な

り
得

る
非

常
に

危
険

な
も

の
で

あ
る

か
ら

，
被

告
人

の
刑

事
責

任
は

共
犯

者
に

比
し

て
も

重
い

も
の

と
考

え
ざ

る
を

得
ず

、
ま

た
、

厳
し

く
し

つ
け

る
よ

う
に

妻
か

ら
言

わ
れ

て
い

た
こ

と
は

犯
情

に
影

響
す

る
も

の
で

な
い

と
し

て
、

懲
役

7
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

6
事

件
の

共
犯

事
件



－ 132 －

8
H
2
3
.
4
.
8

大
阪

高
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
う

)
1
1
8
7
号

原
判

決
に

お
け

る
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

の
共

謀
の

認
定

に
つ

い
て

何
ら

の
事

実
誤

認
も

な
く

量
刑

不
当

も
な

い
と

し
て

，
被

告
人

の
控

訴
を

棄
却

し
た

事
例

控
訴

棄
却

（
懲

役
8
年

6
月

）

内
縁

の
夫

と
の

共
謀

に
よ

る
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

及
び

死
体

遺
棄

の
罪

で
懲

役
8

年
6
月

を
言

い
渡

さ
れ

た
被

告
人

が
控

訴
し

た
と

い
う

事
案

に
つ

い
て

、
暴

力
団

の
ト

ッ
プ

で
あ

る
夫

の
心

理
的

強
制

の
下

に
あ

っ
た

よ
う

な
事

情
は

な
く

、
当

時
9
歳

の
次

女
に

継
続

的
な

暴
行

を
加

え
る

夫
に

対
し

て
制

止
も

せ
ず

に
か

え
っ

て
黙

認
あ

る
い

は
同

調
し

，
不

保
護

に
つ

い
て

も
、

衰
弱

し
た

状
態

に
あ

っ
た

次
女

を
保

護
し

な
い

ま
ま

死
亡

に
至

ら
し

め
た

の
で

あ
り

、
類

を
見

な
い

陰
惨

な
虐

待
に

お
い

て
被

告
人

の
果

た
し

た
役

割
は

重
く

、
ま

た
、

原
審

に
お

い
て

は
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

の
成

否
に

つ
い

て
自

身
の

行
為

の
責

任
を

直
視

す
る

こ
と

も
せ

ず
に

争
っ

て
い

た
の

で
あ

る
か

ら
，

そ
の

量
刑

が
ほ

か
の

裁
判

例
の

場
合

と
比

較
し

て
均

衡
を

失
す

る
程

に
重

い
わ

け
で

は
な

い
も

の
と

し
て

、
原

判
決

を
維

持
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

第
5
期

(
第

6
報

)
2
1
事

件
の

控
訴

審

9
H
2
3
.
4
.
1
4

宇
都

宮
地

裁
大

田
原

支
部

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
1
3
8
号

虐
待

を
理

由
と

し
て

妻
の

連
れ

子
を

保
護

し
て

い
た

児
童

相
談

所
に

侵
入

し
た

こ
と

な
ど

か
ら

、
傷

害
並

び
に

器
物

損
壊

及
び

建
造

物
侵

入
の

罪
に

問
わ

れ
た

事
例

懲
役

2
年

保
護

観
察

付
執

行
猶

予
4

年

被
告

人
が

，
妻

の
連

れ
子

で
あ

る
当

時
1
2
歳

の
被

害
児

童
の

顔
面

を
手

拳
で

数
回

殴
打

す
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

た
と

い
う

傷
害

と
､
被

害
児

童
を

保
護

し
て

い
た

児
童

相
談

所
の

非
常

口
ド

ア
の

ガ
ラ

ス
を

割
っ

て
侵

入
し

た
と

い
う

器
物

損
壊

及
び

建
造

物
侵

入
の

事
案

に
つ

い
て

、
児

童
相

談
所

内
に

侵
入

し
た

理
由

に
つ

い
て

は
，

被
告

人
に

よ
る

依
頼

で
児

童
相

談
所

に
連

れ
て

行
か

れ
た

と
い

う
誤

解
を

被
害

児
童

に
与

え
た

も
の

と
思

っ
て

，
そ

の
誤

解
を

解
く

た
め

に
被

害
児

童
に

会
っ

て
伝

え
た

か
っ

た
と

い
う

旨
述

べ
て

い
る

も
の

の
，

そ
の

よ
う

な
理

由
で

あ
っ

た
と

し
て

も
，

虐
待

さ
れ

た
児

童
の

保
護

を
任

務
と

す
る

児
童

相
談

所
の

施
設

に
ド

ア
の

ガ
ラ

ス
を

割
っ

て
侵

入
す

る
と

い
う

行
為

は
絶

対
に

許
さ

れ
る

も
の

で
は

な
く

，
厳

し
い

非
難

を
免

れ
な

い
と

い
う

べ
き

で
あ

る
か

ら
、

被
告

人
の

刑
事

責
任

を
決

し
て

軽
く

み
る

こ
と

は
で

き
な

い
も

の
と

判
示

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
0

H
2
3
.
4
.
1
8

横
浜

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
1
年

(
わ

)
5
2
2
号

断
続

的
な

暴
行

に
よ

っ
て

夫
の

連
れ

子
に

多
数

箇
所

の
骨

折
の

傷
害

を
負

わ
せ

た
被

告
人

に
懲

役
4
年

の
実

刑
を

言
い

渡
し

た
事

例

懲
役

4
年

夫
の

連
れ

子
で

あ
る

被
害

児
童

(
当

時
9
歳

)
に

対
し

て
断

続
的

に
暴

行
を

加
え

，
全

治
9
か

月
間

を
要

す
る

骨
盤

骨
折

の
他

に
，

同
3
か

月
を

要
す

る
肋

骨
骨

折
や

同
数

週
間

を
要

す
る

鼻
骨

骨
折

等
の

傷
害

を
負

わ
せ

た
と

い
う

傷
害

の
事

案
に

つ
い

て
、

裁
判

所
は

、
被

害
児

童
の

診
察

結
果

及
び

医
師

の
鑑

定
結

果
さ

ら
に

は
被

害
児

童
の

証
言

な
ど

か
ら

，
被

害
児

童
の

傷
害

が
自

傷
行

為
な

ど
で

は
な

く
被

告
人

の
犯

行
の

結
果

で
あ

る
と

い
う

事
実

を
認

定
し

た
上

で
，

犯
情

の
悪

質
さ

な
ど

を
指

摘
し

て
、

被
告

人
に

懲
役

4
年

の
実

刑
を

言
い

渡
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
1

H
2
3
.
5
.
2
6

福
岡

高
裁

宮
崎

支
部

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
う

)
8
号

1
事

件
の

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

の
人

格
傾

向
や

考
え

方
の

偏
り

を
斟

酌
で

き
る

も
の

と
し

て
、

懲
役

6
年

の
原

判
決

を
破

棄
し

た
上

で
懲

役
4
年

を
言

い
渡

し
た

事
例

破
棄

自
判

（
懲

役
4

年
）

被
告

人
が

、
当

時
生

後
1
1
か

月
の

長
女

に
対

し
、

熱
し

た
ア

イ
ロ

ン
を

押
し

当
て

て
熱

傷
の

傷
害

を
負

わ
せ

、
ま

た
、

頭
部

等
に

暴
行

を
加

え
て

傷
害

を
負

わ
せ

て
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
事

案
で

下
さ

れ
た

有
罪

の
判

決
に

対
し

、
被

告
人

が
控

訴
し

た
。

裁
判

所
は

、
被

告
人

の
生

い
立

ち
が

不
遇

で
あ

る
ば

か
り

で
な

く
、

こ
れ

が
本

件
に

大
き

な
影

を
落

と
し

て
い

る
と

い
う

こ
と

も
で

き
、

被
告

人
の

人
格

傾
向

や
考

え
方

の
偏

り
に

囚
わ

れ
て

本
件

を
惹

起
し

た
こ

と
に

つ
い

て
、

ひ
と

り
被

告
人

を
責

め
る

こ
と

は
酷

で
あ

る
と

い
わ

ざ
る

を
え

ず
、

被
告

人
の

人
格

傾
向

や
考

え
方

の
偏

り
は

、
被

告
人

の
た

め
に

酌
む

べ
き

相
応

の
事

情
で

あ
る

と
し

、
懲

役
6
年

を
言

い
渡

し
た

原
判

決
を

破
棄

し
、

懲
役

4
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
事

件
の

控
訴

審
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1
2

H
2
3
.
6
.
2
8

大
阪

高
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
う

)
1
1
8
8
号

保
護

責
任

者
遺

棄
致

死
及

び
死

体
遺

棄
の

事
案

で
下

さ
れ

た
懲

役
1
2
年

の
判

決
を

維
持

し
た

事
例

控
訴

棄
却

（
懲

役
1
2

年
）

内
縁

の
妻

と
共

謀
の

上
，

妻
の

次
女

で
あ

る
被

害
児

童
(
当

時
9
歳

)
を

虐
待

し
て

衰
弱

死
さ

せ
た

上
で

，
そ

の
遺

体
を

全
裸

に
し

て
共

同
墓

地
の

土
中

に
埋

め
て

遺
棄

し
た

と
い

う
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

及
び

死
体

遺
棄

の
事

案
で

下
さ

れ
た

懲
役

1
2
年

の
判

決
に

対
し

、
被

告
人

が
控

訴
し

た
。

裁
判

所
は

，
原

判
決

に
つ

い
て

、
虐

待
を

加
え

て
い

た
こ

と
な

ど
を

判
示

し
て

被
告

人
の

保
護

責
任

を
明

示
し

，
保

護
の

対
象

者
が

当
時

9
歳

の
「

幼
年

者
」

な
い

し
「

病
者

」
に

該
当

す
る

こ
と

を
示

し
，

ま
た

、
行

為
態

様
と

し
て

，
平

成
2
1
年

3
月

中
旬

こ
ろ

以
降

，
被

害
児

童
に

医
師

の
診

察
な

ど
の

医
療

措
置

を
受

け
さ

せ
ず

，
わ

ず
か

な
飲

食
物

を
与

え
る

の
み

で
，

玄
関

土
間

や
ベ

ラ
ン

ダ
で

寝
具

を
用

い
ず

に
就

寝
さ

せ
る

な
ど

し
た

と
い

う
事

実
を

摘
示

し
て

お
り

，
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

罪
の

「
罪

と
な

る
べ

き
事

実
」

の
記

載
と

し
て

何
ら

不
備

な
点

は
な

い
も

の
と

認
め

た
上

で
、

目
撃

者
の

供
述

の
信

用
性

に
対

す
る

判
断

や
死

因
の

認
定

に
誤

り
は

な
く

、
ま

た
、

被
告

人
の

不
保

護
の

態
様

は
被

害
児

童
の

人
格

を
全

く
顧

み
な

い
陰

湿
か

つ
悪

質
な

も
の

で
あ

っ
て

，
犯

行
後

の
罪

証
隠

滅
・

死
体

遺
棄

な
ど

の
事

実
も

併
せ

て
考

え
れ

ば
，

原
判

決
に

お
け

る
量

刑
は

是
認

で
き

る
も

の
と

し
て

，
控

訴
を

棄
却

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

第
5
期

(
第

6
報

)
2
2
事

件
の

控
訴

審

1
3

H
2
3
.
6
.
3
0

広
島

高
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
う

)
1
9
8
号

法
務

教
官

で
あ

る
被

告
人

が
特

別
公

務
員

暴
行

陵
虐

罪
の

成
立

を
認

め
た

原
判

決
に

対
し

て
控

訴
し

た
と

い
う

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

を
有

罪
と

し
た

原
判

決
に

事
実

の
誤

認
は

な
い

な
ど

と
判

示
し

て
、

控
訴

を
棄

却
し

た
事

例

控
訴

棄
却

(
懲

役
1
0

月
・

執
行

猶
予

3
年

)

少
年

院
の

首
席

専
門

官
で

あ
っ

た
被

告
人

が
、

被
害

少
年

に
対

し
て

暴
行

及
び

陵
辱

・
加

虐
の

行
為

を
し

た
と

い
う

特
別

公
務

員
暴

行
陵

虐
の

事
案

。
原

審
は

、
被

告
人

が
、

本
件

当
日

、
少

年
の

頸
部

に
シ

ー
ツ

を
巻

き
付

け
た

上
で

、
自

分
で

頸
部

を
絞

め
付

け
て

死
ぬ

よ
う

に
迫

る
旨

の
文

言
を

申
し

向
け

、
続

け
て

、
本

件
少

年
に

遺
書

を
作

成
す

る
よ

う
申

し
向

け
、

こ
れ

を
拒

絶
し

た
少

年
に

は
自

死
す

る
旨

書
か

れ
た

文
書

を
読

み
上

げ
さ

せ
、

さ
ら

に
、

洗
濯

棟
に

お
い

て
、

本
件

少
年

の
面

前
で

、
ビ

ニ
ー

ル
袋

内
に

有
毒

な
気

体
が

発
生

し
て

い
る

か
の

よ
う

に
装

っ
た

上
、

こ
の

ビ
ニ

ー
ル

袋
を

本
件

少
年

の
顔

面
に

近
づ

け
て

、
そ

こ
か

ら
発

生
し

て
い

る
有

毒
な

気
体

を
吸

え
ば

死
ね

る
と

迫
る

旨
を

申
し

向
け

た
な

ど
の

一
連

の
行

為
に

つ
い

て
、

こ
の

よ
う

な
行

為
は

指
導

の
目

的
が

あ
っ

て
も

法
務

教
官

の
職

務
上

許
さ

れ
る

も
の

で
な

く
、

特
別

公
務

員
暴

行
陵

虐
罪

に
い

う
暴

行
ま

た
は

陵
虐

行
為

に
該

当
す

る
と

判
示

し
て

、
懲

役
1
0
月

・
執

行
猶

予
3
年

に
処

し
た

。
こ

れ
に

対
し

、
控

訴
審

は
、

原
審

が
認

定
し

た
事

実
に

誤
認

は
な

い
と

判
示

し
て

、
控

訴
を

棄
却

し
た

。

裁
判

所
H
P

白
鳥

智
彦

・
研

修
7
7
1

p
.
2
5

井
上

宜
裕

・
法

学
教

室
別

冊
付

録
3
7
7

p
.
3
7

1
4

H
2
3
.
9
.
8

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
2
7
7
0
号

生
後

約
1
0
ヶ

月
の

長
女

に
全

治
約

3
0
日

間
を

要
す

る
頭

蓋
骨

多
発

骨
折

及
び

脳
腫

瘍
の

障
害

を
負

わ
せ

た
事

例

懲
役

3
年

執
行

猶
予

5
年

長
女

(
当

時
1
0
か

月
)
に

対
し

，
何

ら
か

の
方

法
に

よ
り

同
児

の
頭

部
に

強
度

の
圧

力
を

与
え

る
暴

行
を

加
え

て
、

頭
蓋

骨
多

発
骨

折
及

び
脳

腫
脹

の
障

害
を

負
わ

せ
た

と
い

う
傷

害
の

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

は
暴

行
の

事
実

を
否

認
し

て
犯

人
性

を
争

っ
た

。
裁

判
所

は
，

長
女

の
傷

害
の

原
因

と
な

っ
た

暴
行

を
行

う
機

会
が

あ
っ

た
の

は
被

告
人

以
外

に
い

な
い

と
し

た
上

で
，

育
児

に
無

関
心

の
夫

や
養

育
が

思
う

よ
う

に
い

か
な

い
ス

ト
レ

ス
か

ら
，

そ
の

は
け

口
を

被
害

者
へ

の
暴

行
に

向
け

た
こ

と
は

身
勝

手
・

悪
質

で
あ

り
，

そ
の

刑
事

責
任

は
軽

視
で

き
な

い
と

は
い

え
，

愛
情

を
も

っ
て

育
て

た
努

力
の

面
も

あ
る

な
ど

と
判

示
し

て
，

被
告

人
に

懲
役

3
年

執
行

猶
予

5
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
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1
5

H
2
3
.
9
.
2
2

横
浜

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
4
5
号

同
居

し
て

い
た

交
際

相
手

の
男

性
が

被
告

人
の

二
女

に
対

し
て

傷
害

を
追

わ
せ

た
際

に
、

唯
一

の
親

権
者

で
あ

る
被

告
人

が
そ

の
犯

行
を

容
易

に
し

た
も

の
と

し
て

、
傷

害
幇

助
の

罪
に

問
わ

れ
た

事
例

懲
役

1
年

2
月

二
女

(
当

時
3
歳

)
の

親
権

者
で

あ
る

被
告

人
は

、
公

判
分

離
前

の
共

同
被

告
人

で
あ

る
同

居
男

性
の

Ａ
が

、
２

回
の

時
間

帯
に

わ
た

り
二

女
に

対
し

，
そ

の
顔

面
等

を
拳

骨
で

殴
り

，
背

部
，

腹
部

等
を

蹴
り

，
さ

ら
に

，
同

人
の

両
上

腕
，

背
部

等
に

か
み

付
く

な
ど

の
暴

行
を

加
え

，
よ

っ
て

，
同

人
に

加
療

約
3
か

月
間

を
要

す
る

傷
害

を
負

わ
せ

た
際

に
，

Ａ
が

各
時

間
帯

に
お

け
る

暴
行

を
開

始
し

よ
う

と
す

る
の

を
認

識
し

た
の

で
あ

る
か

ら
，

直
ち

に
上

記
の

各
暴

行
を

制
止

す
べ

き
で

あ
り

，
か

つ
，

そ
れ

ら
を

制
止

す
る

こ
と

は
容

易
で

あ
っ

た
の

に
，

各
暴

行
を

制
止

せ
ず

，
そ

れ
ら

が
継

続
す

る
の

を
放

置
し

，
ま

た
，

逃
れ

よ
う

と
す

る
二

女
の

行
動

を
制

止
し

て
、

も
っ

て
，

Ａ
に

よ
る

上
記

の
犯

行
を

容
易

に
し

て
こ

れ
を

幇
助

し
た

と
い

う
傷

害
幇

助
の

訴
因

で
起

訴
さ

れ
た

。
裁

判
所

は
、

Ａ
に

対
す

る
説

得
や

Ａ
か

ら
の

引
き

離
し

・
退

避
等

の
措

置
を

段
階

的
に

と
る

と
い

っ
た

作
為

を
す

べ
き

義
務

が
被

告
人

に
認

め
ら

れ
る

と
こ

ろ
，

そ
の

よ
う

な
作

為
を

行
わ

ず
，

Ａ
が

暴
行

を
開

始
・

継
続

す
る

の
を

放
置

し
た

の
で

あ
る

か
ら

，
被

告
人

の
不

作
為

は
Ａ

に
よ

る
傷

害
の

犯
行

を
容

易
に

す
る

も
の

で
あ

っ
て

，
よ

っ
て

傷
害

幇
助

罪
に

該
当

す
る

も
の

と
認

定
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
6

H
2
3
.
9
.
2
9

水
戸

家
裁

下
妻

支
部

(
決

定
)

平
成

2
3
年

(
少

)
1
8
9
号

1
4
歳

の
女

子
少

年
に

対
す

る
ぐ

犯
保

護
事

件
に

お
い

て
，

少
年

を
医

療
少

年
院

に
送

致
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

後
は

初
等

少
年

院
に

移
送

す
る

の
が

相
当

で
あ

る
旨

の
処

遇
勧

告
を

付
し

た
事

例

医
療

少
年

院
送

致

1
4
歳

の
女

子
少

年
は

、
母

に
包

丁
を

突
き

付
け

る
と

い
う

触
法

(
脅

迫
)
事

件
に

よ
り

児
童

相
談

所
に

通
告

さ
れ

、
観

護
措

置
の

決
定

と
そ

の
後

の
保

護
観

察
と

さ
れ

た
が

，
そ

の
後

に
一

時
保

護
委

託
さ

れ
た

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

暴
行

や
、

自
宅

に
戻

っ
て

か
ら

の
母

に
対

す
る

継
続

的
な

暴
行

な
ど

に
よ

り
ぐ

犯
状

態
に

陥
っ

た
も

の
で

あ
っ

て
，

情
緒

や
社

会
性

の
発

達
が

か
な

り
遅

れ
，

幼
児

的
な

自
己

中
心

性
が

残
っ

て
い

る
少

年
に

つ
い

て
は

，
今

後
も

自
己

の
感

情
を

自
制

で
き

ず
に

暴
行

な
ど

に
及

ぶ
お

そ
れ

が
高

い
こ

と
，

精
神

科
を

受
診

し
，

適
応

障
害

と
診

断
さ

れ
て

い
る

こ
と

，
母

が
精

神
的

に
不

安
定

で
あ

り
，

現
段

階
に

お
い

て
少

年
を

引
き

取
る

こ
と

に
否

定
的

で
あ

る
こ

と
な

ど
か

ら
、

少
年

を
医

療
少

年
院

に
送

致
し

て
、

精
神

的
な

治
療

を
行

い
つ

つ
，

情
緒

の
安

定
を

図
り

，
基

本
的

生
活

習
慣

や
基

礎
学

力
を

身
に

付
け

さ
せ

る
も

の
と

し
，

ま
た

、
医

療
措

置
を

終
え

た
後

に
は

，
初

等
少

年
院

に
移

送
し

て
義

務
教

育
に

相
当

す
る

教
育

を
受

け
さ

せ
て

社
会

適
応

に
必

要
な

能
力

を
身

に
付

け
さ

せ
る

こ
と

も
必

要
で

あ
る

た
め

，
そ

の
旨

の
処

遇
勧

告
を

付
し

，
併

せ
て

，
保

護
観

察
所

長
に

対
し

て
仮

退
院

後
の

社
会

内
処

遇
を

円
滑

に
行

う
た

め
の

環
境

調
整

命
令

を
発

し
た

。

家
裁

月
報

6
4
-
5
 
p
.
1
1
3
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1
7

H
2
3
.
1
0
.
1
2

東
京

地
裁

立
川

支
部

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
6
4
0
号

2
歳

に
満

た
な

い
長

男
に

対
し

て
多

数
回

殴
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

た
ほ

か
、

食
べ

物
を

口
に

押
し

込
む

な
ど

の
重

大
な

過
失

に
よ

り
低

酸
素

脳
症

等
の

傷
害

を
負

わ
せ

て
死

亡
さ

せ
た

事
例

懲
役

3
年

被
告

人
が

、
生

後
約

1
年

8
か

月
な

い
し

約
1
年

1
1
か

月
の

時
期

に
あ

っ
た

長
男

Ａ
に

対
し

、
自

宅
に

お
い

て
、

2
回

に
わ

た
り

、
そ

の
背

部
を

平
手

や
棒

状
の

物
で

多
数

回
殴

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
、

あ
る

い
は

、
そ

の
後

頭
部

を
平

手
で

殴
る

暴
行

を
加

え
て

、
そ

の
顔

面
を

前
面

の
壁

に
衝

突
さ

せ
、

そ
れ

ぞ
れ

、
全

治
約

1
か

月
間

を
要

す
る

背
部

打
撲

、
加

療
約

1
週

間
を

要
す

る
前

額
部

打
撲

の
傷

害
を

負
わ

せ
、

さ
ら

に
、

知
人

宅
に

お
い

て
、

そ
の

顔
面

を
殴

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
、

こ
の

頃
に

虐
待

の
通

告
を

受
け

た
児

童
相

談
所

は
Ａ

の
身

体
状

況
か

ら
虐

待
を

認
定

す
る

に
は

至
ら

ず
に

他
の

措
置

を
と

ら
な

か
っ

た
と

こ
ろ

、
後

日
、

当
時

2
歳

の
Ａ

に
対

し
、

自
宅

に
お

い
て

、
食

パ
ン

を
与

え
る

際
に

口
の

中
に

パ
ン

片
を

連
続

し
て

押
し

込
む

な
ど

し
た

重
大

な
過

失
に

よ
り

、
低

酸
素

脳
症

等
の

傷
害

を
負

わ
せ

、
そ

の
約

1
8
日

後
に

搬
送

先
の

病
院

で
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
暴

行
・

傷
害

・
重

過
失

致
死

の
事

案
。

裁
判

所
は

、
被

告
人

が
そ

の
感

情
に

流
さ

れ
る

ま
ま

軽
率

・
危

険
な

行
為

に
及

び
Ａ

を
死

亡
さ

せ
た

も
の

で
、

暴
行

は
Ａ

が
保

育
所

か
ら

自
宅

に
戻

っ
て

き
た

直
後

に
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
も

考
慮

す
れ

ば
、

強
い

非
難

を
免

れ
な

い
が

、
育

児
の

困
難

な
Ａ

を
抱

え
、

適
切

な
相

談
相

手
が

い
な

い
と

い
う

状
況

に
お

い
て

、
犯

行
の

当
時

は
強

い
ス

ト
レ

ス
を

抱
え

て
い

た
も

の
と

認
め

ら
れ

る
と

こ
ろ

、
た

び
た

び
相

談
を

受
け

て
い

た
被

告
人

の
夫

は
何

ら
の

措
置

を
講

じ
ず

、
そ

の
意

味
で

責
任

の
一

端
が

夫
に

も
あ

る
の

に
加

え
、

出
産

直
後

の
保

健
所

や
病

院
の

対
応

に
も

全
く

問
題

が
な

か
っ

た
と

は
い

え
な

い
こ

と
か

ら
、

被
告

人
に

も
い

さ
さ

か
の

同
情

す
べ

き
点

が
な

い
わ

け
で

は
な

く
、

さ
ら

に
、

被
告

人
も

反
省

の
態

度
を

示
し

て
い

る
こ

と
も

勘
案

す
れ

ば
、

被
告

人
に

懲
役

3
年

の
実

刑
を

言
い

渡
す

の
が

相
当

と
判

示
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
8

H
2
3
.
1
0
.
2
6

広
島

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
9
3
0
号

夫
と

共
謀

し
て

長
女

に
暴

行
し

た
こ

と
に

よ
る

傷
害

と
そ

の
後

の
夫

に
よ

る
暴

行
を

直
接

の
原

因
と

し
た

長
女

の
死

亡
と

の
間

に
因

果
関

係
を

肯
定

し
て

、
被

告
人

に
傷

害
致

死
の

罪
を

認
め

た
事

例

懲
役

6
年

6
月

被
告

人
が

、
夫

と
共

謀
の

上
，

長
女

(
当

時
2
歳

8
か

月
)
の

顔
面

を
平

手
で

数
回

叩
き

，
頭

を
げ

ん
骨

で
多

数
回

殴
り

，
あ

お
む

け
状

態
の

同
人

に
馬

乗
り

に
な

っ
て

，
そ

の
胸

を
両

手
で

強
く

押
さ

え
て

呼
吸

運
動

を
困

難
に

す
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

，
び

ま
ん

性
脳

腫
脹

そ
の

他
の

傷
害

を
長

女
に

負
わ

せ
(
第

１
暴

行
)
，

そ
の

後
に

，
夫

が
，

被
告

人
と

の
共

謀
に

基
づ

か
ず

に
、

湯
を

入
れ

た
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

の
衣

装
ケ

ー
ス

に
長

女
を

無
理

矢
理

沈
め

る
な

ど
し

て
呼

吸
運

動
を

妨
げ

た
た

め
に

、
一

気
に

増
悪

し
た

び
ま

ん
性

脳
腫

脹
に

よ
り

長
女

を
急

性
窒

息
死

に
至

ら
し

め
た

(
第

２
暴

行
)
と

い
う

事
案

に
つ

い
て

、
裁

判
所

は
、

第
１

暴
行

に
よ

る
傷

害
も

放
置

し
て

い
れ

ば
被

害
者

を
死

に
至

ら
し

め
る

程
度

の
傷

害
で

あ
っ

て
，

第
１

暴
行

が
な

け
れ

ば
第

２
暴

行
だ

け
で

死
に

至
る

こ
と

は
な

い
か

ら
，

第
１

暴
行

と
死

亡
と

の
間

に
は

因
果

関
係

が
あ

る
も

の
と

判
断

し
、

被
告

人
に

お
け

る
傷

害
致

死
の

罪
の

成
立

を
認

め
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
9

H
2
3
.
1
1
.
2
5

岡
山

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
2
7
9
号

長
女

を
不

法
に

逮
捕

・
監

禁
し

、
低

体
温

症
に

よ
り

死
亡

さ
せ

た
行

為
に

つ
い

て
、

逮
捕

監
禁

致
死

を
認

め
て

懲
役

3
年

6
月

を
言

い
渡

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

3
年

6
月

以
前

か
ら

食
べ

物
の

万
引

き
や

盗
み

食
い

な
ど

を
繰

り
返

し
て

い
た

長
女

Ｂ
(
当

時
1
6
歳

)
に

対
し

，
そ

れ
ら

を
や

め
さ

せ
る

目
的

な
ど

か
ら

顔
面

を
手

で
殴

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
る

な
ど

し
て

い
た

被
告

人
が

、
全

裸
の

Ｂ
の

両
手

首
及

び
両

足
首

を
ビ

ニ
ー

ル
紐

で
縛

っ
て

Ｂ
を

不
法

に
逮

捕
し

、
そ

の
ま

ま
Ｂ

を
浴

室
内

に
立

た
せ

た
ま

ま
脱

出
す

る
こ

と
を

著
し

く
困

難
に

し
、

も
っ

て
Ｂ

を
不

法
に

監
禁

し
、

よ
っ

て
低

体
温

症
に

よ
り

Ｂ
を

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

事
案

に
つ

い
て

，
裁

判
所

は
、

こ
の

よ
う

な
状

況
の

下
で

逮
捕

・
監

禁
行

為
か

ら
被

害
者

が
低

体
温

症
に

な
っ

て
死

亡
す

る
こ

と
は

通
常

起
こ

り
う

る
こ

と
と

判
示

し
、

逮
捕

・
監

禁
の

行
為

と
被

害
者

の
死

亡
と

の
間

に
因

果
関

係
を

認
め

て
、

逮
捕

監
禁

致
死

の
罪

に
よ

り
懲

役
3
年

6
月

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
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2
0

H
2
3
.
1
1
.
3
0

広
島

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
8
号

内
妻

の
子

を
暴

行
に

よ
っ

て
失

血
死

さ
せ

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)
懲

役
9
年

被
告

人
が

、
そ

の
自

宅
に

お
い

て
、

布
団

の
上

に
寝

て
い

た
内

妻
の

連
れ

子
Ａ

(
当

時
2
歳

1
か

月
)
に

対
し

、
そ

の
腹

部
を

足
で

踏
み

つ
け

、
背

中
を

足
で

蹴
る

暴
行

を
加

え
、

肝
挫

滅
の

傷
害

を
負

わ
せ

て
Ａ

を
失

血
死

さ
せ

た
と

い
う

傷
害

致
死

の
事

案
。

裁
判

所
は

、
被

告
人

が
誤

っ
て

Ａ
の

腹
部

を
踏

ん
で

し
ま

っ
た

な
ど

の
不

合
理

な
弁

解
に

終
始

し
て

お
り

，
事

件
に

つ
い

て
反

省
し

て
い

な
い

こ
と

や
，

こ
の

よ
う

な
被

告
人

の
弁

解
を

受
け

て
Ａ

の
実

父
が

一
層

厳
し

い
処

罰
感

情
を

明
ら

か
に

し
て

い
る

こ
と

な
ど

か
ら

、
被

告
人

に
懲

役
9
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
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第
7
期

5
事

件
の

原
審

2
1

H
2
3
.
1
2
.
6

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
7
4
7
号

共
謀

の
相

手
方

が
長

男
を

ポ
リ

袋
に

入
れ

た
上

で
脱

出
で

き
な

く
し

て
窒

息
死

さ
せ

た
と

い
う

逮
捕

監
禁

致
死

の
事

例

懲
役

4
年

同
居

す
る

Ａ
と

共
謀

の
上

，
Ａ

に
お

い
て

，
被

告
人

の
長

男
で

あ
る

Ｂ
(
当

時
3
歳

)
の

両
手

と
両

足
を

そ
れ

ぞ
れ

ビ
ニ

ー
ル

テ
ー

プ
で

縛
り

，
Ｂ

を
ポ

リ
袋

に
入

れ
て

そ
の

口
を

縛
り

，
そ

の
上

か
ら

Ｂ
の

胴
体

や
足

付
近

を
ガ

ム
テ

ー
プ

で
巻

い
て

ポ
リ

袋
か

ら
脱

出
で

き
な

く
し

て
，

そ
の

結
果

と
し

て
，

Ｂ
を

酸
素

欠
乏

に
よ

り
窒

息
死

さ
せ

た
と

い
う

逮
捕

監
禁

致
死

の
事

案
に

つ
い

て
、

裁
判

所
は

，
被

告
人

の
逮

捕
監

禁
の

故
意

が
認

め
ら

れ
る

と
は

い
え

，
Ａ

が
こ

こ
ま

で
容

赦
な

く
Ｂ

を
緊

縛
し

て
監

禁
す

る
も

の
と

は
考

え
て

お
ら

ず
，

ま
た

，
実

際
に

逮
捕

監
禁

の
実

行
行

為
を

行
っ

た
の

は
Ａ

で
あ

り
、

被
告

人
の

責
任

は
Ａ

の
責

任
と

比
べ

て
軽

い
も

の
と

し
て

，
懲

役
5
年

の
求

刑
に

対
し

て
被

告
人

を
懲

役
4
年

に
処

し
た

。
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/
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2
2

H
2
3
.
1
2
.
1
6

大
阪

高
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
う

)
5
5
1
号

内
妻

の
長

女
で

あ
る

被
害

者
を

強
姦

し
た

と
い

う
公

訴
事

実
に

つ
い

て
、

被
害

者
の

証
言

の
信

用
性

に
か

か
る

疑
問

な
ど

か
ら

無
罪

を
言

い
渡

し
た

原
判

決
に

対
し

、
姦

淫
の

際
に

被
告

人
が

な
し

た
脅

迫
は

被
害

者
の

反
抗

を
抑

圧
す

る
程

度
の

も
の

で
あ

っ
た

も
の

と
認

め
て

破
棄

し
、

被
告

人
を

懲
役

1
0
年

と
し

た
事

例

破
棄

自
判

（
懲

役
1
0

年
）

内
妻

の
長

女
で

あ
る

被
害

者
(
当

時
1
6
歳

)
が

被
告

人
か

ら
長

期
間

に
わ

た
っ

て
虐

待
を

受
け

た
た

め
被

告
人

を
怒

ら
せ

れ
ば

暴
力

を
加

え
ら

れ
か

ね
な

い
と

極
度

に
畏

怖
し

て
い

る
こ

と
な

ど
に

乗
じ

て
，

４
回

に
わ

た
っ

て
被

害
者

を
脅

迫
し

て
強

姦
し

た
と

い
う

強
姦

の
事

案
に

つ
い

て
，

原
判

決
は

、
被

告
人

を
極

度
に

畏
怖

し
て

い
た

旨
の

証
言

部
分

の
信

用
性

や
、

被
告

人
の

発
言

の
た

め
抵

抗
す

る
こ

と
が

困
難

な
状

態
に

陥
っ

た
旨

の
証

言
部

分
の

信
用

性
に

対
し

、
こ

れ
に

疑
問

が
あ

る
も

の
と

判
示

し
て

、
無

罪
を

言
い

渡
し

た
。

検
察

官
が

こ
れ

ら
の

点
に

お
け

る
事

実
誤

認
を

理
由

と
し

て
控

訴
し

た
。

裁
判

所
は

，
被

害
申

告
の

状
況

か
ら

し
て

も
被

害
者

が
虚

偽
の

事
実

を
申

告
し

て
い

る
と

は
考

え
難

い
上

に
，

被
害

体
験

に
関

す
る

そ
の

後
の

供
述

も
捜

査
・

公
判

を
通

じ
て

一
貫

し
て

い
る

こ
と

、
ま

た
、

被
害

者
の

肉
親

に
対

す
る

強
度

の
暴

力
に

及
ん

で
い

た
被

告
人

の
当

時
の

行
動

を
目

の
当

た
り

に
さ

せ
ら

れ
て

お
り

，
自

ら
に

対
す

る
身

体
的

虐
待

は
も

と
よ

り
，

自
ら

へ
の

暴
言

や
家

族
に

対
す

る
強

度
の

暴
力

を
見

せ
つ

け
ら

れ
て

の
心

理
的

虐
待

も
受

け
て

い
た

と
い

う
べ

き
で

あ
る

か
ら

、
被

告
人

を
怒

ら
せ

た
ら

自
分

も
強

度
の

暴
力

を
振

る
わ

れ
る

か
も

し
れ

な
い

と
思

っ
て

被
告

人
を

極
度

に
畏

怖
し

て
い

た
と

い
う

被
害

者
の

証
言

や
、

被
告

人
が

暴
力

団
関

係
者

で
あ

っ
て

右
翼

の
幹

部
と

親
密

で
あ

る
こ

と
な

ど
を

半
ば

信
じ

て
い

た
と

い
っ

た
被

害
者

の
証

言
は

、
い

ず
れ

も
信

用
で

き
る

こ
と

、
さ

ら
に

は
、

実
質

的
な

父
親

と
し

て
振

る
舞

っ
て

い
た

被
告

人
か

ら
逃

げ
出

し
て

生
活

す
る

の
は

被
害

者
の

年
齢

ゆ
え

に
困

難
で

あ
っ

た
こ

と
な

ど
、

以
上

の
諸

点
を

踏
ま

え
れ

ば
、

被
告

人
が

性
交

を
拒

絶
す

る
被

害
者

に
対

し
脅

迫
し

て
執

拗
に

性
交

に
応

じ
る

よ
う

迫
っ

た
と

き
の

被
害

者
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
に

怖
く

な
り

反
抗

が
著

し
く

困
難

な
状

態
と

な
っ

て
や

む
を

得
ず

性
交

に
応

じ
た

と
い

う
認

定
も

十
分

に
で

き
る

も
の

と
し

て
、

原
判

決
を

破
棄

し
、

被
告

人
に

懲
役

1
0
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
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ッ
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2
3

H
2
4
.
1
.
1
9

富
山

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
0
0

号
・

1
1
3

号
・

1
3
1
号

強
制

わ
い

せ
つ

の
公

訴
事

実
に

つ
き

、
被

害
者

で
あ

る
1
1

歳
の

少
女

が
告

訴
能

力
を

有
し

て
い

た
こ

と
に

は
相

当
な

疑
問

が
残

る
も

の
と

し
て

公
訴

棄
却

を
言

い
渡

し
た

事
例

懲
役

1
3
年

・
懲

役
4
年

・
［

公
訴

事
実

の
一

部
は

公
訴

棄
却

］

同
棲

し
て

い
た

被
告

人
Ａ

及
び

Ｂ
に

つ
き

、
Ａ

に
よ

る
傷

害
1
件

、
準

強
姦

2
件

及
び

強
制

わ
い

せ
つ

2
件

、
並

び
に

、
Ｂ

に
よ

る
準

強
姦

幇
助

2
件

及
び

強
制

わ
い

せ
つ

幇
助

1
件

が
起

訴
さ

れ
た

が
、

裁
判

所
は

、
Ｂ

の
実

子
で

あ
る

1
3
歳

未
満

の
女

児
Ｃ

に
対

し
わ

い
せ

つ
な

行
為

を
し

た
と

い
う

公
訴

事
実

に
つ

い
て

、
Ｃ

が
検

察
官

調
書

の
作

成
時

に
お

い
て

1
0
歳

1
1
か

月
と

ま
だ

幼
い

年
齢

で
あ

っ
た

こ
と

や
、

そ
も

そ
も

Ｃ
は

告
訴

の
意

味
を

よ
く

理
解

で
き

て
い

な
い

せ
い

で
捜

査
機

関
が

祖
母

に
働

き
か

け
て

告
訴

状
を

作
成

し
た

と
い

う
事

実
も

あ
っ

た
こ

と
な

ど
に

照
ら

せ
ば

、
Ｃ

が
告

訴
能

力
を

有
し

て
い

た
こ

と
に

は
相

当
な

疑
問

が
残

る
た

め
、

Ｃ
に

よ
る

有
効

な
告

訴
が

あ
っ

た
も

の
と

は
認

め
難

い
と

判
示

し
、

公
訴

棄
却

を
言

い
渡

し
た

が
、

Ｂ
の

実
子

Ｄ
を

被
害

者
と

す
る

他
の

公
訴

事
実

に
つ

い
て

は
有

罪
と

し
て

、
Ａ

及
び

Ｂ
に

そ
れ

ぞ
れ

懲
役

1
3
年

と
懲

役
4
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
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ー
ネ

ッ
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第
7
期

6
事

件
の

原
審

2
4

H
2
4
.
1
.
2
5

横
浜

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
7
2
3
号

夫
婦

で
あ

る
Ａ

及
び

Ｂ
の

両
名

が
生

後
約

1
0
か

月
の

長
男

を
段

ボ
ー

ル
箱

等
の

覆
い

の
中

に
閉

じ
込

め
た

ま
ま

外
出

し
て

窒
息

し
さ

せ
た

事
例

懲
役

3
年

・
懲

役
2
年

6
月

夫
婦

で
あ

る
Ａ

及
び

Ｂ
の

両
名

が
，

共
謀

の
上

，
段

ボ
ー

ル
箱

を
２

枚
重

ね
に

し
て

片
側

を
開

け
た

も
の

の
中

に
長

男
(
生

後
約

1
0
か

月
)
を

頭
か

ら
入

れ
，

そ
の

段
ボ

ー
ル

箱
と

同
児

の
下

半
身

を
覆

う
よ

う
に

毛
布

及
び

布
団

を
順

次
被

せ
て

，
さ

ら
に

，
同

児
の

足
側

の
布

団
の

端
に

缶
ビ

ー
ル

入
り

の
ケ

ー
ス

を
置

い
た

上
で

外
出

し
て

、
自

宅
近

く
で

数
時

間
に

わ
た

り
パ

チ
ン

コ
に

興
じ

て
同

児
を

そ
の

ま
ま

放
置

し
，

そ
の

間
，

同
児

が
上

記
の

覆
い

か
ら

脱
出

す
る

こ
と

を
著

し
く

困
難

に
し

て
不

法
に

監
禁

し
た

の
と

共
に

，
上

記
の

覆
い

の
中

に
お

い
て

同
児

を
酸

素
欠

乏
に

よ
る

窒
息

の
状

態
に

陥
ら

せ
て

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

事
案

。
裁

判
所

は
、

両
名

の
量

刑
に

つ
い

て
、

犯
行

の
結

果
は

極
め

て
重

大
と

し
た

上
で

、
共

謀
し

た
両

名
の

う
ち

の
Ａ

が
脱

衣
所

に
寝

か
せ

て
放

置
す

る
こ

と
を

提
案

し
た

こ
と

に
端

を
発

し
，

放
置

の
態

様
に

も
工

夫
を

加
え

，
そ

の
工

夫
も

す
べ

て
Ａ

が
考

え
出

し
た

も
の

で
あ

り
，

Ｂ
は

，
Ａ

の
言

葉
を

信
じ

，
あ

る
い

は
そ

の
意

向
に

従
わ

ざ
る

を
得

な
い

心
境

に
追

い
込

ま
れ

，
Ａ

に
対

し
従

属
的

な
面

が
あ

っ
た

も
の

と
認

め
て

，
Ａ

を
懲

役
3
年

の
実

刑
，

Ｂ
を

懲
役

2
年

6
月

の
実

刑
に

そ
れ

ぞ
れ

処
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

2
5

H
2
4
.
2
.
1
3

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
1
年

(
わ

)
5
6
4
1

号
・

1
7
0
0

号
・

2
2
6
8

号
・

2
3
8
6
号

２
件

の
タ

ク
シ

ー
強

盗
(
強

盗
殺

人
・

強
盗

殺
人

未
遂

)
及

び
強

盗
・

強
盗

未
遂

な
ど

を
犯

し
た

被
告

人
に

対
し

，
求

刑
ど

お
り

無
期

懲
役

に
処

し
た

事
例

無
期

懲
役

タ
ク

シ
ー

を
狙

っ
た

強
盗

殺
人

及
び

強
盗

殺
人

未
遂

や
そ

の
他

に
も

複
数

の
強

盗
な

ど
を

犯
し

た
も

の
と

し
て

無
期

懲
役

を
求

刑
さ

れ
て

い
た

被
告

人
に

対
し

、
裁

判
所

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
犯

罪
事

実
を

認
定

し
た

上
で

、
幼

少
期

の
虐

待
を

原
因

と
し

た
解

離
性

障
害

で
あ

る
多

重
人

格
障

害
に

罹
患

し
て

い
る

被
告

人
が

そ
の

影
響

に
よ

る
心

神
喪

失
の

状
態

の
下

で
上

記
の

強
盗

に
及

ん
だ

と
い

う
主

張
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
を

排
斥

し
て

、
被

告
人

に
無

期
懲

役
を

言
い

渡
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

2
6

H
2
4
.
2
.
1
5

横
浜

地
裁

小
田

原
支

部 (
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
7
3
号

交
際

相
手

の
男

児
の

後
頭

部
を

打
ち

付
け

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
て

脳
挫

傷
等

に
よ

る
死

亡
の

結
果

を
招

来
し

た
被

告
人

が
懲

役
1
0
年

の
刑

を
科

さ
れ

た
事

例

懲
役

1
0
年

被
告

人
が

、
交

際
相

手
の

息
子

Ａ
(
当

時
1
歳

9
か

月
)
に

対
し

，
同

人
の

後
頭

部
を

打
ち

付
け

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
て

頭
蓋

骨
骨

折
を

伴
う

脳
挫

傷
等

の
傷

害
を

負
わ

せ
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
案

に
つ

い
て

、
裁

判
所

は
、

被
告

人
の

暴
行

に
よ

っ
て

Ａ
が

死
因

と
な

る
傷

害
を

負
っ

た
も

の
で

な
い

と
い

う
被

告
人

の
主

張
を

排
斥

し
て

傷
害

致
死

の
事

実
を

認
定

し
た

上
で

、
被

告
人

が
監

護
養

育
し

て
い

た
わ

け
で

も
な

く
，

育
児

ス
ト

レ
ス

が
高

じ
て

虐
待

に
発

展
し

た
よ

う
な

同
情

の
余

地
の

あ
る

児
童

虐
待

事
案

と
は

全
く

性
質

を
異

に
す

る
も

の
で

あ
っ

て
、

動
機

に
酌

量
の

余
地

は
皆

無
で

あ
る

こ
と

な
ど

か
ら

、
被

告
人

に
懲

役
1
0
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
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2
7

H
2
4
.
2
.
2
1

福
岡

高
裁

那
覇

支
部

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
う

)
3
2
号

強
制

わ
い

せ
つ

の
事

案
に

つ
い

て
、

被
害

者
の

女
児

は
大

人
の

関
係

者
の

意
向

に
迎

合
し

て
被

害
申

告
を

貫
い

た
可

能
性

が
あ

る
た

め
供

述
の

信
用

性
に

疑
問

が
あ

る
と

し
て

、
原

判
決

を
破

棄
し

無
罪

を
言

い
渡

し
た

事
例

破
棄

自
判

(
無

罪
)

被
告

人
が

養
子

で
あ

る
女

児
(
当

時
1
1
歳

)
に

わ
い

せ
つ

な
行

為
を

し
た

と
い

う
強

制
わ

い
せ

つ
の

事
案

に
つ

い
て

、
原

審
が

有
罪

判
決

を
下

し
た

の
に

対
し

て
、

被
告

人
が

控
訴

し
、

女
児

の
供

述
の

信
用

性
が

控
訴

審
に

お
い

て
争

わ
れ

た
。

裁
判

所
は

、
供

述
内

容
と

客
観

的
な

事
実

と
の

整
合

性
、

供
述

内
容

の
具

体
性

や
合

理
性

、
供

述
の

変
遷

の
有

無
及

び
そ

の
理

由
と

い
っ

た
基

本
要

素
に

問
題

が
あ

る
場

合
に

、
虚

偽
の

供
述

を
な

す
動

機
が

見
当

た
ら

な
い

と
い

う
こ

と
を

理
由

に
供

述
の

信
用

性
を

肯
定

す
べ

き
で

は
な

く
、

む
し

ろ
供

述
の

信
用

性
を

疑
う

べ
き

で
あ

る
と

こ
ろ

、
女

児
の

供
述

に
は

理
由

の
な

い
変

遷
が

存
在

す
る

こ
と

、
具

体
性

に
乏

し
く

不
合

理
な

点
も

み
ら

れ
る

こ
と

、
女

児
本

人
の

他
の

生
活

場
面

に
お

け
る

行
動

と
も

整
合

し
に

く
い

こ
と

な
ど

、
種

々
の

問
題

が
あ

り
、

こ
れ

ら
を

考
慮

す
れ

ば
、

女
児

の
当

該
供

述
は

事
実

に
基

づ
か

な
い

可
能

性
が

高
く

、
む

し
ろ

、
一

時
保

護
や

告
訴

に
あ

た
っ

て
、

大
人

の
関

係
者

の
意

向
に

迎
合

し
て

被
害

申
告

を
貫

い
た

可
能

性
も

あ
り

、
さ

ら
に

虚
偽

の
供

述
を

な
す

動
機

は
直

ち
に

見
出

し
難

い
も

の
の

、
子

細
に

検
討

す
れ

ば
供

述
の

信
用

性
を

十
分

に
高

め
る

も
の

で
は

な
い

た
め

、
総

合
し

て
供

述
の

信
用

性
に

疑
問

が
あ

る
と

判
示

し
て

、
原

判
決

を
破

棄
し

、
被

告
人

に
無

罪
を

言
い

渡
し

た
。

判
時

2
1
7
5

p
.
1
0
6

5
事

件
の

控
訴

審

2
8

H
2
4
.
2
.
2
8

さ
い

た
ま

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
7
1
6
号

5
歳

の
実

子
に

生
存

に
必

要
な

保
護

を
し

な
か

っ
た

保
護

責
任

者
遺

棄
お

よ
び

暴
行

の
事

案
に

つ
い

て
、

犯
行

に
至

る
経

緯
や

不
保

護
の

態
様

の
悪

質
さ

等
を

考
慮

し
て

被
告

人
を

実
刑

に
処

し
た

事
例

懲
役

3
年

6
月

離
婚

し
て

唯
一

の
親

権
者

と
な

っ
た

被
告

人
(
男

性
)
が

、
実

子
で

あ
る

当
時

5
歳

の
被

害
者

に
十

分
な

食
事

を
与

え
ず

、
低

栄
養

状
態

に
陥

っ
て

い
た

の
に

、
被

告
人

の
弟

と
共

謀
の

上
、

被
害

者
に

対
し

適
切

な
医

療
措

置
を

受
け

さ
せ

る
な

ど
の

必
要

な
保

護
を

し
な

か
っ

た
と

い
う

保
護

責
任

者
遺

棄
の

事
案

、
並

び
に

、
同

時
期

に
被

害
者

の
顔

面
等

を
殴

っ
た

り
蹴

っ
た

り
し

た
と

い
う

暴
行

の
事

案
。

裁
判

所
は

、
被

告
人

と
弟

が
、

被
害

者
に

対
す

る
食

事
の

回
数

を
減

ら
し

、
被

告
人

が
家

に
い

な
い

間
は

被
害

者
を

部
屋

に
閉

じ
こ

め
る

な
ど

、
被

害
者

を
劣

悪
な

生
活

状
態

に
置

い
た

結
果

，
被

害
者

は
低

栄
養

状
態

と
な

り
や

せ
衰

え
て

い
た

の
に

、
被

害
者

の
世

話
が

面
倒

で
あ

る
と

い
う

考
え

や
自

分
の

楽
し

み
を

優
先

さ
せ

よ
う

と
す

る
気

持
ち

か
ら

，
な

お
も

被
害

者
の

世
話

は
従

前
ど

お
り

弟
に

ほ
ぼ

任
せ

き
り

に
し

，
被

害
者

を
病

院
に

連
れ

て
行

く
こ

と
も

な
か

っ
た

こ
と

、
ま

た
、

被
告

人
ら

の
不

保
護

に
よ

り
衰

弱
し

て
い

た
被

害
者

に
対

し
執

拗
な

暴
行

を
加

え
た

も
の

で
あ

る
こ

と
な

ど
、

本
件

の
犯

行
に

至
る

経
緯

に
酌

量
の

余
地

が
な

い
点

や
不

保
護

の
態

様
が

悪
質

で
あ

る
点

に
加

え
、

自
ら

の
犯

し
た

罪
と

真
摯

に
向

き
合

っ
て

い
る

と
は

認
め

が
た

い
点

も
考

慮
す

れ
ば

、
被

告
人

の
刑

事
責

任
は

重
く

，
刑

の
執

行
を

猶
予

す
る

こ
と

が
で

き
る

事
案

で
は

な
い

と
判

示
し

て
、

被
告

人
を

懲
役

3
年

6
月

に
処

し
た

。

裁
判

所
H
P

2
9

H
2
4
.
2
.
2
9

東
京

地
裁

立
川

支
部

(
判

決
)

平
成

2
1
年

(
わ

)
1
2
5
9
号

長
女

(
当

時
5
歳

)
の

左
右

の
上

腕
を

掴
ん

で
上

半
身

を
前

後
に

多
数

回
強

く
揺

さ
ぶ

る
暴

行
に

よ
り

長
女

を
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
事

案
に

つ
い

て
、

日
ご

ろ
の

長
女

に
対

す
る

虐
待

の
延

長
線

上
の

も
の

で
あ

っ
て

刑
事

責
任

は
重

い
と

し
て

、
被

告
人

を
懲

役
6
年

に
処

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

6
年

被
告

人
は

、
長

女
(
当

時
5
歳

)
を

留
守

番
さ

せ
て

外
出

し
よ

う
と

し
た

と
こ

ろ
、

長
女

が
留

守
番

を
嫌

が
り

、
聞

き
分

け
の

な
い

態
度

に
出

ら
れ

た
た

め
、

長
女

を
力

づ
く

で
言

い
聞

か
せ

よ
う

と
考

え
、

片
膝

を
つ

い
て

長
女

と
向

か
い

合
っ

た
上

、
長

女
に

対
し

、
両

手
で

そ
の

左
右

の
上

腕
を

掴
ん

で
上

半
身

を
前

後
に

多
数

回
強

く
揺

さ
ぶ

る
暴

行
を

加
え

、
よ

っ
て

、
長

女
に

急
性

硬
膜

下
血

腫
の

傷
害

を
負

わ
せ

、
脳

ヘ
ル

ニ
ア

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
案

。
裁

判
所

は
、

虐
待

の
態

様
に

つ
い

て
，

頭
な

ど
を

平
手

や
定

規
で

叩
く

な
ど

の
身

体
的

な
も

の
に

と
ど

ま
ら

ず
，

被
害

者
を

子
供

部
屋

の
テ

ー
ブ

ル
の

前
に

正
座

さ
せ

て
ほ

と
ん

ど
一

日
中

塗
り

絵
を

さ
せ

た
り

，
食

事
の

時
間

を
タ

イ
マ

ー
で

計
っ

て
制

限
す

る
な

ど
、

過
剰

と
も

い
え

る
対

応
が

あ
り

，
ま

さ
に

日
頃

の
被

害
者

に
対

す
る

接
し

方
を

如
実

に
表

す
も

の
で

あ
り

、
死

に
至

ら
し

め
る

ほ
ど

の
激

し
い

揺
さ

ぶ
り

が
被

害
者

を
傷

つ
け

る
目

的
で

な
さ

れ
た

も
の

と
は

い
え

な
い

こ
と

も
考

慮
し

て
も

、
な

お
被

告
人

の
刑

事
責

任
は

重
い

と
し

て
、

被
告

人
を

懲
役

6
年

に
処

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト



－ 139 －

3
0

H
2
4
.
3
.
7

名
古

屋
家

裁 (
決

定
)

平
成

2
4
年

(
少

ハ
)

4
0
0
0
3
号

保
護

観
察

中
の

1
9
歳

の
少

年
に

よ
る

事
件

に
つ

い
て

、
少

年
に

知
的

な
制

約
が

大
き

い
こ

と
や

、
養

父
・

実
母

に
よ

る
虐

待
を

受
け

た
体

験
の

影
響

等
か

ら
情

緒
的

に
不

安
定

で
外

傷
後

ス
ト

レ
ス

障
害

の
疑

い
も

あ
る

も
の

と
診

断
さ

れ
た

少
年

を
医

療
少

年
院

に
送

致
し

た
事

例

医
療

少
年

院
送

致

裁
判

所
は

、
保

護
観

察
に

付
す

る
決

定
を

受
け

て
保

護
観

察
に

付
さ

れ
た

後
，

更
生

保
護

施
設

に
居

住
し

な
が

ら
農

作
業

等
に

従
事

し
て

い
た

少
年

に
つ

い
て

、
施

設
の

職
員

に
よ

る
指

導
等

に
不

満
を

募
ら

せ
，

施
設

を
無

断
で

抜
け

出
し

て
行

方
不

明
と

な
り

，
マ

ン
ガ

喫
茶

で
無

銭
飲

食
を

す
る

な
ど

し
た

た
め

，
保

護
観

察
所

長
か

ら
，

更
生

保
護

法
5
0
条

1
号

及
び

同
4
号

所
定

の
一

般
遵

守
事

項
及

び
「

施
設

の
決

ま
り

を
守

る
こ

と
」

と
の

特
別

遵
守

事
項

を
守

る
よ

う
警

告
を

受
け

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

，
そ

の
後

も
施

設
か

ら
の

無
断

外
出

や
無

銭
飲

食
等

を
繰

り
返

し
た

も
の

で
あ

っ
て

，
そ

の
遵

守
事

項
違

反
の

程
度

は
重

く
，

保
護

観
察

に
よ

っ
て

は
本

人
の

改
善

及
び

更
生

を
図

る
こ

と
は

で
き

な
い

も
の

と
認

め
ら

れ
る

と
こ

ろ
，

少
年

に
は

知
的

な
制

約
が

大
き

い
こ

と
，

養
父

や
実

母
か

ら
の

虐
待

を
受

け
た

体
験

の
影

響
等

か
ら

情
緒

的
に

不
安

定
で

あ
り

，
外

傷
後

ス
ト

レ
ス

障
害

の
疑

い
と

診
断

さ
れ

，
現

在
も

精
神

科
医

師
の

治
療

を
受

け
て

い
る

こ
と

な
ど

を
考

慮
す

れ
ば

，
ま

ず
は

医
療

少
年

院
に

収
容

し
，

精
神

障
害

に
対

す
る

医
療

措
置

を
講

じ
，

医
療

措
置

終
了

後
に

中
等

少
年

院
に

移
送

す
る

の
が

相
当

な
事

案
と

し
て

，
そ

の
旨

の
処

遇
勧

告
を

付
す

と
と

も
に

、
早

急
に

適
切

な
帰

住
先

を
確

保
す

る
た

め
の

環
境

調
整

命
令

を
発

し
た

。

家
裁

月
報

6
4
-
8

p
.
9
8

菅
原

由
香

・
季

刊
教

育
法

1
7
5

p
.
1
0
5

3
1

H
2
4
.
3
.
8

福
岡

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
1
5
3
号

妻
の

連
れ

子
を

暴
行

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

事
案

に
つ

い
て

、
日

常
的

に
虐

待
を

続
け

て
い

た
わ

け
で

は
な

い
こ

と
を

認
め

つ
つ

重
い

刑
を

科
す

べ
き

事
案

で
あ

る
と

し
て

懲
役

６
年

６
月

を
言

い
渡

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

6
年

6
月

妻
の

連
れ

子
で

あ
る

Ａ
(
当

時
2
歳

)
に

対
し

、
仕

事
・

経
済

面
や

家
族

関
係

な
ど

の
日

頃
の

ス
ト

レ
ス

か
ら

些
細

な
点

に
難

癖
を

つ
け

，
Ａ

の
顔

面
を

平
手

で
多

数
回

た
た

き
，

髪
の

毛
を

手
で

つ
か

ん
で

頭
部

を
前

後
に

揺
さ

ぶ
る

な
ど

の
暴

行
を

た
び

た
び

加
え

、
一

連
の

暴
行

に
起

因
し

た
多

臓
器

不
全

に
よ

り
Ａ

を
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
案

。
裁

判
所

は
、

本
件

の
犯

行
が

自
己

の
ス

ト
レ

ス
を

Ａ
に

ぶ
つ

け
た

結
果

と
評

価
す

べ
き

も
の

で
あ

り
、

わ
ず

か
2
歳

4
か

月
の

幼
児

に
対

し
て

2
日

間
に

わ
た

る
断

続
的

な
強

い
暴

行
を

加
え

て
お

り
，

日
常

的
に

虐
待

を
続

け
る

中
で

犯
し

た
よ

う
な

事
件

で
は

な
い

が
，

親
が

幼
い

子
に

暴
力

を
振

る
っ

た
と

い
う

傷
害

致
死

の
事

案
の

中
で

は
重

い
部

類
の

刑
を

科
す

べ
き

で
あ

っ
て

、
被

告
人

の
妻

ら
の

養
育

態
度

等
も

本
件

の
背

景
に

あ
る

こ
と

を
考

慮
し

て
も

、
相

当
に

重
い

刑
を

科
す

べ
き

と
判

示
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

3
2

H
2
4
.
3
.
8

名
古

屋
地

裁 (
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
2
4
3
8
号

実
子

を
蹴

り
つ

け
る

な
ど

し
て

死
亡

さ
れ

た
事

案
に

つ
い

て
、

犯
行

は
短

絡
的

で
あ

っ
て

、
し

つ
け

と
は

到
底

い
え

な
い

と
し

て
懲

役
8
年

6
月

を
言

い
渡

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

8
年

6
月

被
告

人
が

、
内

縁
関

係
に

あ
っ

た
女

性
の

実
子

で
あ

る
被

害
者

(
1
4
歳

)
の

胸
部

を
数

回
蹴

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
、

前
胸

部
等

打
撲

に
基

づ
く

急
性

循
環

不
全

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
案

。
裁

判
所

は
、

被
告

人
が

児
童

相
談

所
等

の
関

係
機

関
か

ら
度

重
な

る
指

導
を

受
け

、
ま

た
行

動
を

慎
む

べ
き

執
行

猶
予

期
間

中
に

あ
っ

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
自

制
す

る
こ

と
の

な
い

ま
ま

本
件

を
犯

し
た

も
の

で
あ

り
、

被
告

人
な

り
に

被
害

者
の

父
親

で
あ

り
た

い
と

い
う

思
い

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
理

不
尽

に
被

害
者

を
蹴

り
つ

け
る

と
い

う
短

絡
的

な
犯

行
で

あ
っ

て
、

し
つ

け
と

は
到

底
い

え
な

い
と

判
示

し
、

懲
役

8
年

6
月

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
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3
3

H
2
4
.
3
.
1
6

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
3
9
8
号

3
歳

と
1
歳

の
実

子
を

自
宅

マ
ン

シ
ョ

ン
の

一
室

に
放

置
し

て
脱

水
を

伴
う

飢
餓

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

事
案

に
つ

い
て

、
被

害
児

童
ら

を
室

内
か

ら
出

ら
れ

な
い

よ
う

に
し

た
こ

と
や

長
期

間
に

わ
た

っ
て

何
ら

の
措

置
を

講
じ

ず
に

放
置

し
た

こ
と

に
は

殺
意

が
認

め
ら

れ
る

と
し

て
、

被
告

人
を

懲
役

3
0
年

に
処

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

3
0
年

被
害

児
童

ら
(
当

時
3
歳

及
び

1
歳

)
の

世
話

を
す

る
者

は
他

に
お

ら
ず

，
被

害
児

童
ら

が
被

告
人

の
育

児
放

棄
に

よ
っ

て
慢

性
的

な
低

栄
養

状
態

に
な

っ
て

い
た

と
い

う
状

況
で

、
水

道
設

備
が

な
く

，
冷

蔵
庫

も
空

の
状

態
で

、
夏

に
も

か
か

わ
ら

ず
ク

ー
ラ

ー
も

効
い

て
お

ら
ず

、
ゴ

ミ
と

糞
尿

の
散

乱
し

た
極

め
て

不
衛

生
な

自
宅

リ
ビ

ン
グ

に
被

害
児

童
ら

を
置

い
て

、
リ

ビ
ン

グ
の

扉
に

粘
着

テ
ー

プ
を

貼
り

付
け

て
被

害
児

童
ら

が
出

て
こ

ら
れ

な
い

よ
う

に
し

て
立

ち
去

り
，

そ
れ

以
後

，
被

害
児

童
ら

に
食

事
を

与
え

る
た

め
の

手
立

て
を

と
ら

な
い

ま
ま

約
5
0
日

間
も

帰
宅

せ
ず

に
自

宅
リ

ビ
ン

グ
内

に
被

害
児

童
ら

を
放

置
し

た
結

果
，

被
害

児
童

ら
を

い
ず

れ
も

脱
水

を
伴

う
低

栄
養

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
事

案
。

裁
判

所
は

、
上

記
の

よ
う

な
立

ち
去

る
行

為
そ

れ
自

体
が

、
室

内
か

ら
被

害
児

童
ら

を
出

ら
れ

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
で

あ
り

、
生

命
に

危
険

が
生

じ
て

い
る

被
害

児
童

ら
を

死
亡

さ
せ

る
可

能
性

が
高

い
危

険
な

行
為

で
あ

る
も

の
と

認
識

し
て

立
ち

去
っ

た
の

で
あ

り
、

そ
の

後
も

、
そ

の
危

険
が

日
々

高
ま

っ
て

い
く

こ
と

を
承

知
し

な
が

ら
放

置
し

た
の

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

ら
一

連
の

作
為

及
び

不
作

為
に

つ
い

て
被

告
人

に
刑

法
上

の
殺

意
が

あ
る

も
の

と
判

示
し

、
殺

人
罪

の
成

立
を

認
め

た
。

量
刑

に
つ

い
て

裁
判

所
は

、
何

ら
の

罪
も

な
い

の
に

極
度

に
過

酷
な

心
身

の
苦

痛
を

受
け

た
末

に
被

害
児

童
ら

の
命

を
奪

っ
た

と
い

う
結

果
が

誠
に

重
大

で
あ

り
、

本
件

の
量

刑
を

決
す

る
に

当
た

っ
て

，
以

上
の

よ
う

な
犯

行
態

様
の

残
酷

さ
や

結
果

の
重

大
性

を
何

よ
り

も
重

視
す

べ
き

で
あ

る
と

述
べ

た
上

、
悲

惨
な

事
件

と
し

て
社

会
に

大
き

な
衝

撃
を

与
え

る
と

と
も

に
，

本
件

の
後

，
児

童
虐

待
に

対
す

る
公

的
制

度
等

が
よ

り
手

厚
く

整
え

ら
れ

る
と

い
っ

た
社

会
的

影
響

も
顕

著
で

あ
り

、
子

供
ら

の
父

親
や

父
方

の
祖

父
母

の
処

罰
感

情
に

も
極

め
て

厳
し

い
も

の
が

あ
る

と
認

め
、

さ
ら

に
，

被
告

人
が

子
供

ら
の

遺
体

を
発

見
し

た
後

に
も

な
お

男
性

と
会

っ
て

遊
興

す
る

な
ど

の
不

謹
慎

な
行

動
に

及
ん

で
い

て
、

児
童

虐
待

が
増

加
の

一
途

を
辿

る
中

で
，

一
般

予
防

の
見

地
も

無
視

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
と

判
示

し
つ

つ
、

被
告

人
自

身
に

幼
少

期
に

実
母

か
ら

の
育

児
放

棄
が

あ
っ

た
可

能
性

は
被

告
人

に
有

利
な

事
情

と
し

て
大

き
く

考
慮

で
き

る
も

の
で

な
い

が
、

本
件

の
犯

行
に

至
る

ま
で

の
育

児
期

間
で

孤
立

感
を

覚
え

、
疲

れ
た

心
身

を
癒

す
場

を
他

に
見

出
せ

な
か

っ
た

こ
と

な
ど

は
斟

酌
で

き
る

事
情

と
認

め
て

、
無

期
懲

役
の

求
刑

に
対

し
，

被
告

人
を

懲
役

3
0
年

に
処

し
た

。

裁
判

所
H
P

第
7
期

2
2
事

件
の

原
審

3
4

H
2
4
.
3
.
2
1

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
2
年

(
わ

)
1
8
4
4
号

被
告

人
両

名
が

1
歳

8
か

月
の

三
女

に
対

し
暴

行
を

加
え

て
死

亡
さ

せ
た

事
案

に
つ

い
て

、
行

為
責

任
の

重
大

性
か

ら
法

定
刑

の
上

限
に

近
い

刑
が

相
当

で
あ

る
と

し
て

、
被

告
人

に
そ

れ
ぞ

れ
懲

役
1
5
年

に
処

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

1
5
年

・
懲

役
1
5
年

被
告

人
両

名
が

、
そ

の
三

女
(
当

時
1
歳

8
か

月
)
に

対
し

顔
面

を
平

手
で

強
打

す
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

、
そ

の
結

果
、

急
性

硬
膜

下
血

腫
に

基
づ

く
脳

腫
脹

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
案

。
裁

判
所

は
、

凶
器

の
使

用
も

な
く

1
回

手
で

叩
い

た
だ

け
の

も
の

で
あ

る
と

は
い

え
、

三
女

は
す

で
に

育
児

放
棄

に
等

し
い

不
保

護
の

状
態

に
あ

っ
た

も
の

と
認

め
ら

れ
、

こ
れ

を
原

因
と

す
る

発
育

不
良

・
低

体
重

状
態

に
あ

っ
た

三
女

に
対

し
，

急
性

硬
膜

下
血

腫
が

生
じ

る
ほ

ど
の

勢
い

を
も

っ
て

右
手

で
そ

の
頭

部
を

横
殴

り
に

叩
い

て
床

に
打

ち
付

け
さ

せ
た

と
い

う
の

で
あ

っ
て

、
行

為
の

態
様

は
甚

だ
危

険
か

つ
悪

質
で

結
果

も
重

大
で

あ
る

か
ら

、
厳

し
い

罰
を

科
す

べ
き

で
あ

り
、

ま
た

、
同

種
事

犯
等

の
量

刑
傾

向
と

い
っ

て
も

同
種

事
犯

の
数

は
限

ら
れ

て
い

る
上

，
量

刑
を

決
め

る
に

当
た

っ
て

考
慮

し
た

要
素

を
す

べ
て

把
握

す
る

こ
と

も
困

難
で

あ
る

か
ら

，
本

件
判

断
の

妥
当

性
の

検
証

や
本

件
事

案
と

の
比

較
を

正
確

に
す

る
こ

と
も

難
し

い
と

考
え

ら
れ

，
む

し
ろ

、
被

告
人

両
名

に
今

ま
で

以
上

に
厳

し
い

罰
を

科
す

る
こ

と
が

児
童

虐
待

を
防

止
す

る
た

め
の

近
時

の
法

改
正

や
社

会
情

勢
に

適
合

す
る

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
傷

害
致

死
罪

に
定

め
ら

れ
た

法
定

刑
の

上
限

に
近

い
刑

が
相

当
で

あ
る

と
判

示
し

て
、

被
告

人
両

名
を

そ
れ

ぞ
れ

懲
役

1
5
年

に
処

し
た

(
求

刑
は

そ
れ

ぞ
れ

懲
役

1
0
年

で
あ

っ
た

)
。

刑
集

6
8
-
6

p
.
9
5
4
掲

載
第

7
期

2
6
事

件
の

原
審
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3
5

H
2
4
.
3
.
2
8

福
岡

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
7
2
7
号

福
岡

市
こ

ど
も

未
来

局
こ

ど
も

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

の
係

長
が

、
児

童
養

護
施

設
入

所
措

置
の

更
新

に
係

る
審

判
を

家
庭

裁
判

所
に

求
め

る
申

立
て

を
懈

怠
し

た
こ

と
の

発
覚

を
免

れ
る

た
め

、
行

使
の

目
的

で
審

判
書

謄
本

の
写

し
を

偽
造

し
て

行
使

し
た

事
例

懲
役

2
年

執
行

猶
予

3
年

被
告

人
が

、
児

童
に

係
る

施
設

入
所

措
置

期
間

に
関

す
る

審
判

を
家

庭
裁

判
所

に
求

め
る

申
立

て
を

懈
怠

し
た

こ
と

が
発

覚
し

な
い

よ
う

に
、

同
審

判
が

な
さ

れ
た

と
装

う
こ

と
を

企
て

、
行

使
の

目
的

で
家

事
審

判
官

Ａ
名

義
の

審
判

書
謄

本
の

写
し

を
偽

造
し

た
上

、
こ

れ
を

あ
た

か
も

真
正

に
成

立
し

た
も

の
の

よ
う

に
装

っ
て

提
出

し
て

行
使

し
た

と
い

う
有

印
公

文
書

偽
造

・
同

行
使

の
事

案
。

裁
判

所
は

、
被

告
人

が
市

役
所

職
員

と
し

て
の

職
務

で
得

た
知

識
や

経
験

を
悪

用
し

て
審

判
書

謄
本

の
写

し
を

偽
造

し
た

も
の

で
あ

っ
て

、
悪

質
で

あ
り

、
そ

の
手

口
は

巧
妙

で
、

法
的

・
社

会
的

に
高

度
の

重
要

性
を

有
す

る
審

判
書

の
社

会
的

信
頼

を
害

し
た

結
果

も
軽

視
で

き
な

い
と

判
示

し
、

執
行

猶
予

を
付

し
た

有
罪

判
決

を
下

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

3
6

H
2
4
.
3
.
2
9

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
4
6
3
1
号

妻
と

一
緒

に
加

え
た

暴
行

に
よ

り
子

を
死

亡
さ

せ
た

事
案

に
つ

い
て

、
子

に
対

す
る

妻
の

執
拗

な
叱

責
や

暴
行

に
誘

発
さ

れ
た

暴
行

で
あ

る
こ

と
も

考
慮

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

7
年

被
告

人
が

、
妻

の
Ｂ

と
と

も
に

、
Ｂ

の
連

れ
子

で
児

童
養

護
施

設
で

育
て

ら
れ

て
い

た
Ｃ

(
当

時
7
歳

)
に

対
し

日
頃

か
ら

継
続

的
に

身
体

的
虐

待
を

加
え

て
い

た
と

こ
ろ

、
あ

る
日

、
Ｂ

と
共

謀
の

上
、

Ｃ
を

突
き

飛
ば

し
て

後
方

に
転

倒
さ

せ
、

ま
た

，
Ｃ

を
高

い
位

置
か

ら
布

団
又

は
畳

の
上

に
放

り
投

げ
る

な
ど

、
連

続
し

て
激

し
い

暴
行

を
加

え
、

よ
っ

て
Ｃ

を
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
案

。
裁

判
所

は
、

被
告

人
の

責
任

が
重

く
刑

の
相

当
長

期
間

の
服

役
が

必
要

で
あ

る
と

す
る

一
方

で
、

一
連

の
虐

待
行

為
は

す
べ

て
妻

の
執

拗
な

叱
責

や
暴

行
か

ら
始

ま
っ

て
お

り
、

被
告

人
の

暴
行

は
こ

れ
に

誘
発

さ
れ

た
面

が
あ

る
こ

と
な

ど
を

考
慮

し
て

、
被

告
人

を
懲

役
7
年

に
処

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

第
7
期

1
事

件
の

共
犯

事
件

判判
決決

日日
裁裁

判判
所所

事事
件件

番番
号号

事事
件件

名名
主主

文文
概概

要要
掲掲

載載
誌誌

評評
釈釈

等等
備備

考考

1
H
2
4
.
4
.
2
5

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
4
6
3
1
号

第
6
期

3
6
事

件
の

事
案

に
つ

い
て

、
夫

と
一

緒
に

加
え

た
暴

行
に

よ
り

子
を

死
亡

さ
せ

た
事

案
に

つ
い

て
、

子
の

死
因

と
な

っ
た

夫
の

暴
行

は
被

告
人

と
の

共
謀

に
基

づ
く

も
の

と
し

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

8
年

被
告

人
が

、
夫

の
Ａ

と
共

謀
の

上
、

被
告

人
の

子
で

あ
る

Ｃ
(
当

時
7
歳

)
に

対
し

、
代

わ
る

代
わ

る
そ

の
身

体
を

多
数

回
殴

り
つ

け
、

さ
ら

に
、

被
告

人
が

、
Ｃ

を
突

き
飛

ば
し

て
後

方
に

転
倒

さ
せ

、
そ

の
後

頭
部

付
近

を
布

団
又

は
畳

に
打

ち
付

け
、

Ａ
が

、
Ｃ

の
身

体
を

持
ち

上
げ

た
上

、
布

団
の

上
に

放
り

投
げ

て
Ｃ

の
頭

部
等

を
布

団
に

打
ち

付
け

る
な

ど
し

た
暴

行
に

よ
り

、
翌

日
、

上
記

傷
害

に
よ

る
脳

幹
部

出
血

等
に

よ
り

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

事
案

に
つ

い
て

、
Ａ

の
放

り
投

げ
行

為
は

、
被

告
人

ら
に

よ
る

一
連

の
暴

行
の

中
で

、
同

じ
動

機
に

基
づ

い
て

行
わ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

被
告

人
に

と
っ

て
予

想
外

の
も

の
で

あ
っ

た
と

い
う

こ
と

は
で

き
ず

、
被

告
人

と
Ａ

の
間

で
通

じ
あ

っ
た

意
思

内
容

と
全

く
異

な
る

暴
行

で
あ

っ
た

と
い

う
こ

と
も

で
き

ず
、

Ａ
の

放
り

投
げ

行
為

は
被

告
人

と
の

間
の

共
謀

に
基

づ
く

も
の

で
あ

り
、

被
告

人
は

傷
害

致
死

の
責

任
を

負
う

と
し

、
懲

役
8
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

第
6
期

3
6
事

件
の

共
犯

事
件

【【
第第

77
期期

】】
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2
H
2
4
.
5
.
2
4

千
葉

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
3
4
2
号

長
男

(
当

時
2
歳

)
と

二
女

(
当

時
5
歳

)
に

適
切

な
医

療
措

置
を

受
け

さ
せ

ず
、

長
男

を
死

亡
さ

せ
二

女
を

栄
養

失
調

に
陥

ら
せ

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

7
年

夫
と

共
謀

の
上

、
自

宅
に

お
い

て
、

長
男

(
当

時
2
歳

)
及

び
二

女
(
当

時
５

歳
)
が

低
栄

養
に

よ
り

衰
弱

し
て

痩
せ

細
り

、
泣

き
声

も
出

せ
な

く
な

る
よ

う
な

状
態

に
な

っ
た

の
で

あ
る

か
ら

、
適

切
な

医
療

措
置

を
受

け
さ

せ
る

責
任

が
あ

っ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

虐
待

の
通

報
な

ど
を

恐
れ

、
適

切
な

医
療

措
置

を
受

け
さ

せ
ず

、
長

男
を

飢
餓

に
よ

り
死

亡
さ

せ
、

二
女

も
入

院
加

療
3
6
日

間
を

要
す

る
栄

養
失

調
に

陥
ら

せ
た

と
い

う
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

・
保

護
責

任
者

遺
棄

致
傷

の
事

案
に

つ
い

て
、

被
害

の
結

果
は

誠
に

重
大

で
あ

る
こ

と
や

、
犯

行
態

様
は

極
め

て
悪

質
で

動
機

も
身

勝
手

で
あ

る
が

、
被

告
人

が
不

適
切

な
養

育
を

行
い

始
め

た
こ

と
に

は
夫

の
独

自
の

考
え

の
影

響
が

あ
っ

た
も

の
と

認
め

ら
れ

、
ま

た
、

被
告

人
は

働
き

に
出

な
い

夫
に

代
わ

っ
て

深
夜

長
時

間
稼

働
し

て
お

り
、

特
に

被
告

人
の

精
神

的
，

肉
体

的
負

担
は

相
当

程
度

大
き

か
っ

た
の

で
あ

っ
て

、
こ

の
よ

う
な

経
緯

・
事

情
は

一
定

程
度

斟
酌

で
き

る
こ

と
な

ど
を

考
慮

し
、

被
告

人
に

懲
役

7
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
5
事

件
の

共
犯

事
件

3
H
2
4
.
6
.
1
3

東
京

地
裁

立
川

支
部

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
4
4
7
号

内
妻

の
子

(
当

時
２

歳
)
を

腹
部

に
対

す
る

暴
行

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

を
懲

役
5
年

に
処

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

5
年

被
告

人
が

、
内

縁
の

妻
の

連
れ

子
で

あ
る

当
時

２
歳

の
被

害
者

に
対

し
腹

部
を

強
く

た
た

く
暴

行
を

加
え

、
外

傷
性

十
二

指
腸

穿
孔

に
よ

る
化

膿
性

腹
膜

炎
に

よ
り

死
亡

さ
せ

た
事

案
に

お
い

て
、

被
告

人
の

暴
行

と
被

害
者

の
外

傷
性

十
二

指
腸

穿
孔

と
の

間
に

因
果

関
係

が
あ

る
こ

と
は

優
に

認
定

で
き

る
と

し
た

上
で

、
被

告
人

が
本

件
に

至
る

ま
で

保
育

士
と

し
て

ま
じ

め
に

稼
動

し
、

被
害

者
の

面
倒

を
見

て
き

た
こ

と
、

被
告

人
に

今
ま

で
前

科
前

歴
が

な
い

こ
と

な
ど

、
被

告
人

に
有

利
な

事
情

を
最

大
限

考
慮

し
て

も
、

懲
役

6
年

と
い

う
求

刑
を

大
き

く
下

げ
る

ほ
ど

の
事

情
は

見
い

だ
せ

な
い

と
し

て
、

被
告

人
を

懲
役

5
年

に
処

し
た

。

裁
判

所
H
P

4
H
2
4
.
6
.
2
1

大
津

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
4
1
5
号

祖
母

ら
に

対
す

る
殺

人
・

殺
人

未
遂

の
事

案
に

つ
い

て
、

被
告

人
の

被
虐

待
経

験
と

い
っ

た
不

幸
な

生
育

歴
や

解
離

性
障

害
の

り
患

な
ど

も
考

え
合

わ
せ

た
上

、
被

告
人

を
懲

役
2
6
年

に
処

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

2
6
年

被
告

人
は

、
金

銭
を

無
心

す
る

た
め

に
祖

母
宅

を
訪

れ
た

と
こ

ろ
、

祖
母

の
内

縁
の

夫
か

ら
非

難
さ

れ
た

こ
と

で
腹

を
立

て
、

同
人

を
殺

害
し

、
さ

ら
に

警
察

に
通

報
さ

れ
る

こ
と

を
防

ぐ
な

ど
の

た
め

に
祖

母
を

殺
害

し
よ

う
と

し
た

が
重

傷
を

負
わ

せ
た

も
の

の
殺

害
に

は
至

ら
な

か
っ

た
と

い
う

殺
人

、
殺

人
未

遂
、

窃
盗

の
事

案
に

お
い

て
、

動
機

は
身

勝
手

で
あ

る
こ

と
、

被
害

者
ら

を
鋭

利
な

包
丁

で
多

数
回

突
き

刺
し

た
も

の
で

、
強

固
な

殺
意

に
基

づ
く

、
危

険
で

悪
質

な
犯

行
で

あ
る

こ
と

、
内

縁
の

夫
は

死
亡

し
、

祖
母

は
重

傷
を

負
っ

た
と

い
う

結
果

は
重

大
で

あ
る

こ
と

、
前

刑
の

終
了

後
3
か

月
弱

で
犯

行
に

及
ん

で
お

り
再

犯
可

能
性

が
あ

る
こ

と
な

ど
を

考
慮

し
、

被
告

人
が

事
件

後
間

も
な

い
う

ち
に

警
察

に
な

し
た

早
期

の
通

報
が

結
果

的
に

祖
母

の
救

命
に

つ
な

が
っ

た
と

み
ら

れ
る

こ
と

，
被

告
人

に
は

虐
待

を
受

け
る

な
ど

の
不

幸
な

生
育

歴
が

あ
る

こ
と

，
解

離
性

障
害

等
の

障
害

を
有

す
る

こ
と

な
ど

、
有

利
な

事
情

な
い

し
酌

む
べ

き
事

情
も

考
え

合
わ

せ
た

上
で

、
被

告
人

に
懲

役
2
6
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

5
H
2
4
.
7
.
3

広
島

高
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
う

)
5
号

虐
待

し
た

と
の

自
白

の
み

に
基

づ
い

て
有

罪
を

認
定

し
た

と
い

う
訴

訟
手

続
の

法
令

違
反

は
原

審
に

認
め

ら
れ

な
い

と
し

て
、

被
告

人
に

よ
る

控
訴

を
棄

却
し

た
事

例

控
訴

棄
却

（
懲

役
9

年
）

内
妻

の
連

れ
子

で
あ

っ
た

Ａ
の

腹
部

を
足

で
踏

み
付

け
、

背
中

を
足

で
蹴

る
暴

行
を

加
え

、
肝

挫
滅

に
基

づ
く

失
血

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
実

に
つ

い
て

、
第

１
審

が
懲

役
9
年

を
言

い
渡

し
、

被
告

人
が

控
訴

し
た

。
本

判
決

は
、

被
告

人
が

誤
っ

て
Ａ

を
踏

ん
で

し
ま

っ
た

の
で

は
な

く
Ａ

に
暴

行
を

加
え

る
認

識
・

認
容

を
有

し
て

い
た

と
い

う
原

判
決

の
認

定
に

つ
い

て
、

被
告

人
の

自
認

供
述

や
本

件
犯

行
再

現
の

ほ
か

、
本

件
前

後
の

被
告

人
の

行
動

状
況

、
Ａ

の
傷

害
の

状
況

、
被

告
人

と
Ａ

と
の

間
柄

等
に

関
わ

る
関

係
の

証
拠

を
も

証
拠

に
挙

示
し

、
相

応
に

考
慮

に
入

れ
て

い
る

の
が

明
ら

か
で

あ
る

も
の

と
し

て
、

原
判

決
が

刑
事

訴
訟

法
3
1
9
条

2
項

の
補

強
法

則
の

規
定

に
違

反
し

た
と

の
主

張
を

容
れ

ず
、

控
訴

を
棄

却
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

第
6
期

2
0
事

件
の

控
訴

審
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6
H
2
4
.
7
.
3

名
古

屋
高

裁
金

沢
支

部 (
判

決
)

平
成

2
4
年

(
う

)
1
9
号

被
害

者
(
告

訴
の

当
時

は
1
0
歳

1
1
か

月
)
に

つ
い

て
告

訴
の

効
力

を
認

め
、

被
害

者
の

告
訴

能
力

を
否

定
し

て
公

訴
を

棄
却

し
た

原
判

決
を

破
棄

し
、

事
件

を
原

裁
判

所
に

差
し

戻
し

た
事

例

破
棄

差
戻

し

被
害

者
Ｃ

に
対

す
る

強
制

わ
い

せ
つ

の
事

実
に

つ
い

て
Ｃ

に
よ

る
告

訴
の

無
効

を
認

め
公

訴
棄

却
を

言
い

渡
し

た
原

審
の

判
決

に
対

し
て

、
検

察
官

が
控

訴
し

、
告

訴
の

効
力

が
控

訴
審

に
お

い
て

争
わ

れ
た

。
裁

判
所

は
、

親
告

罪
に

お
け

る
告

訴
を

有
効

と
す

る
た

め
に

告
訴

能
力

を
有

す
る

者
に

よ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
い

う
前

提
の

下
で

、
告

訴
は

，
犯

罪
被

害
に

あ
っ

た
事

実
を

捜
査

機
関

に
申

告
し

て
，

犯
人

の
処

罰
を

求
め

る
行

為
で

あ
っ

て
，

そ
の

効
果

意
思

と
し

て
も

，
捜

査
機

関
に

対
し

，
自

己
の

犯
罪

被
害

事
実

を
理

解
し

，
こ

れ
を

申
告

し
て

犯
人

の
処

罰
を

求
め

る
意

思
を

形
成

す
る

能
力

が
あ

れ
ば

足
り

る
と

解
す

る
の

が
相

当
で

あ
る

と
こ

ろ
、

本
件

で
は

，
当

時
1
0
歳

1
1
か

月
の

小
学

5
年

生
で

あ
り

，
普

通
の

学
業

成
績

を
上

げ
る

知
的

能
力

を
有

し
た

被
害

者
が

，
被

害
状

況
を

具
体

的
に

申
告

し
た

上
で

，
そ

の
犯

人
と

し
て

被
告

人
を

特
定

し
て

そ
の

処
罰

を
求

め
る

意
思

を
申

告
し

て
い

た
の

で
あ

る
か

ら
，

告
訴

能
力

と
し

て
は

こ
れ

を
備

え
て

い
る

と
い

う
べ

き
で

あ
る

と
判

示
し

、
原

判
決

を
破

棄
し

、
事

件
を

原
審

に
差

し
戻

し
た

。

裁
判

所
H
P

飯
島

泰
・

警
察

学
論

集
6
5
-
1
1

p
.
1
7
5

三
谷

真
貴

子
・

研
修

7
7
3
 
p
.
1
7

石
山

宏
樹

・
ジ

ュ
リ

ス
ト

臨
増

1
4
5
3

p
.
1
7
9

黒
澤

睦
・

刑
事

法
ジ

ャ
ー

ナ
ル

3
5

p
.
1
7
7

佐
藤

美
樹

・
新

判
例

解
説

W
a
t
c
h
(
法

学
セ

ミ
ナ

ー
増

刊
)
1
2

p
.
1
6
9

恩
田

祐
将

・
創

価
法

学
4
3
-
1
 
p
.
1
4
5

第
6
期

2
3
事

件
の

控
訴

審

第
6
期

(
第

7
報

)
報

告
書

主
要

判
例

解
説

【
判

例
１

】

7
H
2
4
.
7
.
3

名
古

屋
高

裁
金

沢
支

部 (
判

決
)

平
成

2
3
年

(
う

)
2
5
号

生
後

約
1
年

の
長

女
を

両
親

が
車

内
に

放
置

し
て

熱
中

症
に

よ
り

死
亡

さ
せ

た
事

例

控
訴

棄
却

（
懲

役
4

年
・

懲
役

4
年

）

夫
婦

で
あ

る
被

告
人

両
名

が
、

パ
チ

ン
コ

遊
技

を
し

よ
う

と
し

た
際

、
自

動
車

に
乗

せ
て

い
た

生
後

約
1
年

の
長

女
が

眠
っ

て
い

た
こ

と
か

ら
、

共
謀

の
上

、
同

自
動

車
を

パ
チ

ン
コ

店
の

駐
車

場
に

駐
車

さ
せ

、
エ

ン
ジ

ン
を

停
止

さ
せ

、
窓

を
全

て
閉

め
切

り
、

ド
ア

を
施

錠
し

、
チ

ャ
イ

ル
ド

シ
ー

ト
に

固
定

し
て

放
置

し
た

ま
ま

パ
チ

ン
コ

遊
技

を
続

け
た

た
め

、
高

温
と

な
っ

た
同

自
動

車
内

に
お

い
て

長
女

を
熱

中
症

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

の
事

案
に

つ
い

て
、

第
１

審
が

そ
れ

ぞ
れ

に
懲

役
4
年

を
言

い
渡

し
た

の
に

対
す

る
控

訴
が

あ
っ

た
と

こ
ろ

、
裁

判
所

は
、

原
判

決
の

量
刑

が
重

す
ぎ

て
不

当
と

は
い

え
な

い
と

し
て

、
被

告
人

両
名

の
そ

れ
ぞ

れ
の

控
訴

を
い

ず
れ

も
棄

却
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

8
H
2
4
.
7
.
4

広
島

高
裁

岡
山

支
部

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
う

)
3
9
号

養
女

に
対

し
て

の
準

強
姦

・
準

強
制

わ
い

せ
つ

の
事

実
を

否
定

す
る

被
告

人
が

な
し

た
控

訴
に

対
し

、
被

告
人

が
抗

拒
不

能
の

状
態

に
乗

じ
行

為
に

及
ん

で
い

た
も

の
と

認
定

し
て

，
控

訴
を

棄
却

し
た

事
例

控
訴

棄
却

（
懲

役
1
0

年
）

原
判

決
は

、
被

告
人

が
，

同
居

し
て

い
た

自
己

の
養

女
で

あ
る

Ａ
に

対
し

，
暴

行
等

を
繰

り
返

し
，

Ａ
が

被
告

人
に

対
し

恐
怖

心
か

ら
抗

拒
不

能
な

状
態

に
陥

っ
て

い
る

こ
と

に
乗

じ
て

Ａ
を

姦
淫

す
る

な
ど

し
た

と
い

う
事

実
を

認
定

し
，

被
告

人
を

懲
役

１
０

年
に

処
し

た
と

こ
ろ

，
被

告
人

は
，

Ａ
と

性
交

し
て

お
ら

ず
，

ま
た

，
Ａ

は
抗

拒
不

能
の

状
態

に
は

な
か

っ
た

な
ど

と
し

て
控

訴
し

た
。

裁
判

所
は

，
Ａ

が
小

学
校

6
年

の
と

き
か

ら
2
7
歳

に
至

る
ま

で
の

長
期

に
わ

た
っ

て
性

的
関

係
を

繰
り

返
し

て
き

た
こ

と
を

認
め

た
上

で
，

中
学

校
に

通
っ

て
い

た
頃

の
Ａ

に
対

し
て

被
告

人
が

暴
行

し
た

り
友

人
と

の
交

際
を

制
限

し
た

り
し

て
い

た
こ

と
や

、
当

時
の

Ａ
が

リ
ス

ト
カ

ッ
ト

を
繰

り
返

し
て

い
た

こ
と

な
ど

を
踏

ま
え

る
と

、
「

抵
抗

し
て

も
被

告
人

か
ら

暴
力

等
を

受
け

，
結

局
性

交
等

に
応

じ
さ

せ
ら

れ
る

た
め

，
抵

抗
で

き
な

い
状

態
に

な
っ

た
」

旨
の

Ａ
の

供
述

は
自

然
で

合
理

的
で

あ
る

か
ら

、
異

常
な

性
的

関
係

が
長

期
間

継
続

し
た

理
由

と
し

て
、

被
告

人
が

抗
拒

不
能

の
状

態
に

乗
じ

行
為

に
及

ん
で

い
た

と
い

う
事

実
を

認
め

、
控

訴
を

棄
却

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
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9
H
2
4
.
7
.
1
0

大
分

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
3
4
0
号

被
告

人
が

養
育

し
て

い
る

４
歳

児
の

頭
部

に
熱

湯
を

か
け

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
、

こ
れ

を
死

亡
さ

せ
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

9
年

当
時

4
歳

の
被

害
児

童
の

母
で

あ
る

被
告

人
が

、
被

害
者

に
対

し
頭

部
に

熱
湯

を
か

け
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

て
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
案

。
裁

判
所

は
、

育
児

等
に

よ
る

ス
ト

レ
ス

が
高

じ
、

内
縁

の
夫

の
サ

ポ
ー

ト
も

十
分

に
受

け
ら

れ
ず

、
孤

立
し

た
精

神
状

態
の

中
で

生
じ

た
も

の
で

あ
っ

て
、

被
害

者
を

疎
ま

し
く

思
う

気
持

ち
の

み
か

ら
引

き
起

こ
さ

れ
た

も
の

で
は

な
い

と
は

い
え

、
こ

の
点

が
本

件
の

量
刑

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
い

と
し

て
、

被
告

人
を

懲
役

9
年

に
処

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
0

H
2
4
.
7
.
1
3

東
京

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
合

わ
)
1
8
3

号

被
告

人
が

複
数

回
に

わ
た

り
頭

部
等

に
打

撃
を

加
え

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
て

、
養

育
し

て
い

た
幼

児
を

死
亡

さ
せ

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

9
年

被
告

人
が

、
里

親
と

し
て

養
育

し
て

い
た

Ａ
に

対
し

、
複

数
回

に
わ

た
り

頭
部

等
に

打
撃

を
加

え
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

、
Ａ

に
急

性
脳

腫
脹

等
の

傷
害

を
負

わ
せ

て
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
傷

害
致

死
の

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

は
被

害
者

が
階

段
か

ら
転

落
し

た
よ

う
に

偽
装

す
る

た
め

、
死

亡
又

は
瀕

死
の

状
態

に
あ

っ
た

被
害

者
を

寝
室

か
ら

地
下

階
段

に
移

動
さ

せ
た

の
で

あ
り

、
犯

人
が

被
告

人
で

あ
る

こ
と

に
疑

い
は

な
い

も
の

と
断

じ
て

、
懲

役
9
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
1

H
2
4
.
7
.
1
7

さ
い

た
ま

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
7
2
1
号

重
度

の
身

体
障

害
者

で
あ

る
長

男
の

リ
ハ

ビ
リ

の
際

に
，

あ
え

て
転

落
さ

せ
、

さ
ら

に
暴

行
を

加
え

て
長

男
を

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

行
為

に
つ

い
て

、
被

告
人

を
懲

役
2
年

の
実

刑
に

処
し

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

2
年

被
告

人
が

，
重

度
の

身
体

障
害

を
持

つ
長

男
の

リ
ハ

ビ
リ

の
際

に
，

長
男

の
背

後
か

ら
両

脇
を

両
手

で
抱

え
て

同
人

を
持

ち
上

げ
る

立
位

保
持

の
体

勢
か

ら
，

そ
の

両
手

を
放

せ
ば

同
人

が
崩

れ
落

ち
る

か
も

し
れ

な
い

こ
と

を
認

識
し

な
が

ら
，

あ
え

て
そ

の
両

手
を

放
し

て
同

人
を

尻
か

ら
畳

の
上

に
崩

れ
落

ち
さ

せ
，

さ
ら

に
，

そ
の

右
脇

及
び

で
ん

部
を

抱
え

て
持

ち
上

げ
た

同
人

を
ク

ッ
シ

ョ
ン

の
上

に
放

り
投

げ
る

暴
行

を
加

え
て

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

傷
害

致
死

の
事

案
に

つ
い

て
，

暴
行

該
当

性
及

び
故

意
を

認
め

た
上

で
，

被
告

人
が

父
親

と
し

て
の

愛
情

を
も

っ
て

障
害

児
で

あ
る

長
男

を
養

育
し

て
き

て
お

り
、

上
記

暴
行

の
際

の
リ

ハ
ビ

リ
も

養
育

の
一

環
で

あ
る

点
を

十
分

考
慮

し
て

も
な

お
、

被
告

人
の

刑
事

責
任

は
相

応
に

重
く

、
本

件
は

実
刑

を
も

っ
て

臨
む

ほ
か

な
い

と
し

て
、

酌
量

減
軽

を
加

え
つ

つ
被

告
人

を
懲

役
2
年

に
処

し
た

。

裁
判

所
H
P

1
2

H
2
4
.
7
.
2
6

大
分

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
2
8
8
号

幼
い

頃
に

受
け

た
虐

待
な

ど
に

起
因

す
る

解
離

性
障

害
の

た
め

被
告

人
は

意
識

混
濁

や
人

格
交

代
に

陥
っ

て
責

任
能

力
を

問
え

な
い

状
態

に
陥

っ
て

い
た

と
い

う
主

張
を

排
斥

し
て

、
殺

人
の

罪
を

認
め

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

1
2
年

被
告

人
は

、
実

母
で

あ
る

被
害

者
(
当

時
5
8
歳

)
の

態
度

に
腹

を
立

て
て

、
物

干
し

場
に

あ
っ

た
ビ

ニ
ー

ル
製

ロ
ー

プ
を

切
っ

て
２

つ
折

り
に

し
、

そ
の

両
端

及
び

中
央

付
近

に
結

び
目

を
作

り
、

革
手

袋
を

両
手

に
は

め
て

居
間

に
戻

り
、

被
害

者
を

殺
す

つ
も

り
で

、
そ

の
頸

部
に

上
記

ロ
ー

プ
を

巻
き

付
け

て
引

っ
張

り
、

さ
ら

に
、

そ
の

頸
部

を
両

手
で

強
く

絞
め

付
け

、
よ

っ
て

被
害

者
を

頸
部

の
迷

走
神

経
圧

迫
に

基
づ

く
心

停
止

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
殺

人
の

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

は
幼

い
頃

に
被

害
者

か
ら

虐
待

を
受

け
て

い
た

こ
と

な
ど

か
ら

解
離

性
障

害
に

罹
患

し
て

い
た

可
能

性
が

あ
る

と
い

う
弁

護
人

の
主

張
を

退
け

、
被

告
人

の
責

任
能

力
を

肯
定

し
て

、
被

告
人

を
懲

役
1
2
年

に
処

し
た

。

裁
判

所
H
P
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1
3

H
2
4
.
9
.
5

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
4
8
0
9
号

次
女

の
身

体
を

数
回

前
後

に
強

く
揺

さ
ぶ

り
、

布
団

の
上

に
放

り
投

げ
る

暴
行

を
加

え
て

死
亡

さ
せ

た
行

為
に

つ
い

て
、

被
告

人
が

幼
少

期
に

受
け

た
虐

待
の

影
響

に
よ

る
も

の
で

は
な

い
と

認
め

、
傷

害
致

死
の

罪
を

認
め

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

6
年

次
女

で
あ

る
Ａ

が
泣

き
止

ま
な

か
っ

た
こ

と
に

激
高

し
、

Ａ
の

身
体

を
数

回
前

後
に

強
く

揺
さ

ぶ
り

、
布

団
の

上
に

放
り

投
げ

る
暴

行
を

加
え

、
よ

っ
て

、
Ａ

に
硬

膜
下

血
腫

の
傷

害
を

負
わ

せ
、

こ
れ

に
基

づ
く

脳
腫

脹
又

は
け

い
れ

ん
重

積
に

よ
り

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

傷
害

致
死

の
事

案
に

つ
い

て
、

幼
少

時
以

降
に

義
父

か
ら

恒
常

的
に

受
け

た
虐

待
な

ど
を

背
景

に
情

緒
不

安
定

性
パ

ー
ソ

ナ
リ

テ
ィ

障
害

(
衝

動
型

)
を

抱
え

た
被

告
人

が
そ

の
障

害
に

起
因

す
る

衝
動

的
行

為
に

よ
り

本
件

犯
行

に
至

っ
た

と
い

う
弁

護
人

の
主

張
に

対
し

、
裁

判
所

は
、

確
か

に
虐

待
に

よ
り

同
障

害
が

生
じ

た
可

能
性

は
否

定
し

難
い

と
は

い
え

、
同

障
害

は
本

件
に

お
け

る
責

任
能

力
に

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

で
な

く
，

同
障

害
が

本
件

犯
行

に
与

え
た

影
響

も
そ

れ
ほ

ど
強

く
な

い
と

い
う

べ
き

で
あ

る
か

ら
、

主
張

に
は

理
由

が
な

い
と

し
た

上
で

、
被

告
人

は
親

と
し

て
保

護
す

べ
き

立
場

に
あ

り
な

が
ら

理
不

尽
な

理
由

か
ら

本
件

犯
行

に
及

ん
で

お
り

、
そ

の
動

機
は

甚
だ

身
勝

手
な

も
の

と
い

う
ほ

か
な

く
、

ま
た

、
暴

行
の

態
様

は
極

め
て

危
険

な
も

の
と

で
あ

る
し

て
、

被
告

人
に

懲
役

6
年

を
言

い
渡

し
た

。

裁
判

所
H
P

1
4

H
2
4
.
9
.
1
2

東
京

高
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
う

)
1
0
5
1
号

秋
葉

原
の

路
上

で
の

無
差

別
な

殺
傷

に
対

し
原

審
で

死
刑

を
言

い
渡

さ
れ

た
事

案
の

控
訴

審
に

お
い

て
、

被
告

人
の

完
全

責
任

能
力

を
認

め
た

原
判

決
が

支
持

さ
れ

、
ま

た
、

事
件

に
対

す
る

幼
少

期
の

虐
待

は
死

刑
と

す
る

判
断

に
影

響
し

な
い

も
の

と
さ

れ
た

事
例

控
訴

棄
却

（
死

刑
）

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

揚
示

板
上

で
嫌

が
ら

せ
を

す
る

者
ら

に
対

し
、

そ
の

よ
う

な
嫌

が
ら

せ
行

為
が

重
大

な
結

果
を

も
た

ら
す

こ
と

を
知

ら
し

め
よ

う
と

い
う

動
機

か
ら

、
無

関
係

な
被

害
者

ら
を

無
差

別
に

殺
傷

し
た

と
い

う
事

案
に

つ
い

て
、

死
刑

を
言

い
渡

し
た

第
１

審
判

決
に

対
し

て
被

告
人

が
控

訴
し

た
。

裁
判

所
は

、
原

判
決

に
沿

っ
て

被
告

人
が

完
全

責
任

能
力

を
有

し
て

い
た

と
認

め
た

上
で

、
量

刑
に

つ
い

て
は

、
幼

少
期

の
母

親
に

よ
る

虐
待

が
被

告
人

の
独

特
の

性
格

傾
向

を
形

成
し

た
原

因
で

あ
り

本
件

犯
行

の
一

要
因

で
あ

り
、

原
判

決
は

母
親

の
養

育
が

被
告

人
に

も
た

ら
し

た
影

響
を

本
件

の
遠

因
に

す
ぎ

な
い

と
軽

視
し

て
い

る
と

い
う

主
張

に
対

し
て

、
実

施
さ

れ
た

鑑
定

は
母

親
の

不
適

切
な

養
育

と
被

告
人

の
性

格
傾

向
の

形
成

と
の

間
に

原
因

と
結

果
の

よ
う

な
対

応
関

係
が

あ
る

と
み

る
の

に
消

極
的

で
あ

る
こ

と
、

ま
た

、
被

告
人

の
よ

う
な

性
格

傾
向

に
あ

る
者

が
必

ず
本

件
の

よ
う

な
重

大
事

件
を

引
き

起
こ

す
と

は
お

よ
そ

い
い

難
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
原

判
決

の
量

刑
が

重
す

ぎ
て

不
当

な
も

の
で

は
な

い
と

判
示

し
た

。

東
京

高
等

裁
判

所
(
刑

事
)

判
決

時
報

6
3
-
1
=
1
2

p
.
1
8
9

1
5

H
2
4
.
9
.
2
0

千
葉

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
わ

)
1
3
4
2

号
・

平
成

2
3

年
(
わ

)
1
7
4
7

号

妻
と

共
謀

し
て

、
長

男
(
当

時
2
歳

)
と

二
女

(
当

時
5
歳

)
に

適
切

な
医

療
措

置
を

受
け

さ
せ

ず
、

長
男

を
死

亡
さ

せ
二

女
を

栄
養

失
調

に
陥

ら
せ

た
事

例 (
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

9
年

6
月

被
告

人
が

、
長

男
Ｂ

(
当

時
2
歳

)
及

び
二

女
Ｃ

(
当

時
５

歳
)
を

直
接

養
育

す
る

妻
Ａ

と
共

謀
の

上
、

Ｂ
及

び
Ｃ

に
十

分
な

栄
養

を
与

え
な

い
な

ど
し

て
養

育
し

な
か

っ
た

上
、

適
切

な
医

療
措

置
を

受
け

さ
せ

ず
、

よ
っ

て
、

Ｂ
を

低
栄

養
に

起
因

す
る

餓
死

に
よ

り
死

亡
さ

せ
、

Ｃ
を

栄
養

失
調

に
陥

ら
せ

た
と

い
う

保
護

責
任

者
遺

棄
致

死
・

保
護

責
任

者
遺

棄
致

傷
の

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

は
、

Ｂ
及

び
Ｃ

の
健

康
や

命
を

危
う

く
し

か
ね

な
い

事
態

が
生

じ
て

い
る

こ
と

を
認

識
し

て
い

た
の

で
あ

る
か

ら
、

養
育

を
直

接
行

っ
て

い
る

Ａ
に

も
同

様
の

認
識

が
あ

る
こ

と
は

、
当

然
分

か
っ

て
い

た
と

認
め

ら
れ

、
Ｂ

及
び

Ｃ
に

対
す

る
Ａ

の
不

保
護

が
被

告
人

に
と

っ
て

想
定

し
得

な
い

特
殊

な
も

の
で

は
な

か
っ

た
と

認
め

ら
れ

、
被

告
人

と
Ａ

は
、

適
切

な
医

療
措

置
を

受
け

さ
せ

な
い

こ
と

に
つ

い
て

暗
黙

の
う

ち
に

意
思

を
相

互
に

通
じ

て
い

た
も

の
と

認
め

ら
れ

る
と

し
た

。
そ

の
上

で
、

被
告

人
は

「
独

自
の

育
児

方
針

に
固

執
し

、
Ａ

が
養

育
を

担
当

す
べ

き
で

あ
る

と
Ａ

と
約

束
」

し
て

、
「

そ
の

養
育

問
題

を
見

直
す

機
会

も
何

度
か

あ
り

な
が

ら
」

、
8
ヶ

月
も

「
Ｂ

及
び

Ｃ
の

姿
を

確
認

さ
え

し
な

か
っ

た
」

と
い

っ
た

事
情

が
あ

る
も

の
と

認
め

、
こ

れ
ら

の
事

情
も

考
慮

し
て

、
懲

役
9
年

6
月

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

2
事

件
の

共
犯

事
件



－ 146 －

1
6

H
2
4
.
1
0
.
3

奈
良

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
4
8
号

生
後

9
か

月
の

次
女

に
暴

行
を

加
え

て
死

亡
さ

せ
た

被
告

人
を

懲
役

8
年

の
実

刑
に

処
し

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

8
年

妻
Ａ

及
び

２
人

の
娘

並
び

に
養

子
２

人
ら

と
暮

ら
し

て
い

た
被

告
人

が
、

養
子

２
人

が
家

出
し

た
と

思
い

探
し

に
出

た
こ

と
を

き
っ

か
け

に
家

に
帰

ら
な

く
な

り
、

ホ
テ

ル
を

転
々

と
す

る
中

で
仕

事
も

失
っ

た
こ

と
な

ど
か

ら
な

げ
や

り
と

な
っ

て
ス

ト
レ

ス
を

募
ら

せ
、

生
後

9
か

月
で

あ
っ

た
次

女
Ｂ

が
泣

き
や

ま
な

い
こ

と
に

立
腹

し
て

暴
行

を
加

え
、

顔
面

打
撲

に
基

づ
く

硬
膜

下
血

腫
に

よ
り

Ｂ
を

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

傷
害

致
死

の
事

案
に

つ
い

て
、

被
告

人
の

根
深

い
暴

力
的

傾
向

が
本

件
の

背
景

に
あ

り
、

単
な

る
偶

発
的

な
犯

行
と

は
考

え
ら

れ
ず

再
犯

の
お

そ
れ

も
否

定
で

き
な

い
と

い
っ

た
理

由
で

、
被

告
人

を
懲

役
8
年

の
実

刑
に

処
し

た
。

判
例

地
方

自
治

1
0
4
 
p
.
8
0

1
7

H
2
4
.
1
0
.
1
0

静
岡

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
1
4
1
号

被
告

人
の

不
遇

な
生

い
立

ち
及

び
そ

れ
を

一
因

と
す

る
反

社
会

性
パ

ー
ソ

ナ
リ

テ
ィ

障
害

が
母

親
を

殺
害

し
た

こ
と

の
間

接
的

な
原

因
と

し
た

事
例 (
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

1
5
年

被
告

人
が

母
親

を
絞

殺
し

た
と

い
う

殺
人

の
事

案
に

つ
い

て
、

被
告

人
が

母
親

の
指

摘
に

過
剰

な
反

応
を

呈
し

感
情

を
制

御
で

き
な

く
な

っ
て

突
発

的
に

犯
行

に
及

ん
だ

も
の

と
み

る
余

地
が

あ
り

，
虐

待
さ

れ
た

な
ど

の
被

告
人

の
不

遇
な

生
い

立
ち

及
び

そ
れ

を
一

因
と

す
る

反
社

会
性

パ
ー

ソ
ナ

リ
テ

ィ
障

害
が

本
件

犯
行

の
間

接
的

な
原

因
と

な
っ

た
こ

と
も

否
定

で
き

な
い

た
め

，
こ

の
点

が
被

告
人

に
と

っ
て

幾
分

か
の

有
利

な
事

情
と

な
る

も
の

と
認

め
、

被
告

人
を

懲
役

1
5
年

に
処

し
た

。

裁
判

所
H
P

1
8

H
2
4
.
1
0
.
1
1

富
山

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
1
3
7
号

保
育

士
で

あ
る

被
告

人
が

、
保

育
園

に
通

う
女

児
を

被
写

体
と

し
た

児
童

ポ
ル

ノ
を

製
造

し
、

ま
た

、
女

児
に

対
し

て
わ

い
せ

つ
な

行
為

に
及

ん
だ

事
例

懲
役

2
年

4
月

被
告

人
が

、
保

育
士

と
し

て
勤

務
し

て
い

た
保

育
園

に
通

う
当

時
6
歳

の
女

児
に

対
し

、
身

体
測

定
の

機
会

を
利

用
し

て
上

半
身

裸
の

姿
態

を
と

ら
せ

、
デ

ジ
タ

ル
カ

メ
ラ

で
動

画
撮

影
し

て
そ

の
動

画
デ

ー
タ

を
Ｓ

Ｄ
カ

ー
ド

に
記

録
さ

せ
て

児
童

ポ
ル

ノ
を

製
造

し
た

と
い

う
児

童
買

春
・

児
童

ポ
ル

ノ
禁

止
法

違
反

の
事

案
、

及
び

、
同

保
育

園
に

通
う

当
時

4
歳

の
女

児
の

パ
ン

ツ
に

手
を

入
れ

て
そ

の
陰

部
付

近
を

弄
ん

だ
と

い
う

強
制

わ
い

せ
つ

の
事

案
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
犯

行
は

、
い

ず
れ

も
被

告
人

が
保

育
士

と
い

う
立

場
を

利
用

し
、

各
被

害
者

が
物

事
を

十
分

理
解

で
き

ず
、

保
育

士
を

信
頼

し
て

い
る

こ
と

に
つ

け
込

ん
で

行
っ

た
卑

劣
で

悪
質

な
犯

行
で

あ
る

こ
と

、
動

機
は

性
欲

で
あ

り
酌

量
の

余
地

は
な

い
こ

と
、

各
被

害
者

に
対

し
て

今
後

の
心

身
の

成
長

に
多

大
な

悪
影

響
を

与
え

る
と

懸
念

さ
れ

る
こ

と
な

ど
か

ら
、

被
告

人
の

刑
事

責
任

は
重

い
と

し
て

、
被

告
人

を
懲

役
2
年

4
月

の
実

刑
に

処
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

1
9

H
2
4
.
1
1
.
6

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
0
年

(
わ

)
1
3
5
1
号

殺
意

を
も

っ
て

生
後

5
か

月
の

長
男

の
頭

部
に

強
い

鈍
力

を
複

数
回

作
用

さ
せ

る
暴

行
を

加
え

て
長

男
を

死
亡

さ
せ

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

1
5
年

被
告

人
が

自
宅

に
お

い
て

、
生

後
5
か

月
の

長
男

に
対

し
、

殺
意

を
も

っ
て

頭
部

を
強

く
圧

迫
し

て
外

傷
性

脳
浮

腫
に

よ
り

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

殺
人

の
事

案
に

つ
い

て
、

被
告

人
は

暴
行

を
加

え
た

犯
人

で
は

な
い

と
い

う
弁

護
人

の
主

張
に

対
し

、
裁

判
所

は
、

そ
の

動
機

は
証

拠
上

不
明

と
い

う
ほ

か
な

い
も

の
の

、
被

告
人

と
長

男
が

二
人

き
り

に
な

る
ま

で
に

長
男

に
異

常
を

う
か

が
わ

せ
る

具
体

的
な

事
情

は
な

く
、

そ
の

後
長

男
が

意
識

障
害

を
起

こ
し

、
帰

宅
し

た
妻

か
ら

指
示

さ
れ

る
ま

で
1
1
9
番

通
報

な
ど

を
し

て
い

な
か

っ
た

と
い

う
経

過
に

鑑
み

れ
ば

、
被

告
人

が
長

男
を

死
亡

さ
せ

た
も

の
と

認
め

ら
れ

る
と

し
て

、
被

告
人

を
懲

役
1
5
年

に
処

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

2
0

H
2
4
.
1
1
.
1
4

富
山

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
1
4
7
号

6
事

件
の

差
戻

し
を

受
け

た
第

１
審

に
お

い
て

、
被

害
者

の
告

訴
能

力
が

問
題

と
な

っ
た

事
案

の
公

訴
事

実
に

つ
き

有
罪

の
判

決
が

下
さ

れ
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

1
4
年

交
際

相
手

で
あ

る
相

被
告

人
の

二
女

Ｃ
(
当

時
1
0
歳

)
に

対
す

る
強

制
わ

い
せ

つ
の

事
案

、
及

び
、

相
被

告
人

の
長

女
Ｄ

(
当

時
1
5
歳

)
に

対
す

る
傷

害
・

準
強

姦
の

事
案

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
，

差
戻

し
の

前
の

第
１

審
判

決
は

，
Ｃ

の
告

訴
能

力
を

否
定

し
て

Ｃ
の

事
案

に
か

か
る

公
訴

を
棄

却
し

，
そ

の
余

の
公

訴
事

実
で

有
罪

と
し

た
た

め
，

被
告

人
が

量
刑

不
当

を
理

由
に

，
検

察
官

が
刑

事
訴

訟
法

2
3
0
条

の
解

釈
の

誤
り

を
理

由
に

、
そ

れ
ぞ

れ
控

訴
し

た
と

こ
ろ

、
控

訴
審

は
、

Ｃ
の

告
訴

能
力

を
認

め
て

事
件

を
原

審
に

差
し

戻
し

た
。

こ
れ

を
審

理
し

た
裁

判
所

は
、

Ｃ
の

事
案

に
か

か
る

公
訴

事
実

を
認

め
た

上
で

，
Ｄ

に
対

す
る

暴
行

・
姦

淫
も

Ｃ
に

対
す

る
わ

い
せ

つ
行

為
も

卑
劣

で
悪

質
で

あ
り

倫
理

観
の

欠
如

や
反

社
会

性
に

は
甚

だ
し

い
も

の
が

あ
り

，
刑

事
責

任
は

極
め

て
重

大
で

あ
る

も
の

と
判

断
し

て
，

被
告

人
に

懲
役

1
4
年

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

6
事

件
の

差
戻

審
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2
1

H
2
4
.
1
1
.
3
0

那
覇

家
裁

沖
縄

支
部

(
決

定
)

平
成

2
4
年

(
少

)
3
0
1
号

1
5
歳

の
女

子
少

年
に

対
す

る
ぐ

犯
保

護
事

件
に

お
い

て
，

少
年

を
中

等
少

年
院

に
送

致
す

る
こ

と
と

し
，

少
年

の
問

題
点

に
応

じ
た

処
遇

上
の

留
意

点
を

指
摘

す
る

と
と

も
に

，
保

護
観

察
所

長
に

対
し

て
環

境
調

整
の

措
置

を
命

じ
た

事
例

中
等

少
年

院
送

致

少
年

は
，

前
件

非
行

に
よ

る
保

護
観

察
中

，
４

か
月

間
近

く
に

わ
た

り
家

出
を

し
，

そ
の

間
に

暴
力

団
の

関
与

す
る

風
俗

業
者

の
も

と
で

売
春

行
為

を
繰

り
返

す
な

ど
し

て
き

た
の

で
あ

り
、

少
年

の
境

遇
に

つ
い

て
は

、
幼

少
時

か
ら

保
護

者
に

よ
る

虐
待

や
保

護
者

の
離

婚
さ

ら
に

は
そ

の
自

殺
な

ど
を

経
験

し
て

き
た

と
い

う
生

育
歴

を
背

景
に

，
著

し
く

情
緒

不
安

定
で

，
指

導
的

に
関

わ
る

大
人

へ
の

不
信

感
が

根
深

く
，

売
春

な
ど

自
身

の
身

体
を

損
ね

る
こ

と
に

対
す

る
抵

抗
感

が
薄

く
，

望
ま

し
い

自
尊

心
が

形
成

さ
れ

て
い

な
い

と
い

っ
た

問
題

を
抱

え
て

お
り

，
そ

の
行

動
変

容
に

は
内

面
の

変
革

が
欠

か
せ

な
い

こ
と

や
，

少
年

鑑
別

所
内

で
さ

え
指

導
に

従
う

構
え

が
乏

し
か

っ
た

こ
と

に
鑑

み
れ

ば
，

社
会

内
処

遇
が

奏
功

す
る

こ
と

は
お

よ
そ

期
待

で
き

ず
，

少
年

を
施

設
に

収
容

し
て

，
落

ち
着

い
た

安
心

で
き

る
環

境
の

下
で

、
十

分
な

時
間

を
か

け
て

，
少

年
と

信
頼

関
係

を
築

い
た

専
門

家
に

よ
る

系
統

的
な

矯
正

教
育

を
行

い
，

健
全

な
自

尊
心

を
培

わ
せ

る
の

と
と

も
に

規
範

意
識

も
体

得
さ

せ
る

こ
と

が
不

可
欠

な
も

の
と

認
め

て
，

少
年

を
中

等
少

年
院

に
送

致
す

る
と

と
も

に
、

仮
退

院
に

際
し

て
適

切
な

帰
住

先
を

確
保

で
き

る
よ

う
に

、
保

護
観

察
所

長
に

対
し

環
境

調
整

命
令

を
発

し
た

。

家
裁

月
報

6
5
-
5
 
p
.
1
0
9

2
2

H
2
4
.
1
2
.
5

大
阪

高
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
う

)
6
5
6
号

第
6
期

3
3
事

件
の

事
案

に
つ

い
て

、
事

実
誤

認
及

び
量

刑
不

当
の

主
張

に
対

し
、

未
必

的
殺

意
を

認
定

し
た

原
審

の
判

断
を

是
認

し
た

上
で

、
本

件
犯

行
の

態
様

は
非

常
に

残
酷

な
も

の
と

い
う

ほ
か

な
い

と
し

て
，

控
訴

を
棄

却
し

た
事

例

控
訴

棄
却

（
懲

役
3
0

年
）

他
に

長
女

(
当

時
3
歳

)
と

長
男

(
当

時
1
歳

)
を

養
育

す
る

者
が

い
な

い
の

に
，

両
名

を
自

宅
か

ら
出

ら
れ

な
い

よ
う

に
し

た
上

で
長

期
に

わ
た

り
放

置
し

て
死

亡
さ

せ
た

と
い

う
事

案
で

、
両

名
に

対
す

る
殺

人
を

認
定

し
て

懲
役

3
0
年

を
言

い
渡

し
た

原
判

決
に

対
し

、
被

告
人

が
事

実
誤

認
及

び
量

刑
不

当
を

主
張

し
控

訴
し

た
。

裁
判

所
は

、
未

必
的

殺
意

を
認

定
し

た
原

判
決

に
事

実
誤

認
は

な
い

も
の

と
断

じ
た

上
で

、
故

意
が

未
必

的
で

あ
っ

て
実

行
行

為
の

主
要

部
分

も
不

作
為

で
あ

る
こ

と
の

ほ
か

に
、

一
人

き
り

で
の

育
児

や
生

活
に

疲
れ

て
孤

独
感

を
強

め
た

被
告

人
が

生
活

全
て

か
ら

逃
げ

出
し

た
い

と
の

想
い

を
抱

い
た

こ
と

、
殺

害
を

積
極

的
に

意
図

・
意

欲
し

て
い

た
わ

け
で

は
な

い
こ

と
、

親
族

や
公

的
機

関
の

援
助

に
よ

り
犯

行
を

未
然

に
防

げ
た

可
能

性
も

あ
っ

た
こ

と
，

さ
ら

に
は

、
被

告
人

の
被

虐
待

等
を

経
験

し
た

事
実

及
び

経
験

し
た

可
能

性
が

犯
行

の
遠

因
と

な
っ

て
い

る
こ

と
を

完
全

に
は

否
定

し
得

な
い

こ
と

な
ど

、
被

告
人

の
た

め
に

酌
む

べ
き

事
情

が
あ

る
と

は
い

え
、

こ
れ

ら
を

十
分

考
慮

し
て

も
，

本
件

犯
行

の
態

様
が

非
常

に
残

酷
で

あ
る

こ
と

な
ど

か
ら

、
原

判
決

の
量

刑
が

重
過

ぎ
て

不
当

で
あ

る
と

は
い

え
な

い
も

の
と

判
示

し
、

控
訴

を
棄

却
し

た
。

裁
判

所
H
P

第
6
期

3
3
事

件
の

控
訴

審

2
3

H
2
4
.
1
2
.
2
5

横
浜

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
1
3
7
9
号

前
後

に
激

し
く

揺
さ

ぶ
ら

れ
た

乳
児

に
後

遺
症

を
伴

う
重

傷
を

負
わ

せ
た

こ
と

に
つ

い
て

、
被

告
人

に
執

行
猶

予
付

き
の

懲
役

刑
を

言
い

渡
し

た
事

例

懲
役

3
年

執
行

猶
予

5
年

被
告

人
が

，
生

後
5
か

月
の

娘
に

対
し

，
そ

の
両

脇
に

手
を

差
し

入
れ

て
同

児
を

持
ち

上
げ

，
前

後
に

激
し

く
揺

さ
ぶ

っ
て

，
首

が
前

後
の

限
界

ま
で

振
り

回
さ

れ
る

ほ
ど

の
暴

行
を

加
え

，
娘

に
急

性
脳

浮
腫

・
急

性
硬

膜
下

血
腫

な
ど

の
重

傷
を

負
わ

せ
て

右
肩

麻
痺

や
発

達
遅

滞
な

ど
の

後
遺

症
を

残
存

さ
せ

た
と

い
う

傷
害

の
事

案
。

裁
判

所
は

，
首

の
据

わ
っ

た
ば

か
り

の
乳

児
を

加
速

・
減

速
を

伴
い

な
が

ら
首

が
限

界
ま

で
振

り
回

さ
れ

る
ほ

ど
に

激
し

く
揺

さ
ぶ

る
こ

と
の

危
険

性
は

，
通

常
人

で
あ

れ
ば

容
易

に
認

識
で

き
る

か
ら

，
被

告
人

に
は

結
果

の
発

生
に

つ
い

て
極

め
て

重
大

な
落

ち
度

が
あ

っ
た

も
の

と
認

め
，

被
告

人
を

懲
役

3
年

(
執

行
猶

予
5
年

)
に

処
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
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2
4

H
2
5
.
2
.
1
8

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
3
1
3
4
号

育
児

上
の

ミ
ス

に
よ

る
乳

児
の

死
亡

と
い

う
被

告
人

の
主

張
を

排
斥

し
て

、
傷

害
致

死
の

罪
の

成
立

を
認

め
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

9
年

実
子

で
あ

る
Ａ

に
対

し
身

体
を

強
く

揺
さ

ぶ
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

て
肋

骨
骨

折
等

の
傷

害
を

負
わ

せ
た

と
い

う
傷

害
の

事
案

、
及

び
、

Ａ
に

対
し

鼻
や

口
を

水
の

中
に

入
れ

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
て

低
酸

素
虚

血
性

脳
症

な
ど

に
起

因
す

る
急

性
呼

吸
迫

症
候

群
に

よ
り

Ａ
を

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

傷
害

致
死

の
事

案
。

「
沐

浴
中

に
誤

っ
て

ベ
ビ

ー
バ

ス
内

に
落

と
し

、
パ

ニ
ッ

ク
に

な
っ

て
強

く
揺

さ
ぶ

っ
た

」
と

い
う

育
児

上
の

ミ
ス

を
主

張
し

て
本

件
犯

行
を

否
認

し
た

被
告

人
に

対
し

、
裁

判
所

は
、

専
門

家
の

医
師

ら
の

証
言

を
基

に
、

被
告

人
が

わ
ざ

と
暴

行
を

加
え

て
Ａ

を
死

亡
さ

せ
た

も
の

と
認

定
し

て
、

懲
役

9
年

に
処

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

2
5

H
2
5
.
3
.
2
5

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
1
1
5
7
号

生
後

2
8
日

の
実

子
に

自
宅

の
浴

室
で

熱
湯

を
か

け
て

重
症

の
熱

傷
を

負
わ

せ
た

事
例

懲
役

6
年

実
子

Ａ
(
生

後
2
8
日

)
の

父
親

で
あ

る
被

告
人

が
自

宅
の

浴
室

で
Ａ

に
熱

湯
を

か
け

て
重

症
の

熱
傷

を
負

わ
せ

た
と

い
う

傷
害

の
事

案
に

つ
い

て
，

現
場

に
所

在
し

て
い

た
の

が
内

縁
の

妻
Ｂ

(
母

親
)
と

前
妻

と
の

間
に

で
き

た
子

Ｃ
(
当

時
5
歳

)
だ

け
で

あ
る

た
め

，
犯

人
性

を
否

定
す

る
被

告
人

の
主

張
と

の
関

係
で

Ｂ
の

供
述

の
信

用
性

が
事

件
の

争
点

と
な

っ
た

と
こ

ろ
，

裁
判

所
は

，
Ａ

の
受

傷
の

状
況

及
び

被
告

人
と

Ｂ
の

言
動

か
ら

、
Ｂ

の
供

述
の

信
用

性
を

認
め

た
の

と
と

も
に

，
被

告
人

が
多

重
人

格
者

(
解

離
性

障
害

)
で

あ
る

た
め

取
調

べ
に

お
け

る
自

白
は

別
の

人
格

が
行

っ
た

も
の

と
い

う
弁

護
人

の
主

張
も

認
め

ず
，

犯
行

は
非

常
に

残
酷

で
無

慈
悲

な
も

の
で

極
め

て
強

い
非

難
が

妥
当

す
る

も
の

と
判

示
し

て
，

懲
役

6
年

に
処

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

2
6

H
2
5
.
4
.
1
1

大
阪

高
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
う

)
7
7
7
号

第
6
期

3
4
事

件
の

事
案

に
つ

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
懲

役
1
5
年

を
言

い
渡

さ
れ

た
被

告
人

ら
に

よ
る

量
刑

不
当

の
主

張
に

対
し

、
求

刑
を

大
き

く
上

回
る

量
刑

が
重

す
ぎ

て
不

当
な

も
の

と
は

い
え

な
い

と
し

て
、

本
件

各
控

訴
を

棄
却

し
た

事
例

控
訴

棄
却

（
懲

役
1
5

年
・

懲
役

1
5

年
）

被
告

人
両

名
が

、
黙

示
的

に
共

謀
し

た
上

、
被

告
人

Ａ
が

実
の

娘
(
死

亡
時

1
歳

8
か

月
)
に

対
し

顔
面

を
平

手
で

強
打

す
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

、
同

人
を

死
亡

さ
せ

た
事

実
に

つ
き

、
裁

判
員

裁
判

の
第

1
審

判
決

で
、

被
告

人
両

名
に

対
し

懲
役

1
5
年

(
求

刑
1
0
年

)
が

言
い

渡
さ

れ
、

被
告

人
両

名
が

控
訴

し
た

事
案

に
お

い
て

、
証

拠
の

採
否

に
か

か
る

法
令

違
反

や
事

実
認

定
の

誤
り

は
原

判
決

に
認

め
ら

れ
な

い
も

の
と

判
断

し
た

上
で

、
量

刑
に

つ
い

て
は

、
原

判
決

が
量

刑
を

決
す

る
に

当
た

っ
て

評
議

を
尽

く
し

て
到

達
し

た
と

こ
ろ

と
し

て
述

べ
て

い
る

各
事

項
に

は
、

そ
れ

自
体

と
し

て
誤

っ
て

い
る

と
目

す
べ

き
も

の
が

含
ま

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

上
、

そ
の

結
果

と
し

て
の

懲
役

1
5
年

と
い

う
量

刑
も

、
3
年

以
上

2
0
年

以
下

と
い

う
傷

害
致

死
罪

の
法

定
刑

の
広

い
幅

の
中

に
本

件
を

位
置

づ
け

る
に

当
た

っ
て

、
な

お
選

択
の

余
地

の
あ

る
範

囲
内

に
収

ま
っ

て
い

る
と

い
う

べ
き

で
あ

っ
て

、
検

察
官

の
求

刑
を

大
き

く
上

回
っ

て
い

る
な

ど
の

事
情

が
あ

る
か

ら
と

い
っ

て
、

こ
れ

が
破

棄
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

ほ
ど

に
重

す
ぎ

て
不

当
で

あ
る

と
は

い
え

な
い

と
判

示
し

、
両

名
に

よ
る

そ
れ

ぞ
れ

の
控

訴
を

棄
却

し
た

。

刑
集

6
8
-
6

p
.
9
5
4
掲

載
第

6
期

3
4
事

件
の

控
訴

審

2
7

H
2
5
.
4
.
1
9

高
松

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
4
5
0
号

実
母

を
被

害
者

と
し

た
傷

害
致

死
の

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

が
実

父
か

ら
受

け
た

虐
待

の
影

響
に

よ
る

暴
力

的
な

傾
向

を
有

す
る

と
認

め
た

上
で

、
被

告
人

に
懲

役
7
年

を
言

い
渡

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

7
年

被
告

人
が

被
害

者
(
実

母
)
に

対
し

て
暴

力
を

繰
り

返
し

た
挙

げ
句

に
本

件
犯

行
に

及
ん

だ
背

景
に

は
、

被
告

人
が

、
過

去
に

実
父

か
ら

受
け

た
虐

待
及

び
こ

れ
に

起
因

す
る

と
考

え
ら

れ
る

パ
ー

ソ
ナ

リ
テ

ィ
障

害
等

に
よ

り
感

情
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

を
十

分
に

で
き

ず
、

不
満

を
暴

力
の

か
た

ち
で

訴
え

る
傾

向
に

あ
る

と
い

う
事

情
が

認
め

ら
れ

る
と

し
た

上
で

、
被

告
人

は
、

被
害

者
に

対
す

る
傷

害
事

件
に

よ
り

複
数

回
検

挙
さ

れ
、

服
役

ま
で

し
て

お
り

、
出

所
後

わ
ず

か
2
週

間
ほ

ど
で

、
無

抵
抗

の
被

害
者

に
対

し
、

長
時

間
に

わ
た

り
一

方
的

に
暴

行
を

加
え

て
、

被
害

者
の

死
亡

と
い

う
最

悪
の

結
果

を
生

じ
さ

せ
た

も
の

で
あ

る
か

ら
、

本
件

は
、

親
を

被
害

者
と

す
る

傷
害

致
死

の
事

案
の

中
で

も
重

い
部

類
に

属
す

る
と

し
て

、
被

告
人

を
懲

役
7
年

に
処

し
た

。

渡
邉

圭
輔

＝
田

中
拓

・
季

刊
刑

事
弁

護
7
8
 
p
.
1
1
1
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2
8

H
2
5
.
6
.
4

大
分

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
2
9
3
号

1
7
歳

に
な

る
妻

の
連

れ
子

に
対

し
、

腹
立

た
し

さ
か

ら
く

る
復

讐
心

に
加

え
て

性
的

意
図

も
有

し
て

い
た

こ
と

か
ら

強
制

わ
い

せ
つ

致
傷

が
成

立
す

る
と

し
た

事
例

懲
役

4
年

6
月

妻
の

連
れ

子
で

あ
る

Ａ
(
当

時
1
7
歳

)
に

対
し

、
強

い
て

わ
い

せ
つ

な
行

為
を

し
、

そ
の

間
の

暴
行

に
よ

り
傷

害
を

負
わ

せ
た

と
い

う
強

制
わ

い
せ

つ
致

傷
の

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

に
は

、
本

件
犯

行
時

に
、

関
係

を
う

ま
く

築
く

こ
と

が
で

き
ず

、
そ

の
た

め
被

害
者

の
言

動
に

対
す

る
腹

立
ち

を
募

ら
せ

て
い

た
と

い
う

復
讐

心
だ

け
で

は
な

く
、

強
制

わ
い

せ
つ

罪
が

成
立

す
る

た
め

に
必

要
な

性
的

意
図

も
あ

っ
た

も
の

と
認

め
ら

れ
る

と
し

て
、

被
告

人
を

懲
役

4
年

6
月

に
処

し
た

。

裁
判

所
H
P

2
9

H
2
5
.
8
.
2
9

さ
い

た
ま

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
1
9
1
1
号

１
ヶ

月
に

わ
た

り
金

属
製

の
棒

な
ど

の
道

具
を

用
い

て
強

度
の

暴
行

を
繰

り
返

し
た

末
に

5
歳

の
子

を
死

亡
さ

せ
た

事
例 (
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

1
1
年

交
際

相
手

で
あ

る
共

犯
者

と
と

も
に

、
ア

パ
ー

ト
の

居
室

内
に

お
い

て
、

約
1
か

月
も

の
長

期
間

に
わ

た
っ

て
5
歳

の
無

抵
抗

の
被

害
者

に
対

し
、

素
手

の
ほ

か
金

属
製

の
棒

な
ど

の
道

具
を

用
い

て
強

度
の

暴
行

を
繰

り
返

し
、

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

傷
害

致
死

の
事

案
に

つ
い

て
、

執
よ

う
か

つ
残

忍
な

犯
行

で
あ

る
こ

と
、

被
害

者
の

苦
痛

や
絶

望
感

は
多

大
で

あ
る

こ
と

、
被

告
人

ら
が

日
常

的
に

虐
待

を
繰

り
返

し
て

い
た

こ
と

、
罪

証
隠

滅
工

作
を

し
た

挙
げ

句
に

公
判

廷
に

お
い

て
も

不
合

理
な

弁
解

に
終

始
し

て
い

る
こ

と
な

ど
か

ら
、

刑
事

責
任

は
重

大
で

あ
る

と
し

て
、

被
告

人
を

懲
役

1
1
年

に
処

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

3
0

H
2
5
.
1
0
.
3

東
京

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
合

わ
)
2
3
8

号

当
時

5
歳

の
実

子
を

ご
み

収
集

袋
に

閉
じ

込
め

て
低

酸
素

脳
症

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

行
為

に
つ

き
、

睡
眠

導
入

剤
や

ア
ル

コ
ー

ル
の

影
響

で
判

断
能

力
が

一
定

程
度

減
退

し
て

い
た

こ
と

な
ど

か
ら

、
執

行
猶

予
付

き
の

有
罪

を
下

し
た

事
例 (
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

3
年

保
護

観
察

付
執

行
猶

予
5

年

被
告

人
の

行
為

は
，

わ
ず

か
5
歳

の
抵

抗
で

き
な

い
被

害
者

の
手

足
を

ビ
ニ

ー
ル

ひ
も

で
縛

り
，

目
や

口
等

に
粘

着
テ

ー
プ

を
貼

り
付

け
た

上
，

ご
み

収
集

袋
に

閉
じ

込
め

る
と

い
う

非
常

に
危

険
な

も
の

で
あ

り
、

そ
の

結
果

は
誠

に
痛

ま
し

く
，

極
め

て
重

大
で

あ
る

か
ら

，
本

行
為

態
様

及
び

結
果

の
面

に
お

い
て

非
常

に
悪

質
な

も
の

で
あ

っ
た

と
い

わ
ざ

る
を

得
な

い
が

、
そ

の
一

方
で

，
本

件
犯

行
時

の
被

告
人

が
上

記
の

よ
う

な
危

険
な

行
為

を
し

た
り

被
害

者
を

ご
み

収
集

袋
の

中
に

閉
じ

込
め

た
ま

ま
眠

り
込

ん
だ

り
し

た
こ

と
の

１
つ

の
原

因
と

し
て

，
被

告
人

が
マ

イ
ス

リ
ー

と
ア

ル
コ

ー
ル

の
併

用
に

よ
る

意
識

障
害

の
た

め
，

心
神

耗
弱

状
態

ま
で

に
は

至
っ

て
い

な
か

っ
た

も
の

の
是

非
弁

別
能

力
や

行
動

制
御

能
力

を
一

定
程

度
減

退
さ

せ
て

い
た

こ
と

が
あ

り
、

ま
た

、
マ

イ
ス

リ
ー

と
ア

ル
コ

ー
ル

の
併

用
に

つ
い

て
被

告
人

を
過

度
に

非
難

す
る

の
は

相
当

で
な

い
と

い
っ

た
事

情
が

認
め

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

裁
判

所
は

、
刑

の
執

行
を

猶
予

す
る

と
と

も
に

保
護

観
察

に
付

す
る

こ
と

と
し

，
公

的
な

監
督

・
指

導
の

下
，

被
告

人
を

社
会

生
活

の
中

で
更

生
さ

せ
，

本
件

犯
行

に
対

す
る

反
省

を
深

め
さ

せ
る

の
が

相
当

な
事

案
で

あ
る

と
判

断
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

3
1

H
2
5
.
1
1
.
1
8

福
井

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
5
年

(
わ

)
5
2
号

い
ら

立
ち

か
ら

長
女

(
当

時
6

か
月

)
を

前
後

に
激

し
く

揺
さ

ぶ
る

暴
行

を
加

え
て

死
亡

さ
せ

た
行

為
に

つ
き

、
懲

役
4
年

を
言

い
渡

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

4
年

被
告

人
が

自
宅

に
お

い
て

長
女

(
当

時
6
か

月
)
を

抱
き

か
か

え
て

あ
や

し
始

め
た

と
こ

ろ
、

同
児

が
激

し
く

泣
き

出
し

た
こ

と
か

ら
い

ら
立

ち
が

高
じ

、
そ

の
両

脇
を

両
手

で
つ

か
ん

で
前

後
に

激
し

く
揺

さ
ぶ

る
暴

行
を

加
え

、
よ

っ
て

、
同

児
に

脳
実

質
損

傷
等

の
傷

害
を

負
わ

せ
、

同
損

傷
に

起
因

す
る

脳
壊

死
に

基
づ

く
呼

吸
及

び
循

環
障

害
に

よ
り

死
亡

さ
せ

た
と

い
う

傷
害

致
死

の
事

案
に

つ
い

て
、

被
告

人
の

刑
事

責
任

は
重

く
、

実
刑

に
処

す
る

必
要

が
あ

る
が

、
本

件
に

つ
い

て
は

継
続

的
に

殴
る

蹴
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

た
末

に
死

亡
さ

せ
た

虐
待

事
案

に
類

す
る

ま
で

の
厳

し
い

非
難

を
向

け
る

こ
と

は
で

き
な

い
と

し
て

、
被

告
人

に
懲

役
4
年

を
言

い
渡

し
た

。

裁
判

所
H
P

3
2

H
2
6
.
1
.
2
8

広
島

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
4
年

(
わ

)
8
3
4
号

子
ど

も
に

対
す

る
傷

害
致

死
の

事
案

の
中

で
は

や
や

重
い

方
に

属
す

る
事

案
と

し
て

、
被

告
人

を
懲

役
8
年

に
処

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

8
年

被
告

人
が

、
そ

の
実

子
に

対
し

、
そ

の
頭

部
、

腹
部

、
背

部
等

を
、

多
数

回
に

わ
た

り
、

練
習

用
ゴ

ル
フ

ク
ラ

ブ
及

び
拳

で
殴

る
な

ど
の

暴
行

を
加

え
て

傷
害

を
負

わ
せ

、
死

亡
さ

せ
た

事
案

に
つ

い
て

、
本

件
は

、
子

供
に

対
す

る
傷

害
致

死
事

案
の

中
で

は
や

や
重

い
方

に
属

す
る

事
案

で
あ

る
と

い
え

る
と

し
て

、
被

告
人

を
懲

役
8
年

の
実

刑
に

処
し

た
。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
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3
3

H
2
6
.
1
.
3
1

仙
台

高
裁

(
判

決
)

平
成

2
3
年

(
う

)
1
号

犯
行

当
時

1
8
歳

7
か

月
の

少
年

に
よ

る
殺

人
の

事
案

に
つ

き
、

最
大

限
事

情
を

斟
酌

す
る

な
ど

し
て

も
，

死
刑

の
選

択
を

回
避

す
る

余
地

は
認

め
得

な
い

と
し

て
、

被
告

人
の

控
訴

を
棄

却
し

た
事

例

控
訴

棄
却

（
死

刑
）

犯
行

当
時

1
8
歳

7
か

月
の

少
年

に
よ

る
殺

人
の

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

の
刑

事
責

任
は

余
り

に
も

重
大

で
あ

る
こ

と
か

ら
す

る
と

，
計

画
段

階
に

お
け

る
殺

意
は

条
件

付
き

で
あ

り
，

殺
人

・
同

未
遂

の
各

犯
行

の
際

も
冷

静
か

つ
沈

着
に

敢
行

し
た

と
ま

で
は

認
め

難
い

こ
と

，
被

告
人

は
原

判
示

各
犯

行
当

時
は

未
だ

1
8
歳

7
か

月
の

少
年

で
あ

り
，

更
生

の
可

能
性

も
な

い
と

は
い

え
な

い
こ

と
，

一
定

の
反

省
や

悔
悟

の
念

及
び

各
被

害
者

や
遺

族
に

対
す

る
謝

罪
の

意
思

を
表

し
て

い
る

こ
と

，
生

育
環

境
に

も
不

遇
な

側
面

が
あ

っ
た

こ
と

な
ど

，
酌

む
べ

き
事

情
を

最
大

限
考

慮
し

，
か

つ
，

被
害

者
２

名
死

亡
の

殺
人

事
案

に
お

け
る

量
刑

は
死

刑
と

無
期

懲
役

刑
が

拮
抗

し
て

い
る

の
が

先
例

で
あ

る
こ

と
な

ど
を

十
分

踏
ま

え
て

も
，

死
刑

の
選

択
を

回
避

す
る

余
地

が
あ

る
と

評
価

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
か

ら
、

罪
刑

の
均

衡
の

見
地

か
ら

も
一

般
予

防
の

見
地

か
ら

も
被

告
人

に
対

し
て

は
極

刑
を

も
っ

て
臨

む
ほ

か
な

い
と

し
た

原
判

決
の

量
刑

は
、

や
む

を
得

な
い

も
の

と
し

て
是

認
せ

ざ
る

を
得

な
い

と
し

て
、

被
告

人
の

控
訴

を
棄

却
し

た
。

高
等

裁
判

所
刑

事
裁

判
速

報
集

H
2
6
号

p
.
1
7
7

3
4

H
2
6
.
2
.
1
2

東
京

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
5
年

(
合

わ
)
1
7
6

号

長
男

(
当

時
5
歳

)
に

対
す

る
傷

害
致

死
に

つ
き

、
相

当
に

危
険

な
行

為
で

あ
っ

て
悪

質
で

あ
る

と
し

て
懲

役
6
年

6
月

を
言

い
渡

し
た

事
例

(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

6
年

6
月

被
告

人
が

、
長

男
(
当

時
5
歳

)
に

対
し

、
し

つ
け

の
つ

も
り

で
、

途
中

間
隔

を
置

き
な

が
ら

、
そ

の
全

身
を

多
数

回
げ

ん
骨

等
で

殴
り

、
多

数
回

足
で

蹴
る

な
ど

の
暴

行
を

加
え

、
同

人
を

傷
害

に
よ

る
出

血
性

シ
ョ

ッ
ク

、
筋

挫
滅

症
候

群
等

に
よ

り
死

亡
さ

せ
た

と
の

傷
害

致
死

の
事

案
に

つ
い

て
、

相
当

に
危

険
な

犯
行

で
あ

っ
て

悪
質

で
あ

り
、

傷
害

致
死

事
案

の
中

で
は

や
や

重
い

部
類

の
事

件
で

あ
る

な
ど

と
し

て
、

被
告

人
に

対
し

、
懲

役
6
年

6
月

を
言

い
渡

し
た

。

L
E
X
/
D
B
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

3
5

H
2
6
.
3
.
2
0

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

2
5
年

(
わ

)
5
0
0

号
・

平
成

2
5

年
(
わ

)
1
1
3
5

号
・

平
成

2
5

年
(
わ

)
1
4
8
4

号

４
名

の
少

年
に

よ
る

傷
害

致
死

そ
の

他
の

罪
で

の
有

罪
判

決
に

お
い

て
、

被
虐

待
経

験
は

量
刑

に
影

響
し

な
い

も
の

と
判

示
し

た
事

例
(
裁

判
員

裁
判

)

懲
役

5
年

以
上

8
年

以
下

・
懲

役
5
年

以
上

8
年

以
下
・

懲
役

3
年

6
月

以
上

5
年
以

下
・

懲
役
5
年

以
上

7
年
以

下

犯
行

当
時

い
ず

れ
も

1
6
歳

で
あ

っ
た

被
告

人
ら

が
、

強
盗

致
傷

、
傷

害
、

殺
人

、
暴

行
、

建
造

物
侵

入
な

ど
の

公
訴

事
実

の
複

数
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

起
訴

さ
れ

た
と

い
う

事
案

に
つ

い
て

、
被

告
人

4
名

の
い

ず
れ

に
お

い
て

も
殺

人
罪

は
成

立
せ

ず
傷

害
致

死
罪

が
成

立
す

る
に

と
ど

ま
る

と
し

た
上

で
、

虐
待

を
受

け
た

経
験

な
ど

の
不

遇
な

生
い

立
ち

は
量

刑
に

影
響

す
る

も
の

で
な

い
と

し
て

、
被

告
人

甲
及

び
乙

を
い

ず
れ

も
懲

役
5
年

以
上

8
年

以
下

に
、

被
告

人
丙

を
懲

役
3
年

6
月

以
上

5
年

以
下

に
、

ま
た

、
被

告
人

丁
を

懲
役

5
年

以
上

7
年

以
下

に
そ

れ
ぞ

れ
処

し
た

。

L
E
X
/
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判
決

日
裁

判
所

事
件

番
号

事
件

名
主

文
概

要
掲

載
誌

評
釈

1
H
2
8
.
6
.
3

大
阪

地
裁

(
判

決
)

平
成

２
７

年
（

行
ウ

）
第

２
０

９
号

一
時

保
護

処
分

取
消

請
求

事
件

棄
却

確
定

 
児

童
の

一
時

保
護

に
対

し
両

親
が

虐
待

の
存

在
を

否
定

し
て

取
消

し
を

求
め

た
事

件
に

お
い

て
、

行
政

手
続

法
１

４
条

1
項

違
反

の
主

張
に

対
し

、
児

童
福

祉
法

３
３

条
１

項
に

基
づ

く
一

時
保

護
決

定
は

、
法

的
効

果
の

発
生

を
目

的
と

し
な

い
物

理
的

行
為

で
あ

る
か

ら
、

行
政

手
続

法
２

条
４

号
イ

の
「

事
実

上
の

行
為

」
に

該
当

し
、

同
号

柱
書

が
定

義
す

る
「

不
利

益
処

分
」

に
は

含
ま

れ
な

い
か

ら
、

不
利

益
処

分
に

際
し

て
の

理
由

の
提

示
を

定
め

る
同

法
１

４
条

１
項

は
適

用
さ

れ
な

い
と

の
判

断
を

示
し

た
。

判
例

地
方

自
治

４
２

４
号

３
９

頁

2
H
2
8
.
1
0
.
1
4

長
崎

地
裁

（
判

決
）

平
成

２
７

年
（

ワ
）

第
２

３
５

号
損

害
賠

償
請

求
事

件
棄

却
控

訴

自
ら

を
虐

待
す

る
親

ら
に

対
し

児
童

相
談

所
が

指
導

を
継

続
し

な
か

っ
た

た
め

虐
待

が
継

続
し

た
と

し
て

、
虐

待
の

被
害

者
で

あ
る

未
成

年
者

が
国

家
賠

償
を

請
求

し
た

事
件

に
お

い
て

、
児

童
相

談
所

に
お

い
て

虐
待

を
裏

付
け

る
に

足
る

事
情

は
把

握
で

き
な

か
っ

た
と

し
て

、
児

童
相

談
所

が
一

旦
指

導
を

終
結

さ
せ

た
こ

と
が

違
法

と
ま

で
は

い
え

な
い

と
し

て
訴

え
を

棄
却

し
た

。

L
E
X
/
D
B
（

文
献

番
号

：
2
5
5
4
5
0
2
6
）

3
H
2
7
.
4
.
2
3

山
口

地
裁

（
判

決
）

平
成

２
３

年
（

ワ
）

第
５

５
５

号
損

害
賠

償
請

求
事

件
棄

却

児
童

相
談

所
か

ら
の

里
親

委
託

を
受

け
、

専
門

里
親

と
し

て
児

童
を

養
育

し
て

き
た

が
、

里
親

委
託

措
置

の
解

除
に

よ
り

里
親

の
地

位
を

享
受

す
る

利
益

等
を

侵
害

さ
れ

た
と

し
て

国
家

賠
償

を
請

求
し

た
事

件
に

お
い

て
、

里
親

委
託

措
置

を
解

除
し

た
児

童
相

談
所

長
の

判
断

等
に

裁
量

権
の

逸
脱

・
濫

用
は

な
か

っ
た

と
し

て
訴

え
を

棄
却

し
た

。

L
E
X
/
D
B
（

文
献

番
号

：
2
5
5
4
0
9
5
9
）

資資
料料

44
　　

行行
政政

法法
分分

野野
判判

例例
リリ

スス
トト

資
料

4
　

行
政

法
分

野
判

例
リ

ス
ト
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著著
者者

・・
筆筆

者者
発発

行行
年年

著著
書書

・・
論論

文文
等等

タタ
イイ

トト
ルル

編編
集集

者者
名名

著著
書書

名名
・・
雑雑

誌誌
名名

（（
巻巻

号号
））

ペペ
ーー

ジジ
出出

版版
社社

飛
澤

知
行

2
0
1
1
.1

1
『
一

問
一

答
　

平
成

2
3
年

民
法

等
改

正
：
児

童
虐

待
防

止
に

向
け

た
親

権
制

度
の

見
直

し
』

商
事

法
務

友
田

明
美

2
0
1
2
.1

『
新

版
　

い
や

さ
れ

な
い

傷
：
児

童
虐

待
と

傷
つ

い
て

い
く

脳
』

診
断

と
治

療
社

藤
田

航
介

2
0
1
2
.3

子
ど

も
の

社
会

的
養

護
に

お
け

る
フ

ァ
ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
の

意
義

と
課

題
 :

 家
庭

養
護

寮
及

び
里

親
型

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
の

実
践

を
通

し
て

の
考

察
道

北
福

祉
 3

2
2
-
3
5

道
北

福
祉

研
究

会

西
中

宏
吏

吉
川

和
男

福
井

裕
輝

2
0
1
3
.2

被
虐

待
体

験
に

よ
る

ト
ラ

ウ
マ

が
反

社
会

性
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
：
情

緒
・
行

動
お

よ
び

脳
機

能
評

価
に

基
づ

く
メ

カ
ニ

ズ
ム

の
検

討
犯

罪
学

雑
誌

 8
0
-
1

3
-
1
4

日
本

犯
罪

学
会

小
山

佐
知

子
2
0
1
3
.3

少
年

院
に

お
け

る
被

虐
待

経
験

を
有

す
る

少
年

の
処

遇
に

つ
い

て
（
児

童
虐

待
と

現
代

社
会

）
犯

罪
と

非
行

 1
7
4

1
0
2
-
1
2
2

日
立

み
ら

い
財

団

松
嶋

秀
明

2
0
1
3
.3

つ
な

が
り

の
な

か
で

非
行

生
徒

を
抱

え
る

実
践

―
警

察
と

学
校

と
の

協
働

に
よ

っ
て

何
が

う
ま

れ
る

か
―

人
間

文
化

：
滋

賀
県

立
大

学
人

間
文

化
学

部
研

究
報

告
 3

3
2
-
1
2

滋
賀

県
立

大
学

人
間

文
化

学
部

原
田

國
男

2
0
1
3
.1

0
裁

判
員

裁
判

に
お

け
る

量
刑

傾
向

：
見

え
て

き
た

新
し

い
姿

慶
應

法
学

 2
7

1
6
1
-
1
8
7

慶
應

義
塾

大
学

古
宮

久
枝

2
0
1
3
.1

1
再

犯
防

止
等

の
刑

事
政

策
の

目
的

に
向

け
た

検
察

の
取

組
法

律
の

ひ
ろ

ば
 6

6
-
1
1

4
2
-
4
8

ぎ
ょ

う
せ

い

岡
田

行
雄

2
0
1
3
.1

1
子

ど
も

虐
待

へ
の

刑
事

法
的

介
入

熊
本

法
学

 1
2
9

1
2
0
-
8
4

熊
本

大
学

法
学

会

望
月

由
妃

子
田

中
笑

子
篠

原
亮

次
ほ

か

2
0
1
4

養
育

者
の

育
児

不
安

お
よ

び
育

児
環

境
と

の
関

連
：
保

育
園

に
お

け
る

研
究

日
本

公
衆

衛
生

雑
誌

 6
1
-
6

2
6
3
-
2
7
4

日
本

公
衆

衛
生

学
会

毛
利

真
弓

藤
岡

淳
子

下
郷

大
輔

2
0
1
4
.2

加
害

行
動

の
背

景
に

あ
る

被
虐

待
体

験
を

ど
の

よ
う

に
扱

う
か

？
：
A

刑
務

所
内

治
療

共
同

体
の

試
み

か
ら

心
理

臨
床

学
研

究
 3

1
-
6

9
6
0
-
9
6
9

日
本

心
理

臨
床

学
会

佐
藤

拓
代

2
0
1
4
.4

妊
娠

期
か

ら
の

子
ど

も
虐

待
予

防
 （

特
集

 地
域

に
ひ

ら
く

社
会

的
養

護
の

こ
れ

か
ら

 :
 ｢

（
公

財
）
資

生
堂

社
会

福
祉

事
業

財
団

4
0
周

年
記

念
フ

ォ
ー

ラ
ム

｣を
中

心
に

）
 -

-
 （

子
育

て
の

現
状

と
予

防
的

支
援

の
こ

れ
か

ら
）

世
界

の
児

童
と

母
性

 7
6

2
8
-
4
0

資
生

堂
社

会
福

祉
事

業
財

団

西
郷

泰
之

2
0
1
4
.4

子
ど

も
虐

待
の

「
防

止
」
に

向
け

て
 :

 「
健

全
育

成
・
子

育
て

支
援

系
」
と

「
要

保
護

・
要

支
援

系
」
の

間
の

ク
レ

バ
ス

を
埋

め
る

 （
特

集
 地

域
に

ひ
ら

く
社

会
的

養
護

の
こ

れ
か

ら
 :

 ｢
（
公

財
）
資

生
堂

社
会

福
祉

事
業

財
団

4
0
周

年
記

念
フ

ォ
ー

ラ
ム

｣を
中

心
に

）
 -

-
 （

地
域

で
支

え
合

う
社

会
的

養
護

の
こ

れ
か

ら
）

世
界

の
児

童
と

母
性

 7
6

6
6
-
6
9

資
生

堂
社

会
福

祉
事

業
財

団

坂
本

雅
子

2
0
1
4
.4

子
ど

も
の

村
の

実
践

 :
 社

会
的

養
護

の
未

来
 （

特
集

 子
ど

も
臨

床
ト
ピ

ッ
ク

ス
）
 -

-
 （

子
ど

も
臨

床
と

子
ど

も
の

こ
れ

か
ら

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

2
2
-
9

日
本

評
論

社

宮
地

菜
穂

子
2
0
1
4
.4

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

治
療

的
な

支
援

の
現

状
と

課
題

 （
特

集
 子

ど
も

臨
床

ト
ピ

ッ
ク

ス
）
 -

-
（
子

ど
も

臨
床

と
子

ど
も

の
こ

れ
か

ら
）

そ
だ

ち
の

科
学

 2
2

1
5
-
2
0

日
本

評
論

社

廣
澤

愛
子

2
0
1
4
.4

被
虐

待
児

・
者

に
対

す
る

イ
メ

ー
ジ

を
用

い
た

心
理

療
法

の
「
支

援
効

果
の

機
序

」
の

検
討

 :
 外

傷
体

験
の

語
り

、
イ

メ
ー

ジ
の

作
用

、
お

よ
び

C
l-

T
h
関

係
に

着
目

し
て

心
理

臨
床

学
研

究
 3

2
-
1

3
9
-
5
0

日
本

心
理

臨
床

学
会

西
澤

哲
2
0
1
4
.4

子
ど

も
を

虐
待

す
る

親
た

ち
 （

「
難

し
い

親
」
へ

の
対

応
）
 -

-
 （

「
難

し
い

親
」
の

中
に

あ
る

問
題

と
そ

の
理

解
）

児
童

心
理

 6
8
-
6

2
5
-
3
2

金
子

書
房

2
0
1
4
.4

『
暴

力
・
虐

待
を

経
験

し
た

子
ど

も
と

女
性

た
ち

‐
暴

力
・
虐

待
を

未
然

に
防

ぐ
ア

プ
ロ

ー
チ

に
関

す
る

調
査

報
告

書
』

暴
力

・
虐

待
を

生
ま

な
い

社
会

づ
く

り
検

討
委

員
会

東
京

都
社

会
福

祉
協

議
会

杉
野

勇
2
0
1
4
.4

家
族

を
め

ぐ
る

司
法

化
可

能
問

題
と

問
題

の
ク

ラ
ス

タ
ー

法
政

理
論

 4
6
-
4

1
4
0
-
1
6
8

新
潟

大
学

中
山

直
子

2
0
1
4
.4

家
族

の
中

の
「
他

人
」
―

後
見

及
び

扶
養

を
中

心
と

し
た

実
務

雑
感

法
政

理
論

 4
6
-
4

1
6
9
-
1
8
6

新
潟

大
学

井
上

寿
美

笹
倉

千
佳

弘
2
0
1
4
.4

妊
婦

健
診

未
受

診
妊

産
婦

問
題

か
ら

み
た

子
育

ち
・
子

育
て

環
境

 :
 「

親
子

問
題

」
が

露
呈

さ
れ

る
背

景
要

因
を

ふ
ま

え
て

部
落

解
放

研
究

 2
0

5
9
-
7
9

広
島

部
落

解
放

研
究

所

大
村

敦
志

2
0
1
4
.4

親
権

・
懲

戒
権

・
監

護
権

 :
 概

念
整

理
の

試
み

能
見

善
久

岡
孝

本
山

敦
ほ

か

『
民

法
の

未
来

 :
 野

村
豊

弘
先

生
古

稀
記

念
論

文
集

』
5
5
9
-
5
8
1

商
事

法
務

資資
料料

55
　　

児児
童童

虐虐
待待

関関
係係

文文
献献

リリ
スス

トト
資

料
5
　

児
童

虐
待

関
係

文
献

リ
ス

ト
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2
0
1
4
.4

.5
『
子

ど
も

虐
待

対
応

の
手

引
き

‐
平

成
2
5
年

8
月

厚
生

労
働

省
の

改
正

通
知

』
母

子
愛

育
会

日
本

子
ど

も
家

庭
総

合
研

究
所

有
斐

閣

2
0
1
4
.4

.1
1

『
子

の
監

護
を

め
ぐ

る
法

律
実

務
』

富
永

忠
祐

新
日

本
法

規
出

版

2
0
1
4
.4

.2
0

『
社

会
的

養
護

』
林

邦
雄

谷
田

貝
公

昭
監

修
一

藝
社

緒
方

康
介

2
0
1
4
.4

.2
5

施
設

入
所

に
よ

り
回

復
可

能
な

知
能

領
域

の
特

定
 :

 被
虐

待
児

に
実

施
し

た
W

IS
C

-
II
I継

時
デ

ー
タ

の
分

析
犯

罪
学

雜
誌

 7
9
-
2

2
9
-
3
4

日
本

犯
罪

学
会

2
0
1
4
.4

.3
0

『
子

ど
も

の
た

め
の

法
律

相
談

（
新

・
青

林
法

律
相

談
2
6
）
（
第

2
版

）
』

第
一

東
京

弁
護

士
会

少
年

法
委

員
会

青
林

書
院

秋
野

惠
美

子
2
0
1
4
.5

児
童

虐
待

防
止

の
考

え
方

に
学

ぶ
全

世
代

に
お

け
る

暴
力

へ
の

対
応

保
健

師
ジ

ャ
ー

ナ
ル

 7
0
-
5

4
1
4
-
4
1
6

医
学

書
院

石
橋

昌
雄

2
0
1
4
.5

教
育

の
危

機
管

理
 児

童
虐

待
と

緊
急

一
時

保
護

週
刊

教
育

資
料

 1
2
9
7

2
1
-
2
3

教
育

公
論

社

植
田

紀
美

子
丸

山
朋

子
藤

原
武

男
2
0
1
4
.5

2
歳

未
満

児
の

虐
待

に
よ

る
頭

部
外

傷
に

お
け

る
初

回
入

院
に

か
か

る
疾

病
費

用
分

析
厚

生
の

指
標

 6
1
-
5

1
0
-
1
4

厚
生

労
働

統
計

協
会

井
上

登
生

2
0
1
4
.5

非
器

質
性

発
育

障
害

に
対

す
る

一
次

医
療

機
関

か
ら

の
取

り
組

み
 （

特
集

 不
適

切
な

養
育

に
よ

る
発

育
不

良
 :

 見
逃

し
の

防
止

と
地

域
で

の
支

援
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
1

7
-
1
4

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

中
板

育
美

2
0
1
4
.5

非
器

質
的

発
育

不
全

（
N

O
F
T

T
）
の

発
見

・
対

応
と

保
健

師
の

機
能

・
役

割
 （

特
集

 不
適

切
な

養
育

に
よ

る
発

育
不

良
 :

 見
逃

し
の

防
止

と
地

域
で

の
支

援
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
1

1
5
-
2
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

実
方

由
佳

2
0
1
4
.5

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
か

ら
見

た
非

器
質

性
発

育
障

害
（
N

O
F
T

T
）
 :

 "
支

援
"に

焦
点

化
し

た
議

論
の

た
め

の
試

論
 （

特
集

 不
適

切
な

養
育

に
よ

る
発

育
不

良
 :

 見
逃

し
の

防
止

と
地

域
で

の
支

援
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
1

2
2
-
2
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

本
山

景
一

2
0
1
4
.5

F
ai

lu
re

 t
o
 T

h
ri
ve

 （
F
T

T
）
二

次
医

療
機

関
で

の
ア

プ
ロ

ー
チ

 （
特

集
 不

適
切

な
養

育
に

よ
る

発
育

不
良

 :
 見

逃
し

の
防

止
と

地
域

で
の

支
援

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
1

3
0
-
3
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

田
﨑

み
ど

り
2
0
1
4
.5

発
育

不
全

へ
の

対
応

 :
 児

童
相

談
所

か
ら

 （
特

集
 不

適
切

な
養

育
に

よ
る

発
育

不
良

 :
 見

逃
し

の
防

止
と

地
域

で
の

支
援

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
1

3
6
-
4
3

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

笠
原

麻
里

2
0
1
4
.5

不
適

切
養

育
と

関
連

す
る

親
の

リ
ス

ク
要

因
に

つ
い

て
 （

特
集

 不
適

切
な

養
育

に
よ

る
発

育
不

良
 :

見
逃

し
の

防
止

と
地

域
で

の
支

援
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
1

4
4
-
4
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

矢
満

田
篤

二
2
0
1
4
.5

各
地

の
取

り
組

み
か

ら
学

ぶ
（
2
）
置

き
去

り
赤

ち
ゃ

ん
の

処
遇

実
態

と
「
愛

知
方

式
」
の

紹
介

 :
 虐

待
死

の
最

多
は

生
後

0
日

児
、

防
止

策
提

言
と

効
果

予
測

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
1

5
0
-
5
6

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

西
田

寿
美

2
0
1
4
.5

子
ど

も
虐

待
の

「
今

」
（
第

1
5
回

）
被

虐
待

の
臨

床
現

場
か

ら
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
1

5
7
-
6
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

蓮
田

太
二

2
0
1
4
.5

文
化

の
中

の
子

ど
も

虐
待

（
2
2
）
私

の
履

歴
お

よ
び

「
こ

う
の

と
り

の
ゆ

り
か

ご
」
相

談
業

務
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
1

6
2
-
6
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

大
橋

麗
子

2
0
1
4
.5

肢
体

不
自

由
児

施
設

の
専

門
職

が
経

験
す

る
被

虐
待

児
支

援
に

お
け

る
困

難
の

構
造

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
1

6
8
-
7
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

寺
本

ゆ
み

柳
川

敏
彦

2
0
1
4
.5

大
学

病
院

勤
務

の
看

護
師

に
お

け
る

子
育

て
支

援
へ

の
積

極
的

ア
プ

ロ
ー

チ
 :

 小
児

科
病

棟
の

入
院

患
者

家
族

に
よ

る
ア

ン
ケ

ー
ト
分

析
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
1

7
8
-
8
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

安
部

計
彦

2
0
1
4
.5

家
庭

状
況

が
子

ど
も

の
ネ

グ
レ

ク
ト
状

態
に

与
え

る
影

響
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
1

8
8
-
9
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

羽
生

香
織

2
0
1
4
.5

新
・
家

族
法

研
究

ノ
ー

ト
（
第

8
回

）
年

長
未

成
年

子
に

よ
る

親
権

停
止

申
立

て
[宮

崎
家

裁
平

成
2
5
.3

.2
9
審

判
]

月
報

司
法

書
士

 5
0
7

7
0
-
7
5

日
本

司
法

書
士

会
連

合
会

深
谷

和
子

2
0
1
4
.5

虐
待

と
子

ど
も

の
養

育
（
第

1
回

）
実

親
か

ら
「
虐

待
を

受
け

た
子

」
と

そ
の

里
親

の
物

語
児

童
心

理
 6

8
-
7

6
3
1
-
6
3
7

金
子

書
房

二
重

佐
知

子
久

井
志

保
2
0
1
4
.5

子
ど

も
の

虐
待

発
見

に
関

す
る

文
献

研
究

イ
ン

タ
ー

ナ
シ

ョ
ナ

ル
n
u
rs

in
g 

ca
re

re
se

ar
ch

 1
3
-
2

1
1
7
-
1
2
6

イ
ン

タ
ー

ナ
シ

ョ
ナ

ル
N

u
rs

in
g

C
ar

e 
R
es

ea
rc

h
研

究
会

別
府

悦
子

喜
多

一
憲

2
0
1
4
.5

『
発

達
支

援
と

相
談

援
助

‐
子

ど
も

虐
待

・
発

達
障

害
・
ひ

き
こ

も
り

』
三

学
出

版
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堀
真

衣
子

西
館

有
沙

2
0
1
4
.5

児
童

虐
待

に
関

す
る

保
育

所
保

育
士

お
よ

び
幼

稚
園

教
諭

の
認

識
と

や
ま

発
達

福
祉

学
年

報
 5

2
5
-
3
0

富
山

大
学

人
間

発
達

科
学

部
発

達
教

育
学

科
発

達
福

祉

山
本

恒
雄

2
0
1
4
.5

子
ど

も
虐

待
通

告
で

の
緊

急
保

護
時

の
子

ど
も

へ
の

配
慮

 （
第

2
1
回

日
本

精
神

科
救

急
学

会
総

会
）
 -

-
 （

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 特
集

 児
童

・
思

春
期

の
ク

ラ
イ

シ
ス

レ
ゾ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

）
精

神
科

救
急

 1
7
-
1
7

7
1
-
7
5

日
本

精
神

科
救

急
学

会

都
築

民
幸

2
0
1
4
.5

ク
リ
ニ

カ
ル

 身
近

な
臨

床
･こ

れ
か

ら
の

歯
科

医
の

た
め

の
臨

床
講

座
（
6
3
）
子

ど
も

虐
待

防
止

に
か

か
わ

る
歯

科
医

師
の

役
割

日
本

歯
科

医
師

会
雑

誌
 6

7
-
2

1
4
9
-
1
5
6

日
本

歯
科

医
師

会

岩
井

宜
子

2
0
1
4
.5

.1
0

『
刑

事
政

策
（
第

6
版

）
』

尚
学

社

2
0
1
4
.6

特
集

　
親

と
は

何
か

-
社

会
的

親
子

を
め

ぐ
っ

て
法

律
時

報
 8

6
-
6

5
-
5
0

日
本

評
論

社

許
末

恵
2
0
1
4
.6

社
会

的
親

子
に

関
す

る
覚

書
（
特

集
　

親
と

は
何

か
-
社

会
的

親
子

を
め

ぐ
っ

て
）

法
律

時
報

 8
6
-
6

5
-
1
3

日
本

評
論

社

中
村

恵
2
0
1
4
.6

生
殖

補
助

医
療

と
親

子
関

係
（
特

集
　

親
と

は
何

か
-
社

会
的

親
子

を
め

ぐ
っ

て
）

法
律

時
報

 8
6
-
6

1
4
-
1
9

日
本

評
論

社

床
谷

文
雄

2
0
1
4
.6

未
成

年
養

子
（
特

集
　

親
と

は
何

か
-
社

会
的

親
子

を
め

ぐ
っ

て
）

法
律

時
報

 8
6
-
6

2
0
-
2
6

日
本

評
論

社

渡
辺

惺
之

2
0
1
4
.6

国
際

養
子

（
特

集
　

親
と

は
何

か
-
社

会
的

親
子

を
め

ぐ
っ

て
）

法
律

時
報

 8
6
-
6

2
7
-
3
3

日
本

評
論

社

合
田

篤
子

2
0
1
4
.6

未
成

年
後

見
制

度
の

現
状

と
今

後
の

課
題

（
特

集
　

親
と

は
何

か
-
社

会
的

親
子

を
め

ぐ
っ

て
）

法
律

時
報

 8
6
-
6

3
4
-
3
9

日
本

評
論

社

栗
林

佳
代

2
0
1
4
.6

継
親

子
関

係
を

め
ぐ

る
諸

問
題

-
フ

ラ
ン

ス
法

と
の

比
較

か
ら

（
特

集
　

親
と

は
何

か
-
社

会
的

親
子

を
め

ぐ
っ

て
）

法
律

時
報

 8
6
-
6

4
0
-
4
5

日
本

評
論

社

米
沢

普
子

2
0
1
4
.6

里
親

子
関

係
―

里
親

委
託

の
実

践
か

ら
（
特

集
　

親
と

は
何

か
―

社
会

的
親

子
を

め
ぐ

っ
て

）
法

律
時

報
 8

6
-
6

4
6
-
5
0

日
本

評
論

社

上
田

礼
子

2
0
1
4
.6

子
ど

も
虐

待
予

防
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト
と

支
援

 :
 養

護
教

諭
が

実
務

者
か

ら
専

門
職

者
に

な
る

と
き

 （
子

ど
も

の
現

代
的

課
題

に
応

え
る

養
護

教
諭

の
養

成
教

育
 :

 「
養

護
を

つ
か

さ
ど

る
」
専

門
性

P
ro

fe
ss

io
n
と

は
）

保
健

の
科

学
 5

6
-
6

3
9
5
-
3
9
9

杏
林

書
院

唐
田

順
子

市
江

和
子

濵
松

加
寸

子
2
0
1
4
.6

産
科

医
療

施
設

（
総

合
病

院
）
の

看
護

職
者

が
「
気

に
な

る
親

子
」
を

他
機

関
へ

の
情

報
提

供
ケ

ー
ス

と
し

て
確

定
す

る
プ

ロ
セ

ス
 :

 乳
幼

児
虐

待
の

発
生

予
防

を
目

指
し

て
日

本
看

護
研

究
学

会
雑

誌
 3

7
-
2

4
9
-
6
1

日
本

看
護

研
究

学
会

藤
原

夏
人

2
0
1
4
.6

韓
国

の
児

童
虐

待
処

罰
法

外
国

の
立

法
　

2
6
0

1
1
5
-
1
2
0

国
立

国
会

図
書

館
調

査
及

び
立

法
考

査
局

菊
池

勇
次

訳
2
0
1
4
.6

児
童

虐
待

犯
罪

の
処

罰
等

に
関

す
る

特
例

法
外

国
の

立
法

　
2
6
0

1
2
1
-
1
3
9

国
立

国
会

図
書

館
調

査
及

び
立

法
考

査
局

斉
藤

幸
芳

2
0
1
4
.6

子
ど

も
の

非
行

と
児

童
相

談
所

 （
子

ど
も

非
行

の
現

在
）
 -

-
 （

非
行

臨
床

と
非

行
相

談
の

現
場

か
ら

）
児

童
心

理
 6

8
-
9

1
6
-
2
0

金
子

書
房

橋
本

和
明

2
0
1
4
.6

虐
待

と
非

行
の

メ
カ

ニ
ズ

ム
 （

子
ど

も
非

行
の

現
在

）
児

童
心

理
 6

8
-
9

6
1
-
6
5

金
子

書
房

樋
口

亜
端

佐
2
0
1
4
.6

被
虐

待
児

が
プ

レ
イ

セ
ラ

ピ
ー

を
「
お

ま
つ

り
」
と

表
現

す
る

こ
と

に
関

す
る

一
考

察
A

 p
sy

ch
o
lo

gi
ca

l
d
is

cu
ss

io
n
 o

f 
th

e 
ex

p
re

ss
io

n
 "

fe
st

iv
al

" 
to

 d
es

cr
ib

e 
p
la

y 
th

er
ap

y 
b
y 

ab
u
se

d
 c

h
ild

re
n

遊
戯

療
法

学
研

究
 1

3
-
1

3
-
2
0

日
本

遊
戯

療
法

学
会

富
松

良
介

2
0
1
4
.6

い
の

ち
の

意
味

を
問

い
続

け
る

被
虐

待
児

と
の

遊
戯

療
法

過
程

遊
戯

療
法

学
研

究
 1

3
-
1

7
5
-
8
5

日
本

遊
戯

療
法

学
会

南
部

さ
お

り
2
0
1
4
.6

児
童

虐
待

の
特

徴
と

対
応

 （
特

集
 子

ど
も

を
巡

る
さ

ま
ざ

ま
な

問
題

行
動

 :
 そ

の
実

態
と

対
策

）
教

育
展

望
 6

0
-
5

3
1
-
3
5

教
育

調
査

研
究

所

深
谷

和
子

2
0
1
4
.6

虐
待

と
子

ど
も

の
養

育
（
第

2
回

）
「
虐

待
さ

れ
た

子
」
の

心
の

世
界

児
童

心
理

 6
8
-
8

7
5
9
-
7
6
5

金
子

書
房

2
0
1
4
.6

家
庭

へ
の

サ
ポ

ー
ト
体

制
構

築
で

実
証

的
調

査
研

究
を

実
施

 児
童

虐
待

防
止

等
に

関
す

る
勧

告
に

伴
う

関
係

省
庁

の
反

映
状

況
行

政
評

価
情

報
 2

9
5
4

5
-
8

官
庁

通
信

社

東
小

雪
2
0
1
4
.6

.2
『
な

か
っ

た
こ

と
に

し
た

く
な

い
‐
実

父
か

ら
性

虐
待

を
受

け
た

私
の

告
白

』
講

談
社

ア
ラ

ン
・
ジ

ェ
ン

キ
ン

ス
信

田
さ

よ
子

高
野

嘉
之

2
0
1
4
.6

.3
0

『
加

害
者

臨
床

の
可

能
性

‐
D

V
・
虐

待
・
性

暴
力

被
害

者
に

責
任

を
と

る
た

め
に

』
日

本
評

論
社
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2
0
1
4
.6

.3
0

『
性

犯
罪

・
被

害
－

性
犯

罪
規

定
の

見
直

し
に

向
け

て
』

女
性

犯
罪

研
究

会
尚

学
社

2
0
1
4
.7

日
本

家
族

〈
社

会
と

法
〉
学

会
第

3
0
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 家

事
事

件
手

続
法

の
1
年

家
族

<
社

会
と

法
>
  

3
0

2
0
-
1
0
8

日
本

加
除

出
版

神
谷

遊
2
0
1
4
.7

企
画

趣
旨

 家
事

事
件

手
続

法
の

1
年

（
日

本
家

族
〈
社

会
と

法
〉
学

会
第

3
0
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 家

事
事

件
手

続
法

の
1
年

）
家

族
<
社

会
と

法
>
  

3
0

2
0
-
2
2

日
本

加
除

出
版

金
子

修
2
0
1
4
.7

家
事

事
件

手
続

法
の

制
定

の
背

景
と

意
義

（
日

本
家

族
〈
社

会
と

法
〉
学

会
第

3
0
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 家

事
事

件
手

続
法

の
1
年

）
家

族
<
社

会
と

法
>
  

3
0

2
3
-
3
3

日
本

加
除

出
版

山
田

文
2
0
1
4
.7

家
事

事
件

手
続

法
の

特
質

と
今

後
の

課
題

（
日

本
家

族
〈
社

会
と

法
〉
学

会
第

3
0
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 家

事
事

件
手

続
法

の
1
年

）
家

族
<
社

会
と

法
>
  

3
0

3
4
-
4
4

日
本

加
除

出
版

今
村

和
彦

2
0
1
4
.7

裁
判

所
か

ら
見

た
家

事
事

件
手

続
法

の
実

務
と

課
題

 （
日

本
家

族
〈
社

会
と

法
〉
学

会
第

3
0
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 家

事
事

件
手

続
法

の
1
年

）
家

族
<
社

会
と

法
>
  

3
0

4
5
-
5
4

日
本

加
除

出
版

打
越

さ
く

良
2
0
1
4
.7

当
事

者
か

ら
み

た
家

事
事

件
手

続
法

の
実

務
と

課
題

 （
日

本
家

族
〈
社

会
と

法
〉
学

会
第

3
0
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 家

事
事

件
手

続
法

の
1
年

）
家

族
<
社

会
と

法
>
  

3
0

5
5
-
6
6

日
本

加
除

出
版

及
川

裕
康

2
0
1
4
.7

家
事

事
件

手
続

法
の

実
務

に
お

け
る

子
の

地
位

・
意

向
 （

日
本

家
族

〈
社

会
と

法
〉
学

会
第

3
0
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 家

事
事

件
手

続
法

の
1
年

）
家

族
<
社

会
と

法
>
  

3
0

6
7
-
7
4

日
本

加
除

出
版

2
0
1
4
.7

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 自
由

討
論

（
日

本
家

族
〈
社

会
と

法
〉
学

会
第

3
0
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 家

事
事

件
手

続
法

の
1
年

）
家

族
<
社

会
と

法
>
  

3
0

7
5
-
1
0
3

日
本

加
除

出
版

家
永

登
榊

原
富

士
子

2
0
1
4
.7

総
括

（
日

本
家

族
〈
社

会
と

法
〉
学

会
第

3
0
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 家

事
事

件
手

続
法

の
1

年
）

家
族

<
社

会
と

法
>
  

3
0

1
0
4
-
1
0
8

日
本

加
除

出
版

『
親

権
と

未
成

年
後

見
―

第
2
回

　
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
』

新
・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
日

本
加

除
出

版

禹
柄

彰
2
0
1
4
.7

親
権

法
と

未
成

年
後

見
法

の
現

況
と

改
正

動
向

（
韓

国
の

親
権

と
未

成
年

後
見

）
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

5
-
1
8

日
本

加
除

出
版

金
由

美
2
0
1
4
.7

子
の

福
祉

と
親

権
法

の
課

題
（
韓

国
の

親
権

と
未

成
年

後
見

）
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

1
9
-
3
3

日
本

加
除

出
版

李
垠

廷
2
0
1
4
.7

親
権

制
限

の
柔

軟
化

（
韓

国
の

親
権

と
未

成
年

法
）

新
・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

3
5
-
4
6

日
本

加
除

出
版

裵
寅

九
2
0
1
4
.7

親
権

と
未

成
年

後
見

と
の

関
係

―
実

務
上

の
問

題
点

を
中

心
に

―
（
韓

国
の

親
権

と
未

成
年

後
見

）
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

4
7
-
6
0

日
本

加
除

出
版

鄭
求

兌
2
0
1
4
.7

児
童

虐
待

と
親

権
・
未

成
年

後
見

（
韓

国
の

親
権

と
未

成
年

後
見

）
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

6
1
-
7
3

日
本

加
除

出
版

林
秀

雄
2
0
1
4
.7

台
湾

に
お

け
る

親
権

と
未

成
年

後
見

（
台

湾
の

親
権

と
未

成
年

後
見

）
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

7
7
-
9
1

日
本

加
除

出
版

鄧
學

仁
2
0
1
4
.7

子
の

福
祉

と
親

権
法

の
課

題
（
台

湾
の

親
権

と
未

成
年

後
見

）
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

9
3
-
1
1
1

日
本

加
除

出
版
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岩
志

和
一

郎
2
0
1
4
.7

日
本

親
権

法
の

基
本

的
課

題
（
日

本
の

親
権

と
未

成
年

後
見

）
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

1
1
5
-
1
2
2

日
本

加
除

出
版

棚
村

政
行

2
0
1
4
.7

児
童

虐
待

と
親

権
・
未

成
年

後
見

制
度

の
見

直
し

（
日

本
の

親
権

と
未

成
年

後
見

）
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

1
2
3
-
1
3
5

日
本

加
除

出
版

小
川

富
之

2
0
1
4
.7

親
権

と
未

成
年

後
見

の
関

係
（
日

本
の

親
権

と
未

成
年

後
見

）
新

・
ア

ジ
ア

家
族

法
三

国
会

議
『
親

権
と

未
成

年
後

見
』

1
3
7
-
1
5
0

日
本

加
除

出
版

徐
瑞

静
2
0
1
4
.7

ド
イ

ツ
国

際
家

族
法

に
お

け
る

当
事

者
自

治
の

新
た

な
傾

向
（
国

際
家

族
法

研
究

会
報

告
第

5
5
回

）
東

洋
法

学
 5

8
-
1

2
0
4
-
2
11

東
洋

大
学

法
学

会

山
下

裕
樹

2
0
1
4
.7

親
権

者
の

「
刑

法
的

」
作

為
義

務
法

学
論

集
（
関

西
大

学
）
 6

4
-
2

4
6
1
-
5
2
0

関
西

大
学

法
学

会

金
ジ

ャ
ン

デ
ィ

2
0
1
4
.7

家
庭

内
暴

力
の

取
組

上
の

問
題

と
解

決
方

策
阪

大
法

学
 6

4
-
2

4
4
3
-
4
6
8

大
阪

大
学

大
学

院
法

学
研

究
科

サ
ン

チ
ェ

ス
 ミ

ゲ
ル

・
ア

ン
ヘ

ル
・
ア

セ
ン

シ
オ

岡
部

史
信

2
0
1
4
.7

ス
ペ

イ
ン

法
に

お
け

る
親

権
と

子
ど

も
の

利
益

創
価

法
学

 4
4
-
1

9
3
-
1
1
4

創
価

大
学

法
学

会

池
田

真
理

水
越

真
依

上
別

府
圭

子
2
0
1
4
.7

妊
娠

中
か

ら
の

子
育

て
支

援
 :

 児
童

虐
待

予
防

の
視

点
か

ら
 （

特
集

 周
産

期
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

 :
妊

婦
の

不
安

と
ど

う
立

ち
向

か
う

か
）
 -

-
 （

出
産

後
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
）

周
産

期
医

学
 4

4
-
7

9
5
3
-
9
5
6

東
京

医
学

社

池
山

由
紀

2
0
1
4
.7

児
童

虐
待

 （
特

集
 ど

こ
ま

で
対

応
す

る
?
 救

急
疾

患
）
 -

-
 （

プ
ラ

イ
マ

リ
・
ケ

ア
で

遭
遇

す
る

救
急

疾
患

）
治

療
 9

6
-
7

1
1
4
3
-
1
1
4
8

南
山

堂

大
友

光
恵

2
0
1
4
.7

虐
待

発
生

予
防

に
向

け
た

地
域

連
携

に
関

与
す

る
産

科
看

護
職

の
モ

チ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
構

成
要

素
母

性
衛

生
 5

5
-
2

4
2
6
-
4
3
3

日
本

母
性

衛
生

学
会

2
0
1
4
.7

特
集

 児
童

相
談

所
と

児
童

養
護

施
設

と
の

連
携

 :
 二

つ
の

機
関

の
連

携
に

つ
い

て
の

現
状

と
課

題
を

1
0
の

事
例

か
ら

報
告

す
る

子
ど

も
と

福
祉

 7
4
-
3
5

明
石

書
店

鎌
田

佳
奈

美
2
0
1
4
.7

被
虐

待
児

を
ケ

ア
す

る
病

棟
看

護
師

に
生

じ
る

認
知

・
感

情
と

そ
の

変
容

を
も

た
ら

す
要

因
日

本
小

児
看

護
学

会
誌

 2
3
-
2

1
8
-
2
4

日
本

小
児

看
護

学
会

川
谷

恵
里

森
島

直
美

友
納

優
子

ほ
か

2
0
1
4
.7

児
童

虐
待

と
判

断
し

た
急

性
薬

物
中

毒
入

院
例

の
背

景
小

児
の

精
神

と
神

経
 5

4
-
2

1
5
7
-
1
6
4

日
本

小
児

精
神

神
経

学
会

小
笹

美
子

2
0
1
4
.7

も
う

一
度

学
ぶ

 状
況

設
定

問
題

（
7
）
母

子
保

健
（
虐

待
）
 児

童
虐

待
が

疑
わ

れ
る

ケ
ー

ス
へ

の
対

応
保

健
師

ジ
ャ

ー
ナ

ル
 7

0
-
7

6
1
5
-
6
1
8

医
学

書
院

杉
山

春
高

橋
裕

子
（
聞

き
手

）
2
0
1
4
.7

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

 「
虐

待
-
大

阪
二

児
置

き
去

り
死

事
件

」
に

、
わ

た
し

た
ち

は
ど

う
向

き
合

う
の

か
S
ex

u
al

it
y 

6
7

8
2
-
9
1

エ
イ

デ
ル

研
究

所

田
口

（
袴

田
）
理

恵
河

原
智

江
西

留
美

子
2
0
1
4
.7

子
ど

も
の

反
抗

的
行

動
に

対
す

る
認

知
を

媒
介

と
す

る
母

親
の

社
会

的
健

康
と

虐
待

的
行

為
の

関
係

 :
 被

害
的

認
知

と
否

定
的

認
知

に
関

す
る

検
討

小
児

保
健

研
究

 7
3
-
4

5
4
7
-
5
5
4

日
本

小
児

保
健

協
会

古
川

琢
也

2
0
1
4
.7

厚
木

事
件

に
見

る
関

係
機

関
の

機
能

不
全

 （
な

ぜ
児

童
虐

待
を

防
げ

な
い

の
か

）
金

曜
日

 2
2
-
2
9

3
0
-
3
1

金
曜

日

木
附

千
晶

2
0
1
4
.7

家
族

と
の

関
係

を
断

絶
す

る
児

童
相

談
所

 子
ど

も
に

会
い

た
い

、
返

し
て

も
ら

い
た

い
 （

な
ぜ

児
童

虐
待

を
防

げ
な

い
の

か
）

金
曜

日
 2

2
-
2
9

3
2
-
3
4

金
曜

日
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土
井

香
苗

2
0
1
4
.7

ヒ
ュ

ー
マ

ン
・
ラ

イ
ツ

・
ウ

ォ
ッ

チ
 国

際
人

権
N

G
O

が
社

会
的

養
護

制
度

の
全

面
見

直
し

を
提

言
 施

設
の

存
続

よ
り

子
ど

も
の

利
益

優
先

を
 （

な
ぜ

児
童

虐
待

を
防

げ
な

い
の

か
）

金
曜

日
 2

2
-
2
9

3
5
-
3
7

金
曜

日

東
京

都
児

童
福

祉
審

議
会

児
童

虐
待

死
亡

事
例

等
検

証
部

会
2
0
1
4
.7

『
児

童
虐

待
死

亡
ゼ

ロ
を

目
指

し
た

支
援

の
あ

り
方

に
つ

い
て

‐
平

成
2
5
年

度
東

京
都

児
童

福
祉

審
議

会
児

童
虐

待
死

亡
事

例
等

検
証

部
会

報
告

書
』

東
京

都
福

祉
保

健
局

少
子

社
会

対
策

部
計

画
課

東
京

都
福

祉
保

健
局

少
子

社
会

対
策

部
計

画
課

深
谷

昌
志

2
0
1
4
.7

虐
待

と
子

ど
も

の
養

育
（
第

3
回

）
施

設
養

護
か

ら
家

庭
養

育
へ

の
転

換
児

童
心

理
 6

8
-
1
0

8
8
7
-
8
9
3

金
子

書
房

原
田

綾
子

2
0
1
4
.7

.2
0

児
童

虐
待

事
件

に
お

け
る

親
の

当
事

者
性

と
手

続
参

加
―

再
統

合
支

援
の

た
め

の
制

度
設

計
に

向
け

て

和
田

仁
孝

樫
村

志
郎

阿
部

昌
樹

船
越

資
昌

『
法

の
観

察
‐
法

と
社

会
の

批
判

的
再

構
築

に
向

け
て

』
8
0
-
9
7

法
律

文
化

社

大
島

梨
沙

2
0
1
4
.7

.3
1

家
族

制
度

改
革

に
お

け
る

立
法

の
位

置
井

田
良

松
原

芳
博

『
立

法
学

の
フ

ロ
ン

テ
ィ

ア
3
　

立
法

実
践

の
変

革
』

1
9
9
-
2
2
1

ナ
カ

ニ
シ

ア
出

版

2
0
1
4
.8

小
特

集
　

D
V

問
題

の
諸

相
法

律
時

報
 8

6
-
9

5
7
-
8
2

日
本

評
論

社

井
上

匡
子

2
0
1
4
.8

D
V

対
策

の
現

状
と

理
論

的
課

題
 :
 企

画
趣

旨
と

問
題

整
理

（
小

特
集

　
D

V
問

題
の

諸
相

）
法

律
時

報
 8

6
-
9

5
7
-
6
2

日
本

評
論

社

嘉
藤

亮
2
0
1
4
.8

D
V

防
止

法
に

基
づ

く
行

政
対

応
の

特
徴

と
課

題
（
小

特
集

　
D

V
問

題
の

諸
相

）
法

律
時

報
 8

6
-
9

6
3
-
6
7

日
本

評
論

社

片
桐

由
喜

2
0
1
4
.8

D
V

被
害

者
支

援
に

お
け

る
社

会
保

障
法

制
の

課
題

と
展

望
 （

小
特

集
　

D
V

問
題

の
諸

相
）

法
律

時
報

 8
6
-
9

6
8
-
7
2

日
本

評
論

社
島

岡
ま

な
2
0
1
4
.8

D
V

罪
の

保
護

法
益

と
刑

事
規

制
 :

 フ
ラ

ン
ス

刑
法

を
参

考
と

し
て

（
小

特
集

　
D

V
問

題
の

諸
相

）
法

律
時

報
 8

6
-
9

7
3
-
7
7

日
本

評
論

社

立
石

直
子

2
0
1
4
.8

D
V

を
原

因
と

す
る

離
婚

の
問

題
に

関
す

る
一

考
察

（
小

特
集

　
D

V
問

題
の

諸
相

）
法

律
時

報
 8

6
-
9

7
8
-
8
2

日
本

評
論

社

2
0
1
4
.8

『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

床
谷

文
雄

本
山

敦
日

本
評

論
社

田
巻

帝
子

2
0
1
4
.8

イ
ギ

リ
ス

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

1
-
3
0

日
本

評
論

社

山
口

亮
子

2
0
1
4
.8

ア
メ

リ
カ

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

3
1
-
5
4

日
本

評
論

社

小
川

富
之

2
0
1
4
.8

オ
ー

ス
ト
ラ

リ
ア

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

5
5
-
7
7

日
本

評
論

社

梅
澤

彩
2
0
1
4
.8

ニ
ュ

ー
ジ

ー
ラ

ン
ド

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

7
8
-
1
0
0

日
本

評
論

社

清
末

愛
砂

2
0
1
4
.8

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

1
0
1
-
1
1
9

日
本

評
論

社

床
谷

文
雄

2
0
1
4
.8

ド
イ

ツ
床

谷
文

雄
本

山
敦

『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

1
2
0
-
1
3
4

日
本

評
論

社

稲
垣

朋
子

2
0
1
4
.8

ド
イ

ツ
・
補

論
―

共
同

配
慮

・
単

独
配

慮
の

判
断

基
準

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

1
3
5
-
1
4
6

日
本

評
論

社

渡
邉

泰
彦

2
0
1
4
.8

オ
ー

ス
ト
リ
ア

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

1
4
7
-
1
7
3

日
本

評
論

社

栗
林

佳
代

2
0
1
4
.8

フ
ラ

ン
ス

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

1
7
4
-
2
0
1

日
本

評
論

社

椎
名

規
子

2
0
1
4
.8

イ
タ

リ
ア

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

2
0
2
-
2
3
2

日
本

評
論

社

マ
ル

セ
ロ

　
デ

　
ア

ウ
カ

ン
タ

ラ
2
0
1
4
.8

ブ
ラ

ジ
ル

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

2
3
3
-
2
5
3

日
本

評
論

社

千
葉

華
月

2
0
1
4
.8

ス
ウ

ェ
ー

デ
ン

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

2
5
4
-
2
7
5

日
本

評
論

社

小
森

田
秋

夫
2
0
1
4
.8

ポ
ー

ラ
ン

ド
床

谷
文

雄
本

山
敦

『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

2
7
6
-
3
0
1

日
本

評
論

社

朱
曄

2
0
1
4
.8

中
国

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

3
0
2
-
3
2
5

日
本

評
論

社

黄
浄

愉
2
0
1
4
.8

台
湾

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

3
2
6
-
3
4
5

日
本

評
論

社

金
亮

完
2
0
1
4
.8

韓
国

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

3
4
6
-
3
7
2

日
本

評
論

社

後
藤

弘
子

2
0
1
4
.8

イ
ン

ド
・
パ

キ
ス

タ
ン

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

3
7
3
-
3
9
9

日
本

評
論

社
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榊
原

富
士

子
打

越
さ

く
良

2
0
1
4
.8

日
本

法
―

実
務

家
の

視
点

か
ら

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

4
0
0
-
4
1
8

日
本

評
論

社

本
山

敦
2
0
1
4
.8

各
国

法
か

ら
の

示
唆

床
谷

文
雄

本
山

敦
『
親

権
法

の
比

較
研

究
』

4
1
9
-
4
2
9

日
本

評
論

社

2
0
1
4
.8

特
集

　
性

犯
罪

の
類

型
と

処
罰

を
め

ぐ
る

諸
問

題
刑

法
雑

誌
 5

4
-
1

1
-
8
3

島
岡

ま
な

2
0
1
4
.8

共
同

研
究

の
趣

旨
（
特

集
　

性
犯

罪
の

類
型

と
処

罰
を

め
ぐ

る
諸

問
題

）
刑

法
雑

誌
 5

4
-
1

1
-
5

吉
田

容
子

2
0
1
4
.8

日
本

に
お

け
る

性
犯

罪
の

被
害

実
情

と
処

罰
に

か
か

わ
る

問
題

（
特

集
　

性
犯

罪
の

類
型

と
処

罰
を

め
ぐ

る
諸

問
題

）
刑

法
雑

誌
 5

4
-
1

6
-
2
9

髙
山

佳
奈

子
2
0
1
4
.8

ド
イ

ツ
刑

法
に

お
け

る
性

犯
罪

の
類

型
と

処
罰

（
特

集
　

性
犯

罪
の

類
型

と
処

罰
を

め
ぐ

る
諸

問
題

）
刑

法
雑

誌
 5

4
-
1

3
0
-
48

島
岡

ま
な

2
0
1
4
.8

フ
ラ

ン
ス

刑
法

に
お

け
る

性
犯

罪
の

類
型

と
処

罰
（
特

集
　

性
犯

罪
の

類
型

と
処

罰
を

め
ぐ

る
諸

問
題

）
刑

法
雑

誌
 5

4
-
1

4
9
-
6
2

斉
藤

豊
治

2
0
1
4
.8

ア
メ

リ
カ

に
お

け
る

性
刑

法
改

革
の

方
向

（
特

集
　

性
犯

罪
の

類
型

と
処

罰
を

め
ぐ

る
諸

問
題

）
刑

法
雑

誌
 5

4
-
1

6
3
-
8
3

2
0
1
4
.8

『
児

童
虐

待
に

よ
る

死
亡

事
例

調
査

検
証

報
告

書
』

神
奈

川
県

児
童

虐
待

に
よ

る
死

亡
事

例
等

調
査

検
証

委
員

加
藤

秀
視

2
0
1
4
.8

自
己

愛
が

強
い

子
ど

も
を

育
む

 :
 虐

待
・
非

行
の

体
験

か
ら

得
た

教
訓

 （
特

集
 子

ど
も

の
レ

ジ
リ
エ

ン
ス

）
 -

-
 （

内
な

る
力

は
ど

う
働

い
た

か
 :

 危
機

を
乗

り
越

え
た

当
事

者
か

ら
）

児
童

心
理

 6
8
-
1
1

9
6
5
-
9
6
9

金
子

書
房

実
方

由
佳

2
0
1
4
.8

子
ど

も
虐

待
対

応
に

お
け

る
「
専

門
職

間
連

携
」
の

擬
態

化
 :

 実
践

家
の

「
専

門
職

間
連

携
」
認

知
を

介
在

さ
せ

た
検

証
社

会
福

祉
学

 5
5
-
2

2
7
-
3
9

日
本

社
会

福
祉

学
会

田
嶌

誠
一

2
0
1
4
.8

児
童

福
祉

法
改

正
と

施
設

内
虐

待
の

行
方

 :
 こ

の
ま

ま
で

は
覆

い
隠

さ
れ

て
し

ま
う

危
惧

を
め

ぐ
っ

て
社

会
的

養
護

と
フ

ァ
ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
 5

 1
2
-
2
4

福
村

出
版

2
0
1
4
.8

第
3
分

科
会

 被
虐

待
・
発

達
障

が
い

・
非

行
な

ど
課

題
を

抱
え

る
子

ど
も

へ
の

援
助

 :
 特

別
な

配
慮

を
必

要
と

す
る

子
ど

も
た

ち
を

受
け

入
れ

る
た

め
に

 （
特

集
 第

8
回

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
研

究
全

国
大

会
報

告
 原

点
に

帰
ろ

う
~
! 

イ
エ

（
家

）
~
!!

 :
 家

庭
養

護
を

担
う

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
の

制
度

と
実

践
の

充
実

を
求

め
て

）

社
会

的
養

護
と

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
 5

 7
3
-
8
0

福
村

出
版

渡
邊

忍
2
0
1
4
.8

｢地
域

･行
政

（
児

相
等

）
･教

育
･医

療
機

関
と

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
｣問

題
提

起
ま

と
め

（
特

集
 第

8
回

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
研

究
全

国
大

会
報

告
 原

点
に

帰
ろ

う
～

!イ
エ

（
家

）
～

!!
：
家

庭
養

護
を

担
う

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
の

制
度

と
実

践
の

充
実

を
求

め
て

-
第

6
分

科
会

 地
域

･行
政

（
児

相
等

）
･教

育
･医

療
機

関
と

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
：
地

域
に

根
ざ

し
、

他
機

関
と

連
携

す
る

た
め

に
）

社
会

的
養

護
と

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
 5

1
0
0
-
1
0
2

福
村

出
版

前
川

未
来

2
0
1
4
.8

児
童

相
談

所
と

里
親

・
フ

ァ
ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
の

連
携

と
協

働
 （

リ
レ

ー
シ

ョ
ン

 :
 連

携
 フ

ァ
ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
と

多
職

種
協

働
）

社
会

的
養

護
と

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
 5

1
4
0
-
1
4
3

福
村

出
版

日
沼

千
尋

2
0
1
4
.8

子
ど

も
の

看
護

を
シ

ス
テ

ム
か

ら
支

え
た

い
 :

 日
本

小
児

看
護

学
会

の
取

り
組

み
 （

特
集

 小
児

看
護

と
診

療
報

酬
 :

 知
識

を
身

に
つ

け
て

実
践

に
生

か
そ

う
!）

 -
-
 （

知
っ

て
お

き
た

い
知

識
）

小
児

看
護

 3
7
-
9

1
1
2
9
-
1
1
3
6

へ
る

す
出

版

福
武

公
子

2
0
1
4
.8

医
療

過
誤

判
例

か
ら

学
ぶ

患
者

の
思

い
と

病
院

の
対

応
（
第

5
回

）
医

療
ネ

グ
レ

ク
ト
 :

 親
と

子
の

複
雑

な
関

係
に

踏
み

込
む

と
き

医
療

ア
ド

ミ
ニ

ス
ト
レ

ー
タ

ー
 5

-
5
3

 6
8
-
7
1

産
労

総
合

研
究

所

池
田

博
章

2
0
1
4
.8

児
童

虐
待

の
現

状
と

課
題

：
児

童
虐

待
事

例
か

ら
の

一
考

察
久

留
米

大
学

大
学

院
比

較
文

化
研

究
論

集
3
4

1
-
1
9

久
留

米
大

学
大

学
院

比
較

文
化

研
究

科

2
0
1
4
.8

.2
0

『
子

育
て

支
援

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

‐
「
逆

境
を

乗
り

越
え

る
」
子

育
て

技
術

』
橋

本
和

明
金

剛
出

版

2
0
1
4
.9

『
子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

名
古

屋
2
0
1
4
抄

録
集

‐
第

2
0
回

IS
P
C

A
N

世
界

大
会

・
第

2
0
回

Ja
S
P
C

A
N

学
術

集
会

』

「
子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

名
古

屋
2
0
1
4
」
実

行
委

員
会

石
川

博
康

神
林

崇
清

水
徹

男
2
0
1
4
.9

親
権

能
力

を
考

慮
し

た
児

童
虐

待
対

応
 :

 親
権

の
空

洞
化

と
未

成
年

後
見

精
神

医
学

 5
6
-
9

8
0
7
-
8
1
4

医
学

書
院
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才
村

純
御

園
愛

子
高

橋
絋

2
0
1
4
.9

『
虐

待
防

止
と

子
ど

も
の

支
援

‐
み

ん
な

で
守

る
子

ど
も

の
未

来
　

乳
幼

児
保

育
者

の
立

場
か

ら
の

防
止

と
対

策
』

母
子

保
健

事
業

団

細
谷

和
大

2
0
1
4
.9

実
例

捜
査

セ
ミ
ナ

ー
 S

in
ce

 1
9
8
8
 被

害
者

の
実

母
の

行
為

を
利

用
し

た
間

接
正

犯
形

態
で

の
幼

児
虐

待
事

案
 :

 犯
人

性
の

吟
味

と
間

接
正

犯
に

お
け

る
実

行
の

着
手

時
期

捜
査

研
究

 6
3
-
9

4
4
-
4
9

東
京

法
令

出
版

丸
山

雅
夫

2
0
1
4
.9

児
童

虐
待

へ
の

刑
事

的
対

応
南

山
法

学
 3

8
-
1

1
-
2
6

南
山

大
学

法
学

会

宮
﨑

紀
子

土
方

正
樹

鳥
居

貴
美

子
ほ

か

2
0
1
4
.9

配
偶

者
間

暴
力

や
児

童
虐

待
が

問
題

と
な

る
調

停
事

件
に

お
け

る
子

の
調

査
方

法
の

研
究

家
裁

調
査

官
研

究
紀

要
 1

9
1
-
8
9

裁
判

所
職

員
総

合
研

修
所

公
益

社
団

法
人

家
庭

問
題

情
報

セ
ン

タ
ー

2
0
1
4
.9

フ
ァ

ミ
リ
ー

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

の
窓

か
ら

（
第

1
6
9
話

）
大

切
に

す
る

こ
と

と
大

切
に

さ
れ

る
こ

と
 :

 虐
待

と
非

行
の

関
連

住
民

行
政

の
窓

 4
0
6

9
7
-
1
0
1

日
本

加
除

出
版

金
亮

完
2
0
1
4
.9

韓
国

に
お

け
る

児
童

虐
待

防
止

の
た

め
の

最
近

の
立

法
（
1
）
親

権
法

改
正

お
よ

び
児

童
虐

待
処

罰
特

例
法

の
制

定
戸

籍
時

報
 7

1
6

1
2
-
1
7

日
本

加
除

出
版

鷲
澤

一
彦

2
0
1
4
.9

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 子
ど

も
の

虐
待

死
を

着
実

に
減

少
さ

せ
る

戦
略

：
官

民
で

考
え

る
目

標
の

設
定

具
体

的
行

動
（
特

集
　

第
1
9
回

学
術

集
会

（
信

州
大

会
）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
2

1
2
7
-
1
3
3

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

橋
本

浩
子

谷
洋

江
二

宮
恒

夫
2
0
1
4
.9

周
産

期
か

ら
の

子
ど

も
虐

待
予

防
に

関
す

る
全

県
的

取
り

組
み

の
現

状
と

課
題

：
産

科
病

院
、

市
町

村
母

子
事

業
に

お
い

て
把

握
さ

れ
た

リ
ス

ク
因

子
の

比
較

を
通

し
て

（
特

集
 第

1
9
回

学
術

集
会

（
信

州
大

会
）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
2

1
5
1
-
1
5
8

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

木
田

秋
津

2
0
1
4
.9

社
会

福
祉

法
人

カ
リ
ヨ

ン
子

ど
も

セ
ン

タ
ー

司
法

面
接

室
の

実
践

と
今

後
の

展
開

（
特

集
 第

1
9
回

学
術

大
会

（
信

州
大

会
）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
2

1
5
9
-
1
6
3

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

山
田

和
子

木
村

和
代

中
西

眞
弓

ほ
か

2
0
1
4
.9

保
健

機
関

に
お

け
る

子
ど

も
虐

待
に

よ
る

死
亡

あ
る

い
は

重
大

事
例

の
事

例
検

討
会

の
試

み
（
特

集
第

1
9
回

学
術

集
会

（
信

州
大

会
）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
2

1
6
4
-
1
6
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

奥
山

眞
紀

子
2
0
1
4
.9

Ja
S
P
C

A
N

の
対

応
（
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 メ

デ
ィ

ア
と

虐
待

（
前

編
）
『
明

日
、

マ
マ

が
い

な
い

』
が

投
げ

か
け

た
も

の
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
2

1
7
1
-
1
7
3

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

武
藤

素
明

2
0
1
4
.9

全
国

児
童

養
護

施
設

協
議

会
の

対
応

（
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 メ

デ
ィ

ア
と

虐
待

（
前

編
）
『
明

日
、

マ
マ

が
い

な
い

』
が

投
げ

か
け

た
も

の
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
2

1
7
3
-
1
7
6

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

天
井

基
樹

野
島

正
寛

森
満

ほ
か

2
0
1
4
.9

小
児

科
医

に
よ

る
児

童
虐

待
察

知
と

通
告

行
為

に
影

響
を

与
え

る
要

因
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
2

1
9
4
-
2
0
2

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

玉
井

邦
夫

2
0
1
4
.9

記
念

講
演

 2
0
1
3
年

1
0
月

1
9
日

 子
ど

も
の

虐
待

と
特

別
支

援
教

育
を

考
え

る
（
平

成
2
5
年

度
研

究
発

表
大

会
（
合

同
大

会
）
報

告
）

北
海

道
特

別
支

援
教

育
研

究
 8

-
1

4
1
-
5
7

北
海

道
特

別
支

援
教

育
学

会

宮
島

喬
2
0
1
4
.9

『
外

国
人

の
子

ど
も

の
教

育
：
就

学
の

現
状

と
教

育
を

受
け

る
権

利
』

東
京

大
学

出
版

会

間
光

洋
2
0
1
4
.9

傷
害

致
死

事
件

：
最

高
裁

で
量

刑
不

当
に

よ
る

破
棄

自
判

が
さ

れ
た

事
例

[最
高

裁
一

小
平

成
2
6
.7

.2
4
判

決
]（

特
集

 裁
判

員
裁

判
に

お
け

る
量

刑
と

弁
護

活
動

）
季

刊
刑

事
弁

護
 8

0
6
9
-
7
4

現
代

人
文

社

ア
ン

‐
ク

リ
ス

テ
ィ

ン
・

セ
ー

デ
ル

ボ
リ

ク
ラ

ー
ラ

・
ヘ

ル
ネ

ル
・

グ
ン

ペ
ル

ト
グ

ン
ヴ

ォ
ル

・
ラ

ー
シ

ョ
ン

・
ア

バ
ド

仲
真

紀
子

山
本

恒
雄

監
訳

リ
ン

デ
ル

佐
藤

良
子

訳

2
0
1
4
.9

.1
5

『
知

的
障

害
・
発

達
障

害
の

あ
る

子
ど

も
の

面
接

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

‐
犯

罪
・
虐

待
被

害
が

疑
わ

れ
る

子
ど

も
か

ら
話

を
聴

く
技

術
』

明
石

書
店

川
崎

二
三

彦
増

沢
高

2
0
1
4
.9

.2
0

『
日

本
の

児
童

虐
待

重
大

事
件

　
2
0
0
0
‐
2
0
1
0
』

福
村

出
版

金
亮

完
2
0
1
4
.1

0
韓

国
に

お
け

る
児

童
虐

待
防

止
の

た
め

の
最

近
の

立
法

（
2
・
完

）
親

権
法

改
正

お
よ

び
児

童
虐

待
処

罰
特

例
法

の
制

定
戸

籍
時

報
 7

1
7

6
-
1
5

日
本

加
除

出
版
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児
玉

勇
二

2
0
1
4
.1

0
『
知

的
・
発

達
障

害
児

者
の

人
権

‐
差

別
・
虐

待
・
人

権
侵

害
事

件
の

裁
判

か
ら

』
現

代
書

館

2
0
1
4
.1

0
特

集
　

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

店
書

石
明

2
6

-
6

9 
も

ど
子

と
親

里

藤
林

武
史

2
0
1
4
.1

0
児

童
相

談
所

に
お

け
る

新
生

児
養

子
縁

組
里

親
委

託
の

取
り

組
み

 :
 始

め
て

み
て

気
づ

い
た

こ
と

（
特

集
 養

子
縁

組
あ

っ
せ

ん
）

店
書

石
明

5
5

-
0

5
9 

も
ど

子
と

親
里

2
0
1
4
.1

0
特

集
　

里
親

養
育

の
社

会
化

店
書

石
明

6
0

1
-

4
6

9 
も

ど
子

と
親

里

塚
田

敬
義

 
2
0
1
4
.1

0
移

植
療

法
と

法
律

的
問

題
（
特

集
 移

植
療

法
の

現
況

と
今

後
の

 
療

治
と

断
診

）
望

展
1
0
2
-
1
0

1
4
6
5
-
1
4
7
5

診
断

と
治

療
社

平
岡

篤
武

2
0
1
4
.1

0
子

ど
も

虐
待

と
発

達
障

害
：
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

で
の

経
験

か
ら

（
特

集
｢発

達
障

害
｣の

あ
る

子
ど

も
の

育
ち

を
支

え
る

）
世

界
の

児
童

と
母

性
 7

7
2
1
-
2
6

資
生

堂
社

会
福

祉
事

業
財

団

岩
井

宜
子

小
西

聖
子

岩
佐

嘉
彦

2
0
1
4
.1

0
公

開
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
｢家

族
崩

壊
･児

童
虐

待
の

現
状

と
対

策
を

 
誌

雑
学

罪
犯

告
報｣

る
え

考
8
0
-
5
･6

2
0
9
-
2
1
7

日
本

犯
罪

学
会

田
部

宏
之

岡
川

毅
志

2
0
1
4
.1

0
精

神
疾

病
を

患
う

養
護

者
が

行
う

虐
待

行
為

に
対

す
る

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
形

成
：
援

助
者

の
虐

待
認

識
と

適
切

な
社

会
資

源
の

活
用

岐
阜

経
済

大
学

論
集

 4
8
-
1

5
3
-
6
2

岐
阜

経
済

大
学

学
会

版
出

わ
が

も
か

9
9

-
4

9
5

2
8 

育
教

）
ぐ

な
つ

を
祉

福
と

育
教 

集
特

（
携

連
の

と
校

学
る

え
考

ら
か

所
談

相
童

児
0

1.
4

1
0

2
利

和
山

小 橋
本

和
明

2
0
1
4
.1

0
虐

待
と

非
行

へ
の

か
か

わ
り

の
工

夫
と

コ
ツ

（
特

集
 子

ど
も

の
問

題
行

動
へ

の
対

応
を

考
え

る
：
暴

力
行

動
を

中
心

に
）

教
育

と
医

学
 6

2
-
1
1

1
0
2
3
-
1
0
2
9

慶
應

義
塾

大
学

出
版

会

会
学

会
社

罪
犯

本
日

6
-

4
9

3 
究

研
学

会
社

罪
犯

に
め

じ
は

－
方

り
在

の
携

連
の

祉
福

と
法

司
事

刑
：

究
研

題
課

0
1.

4
1

0
2

和
政

井
土 安

部
哲

夫
尚

学
社

高
橋

大
輔

　
　

　
　

　
　

2
0
1
4
.1

0
 親

権
停

止
と

面
会

交
流

の
法

的
関

係
古

橋
エ

ツ
子

床
谷

文
雄

新
田

秀
樹

『
家

族
法

と
社

会
保

障
法

の
交

錯
 :

 本
澤

巳
代

子
先

生
還

暦
記

念
』

1
2
1
-
1
3
7

信
山

社

床
谷

文
雄

　
　

　
　

　
　

2
0
1
4
.1

0
 児

童
福

祉
法

2
8
条

審
判

を
め

ぐ
る

議
論

展
開

と
民

法
（
親

権
・
未

成
年

後
見

法
）
改

正
古

橋
エ

ツ
子

床
谷

文
雄

新
田

秀
樹

『
家

族
法

と
社

会
保

障
法

の
交

錯
 :

 本
澤

巳
代

子
先

生
還

暦
記

念
』

9
3
-
1
2
0

信
山

社

橋
爪

幸
代

　
　

　
　

　
　

2
0
1
4
.1

0
 イ

ギ
リ
ス

に
お

け
る

児
童

虐
待

予
防

施
策

の
変

遷
と

シ
ェ

ア
・
ス

タ
ー

ト
の

評
価

古
橋

エ
ツ

子
床

谷
文

雄
新

田
秀

樹

『
家

族
法

と
社

会
保

障
法

の
交

錯
 :

 本
澤

巳
代

子
先

生
還

暦
記

念
』

4
5
9
-
4
8
3

信
山

社

古
橋

エ
ツ

子
　

　
　

　
　

　2
0
1
4
.1

0
 ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
に

お
け

る
児

童
虐

待
防

止
へ

の
取

組
み

と
法

的
過

大
古

橋
エ

ツ
子

床
谷

文
雄

新
田

秀
樹

『
家

族
法

と
社

会
保

障
法

の
交

錯
 :

 本
澤

巳
代

子
先

生
還

暦
記

念
』

4
8
5
-
4
9
8

信
山

社

増
田

幸
弘

　
　

　
　

　
　

2
0
1
4
.1

0
 イ

ン
グ

ラ
ン

ド
に

お
け

る
キ

ン
シ

ッ
プ

ケ
ア

に
関

す
る

法
制

度
と

政
策

古
橋

エ
ツ

子
床

谷
文

雄
新

田
秀

樹

『
家

族
法

と
社

会
保

障
法

の
交

錯
 :

 本
澤

巳
代

子
先

生
還

暦
記

念
』

4
3
1
-
4
5
7

信
山

社

有
本

梓
田

高
悦

子
2
0
1
4
.1

1
児

童
虐

待
に

対
す

る
保

健
師

に
よ

る
活

動
内

容
と

課
題

に
 

誌
会

学
護

看
域

地
本

日
討

検
献

文
る

す
関

1
7
-
2

4
5
-
5
4

日
本

地
域

看
護

学
会

市
村

彰
英

2
0
1
4
.1

1
虐

待
を

し
て

し
ま

っ
た

お
父

さ
 

究
研

ス
ー

ケ
ち

た
ん

2
0
1
4
-
3

1
3
4
-
1
4
6

家
庭

事
件

研
究

会

大
西

良
2
0
1
4
.1

1
若

者
世

代
を

対
象

と
し

た
児

童
虐

待
防

止
啓

発
に

関
す

る
基

礎
的

研
究

：
大

学
生

へ
の

子
ど

も
の

し
つ

け
と

虐
待

に
関

す
る

意
識

調
査

の
結

果
を

中
心

に
福

岡
県

社
会

福
祉

士
会

研
究

誌
 7

2
-
1
0

福
岡

県
社

会
福

祉
士

会

井
上

み
ゆ

き
篠

原
亮

次
鈴

木
孝

太
ほ

か

2
0
1
4
.1

1
母

親
の

主
観

的
虐

待
観

と
個

人
的

要
因

お
よ

び
市

区
町

村
の

対
策

と
の

関
連

：
健

や
か

親
子

2
1
の

調
査

か
ら

小
児

保
健

研
究

 7
3
-
6

8
1
8
-
8
2
5

日
本

小
児

保
健

協
会

人
代

現
4

5
-

3
4

2
4 

ル
ナ

ー
ャ

ジ
法

事
刑

て
っ

ぐ
め

を
決

判
日

4
2

月
7

年
6

2
成

平
裁

高
最

：
方

り
在

の
刑

量
の

判
裁

員
判

裁
1

1.
4

1
0

2
男

國
田

原
文

社

共
同

通
信

「
虐

待
」
取

材
班

2
0
1
4
.1

1
 『

ル
ポ

　
虐

待
の

連
鎖

は
止

め
ら

れ
る

か
』

岩
波

書
店

2
0
1
4
.1

2
特

集
 司

法
関

与
と

虐
待

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
3

2
4
2
-
2
7
4

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

久
保

健
二

2
0
1
4
.1

2
虐

待
対

応
に

お
け

る
課

題
と

困
難

 :
 児

童
相

談
所

常
勤

弁
護

士
の

立
場

か
ら

 （
特

集
 司

法
関

与
と

虐
待

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
3

2
4
2
-
2
4
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

2
0
1
4
.1

0
  
『
青

少
年

保
護

法
』
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吉
田

恒
雄

2
0
1
4
.1

2
子

ど
も

の
権

利
条

約
か

ら
み

た
わ

が
国

の
子

ど
も

虐
待

防
止

法
制

の
課

題
（
特

集
 司

法
関

与
と

虐
待

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
3

2
5
0
-
2
5
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

山
本

恒
雄

2
0
1
4
.1

2
介

入
型

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

と
司

法
関

与
 （

特
集

 司
法

関
与

と
虐

待
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
3

2
5
6
-
2
62

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

石
田

文
三

2
0
1
4
.1

2
司

法
関

与
に

お
け

る
裁

判
所

の
機

能
（
特

集
 司

法
関

与
と

虐
待

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
3

2
6
3
-
2
6
8

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

川
﨑

二
三

彦
2
0
1
4
.1

2
原

胤
昭

に
叱

ら
れ

た
 （

特
集

 司
法

関
与

と
虐

待
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
3

2
6
9
-
2
7
4

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

奥
山

眞
紀

子
武

藤
素

明
渡

井
隆

之
2
0
1
4
.1

2
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 メ

デ
ィ

ア
と

虐
待

（
後

編
）
『
明

日
、

マ
マ

が
い

な
い

』
が

投
げ

か
け

た
も

の
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
3

2
7
5
-
2
8
8

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

井
上

寿
2
0
1
4
.1

2
文

化
の

中
の

子
ど

も
虐

待
（
2
3
）
家

族
が

共
に

育
つ

住
環

境
と

は
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

6
-
3

3
0
2
-
3
0
6

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

元
山

彩
織

河
浦

龍
生

野
田

正
人

2
0
1
4
.1

2
福

岡
市

に
お

け
る

養
育

支
援

訪
問

事
業

の
効

果
お

よ
び

支
援

後
悪

化
し

た
家

庭
の

要
因

と
支

援
の

あ
り

方
の

検
討

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
3

3
0
7
-
3
1
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

中
村

由
紀

子
加

藤
雅

江
2
0
1
4
.1

2
外

来
で

長
期

経
過

観
察

を
行

っ
た

代
理

ミ
ュ

ン
ヒ

ハ
ウ

ゼ
ン

症
候

群
ス

ペ
ク

ト
ラ

ム
の

3
例

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

6
-
3

3
2
0
-3

2
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

小
松

原
織

香
2
0
1
4
.1

2
性

暴
力

・
D

V
・
児

童
虐

待
支

援
に

お
け

る
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ア

プ
ロ

ー
チ

の
可

能
性

 :
 ジ

ェ
ー

ム
ズ

・
プ

タ
セ

ク
「
骨

抜
き

に
抗

し
て

」
（
米

国
）
 （

小
特

集
 加

害
者

支
援

の
現

在
）

共
生

と
修

復
 4

 3
5
-
3
7

東
京

学
芸

大
学

人
文

社
会

科
学

系
法

学
政

治
学

分
野

宿
谷

研
究

室

須
賀

正
行

2
0
1
4
.1

2
元

検
察

官
の

キ
ャ

ン
パ

ス
ノ

ー
ト
（
N

o
.5

9
）
児

童
虐

待
と

刑
法

捜
査

研
究

 6
3
-
1
2

7
2
-
8
1

東
京

法
令

出
版

掛
川

亜
季

2
0
1
4
.1

2
学

校
に

は
ど

の
よ

う
な

通
告

・
通

報
義

務
が

あ
る

の
か

（
特

集
 も

う
、

た
め

ら
わ

な
い

 学
校

の
通

告
・

通
報

義
務

 :
 虐

待
・
い

じ
め

、
学

校
だ

け
の

問
題

に
し

な
い

）
教

職
研

修
 4

3
-
4

9
0
-
9
1

教
育

開
発

研
究

所

天
羽

均
2
0
1
4
.1

2
通

告
・
通

報
を

行
う

た
め

の
管

理
職

の
役

割
は

何
か

（
特

集
 も

う
、

た
め

ら
わ

な
い

 学
校

の
通

告
・
通

報
義

務
 :

 虐
待

・
い

じ
め

、
学

校
だ

け
の

問
題

に
し

な
い

）
教

職
研

修
 4

3
-
4

9
2
-
9
3

教
育

開
発

研
究

所

桜
山

豊
夫

2
0
1
4
.1

2
児

童
虐

待
の

現
状

と
通

告
の

必
要

性
 （

特
集

 も
う

、
た

め
ら

わ
な

い
 学

校
の

通
告

・
通

報
義

務
 :

 虐
待

・
い

じ
め

、
学

校
だ

け
の

問
題

に
し

な
い

）
教

職
研

修
 4

3
-
4

9
4
-
9
6

教
育

開
発

研
究

所

松
田

素
行

2
0
1
4
.1

2
事

件
に

学
ぶ

 通
告

・
通

報
の

ケ
ー

ス
ス

タ
デ

ィ
 （

特
集

 も
う

、
た

め
ら

わ
な

い
 学

校
の

通
告

・
通

報
義

務
 :

 虐
待

・
い

じ
め

、
学

校
だ

け
の

問
題

に
し

な
い

）
教

職
研

修
 4

3
-
4

9
7
-
9
9

教
育

開
発

研
究

所

小
澤

永
治

2
0
1
4
.1

2
自

閉
症

ス
ペ

ク
ト
ラ

ム
障

害
を

も
つ

児
童

養
護

施
設

入
所

児
童

へ
の

多
面

的
ア

プ
ロ

ー
チ

 :
 生

活
場

面
お

よ
び

関
係

性
へ

の
支

援
に

着
目

し
た

検
討

心
理

臨
床

学
研

究
 3

2
-
5

5
8
8
-
5
9
8

日
本

心
理

臨
床

学
会

上
田

裕
美

岡
本

正
子

北
口

和
美

鈴
木

真
由

子
二

井
仁

美

2
0
1
4
.1

2
児

童
虐

待
に

関
す

る
授

業
の

成
果

と
課

題
―

学
生

に
よ

る
レ

ポ
ー

ト
の

分
析

を
通

し
て

―
大

阪
教

育
大

学
紀

要
第

Ⅳ
部

門
 6

2
-
2

1
0
3
-
1
1
8

円
谷

峻
趙

莉
陳

愛
武

ほ
か

2
0
1
4
.1

2
中

国
に

お
け

る
親

と
子

の
法

律
問

題
：
日

本
・
中

国
家

族
法

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

明
治

大
学

法
科

大
学

院
論

集
 1

5
9
5
-
1
3
9

明
治

大
学

法
科

大
学

院

前
田

稔
2
0
1
4
.1

2
医

療
行

為
の

同
意

と
代

行
決

定
（
特

集
 後

見
業

務
と

リ
ー

ガ
ル

サ
ポ

ー
ト
）

月
報

司
法

書
士

 5
1
4

1
3
-
1
9

日
本

司
法

書
士

会
連

合
会

許
末

恵
2
0
1
4
.1

2
民

法
第

7
6
6
条

の
成

立
に

関
す

る
一

試
論

（
下

）
青

山
法

学
論

集
 5

6
-
3

1
-
1
3
0

青
山

学
院

大
学

広
沢

広
一

2
0
1
4
.1

2
子

ど
も

の
年

齢
と

法
（
2
）

法
学

雑
誌

 6
1
-
1
・
2

4
8
6
-
4
6
0

大
阪

市
立

大
学

法
学

会

瀬
川

佳
成

杉
山

春
松

本
伊

智
朗

ほ
か

2
0
1
4
.1

2
座

談
会

 児
童

虐
待

の
加

害
を

減
ら

す
た

め
に

：
児

童
虐

待
の

最
近

の
動

向
、

そ
の

背
景

か
ら

考
え

る
（
特

集
 だ

れ
も

が
虐

待
を

す
る

可
能

性
の

あ
る

現
代

社
会

：
子

ど
も

の
権

利
条

約
発

行
2
0
年

の
節

目
に

あ
た

っ
て

）
福

祉
の

ひ
ろ

ば
 1

7
7

1
0
-
2
3

大
阪

福
祉

事
業

財
団
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目
黒

由
幸

千
田

早
苗

2
0
1
4
.1

2
仙

台
地

検
に

お
け

る
入

口
支

援
―

地
域

社
会

と
協

働
す

る
司

法
と

福
祉

法
律

の
ひ

ろ
ば

 6
7
-
1
2

1
3
-
2
0

ぎ
ょ

う
せ

い

松
宮

孝
明

2
0
1
4
.1

2
裁

判
員

裁
判

で
の

量
刑

が
上

告
審

で
破

棄
さ

れ
た

事
例

（
最

高
裁

第
一

小
法

廷
平

成
2
6
.7

.2
4
判

決
）

法
学

セ
ミ
ナ

ー
 5

9
-
1
2

1
1
1

日
本

評
論

社

笹
倉

香
奈

2
0
1
4
.1

2
裁

判
員

裁
判

に
お

け
る

量
刑

判
断

（
最

高
裁

第
一

小
法

廷
平

成
2
6
.7

.
ナ

ミ
セ

学
法

）
決

判
4

2
ー

 5
9
-
1
2

1
1
2

日
本

評
論

社

原
佳

央
理

  
  
  
  
  
  

  
2
0
1
4
.1

2
『
子

ど
も

虐
待

対
応

の
た

め
の

教
育

訓
練

実
践

モ
デ

ル
‐
修

正
デ

ザ
イ

ン
・
ア

ン
ド

・
デ

ィ
ベ

ロ
ッ

プ
メ

ン
ト
（
M

‐
D

＆
D

）
を

用
い

て
』

日
本

図
書

セ
ン

タ
ー

緒
方

康
介

2
0
1
5

児
童

相
談

所
で

非
行

少
年

に
実

施
さ

れ
た

W
IS

C
-
Ⅳ

の
分

析
 :

 P
>
V

プ
ロ

フ
ィ

ー
ル

1
-

1
2

-
2

5 
究

研
学

理
心

罪
犯

証
検

の
0

日
本

犯
罪

心
理

学
会

前
田

清
2
0
1
5

児
童

相
談

所
に

お
け

る
虐

待
対

応
の

現
状

と
  

究
研

学
医

会
社

題
課

的
学

医
会

社
3
2
-
1

1
-
3

日
本

社
会

医
学

会
事

務
局

会
学

祉
福

法
司

本
日

2
8

-
1

6
5

1 
究

研
学

祉
福

法
司

て
い

つ
に

討
検

例
事

の
死

待
虐

童
児

た
い

用
を

等
録

記
判

裁
5

1
0

2
子

知
藤

齋 蟻
塚

昌
克

2
0
1
5

裁
判

傍
聴

記
録

 平
成

2
3
年

（
わ

）
第

1
7
1
6
号

保
護

責
任

者
遺

棄
、

暴
行

 さ
い

た
ま

地
方

裁
判

所
[平

成
2
4
.2

.2
8
判

決
] 

（
2
0
1
2
（
平

成
2
4
）
～

2
0
1
3
（
平

成
2
5
）
年

度
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
研

究
報

告
書

 児
童

虐
待

に
関

す
る

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
研

究
）

立
正

大
学

社
会

福
祉

研
究

所
年

報
 1

7
3
-
1
5

立
正

大
学

社
会

福
祉

研
究

所

筑
摩

恭
輝

高
木

敦
子

望
月

美
穂

所
談

相
童

児
央

中
県

岡
静

0
2

-
6

1
7

4 
要

紀
談

相
童

児
て

い
つ

に
み

組
り

取
の

習
学

る
け

お
に

所
護

保
時

一
5

1
0

2

1
5

2
-

5
3

2
4

3 
ー

ュ
ビ

レ
・

ル
ー

ク
ス

ー
ロ

城
名

て
い

つ
に

目
項

正
改

な
主

の
案

草
府

政
と

法
組

縁
子

養
ス

イ
ス

5
1

0
2

作
耕

倉
松

名
城

大
学

大
学

院
法

務
研

究
科

北
田

真
理

2
0
1
5

若
手

セ
ッ

シ
ョ
ン

 ハ
ー

グ
子

の
奪

取
条

約
「
重

大
な

危
険

」
に

基
づ

く
返

還
の

例
外

と
予

の
最

善
の

利
益

:ノ
イ

リ
ン

ガ
ー

論
争

の
行

方
（
第

3
1
回

学
術

大
会

・
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 無

縁
社

会
と

家
族

法
）

家
族

<
社

会
と

法
>
 3

1
1
1
6
-
1
1
8

日
本

加
除

出
版 会

学
法

私
本

日
5

8
1

-
8

7
1

7
7 

法
私

察
考

の
ら

か
法

ス
ン

ラ
フ

：
権

親
と

育
養

の
子

る
よ

に
者

三
第

5
1

0
2

子
理

真
須

白

林
和

俊
土

田
亜

希
永

井
立

平
ほ

か

2
0
1
5

妊
婦

健
診

未
受

診
妊

婦
の

周
産

期
予

後
、

社
会

的
背

景
の

検
討

：
子

ど
も

虐
待

予
防

の
観

点
か

ら
（
第

2
0
巻

記
念

号
）

高
知

県
医

師
会

医
学

雑
誌

 2
0
-
1

6
9
-
7
5

高
知

県
医

師
会

田
澤

あ
け

み
2
0
1
5

児
童

虐
待

防
止

活
動

･政
策

の
1
0
0
年

：
2
1
世

紀
初

頭
に

お
け

る
児

童
虐

待
問

題
と

｢福
祉

改
革

｣
（
石

井
富

美
子

教
授

･山
西

哲
郎

教
授

退
職

記
念

号
）

部
学

祉
福

会
社

学
大

正
立

6
7

-
3

6
0

2 
祉

福
の

間
人

安
達

映
子

2
0
1
5

児
童

虐
待

対
応

に
お

け
る

家
族

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

機
能

の
現

状
と

課
題

：
埼

玉
県

内
児

童
虐

待
死

事
例

の
分

析
を

通
し

て
（
2
0
1
2
（
平

成
2
4
～

2
0
1
3
（
平

成
2
5
）
年

度
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
研

究
報

告
書

 児
童

虐
待

に
関

す
る

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
研

究
）

立
正

大
学

社
会

福
祉

研
究

所
年

報
 1

7
1
7
-
2
7

立
正

大
学

社
会

福
祉

研
究

所

鈴
木

浩
子

斉
藤

恵
美

子
0

4
-

2
3

1
-

4 
誌

会
学

護
看

生
衛

衆
公

本
日

化
変

の
親

母
る

よ
に

援
支

の
問

訪
庭

家
の

師
健

保
た

け
向

に
防

予
待

虐
も

ど
子

5
1

0
2

一
般

社
団

法
人

 日
本

公
衆

衛
生

看
護

学
会

所
究

研
学

科
祉

福
会

社
5

1
-

9
4 

究
研

学
科

祉
福

会
社

践
実

ク
ー

ワ
ル

ャ
シ

ー
ソ

の
め

た
の

止
防

待
虐

も
ど

子
る

よ
に

ト
ン

メ
ジ

ネ
マ

ア
ケ

5
1

0
2

一
真

合
森 辻

京
子

2
0
1
5

児
童

虐
待

リ
ス

ク
と

し
て

の
母

子
家

庭
：
社

会
的

排
除

と
ジ

ェ
ン

ダ
ー

の
視

点
か

ら
地

域
学

研
究

 4
5
-
1

6
1
-
7
1

日
本

地
域

学
会

原
田

旬
哉

谷
俊

英
2

6
-

4
5

9
0

1 
究

研
祉

福
察

考
一

る
す

関
に

防
予

待
虐

童
児

る
見

ら
か

状
現

の
待

虐
童

児
5

1
0

2
日

本
福

祉
大

学
社

会
福

祉
学

会

友
田

明
美

2
0
1
5

児
童

虐
待

へ
の

曝
露

が
局

所
脳

領
域

の
発

達
に

及
ぼ

す
神

経
生

物
学

的
影

響
の

予
備

的
検

証
（
第

5
5
回

日
本

児
童

青
年

精
神

医
学

会
総

会
特

集
（
2
）
児

童
青

年
精

神
医

学
の

再
構

成
と

挑
戦

：
支

援
か

ら
予

防
へ

-
日

本
イ

タ
リ
ア

E
M

D
R
ジ

ョ
イ

ン
ト
セ

ミ
ナ

ー
N

eu
ro

b
io

lo
gy

 o
f 
P
T

S
D

 a
n
d

E
M

D
R
）

児
童

青
年

精
神

医
学

と
そ

の
近

接
領

域
 5

6
-

4
4
8
7
-
4
8
9

日
本

児
童

青
年

精
神

医
学

会

杉
山

登
志

郎
2
0
1
5

発
達

障
害

と
子

ど
も

虐
待

と
の

複
合

症
例

に
対

す
る

E
M

D
R
を

用
い

た
簡

易
精

神
療

法
の

試
み

（
第

5
5
回

日
本

児
童

青
年

精
神

医
学

会
総

会
特

集
（
2
）
児

童
青

年
精

神
医

学
の

再
構

成
と

挑
戦

：
支

援
か

ら
予

防
へ

-
日

本
イ

タ
リ
ア

E
M

D
R
ジ

ョ
イ

ン
ト
セ

ミ
ナ

ー
N

eu
ro

b
io

lo
gy

 o
f 
P
T

S
D

 a
n
d
 E

M
D

R
）

児
童

青
年

精
神

医
学

と
そ

の
近

接
領

域
 5

6
-

4
4
8
9
-
4
9
4

日
本

児
童

青
年

精
神

医
学

会

小
林

美
智

子
2
0
1
5

第
3
回

日
本

公
衆

衛
生

看
護

学
会

学
術

集
会

 教
育

講
演

 公
衆

衛
生

看
護

に
お

け
る

母
子

保
健

の
最

前
線

：
子

ど
も

虐
待

予
防

に
向

け
た

保
健

師
活

動
へ

の
期

待
日

本
公

衆
衛

生
看

護
学

会
誌

 4
-
2

1
4
8
-
1
5
8

日
本

公
衆

衛
生

看
護

学
会

編
集

委
員

会
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友
田

明
美

2
0
1
5

脳
科

学
か

ら
見

た
児

童
虐

待
（
特

集
 ト

ラ
ウ

マ
と

脳
科

学
）

ト
ラ

ウ
マ

テ
ィ

ッ
ク

･ス
ト
レ

ス
 1

3
-
2

1
2
5
-
1
3
3

日
本

ト
ラ

ウ
マ

テ
ィ

ッ
ク

・
ス

ト
レ

ス
学

会

千
賀

則
史

2
0
1
5

児
童

相
談

所
の

現
場

か
ら

の
研

究
を

ど
う

行
う

か
：
子

ど
も

虐
待

の
現

場
実

践
か

ら
の

モ
デ

ル
構

築
に

向
け

て
名

古
屋

大
学

大
学

院
教

育
発

達
科

学
研

究
科

紀
要

.心
理

発
達

科
学

 6
2

7
5
-
8
2

名
古

屋
大

学
大

学
院

教
育

発
達

科
学

研
究

科

小
林

美
智

子
2
0
1
5

子
ど

も
虐

待
の

｢支
援

｣を
考

え
る

子
ど

も
の

虹
情

報
研

修
セ

ン
タ

ー
紀

要
 1

3
1
-
1
2

横
浜

博
萌

会
子

ど
も

の
虹

情
報

研
修

セ
ン

タ
ー

岡
本

喜
代

子
2
0
1
5

研
修

講
演

よ
り

 子
ど

も
虐

待
防

止
と

助
産

師
の

役
割

子
ど

も
の

虹
情

報
研

修
セ

ン
タ

ー
紀

要
 1

3
8
0
-
9
7

横
浜

博
萌

会
子

ど
も

の
虹

情
報

研
修

セ
ン

タ
ー

林
恵

津
子

2
0
1
5

被
虐

待
経

験
が

子
ど

も
の

行
動

特
徴

に
及

ぼ
す

影
響

：
里

親
委

託
児

に
お

け
る

愛
着

の
問

題
に

関
す

る
調

査
埼

玉
県

立
大

学
紀

要
 1

7
3
7
-
4
2

埼
玉

県
立

大
学

定
本

ゆ
き

こ
2
0
1
5

少
年

鑑
別

所
で

出
会

っ
た

少
年

達
：
虐

待
、

発
達

障
害

の
つ

い
て

の
気

付
き

矯
正

講
座

 3
5

1
1
7
-
1
2
2

龍
谷

大
学

矯
正

･保
護

課
程

委
員

会

金
本

勇
2
0
1
5

大
都

市
の

児
童

虐
待

の
比

較
分

析
（
特

集
 リ

ス
ク

と
社

会
）

現
代

社
会

研
究

 1
4
-
1
9

神
戸

学
院

大
学

現
代

社
会

学
会

走
井

徳
彦

2
0
1
5

児
童

理
解

と
虐

待
：
児

童
相

談
所

一
時

保
護

所
で

の
事

例
か

ら
教

職
支

援
セ

ン
タ

ー
紀

要
 7

1
6
3
-
1
7
0

佛
教

大
学

教
職

支
援

セ
ン

タ
ー

大
宅

宗
一

櫻
井

淑
男

松
居

徹
2
0
1
5

当
院

に
お

け
る

小
児

安
全

対
策

委
員

会
を

通
じ

た
児

童
虐

待
へ

の
取

り
組

み
と

課
題

N
eu

ro
su

rg
ic

al
 e

m
er

ge
n
cy

 2
0
-
1

7
6
-
8
1

日
本

脳
神

経
外

科
救

急
学

会

虹
釜

和
明

2
0
1
5

社
会

的
養

護
の

構
造

改
革

と
課

題
：
｢新

た
な

子
ど

も
家

庭
福

祉
の

あ
り

方
に

関
す

る
専

門
委

員
会

｣
の

論
点

よ
り

北
陸

学
院

大
学

･北
陸

学
院

大
学

短
期

大
学

部
研

究
紀

要
 8

5
7
-
6
7

北
陸

学
院

大
学

･北
陸

学
院

大
学

短
期

大
学

部
近

藤
理

恵
桐

野
匡

史
黒

木
保

博
2
0
1
5

R
es

ea
rc

h
 o

n
 P

ro
gr

am
s 

fo
r 

A
b
u
si

ve
 P

ar
en

ts
 i
n
 J

ap
an

 a
n
d
 K

o
re

a
（
2
）

岡
山

県
立

大
学

保
健

福
祉

学
部

紀
要

 2
2

7
5
-
7
9

岡
山

県
立

大
学

保
健

福
祉

学
部

三
瓶

舞
紀

子
藤

原
武

男
2
0
1
5

虐
待

予
防

の
た

め
の

支
援

に
拒

否
的

な
社

会
的

ハ
イ

リ
ス

ク
妊

婦
へ

の
介

入
方

法
の

開
発

：
社

会
的

ハ
イ

リ
ス

ク
妊

婦
に

動
機

づ
け

面
接

で
関

わ
っ

た
ら

支
援

拒
否

が
減

る
か

研
究

助
成

論
文

集
 5

1
1
3
5
-
1
4
0

明
治

安
田

こ
こ

ろ
の

健
康

財
団

茂
木

健
司

2
0
1
5

児
童

相
談

所
一

時
保

護
所

の
生

活
支

援
の

標
準

化
の

た
め

の
基

礎
研

究
：
児

童
相

談
所

一
時

保
護

所
運

営
指

針
作

成
に

向
け

て
研

究
助

成
論

文
集

 5
1

1
4
1
-
1
4
9

明
治

安
田

こ
こ

ろ
の

健
康

財
団

社
会

福
祉

法
人

恩
賜

財
団

愛
育

会
2
0
1
5

『
一

時
保

護
所

に
お

け
る

支
援

の
あ

り
方

に
関

す
る

研
究

（
平

成
2
6
年

度
児

童
福

祉
問

題
調

査
研

究
事

業
）
』

社
会

福
祉

法
人

恩
賜

財
団

愛
育

会

大
橋

麗
子

2
0
1
5
.1

虐
待

を
受

け
た

子
ど

も
の

内
省

機
能

が
変

化
す

る
過

程
 :

 児
童

福
祉

施
設

に
お

け
る

治
療

的
養

育
に

よ
る

変
化

岐
阜

看
護

研
究

会
誌

 7
1
-
9

岐
阜

看
護

研
究

会

髙
橋

幸
成

2
0
1
5
.1

児
童

相
談

所
に

お
け

る
精

神
障

害
少

年
と

の
か

か
わ

り
 （

特
集

 精
神

医
療

と
少

年
司

法
）

青
少

年
問

題
 6

2
3
2
-
3
7

青
少

年
問

題
研

究
会

田
邉

泰
美

2
0
1
5
.1

英
国

児
童

虐
待

防
止

研
究

 子
ど

も
投

資
の

社
会

哲
学

 :
 ギ

デ
ン

ズ
、

エ
ス

ピ
ン

-
ア

ン
デ

ル
セ

ン
ら

の
社

会
哲

学
を

中
心

に
園

田
学

園
女

子
大

学
論

文
集

 4
9

6
7
-
8
6

園
田

学
園

女
子

大
学

花
田

裕
子

永
江

誠
治

本
田

純
久

ほ
か

2
0
1
5
.1

国
際

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

「
児

童
虐

待
被

害
者

の
自

立
支

援
を

考
え

る
」
の

開
催

概
要

報
告

保
健

学
研

究
 2

7
-
1

7
1
-
7
7

長
崎

大
学

丸
山

洋
子

吉
川

久
史

2
0
1
5
.1

自
閉

症
ス

ペ
ク

ト
ラ

ム
症

と
ト
ラ

ウ
マ

（
特

集
 今

日
の

自
閉

ス
ペ

ク
ト
ラ

ム
症

、
子

ど
も

か
ら

大
人

ま
で

）
臨

床
精

神
医

学
 4

4
-
1

5
3
-
59

ア
ー

ク
メ

デ
ィ

ア

松
本

克
美

2
0
1
5
.1

民
法

7
2
4
条

後
段

の
2
0
年

期
間

の
法

的
性

質
と

民
法

改
正

の
経

過
規

定
に

つ
い

て
法

と
民

主
主

義
 4

9
5

4
1
-
4
5

日
本

民
主

法
律

家
協

会

横
田

光
平

2
0
1
5
.1

司
法

機
関

が
関

与
す

る
行

政
過

程
法

律
時

報
 8

7
-
1
1

4
7
-
5
5

日
本

評
論

社
ニ

キ
・
ウ

ェ
ル

ド
ソ

ニ
ア

・
パ

ー
カ

ー
井

上
直

美
2
0
1
5
.1

.1
5

『
「
三

つ
の

家
」
を

活
用

し
た

子
ど

も
虐

待
の

ア
セ

ス
メ

ン
ト
と

プ
ラ

ン
ニ

ン
グ

』
明

石
書

店

矢
満

田
篤

二
萬

屋
育

子
2
0
1
5
.1

.2
0

『
「
赤

ち
ゃ

ん
縁

組
」
で

虐
待

死
を

な
く

す
‐
愛

知
方

式
が

つ
な

い
だ

命
』

光
文

社

安
部

計
彦

2
0
1
5
.2

子
ど

も
の

ネ
グ

レ
ク

ト
状

態
と

年
齢

の
関

係
 （

藤
野

力
教

授
 古

希
記

念
号

）
西

南
学

院
大

学
人

間
科

学
論

集
 1

0
-
2

4
3
-
6
1

西
南

学
院

大
学

学
術

研
究

所

小
此

木
久

美
子

2
0
1
5
.2

児
童

相
談

所
と

学
校

保
健

と
の

積
極

的
連

携
は

子
ど

も
を

守
る

 （
特

集
 養

護
教

諭
へ

の
提

言
と

期
待

 :
 学

校
が

連
携

・
協

働
す

る
専

門
家

・
専

門
機

関
か

ら
）

保
健

の
科

学
 5

7
-
2

8
7
-
9
2

杏
林

書
院
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中
川

靖
彦

2
0
1
5
.2

児
童

虐
待

に
対

す
る

学
校

の
意

識
と

課
題

 :
 ア

ン
ケ

ー
ト
調

査
の

結
果

と
分

析
か

ら
 （

特
集

 「
う

ち
の

子
ど

も
た

ち
に

限
っ

て
」
の

思
い

込
み

が
対

応
の

遅
れ

に
 子

ど
も

の
危

機
と

学
校

）
月

刊
生

徒
指

導
 4

5
-
2

3
0
-
3
5

学
事

出
版

村
田

久
2
0
1
5
.2

統
計

と
現

実
の

狭
間

（
第

1
4
9
回

）
児

童
虐

待
は

増
加

し
て

い
る

の
か

?
事

実
誤

認
は

ど
う

し
て

起
こ

る
の

か
?

1
4

‐
8

3
1

5
2 alerts

E
統

計
情

報
研

究
開

発
セ

ン
タ

ー

会
議

協
祉

福
会

社
県

賀
滋

4
1

‐
0

1
7

1 
究

研
祉

福
会

社
賀

滋
性

向
方

の
会

議
協

域
地

策
対

童
児

護
保

要
と

題
課

の
応

対
待

虐
の

も
ど

子
2.

5
1

0
2

容
田

山 山
口

亮
子

2
0
1
5
.2

子
の

監
護

権
と

転
居

：
ア

メ
リ
カ

に
お

け
る

R
el

o
ca

ti
o
n
問

題
産

大
法

学
 4

8
-
3
・
4

2
1
9
-
2
4
1

京
都

産
業

大
学

位
田

忍
2
0
1
5
.2

栄
養

が
成

長
･発

達
へ

与
え

る
影

響
（
虐

待
も

含
め

て
）
（
特

集
 子

ど
も

の
栄

養
を

ア
セ

ス
メ

ン
ト
す

る
：

成
長

･発
達

を
支

え
る

栄
養

管
理

と
観

察
の

ポ
イ

ン
ト
-
知

っ
て

お
き

た
い

知
識

）
3

5
1

-
5

4
1

2
-

8
3 

護
看

児
小

へ
る

す
出

版

実
方

由
佳

2
0
1
5
.2

子
ど

も
虐

待
対

応
に

お
け

る
｢専

門
職

間
連

携
｣に

関
す

る
地

域
間

で
の

"違
い

"：
専

門
職

の
認

知
（
物

事
の

捉
え

方
）
を

題
材

に
し

た
検

証
社

会
福

祉
学

 5
5
-
4

3
0
-
4
2

一
般

社
団

法
人

日
本

社
会

福
祉

学
会

篠
原

拓
也

2
0
1
5
.2

児
童

相
談

所
と

対
立

す
る

親
へ

の
6 

究
研

題
問

会
社

援
支

4
-
1
4
3

1
3
-
2
6

大
阪

府
立

大
学

人
間

社
会

学
部

社
会

福
祉

学
科

片
山

知
子

2
0
1
5
.2

心
理

療
法

の
終

結
に

お
け

る
イ

メ
ー

ジ
の

お
さ

め
方

に
関

す
る

一
考

察
：
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
被

虐
待

児
童

と
三

つ
の

事
例

を
通

し
て

心
理

臨
床

学
研

究
 3

2
-
6

6
7
3
-
6
8
2

日
本

心
理

臨
床

学
会

別
1

5
1

-
3

4
1

4
3 

要
紀

部
学

大
期

短
学

大
府

別
果

結
査

調
る

す
関

に
ア

ケ
の

童
児

待
虐

被
る

け
お

に
設

施
護

養
童

児
の

下
県

分
大

2.
5

1
0

2
光

廣
村

中
府

大
学

短
期

大
学

部

大
崎

克
之

2
0
1
5
.2

児
童

虐
待

の
予

防
と

援
助

：
法

律
･制

度
と

課
題

（
第

2
7
回

神
奈

川
母

性
衛

生
学

会
-
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
虐

待
に

つ
い

て
考

え
る

）
神

奈
川

母
性

衛
生

学
会

誌
1
8
-
1

1
2
-
1
4

神
奈

川
母

性
衛

生
学

会

波
床

昌
則

2
0
1
5
.2

傷
害

致
死

の
事

案
に

つ
き

、
懲

役
1
0
年

の
求

刑
を

超
え

て
懲

役
1
5
年

に
処

し
た

第
1
審

判
決

及
び

こ
れ

を
是

認
し

た
原

判
決

が
量

刑
不

当
と

し
て

破
棄

さ
れ

た
事

例
（
最

高
裁

第
一

小
法

廷
平

成
2
6
.7

.2
4
判

決
）

刑
事

法
ジ

ャ
ー

ナ
ル

 4
3

1
7
2
-
1
7
9

成
文

堂

2
0
1
5
.2

.3
 
調

査
・
統

計
　

児
童

養
護

施
設

入
所

児
童

等
調

査
結

果
（
上

）
半

数
以

上
の

子
ど

も
が

虐
待

経
験

厚
生

福
祉

 
社

信
通

事
時

7
-

6
4

3
1

6

井
上

寿
美

笹
倉

千
佳

2
0
1
5
.2

『
子

ど
も

を
育

て
な

い
親

、
親

が
育

て
な

い
子

ど
も

‐
妊

婦
健

診
を

受
け

な
か

っ
た

母
親

と
子

ど
も

へ
の

支
援

』
生

活
書

院

信
田

さ
よ

子
　

　
　

　
　

　
　

2
0
1
5
.2

 『
加

害
者

は
変

わ
れ

る
か

？
‐
D

V
と

虐
待

を
み

つ
め

な
が

ら
』

筑
摩

書
店

宮
寺

晃
夫

　
　

　
　

　
　

　
2
0
1
5
.2

 『
受

難
の

子
ど

も
‐
い

じ
め

・
体

罰
・
虐

待
』

一
藝

社

角
南

 和
子

　
　

　
　

　
　

　
2
0
1
5
.2

 教
育

問
題

法
律

相
談

（
N

o
社

論
公

育
教

1
3

1
3

3
1 

料
資

育
教

刊
週

力
暴

間
者

偶
配

と
待

虐
）

0
1

3.

2
0
1
5
.2

 『
子

ど
も

の
相

談
・
救

済
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
（
子

ど
も

の
権

利
研

究
2
6
号

）
』

子
ど

も
の

権
利

条
約

総
合

研
究

所
日

本
評

論
社

金
ジ

ャ
ン

デ
ィ

2
0
1
5
.3

家
庭

内
暴

力
加

害
者

へ
の

対
策

 :
 治

療
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
中

心
に

阪
大

法
学

 6
4
-
6

1
6
3
1
-
1
6
5
7

大
阪

大
学

大
学

院
法

学
研

究
科

市
川

光
太

郎
2
0
1
5
.3

小
児

救
急

疾
患

ア
ト
ラ

ス
ジ

ー
マ

エ
ト

ク
レ

グ
ネ

）
4

1
（

ェ
ン

シ
ー

・
ケ

ア
 2

8
-
3

2
9
4
-
2
9
6

メ
デ

ィ
カ

出
版

小
尾

康
友

大
河

内
修

2
0
1
5
.3

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

自
立

へ
の

支
援

の
実

践
 :

 発
達

障
害

・
非

行
・
被

虐
待

な
ど

困
難

な
課

題
を

抱
え

た
児

へ
の

取
り

組
み

現
代

教
育

学
研

究
紀

要
 8

4
7
-
5
3

中
部

大
学

現
代

教
育

学
研

究
所 子

1
2

-
8

1
9

5
3 

ぱ
っ

ら
は

会
社

な
ク

ス
リ

イ
ハ

は
本

日
：

る
え

考
を

題
問

待
虐

童
児

）
回

2
2

第
（

育
教

育
保

と
権

人
の

も
ど

子
3.

5
1

0
2

子
文

中
田

ど
も

情
報

研
究

セ
ン

タ
ー

林
弘

正
2
0
1
5
.3

裁
判

実
務

に
お

け
る

児
童

虐
待

事
案

の
刑

事
法

的
一

考
察

（
斎

藤
信

治
先

生
古

稀
記

念
論

文
集

）
法

學
新

報
 1

2
1
-
1
1
・
1
2

5
9
9
-
6
4
4

中
央

大
学

法
学

会

岡
田

行
雄

2
0
1
5
.3

少
年

司
法

に
お

け
る

虐
待

被
害

会
学

法
学

大
本

熊
6

7
-

1
4

3
3

1 
学

法
本

熊

鈴
3

7
-

3
6

5
3 

要
紀

学
大

期
短

鹿
鈴

て
し

お
と

を
聴

傍
の

判
裁

待
虐

童
児 

/ 
で

ま
う

か
向

に
て

育
子

が
親

母
た

し
棄

遺
を

も
ど

子
3.

5
1

0
2

幸
正

泉
鹿

大
学

短
期

大
学

部

阪
無

勇
士

石
村

郁
夫

2
0
1
5
.3

一
時

保
護

所
に

お
け

る
児

童
へ

の
感

情
労

働
が

本
来

感
を

介
し

て
バ

ー
ン

ア
ウ

ト
に

及
ぼ

す
影

響
東

京
成

徳
大

学
臨

床
心

理
学

研
究

 1
5

1
6
3
-1

6
8

東
京

成
徳

大
学

遠
藤

隆
幸

2
0
1
5
.3

震
災

孤
児

の
監

護
体

制
に

関
す

る
法

的
課

題
:「

親
族

」
里

親
の

位
置

付
け

と
権

限
に

着
目

し
て

（
特

集
 震

災
で

親
を

亡
く

し
た

子
ど

も
た

ち
に

対
す

る
社

会
科

学
の

役
割

:法
学

･社
会

学
の

視
点

か
ら

）
東

北
学

院
大

学
法

学
政

治
学

研
究

所
紀

要
2
3

3
7
-
5
6

東
北

学
院

大
学

法
学

政
治

学
研

究
所

栗
林

佳
代

2
0
1
5
.3

フ
ラ

ン
ス

の
養

子
縁

組
制

度
：
養

子
法

の
概

要
と

現
地

調
査

に
よ

る
実

務
の

実
態

佐
賀

大
学

経
済

論
集

 4
7
-
6

1
-
5
3

佐
賀

大
学
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関
口

晃
治

2
0
1
5
.3

ハ
ー

グ
子

奪
取

条
約

と
親

子
法

へ
の

課
題

志
學

館
法

学
 1

6
1
3
-
2
6

志
學

館
大

学
法

学
部

村
田

紋
子

2
0
1
5
.3

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

｢養
育

者
｣に

よ
る

性
的

虐
待

防
止

の
方

策
に

つ
い

て
：
被

措
置

児
童

等
虐

待
の

現
状

分
析

か
ら

の
考

察
小

田
原

短
期

大
学

研
究

紀
要

 4
5

3
2
-
4
9

小
田

原
短

期
大

学

渡
邉

茉
奈

美
2
0
1
5
.3

｢虐
待

不
安

｣の
構

造
-
虐

待
不

安
尺

度
作

成
の

試
み

（
論

文
編

-
投

稿
論

文
）

子
育

て
研

究
 5

4
1
-
5
1

日
本

子
育

て
学

会

平
田

美
智

子
2
0
1
5
.3

養
子

縁
組

と
里

親
制

度
：
児

童
相

談
所

と
民

間
機

関
の

連
携

の
あ

り
方

和
泉

短
期

大
学

研
究

紀
要

 3
5

1
5
-
2
2

和
泉

短
期

大
学

鈴
木

雅
博

宮
坂

昌
和

2
0
1
5
.3

児
相

の
虐

待
ケ

ー
ス

に
お

け
る

地
域

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
つ

い
て

の
一

考
察

北
海

道
中

央
児

童
相

談
所

研
究

紀
要

 3
2

3
7
-
4
9

北
海

道
中

央
児

童
相

談
所

宮
田

顕
一

郎
2
0
1
5
.3

ス
テ

ッ
プ

フ
ァ

ミ
リ
ー

に
お

け
る

身
体

的
暴

力
に

よ
る

虐
待

死
の

リ
ス

ク
評

価
の

視
点

：
児

童
虐

待
傷

害
致

死
事

件
の

裁
判

記
録

の
分

析
を

通
し

て
北

海
道

中
央

児
童

相
談

所
研

究
紀

要
 3

2
5
1
-
7
7

北
海

道
中

央
児

童
相

談
所

山
本

恒
雄

2
0
1
5
.3

子
ど

も
の

虐
待

を
防

ぐ
た

め
に

妊
婦

を
支

援
す

る
 今

、
行

政
･病

院
･地

域
に

求
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
（
第

3
3
回

茨
城

県
母

性
衛

生
学

会
学

術
集

会
-
特

別
講

演
）

茨
城

県
母

性
衛

生
学

会
誌

 3
3

2
3
-
2
5

茨
城

県
母

性
衛

生
学

会
事

務
局

伊
藤

俊
明

2
0
1
5
.3

子
ど

も
虐

待
に

よ
る

死
亡

と
児

童
相

談
所

に
関

す
る

研
究

東
日

本
国

際
大

学
福

祉
環

境
学

部
研

究
紀

要
 1

1
-
1

1
-
1
3

東
日

本
国

際
大

学
福

祉
環

境
学

部

寅
屋

壽
廣

2
0
1
5
.3

保
育

者
を

志
望

す
る

学
生

の
児

童
虐

待
防

止
に

関
す

る
意

識
調

査
：
卒

業
研

究
を

と
お

し
て

大
阪

青
山

大
学

短
期

大
学

部
研

究
紀

要
 3

7
2
1
-
3
0

大
阪

青
山

大
学

短
期

大
学

部

飯
浜

浩
幸

小
早

川
俊

哉
杉

本
大

輔
上

原
正

希
ほ

か

2
0
1
5
.3

大
学

生
の

児
童

虐
待

へ
の

意
識

変
化

：
オ

レ
ン

ジ
リ
ボ

ン
活

動
の

調
査

か
ら

道
都

大
学

紀
要

.社
会

福
祉

学
部

 4
0

1
-
7

道
都

大
学

図
書

紀
要

編
集

委
員

会

畠
山

由
佳

子
2
0
1
5
.3

｢家
族

維
持

｣を
目

的
と

し
た

子
ど

も
虐

待
ケ

ー
ス

在
宅

支
援

初
期

対
応

に
お

け
る

意
思

決
定

要
因

抽
出

の
た

め
の

エ
キ

ス
パ

ー
ト
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
論

攷
：
神

戸
女

子
短

期
大

学
紀

要
 6

0
3
3
-
4
8

神
戸

女
子

短
期

大
学

小
林

隆
児

2
0
1
5
.3

ネ
グ

レ
ク

ト
が

疑
わ

れ
る

事
例

の
考

察
で

臨
床

力
を

み
が

く
 気

に
な

る
親

子
関

係
を

み
る

コ
ツ

（
1
）
｢

行
動

｣で
は

な
く

｢甘
え

｣と
い

う
情

動
に

焦
点

を
当

て
る

日
本

医
事

新
報

 4
7
4
2

3
8
-
4
1

日
本

医
事

新
報

社

小
林

隆
児

2
0
1
5
.3

ネ
グ

レ
ク

ト
が

疑
わ

れ
る

事
例

の
考

察
で

臨
床

力
を

み
が

く
 気

に
な

る
親

子
関

係
を

み
る

コ
ツ

（
2
）
甘

え
た

く
て

も
甘

え
ら

れ
な

い
日

本
医

事
新

報
 4

7
4
3

4
1
-
4
5

日
本

医
事

新
報

社

白
石

淑
江

2
0
1
5
.3

児
童

虐
待

の
予

防
を

視
野

に
入

れ
た

家
庭

訪
問

支
援

（
そ

の
2
）
―

妊
娠

届
出

書
を

活
用

し
た

要
支

援
家

庭
の

ふ
る

い
分

け
―

愛
知

淑
徳

大
学

論
集

 福
祉

貢
献

学
部

篇
 5

1
5
-
2
6

愛
知

淑
徳

大
学

福
祉

貢
献

学
部

笠
原

正
洋

2
0
1
5
.3

保
育

所
に

勤
務

す
る

保
育

士
の

児
童

虐
待

防
止

に
関

す
る

対
応

行
動

評
価

尺
度

作
成

の
試

み
中

村
学

園
大

学
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
研

究
紀

要
 6

1
-
1
1

中
村

学
園

大
学

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

津
崎

哲
郎

2
0
1
5
.3

.1
5

『
里

親
家

庭
・
ス

テ
ッ

プ
フ

ァ
ミ
リ
ー

・
施

設
で

暮
ら

す
子

ど
も

の
回

復
・
自

立
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

‐
中

途
養

育
の

支
援

の
基

本
と

子
ど

も
の

理
解

』
明

石
書

店

2
0
1
5
.3

.2
0

『
家

裁
調

査
官

が
見

た
現

代
の

非
行

と
家

族
－

司
法

臨
床

の
現

場
か

ら
』

廣
井

亮
一

創
元

社

2
0
1
5
.4

『
子

ど
も

中
心

の
面

会
交

流
-
こ

こ
ろ

の
発

達
臨

床
・
裁

判
実

務
・
法

学
研

究
・
面

会
支

援
の

領
域

か
ら

考
え

る
』

梶
村

太
市

長
谷

川
京

子
日

本
加

除
出

版

面
会

交
流

実
務

研
究

会
2
0
1
5
.4

『
代

理
人

の
た

め
の

面
会

交
流

の
実

務
-
離

婚
の

調
停

・
審

判
か

ら
実

施
に

向
け

た
調

整
・
支

援
ま

で
』

片
山

登
志

子
村

岡
泰

行
民

事
法

研
究

会

仲
真

紀
子

2
0
1
5
.4

子
ど

も
へ

の
司

法
面

接
：
そ

の
背

景
と

展
開

研
修

 8
0
2

3
-
1
4

誌
友

会
事

務
局

研
修

編
集

部

市
川

光
太

郎
2
0
1
5
.4

小
児

救
急

と
虐

待
（
増

大
号

特
集

 小
児

科
医

の
た

め
の

｢小
児

救
急

｣U
P
 D

A
T

E
）

小
児

科
 5

6
-
4

4
4
7
-
4
5
5

金
原

出
版

佐
々

木
大

樹
2
0
1
5
.4

性
加

害
行

動
を

し
た

児
童

へ
の

法
的

必
要

性
に

基
づ

く
支

援
の

実
践

心
理

臨
床

学
研

究
 3

3
-
1

7
0
-
8
0

日
本

心
理

臨
床

学
会

増
沢

高
2
0
1
5
.4

｢所
在

不
明

｣児
童

の
虐

待
死

事
件

か
ら

見
え

て
く

る
も

の
（
特

集
 消

え
た

子
ど

も
･子

ど
も

を
見

失
う

社
会

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
1

1
6
-
2
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

保
坂

亨
2
0
1
5
.4

居
所

不
明

児
童

生
徒

の
実

態
と

学
校

教
育

（
特

集
 消

え
た

子
ど

も
･子

ど
も

を
見

失
う

社
会

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
1

2
8
-
3
3

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

山
田

不
二

子
2
0
1
5
.4

消
え

た
子

ど
も

問
題

の
解

決
に

向
け

た
取

り
組

み
（
特

集
 消

え
た

子
ど

も
･子

ど
も

を
見

失
う

社
会

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
1

3
4
-
3
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

川
並

利
治

2
0
1
5
.4

各
地

の
取

り
組

み
か

ら
学

ぶ
（
4
）
児

童
相

談
所

設
置

市
の

課
題

と
展

望
：
こ

れ
か

ら
設

置
を

目
指

す
自

治
体

へ
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
1

4
4
-
5
0

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

富
田

拓
2
0
1
5
.4

子
ど

も
虐

待
の

｢今
｣（

第
1
7
回

）
非

行
と

虐
待

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

7
-
1

5
1
-
5
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会
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千
田

有
紀

2
0
1
5
.4

文
化

の
中

の
子

ど
も

虐
待

（
2
4
）
関

係
性

と
し

て
の

虐
待

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

7
-
1

5
8
-
6
4

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

2
0
1
5
.4

児
童

虐
待

2
万

8
9
2
3
人

通
告

：
最

悪
更

新
、

1
0
年

前
の

3
0
倍

：
警

察
庁

厚
生

福
祉

 6
1
4
9

1
6

時
事

通
信

社

石
川

結
貴

2
0
1
5
.4

『
ル

ポ
居

所
不

明
児

童
：
消

え
た

子
ど

も
た

ち
（
ち

く
ま

新
書

）
』

筑
摩

書
房

高
橋

信
幸

藤
川

朋
子

秋
武

憲
一

2
0
1
5
.4

『
子

の
親

権
・
監

護
の

実
務

』
青

林
書

院

松
嶋

秀
明

2
0
1
5
.5

児
童

自
立

支
援

施
設

の
実

践
を

通
し

て
「
非

行
」
を

と
ら

え
な

お
す

 :
 発

達
障

害
あ

る
い

は
被

虐
待

経
験

を
も

つ
少

年
に

つ
い

て
の

寮
職

員
の

語
り

 （
特

集
 思

春
期

を
と

ら
え

な
お

す
）

子
ど

も
学

 3
7
3
-
9
1

萌
文

書
林

大
橋

麗
子

2
0
1
5
.5

障
害

児
入

所
施

設
の

看
護

師
が

被
虐

待
児

支
援

で
経

験
す

る
困

難
：
施

設
勤

務
年

数
と

被
虐

待
児

支
援

経
験

と
の

関
連

小
児

保
健

研
究

 7
4
-
3

4
0
5
-
4
1
2

日
本

小
児

保
健

協
会

鈴
木

香
代

子
岡

光
基

子
廣

瀬
た

い
子

ほ
か

2
0
1
5
.5

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

に
お

け
る

子
ど

も
の

虐
待

予
防

の
た

め
の

育
児

支
援

：
看

護
職

に
よ

る
活

動
を

中
心

に
小

児
保

健
研

究
 7

4
-
3

4
4
7
-
4
5
2

日
本

小
児

保
健

協
会

中
板

育
美

2
0
1
5
.5

妊
産

婦
・
乳

幼
児

へ
の

切
れ

目
な

い
子

育
て

支
援

（
特

集
 こ

れ
か

ら
の

小
児

保
健

を
考

え
る

）
小

児
科

 5
6
-
5

6
5
5
-
6
6
2

岩
崎

り
ほ

有
本

梓
蔭

山
正

子
ほ

か

2
0
1
5
.5

児
童

虐
待

予
防

に
お

け
る

保
健

分
野

の
「
保

健
師

の
専

門
的

な
役

割
」
の

明
確

化
：
保

健
師

と
関

係
者

へ
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

に
よ

る
分

析
看

護
研

究
集

録
2
2

1
-
1
2

木
村

看
護

教
育

振
興

富
永

忠
祐

2
0
1
5
.5

『
事

例
で

み
る

親
権

・
監

護
権

を
め

ぐ
る

判
断

基
準

』
富

永
忠

祐
新

日
本

法
規

棚
村

政
行

2
0
1
5
.5

子
ど

も
養

育
支

援
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

の
形

成
に

向
け

て
戸

籍
時

報
 7

2
6

2
3
-
3
2

日
本

加
除

出
版

長
谷

川
京

子
2
0
1
5
.5

子
ど

も
の

利
益

の
視

点
か

ら
裁

判
所

の
面

会
交

流
実

施
政

策
を

考
え

る
：
面

会
を

め
ぐ

る
非

監
護

親
の

権
利

、
面

会
交

流
の

子
ど

も
へ

の
影

響
を

中
心

に
法

の
苑

 6
2

1
9
-
2
5

日
本

加
除

出
版

西
田

志
穂

2
0
1
5
.5

小
児

の
看

護
基

礎
教

育
か

ら
考

え
る

子
ど

も
虐

待
教

育
（
特

集
 子

ど
も

虐
待

の
予

防
･早

期
発

見
：

専
門

職
の

役
割

を
理

解
し

、
看

護
実

践
に

生
か

そ
う

!-
こ

れ
か

ら
の

子
ど

も
虐

待
対

応
：
教

育
・
し

く
み

）
小

児
看

護
 3

8
-
5

5
6
5
-
5
7
2

へ
る

す
出

版

小
橋

孝
介

2
0
1
5
.5

子
ど

も
虐

待
に

お
け

る
連

携
：
病

院
か

ら
地

域
へ

（
特

集
 子

ど
も

虐
待

の
予

防
･早

期
発

見
：
専

門
職

の
役

割
を

理
解

し
、

看
護

実
践

に
生

か
そ

う
!-

こ
れ

か
ら

の
子

ど
も

虐
待

対
応

：
教

育
･し

く
み

）
小

児
看

護
 3

8
-
5

5
7
9
-
5
8
5

へ
る

す
出

版

仙
田

昌
義

2
0
1
5
.5

小
児

科
医

の
立

場
か

ら
み

た
虐

待
の

予
防

と
早

期
発

見
（
特

集
 子

ど
も

虐
待

の
予

防
･早

期
発

見
：

専
門

職
の

役
割

を
理

解
し

、
看

護
実

践
に

生
か

そ
う

!-
専

門
職

の
実

践
場

面
や

役
割

か
ら

学
ぼ

う
）

小
児

看
護

 3
8
-
5

5
9
3
-
5
9
9

へ
る

す
出

版

栗
原

順
子

2
0
1
5
.5

虐
待

を
受

け
た

子
ど

も
に

対
す

る
精

神
看

護
専

門
看

護
師

に
よ

る
退

院
支

援
（
特

集
 子

ど
も

虐
待

の
予

防
･早

期
発

見
：
専

門
職

の
役

割
を

理
解

し
、

看
護

実
践

に
生

か
そ

う
!-

専
門

職
の

実
践

場
面

や
役

割
か

ら
学

ぼ
う

）
小

児
看

護
 3

8
-
5

6
1
4
-
6
2
0

へ
る

す
出

版

加
藤

雅
江

2
0
1
5
.5

子
ど

も
虐

待
予

防
に

対
す

る
M

S
W

に
よ

る
専

門
職

連
携

と
地

域
連

携
（
特

集
 子

ど
も

虐
待

の
予

防
･

早
期

発
見

：
専

門
職

の
役

割
を

理
解

し
、

看
護

実
践

に
生

か
そ

う
!-

専
門

職
の

実
践

場
面

や
役

割
か

ら
学

ぼ
う

）
小

児
看

護
 3

8
-
5

6
2
7
-
6
3
3

へ
る

す
出

版

橋
本

卓
史

2
0
1
5
.5

子
ど

も
虐

待
予

防
に

向
け

た
地

域
で

の
プ

ラ
イ

マ
リ
ケ

ア
医

の
役

割
（
特

集
 子

ど
も

虐
待

の
予

防
・
早

期
発

見
：
専

門
職

の
役

割
を

理
解

し
、

看
護

実
践

に
生

か
そ

う
!-

専
門

職
の

実
践

場
面

や
役

割
か

ら
学

ぼ
う

）
小

児
看

護
 3

8
-
5

6
3
4
-
6
3
6

へ
る

す
出

版

土
屋

ま
ゆ

み
2
0
1
5
.5

周
産

期
看

護
か

ら
取

り
組

む
子

ど
も

虐
待

予
防

と
早

期
発

見
（
特

集
 子

ど
も

虐
待

の
予

防
･早

期
発

見
：
専

門
職

の
役

割
を

理
解

し
、

看
護

実
践

に
生

か
そ

う
!-

専
門

職
の

実
践

場
面

や
役

割
か

ら
学

ぼ
う

）
小

児
看

護
 3

8
-
5

6
3
7
-
6
4
3

へ
る

す
出

版
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氷
上

彩
子

荒
井

博
子

2
0
1
5
.5

心
理

臨
床

的
観

点
か

ら
学

ぶ
周

産
期

の
保

護
者

へ
の

か
か

わ
り

と
子

ど
も

虐
待

予
防

（
特

集
 子

ど
も

虐
待

の
予

防
・
早

期
発

見
：
専

門
職

の
役

割
を

理
解

し
、

看
護

実
践

に
生

か
そ

う
!-

専
門

職
の

実
践

場
面

や
役

割
か

ら
学

ぼ
う

）
9

4
6

-
4

4
6

5
-

8
3 

護
看

児
小

へ
る

す
出

版

2
0
1
5
.6

特
集

 命
を

救
う

：
子

ど
も

虐
待

防
止

最
前

線
と

 
義

正
と

由
自

割
役

の
士

護
弁

6
6
-
6

9
-
3
9

日
本

弁
護

士
連

合
会

小
林

美
智

子
2
0
1
5
.6

児
童

虐
待

防
止

の
2
0
年

と
わ

が
国

の
課

題
（
特

集
 命

を
救

う
：
子

ど
も

虐
待

防
止

最
前

線
と

弁
護

士
の

役
割

）
自

由
と

正
義

 6
6
-
6

9
-
1
6

日
本

弁
護

士
連

合
会

藤
林

武
史

2
0
1
5
.6

児
童

相
談

所
の

現
状

と
虐

待
防

止
最

前
線

（
特

集
 命

を
救

う
：
子

ど
も

の
虐

待
防

止
最

前
線

と
弁

護
士

の
役

割
）

自
由

と
正

義
 6

6
-
6

1
7
-
2
3

日
本

弁
護

士
連

合
会

友
田

明
美

2
0
1
5
.6

児
童

虐
待

に
よ

る
脳

へ
の

傷
と

回
復

へ
の

ア
プ

ロ
ー

チ
（
特

集
 命

を
救

う
：
子

ど
も

虐
待

防
止

最
前

線
と

弁
護

士
の

役
割

）
自

由
と

正
義

 6
6
-
6

2
4
-
3
1

日
本

弁
護

士
連

合
会

藤
田

香
織

2
0
1
5
.6

児
童

虐
待

防
止

法
制

と
弁

護
士

の
役

割
：
そ

し
て

全
国

に
広

が
る

子
ど

も
シ

ェ
ル

タ
ー

（
特

集
 命

を
救

う
：
子

ど
も

虐
待

防
止

最
前

線
と

弁
護

士
の

役
割

）
自

由
と

正
義

 6
6
-
6

3
2
-
3
9

日
本

弁
護

士
連

合
会

山
野

良
一

2
0
1
5
.6

子
ど

も
の

虐
待

と
貧

困
問

題
に

地
域

は
ど

う
取

り
組

む
か

（
特

集
 自

治
体

”
子

ど
も

政
策

”
の

新
展

開
）

い
せ

う
ょ

ぎ
8

2
-

6
2

0
7

1 
ス

ン
ナ

バ
ガ

福
田

雅
章

2
0
1
5
.6

さ
ま

ざ
ま

な
取

り
組

み
 子

ど
も

の
貧

困
、

虐
待

、
そ

の
連

鎖
を

断
つ

た
め

の
 

護
養

童
児

み
組

り
取

3
4

-
0

4
1

-
6

4
全

国
社

会
福

祉
協

議
会

全
国

児
童

養
護

施
設

協
議

会

小
野

一
光

2
0
1
5
.6

肉
薄

ノ
ン

フ
ィ

ク
シ

ョ
ン

 人
が

人
を

殺
す

「
そ

の
理

由
」
殺

人
犯

と
の

対
話

（
1
5
回

）
C

A
S
6
 下

村
早

苗
大

阪
二

児
虐

待
死

事
件

（
後

編
）

週
刊

文
春

 5
7
-
2
1

4
0
-
4
3

文
藝

春
秋

2
0
1
5
.6

『
未

成
年

後
見

の
実

務
-
専

門
職

後
見

人
の

立
場

か
ら

』
日

本
司

法
書

士
会

連
合

会
民

事
法

研
究

会

齋
藤

由
起

2
0
1
5
.6

共
同

親
権

に
お

け
る

財
産

管
理

水
野

紀
子

窪
田

充
見

『
財

産
管

理
の

理
論

と
実

務
』

1
6
7
-
1
8
7

日
本

加
除

出
版

岩
志

和
一

郎
2
0
1
5
.6

未
成

年
後

見
人

に
よ

る
財

産
管

理
―

2
0
1
1
年

改
正

を
踏

ま
え

て
水

野
紀

子
窪

田
充

見
『
財

産
管

理
の

理
論

と
実

務
』

1
8
9
-
2
1
2

日
本

加
除

出
版

冷
水

登
紀

子
2
0
1
5
.6

親
族

に
よ

る
財

産
管

理
と

法
的

地
位

水
野

紀
子

窪
田

充
見

『
財

産
管

理
の

理
論

と
実

務
』

2
7
3
-
2
9
6

日
本

加
除

出
版

多
田

宏
治

2
0
1
5
.6

親
族

後
見

人
に

対
す

る
監

督
と

支
援

水
野

紀
子

窪
田

充
見

『
財

産
管

理
の

理
論

と
実

務
』

4
6
7
-
4
8
9

日
本

加
除

出
版

横
田

光
平

2
0
1
5
.6

行
政

過
程

へ
の

司
法

関
与

同
志

社
法

学
 3

7
5

4
4
9
-
4
7
3

同
志

社
法

学
会

店
書

石
明

3
3

-
4

8 
祉

福
と

も
ど

子
助

援
談

相
と

応
対

待
虐

－
！

い
な

危
が

場
現

祉
福

、
ま

い
　

集
特

7.
5

1
0

2

店
書

石
明

7
-

5
8 

祉
福

と
も

ど
子

）
助

援
談

相
と

応
対

待
虐

：!
い

な
危

が
場

現
祉

福
、

ま
い 

集
特

（
て

っ
た

あ
に

集
特

7.
5

1
0

2
一

良
野

山

店
書

石
明

5
2

-
8

8 
祉

福
と

も
ど

子
）

助
援

談
相

と
応

対
待

虐
：!

い
な

危
が

場
現

祉
福

、
ま

い 
集

特
（

例
事 

所
談

相
童

児
7.

5
1

0
2

石
橋

勝
美

2
0
1
5
.7

虐
待

対
応

で
失

っ
た

も
の

：
児

童
相

談
所

は
ど

こ
へ

い
く

の
か

（
特

集
 い

ま
、

福
祉

現
場

が
危

な
い

!：
虐

待
対

応
と

相
談

援
助

）
店

書
石

明
1

1
-

0
1

8 
祉

福
と

も
ど

子

二
宮

直
樹

2
0
1
5
.7

ま
と

め
 福

祉
現

場
の

危
機

と
職

員
へ

の
期

待
（
特

集
 い

ま
、

福
祉

現
場

が
危

な
い

!：
虐

待
対

応
と

相
談

援
助

）
店

書
石

明
3

3
-

0
3

8 
祉

福
と

も
ど

子

武
藤

素
明

2
0
1
5
.7

社
会

的
養

護
の

制
度

を
め

ぐ
る

動
向

と
今

求
め

ら
れ

て
い

る
課

題
：
職

員
配

置
基

準
の

改
定

、
家

庭
的

養
護

推
進

計
画

及
び

都
道

府
県

推
進

計
画

、
被

措
置

児
童

等
虐

待
対

応
、

第
三

者
評

価
等

を
め

ぐ
っ

て
店

書
石

明
2

8
-

3
7

8 
祉

福
と

も
ど

子

佐
藤

隆
司

2
0
1
5
.7

児
童

虐
待

対
策

の
動

向
と

課
題

店
書

石
明

8
8

-
3

8
8 

祉
福

と
も

ど
子

店
書

石
明

1
1

1
-

9
0

1
8 

祉
福

と
も

ど
子

接
面

法
司

と
ー

タ
ル

ェ
シ

の
も

ど
子

7.
5

1
0

2
子

順
場

一

本
日

全
7

7
-

2
7

8
2 

タ
ス

リ
ク

オ
=atsil

uc
O

）
点

意
注

と
ツ

コ
の

療
診

科
眼

児
小 

集
特

（
害

障
力

視
性

因
心

と
待

虐
7.

5
1

0
2

合
百

山
中

病
院

出
版

会

大
谷

美
紀

子
2
0
1
5
.7

2
0
1
4
年

ハ
ー

グ
条

約
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
の

概
要

と
日

本
に

お
け

る
今

後
の

実
務

（
特

集
 ハ

ー
グ

条
約

実
施

法
の

実
務

と
課

題
）

家
庭

の
法

と
裁

判
 2

3
2
-
3
8

日
本

加
除

出
版

佐
藤

隆
幸

2
0
1
5
.7

第
5
回

ロ
ー

エ
イ

シ
ア

家
族

法
と

子
ど

も
の

権
利

に
関

す
る

国
際

会
議

に
お

け
る

面
会

交
流

及
び

調
停

を
テ

ー
マ

と
し

た
各

セ
ッ

シ
ョ
ン

の
概

要
報

告
：
家

族
法

を
め

ぐ
る

諸
問

題
の

国
際

相
互

理
解

の
促

進
・
深

化
に

向
け

た
実

践
の

一
例

と
し

て
（
特

集
 ハ

ー
グ

条
約

実
施

法
の

実
務

と
課

題
）

家
庭

の
法

と
裁

判
 2

3
9
-
4
5

日
本

加
除

出
版

0
2

1
-

4
5

4 
ル

ナ
ー

ャ
ジ

法
事

刑
究

研
的

法
較

比
の

定
規

罪
犯

性 
集

特
8.

5
1

0
2

山
下

浩
2
0
1
5
.8

心
の

病
を

も
つ

親
と

子
ど

も
の

虐
待

（
特

集
 親

が
心

の
病

を
も

つ
子

ど
も

へ
の

ケ
ア

）
教

育
と

医
学

 6
3
-
8

7
0
5
-
7
1
3

慶
應

義
塾

大
学

出
版

会
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大
西

良
2
0
1
5
.8

民
生

委
員

・
児

童
委

員
の

子
育

て
支

援
に

関
す

る
意

識
調

査
：
児

童
虐

待
問

題
に

関
す

る
調

査
を

中
心

に
福

岡
県

社
会

福
祉

会
研

究
誌

 8
1
3
-
2
3

福
岡

県
社

会
福

祉
会

加
藤

洋
子

2
0
1
5
.8

児
童

虐
待

問
題

を
抱

え
る

家
族

の
特

徴
に

関
す

る
研

究
：
児

童
相

談
所

の
虐

待
実

態
調

査
に

関
す

る
ク

ラ
ス

タ
分

析
比

較
を

通
し

て
厚

生
の

指
標

 6
2
-
8

3
5
-
4
1

厚
生

労
働

統
計

協
会

篠
原

拓
也

2
0
1
5
.8

児
童

相
談

所
の

権
限

行
使

に
対

す
る

抑
止

力
確

保
の

必
要

性
：
C

o
n
ve

n
it
io

n
 o

n
 t

h
e 

R
ig

h
ts

 o
f

th
e 

C
h
ild

, 
A

rt
ic

le
 9

.1
に

照
ら

し
て

社
会

福
祉

学
 5

6
-
2

3
8
-
4
8

一
般

社
団

法
人

日
本

社
会

福
祉

学
会

秋
元

義
弘

2
0
1
5
.8

虐
待

リ
ス

ク
?
 産

後
入

院
中

、
ス

マ
ホ

ば
か

り
触

っ
て

い
て

赤
ち

ゃ
ん

に
無

関
心

に
見

え
る

夫
婦

（
特

集
 以

上
じ

ゃ
な

い
け

ど
何

か
気

に
な

る
夫

婦
 妊

娠
検

診
・
病

棟
で

の
”
あ

っ
た

ら
知

り
た

い
”
グ

レ
ー

ゾ
ー

ン
へ

の
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

秘
策

）
ペ

リ
ネ

イ
タ

ル
ケ

ア
 3

4
-
8

7
8
6
-
7
8
8

メ
デ

ィ
カ

出
版

岡
宏

森
川

展
男

1
-

5
9

1
-

4 
要

紀
部

学
会

社
合

総
学

大
畿

近
言

提
一

た
け

向
に

防
予

：
て

い
つ

に
罪

犯
ー

バ
イ

サ
の

て
し

と
因

要
る

す
成

構
を

」
待

虐
童

児
「

8.
5

1
0

2
0
5

近
畿

大
学

総
合

社
会

学
部

勝
田

美
穂

2
0
1
5
.8

児
童

虐
待

防
止

法
の

立
法

過
程

：
唱

道
連

携
モ

デ
ル

か
ら

 
集

論
学

大
済

経
阜

岐
析

分
の

4
9
-
1

1
-
2
0

岐
阜

経
済

大
学

学
会

安
部

計
彦

2
0
1
5
.8

ネ
グ

レ
ク

ト
事

例
に

お
け

る
検

診
未

受
診

の
意

味
（
人

間
科

学
部

1
0

集
論

学
科

間
人

学
大

院
学

南
西

）
号

念
記

年
周

1
1
-
1

8
3
-
9
9

西
南

学
院

大
学

学
術

研
究

所

中
村

直
樹

2
0
1
5
.8

学
校

に
お

け
る

児
童

虐
待

の
対

応
と

課
題

：
教

員
の

虐
待

対
応

事
例

の
分

析
を

通
し

て
北

海
道

教
育

大
学

紀
要

.人
文

科
学

・
社

会
科

学
編

 6
6
-
1

1
-
1
1

北
海

道
教

育
大

学

三
輪

和
宏

2
0
1
5
.8

フ
ラ

ン
ス

に
お

け
る

児
童

虐
待

防
止

制
度

レ
フ

ァ
レ

ン
ス

 6
5
-
8

8
1
-
1
0
8

国
立

国
会

図
書

館
調

査
及

び
立

法
考

査
局

梶
村

太
市

2
0
1
5
.8

面
会

交
流

の
実

体
法

上
・
手

続
法

上
の

諸
問

題
（
子

ど
も

中
心

の
面

会
交

流
論

（
原

則
的

実
施

論
批

）
）

判
例

時
報

 2
2
6
0

4
-
1
0

判
例

時
報

社

長
谷

川
京

子
2
0
1
5
.8

子
ど

も
の

監
護

と
離

別
後

別
居

親
の

関
わ

り
（
子

ど
も

中
心

の
面

会
交

流
論

（
原

則
的

実
施

論
批

判
）
）

判
例

時
報

 2
2
6
0

1
1
-
1
8

判
例

時
報

社

二
宮

周
平

2
0
1
5
.8

家
族

法
と

戸
籍

を
考

え
る

（
4
4
）
面

会
交

流
の

意
義

と
版

出
除

加
本

日
9

-
2

9
2

7 
報

時
籍

戸
み

組
取

な
た

新
の

援
支

鈴
木

博
人

2
0
1
5
.8

契
約

型
養

子
法

の
比

較
法

的
考

察
（
廣

瀬
克

巨
先

生
追

悼
論

文
集

）
法

学
新

報
 1

2
2
-
1
・
2

5
2
7
-
5
5
7

中
央

大
学

法
学

会

武
見

敬
太

郎
2
0
1
5
.8

養
子

縁
組

の
届

出
に

関
す

る
取

扱
い

に
つ

い
て

の
通

達
等

の
実

施
状

況
及

び
留

意
点

：
市

区
町

村
長

の
審

査
権

と
縁

組
意

思
の

意
義

と
の

関
連

を
中

心
に

ン
ハ

イ
テ

2
3

-
1

5
1

9 
籍

戸

岩
原

香
織

都
築

民
幸

2
0
1
5
.8

子
ど

も
マ

ル
ト
リ
ー

ト
メ

ン
ト
と

歯
科

衛
生

士
の

か
か

わ
り

を
考

え
る

（
特

集
　

子
ど

も
虐

待
：
歯

科
医

院
で

求
め

ら
れ

る
気

づ
き

と
支

援
）

社
ド

ン
モ

ヤ
イ

ダ
ル

タ
ン

デ
7

7
-

4
7

8
-

9 elyts 
H

D

2
0
1
5
.9

特
集

 児
童

虐
待

の
現

状
と

回
復

へ
の

取
組

：
防

止
法

施
行

1
5
年

を
迎

い
せ

う
ょ

ぎ
2

5
-

4
9

-
8

6 
ば

ろ
ひ

の
律

法
て

え

磯
谷

文
明

2
0
1
5
.9

児
童

虐
待

の
現

状
と

虐
待

防
止

法
制

の
展

開
（
特

集
 児

童
虐

待
の

現
状

と
回

復
へ

の
取

組
：
防

止
法

施
行

1
5
年

を
迎

え
て

）
法

律
の

ひ
ろ

ば
 6

8
-
9

4
-
1
5

ぎ
ょ

う
せ

い

石
井

芳
明

依
田

吉
人

2
0
1
5
.9

親
権

制
限

事
件

の
運

用
状

況
（
特

集
 児

童
虐

待
の

現
状

と
回

復
へ

の
取

組
：
防

止
法

施
行

1
5
年

を
迎

え
て

）
法

律
の

ひ
ろ

ば
 6

8
-
9

1
6
-
2
3

ぎ
ょ

う
せ

い

藤
田

香
織

2
0
1
5
.9

児
童

虐
待

問
題

に
対

す
る

弁
護

士
の

取
組

（
特

集
 児

童
虐

待
の

現
状

と
回

復
へ

の
取

組
：
防

止
法

施
行

1
5
年

を
迎

え
て

）
法

律
の

ひ
ろ

ば
 6

8
-
9

2
4
-
3
1

ぎ
ょ

う
せ

い

藤
田

恭
介

2
0
1
5
.9

虐
待

を
受

け
た

子
ど

も
の

状
況

と
子

ど
も

へ
の

支
援

（
特

集
 児

童
虐

待
の

現
状

と
回

復
へ

の
取

組
：

防
止

法
施

行
1
5
年

を
迎

え
て

）
法

律
の

ひ
ろ

ば
 6

8
-
9

3
2
-
4
0

ぎ
ょ

う
せ

い

川
崎

二
三

彦
2
0
1
5
.9

家
族

の
回

復
に

向
け

た
取

組
（
特

集
 児

童
虐

待
の

現
状

と
回

復
へ

の
取

組
：
防

止
法

施
行

1
5
年

を
迎

え
て

）
法

律
の

ひ
ろ

ば
 6

8
-
9

4
1
-
4
6

ぎ
ょ

う
せ

い

中
板

育
美

2
0
1
5
.9

虐
待

防
止

・
早

期
発

見
の

た
め

の
取

組
：
困

難
を

抱
え

る
親

へ
の

支
援

（
特

集
 児

童
虐

待
の

現
状

と
回

復
へ

の
取

組
：
防

止
法

施
行

1
5
年

を
迎

え
て

）
法

律
の

ひ
ろ

ば
 6

8
-
9

4
7
-
5
2

ぎ
ょ

う
せ

い

広
沢

広
一

2
0
1
5
.9

子
ど

も
の

年
齢

と
法

（
3
）

法
学

雑
誌

 6
1
-
3

8
1
0
-
7
8
8

大
阪

市
立

大
学

法
学

会

鶴
岡

裕
晃

2
0
1
5
.9

児
童

相
談

所
に

お
け

る
当

事
者

参
画

へ
の

取
り

組
み

（
特

集
 こ

れ
か

ら
の

児
童

養
護

施
設

 家
族

と
の

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

）
1

1
-

8
2

-
6

4 
護

養
童

児
全

国
社

会
福

祉
協

議
会

全
国

児
童

養
護

施
設

協
議

会

団
財

立
日

5
1

-
1

1
0

8
1 

行
非

と
罪

犯
練

訓
と

発
開

の
法

接
面

法
司

：
か

く
聴

を
話

う
ど

ら
か

も
ど

子
9.

5
1

0
2

子
紀

真
仲

所
究

研
合

総
員

職
所

判
裁

5
3

-
1

0
2 

要
紀

究
研

官
査

調
裁

家
に

考
参

を
接

面
法

司
：

法
技

接
面

る
す

資
に

査
調

の
子

9.
5

1
0

2
子

紀
真

仲
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社
報

新
事

医
本

日
7

1
0

7
7

4 
報

新
事

医
本

日
）

学
医

待
虐

の
め

た
の

家
医

地
実 

集
特

（
拠

根
の

そ
と

応
対

の
待

虐
の

も
ど

子
9.

5
1

0
2

子
紀

眞
山

奥

9
2

-
3

2
0

7
7

4 
報

新
事

医
本

日
）

学
医

待
虐

の
め

た
の

家
医

地
実 

集
特

（
ト

ン
イ

ポ
の

見
発

期
早

待
虐

る
け

お
に

療
診

常
日

9.
5

1
0

2
子

二
不

田
山

日
本

医
事

新
報

社

社
信

通
事

時
3

2
6

4
4

6 
育

教
外

内
い

扱
の

」
欠

出
「

の
児

護
保

時
一 

と
・

る
・

か
・

ら
・

あ
規

法
育

教
9.

5
1

0
2

茂
木

健
司

2
0
1
5
.9

子
ど

も
の

「
居

場
所

」
と

し
て

の
一

時
保

護
所

を
考

え
る

：
入

所
児

童
の

特
性

と
生

活
環

境
と

し
て

の
建

物
を

考
え

る
（
特

集
 子

ど
も

の
居

場
処

を
護

る
）

建
築

と
ま

ち
づ

く
り

 4
4
4

1
2
-
1
7

新
建

築
家

技
術

者
集

団

茂
木

健
司

和
田

一
郎

鈴
木

勲
ほ

か

築
建

新
3

2
-

8
1

4
4

4 
り

く
づ

ち
ま

と
築

建
）

る
護

を
処

場
居

の
も

ど
子 

集
特

（
際

実
の

所
場

居
の

も
ど

子
る

み
に

所
護

保
時

一 
会

談
座

9.
5

1
0

2
家

技
術

者
集

団

大
村

敦
志

横
田

光
平

久
保

野
恵

美
子

2
0
1
5
.9

『
子

ど
も

法
』

有
斐

閣

2
0
1
5
.9

『
一

問
一

答
 国

際
的

な
子

の
連

れ
去

り
へ

の
制

度
的

対
応

-
ハ

ー
グ

条
約

及
び

関
連

法
規

の
解

説
』

務
法

事
商

修
子

金

松
本

克
美

村
本

邦
子

ほ
か

2
0
1
5
.1

0
児

童
期

の
性

的
虐

待
被

害
と

そ
の

回
復

を
め

ぐ
る

法
と

心
理

 （
法

と
心

理
学

会
第

1
5
回

大
会

 ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
）

法
と

心
理

 1
5
-
1

8
4
-
8
9

日
本

評
論

社

松
本

克
美

2
0
1
5
.1

0
児

童
期

の
性

的
虐

待
被

害
に

起
因

す
る

P
T

S
D

等
の

発
症

に
対

す
る

損
害

賠
償

請
求

権
の

時
効

・
除

斥
期

間
 :

 釧
路

P
T

S
D

等
事

件
控

訴
審

判
決

（
札

幌
高

裁
平

成
2
6
.9

.2
5
判

決
）

法
律

時
報

 8
7
-
1
1

1
6
5
-
1
6
8

日
本

評
論

社

特
集

　
子

ど
も

虐
待

の
諸

相
児

童
心

理
 6

9
-
1
5

3
7
-
1
5
1

金
子

書
房

青
葉

絋
宇

2
0
1
5
.1

0
虐

待
発

見
に

お
け

る
児

童
相

談
所

の
役

割
（
子

ど
も

虐
待

の
諸

相
）
--

（
虐

待
を

受
け

た
子

ど
も

の
発

見
、

保
護

、
治

療
と

回
復

の
た

め
の

支
援

；
虐

待
の

発
見

）
児

童
心

理
 6

9
-
1
5

9
2
-
9
7

金
子

書
房

栁
沼

恵
美

2
0
1
5
.1

0
東

京
の

一
時

保
護

所
の

現
状

と
役

割
・
機

能
に

つ
い

て
（
子

ど
も

虐
待

の
諸

相
）
--

（
虐

待
を

受
け

た
子

ど
も

の
発

見
、

保
護

、
治

療
と

回
復

の
た

め
の

支
援

；
虐

待
を

受
け

た
子

ど
も

の
育

つ
場

所
）

児
童

心
理

 6
9
-
1
5

1
1
6
-
1
2
1

金
子

書
房

磯
谷

文
明

2
0
1
5
.1

0
「
親

権
の

壁
」
の

今
（
子

ど
も

虐
待

の
諸

相
）
--

（
虐

待
を

受
け

た
子

ど
も

の
発

見
、

保
護

、
治

療
と

回
復

の
た

め
の

支
援

；
虐

待
を

受
け

た
子

ど
も

の
育

つ
場

所
）

児
童

心
理

 6
9
-
1
5

1
3
2
-
1
3
7

金
子

書
房

石
田

祥
代

2
0
1
5
.1

0
北

欧
の

子
ど

も
虐

待
の

現
状

と
対

応
（
子

ど
も

虐
待

の
諸

相
）

児
童

心
理

 6
9
-
1
5

1
3
8
-
1
4
4

金
子

書
房

加
藤

曜
子

2
0
1
5
.1

0
ア

メ
リ
カ

・
英

国
に

お
け

る
児

童
虐

待
へ

の
対

応
：
ネ

グ
レ

ク
ト
を

中
心

に
（
子

ど
も

 
理

心
童

児
）

相
諸

の
待

虐
6
9
-
1
5

1
4
5
-
1
5
1

金
子

書
房

幸
崎

若
菜

2
0
1
5
.1

0
D

V
・
虐

待
の

問
題

を
抱

え
た

妊
婦

へ
の

支
援

 （
特

集
 「

特
定

妊
婦

」
に

ど
う

か
か

わ
る

?
 :

 助
産

師
が

で
き

る
支

援
と

は
）
 -

-
 （

助
産

師
に

よ
る

支
援

の
事

例
か

ら
）

助
産

雑
誌

 6
9
-
1
0

8
1
4
-
8
1
8

医
学

書
院

宮
本

信
也

2
0
1
5
.1

0
0
日

、
0
か

月
児

の
虐

待
死

予
防

の
た

め
の

妊
娠

期
・
周

産
期

の
課

題
 （

特
集

 「
特

定
妊

婦
」
に

ど
う

か
か

わ
る

?
 :

 助
産

師
が

で
き

る
支

援
と

は
）

助
産

雑
誌

 6
9
-
1
0

8
3
4
-
8
3
8

医
学

書
院 店

書
石

明
6

9
-

1
9

0
1 

も
ど

子
と

親
里

）
ト

ン
メ

ジ
ネ

マ
ス

ー
ケ

の
育

養
親

里 
集

特
（ 

後
今

と
状

現
の

所
談

相
童

児
0

1.
5

1
0

2
剛

井
金

P
ai

s 
M

ar
ta

 S
an

to
s

2
0
1
5
.1

0
基

調
講

演
 子

ど
も

へ
の

暴
力

の
な

い
世

界
を

め
ざ

し
て

 （
特

集
 子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

名
古

屋
2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

1
2
4
-
1
3
3

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

小
林

美
智

子
2
0
1
5
.1

0
基

調
講

演
 過

去
か

ら
学

び
、

未
来

に
向

け
て

行
動

し
よ

う
 :

 虐
待

さ
れ

た
子

ど
も

と
親

を
ケ

ア
す

る
社

会
に

向
け

て
 （

特
集

 子
ど

も
虐

待
防

止
世

界
会

議
名

古
屋

2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

1
4
2
-
1
5
2

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

柳
川

 敏
彦

N
ew

el
l 
P
et

er
田

沢
 茂

之
2
0
1
5
.1

0
体

罰
防

止
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 子

ど
も

へ
の

暴
力

・
虐

待
防

止
の

た
め

の
体

罰
の

根
絶

を
目

指
し

て
 （

特
集

 子
ど

も
虐

待
防

止
世

界
会

議
名

古
屋

2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

1
8
6
−

1
9
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

F
o
x 

N
at

h
an

 A
.

N
el

so
n
 C

h
ar

le
s 

A
.

Z
ea

n
ah

 C
h
ar

le
s 

H
.

2
0
1
5
.1

0
ポ

ン
サ

ー
ド

・
セ

ッ
シ

ョ
ン

 乳
幼

児
期

の
心

理
社

会
的

剥
奪

と
施

設
養

育
が

も
た

ら
す

子
ど

も
の

発
達

へ
の

影
響

 :
 ブ

カ
レ

ス
ト
早

期
介

入
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
か

ら
の

教
訓

 （
特

集
 子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

名
古

屋
2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

1
9
6
-
2
0
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

S
an

d
er

s 
M

at
th

ew
 R

.
K

ir
b
y 

Ja
m

es
大

河
内

 美
和

2
0
1
5
.1

0
ス

ポ
ン

サ
ー

ド
・
セ

ッ
シ

ョ
ン

 ト
リ
プ

ル
P
 :

 エ
ビ

デ
ン

ス
に

基
づ

く
子

育
て

・
家

族
介

入
の

イ
ン

パ
ク

ト
を

促
進

す
る

 （
特

集
 子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

名
古

屋
2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

2
0
6
-
2
1
4

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

岩
佐

嘉
彦

濱
田

雄
久

2
0
1
5
.1

0
ス

ポ
ン

サ
ー

ド
・
セ

ッ
シ

ョ
ン

 子
ど

も
の

虐
待

防
止

の
法

制
度

と
弁

護
士

の
役

割
 :

 国
際

比
較

の
視

点
か

ら
 （

特
集

 子
ど

も
虐

待
防

止
世

界
会

議
名

古
屋

2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

2
1
5
-
2
2
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会
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青
木

義
匡

山
本

朝
美

海
田

泰
隆

ほ
か

2
0
1
5
.1

0
ス

ポ
ン

サ
ー

ド
・
セ

ッ
シ

ョ
ン

 傷
つ

い
た

子
ど

も
の

育
ち

と
回

復
の

た
め

に
 :

 海
外

研
修

で
の

学
び

を
活

か
し

た
施

設
に

お
け

る
治

療
的

ケ
ア

の
取

り
組

み
 （

特
集

 子
ど

も
虐

待
防

止
世

界
会

議
名

古
屋

2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

2
2
2
-
2
2
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

金
吉

晴
林

み
づ

穂
太

田
美

智
子

ほ
か

2
0
1
5
.1

0
ス

ポ
ン

サ
ー

ド
・
セ

ッ
シ

ョ
ン

 災
害

時
に

お
け

る
「
子

ど
も

に
や

さ
し

い
空

間
」
支

援
の

意
義

と
可

能
性

: 
東

日
本

大
震

災
支

援
活

動
に

お
け

る
試

み
か

ら
考

え
る

 （
特

集
 子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

名
古

屋
2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

2
3
0
-
2
3
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

西
澤

哲
加

賀
美

尤
祥

A
n
gl

in
 J

am
es

 P
.

ほ
か

2
0
1
5
.1

0
ス

ポ
ン

サ
ー

ド
・
セ

ッ
シ

ョ
ン

 虐
待

を
受

け
た

子
ど

も
に

対
す

る
施

設
養

育
の

あ
り

方
 :

 社
会

的
養

護
に

お
け

る
協

働
を

目
指

し
て

 （
特

集
 子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

名
古

屋
2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

2
3
8
-
2
5
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

B
is

se
ll 

S
u
sa

n
坂

元
章

竹
内

和
雄

2
0
1
5
.1

0
ス

ポ
ン

サ
ー

ド
・
セ

ッ
シ

ョ
ン

 イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
上

の
子

ど
も

へ
の

暴
力

 :
 私

た
ち

は
い

か
に

し
て

ネ
ッ

ト
上

で
子

ど
も

た
ち

を
守

る
か

 （
特

集
 子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

名
古

屋
2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

2
6
7
-
2
7
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

F
in

ke
l 
M

ar
ti
n
 A

.
2
0
1
5
.1

0
マ

ス
タ

ー
・
ク

ラ
ス

 子
ど

も
が

性
的

虐
待

の
被

害
を

受
け

た
と

の
疑

い
が

持
た

れ
た

場
合

の
、

医
学

的
評

価
の

診
断

的
・
治

療
的

価
値

を
確

か
な

も
の

に
す

る
た

め
の

ア
プ

ロ
ー

チ
 （

特
集

 子
ど

も
虐

待
防

止
世

界
会

議
名

古
屋

2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
2

2
7
2
-
2
8
4

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

村
上

正
子

安
西

明
子

上
原

裕
之

内
田

義
厚

2
0
1
5
.1

0
『
手

続
か

ら
み

た
子

の
引

渡
し

・
面

会
交

流
』

弘
文

堂

札
幌

家
事

調
停

協
会

2
0
1
5
.1

0
監

護
親

の
再

婚
と

面
会

交
流

 :
 再

婚
家

庭
の

安
定

と
面

会
交

流
の

両
立

を
目

指
し

て
ケ

ー
ス

研
究

 3
2
4

1
2
3
-
1
6
5

日
本

調
停

協
会

連
合

会

床
谷

文
雄

2
0
1
5
.1

0
養

子
法

の
提

案
（
特

集
 家

族
法

改
正

研
究

会
第

9
回

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

「
養

子
法

の
検

討
」
）

戸
籍

時
報

 7
3
1

1
1
-
2
4

日
本

加
除

出
版

裁
判

所
職

員
総

合
研

修
所

2
0
1
5
.1

0
『
配

偶
者

暴
力

等
に

関
す

る
保

護
命

令
事

件
に

お
け

る
書

記
官

事
務

の
研

究
-
裁

判
所

書
記

官
実

務
研

究
報

告
書

（
補

訂
版

）
』

司
法

協
会

保
条

成
宏

2
0
1
5
.1

1
子

ど
も

の
医

療
ネ

グ
レ

ク
ト
と

一
時

保
護

に
よ

る
対

応
 :

 刑
法

・
民

法
・
児

童
福

祉
法

の
協

働
に

よ
る

「
総

合
的

医
事

法
」
の

観
点

に
立

脚
し

て
 （

石
川

一
三

夫
・
平

川
宗

信
教

授
退

職
記

念
号

）
中

京
法

学
 4

9
-
3
・
4

2
2
3
-
3
1
0

中
京

大
学

法
学

会

2
0
1
5
.1

1
『
平

成
2
7
 年

度
先

駆
的

ケ
ア

策
定

・
検

証
調

査
事

業
　

フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー

ム
の

養
育

実
態

に
関

す
る

調
査

研
究

報
告

書
』

み
ず

ほ
情

報
総

研
株

式
会

社

長
谷

川
京

子
2
0
1
5
.1

1
面

会
交

流
原

則
実

施
に

よ
り

、
D

V
虐

待
の

被
害

親
子

に
起

こ
る

こ
と

戸
籍

情
報

 7
3
3

1
6
-
2
3

日
本

加
除

出
版

杉
本

昌
子

横
山

美
江

2
0
1
5
.1

1
父

親
の

虐
待

的
子

育
て

に
関

連
す

る
要

因
の

検
討

小
児

保
健

研
究

 7
4
-
6

9
2
2
-
9
2
9

日
本

小
児

保
健

協
会

広
沢

広
一

2
0
1
5
.1

1
子

ど
も

の
年

齢
と

法
（
4
）

法
学

雑
誌

 6
1
-
4

1
0
2
8
-
1
0
1
4

大
阪

市
立

大
学

法
学

会

小
野

聡
枝

山
田

不
二

子
2
0
1
5
.1

2
神

奈
川

県
内

の
医

療
機

関
お

よ
び

行
政

に
お

け
る

乳
幼

児
揺

さ
ぶ

ら
れ

症
候

群
（
S
B

S
）
予

防
教

育
の

取
り

組
み

に
関

す
る

実
施

状
況

調
査

結
果

 （
特

集
　

虐
待

に
よ

る
乳

幼
児

頭
部

外
傷

（
A

H
T

）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
1

4
3
-
5
0

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

緒
方

康
介

2
0
1
5
.1

2
虐

待
の

被
害

児
に

対
す

る
加

害
親

の
過

剰
期

待
―

保
護

者
に

よ
る

社
会

生
活

能
力

の
評

定
と

子
ど

も
の

知
能

検
査

結
果

と
の

乖
離

―
犯

罪
心

理
学

研
究

 5
3
-
2

1
7
-
2
7

日
本

犯
罪

心
理

学
会

佐
藤

元
治

2
0
1
5
.1

2
刑

事
司

法
の

入
口

段
階

で
の

再
犯

防
止

・
社

会
復

帰
支

援
策

に
お

け
る

訴
訟

法
上

の
問

題
に

つ
い

て
龍

谷
大

学
矯

正
・
保

護
総

合
セ

ン
タ

ー
研

究
年

報
 5

1
0
7
-
1
1
9

龍
谷

大
学

矯
正

・
保

護
総

合
セ

ン
タ

ー

根
岸

弓
2
0
1
5
.1

2
児

童
虐

待
対

応
制

度
の

評
価

指
標

の
構

築
と

経
験

的
適

用
の

国
際

比
較

か
ら

み
る

日
本

の
制

度
的

特
徴

社
会

福
祉

学
 5

6
-
3

2
9
-
4
3

日
本

社
会

福
祉

学
会

N
H

K
ス

ペ
シ

ャ
ル

「
消

え
た

子
ど

も
た

ち
」
取

2
0
1
5
.1

2
『
ル

ポ
消

え
た

子
ど

も
た

ち
：
虐

待
・
監

禁
の

深
層

に
迫

る
（
N

H
K

出
版

新
書

）
』

N
H

K
出

版

山
口

和
良

2
0
1
6

児
童

虐
待

に
対

応
す

る
「
校

内
連

携
」
と

「
教

育
委

員
会

の
支

援
」
 （

特
集

 学
校

は
児

童
虐

待
に

ど
う

対
応

す
れ

ば
よ

い
か

）
日

本
健

康
相

談
活

動
学

会
誌

 1
1
-
1
）

5
-
8

日
本

健
康

相
談

活
動

学
会

野
津

牧
2
0
1
6

児
童

福
祉

施
設

内
虐

待
の

現
状

と
課

題
名

古
屋

短
期

大
学

研
究

紀
要

 5
4

1
1
3
-
1
2
1

名
古

屋
短

期
大

学

齋
藤

夕
子

大
熊

陽
子

大
屋

成
子

平
林

義
弘

黒
田

眞
理

子

2
0
1
6

産
後

児
童

虐
待

の
可

能
性

の
高

い
と

保
健

師
が

判
断

し
た

特
定

妊
婦

の
特

徴
と

そ
の

関
連

要
因

の
解

明
日

本
公

衆
衛

生
看

護
学

会
誌

 5
-
1

6
6
-
7
4

一
般

財
団

法
人

 日
本

公
衆

衛
生

看
護

学
会
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笠
原

麻
里

2
0
1
6

生
殖

医
療

後
の

子
育

て
に

お
け

る
子

ど
も

虐
待

の
リ
ス

ク
心

身
医

学
 5

6
-
7

7
1
2
-
7
1
7

一
般

財
団

法
人

 日
本

心
身

医
学

学
会

沢
崎

俊
之

2
0
1
6

児
童

虐
待

防
止

に
資

す
る

要
因

の
探

究
の

試
み

 :
 「

心
の

つ
ぶ

や
き

」
の

カ
テ

ゴ
リ
ー

分
け

の
資

料
か

ら
埼

玉
大

学
教

育
学

部
教

育
実

践
総

合
セ

ン
タ

ー
紀

要
 1

5
8
5
-
9
0

埼
玉

大
学

教
育

学
部

二
見

清
一

西
村

洋
子

2
0
1
6

現
場

レ
ポ

ー
ト
 激

増
す

る
児

童
虐

待
 :

 子
ど

も
家

庭
相

談
を

め
ぐ

る
動

向
と

児
童

相
談

所
・
市

町
村

の
現

状
と

課
題

季
刊

自
治

と
分

権
 6

4
8
6
-
9
4

大
月

書
店

2
0
1
6

判
決

紹
介

 性
的

虐
待

行
為

に
よ

り
、

精
神

障
害

（
う

つ
病

）
を

発
症

し
た

事
例

に
つ

い
て

、
除

斥
期

間
の

起
算

点
は

う
つ

病
を

発
症

し
た

時
で

あ
る

と
し

て
、

除
斥

期
間

の
経

過
を

認
め

な
か

っ
た

事
例

[札
幌

高
裁

平
成

2
6
.9

.2
5
判

決
]

年
報

医
事

法
学

 3
1

1
5
1
-
1
5
7

日
本

評
論

社

林
弘

正
2
0
1
6

児
童

相
談

所
の

児
童

虐
待

事
案

へ
の

介
入

の
在

り
方

 :
 東

京
地

裁
平

成
2
7
年

3
月

1
1
日

民
事

第
2
8

部
判

決
を

契
機

に
武

蔵
野

大
学

政
治

経
済

研
究

所
年

報
 1

3
1
-
2
8

武
蔵

野
大

学
政

治
経

済
研

究
所

岩
瀬

久
子

2
0
1
6

現
場

の
声

 児
童

虐
待

へ
の

取
り

組
み

の
現

状
と

課
題

 :
 民

間
団

体
の

取
り

組
み

事
例

の
紹

介
を

含
め

て
現

代
の

社
会

病
理

 3
1

1
3
9
-
1
5
2

日
本

社
会

病
理

学
会

安
西

敦
2
0
1
6

2
0
条

2
項

該
当

事
件

（
強

盗
殺

人
）
 被

虐
待

経
験

が
強

盗
殺

人
の

動
機

の
形

成
過

程
に

影
響

し
た

事
例

の
検

討
 （

特
集

 少
年

法
5
5
条

移
送

と
量

刑
を

め
ぐ

る
弁

護
）

刑
事

弁
護

 8
8

5
7
-
6
0

現
代

人
文

社

田
中

晶
子

2
0
1
6

家
庭

裁
判

所
に

お
け

る
子

ど
も

の
心

情
・
意

向
調

査
へ

の
司

法
面

接
の

活
用

四
天

王
寺

大
学

紀
要

 6
2

8
1
-
9
4

西
天

王
寺

大
学

上
野

加
代

子
2
0
1
6

「
児

童
福

祉
か

ら
児

童
保

護
へ

」
の

陥
穽

 :
 ネ

オ
リ
ベ

ラ
ル

な
リ
ス

ク
社

会
と

児
童

虐
待

問
題

 （
犯

罪
社

会
学

に
お

け
る

リ
ス

ク
社

会
論

の
意

義
）

犯
罪

社
会

学
研

究
 4

1
6
2
-
7
8

日
本

犯
罪

社
会

学
会

山
田

容
2
0
1
6

児
童

虐
待

対
応

シ
ス

テ
ム

の
検

討
 :

 児
童

福
祉

法
等

の
改

正
と

今
後

の
課

題
 （

山
邊

朗
子

教
授

追
悼

記
念

号
）

龍
谷

大
学

社
会

学
部

紀
要

 4
9

1
0
-
1
8

龍
谷

大
学

社
会

学
部

倉
橋

弘
2
0
1
6

児
童

虐
待

防
止

法
に

つ
い

て
福

祉
図

書
文

献
研

究
 1

5
7
3
-
3
6

日
本

福
祉

図
書

文
献

学
会

髙
岡

昂
太

2
0
1
6

性
虐

待
を

め
ぐ

る
多

職
種

・
多

機
関

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

 （
特

集
 子

ど
も

虐
待

と
ケ

ア
）

児
童

青
年

精
神

医
学

と
そ

の
近

接
領

域
 5

7
-

5
7
3
0
-
7
3
7

日
本

児
童

青
年

精
神

医
学

会

澁
谷

昌
史

2
0
1
6

妊
娠

期
か

ら
の

子
ど

も
虐

待
予

防
の

あ
り

方
に

関
す

る
予

備
的

研
究

関
東

学
院

大
学

人
文

学
会

紀
要

 1
3
5

1
8
9
-
2
0
5

関
東

学
院

大
学

人
文

学
会

辻
京

子
2
0
1
6

母
子

保
健

分
野

に
お

け
る

児
童

虐
待

防
止

活
動

と
リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
 （

人
文

・
社

会
科

学
編

 第
4
7

号
）

四
国

大
学

紀
要

 4
7

3
7
-
5
0

四
国

大
学

加
藤

尚
子

2
0
1
6

被
措

置
児

童
等

虐
待

の
発

生
に

関
与

す
る

組
織

風
土

に
関

す
る

文
献

展
望

明
治

大
学

心
理

社
会

学
研

究
 1

2
1
5
3
-
1
6
9

明
治

大
学

文
学

部
心

理
社

会
学

科

松
倉

耕
作

2
0
1
6

子
の

危
険

か
ら

の
保

護
と

2
0
1
5
年

政
府

草
案

名
城

ロ
ー

ス
ク

ー
ル

・
レ

ビ
ュ

ー
 3

6
1
0
1
-
1
0
6

名
城

大
学

大
学

院
法

務
研

究
科

松
倉

耕
作

2
0
1
6

養
育

開
始

に
関

す
る

ス
イ

ス
の

新
連

邦
令

と
解

説
名

城
ロ

ー
ス

ク
ー

ル
・
レ

ビ
ュ

ー
 3

6
1
1
5
-
1
3
5

名
城

大
学

大
学

院
法

務
研

究
科

松
倉

耕
作

2
0
1
6

養
子

縁
組

令
の

規
制

 :
 ス

イ
ス

の
場

合
名

城
ロ

ー
ス

ク
ー

ル
・
レ

ビ
ュ

ー
 3

6
1
4
1
-
1
5
2

名
城

大
学

大
学

院
法

務
研

究
科

水
野

紀
子

2
0
1
6

家
族

の
法

と
個

人
の

保
護

後
藤

玲
子

『
福

祉
＋

α
⑨

　
正

義
』

3
5
-
4
8

ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書

房

鈴
木

博
人

2
0
1
6

講
演

 日
本

の
養

子
法

の
特

色
と

問
題

点
 （

中
央

大
学

・
漢

陽
大

学
校

合
同

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 「
日

本
及

び
韓

国
に

お
け

る
現

在
の

法
状

況
」
報

告
（
1
）
）

比
較

法
雑

誌
 5

0
-
2

4
1
-
4
9

日
本

比
較

法
研

究
所

權
大

祐
2
0
1
6

講
演

 韓
国

法
上

の
親

養
子

制
度

 :
 不

完
全

な
完

全
養

子
制

度
 （

中
央

大
学

・
漢

陽
大

学
校

合
同

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 「
日

本
及

び
韓

国
に

お
け

る
現

在
の

法
状

況
」
報

告
（
1
）
）

比
較

法
雑

誌
 5

0
-
2

5
1
-
6
0

日
本

比
較

法
研

究
所

中
村

真
由

美
2
0
1
6

子
の

監
護

に
関

す
る

処
分

の
一

事
例

専
門

実
務

研
究

 1
0

1
2
9
-
1
3
9

横
浜

弁
護

士
会

渡
辺

義
弘

2
0
1
6

面
会

交
流

の
強

制
と

援
助

の
狭

間
に

見
え

る
も

の
 :

 援
助

制
度

の
現

実
に

バ
ラ

ン
ス

あ
る

強
制

を
青

森
法

政
論

叢
 1

7
3
0
-
5
0

青
森

法
学

会

佐
々

木
健

2
0
1
6

子
の

利
益

に
即

し
た

手
続

代
理

人
の

活
動

と
家

事
紛

争
解

決
立

命
館

法
学

 3
6
9
・
3
7
0

2
1
1
-
2
3
6

立
命

館
大

学

武
田

玲
子

2
0
1
6
.1

学
習

支
援

事
業

に
お

け
る

児
童

虐
待

予
防

の
可

能
性

 :
 寄

り
添

い
型

学
習

支
援

の
支

援
者

へ
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

よ
り

探
る

研
究

所
年

報
 4

6
3
5
-
4
8

明
治

学
院

大
学

社
会

学
部

付
属

研
究

所
柏

木
智

子
岩

永
定

2
0
1
6
.1

問
題

を
抱

え
る

子
ど

も
へ

の
福

祉
と

教
育

の
連

携
実

態
と

課
題

：
児

童
相

談
所

と
学

校
の

連
携

を
中

心
に

国
際

研
究

論
叢

：
大

阪
国

際
大

学
・
大

阪
国

際
短

期
大

学
部

紀
要

 2
9
-
2

1
0
7
-
1
2
2

大
阪

国
際

大
学

後
藤

啓
二

2
0
1
6
.1

グ
ロ

ー
カ

ル
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
 N

P
O

法
人

シ
ン

ク
キ

ッ
ズ

代
表

理
事

 弁
護

士
 後

藤
啓

二
氏

 児
童

虐
待

、
ど

う
抑

制
す

る
か

 関
係

機
関

は
実

効
性

あ
る

連
携

を
 法

改
正

急
務

、
最

悪
事

態
防

げ
日

経
グ

ロ
ー

カ
ル

 2
8
3

4
8
-
5
0

日
経

産
業

消
費

研
究

所

許
末

恵
2
0
1
6
.1

親
権

と
監

護
―

民
法

第
7
6
6
条

、
第

8
1
8
条

及
び

第
8
1
9
条

の
成

立
日

本
評

論
社

横
田

光
平

2
0
1
6
.1

子
ど

も
法

と
警

察
─

児
童

虐
待

・
少

年
非

行
・
い

じ
め

角
松

生
史

山
本

顕
治

小
田

中
直

樹

『
現

代
国

家
の

市
民

社
会

の
構

造
的

転
換

と
法

　
学

際
的

ア
プ

ロ
ー

チ
』

1
3
7
-
1
5
6

日
本

評
論

社
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姜
恩

和
森

口
千

晶
2
0
1
6
.1

日
本

と
韓

国
に

お
け

る
養

子
制

度
の

発
展

と
児

童
福

祉
 :

 社
会

的
養

護
と

し
て

の
養

子
縁

組
を

考
え

る
経

済
研

究
 6

7
-
1

2
6
-
4
6

岩
波

書
店

二
宮

周
平

松
久

和
彦

2
0
1
6
.1

家
族

法
と

戸
籍

を
考

え
る

（
4
7
）
面

会
交

流
支

援
団

体
の

実
情

と
公

的
な

支
援

戸
籍

時
報

 7
3
5

4
–
1
6

日
本

加
除

出
版

法
テ

ラ
ス

本
部

裁
判

員
裁

判
弁

護
技

術
研

究
2
0
1
6
.1

「
被

虐
経

験
」
に

焦
点

を
当

て
て

犯
情

の
主

張
を

す
る

必
要

性
が

あ
っ

た
事

例
季

刊
刑

事
弁

護
 8

5
1
5
6
-
1
5
9

現
代

人
文

社

2
0
1
6
.2

特
集

　
レ

ジ
リ
エ

ン
ス

再
考

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

7
-
3

3
2
6
-
3
7
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

森
茂

起
2
0
1
6
.2

特
集

に
あ

た
っ

て
（
特

集
　

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

再
考

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
3

3
2
6
-
3
2
8

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

遠
藤

利
彦

2
0
1
6
.2

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
と

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

の
あ

わ
い

（
特

集
　

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

再
考

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
3

3
2
9
-
3
3
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

小
花

和
 W

ri
gh

t 
尚

子
2
0
1
6
.2

幼
児

期
の

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

と
虐

待
（
特

集
　

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

再
考

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
3

34
0
-
3
4
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

宮
地

尚
子

2
0
1
6
.2

虐
待

サ
バ

イ
バ

ー
と

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

（
特

集
　

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

再
考

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
3

3
4
6
-
3
5
2

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

大
山

み
ち

子
2
0
1
6
.2

心
理

療
法

の
経

験
か

ら
み

た
レ

ジ
リ
エ

ン
ス

：
虐

待
を

中
心

に
お

か
な

い
ま

ま
で

（
特

集
　

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

再
考

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
3

3
5
3
-
3
5
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

庄
司

順
一

2
0
1
6
.2

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

に
つ

い
て

（
特

集
　

レ
ジ

リ
エ

ン
ス

再
考

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
3

3
6
0
-
3
7
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

加
藤

治
子

2
0
1
6
.2

子
ど

も
虐

待
の

「
今

」
（
第

1
8
回

）
子

ど
も

へ
の

性
暴

力
 :

 性
暴

力
救

援
セ

ン
タ

ー
・
大

阪
S
A

C
H

IC
O

5
年

間
の

活
動

か
ら

み
え

る
も

の
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
3

3
7
4
-
3
8
0

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

八
木

安
理

子
2
0
1
6
.2

各
地

の
取

り
組

み
か

ら
学

ぶ
（
5
）
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
に

よ
る

在
宅

支
援

 :
 枚

方
市

に
お

け
る

虐
待

防
止

の
ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

会
議

の
1
6
年

を
振

り
返

っ
て

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

7
-
3

3
8
1
-
3
8
8

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

岩
渕

恵
美

齊
藤

久
子

林
大

輔
ほ

か

2
0
1
6
.2

当
院

の
身

体
的

虐
待

症
例

に
お

け
る

虐
待

判
別

ソ
フ

ト
の

有
用

性
の

検
討

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

7
-
3

3
9
5
-
3
9
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

増
井

香
名

子
2
0
1
6
.2

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
か

ら
み

る
D

V
被

害
者

と
そ

の
子

ど
も

の
実

態
－

社
会

的
養

護
と

し
て

の
D

V
被

害
母

子
の

支
援

へ
の

視
点

－
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
3

4
0
0
-
4
0
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

久
保

健
二

2
0
1
6
.2

子
ど

も
虐

待
対

応
へ

の
司

法
関

与
の

実
現

に
お

け
る

懸
念

と
提

案
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

7
-
3

4
2
5
-
4
2
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

小
宮

純
一

2
0
1
6
.2

埼
玉

 児
童

養
護

施
設

ぐ
る

み
で

隠
蔽

、
疑

わ
れ

る
県

の
自

浄
能

力
 2

施
設

で
職

員
が

児
童

と
性

的
関

係
 （

出
口

な
き

児
童

虐
待

）
金

曜
日

 2
4
-
6

4
2
-
4
3

金
曜

日

須
田

桂
吾

2
0
1
6
.2

神
奈

川
 目

覚
め

よ
、

ゆ
り

か
ご

園
! 

児
童

虐
待

生
み

出
す

"ブ
ラ

ッ
ク

施
設

"化
の

実
態

 （
出

口
な

き
児

童
虐

待
）

金
曜

日
 2

4
-
6

4
4
-
4
5

金
曜

日

千
賀

則
史

2
0
1
6
.2

性
的

虐
待

が
疑

わ
れ

た
中

学
生

女
子

に
対

す
る

家
族

再
統

合
に

向
け

た
心

理
援

助
：
児

童
相

談
所

の
一

時
保

護
所

で
の

子
ど

も
へ

の
ア

プ
ロ

ー
チ

に
焦

点
を

当
て

て
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
心

理
学

研
究

 1
9
-
2

1
7
6
-
1
9
5

日
本

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
心

理
学

会

小
川

富
之

高
橋

睦
子

立
石

直
子

2
0
1
6
.2

『
離

別
後

の
親

子
関

係
を

問
い

直
す

　
子

ど
も

の
福

祉
と

家
事

実
務

の
架

け
橋

を
め

ざ
し

て
』

法
律

文
化

社

橘
高

真
佐

美
2
0
1
6
.2

ハ
ー

グ
条

約
と

子
ど

も
の

人
権

 （
子

ど
も

リ
ー

ガ
ル

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

第
3
回

研
修

会
 子

ど
も

の
権

利
と

面
会

交
流

、
引

渡
し

）
獨

協
ロ

ー
・
ジ

ャ
ー

ナ
ル

 1
0

5
9
–
7
6

獨
協

大
学

法
科

大
学

院

渡
辺

義
弘

2
0
1
6
.2

特
別

養
子

制
度

を
考

え
る

法
学

教
育

研
究

会
 1

法
学

教
育

研
究

会

久
保

健
二

2
0
1
6
.3

わ
た

し
の

仕
事

、
法

つ
な

が
り

 :
 ひ

ろ
が

る
法

律
専

門
家

の
仕

事
編

（
第

1
1
回

）
子

ど
も

福
祉

に
も

必
要

と
さ

れ
る

弁
護

士
の

力
 :

 児
童

相
談

所
の

常
勤

弁
護

士
だ

か
ら

こ
そ

で
き

る
こ

と
法

学
セ

ミ
ナ

ー
 6

1
-
3

4
-
5

日
本

評
論

社

仲
真

紀
子

2
0
1
6
.3

子
ど

も
へ

の
司

法
面

接
 :

 そ
の

必
要

性
と

方
法

捜
査

研
究

 6
5
-
3

4
6
-
5
3

東
京

法
令

出
版

小
木

曽
宏

2
0
1
6
.3

た
ず

ね
て

 家
族

再
統

合
に

向
け

た
川

崎
市

独
自

の
取

り
組

み
 :

 川
崎

市
こ

ど
も

家
庭

セ
ン

タ
ー

（
中

央
児

童
相

談
所

）
を

た
ず

ね
て

児
童

養
護

 4
6
-
4

3
4
-
3
7

全
国

社
会

福
祉

協
議

会
全

国
児

童
養

護
施

設
協

議
会

大
橋

麗
子

2
0
1
6
.3

専
門

職
が

認
識

す
る

虐
待

を
受

け
た

子
ど

も
へ

の
支

援
が

機
能

す
る

構
造

 :
 医

療
型

障
害

児
入

所
施

設
に

お
け

る
調

査
小

児
保

健
研

究
 7

5
-
2

2
0
9
-
2
1
6

日
本

小
児

保
健

協
会

溝
口

史
剛

滝
沢

琢
己

森
臨

太
郎

ほ
か

2
0
1
6
.3

子
ど

も
の

死
亡

登
録

・
検

証
委

員
会

報
告

 パ
イ

ロ
ッ

ト
4
地

域
に

お
け

る
、

2
0
1
1
年

の
小

児
死

亡
登

録
検

証
報

告
 :

 検
証

か
ら

見
え

て
き

た
、

本
邦

に
お

け
る

小
児

死
亡

の
死

因
究

明
に

お
け

る
課

題
日

本
小

児
科

学
会

雑
誌

 1
2
0
-
3

6
6
2
-
6
7
2

日
本

小
児

科
学

会
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松
田

宣
子

石
井

美
由

紀
奥

田
博

子
倉

田
哲

也
内

村
利

恵

2
0
1
6
.3

保
健

師
の

子
ど

も
虐

待
の

初
期

リ
ス

ク
ア

セ
ス

メ
ン

ト
の

実
態

に
関

す
る

研
究

 :
 保

健
師

が
支

援
し

た
子

ど
も

虐
待

事
例

を
通

し
て

学
大

際
国

西
関

2
4

1
-

3
3

1
7

1 
要

紀
究

研

牧
真

吉
2
0
1
6
.3

児
童

相
談

所
の

関
わ

り
か

ら
社

会
の

変
化

を
見

る
 （

第
1
1
回

 日
本

司
法

精
神

医
学

会
大

会
）
 -

-
（
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
 少

年
の

問
題

行
動

を
取

り
巻

く
制

度
・
教

育
・
治

療
）

司
法

精
神

医
学

 1
1
-
1

1
1
5
-
1
1
9

日
本

司
法

精
神

医
学

会

辻
京

子
2
0
1
6
.3

児
童

虐
待

と
経

済
階

層
の

関
連

 :
 A

児
童

相
談

所
の

虐
待

相
談

受
理

デ
ー

タ
日

9
7

-
7

6
2

-
3

5 
究

研
学

理
心

床
臨

察
考

の
ら

か
本

臨
床

心
理

学
会

隅
田

陽
介

2
0
1
6
.3

性
的

虐
待

に
よ

る
被

害
を

受
け

た
児

童
に

対
す

る
刑

事
手

続
上

の
支

援
 :

 証
言

の
際

の
セ

ラ
ピ

ー
犬

の
同

伴
を

中
心

に
 （

関
静

雄
先

生
 中

川
幾

郎
先

生
 吉

田
和

男
先

生
 退

職
記

念
号

）
会

学
法

学
大

山
塚

帝
8

5
1

-
1

0
1

7
2 

学
法

山
塚

帝

会
士

祉
福

会
社

阪
大

9
-

2
2

2 
士

祉
福

会
社

阪
大

題
課

の
ク

ー
ワ

ル
ャ

シ
ー

ソ
待

虐
も

ど
子

る
け

お
に

所
談

相
童

児
3.

6
1

0
2

里
樹

保
久 青

栁
千

春
阿

久
澤

智
恵

子
笠

巻
純

一
ほ

か

2
0
1
6
.3

児
童

虐
待

対
応

に
お

け
る

学
校

と
関

係
機

関
の

連
携

に
関

す
る

研
究

：
校

外
関

係
機

関
の

専
門

職
へ

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
調

査
か

ら
高

崎
健

康
福

祉
大

学
紀

要
 1

5
2
3
-
3
4

高
崎

健
康

福
祉

大
学

飯
浜

浩
幸

小
早

川
俊

哉
上

原
正

希
ほ

か

7
-

1
1

4 
部

学
祉

福
会

社.
要

紀
学

大
都

道
）

報
2

第
（

ら
か

査
調

の
動

活
ン

ボ
リ

ジ
ン

レ
オ

：
化

変
識

意
の

へ
待

虐
童

児
の

生
学

大
3.

6
1

0
2

道
都

大
学

図
書

紀
要

編
集

委
員

会

青
阪

大
4

3
-

1
2

8
3 

要
紀

究
研

部
学

大
期

短
学

大
山

青
阪

大
察

考
一

の
て

し
お

と
を

討
検

の
帰

復
庭

家
：

題
課

と
状

現
の

待
虐

童
児

3.
6

1
0

2
廣

壽
屋

寅
山

大
学

短
期

大
学

部

片
桐

由
喜

2
0
1
6
.3

虐
待

通
報

の
リ
ス

ク
と

そ
の

克
服

週
刊

社
会

保
障

 7
0
-
2
8
6
7

4
8
-
5
3

法
研

会
合

連
会

協
停

調
本

日
3

8
-

1
7

3
9

1 
報

時
停

調
て

い
つ

に
題

問
諸

る
け

お
に

係
関

子
親 

演
講 

介
紹

動
活

の
地

各
3.

6
1

0
2

行
政

村
棚 宮

崎
幹

朗
2
0
1
6
.3

未
成

年
後

見
と

親
権

と
の

関
係

 :
 審

判
例

に
み

る
「
親

権
を

行
う

者
が

な
い

と
き

」
の

意
義

 （
岩

間
徹

教
授

古
稀

記
念

号
）

西
南

学
院

大
学

法
学

論
集

 4
8
-
3
・
4

3
0
5
-
4
2
2

西
南

学
院

大
学

学
術

研
究

所

米
沢

広
一

2
0
1
6
.3

子
ど

も
の

年
齢

と
法

（
5
・
完

）
法

学
雑

誌
 6

2
-
1

1
3
9
-
1
5
6

大
阪

市
立

大
学

法
学

会
佐

々
木

大
樹

田
中

清
美

2
0
1
6
.4

児
童

虐
待

相
談

に
お

け
る

介
入

役
割

か
ら

 
究

研
学

床
臨

理
心

化
変

の
へ

割
役

援
支

3
4
-
1

7
3
-
8
2

日
本

心
理

臨
床

学
会

山
田

不
二

子
2
0
1
6
.4

医
療

か
ら

見
た

障
害

児
虐

待
・
ネ

グ
レ

ク
ト
の

実
態

（
特

集
 第

4
1
回

日
本

重
症

心
身

障
害

学
会

学
術

集
会

）
 -

-
 （

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 障
害

者
虐

待
の

現
状

と
対

策
に

つ
い

て
考

え
る

）
日

本
重

症
心

身
障

害
学

会
誌

 4
1
-
1

5
9
-
6
4

日
本

重
症

心
身

障
害

学
会

辻
村

み
よ

子
2
0
1
6
.4

憲
法

と
家

族
日

本
加

除
出

版

2
0
1
6
.4

『
離

婚
を

め
ぐ

る
親

権
・
監

護
権

の
実

務
−

裁
判

官
・
家

庭
調

査
官

の
視

点
を

踏
ま

え
た

弁
護

士
実

務
』

近
藤

ル
ミ
子

　
西

口
元

学
陽

書
房

版
出

除
加

本
日

言
頭

巻
5 

判
裁

と
法

の
庭

家
現

実
の

益
利

の
も

ど
子

と
争

紛
婚

離
4.

6
1

0
2

子
代

嘉
瀬

村 菅
原

ま
す

み
2
0
1
6
.4

親
の

離
婚

を
経

験
す

る
子

ど
も

た
ち

の
受

け
る

影
響

及
び

子
ど

も
や

親
に

対
す

る
専

門
的

支
援

の
在

り
方

 （
特

集
 離

婚
紛

争
に

お
け

る
合

意
形

成
支

援
の

現
状

と
課

題
）
 -

-
 （

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ
ン

）
家

庭
の

法
と

裁
判

 5
6
-
1
0

日
本

加
除

出
版

池
田

清
貴

2
0
1
6
.4

親
の

離
婚

紛
争

に
お

け
る

子
ど

も
の

最
善

の
利

益
 :

 子
ど

も
の

手
続

代
理

人
と

し
て

 （
特

集
 離

婚
紛

争
に

お
け

る
合

意
形

成
支

援
の

現
状

と
課

題
）

家
庭

の
法

と
裁

判
 5

1
4
-
1
8

日
本

加
除

出
版

野
村

武
司

2
0
1
6
.4

「
要

保
護

児
童

対
策

」
に

お
け

る
情

報
共

有
と

個
人

情
報

保
護

磯
部

力
先

生
古

稀
記

念
論

文
集

刊
行

委
員

会

『
都

市
と

環
境

の
公

法
学

―
磯

部
力

先
生

古
稀

記
念

論
文

集
―

』
3
3
5
-
3
5
5

勁
草

書
房

社
論

評
本

日
2

9
-

9
8

8
1 

hcta
W

説
解

例
判

・
新

法
方

び
及

否
可

の
流

交
会

面
る

け
お

に
案

事
藤

葛
高

Ｖ
Ｄ

4.
6

1
0

2
彩

元
花 吉
田

恒
雄

2
0
1
6
.5

子
ど

も
の

権
利

擁
護

に
向

け
た

官
・
民

の
協

働
：
児

童
虐

待
防

止
の

オ
レ

ン
ジ

リ
ボ

ン
運

動
か

ら
（
特

集
 権

利
擁

護
と

福
祉

サ
ー

ビ
ス

）
月

刊
福

祉
 9

9
-
5

2
8
-
3
1

全
国

社
会

福
祉

協
議

会

金
ジ

ャ
ン

デ
ィ

2
0
1
6
.5

韓
国

の
児

童
虐

待
犯

罪
の

処
罰

等
に

関
す

る
特

例
法

に
つ

い
て

 :
 児

童
虐

待
犯

罪
を

3
-

3
8

2
1

-
6

6 
学

法
大

阪
に

心
中

0
3

大
阪

大
学

大
学

院
法

学
研

究
科

光
成

歩
2
0
1
6
.5

立
法

情
報

 マ
レ

ー
シ

ア
 改

正
子

ど
も

法
の

国
外

化
罰

厳
待

虐
童

児
る

よ
に

立
法

 2
6
7
-
2

2
0
-
2
1

国
立

国
会

図
書

館
調

査
及

び
立

法
考

査
局

伊
藤

嘉
余

子
2
0
1
6
.5

里
親

の
支

援
ニ

ー
ズ

と
支

援
機

関
の

役
割

：
里

親
ア

ン
ケ

ー
ト
調

査
結

果
か

ら
の

考
察

社
会

福
祉

学
 5

7
-
1

3
0
-
4
1

日
本

社
会

福
祉

学
会

山
田

不
二

子
2
0
1
6
.5

A
H

T
/
S
B

S
の

概
念

と
歴

史
（
特

集
 虐

待
に

よ
る

1
-

8
1 

ト
ク

レ
グ

ネ
と

待
虐

の
も

ど
子

）
）

T
H

A
（

傷
外

部
頭

児
幼

乳
8
-
1
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

山
崎

麻
美

2
0
1
6
.5

A
H

T
/
S
B

S
の

診
断

と
多

機
関

連
携

の
実

態
お

よ
び

医
療

者
が

法
廷

で
果

た
す

役
割

（
特

集
 虐

待
に

よ
る

乳
幼

児
頭

部
外

傷
（
A

H
T

）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
1

1
6
-
2
2

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

田
﨑

み
ど

り
2
0
1
6
.5

A
H

T
/
S
B

S
対

応
に

苦
慮

し
て

い
る

児
童

相
談

所
の

現
状

に
つ

い
て

（
特

集
 虐

待
に

よ
る

乳
幼

児
頭

部
外

傷
（
A

H
T

）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
1

2
3
-
3
0

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会
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8
1 

ト
ク

レ
グ

ネ
と

待
虐

の
も

ど
子

）
）

T
H

A
（

傷
外

部
頭

児
幼

乳
る

よ
に

待
虐 

集
特

（
度

程
の

力
外

の
そ

と
序

機
生

発
の

S
B

S
5.

6
1

0
2

介
祐

崎
宮

-
1

3
1
-
3
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

藤
原

武
男

2
0
1
6
.5

日
本

に
お

け
る

揺
さ

ぶ
り

の
実

態
と

リ
ス

ク
要

因
、

予
防

に
関

す
る

エ
ビ

デ
ン

ス
（
特

集
 虐

待
に

よ
る

乳
幼

児
頭

部
外

傷
（
A

H
T

）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
1

3
8
-
4
2

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

小
野

聡
枝

山
田

不
二

子
2
0
1
6
.5

神
奈

川
県

内
の

医
療

機
関

お
よ

び
行

政
に

お
け

る
乳

幼
児

揺
さ

ぶ
ら

れ
症

候
群

（
S
B

S
）
予

防
教

育
の

取
り

組
み

に
関

す
る

実
施

状
況

調
査

結
果

（
特

集
 虐

待
に

よ
る

乳
幼

児
頭

部
外

傷
（
A

H
T

）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
1

4
3
-
5
0

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

夏
苅

郁
子

2
0
1
6
.5

子
ど

も
虐

待
の

「
今

」
（
第

1
9
回

）
回

復
は

、
和

解
の

プ
ロ

セ
ス

か
ら

：
統

合
失

調
症

の
母

と
暮

ら
し

た
私

の
子

ど
も

時
代

を
、

当
事

者
の

目
線

と
、

児
童

精
神

科
医

の
視

点
か

ら
考

え
る

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
1

5
8
-
6
3

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

髙
岡

昴
太

2
0
1
6
.5

わ
が

国
で

の
虐

待
対

応
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
構

築
の

必
要

性
と

そ
の

運
用

：
9

1
-

8
1 

ト
ク

レ
グ

ネ
と

待
虐

の
も

ど
子

ー
ュ

ビ
レ

献
文

外
海

3
-
9
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

下
山

田
洋

三
米

山
明

長
瀬

美
香

ほ
か

の
も

ど
子

査
調

跡
追

の
児

待
虐

被
る

い
て

し
所

入
に

設
施

児
由

自
不

体
肢

5.
6

1
0

2
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

8
-
1

1
0
0
-
1
0
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

大
橋

麗
子

2
0
1
6
.5

医
療

型
障

害
児

入
所

施
設

に
お

け
る

虐
待

を
受

け
た

子
ど

も
へ

の
職

員
の

対
応

行
動

と
バ

ー
ン

ア
ウ

ト
の

関
連

：
施

設
勤

務
年

数
と

研
修

会
前

後
の

検
討

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
1

1
0
6
-
1
1
4

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

歌
代

幸
子

2
0
1
6
.5

2
週

間
に

1
人

、
0
歳

児
が

殺
さ

れ
て

い
る

事
実

 虐
待

死
ゼ

ロ
を

目
指

す
「
赤

ち
ゃ

ん
 

論
公

人
婦

は
と

」
組

縁
1
0
1
-
1
0

1
3
4
-
1
3
8

中
央

公
論

新
社

神
野

礼
斉

2
0
1
6
.5

新
・
家

族
法

研
究

ノ
ー

ト
第

2
期

（
第

2
回

）
夫

に
よ

る
暴

力
（
D

V
）
等

が
あ

る
場

合
の

面
会

交
流

の
可

否
[東

京
高

裁
平

成
2
7
.6

.1
2
決

定
、

仙
台

家
裁

平
成

2
7
.8

.7
審

判
]

月
報

司
法

書
士

 5
3
1

6
6
-
7
2

日
本

司
法

書
士

会
連

合
会

立
石

直
子

2
0
1
6
.5

ド
メ

ス
テ

ィ
ッ

ク
・
バ

イ
オ

レ
ン

ス
を

原
因

と
す

る
離

婚
と

子
の

処
遇

 :
 被

害
者

と
子

ど
も

の
た

め
に

必
要

な
視

点
と

は
 （

塚
本

和
彦

教
授

 安
井

宏
教

授
 退

任
記

念
論

集
）

法
と

政
治

 6
7
-
1

3
8
3
-
4
0
6

関
西

学
院

大
学

法
政

学
会

2
0
1
6
.6

児
童

虐
待

事
案

に
お

け
る

関
係

機
関

と
の

連
携

に
つ

い
い

せ
う

ょ
ぎ

2
6

-
9

6 
ば

ろ
ひ

の
律

法
て

松
宮

透
髙

2
0
1
6
.6

子
ど

も
虐

待
防

止
に

活
か

す
べ

き
精

神
保

健
福

祉
士

の
機

能
と

そ
の

課
題

：
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

問
題

の
あ

る
親

へ
の

生
活

・
子

育
て

支
援

を
考

え
る

（
特

集
 子

ど
も

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

と
精

神
保

健
福

祉
士

）

精
神

保
健

福
祉

4
7
-
2

9
6
-
9
9

日
本

精
神

保
健

福
祉

士
協

会

加
藤

雅
江

2
0
1
6
.6

児
童

虐
待

防
止

と
精

神
保

健
福

祉
士

の
実

践
（
特

集
 子

ど
も

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

と
精

神
保

健
福

祉
士

）
精

神
保

健
福

祉
 4

7
-
2

1
1
0
-
1
1
2

日
本

精
神

保
健

福
祉

士
協

会

2
0
1
6
.6

特
集

 児
童

福
祉

法
改

正
 中

核
市

、
4
分

の
3
が

慎
重

姿
勢

：
対

応
に

温
度

差
、

児
童

相
談

所
ア

ン
ケ

ー
ト
結

果
厚

生
福

祉
 6

2
4
7

1
0
-
1
1

時
事

通
信

社

閣
斐

有
2

3
–

8
2

9
2

4 
室

教
学

法
）

ア
ィ

テ
ン

ロ
フ

の
法

族
家 

集
特

（ 
権

親
6.

6
1

0
2

泰
池

小 水
野

紀
子

2
0
1
6
.6

子
育

て
と

家
族

と
法

ケ
ー

ス
研

究
 2

0
1
6
-
1

8
1
-
1
2
2

日
本

調
停

協
会

連
合

会
篠

原
康

治
佐

藤
和

英
酒

井
佳

子
松

本
祐

司
池

田
隆

2
0
1
6
.6

国
際

的
な

子
の

奪
取

の
民

事
上

の
側

面
に

関
す

る
条

約
（
ハ

ー
グ

条
約

）
に

基
づ

く
子

の
返

還
に

関
す

る
各

国
裁

判
例

の
紹

介
 :
 D

V
と

重
大

な
危

険
に

関
す

る
各

国
裁

判
例

に
つ

い
て

ケ
ー

ス
研

究
2
0
1
6
-
1

2
0
6
–
2
2
4

日
本

調
停

協
会

連
合

会

2
0
1
6
.7

特
集

 一
時

保
護

所
の

現
状

と
課

題
「
子

ど
も

と
福

祉
」
編

集
委

員
会

店
書

石
明

9
6

-
3

5
9 

祉
福

と
も

ど
子

奥
田

晃
久

川
松

亮
桜

山
豊

夫
2
0
1
6
.7

子
ど

も
の

貧
困

と
児

童
虐

待
（
特

集
 子

ど
 

生
衛

衆
公

）
康

健
と

困
貧

の
も

5
9

4
-

1
9

4
7

-
0

8
医

学
書

院

友
田

明
美

2
0
1
6
.7

乳
幼

児
期

の
被

虐
待

体
験

と
そ

の
後

の
精

神
発

達
へ

の
影

響
：
反

応
性

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
障

害
と

発
達

性
ト
ラ

ウ
マ

障
害

（
特

集
 こ

こ
ろ

の
病

理
を

さ
か

の
ぼ

る
：
精

神
医

学
に

お
け

る
乳

幼
児

期
の

意
精

神
科

治
療

学
 3

1
-
7

8
6
5
-
8
7
1

星
和

書
店

会
協

健
保

児
小

本
日

4
4

4
-

9
3

4
4

-
5

7 
究

研
健

保
児

小
正

改
の

そ
と

律
法

る
す

関
に

待
虐

童
児

7.
6

1
0

2
子

紀
眞

山
奥 岩

志
和

一
郎

2
0
1
6
.7

親
の

養
育

権
と

児
童

保
護

の
融

和
を

目
指

し
て

–
ベ

ル
リ
ン

の
点

と
、

線
と

、
網

と
版

出
除

加
本

日
2

3 
>

法
と

会
社

<
族

家

高
田

恭
子

2
0
1
6
.7

D
V

被
害

者
の

救
済

と
そ

の
後

の
面

会
交

流
–
面

会
交

流
と

そ
の

支
援

の
あ

り
方

を
多

角
的

に
検

証
す

る
会

学
法

ー
ダ

ン
ェ

ジ
3

1 
法

と
ー

ダ
ン

ェ
ジ

2
0
1
6
.7

『
弁

護
士

専
門

研
修

講
座

　
子

ど
も

を
め

ぐ
る

法
律

問
題

』
東

京
弁

護
士

会
弁

護
士

研
修

セ
ン

タ
ー

運
営

委
員

会
ぎ

ょ
う

せ
い
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池
田

清
貴

2
0
1
6
.7

「
子

ど
も

の
手

続
代

理
人

」
の

実
務

東
京

弁
護

士
会

弁
護

士
研

修
セ

ン
タ

ー
運

営
委

員
会

『
弁

護
士

専
門

研
修

講
座

　
子

ど
も

を
め

ぐ
る

法
律

問
題

』
1
-
5
4

ぎ
ょ

う
せ

い

掛
川

亜
季

2
0
1
6
.7

親
権

と
監

護
の

実
務

東
京

弁
護

士
会

弁
護

士
研

修
セ

ン
タ

ー
運

営
委

員
会

『
弁

護
士

専
門

研
修

講
座

　
子

ど
も

を
め

ぐ
る

法
律

問
題

』
5
5
-
1
0
8

ぎ
ょ

う
せ

い

鈴
木

浩
之

2
0
1
6
.8

子
ど

も
虐

待
に

伴
う

不
本

意
な

一
時

保
護

を
経

験
し

た
保

護
者

の
「
折

り
合

い
」
の

プ
ロ

セ
ス

と
構

造
：

子
ど

も
虐

待
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

ク
に

お
け

る
「
協

働
」
関

係
の

構
築

社
会

福
祉

学
 5

7
-
2

1
-
1
4

日
本

社
会

福
祉

学
会

古
川

恵
理

子
2
0
1
6
.8

虐
待

を
疑

わ
せ

る
所

見
（
特

集
 小

児
救

急
で

求
め

ら
れ

る
単

純
X

線
写

真
）
 -

-
 （

骨
軟

部
・
そ

の
他

）
小

児
科

診
療

 7
9
-
8

1
0
9
7
-
1
1
0
1

診
断

と
治

療
社

鈴
木

昭
2
0
1
6
.8

大
会

企
画

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 つ
な

が
り

を
失

っ
た

子
ど

も
た

ち
：
孤

立
家

庭
、

居
所

不
明

児
の

問
題

を
考

え
る

（
特

集
 第

2
1
回

学
術

集
会

（
に

い
が

た
大

会
）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
2

1
6
5
-
1
7
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

鷲
山

拓
男

2
0
1
6
.8

母
子

保
健

の
虐

待
予

防
に

お
け

る
援

助
関

係
形

成
に

求
め

ら
れ

る
こ

と
（
特

集
 第

2
1
回

学
術

集
会

（
に

い
が

た
大

会
）
）
 -

-
 （

大
会

企
画

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 リ
ス

ク
を

抱
え

る
親

た
ち

を
支

え
る

た
め

に
：
乳

幼
児

健
診

に
お

け
る

フ
ァ

ー
ス

ト
コ

ン
タ

ク
ト
：
技

術
論

を
超

え
て

）
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

8
-
2

1
8
1
-
1
8
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

小
平

か
や

の
2
0
1
6
.8

東
京

都
児

童
相

談
所

に
お

け
る

P
C

IT
（
親

子
相

互
交

流
療

法
）
の

実
践

と
課

題
（
特

集
 第

2
1
回

学
術

集
会

（
に

い
が

た
大

会
）
）

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
2

2
1
4
-
2
2
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

小
泉

典
章

立
花

良
之

2
0
1
6
.8

精
神

保
健

と
母

子
保

健
の

協
働

に
よ

る
周

産
期

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
へ

の
グ

ネ
と

待
虐

の
も

ど
子

援
支

レ
ク

ト
 1

8
-
2

2
3
1
-
2
3
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

上
原

由
紀

小
西

聖
子

春
原

由
紀

2
0
1
6
.8

児
童

相
談

所
で

親
子

相
互

交
流

療
法

（
P
C

IT
）
を

用
い

た
事

例
に

つ
い

て
：
再

統
合

・
里

親
の

ケ
ー

ス
に

対
す

る
有

効
性

の
予

備
的

検
討

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
2

2
5
5
-
2
6
4

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

小
宮

純
一

2
0
1
6
.8

茨
城

の
チ

ル
ド

レ
ン

ズ
・
ホ

ー
ム

に
二

度
目

の
改

善
勧

告
 児

童
養

護
施

設
で

ま
た

性
虐

待
金

曜
日

 2
4
-
3
2

3
6
-
3
7

金
曜

日

小
池

信
太

郎
2
0
1
6
.8

傷
害

致
死

の
事

案
に

つ
き

、
懲

役
1
0
年

の
求

刑
を

超
え

て
懲

役
1
5
年

に
処

し
た

第
１

審
判

決
お

よ
び

こ
れ

を
是

認
し

た
原

判
決

が
量

刑
不

当
と

し
て

破
棄

さ
れ

た
事

例
（
最

高
裁

第
一

小
法

廷
平

成
論

究
ジ

ュ
リ
ス

ト
 1

8
2
2
2
-
2
2
7

有
斐

閣

丹
羽

徹
2
0
1
6
.8

『
子

ど
も

と
法

』
法

律
文

化
社

横
田

光
平

2
0
1
6
.9

即
時

強
制

・
仮

の
行

政
処

分
・
事

実
行

為
の

実
施

―
参

照
領

域
と

し
て

の
子

ど
も

法
―

宇
賀

克
也

交
告

尚
史

『
小

早
川

光
郎

先
生

古
稀

記
念

　
現

代
行

政
法

の
構

造
と

展
開

』
7
2
9
-
7
4
4

有
斐

閣

仲
真

紀
子

2
0
1
6
.9

記
憶

は
ど

の
よ

う
に

伝
え

ら
れ

る
か

：
子

ど
も

へ
の

司
法

面
接

と
多

機
関

連
携

に
よ

る
協

同
面

接
 （

特
集

 治
療

的
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

）
 -

-
 （

治
療

的
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
実

際
）

臨
床

心
理

学
 1

6
-
5

5
4
9
-
5
5
3

金
剛

出
版

会
合

連
会

士
書

法
司

本
日

6
1

-
1

1
5

3
5 

士
書

法
司

報
月

）
方

り
あ

の
祉

福
童

児 
集

特
（

来
未

・
去

過
・

在
現

の
所

談
相

童
児

9.
6

1
0

2
之

雅
山

内

本
日

3
2

-
7

1
5

3
5 

士
書

法
司

報
月

）
方

り
あ

の
祉

福
童

児 
集

特
（ 

援
支

者
事

当
の

ら
か

れ
こ

と
題

課
的

性
慢

の
度

制
親

里
9.

6
1

0
2

志
加

多
間

坂
司

法
書

士
会

連
合

会 会
合

連
会

士
書

法
司

本
日

8
2

-
4

2
5

3
5 

士
書

法
司

報
月

）
方

り
あ

の
祉

福
童

児 
集

特
（

り
わ

関
の

家
律

法
と

待
虐

童
児

9.
6

1
0

2
望

場
馬

版
出

村
福

7
9

-
4

9
2

1 
床

臨
理

心
と

援
支

て
育

子
）

編
前

（
連

関
の

脳
と

待
虐

）
1

（
学

科
脳

と
待

虐
も

ど
子

9.
6

1
0

2
美

明
田

友 牧
真

吉
2
0
1
6
.9

親
と

子
そ

れ
ぞ

れ
の

育
ち

を
育

む
：
虐

待
を

め
ぐ

っ
て

（
妊

娠
・
出

産
・
子

育
て

を
め

ぐ
る

こ
こ

ろ
の

ケ
ア

：親
と

子
の

出
会

い
か

ら
は

じ
ま

る
周

産
期

精
神

保
健

）
 -

-
 （

周
産

期
医

療
か

ら
地

域
で

の
支

援
房

書
ァ

ヴ
ル

ネ
ミ

0
5

2
-

3
4

2
2

3 
達

発
冊

別

稲
川

龍
也

2
0
1
6
.9

検
察

に
お

け
る

再
犯

防
止

・
社

会
復

帰
支

援
の

 
罰

と
罪

組
取

0
2

-
5

4
-

3
5

日
本

刑
事

政
策

研
究

会
和

田
雅

樹
2
0
1
6
.9

検
察

に
お

け
る

児
童

虐
待

事
案

に
対

す
る

取
組

に
つ

い
と

罪
）

策
政

事
刑

と
察

検
（

て
罰

 5
3
-
4

2
8
-
3
7

日
本

刑
事

政
策

研
究

会
久

保
健

二
2
0
1
6
.9

児
童

相
談

所
の

現
場

か
ら

人
権

の
ひ

ろ
ば

 1
9
-
5

1
-
3

人
権

擁
護

協
力

会

山
本

恒
雄

2
0
1
6
.9

児
童

相
談

所
に

お
け

る
子

ど
も

の
保

護
の

状
況

と
子

ど
も

が
抱

え
る

課
題

（
特

集
 地

域
福

祉
と

児
童

養
護

施
設

：
か

け
が

え
の

な
い

つ
な

が
り

 地
域

で
起

き
て

い
る

要
保

護
児

童
問

題
）

3
2

-
0

2
2

-
7

4 
護

養
童

児
全

国
社

会
福

祉
協

議
会

全
国

児
童

養
護

施
設

協
議

会
仲

真
紀

子
2
0
1
6
.9

『
子

ど
も

へ
の

司
法

面
接

−
考

え
方

・
進

め
方

と
ト
レ

ー
ニ

ン
グ

』
有

斐
閣

可
児

康
則

2
0
1
6
.9

面
会

交
流

に
関

す
る

家
裁

実
務

の
批

判
的

考
察

 :
 「

司
法

が
関

与
す

る
面

会
交

流
の

実
情

に
関

す
る

調
査

」
を

踏
ま

え
て

判
例

時
報

 2
2
9
9

1
3
–
2
7

判
例

時
報

社

椎
名

規
子

2
0
1
6
.9

イ
タ

リ
ア

親
子

法
に

お
け

る
子

の
法

的
地

位
の

平
等

と
「
親

責
任

」
の

実
現

 :
 2

0
1
2
年

と
2
0
1
3
年

の
新

親
子

法
に

つ
い

て
政

治
・
経

済
・
法

律
研

究
 1

9
-
1

1
-
4
0

拓
殖

大
学

政
治

経
済

研
究

所

0
0

2
-

1
3

1
9

5 
集

論
研

法
修

専
）

上
（

に
心

中
を

度
制

流
交

会
面 : 

約
条

る
す

関
に

面
側

の
上

事
民

の
取

奪
の

子
な

的
際

国
9.

6
1

0
2

太
茂

施
布

専
修

大
学

大
学

院
古

荘
純

一
2
0
1
6
.9

特
別

支
援

教
育

に
お

け
る

教
育

虐
待

・
教

育
ネ

 
科

児
小

ト
ク

レ
グ

5
7
-
1
0

1
2
7
7
-
1
2
8
2

金
原

出
版
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三
井

さ
よ

2
0
1
6
.1

0
支

援
と

虐
待

の
は

ざ
ま

で
：
虐

待
を

防
止

す
る

と
は

ど
の

よ
う

な
こ

と
か

（
特

集
 問

わ
れ

る
社

会
福

祉
の

倫
理

：
「
効

率
化

」
「
重

点
化

」
の

中
で

）
社

会
福

祉
研

究
 1

2
7

2
9
-
3
7

鉄
道

弘
済

会

2
0
1
6
.1

0
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

そ
だ

ち
の

科
学

 2
7

2
-
7
1

日
本

評
論

社

滝
川

一
廣

2
0
1
6
.1

0
子

ど
も

を
育

て
る

難
し

さ
と

子
育

て
の

失
調

（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
2
-
8

日
本

評
論

社

大
高

一
則

2
0
1
6
.1

0
子

育
て

困
難

：
地

域
を

耕
す

と
い

う
こ

と
（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
9
-
1
4

日
本

評
論

社

小
林

隆
児

2
0
1
6
.1

0
「
甘

え
」
の

世
界

か
ら

み
た

子
育

て
困

難
―

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
研

究
で

捨
象

さ
れ

て
き

た
も

の
―

（
特

集
「
子

ど
も

虐
待

」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
1
5
-
1
9

日
本

評
論

社

杉
山

登
志

郎
2
0
1
6
.1

0
診

察
室

か
ら

み
た

子
育

て
困

難
（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
2
0
-
2
4

日
本

評
論

社

牧
真

吉
2
0
1
6
.1

0
子

ど
も

の
虐

待
は

こ
の

ま
ま

で
い

い
の

か
：
児

童
相

談
所

の
現

状
と

課
題

（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
2
5
-
3
0

日
本

評
論

社

大
崎

勝
2
0
1
6
.1

0
児

童
虐

待
と

学
校

、
親

（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
3
1
-
3
6

日
本

評
論

社

高
島

聡
子

2
0
1
6
.1

0
父

母
の

離
婚

と
子

育
て

困
難

：
家

庭
裁

判
所

か
ら

（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
3
7
-
4
0

日
本

評
論

社

内
海

新
祐

2
0
1
6
.1

0
児

童
養

護
施

設
の

現
在

（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
4
1
-
4
6

日
本

評
論

社

山
竹

伸
二

2
0
1
6
.1

0
子

育
て

環
境

の
変

化
を

ど
う

み
る

か
：
子

育
て

の
現

象
学

（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
4
7
-
5
2

日
本

評
論

社

小
倉

清
2
0
1
6
.1

0
子

ど
も

の
虐

待
を

い
か

に
へ

ら
す

か
（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
5
3
-
5
5

日
本

評
論

社

清
水

將
之

2
0
1
6
.1

0
ア

ビ
ュ

ー
ズ

を
考

え
る

と
い

う
こ

と
（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
5
6
-
5
9

日
本

評
論

社

村
田

豊
久

2
0
1
6
.1

0
虐

待
に

つ
い

て
考

え
た

こ
と

（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
6
0
-
6
3

日
本

評
論

社

岡
田

隆
介

2
0
1
6
.1

0
卒

業
証

書
を

く
れ

た
家

族
（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
6
6
-
6
8

日
本

評
論

社

永
田

雅
子

2
0
1
6
.1

0
子

育
て

の
困

難
と

そ
の

臨
床

：
子

ど
も

と
親

の
育

ち
を

支
え

る
（
特

集
 「

子
ど

も
虐

待
」
は

な
ぜ

な
く

な
ら

な
い

の
か

：
子

育
て

困
難

に
ど

う
対

応
す

る
か

）
そ

だ
ち

の
科

学
 2

7
6
9
-
7
0

日
本

評
論

社

稲
川

龍
也

2
0
1
6
.1

0
い

わ
ゆ

る
「
司

法
面

接
」
に

対
す

る
検

察
の

取
組

（
法

と
心

理
学

会
第

1
6
回

大
会

 大
会

企
画

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 司
法

面
接

を
ど

う
使

う
か

：
ス

キ
ル

、
連

携
、

法
制

度
）

法
と

心
理

 1
6
-
1

3
1
-
3
5

日
本

評
論

社

緑
大

輔
2
0
1
6
.1

0
司

法
面

接
結

果
の

公
判

廷
へ

の
顕

出
の

可
能

性
（
法

と
心

理
学

会
第

1
6
回

大
会

 大
会

企
画

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 司
法

面
接

を
ど

う
使

う
か

：
ス

キ
ル

、
連

携
、

法
制

度
）

法
と

心
理

 1
6
-
1

3
6
-
4
2

日
本

評
論

社

渡
邉

和
美

2
0
1
6
.1

0
体

験
し

た
事

実
を

聴
き

取
る

た
め

の
面

接
ス

キ
ル

（
法

と
心

理
学

会
第

1
6
回

大
会

 大
会

企
画

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 司
法

面
接

を
ど

う
使

う
か

：
ス

キ
ル

、
連

携
、

法
制

度
）

法
と

心
理

 1
6
-
1

4
3
-
5
1

日
本

評
論

社

石
橋

昭
良

2
0
1
6
.1

0
指

定
討

論
（
法

と
心

理
学

会
第

1
6
回

大
会

 大
会

企
画

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 司
法

面
接

を
ど

う
使

う
か

：
ス

キ
ル

、
連

携
、

法
制

度
）

法
と

心
理

 1
6
-
1

5
2
-
5
4

日
本

評
論

社

松
本

克
美

金
成

恩
安

田
裕

子
2
0
1
6
.1

0
児

童
期

の
性

的
虐

待
被

害
と

そ
の

回
復

を
め

ぐ
る

法
心

理
（
2
）
ド

イ
ツ

・
韓

国
調

査
の

報
告

（
法

と
心

理
学

会
第

1
6
回

大
会

 ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
）

法
と

心
理

 1
6
-
1

6
9
-
7
4

日
本

評
論

社

石
崎

優
子

新
田

雅
彦

丸
山

朋
子

ほ
か

2
0
1
6
.1

0
大

阪
府

内
に

お
け

る
被

虐
待

児
の

社
会

的
入

院
の

現
状

と
課

題
日

本
医

事
新

報
 4

8
2
6

1
8
-
2
0

日
本

医
事

新
報

社

久
保

健
二

2
0
1
6
.1

0
『
児

童
相

談
所

に
お

け
る

子
ど

も
虐

待
事

案
へ

の
法

的
対

応
 :

 常
勤

弁
護

士
の

視
点

か
ら

』
日

本
加

除
出

版
水

藤
昌

彦
2
0
1
6
.1

0
近

年
の

刑
事

司
法

と
福

祉
の

連
携

に
み

る
リ
ス

ク
と

セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
犯

罪
社

会
学

研
究

 4
1

4
7
-
6
1

日
本

犯
罪

社
会

学
会

松
田

和
哲

2
0
1
6
.1

0
生

育
歴

を
犯

情
の

中
身

と
し

て
組

み
立

て
る

ケ
ー

ス
セ

オ
リ
ー

季
刊

刑
事

弁
護

 8
8

4
1
-
4
4

現
代

人
文

社
養

護
教

諭
の

学
校

危
機

管
理

を
学

ぶ
会

2
0
1
6
.1

0
虐

待
を

受
け

た
と

思
わ

れ
る

生
徒

が
、

学
校

か
ら

児
童

相
談

所
へ

一
時

保
護

さ
れ

た
場

合
の

留
意

点
心

と
か

ら
だ

の
健

康
 2

0
-
1
0

3
8
-
4
0

健
学

社

種
谷

良
二

2
0
1
6
.1

1
児

童
虐

待
の

防
止

に
向

け
て

（
特

集
 児

童
虐

待
対

策
の

現
在

）
警

察
学

論
集

 6
9
-
1
1

1
-
4

立
花

書
房

小
西

康
弘

2
0
1
6
.1

1
児

童
虐

待
防

止
に

向
け

た
警

察
の

取
組

の
強

化
に

つ
い

て
：
関

係
機

関
と

の
情

報
共

有
を

中
心

に
（
特

集
 児

童
虐

待
対

策
の

現
在

）
警

察
学

論
集

 6
9
-
1
1

5
-
2
2

立
花

書
房
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竹
内

尚
也

2
0
1
6
.1

1
厚

生
労

働
省

に
お

け
る

児
童

虐
待

防
止

対
策

に
つ

い
て

（
特

集
 児

童
虐

待
対

策
の

現
在

）
警

察
学

論
集

 6
9
-
1
1

2
3
-
4
7

立
花

書
房

髙
橋

孝
一

2
0
1
6
.1

1
児

童
虐

待
事

案
に

お
け

る
捜

査
上

の
留

意
事

項
：
真

相
を

解
明

し
適

切
・
妥

当
な

解
決

を
図

る
た

め
に

（
特

集
 児

童
虐

待
対

策
の

現
在

）
警

察
学

論
集

 6
9
-
1
1

4
8
-
8
6

立
花

書
房

加
藤

洋
子

2
0
1
6
.1

1
児

童
相

談
所

が
対

応
す

る
虐

待
問

題
を

持
つ

家
族

の
特

徴
に

関
す

る
研

究
：
2
0
0
3
年

・
2
0
0
8
年

の
子

ど
も

虐
待

実
態

調
査

の
2
次

分
析

を
通

し
て

子
ど

も
家

庭
福

祉
学

 1
6

1
-
1
5

日
本

子
ど

も
家

庭
福

祉
学

会

大
塚

剛
司

2
0
1
6
.1

1
児

童
相

談
所

一
時

保
護

所
の

入
所

児
童

の
変

化
と

支
援

の
研

究
：
中

学
生

以
上

の
事

例
分

析
か

ら
子

ど
も

家
庭

福
祉

学
 1

6
4
4
-
5
6

日
本

子
ど

も
家

庭
福

祉
学

会

千
賀

則
史

2
0
1
6
.1

1
虐

待
を

認
め

な
い

ケ
ー

ス
に

対
す

る
児

童
相

談
所

の
援

助
プ

ロ
セ

ス
に

関
す

る
質

的
研

究
：
T

E
A

（
複

線
径

路
等

至
性

ア
プ

ロ
ー

チ
）
を

用
い

て
子

ど
も

家
庭

福
祉

学
 1

6
5
7
-
6
7

日
本

子
ど

も
家

庭
福

祉
学

会

2
0
1
6
.1

1
法

令
解

説
 児

童
虐

待
の

発
生

予
防

か
ら

自
立

支
援

ま
で

の
一

連
の

対
策

の
更

な
る

強
化

等
：
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（
平

成
2
8
年

法
律

第
6
3
号

）
 平

2
8
.6

.3
公

布
 平

2
9
.4

.1
施

行
（
一

部
を

除
く

）
時

の
法

令
 2

0
1
3

1
3
-
2
5

朝
陽

会

片
岡

ひ
か

る
2
0
1
6
.1

1
特

集
 子

ど
も

を
守

る
 県

警
合

同
で

虐
待

保
護

：
児

童
相

談
所

が
訓

練
厚

生
福

祉
 6

2
8
7

1
0
-
1
1

時
事

通
信

社

長
谷

川
京

子
2
0
1
6
.1

1
面

会
交

流
の

強
制

は
子

の
福

祉
を

害
す

る
戸

籍
時

報
 7

4
7

4
3
-
5
0

日
本

加
除

出
版

鈴
木

博
人

2
0
1
6
.1

1
社

会
的

養
護

と
特

別
養

子
制

度
―

児
童

福
祉

法
改

正
作

業
に

お
け

る
議

論
の

整
理

―
法

学
新

報
 1

2
3
-
5
・
6

4
3
3
-
4
7
8

中
央

大
学

法
学

会

2
0
1
6
.1

1
『
改

正
児

童
福

祉
法

・
児

童
虐

待
防

止
法

の
ポ

イ
ン

ト
 :

 平
成

2
9
年

4
月

完
全

施
行

 :
 新

旧
対

照
表

・
改

正
後

条
文

』
中

央
法

規
出

版
編

集
部

編
中

央
法

規
出

版

安
部

計
彦

加
藤

曜
子

三
上

邦
彦

2
0
1
6
.1

1
『
ネ

グ
レ

ク
ト
さ

れ
た

子
ど

も
へ

の
支

援
：
理

解
と

対
応

の
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
』

明
石

書
店

福
島

一
雄

2
0
1
6
.1

2
児

童
虐

待
防

止
の

切
り

札
は

あ
る

か
：
危

機
介

入
を

意
図

し
た

実
践

レ
ポ

ー
ト
（
特

集
 「

子
育

て
支

援
」
の

こ
れ

か
ら

）
 -

-
 （

課
題

を
抱

え
た

家
族

へ
の

対
応

）
児

童
心

理
 7

0
-
1
9

8
1
-
8
8

金
子

書
房

谷
朋

美
2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

の
事

故
の

特
徴

と
家

庭
で

の
事

故
予

防
（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
6
7
7
-
2
6
8
2

日
本

小
児

医
事

出
版

社
小

穴
愼

二
奥

山
眞

紀
子

2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

の
虐

待
の

現
状

~
課

題
~
展

望
（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
6
9
4
-
2
7
0
3

日
本

小
児

医
事

出
版

社

高
橋

努
2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

の
虐

待
に

お
け

る
小

児
科

医
の

役
割

（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
7
0
5
-
2
7
1
0

日
本

小
児

医
事

出
版

社
桑

原
博

道
墨

岡
亮

2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

虐
待

に
関

す
る

法
制

度
と

そ
の

対
応

（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
7
1
1
-
2
7
1
6

日
本

小
児

医
事

出
版

社

塩
川

宏
郷

2
0
1
6
.1

2
発

達
障

害
と

虐
待

（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
7
3
0
-
2
7
3
4

日
本

小
児

医
事

出
版

社
高

屋
和

志
2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

虐
待

と
開

業
医

の
役

割
（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
7
4
9
-
2
7
5
4

日
本

小
児

医
事

出
版

社
井

上
登

生
2
0
1
6
.1

2
ゼ

ロ
歳

児
か

ら
の

子
ど

も
虐

待
予

防
（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
7
5
5
-
2
7
5
9

日
本

小
児

医
事

出
版

社

市
川

光
太

郎
2
0
1
6
.1

2
救

命
救

急
で

み
る

子
ど

も
の

虐
待

（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）
 -

-
 （

診
療

現
場

で
み

る
子

ど
も

の
虐

待
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
7
6
1
-
2
7
7
0

日
本

小
児

医
事

出
版

社

花
岡

洋
一

2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

虐
待

根
絶

に
向

け
た

歯
科

界
の

取
り

組
み

（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）
 -

-
 （

診
療

現
場

で
み

る
子

ど
も

の
虐

待
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
7
7
1
-
2
7
7
8

日
本

小
児

医
事

出
版

社

山
田

不
二

子
2
0
1
6
.1

2
法

律
と

事
例

に
学

ぶ
通

告
の

重
要

性
（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）
 -

-
 （

子
ど

も
虐

待
の

報
告

・
通

告
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
7
8
5
-
2
7
9
0

日
本

小
児

医
事

出
版

社

田
﨑

み
ど

り
2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

虐
待

と
児

童
相

談
所

通
告

（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）
 -

-
 （

子
ど

も
虐

待
の

報
告

・
通

告
）

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
7
9
1
-
2
7
9
6

日
本

小
児

医
事

出
版

社

渡
辺

好
恵

2
0
1
6
.1

2
切

れ
目

の
な

い
養

育
支

援
こ

そ
が

市
区

町
村

の
子

ど
も

虐
待

対
策

：
通

告
か

ら
養

育
支

援
へ

の
シ

フ
ト
チ

ェ
ン

ジ
（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）
 -

-
 （

子
ど

も
虐

待
と

保
健

・
教

育
・
福

祉
の

連
携

）
小

児
科

臨
床

 6
9
-
1
2

2
8
0
9
-
2
8
1
7

日
本

小
児

医
事

出
版

社

笠
原

正
洋

2
0
1
6
.1

2
保

育
園

・
幼

稚
園

に
お

け
る

子
ど

も
虐

待
対

応
：
専

門
職

連
携

実
践

に
向

け
て

園
が

で
き

る
こ

と
 （

特
集

 子
ど

も
の

事
故

・
虐

待
）
 -

-
 （

子
ど

も
虐

待
と

保
健

・
教

育
・
福

祉
の

連
携

）
小

児
科

臨
床

 6
9
-
1
2

2
8
1
9
-
2
8
2
6

日
本

小
児

医
事

出
版

社

和
田

一
郎

髙
岡

昴
太

2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

を
踏

ま
え

て
：
子

ど
も

の
安

全
を

守
る

支
援

者
を

支
持

す
る

た
め

の
シ

ス
テ

ム
を

合
理

化
・
効

率
化

さ
せ

る
必

要
性

（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）
 -

-
 （

海
外

に
お

け
る

子
ど

小
児

科
臨

床
 6

9
-
1
2

2
8
2
7
-
2
8
3
3

日
本

小
児

医
事

出
版

社

A
le

xa
n
d
er

 R
an

d
el

l
廣

瀬
た

い
子

（
訳

）
2
0
1
6
.1

2
米

国
に

お
け

る
児

童
虐

待
防

止
の

対
策

と
努

力
（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）
 -

-
 （

海
外

に
お

け
る

子
ど

も
虐

待
と

対
応

）
小

児
科

臨
床

 6
9
-
1
2

2
8
3
5
-
2
8
4
1

日
本

小
児

医
事

出
版

社

鈴
木

香
代

子
P
aa

vi
la

in
en

 E
ija

2
0
1
6
.1

2
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
に

お
け

る
子

ど
も

虐
待

防
止

活
動

（
特

集
 子

ど
も

の
事

故
・
虐

待
）
 -

-
 （

海
外

に
お

け
る

子
ど

も
虐

待
と

対
応

）
小

児
科

臨
床

 6
9
-
1
2

2
8
4
3
-
2
8
4
7

日
本

小
児

医
事

出
版

社

清
水

克
之

2
0
1
6
.1

2
児

童
虐

待
問

題
の

現
状

と
課

題
広

島
文

教
女

子
大

学
紀

要
 5

1
7
1
-
8
1

広
島

文
教

女
子

大
学

岡
聰

志
清

水
孝

教
2
0
1
6
.1

2
児

童
虐

待
事

案
に

お
け

る
児

童
相

談
所

の
役

割
と

他
機

関
と

の
連

携
に

つ
い

て
（
上

）
捜

査
研

究
 6

5
-
1
2

1
2
-
2
1

東
京

法
令

出
版

細
谷

芳
明

2
0
1
6
.1

2
児

童
虐

待
の

現
状

と
児

童
虐

待
に

対
す

る
刑

事
司

法
関

与
の

あ
り

方
（
上

）
捜

査
研

究
 6

5
-
1
2

2
2
-
3
0

東
京

法
令

出
版
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和
田

聡
子

光
田

信
明

2
0
1
6
.1

2
医

療
・
保

健
・
福

祉
が

連
携

し
た

特
定

妊
婦

の
支

援
と

児
童

虐
待

対
策

（
特

集
 周

産
期

の
チ

ー
ム

医
療

サ
ク

セ
ス

8
ca

se
：
今

こ
そ

助
産

師
の

専
門

性
を

発
揮

す
る

）
ペ

リ
ネ

イ
タ

ル
ケ

ア
 3

5
-
1
2

1
1
7
0
-
1
1
7
5

メ
デ

ィ
カ

出
版

本
間

宏
実

桜
井

敦
朗

新
谷

誠
康

2
0
1
6
.1

2
臨

床
報

告
 虐

待
に

よ
る

多
数

歯
齲

蝕
を

有
し

た
児

童
に

対
し

継
続

的
な

口
腔

内
管

理
を

行
っ

た
一

例
歯

科
学

報
 1

1
6
-
6

4
7
0
-
4
7
7

東
京

歯
科

大
学

学
会

2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

を
守

る
 見

守
り

強
化

、
虐

待
予

防
も

：
子

ど
も

の
居

場
所

拡
大

か
ら

3
カ

月
：
大

阪
府

寝
屋

川
市

厚
生

福
祉

 6
2
8
8

1
6

時
事

通
信

社

酒
井

邦
彦

2
0
1
6
.1

2
英

国
の

E
U

離
脱

、
深

刻
化

す
る

子
ど

も
虐

待
と

そ
の

対
応

の
あ

り
か

た
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

8
-
3

3
3
1
-
3
3
8

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

関
東

由
加

稲
垣

由
子

2
0
1
6
.1

2
子

ど
も

性
的

虐
待

家
庭

の
背

景
：
事

例
文

献
研

究
よ

り
子

ど
も

の
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

8
-
3

3
4
4
-
3
5
2

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

松
宮

透
髙

2
0
1
6
.1

2
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

問
題

の
あ

る
親

に
よ

る
子

ど
も

養
育

世
帯

支
援

に
お

け
る

包
括

型
地

域
生

活
支

援
（
A

C
T

）
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
活

用
の

可
能

性
と

そ
の

課
題

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
3

3
5
3
-
3
6
1

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

立
花

良
之

小
泉

典
章

樽
井

寛
美

ほ
か

2
0
1
6
.1

2
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

不
調

の
母

親
と

そ
の

子
ど

も
の

支
援

の
た

め
の

、
妊

産
期

か
ら

は
じ

ま
る

医
療

・
保

健
・
福

祉
の

地
域

連
携

モ
デ

ル
づ

く
り

に
つ

い
て

子
ど

も
の

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

8
-
3

3
6
2
-
3
6
6

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

深
谷

昌
志

深
谷

和
子

青
葉

紘
宇

2
0
1
6
.1

2
『
虐

待
を

受
け

た
子

ど
も

が
住

む
「
心

の
世

界
」
：
養

育
の

難
し

い
里

子
を

抱
え

る
里

親
た

ち
』

福
村

出
版

佐
々

木
真

吾
2
0
1
7

保
育

・
教

育
現

場
へ

の
司

法
面

接
の

導
入

：
虐

待
の

早
期

発
見

と
予

防
を

目
指

し
て

光
塩

学
園

女
子

短
期

大
学

紀
要

 1
4

6
5
-
7
3

光
塩

学
園

女
子

短
期

大
学

仲
真

紀
子

2
0
1
7
.1

自
著

を
語

る
 子

ど
も

へ
の

司
法

面
接

：
考

え
方

・
進

め
方

と
ト
レ

ー
ニ

ン
グ

書
斎

の
窓

 6
4
9

4
4
-
4
8

有
斐

閣
天

童
睦

子
2
0
1
7
.1

し
つ

け
と

虐
待

（
第

1
回

）
し

つ
け

の
社

会
学

的
ア

プ
ロ

ー
チ

：
な

ぜ
子

育
て

が
つ

ら
い

の
か

チ
ャ

イ
ル

ド
ヘ

ル
ス

 2
0
-
1

5
4
-
5
6

診
断

と
治

療
社

引
土

達
雄

水
木

理
恵

前
川

暁
子

ほ
か

2
0
1
7
.1

医
療

機
関

に
よ

る
支

援
に

関
す

る
里

親
へ

の
ニ

ー
ズ

調
査

小
児

の
精

神
と

神
経

 5
6
-
4

3
6
1
-
3
7
4

日
本

小
児

精
神

神
経

学
会

岡
聰

志
清

水
孝

教
2
0
1
7
.1

児
童

虐
待

事
案

に
お

け
る

児
童

相
談

所
の

役
割

と
他

機
関

と
の

連
携

に
つ

い
て

（
中

）
捜

査
研

究
 6

6
-
1

8
9
-
9
9

東
京

法
令

出
版

2
0
1
7
.1

改
正

児
童

福
祉

法
Q

&
A

（
特

集
 虐

待
か

ら
子

ど
も

た
ち

を
守

る
 改

正
児

童
福

祉
法

か
ら

見
る

「
私

た
ち

一
人

ひ
と

り
に

で
き

る
こ

と
」
）

厚
生

労
働

 2
0
1
7
-
1

1
0
-
1
3

厚
生

問
題

研
究

会

奥
山

眞
紀

子
吉

田
恒

雄
松

本
伊

智
朗

ほ
か

2
0
1
7
.1

子
ど

も
た

ち
の

た
め

に
、

私
た

ち
に

で
き

る
こ

と
（
特

集
 虐

待
か

ら
子

ど
も

た
ち

を
守

る
 改

正
児

童
福

祉
法

か
ら

見
る

「
私

た
ち

一
人

ひ
と

り
に

で
き

る
こ

と
」
）

厚
生

労
働

 2
0
1
7
-
1

1
4
-
1
7

厚
生

問
題

研
究

会

木
原

美
奈

子
2
0
1
7
.1

虐
待

の
予

防
（
特

集
 周

産
期

に
お

け
る

フ
ァ

ミ
リ
ー

セ
ン

タ
ー

ド
ケ

ア
）
 -

-
 （

退
院

後
の

養
育

環
境

）
周

産
期

医
学

 4
7
-
1

1
2
7
-
1
3
0

東
京

医
学

社

大
曽

根
邦

彦
2
0
1
7
.1

児
童

虐
待

防
止

対
策

保
育

所
巡

回
相

談
か

ら
見

る
子

育
て

支
援

：
育

て
に

く
い

・
か

か
わ

り
に

く
い

子
と

虐
待

予
防

（
社

大
福

祉
フ

ォ
ー

ラ
ム

2
0
1
6
報

告
）
 -

-
 （

分
科

会
か

ら
の

報
告

）
社

会
事

業
研

究
 5

6
5
7
-
6
2

日
本

社
会

事
業

大
学

社
会

福
祉

学
会

橋
本

達
昌

2
0
1
7
.1

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

の
役

割
と

将
来

展
望

：
主

に
法

制
上

の
制

度
設

計
と

そ
の

変
容

に
着

目
し

て
自

治
総

研
 4

3
-
1

8
0
-
9
6

地
方

自
治

総
合

研
究

所

谷
口

恵
子

2
0
1
7
.1

精
神

疾
患

を
持

つ
親

へ
の

育
児

支
援

：
虐

待
事

例
か

ら
考

え
る

茶
屋

四
朗

次
郎

記
念

学
術

学
会

誌
 7

1
3
1
-
1
3
8

茶
屋

四
朗

次
郎

記
念

学
術

学
会

慎
泰

俊
2
0
1
7
.1

『
ル

ポ
児

童
相

談
所

：
一

時
保

護
所

か
ら

考
え

る
子

ど
も

支
援

（
ち

く
ま

新
書

）
』

筑
摩

書
房

岡
聰

志
清

水
孝

教
2
0
1
7
.2

児
童

虐
待

事
案

に
お

け
る

児
童

相
談

所
の

役
割

と
他

機
関

と
の

連
携

に
つ

い
て

（
下

・
最

終
回

）
捜

査
研

究
 6

6
-
2

3
6
-
4
3

東
京

法
令

出
版

細
谷

芳
明

2
0
1
7
.2

児
童

虐
待

の
現

状
と

児
童

虐
待

に
対

す
る

刑
事

司
法

関
与

の
あ

り
方

（
中

）
捜

査
研

究
 6

6
-
2

4
4
-
5
5

東
京

法
令

出
版

古
川

恵
理

子
2
0
1
7
.2

児
童

虐
待

を
疑

っ
た

と
き

の
画

像
検

査
小

児
科

 5
8
-
2

1
8
5
-
1
9
2

金
原

出
版

緒
方

康
介

2
0
1
7
.2

虐
待

さ
れ

た
子

ど
も

が
描

く
「
雨

の
中

の
私

」
と

ト
ラ

ウ
マ

反
応

：
「
雨

≒
ス

ト
レ

ス
」
仮

説
の

検
証

犯
罪

学
雑

誌
 8

3
-
1

3
-
8

日
本

犯
罪

学
会

久
保

恭
子

宍
戸

路
佳

草
間

真
由

美
ほ

か

2
0
1
7
.2

高
校

生
・
大

学
生

へ
の

性
虐

待
・
乳

幼
児

揺
さ

ぶ
ら

れ
症

候
群

の
予

防
活

動
の

実
践

報
告

と
親

性
教

育
の

効
果

東
京

学
芸

大
学

紀
要

.総
合

教
育

科
学

系
6
8
-
2

3
5
3
-
3
6
0

東
京

学
芸

大
学

渡
邉

幸
恵

渡
邊

淳
子

2
0
1
7
.2

未
受

診
妊

婦
で

あ
っ

た
褥

婦
の

児
や

育
児

へ
の

思
い

：
未

受
診

妊
婦

へ
の

支
援

の
在

り
方

日
本

母
子

看
護

学
会

誌
 1

0
-
2

7
3
-
7
9

日
本

母
子

看
護

学
会

2
0
1
7
.2

第
2
分

科
会

 子
ど

も
の

虐
待

防
止

（
自

治
体

の
動

き
 子

ど
も

支
援

・
子

育
て

支
援

と
子

ど
も

に
や

さ
し

い
ま

ち
づ

く
り

：
「
地

方
自

治
と

子
ど

も
施

策
」
全

国
自

治
体

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

2
0
1
6
宝

塚
か

ら
）

子
ど

も
の

権
利

研
究

 2
8

2
1
8
-
2
2
1

子
ど

も
の

権
利

条
約

総
合

研
究

所
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版
出

除
加

本
日

1
1

-
2

0
5

7 
報

時
籍

戸
」

案
提

法
立

と
題

課
の

そ
―

正
改

法
族

家
「

告
報

終
最

会
究

研
正

改
法

族
家

　
集

特
2.

7
1

0
2

藤
間

公
太

2
0
1
7
.2

『
代

替
養

育
の

社
会

学
：
施

設
養

育
か

ら
「
脱

家
族

化
」
を

問
う

』
晃

洋
書

房
渡

邊
浩

志
大

河
内

修
2
0
1
7
.3

我
が

国
の

児
童

虐
待

対
策

制
度

の
整

備
に

伴
う

愛
知

県
に

お
け

る
児

童
相

談
所

の
機

能
の

変
遷

と
現

状
現

代
教

育
学

研
究

紀
要

 1
0

1
1
-
1
9

中
部

大
学

現
代

教
育

学
研

究
所

西
澤

哲
2
0
1
7
.3

し
つ

け
と

虐
待

（
第

3
回

）
虐

待
臨

床
の

観
点

か
社

療
治

と
断

診
0

2
2

-
8

1
2

3
-

0
2 

ス
ル

ヘ
ド

ル
イ

ャ
チ

ら
織

田
善

真
関

本
彰

宏
山

本
一

代
ほ

か

2
0
1
7
.3

子
ど

も
虐

待
対

応
に

お
け

る
児

童
相

談
所

と
市

の
連

携
に

つ
い

て
：
児

童
相

談
所

と
市

、
共

同
調

査
の

ま
と

め
（
第

3
4
回

滋
賀

県
社

会
福

祉
学

会
奨

励
賞

レ
ポ

ー
ト
）

滋
賀

社
会

福
祉

研
究

 1
9

4
1
-
4
4

滋
賀

県
社

会
福

祉
協

議
会

阿
久

津
美

紀
2
0
1
7
.3

オ
ー

ス
ト
ラ

リ
ア

王
立

委
員

会
の

性
的

虐
待

調
査

の
展

開
と

守
ら

れ
る

べ
き

子
ど

も
の

権
利

:レ
コ

ー
ド

キ
ー

ピ
ン

グ
が

児
童

虐
待

の
抑

止
力

に
な

る
の

は
な

ぜ
な

の
か

レ
コ

ー
ド

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
 7

2
1
5
-
2
9

記
録

管
理

学
会

笠
原

正
洋

2
0
1
7
.3

保
育

所
保

育
士

の
た

め
の

児
童

虐
待

防
止

活
動

に
関

す
る

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
方

式
の

ワ
ー

ク
シ

ー
ト
の

作
成

中
村

学
園

大
学

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

研
究

紀
要

 8
1
9
-
2
9

中
村

学
園

大
学

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

川
上

光
治

2
0
1
7
.3

東
京

都
に

お
け

る
児

童
虐

待
の

現
状

と
課

題
（
特

集
 学

生
と

市
民

の
た

め
の

公
開

講
座

『
現

場
か

ら
の

法
律

学
・
政

治
学

』
（
1
）
）
 -

-
 （

第
三

回
『
地

方
行

政
の

現
場

か
ら

』
）

専
修

大
学

法
学

研
究

所
所

報
 5

4
8
6
-
9
9

専
修

大
学

法
学

研
究

所

2
0
1
7
.3

特
集

　
家

族
法

改
正

研
究

会
最

終
報

告
（
2
）
「
家

族
法

改
正

―
そ

の
版

出
除

加
本

日
3

3
-

2
0

5
7 

報
時

籍
戸

」
案

提
法

立
と

題
課

和
田

雅
樹

2
0
1
7
.4

検
察

に
お

け
る

再
犯

防
止

・
社

会
復

帰
支

援
の

 
報

時
律

法
組

取
の

め
た

社
論

評
本

日
5

2
-

9
1

4
-

9
8

細
谷

芳
明

2
0
1
7
.4

児
童

虐
待

の
現

状
と

児
童

虐
待

に
対

す
る

刑
事

司
法

関
与

の
あ

り
方

（
下

 そ
の

1
）
：
司

法
面

接
（
協

同
面

接
）
に

つ
い

て
捜

査
研

究
 6

6
-
4

3
6
-
4
4

東
京

法
令

出
版

羽
間

京
子

2
0
1
7
.4

少
年

院
在

院
者

の
被

虐
待

体
験

等
の

被
害

体
験

に
関

す
る

調
査

に
会

協
正

矯
3

2
-

4
1

4
-

8
2 

政
刑

て
い

つ
2

2
-

0
2

5
4 

ー
リ

ラ
ブ

イ
ラ

池
御

題
問

の
後

今
と

析
分

の
例

事
の

止
停

権
親

4.
7

1
0

2
裕

幸
村

北 龍
岡

資
晃

2
0
1
7
.6

裁
判

例
の

量
刑

理
由

か
ら

見
た

児
童

虐
待

に
つ

い
て

（
小

特
集

 犯
罪

者
を

親
に

も
つ

子
ど

も
に

つ
い

て
考

え
る

）
法

律
時

報
 8

9
-
6

8
5
-
8
9

日
本

評
論

社

大
塚

正
之

2
0
1
7
.6

親
権

停
止

審
判

前
の

保
全

処
分

を
認

容
し

た
 

誌
雑

法
商

民
）

否
拒

血
輸

（
例

事
1
5
3
-
2

3
3
8
-
3
4
2

有
斐

閣

細
谷

芳
明

2
0
1
7
.7

児
童

虐
待

の
現

状
と

児
童

虐
待

に
対

す
る

刑
事

司
法

関
与

の
あ

り
方

（
下

 そ
の

2
・
最

終
回

）
：
年

少
者

（
幼

児
）
の

証
言

能
力

・
供

述
の

信
用

性
捜

査
研

究
 6

6
-
7

6
8
-
7
7

東
京

法
令

出
版

川
松

亮
2
0
1
7
.7

児
童

福
祉

法
改

正
の

ポ
イ

ン
ト

店
書

石
明

4
8

-
8

7
0

1 
祉

福
と

も
ど

子

山
縣

文
治

2
0
1
7
.7

児
童

福
祉

法
改

正
を

め
ぐ

っ
て

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

9
-
2

1
4
1
-
1
4
7

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

許
末

惠
2
0
1
7
.8

原
因

が
消

滅
し

た
こ

と
に

よ
る

 
誌

雑
法

商
民

し
消

取
の

判
審

止
停

権
親

1
5
3
-
3

1
5
0
-
1
5
4

有
斐

閣

も
ど

子
所

談
相

童
児

の
ら

か
れ

こ
と

正
改

法
祉

福
童

児
9.

7
1

0
2

他
晋

口
江

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

9
-
2

1
6
7
-
1
7
4

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

藤
田

香
織

ほ
か

子
と

こ
る

き
で

が
法

司
に

め
た

の
も

ど
子

―
与

関
法

司
と

正
改

法
祉

福
童

児
9.

7
1

0
2

ど
も

虐
待

と
ネ

グ
レ

ク
ト
 1

9
-
2

1
7
5
-
1
8
3

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

柳
川

敏
彦

P
et

er
 N

ew
el

l
田

沢
茂

之
2
0
1
7
.9

体
罰

防
止

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 子
ど

も
へ

の
暴

力
・
虐

待
防

止
の

た
め

の
体

罰
の

根
絶

を
目

指
し

て
（
特

集
 子

ど
も

虐
待

防
止

世
界

会
議

名
古

屋
2
0
1
4
）

子
ど

も
虐

待
と

ネ
グ

レ
ク

ト
 1

9
-
2

1
8
6
-
1
9
5

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

加
藤

曜
子

笹
井

康
治

松
本

美
保

八
木

安
理

子
安

部
計

彦

2
0
1
7
.9

大
会

企
画

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

 法
改

正
に

お
け

る
市

町
村

の
支

援
役

割
を

グ
ネ

と
待

虐
も

ど
子

る
え

考
レ

ク
ト
 1

9
-
2

1
9
3
-
1
9
9

日
本

子
ど

も
虐

待
防

止
学

会

石
井

光
太

2
0
1
7
.1

2
『
4
3
回

の
殺

意
：
川

崎
中

1
男

子
生

徒
殺

害
事

件
の

深
層

』
双

葉
社

2
0
1
8

『
離

婚
後

の
子

の
監

護
と

面
会

交
流

―
子

ど
も

の
心

身
の

健
康

な
発

達
の

た
め

に
―

』
梶

村
太

市
長

谷
川

京
子

吉
田

容
子

日
本

評
論

社

増
井

敦
2
0
1
8
.3

検
察

に
よ

る
児

童
虐

待
事

案
解

決
の

た
め

の
多

機
関

連
携

の
促

進
 （

R
IS

T
E
X

研
究

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

特
集

）
社

会
安

全
・
警

察
学

 4
4
5
-
6
3

京
都

産
業

大
学

社
会

安
全

・
警

察
学

研
究

所
イ

エ
3

4
1

-
4

3
1

7
9

1 
法

育
教

刊
季

討
検

の
例

判
裁

の
つ

2
た

れ
さ

用
活

が
度

制
止

停
権

親
に

め
た

の
現

実
の

職
就

や
学

進
の

童
児

6.
8

1
0

2
淳

畑
古

デ
ル

研
究

所
社

論
評

本
日

7
6

-
4

6
7

5 
ス

ク
ー

マ
リ

例
判

法
私

分
処

全
保

の
止

停
権

親
の

者
権

親
の

者
年

成
未

る
え

抱
を

患
疾

臓
心

な
篤

重
7.

8
1

0
2

子
美

恵
野

保
久

安
部

計
彦

2
0
1
8
.8

子
ど

も
虐

待
と

非
行

の
関

係
西

南
学

院
大

学
人

間
科

学
論

集
 1

4
-
1

1
6
7
-
1
9
4

西
南

学
院

大
学

白
瑞

2
0
1
9
.1

医
療

ネ
グ

レ
ク

ト
に

準
ず

る
事

案
に

お
け

る
親

権
停

止
審

判
を

本
案

と
す

る
親

権
者

の
職

務
執

行
停

止
の

保
全

処
分

申
立

事
件

法
学

新
報

 1
2
5
-
9
・
1
0

1
3
7
-
1
6
6

中
央

大
学

法
学

会

佐
々

木
健

2
0
1
9
.2

子
の

就
職

手
続

に
非

協
力

的
な

親
権

者
の

 
誌

雑
法

商
民

分
処

全
保

と
止

停
権

親
1
5
4
-
6

1
3
1
3
-
1
3
1
8

有
斐

閣
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

2
0
1
4

(平
成

2
6
）

1
児

童
虐

待
防

止
全

国
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
第

2
0
回

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

　
子

育
て

支
援

者
向

け
研

修
事

業
＜

大
規

模
研

修
会

＞
　

「
性

虐
待

へ
の

対
応

　
～

そ
の

現
状

と
課

題
～

」
2
0
1
4

（
平

成
2
6
）

国
　

東
京

都
及

び
区

市
町

村
　

「
地

域
少

子
化

対
策

強
化

交
付

金
事

業
」

2
「
居

住
実

態
が

把
握

で
き

な
い

児
童

に
関

す
る

調
査

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
6
年

2
月

2
6
日

　
（
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

）
　

平
成

2
6
年

中
の

調
査

実
施

に
つ

い
て

公
表

。
東

京
都

　
「
ひ

と
り

親
家

庭
の

子
供

サ
ポ

ー
ト

モ
デ

ル
事

業
」

3
ネ

ッ
ト

託
児

死
亡

事
件

（
埼

玉
県

　
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

に
預

け
ら

れ
て

い
た

2
歳

児
が

遺
体

で
見

つ
か

る
）

東
京

都
　

「
妊

娠
健

康
診

査
受

診
促

進
事

業
」
 (
単

独
事

業
）

3
「
不

適
切

指
導

、
職

員
ら

処
分

　
福

岡
の

児
童

自
立

支
援

支
援

施
設

」
　

福
岡

県
は

3
1
日

、
県

立
の

児
童

自
立

支
援

施
設

「
福

岡
学

園
」

（
同

県
那

珂
川

町
）
の

職
員

が
児

童
に

背
丈

以
上

の
穴

を
掘

ら
せ

る
な

ど
不

適
切

な
指

導
を

し
た

と
し

て
、

園
長

を
口

頭
訓

告
処

分
に

し
た

と
発

表
。

大
阪

府
　

子
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
　

児
童

保
護

支
援

員
（
警

察
官

O
B

）
配

置
（
池

田
・
富

田
林

）

4
「
性

別
変

更
後

「
母

親
」
に

　
特

別
養

子
縁

組
認

め
る

　
国

内
初

か
、

大
阪

家
裁

」
　

性
同

一
性

障
害

で
男

性
か

ら
性

別
変

更
し

た
大

阪
府

の
3
0
代

女
性

が
結

婚
後

、
里

親
の

「
母

親
」
と

し
て

児
童

養
護

施
設

か
ら

引
き

取
っ

た
男

児
（
3
）
の

特
別

養
子

縁
組

を
申

し
立

て
、

大
阪

家
裁

に
認

め
ら

れ
た

。

大
阪

府
　

子
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
　

守
口

市
・
茨

木
市

・
高

槻
市

・
岸

和
田

市
に

お
け

る
児

童
死

亡
、

重
症

事
案

発
生

4
ハ

ー
グ

条
約

加
盟

（
国

際
的

な
子

の
奪

取
の

民
事

上
の

側
面

に
関

す
る

条
約

）
　

日
本

に
お

い
て

は
、

ハ
ー

グ
条

約
は

2
0
1
4
年

4
月

1
日

に
発

効
。

「
大

阪
府

い
じ

め
防

止
基

本
方

針
」
の

策
定

4
「
虐

待
未

成
年

者
に

居
場

所
を

　
新

潟
で

保
護

施
設

シ
ン

ポ
」
 親

に
よ

る
行

き
場

を
無

く
し

た
1
5
歳

以
上

の
未

成
年

者
の

一
時

保
護

施
設

「
子

ど
も

シ
ェ

ル
タ

ー
」
の

仕
組

み
や

必
要

性
を

知
っ

て
も

ら
う

た
め

弁
護

士
ら

が
1
9
日

、
新

潟
市

で
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

開
い

た
。

2
0
0
4
年

に
全

国
初

の
「
カ

リ
ヨ

ン
子

ど
も

の
家

」
を

東
京

都
に

開
設

し
た

東
京

弁
護

士
会

の
坪

井
節

子
弁

護
士

が
講

演
。

大
阪

府
　

臨
時

福
祉

給
付

金
の

給
付

5
「

児
童

虐
待

防
止

対
策

支
援

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」

 
平

成
2
6
年

5
月

1
3
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
5
1
3
第

8
号

「
大

阪
府

に
お

け
る

乳
幼

児
健

康
診

査
未

受
診

児
対

応
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
作

成

6
「
匿

名
通

報
急

増
、

摘
発

は
3
倍

　
ス

マ
ホ

用
サ

イ
ト

新
設

へ
」
　

警
察

庁
が

民
間

に
委

託
し

、
電

話
や

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
で

犯
罪

や
児

童
虐

待
な

ど
の

情
報

を
受

け
付

け
る

「
匿

名
通

報
ダ

イ
ヤ

ル
」
の

昨
年

度
の

受
理

件
数

は
8
8
2
5
件

で
、

情
報

を
も

と
に

5
6
事

件
を

摘
発

し
た

こ
と

が
2
6
日

、
警

察
庁

の
ま

と
め

で
分

か
っ

た
。

い
ず

れ
も

2
0
0
7
年

の
受

付
開

始
以

降
最

多
。

「
大

阪
府

市
町

村
児

童
家

庭
相

談
援

助
指

針
」
の

改
訂

6

「
子

供
の

安
否

確
認

徹
底

へ
　

遺
棄

致
死

事
件

で
厚

木
市

」
　

神
奈

川
県

厚
木

市
の

ア
パ

ー
ト

の
一

室
で

斎
藤

理
玖

ち
ゃ

ん
＝

当
時

（
5
）

＝
の

白
骨

遺
体

が
見

つ
か

っ
た

事
件

で
、

市
や

児
童

相
談

所
、

警
察

で
つ

く
る

「
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
」
は

2
6
日

、
厚

木
市

内
で

会
合

を
開

き
、

所
在

が
分

か
ら

な
い

子
供

の
安

否
確

認
の

徹
底

や
協

議
会

の
組

織
強

化
を

盛
り

込
ん

だ
再

発
防

止
策

を
ま

と
め

た
。

理
玖

ち
ゃ

ん
の

遺
体

は
死

亡
か

ら
7
年

以
上

た
っ

た
今

年
5
月

末
に

見
つ

か
り

、
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

な
ど

の
疑

い
で

父
親

の
斎

藤
幸

裕
容

疑
者

（
3
6
）
が

逮
捕

さ
れ

た
。

大
阪

府
　

養
育

里
親

の
愛

称
が

『
は

ぐ
く
み

ホ
ー

ム
』
に

決
ま

る

6
「
児

童
相

談
所

と
の

連
携

の
充

実
に

つ
い

て
」
　

（
法

務
省

事
務

連
絡

）
　

平
成

2
6
年

6
月

2
6
日

　
法

務
省

刑
事

課
長

6
「
児

童
虐

待
へ

の
対

応
に

お
け

る
検

察
と

の
連

携
の

推
進

に
つ

い
て

」
平

成
2
6
年

6
月

2
6
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

総
務

課
長

通
知

雇
児

総
発

0
6
2
6
第

1
号

資資
料料

66
    

  日日
本本

にに
おお

けけ
るる

児児
童童

福福
祉祉

にに
関関

すす
るる

年年
表表

　　
--
児児

童童
虐虐

待待
防防

止止
をを

中中
心心

にに
－－

　　
第第

88
期期

　　
22
00
11
44
年年

--
22
00
11
77
年年

資
料

6
  

 日
本

に
お

け
る

児
童

福
祉

に
関

す
る

年
表

　
-

児
童

虐
待

防
止

を
中

心
に

－
　

第
8

期
　

2
0
1
4

年
-
2
0
1
7

年
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

1
0

「
赤

ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
に
乳

児
遺

体
　
死

体
遺

棄
容

疑
で
捜

査
、
熊

本
」
　
3
日

午
後

8
時

ご
ろ
、
熊

本
県

西
区

島
崎

6
丁

目
の

慈
恵

病
院

に
設

置
さ
れ
て
い
る
「
こ
う
の
と
り
の
ゆ
り
か

ご
」
（
赤
ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
）
に
、
生
後
間
も
な
い
男
児
の
遺
体
が
あ
る
の

を
病
院
の
職
員
が
見
つ
け
、

熊
本

南
署

に
通

報
。
同

署
は

死
体

遺
棄

容
疑

で
捜

査
。
熊

本
市

の
検

証
委

員
会

に
よ
る
と
今

年
3
月

ま
で
（
2
0
0
7
年

5
月

の
運

用
開

始
か

ら
約

7
年

間
）
に
1
0
1
人

の
子

ど
も
が

預
け
ら
れ

た
。
約

1
割

の
1
1
人

に
何

ら
か

の
障

害
が

あ
っ
た
。

1
1

「
妊

娠
期

か
ら
継

続
支

援
を
　
虐

待
防

止
で
厚

労
省

専
門

委
員

会
　
児

相
調

査
へ

の
回

答
義

務
化

も
」
　
児

童
虐

待
防

止
の

在
り
方

を
検

討
す
る
厚

生
労

働
省

の
専

門
委

員
会

は
2
8
日

、
虐

待
に
よ
る
死

亡
事

案
の

う
ち
1
歳

未
満

の
赤

ち
ゃ
ん
が

犠
牲

と
な
る
ケ
ー
ス
が

多
い
状

況
を
踏

ま
え
、
妊

娠
期

か
ら
出

産
、
育

児
期

ま
で
の

切
れ

目
な
く
母

親
を
支

援
す
る
体

制
の

整
備

を
柱

と
す
る
提

言
を
大

筋
了

承
し
た
。

1
2

「
自

立
支

援
施

設
で
暴

行
、
和

解
　
職

員
が

元
生

徒
に
謝

罪
」
　
東

京
都

東
村

山
市

の
児

童
自

立
支

援
施

設
「
都

立
萩

山
実

務
学

校
」
の

男
性
職
員
が
男
子
中
学
生
を
殴
る
な
ど
の
暴
行
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
都

と
職
員
が
被
害
者
に
謝
罪
、
賠
償
す
る
内
容
の
和
解
が

2
2
日

、
東

京
地

裁
で
成

立
し
た
。

1
2

「
被

害
者

が
「
壮

絶
な
虐

待
」
家

裁
調

査
官

、
報

告
書

で
」
　
北

海
道

南
幌

町
の

自
宅

で
昨

年
1
0
月

、
祖

母
（
7
1
）
と
母

親
（
4
7
）
を
殺

害
し
た

と
し
て
殺

人
容

疑
で
家

裁
送

致
さ
れ

、
札

幌
家

裁
が

医
療

少
年

院
送

致
を
決

定
し
た
高

校
2
年

の
女

子
生

徒
（
1
7
）
の

付
添

人
弁

護
士

は
2
1
日
、
「
壮
絶
な
虐
待
」
を
受
け
て
い
た
と
表
現
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

1
2

「
虐

待
少

女
の

保
護

施
設

　
新

潟
に
シ
ェ
ル

タ
ー
」
　
親

か
ら
虐

待
な
ど
で
家

庭
に
居

場
所

が
な
い
1
0
代

後
半

の
少

女
を
一

時
保

護
す
る

施
設

「
子

ど
も
シ
ェ
ル

タ
ー
」
が

1
日

、
新

潟
市

に
開

設
さ
れ

た
。
弁

護
士

ら
で
つ
く
る
N
P
O
法

人
「
子

ど
も
セ
ン
タ
ー
ぽ

る
と
」
が

運
営

し
、
無

料
で
生

活
す
る
場

所
を
提

供
す
る
。
こ
れ

と
は

別
に
、
千

葉
県

で
も
N
P
O
法

人
が

1
日

、
子

ど
も
シ
ェ
ル

タ
ー
「
は

る
つ
げ
荘

」
を
開

設
。

1
2

「
親

権
訴

訟
で
捜

査
情

報
開

示
　
虐

待
救

済
に
異

例
措

置
　
仙

台
地

検
、
家

裁
審

理
短

く
」
　
母

親
と
同

居
中

の
男

か
ら
虐

待
さ
れ

た
小

学
生

の
親

権
を
め
ぐ
る
民

事
裁

判
で
、
仙

台
地

検
が

家
裁

の
求

め
に
応

じ
て
関

係
者

の
供

述
調

書
や

け
が

の
状

況
を
撮

影
し
た
写

真
な
ど

の
捜

査
情

報
を
開

示
す
る
異

例
の

措
置

を
取

っ
て
い
た
こ
と
が

、
1
8
日

裁
判

関
係

者
へ

の
取

材
で
分

か
っ
た
。
審

理
は

短
期

間
で
終

わ
り
、
家

裁
は

母
親

の
親

権
を
停

止
し
て
、
離

婚
し
た
実

父
に
親

権
を
移

し
た
。

1
2

「
大

阪
高

裁
も
娘

返
還

命
じ
る
　
ハ

ー
グ
条

約
、
即

時
抗

告
審

」
　
国

際
結

婚
の

破
綻

に
よ
り
夫

婦
間

で
子

ど
も
の

奪
い
合

い
が

起
き
た
際

の
取

り
扱

い
を
定

め
た
ハ

ー
グ
条

約
に
基

づ
き
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
住

む
父

親
が

、
日

本
で
母

親
と
暮

ら
す
娘

（
5
）
の

返
還

を
求

め
た
審

判
で
、
大

阪
高

裁
は

3
0
日

、
ス
リ
ラ
ン
カ
へ

の
返

還
を
命

じ
た
大

阪
家

裁
決

定
を
支

持
し
、
母

親
の

即
時

抗
告

を
棄

却
し
た
。

1
2

「
「
児

相
は

理
解

不
足

」
と
批

判
　
佐

世
保

事
件

、
県

報
告

書
」
　
長

崎
県

佐
世

保
市

の
高

１
女

子
生

徒
殺

害
事

件
で
、
県

は
5
日

、
事

件
前

に
県

の
児

童
相

談
所

に
加

害
少

女
（
1
6
）
＝

家
裁

送
致

＝
に
適

切
に
対

応
で
き
な
か

っ
た
の

は
、
児

童
福

祉
制

度
に
関

す
る
児

相
幹

部
ら

の
理

解
に
不

足
が

あ
っ
た
と
す
る
報

告
書

を
県

議
会

に
提

出
し
た
。
本

来
は

児
相

や
警

察
、
学

校
な
ど
で
対

策
を
話

し
合

う
べ

き
対

象
だ
っ
た
の

に
、
他
機
関
の
意
見
を
聞
か
な
い
ま
ま
判
断
し
た
と
批
判
し
て
い
る
。

1
2

「
虐

待
に
ワ
ン
ス
テ
ッ
プ
で
対

応
、
神

奈
川

、
子

ど
も
の

負
担

軽
減

」
　
神

奈
川

県
伊

勢
原

市
の

N
P
O
法

人
が

7
日

、
虐

待
を
受

け
た
子

ど
も

へ
の

児
童

相
談

所
、
警

察
、
検

察
の

聞
き
取

り
調

査
が

１
ヶ
所

で
済

む
よ
う
に
す
る
施

設
を
同

市
に
開

設
し
た
。
つ
ら
い
体

験
を
何

度
も
聴

取
さ
れ
て
子
ど
も
が
心
理
的
負
担
を
感
じ
る
こ
と
を
避
け
る
の
が
目
的
。

2
0
1
5

（
平

成
2
7
）

1

「
卵

子
提

供
、
子

に
ど
う
告

知
　
出

自
知

る
権

利
、
肯

定
的

　
悩

む
親

、
サ

ポ
ー
ト
必

要
」
　
病

気
で
卵

子
が

な
い
女

性
が

姉
妹

か
ら
提

供
を

受
け
、
夫
の
精
子
と
の
体
外
受
精
で
子
ど
も
を
も
う
け
る
。
こ
う
し
た
不
妊
治
療
現
場
の
取
り
組
み
を
め
ぐ
り
、
子
ど
も
の
出
自
を
知
る
権
利

を
ど
う
保

障
す
べ

き
か

に
議

論
が

起
き
て
い
る
。
子

ど
も
を
得

た
親

へ
の

意
識

調
査

で
は

出
自

を
知

る
権

利
を
肯

定
的

に
捉

え
る
一

方
、

実
際

に
は

な
か

な
か

告
知

で
き
ず
に
悩

む
姿

が
浮

か
び
、
親

を
サ

ポ
ー
ト
す
る
仕

組
み

が
求

め
ら
れ

る
。

2
0
1
5

（
平

成
2
7
）

国
　
東

京
都

（
財

団
等

へ
委

託
）
　
「
子

育
て
支

援
員

研
修

」
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

1
「
保

護
児

童
に
教

員
O
B
派

遣
　
民

間
施

設
で
学

習
支

援
」
　
虐

待
な
ど
で
一

時
保

護
さ
れ

た
子

ど
も
が

学
習

を
続

け
ら
れ

る
よ
う
に
、
大

阪
府

が
2
0
1
5
年

度
か

ら
民

間
の

児
童

養
護

施
設

に
教

員
O
B
ら
学

習
支

援
員

を
派

遣
す
る
方

針
を
決

め
た
こ
と
が

9
日

分
か

っ
た
。
厚

生
労

働
省

に
よ
る
と
児

童
相

談
所

（
児

相
）
の

一
時

保
護

所
以

外
へ

の
派

遣
は

全
国

で
も
例

が
な
い
。

東
京

都
　
区

市
町

村
（
委

託
等

可
）
　
「
子

育
て
ひ
ろ
ば

事
業

（
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
事

業
）

2
川

崎
市

中
1
男

子
生

徒
殺

害
事

件
、
2
0
1
5
年

2
月

2
0
日

に
、
神

奈
川

県
川

崎
市

川
崎

区
港

町
の

多
摩

川
河

川
敷

で
1
3
歳

の
中

学
1
年

生
の

少
年

が
殺

害
さ
れ

た
上

に
遺

体
を
遺

棄
さ
れ

事
件

か
ら
1
週

間
後

に
少

年
3
名

が
殺

人
の

疑
い
で
逮

捕
さ
れ

た
。

東
京

都
　
区

市
町

村
（
一

部
事

務
組

合
を
含

む
）
。
な

お
、
区
市
町
村
が
認
め
た
者
へ
委
託
等
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
　
「
利

用
者

支
援

事
業

」

2
「
子

ど
も
性

被
害

漫
画

で
防

止
　
N
P
O
が

小
中

高
無

償
配

布
」
　
人

身
取

引
の

根
絶

を
目

指
す
N
P
O
法

人
「
ラ
イ
ト
ハ

ウ
ス
」
（
東

京
都

）
は

、
子

ど
も
が

性
の

商
品

化
の

対
象

と
な
っ
た
り
性

的
虐

待
の

被
害

者
と
な
っ
た
り
す
る
の

を
防

ご
う
と
、
被

害
実

態
を
描

い
た
啓

発
漫

画
「
B
L
U
E
　
H
E
A
R
T
」
を
発

行
し
た
。
2
3
日

か
ら
全

国
の

小
中

高
校

や
児

童
福

祉
施

設
に
無

償
配

布
す
る
。

東
京

都
　
区

市
町

村
。
な
お
、
区

市
町

村
が

認
め
た
者

へ
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
乳
児
家
庭
全
戸

訪
問
事
業
（
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
事
業
）
」

2

「
少

年
面

会
、
職

員
同

席
は

違
法

　
地

裁
、
接

見
交

通
権

認
め
る
　
賠

償
請

求
は

棄
却

」
　
東

京
都

の
児

童
自

立
支

援
施

設
が

、
入

所
す

る
少

年
と
付

添
人

弁
護

士
の

面
会

に
児

童
相

談
所

職
員

を
同

席
さ
せ

た
こ
と
の

適
否

が
争

わ
れ

た
訴

訟
で
東

京
地

裁
は

1
9
日

、
「
自

由
を

制
限
さ
れ
少
年
が
、
立
会
人
な
し
で
付
添
人
と
面
会
で
き
る
利
益
は
保
証
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
都
側
の
対
応
を
違
法
と
判
断
し
た
。
故
意

や
過
失
の
な
い
対
応
だ
っ
た
と
し
て
、
弁
護
士
に
よ
る
1
0
万
円
の
賠
償
請
求
は
退
け
た
。

東
京

都
　
区

市
町

村
。
な
お
、
区

市
町

村
が

認
め
た
者

へ
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
養
育
支
援
訪
問

事
業

」

2

「
ひ
と
り
親

家
庭

の
支

援
強

化
　
貧

困
対

策
、
学

び
直

し
重

視
　
父

母
高

卒
認

定
の

費
用

補
助

　
厚

労
省

、
4
月

か
ら
新

制
度

」
　
厚

生
労

働
省

は
4
月

か
ら
、
教

育
面

を
中

心
と
し
た
ひ
と
り
親

家
庭

へ
の

支
援

を
強

化
す
る
方

針
を
決

め
た
。
高

校
卒

業
資

格
の

取
得

な
ど
を
目

指
す
シ
ン
グ
ル

マ
ザ

ー
ら
親

の
「
学

び
直

し
」
を
重

視
。
講

座
受

講
の

た
め
の

費
用

を
補

助
す
る
制

度
を
新

た
に
始

め
、
貧

困
対

策
の

一
環

と
し
て
子
ど
も
へ
の
支
援
と
と
も
に
経
済
的
な
自
立
に
つ
な
げ
た
い
考
え
だ
。

東
京

都
　
区

市
町

村
　
「
子

供
を
守

る
地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
機

能
強

化
事

業
」

2
「
在

留
資

格
、
養

育
で
ト
ラ
ブ
ル

　
協

議
離

婚
め
ぐ
り
シ
ン
ポ
」
　
裁

判
手

続
き
を
経

な
い
協

議
離

婚
の

問
題

点
に
つ
い
て
議

論
す
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が

2
2
日

、
大

阪
府

豊
中

市
で
開

か
れ

た
。
日

本
人

と
国

際
結

婚
し
た
外

国
人

女
性

が
夫

か
ら
一

方
的

に
離

婚
届

を
出

さ
れ

、
在

留
資

格
や

子
の

養
育

環
境

を
め
ぐ
り
ト
ラ
ブ
ル

に
な
っ
て
い
る
事

例
が

あ
る
と
支

援
団

体
が

報
告

し
た
。

東
京

都
　
区

市
町

村
（
委

託
可

）
　
「
子

育
て
短

期
支

援
事
業
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
・
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
）
　
（
国
事

業
）
」

2
「
父

殺
害

の
起

訴
内

容
認

め
る
　
2
4
歳

長
男

「
虐

待
で
恨

み
」
」
　
横

浜
市

の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
昨

年
1
月

、
父

親
を
散

弾
銃

で
撃

っ
て
殺

害
し
た

と
し
て
、
殺

人
な
ど
の

罪
に
問

わ
れ

た
長

男
の

無
職

佐
藤

亘
被

告
（
2
4
）
＝

高
松

市
＝

は
2
3
日

、
横

浜
地

裁
（
根

本
渉

裁
判

長
）
で
の

裁
判

員
裁

判
初

公
判

で
「
相

違
な
い
」
と
述

べ
、
起

訴
内

容
を
認

め
た
。

東
京

都
　
区

市
町

村
（
一

部
委

託
可

）
　
「
要

支
援

家
庭

を
対
象
と
し
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
」
　
（
単
独
事
業
）

2

「
子

ど
も
面

会
拒

否
、
親

権
変

更
　
福

岡
家

裁
が

異
例

判
断

」
　
離

婚
で
親

権
を
持

っ
た
妻

の
言

動
に
よ
り
長

男
（
7
）
と
面

会
で
き
な
く
な
っ

た
と
し
て
、
4
0
代

の
父

親
が

親
権

者
変

更
を
求

め
た
家

事
裁

判
が

あ
り
、
福

岡
家

裁
が

親
権

者
を
父

親
に
変

更
す
る
決

定
を
し
た
こ
と
が

2
3
日

、
分

か
っ
た
。
家

裁
は

「
面

会
再

開
は

子
の

福
祉

に
か

な
う
。
そ
れ

に
は

親
権

者
変

更
以

外
に
手

段
が

な
い
」
と
判

断
し
た
。
虐

待
な

ど
が

原
因

の
変

更
例

は
あ
る
が

、
面

会
実

現
を
理

由
と
す
る
の

は
極

め
て
異

例
。

東
京

都
　
「
子

育
て
短

期
支

援
事

業
実

施
施

設
整

備
費

補
助

」
　
（
単

独
事

業
）

2

「
認

可
外

の
事

故
も
報

告
義

務
に
　
子

ど
も
亡

く
し
た
遺

族
ら
要

望
」
　
4
月

か
ら
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
新

制
度

が
始

ま
る
の

を
前

に
、
保

育
施

設
で
の

事
故

で
子

ど
も
を
亡

く
し
た
遺

族
ら
で
つ
く
る
市

民
団

体
「
赤

ち
ゃ
ん
の

急
死

を
考

え
る
会

」
が

2
日

、
認

可
外

保
育

所
や

学
童

保
育

に
も
重

大
事

故
の

報
告

を
義

務
付

け
、
内

容
を
保

護
者

が
確

認
可

能
に
す
る
こ
と
を
求

め
る
要

望
書

を
内

閣
府

と
厚

生
労

働
、
文

部
科

学
両

省
に
提

出
し
た
。

東
京
都
に
お
い
て
赤
ち
ゃ
ん
・
ふ
ら
っ
と
を
設
置
　
「
子

育
て
親

子
の

外
出

環
境

整
備

事
業

（
赤

ち
ゃ
ん
・
ふ

ら
っ
と
事

業
）
」
　
（
単

独
事

業
）
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

2
「
子

ど
も

に
万

引
き

指
示

、
両

親
逮

捕
　

釣
り

具
盗

ま
せ

た
疑

い
、

大
阪

」
　

小
中

学
生

の
子

ど
も

3
人

に
指

示
し

、
釣

り
具

セ
ッ

ト
を

万
引

き
さ

せ
た

と
し

て
、

大
阪

府
警

吹
田

署
が

窃
盗

の
疑

い
で

、
同

府
豊

中
市

に
住

む
防

水
工

の
父

親
（
3
6
）
と

無
職

の
母

親
（
3
3
）
を

逮
捕

し
て

い
た

こ
と

が
8
日

、
同

署
へ

の
取

材
で

分
か

っ
た

。
東

京
都

　
「
児

童
育

成
手

当
」
　

（
単

独
事

業
）

2

「
2
4
時

間
窓

口
や

パ
ワ

ハ
ラ

研
修

　
佐

世
保

事
件

で
児

相
改

善
策

」
　

長
崎

県
佐

世
保

市
の

高
1
女

子
生

徒
殺

害
事

件
で

、
県

は
1
0
日

、
家

裁
送

検
さ

れ
た

少
女

（
1
6
）
に

関
す

る
精

神
科

医
の

相
談

を
放

置
し

た
児

童
相

談
所

の
改

善
策

を
盛

り
込

ん
だ

最
終

版
の

検
証

報
告

書
を

県
議

会
に

提
出

し
、

大
筋

で
了

承
さ

れ
た

。
少

女
に

関
す

る
相

談
の

放
置

に
つ

な
が

っ
た

と
指

摘
さ

れ
る

職
員

へ
の

パ
ワ

ハ
ラ

を
防

止
す

る
研

修
や

、
窓

口
の

2
4
時

間
化

を
実

施
す

る
と

し
た

。

東
京

都
　

「
連

携
型

専
門

ケ
ア

機
能

モ
デ

ル
事

業
」

2
「
「
被

害
の

恐
れ

」
4
0
0
人

　
小

中
高

生
の

緊
急

安
全

調
査

　
文

科
省

、
報

告
に

ば
ら

つ
き

」
　

文
部

科
学

省
は

1
3
日

、
川

崎
市

の
中

1
男

子
殺

害
事

件
を

受
け

、
全

国
の

国
公

私
立

の
小

中
高

校
な

ど
に

在
籍

す
る

児
童

生
徒

の
安

全
に

関
す

る
緊

急
調

査
結

果
を

公
表

し
た

。
「
生

命
ま

た
は

身
体

に
被

害
が

生
じ

る
恐

れ
が

あ
る

」
児

童
生

徒
は

4
0
0
人

だ
っ

た
。

東
京

都
　

社
会

福
祉

法
人

　
「
サ

テ
ラ

イ
ト

型
児

童
養

護
施

設
」
　

（
単

独
事

業
）

2
「
3
日

連
続

欠
席

で
校

長
に

報
告

　
文

科
省

、
事

件
受

け
対

応
策

」
　

文
部

科
学

省
は

1
9
日

、
川

崎
市

の
中

1
男

子
殺

害
事

件
を

受
け

て
設

置
し

た
対

策
会

議
の

会
合

で
、

病
気

な
ど

正
当

な
理

由
な

く
3
日

連
続

で
学

校
を

欠
席

し
た

児
童

生
徒

が
い

た
場

合
、

担
任

の
教

諭
や

養
護

教
諭

が
校

長
や

副
校

長
に

報
告

し
、

原
則

と
し

て
本

人
に

面
談

し
て

安
全

確
認

を
す

る
と

い
っ

た
再

発
防

止
策

の
骨

子
案

を
示

し
た

。

東
京

都
　

「
専

門
養

育
機

能
強

化
型

乳
児

院
」
　

（
単

独
事

業
）

3

「
虐

待
疑

い
児

相
通

告
最

多
2
.8

万
人

　
警

察
庁

、
保

護
も

２
千

人
超

」
　

昨
年

1
年

間
に

虐
待

が
疑

わ
れ

る
と

し
て

、
全

国
の

警
察

が
児

童
相

談
所

に
通

告
し

た
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も

は
2
万

8
9
2
3
人

（
前

年
比

3
3
.9

％
増

）
で

、
統

計
を

取
り

始
め

た
2
0
0
4
年

以
降

、
最

多
と

な
っ

た
こ

と
が

2
6
日

、
警

察
庁

の
ま

と
め

で
分

か
っ

た
。

こ
の

う
ち

生
命

の
危

険
が

あ
る

な
ど

の
緊

急
時

や
夜

間
に

警
察

が
保

護
し

た
子

ど
も

は
2
0
3
4
人

（
9
.6

％
増

）
に

上
っ

た
。

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　

「
ひ

と
り

親
家

庭
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
合

格
支

援
事

業
」

3
「
子

ど
も

へ
の

施
設

内
虐

待
8
7
件

　
1
3
年

度
、

厚
労

省
」
　

厚
生

労
働

省
は

2
7
日

、
児

童
養

護
施

設
な

ど
の

職
員

ら
に

よ
る

子
ど

も
へ

の
施

設
内

虐
待

が
2
0
1
3
年

度
に

8
7
件

確
認

さ
れ

、
計

1
5
5
人

が
被

害
に

遭
っ

た
と

明
ら

か
に

し
た

。
施

設
内

虐
待

の
通

告
が

義
務

付
け

ら
れ

た
0
9
年

度
以

降
で

最
多

。

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　

「
ひ

と
り

親
家

庭
相

談
窓

口
強

化
事

業
」

3
「
子

ど
も

の
貧

困
対

策
で

国
民

運
動

　
4
月

2
日

に
発

起
人

集
会

」
　

有
村

治
子

少
子

化
対

策
担

当
相

は
3
1
日

の
記

者
会

見
で

、
子

ど
も

の
貧

困
対

策
で

国
民

運
動

を
展

開
し

て
い

く
と

発
表

し
た

。
4
月

2
日

に
財

界
、

労
働

組
合

や
民

間
支

援
団

体
の

代
表

者
ら

を
首

相
官

邸
に

招
き

、
発

起
人

集
会

を
開

く
。

東
京

都
　

「
児

童
問

題
専

門
相

談
室

の
運

営
」
 (
単

独
事

業
）

3
「
女

性
、

児
童

の
相

談
対

応
強

化
　

警
視

庁
、

人
員

を
増

強
」
　

警
視

庁
は

1
日

、
ス

ト
ー

カ
ー

や
ド

メ
ス

テ
ィ

ッ
ク

バ
イ

オ
レ

ン
ス

（
D

V
)、

児
童

虐
待

事
案

を
担

当
す

る
人

身
安

全
総

合
対

策
本

部
に

、
性

犯
罪

の
対

策
チ

ー
ム

「
子

ど
も

・
女

性
安

全
対

策
班

」
（
愛

称
・
さ

く
ら

ポ
リ

ス
）
を

加
え

、
人

員
を

約
1
7
0
人

体
制

に
増

強
し

た
。

東
京

都
　

「
妊

娠
･出

産
包

括
支

援
推

進
事

業
」

3

「
「
子

ど
も

は
国

の
宝

」
と

首
相

　
子

育
て

本
部

、
内

閣
府

に
発

足
」
　

待
機

児
童

の
解

消
を

目
指

す
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制

度
が

1
日

、
始

ま
っ

た
の

に
伴

い
、

内
閣

府
は

「
子

ど
も

・
子

育
て

本
部

」
を

発
足

さ
せ

た
。

安
倍

晋
三

首
相

が
約

7
0
人

の
職

員
を

前
に

「
子

ど
も

は
国

の
宝

で
あ

り
未

来
で

あ
る

。
子

ど
も

を
産

み
育

て
る

こ
と

の
喜

び
を

多
く
の

人
た

ち
に

味
わ

っ
て

も
ら

え
る

日
本

に
し

て
い

き
た

い
」
と

訓
示

し
た

。

大
阪

府
　

子
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
　

夜
間

休
日

の
当

直
チ

ー
ム

（
輪

番
制

）
設

置

3
「
子

ど
も

の
貧

困
対

策
で

基
金

創
設

　
「
国

民
運

動
」
で

取
り

組
み

」
　

政
府

は
2
日

、
子

ど
も

の
貧

困
対

策
に

幅
広

く
取

り
組

む
た

め
、

財
界

、
労

働
組

合
や

地
方

自
治

体
の

代
表

ら
を

官
邸

に
招

き
「
子

供
の

未
来

応
援

国
民

運
動

」
の

発
起

人
集

会
を

開
催

し
た

。
経

済
的

な
苦

境
に

あ
る

子
ど

も
ら

を
支

え
る

た
め

の
基

金
も

創
設

す
る

。

大
阪

府
　

子
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
　

施
設

入
所

児
童

等
の

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
、

通
知

カ
ー

ド
の

保
管

が
始

ま
る
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・・
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・・
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・・
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・・
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市市

のの
動動

向向

3
「
児

童
虐

待
「
総

力
挙

げ
対

策
」
　

近
畿

管
区

の
警

察
本

部
長

会
議

」
　

近
畿

2
府

4
県

の
警

察
本

部
長

会
議

が
3
日

、
大

阪
市

で
開

か
れ

、
近

畿
管

区
警

察
局

の
佐

々
木

真
郎

局
長

は
、

増
加

す
る

児
童

虐
待

に
つ

い
て

「
1
つ

対
応

を
誤

れ
ば

重
大

事
案

に
発

展
し

か
ね

な
い

。
最

高
度

の
緊

張
感

を
持

ち
、

組
織

の
総

力
を

挙
げ

て
取

り
組

ん
で

ほ
し

い
」
と

訓
示

し
た

。

大
阪

府
　

子
ど

も
の

心
理

的
負

担
等

に
配

慮
し

た
面

接
の

取
り

組
み

に
向

け
た

警
察

・
検

察
と

の
さ

ら
な

る
連

携
強

化
（
三

者
協

議
）
開

始

3
「
居

住
実

態
が

把
握

で
き

な
い

児
童

へ
の

対
応

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
7
年

3
月

1
6
日

　
総

務
省

 自
治

行
政

局
住

民
制

度
課

長
文

部
科

学
省

初
等

中
等

教
育

局
教

育
企

画
課

長
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

総
務

課
長

連
盟

通
知

総
行

住
第

3
3
号

、
2
6
初

初
企

 第
5
3

号
、

雇
児

総
発

0
3
1
6
第

1
号

国
　

「
特

定
妊

婦
の

支
援

及
び

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

運
営

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
の

策
定

4
「
刑

事
処

分
に

接
触

禁
止

反
映

　
児

童
虐

待
で

高
松

高
検

P
T
」
　

児
童

虐
待

防
止

を
目

的
に

設
置

さ
れ

た
高

松
高

検
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

チ
ー

ム
(P

T
)が

6
日

、
親

に
子

ど
も

と
接

触
し

な
い

と
誓

約
さ

せ
た

上
で

刑
事

処
分

に
反

映
さ

せ
る

ほ
か

、
再

犯
の

恐
れ

が
あ

れ
ば

一
度

起
訴

猶
予

と
し

て
児

童
の

安
全

確
保

を
最

優
先

に
対

応
す

べ
き

だ
と

す
る

提
言

を
ま

と
め

、
発

表
し

た
。

大
阪

府
　

は
ぐ

く
み

ホ
ー

ム
（
短

期
）
の

募
集

4
「
防

犯
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、

最
多

　
子

ど
も

被
害

の
事

件
相

次
ぎ

」
　

防
犯

活
動

を
行

う
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
は

昨
年

末
で

4
万

7
5
3
2
団

体
(前

年
比

1
.0

％
増

）
で

、
い

ず
れ

も
統

計
を

取
り

始
め

た
2
0
0
3
年

以
降

、
最

多
だ

っ
た

こ
と

が
9
日

、
警

察
庁

の
ま

と
め

で
分

か
っ

た
。

大
阪

府
　

委
託

一
時

保
護

児
童

へ
の

社
会

的
養

護
学

習
支

援
事

業
開

始

4

「
1
8
歳

成
人

、
課

題
山

積
み

　
少

年
法

見
直

し
に

慎
重

論
」
　

自
民

党
は

、
選

挙
権

年
齢

を
「
1
8
歳

以
上

」
と

す
る

公
選

法
改

正
案

の
提

出
を

受
け

、
現

行
2
0
歳

の
成

人
年

齢
や

少
年

法
の

対
象

年
齢

引
き

下
げ

に
関

す
る

特
命

委
員

会
を

1
4
日

に
初

開
催

し
、

検
討

を
本

格
化

さ
せ

る
。

成
人

年
齢

を
1
8
歳

と
す

る
に

は
、

民
法

以
外

に
も

改
正

が
必

要
な

法
律

が
山

積
み

で
、

論
点

は
多

い
。

少
年

法
の

見
直

し
に

は
、

党
内

に
慎

重
意

見
が

根
強

い
。

課
題

を
点

検
し

た
。

大
阪

府
　

自
立

支
援

資
金

貸
付

事
業

開
始

4
「
6
月

初
め

ま
で

に
検

証
委

報
告

　
川

崎
中

1
殺

害
で

市
教

委
」
　

川
崎

市
教

育
委

員
会

の
渡

辺
直

美
教

育
長

は
2
0
日

、
2
月

に
中

学
1
年

上
村

遼
太

君
（
1
3
）
が

殺
害

さ
れ

た
事

件
に

関
す

る
検

証
委

員
会

の
報

告
を

5
月

末
か

ら
6
月

初
め

ま
で

に
ま

と
め

る
と

明
ら

か
に

し
た

。
同

日
開

か
れ

た
市

教
委

の
会

合
後

、
記

者
団

の
取

材
に

応
じ

た
。

東
京

都
　

区
市

町
村

　
「
出

産
・
子

育
て

応
援

事
業

（
ゆ

り
か

ご
・
と

う
き

ょ
う

事
業

）
」
　

（
単

独
事

業
）

4
「
子

ど
も

縛
っ

た
疑

い
で

告
発

　
保

育
施

設
経

営
者

ら
を

」
　

昨
年

7
月

、
生

後
9
か

月
の

山
口

愛
美

利
ち

ゃ
ん

が
保

育
中

に
死

亡
し

た
宇

都
宮

市
の

認
可

外
保

育
施

設
で

、
他

の
子

ど
も

を
ひ

も
で

縛
る

虐
待

が
あ

っ
た

と
し

て
、

愛
美

利
ち

ゃ
ん

の
両

親
が

2
2
日

、
暴

行
の

疑
い

で
施

設
の

経
営

者
ら

4
人

を
栃

木
県

警
に

告
発

し
た

。

4

「
中

1
自

殺
、

い
じ

め
が

一
因

　
市

対
応

「
解

明
遅

ら
せ

た
」
　

奈
良

・
橿

原
の

調
査

委
」
　

奈
良

県
橿

原
市

で
2
0
1
3
年

3
月

、
公

立
中

1
年

の
女

子
生

徒
＝

当
時

（
1
3
）
＝

が
自

殺
し

た
問

題
で

、
市

教
育

委
員

会
の

調
査

委
員

会
（
委

員
長

・
出

口
治

男
弁

護
士

）
は

2
3
日

、
同

級
生

に
よ

る
い

じ
め

や
中

傷
、

家
族

へ
の

不
満

な
ど

が
自

殺
の

要
因

と
な

っ
た

と
す

る
報

告
結

果
を

公
表

し
た

。
学

校
が

い
じ

め
を

放
置

し
、

生
徒

の
孤

立
感

を
深

め
た

と
認

定
し

た
。

4

「
「
被

害
の

恐
れ

」
8
3
人

未
解

消
　

小
中

高
生

の
安

全
追

跡
調

査
」
　

川
崎

市
の

中
1
男

子
殺

害
事

件
を

受
け

、
全

国
の

国
公

私
立

の
小

中
高

校
な

ど
に

在
籍

す
る

児
童

生
徒

を
対

象
に

文
部

科
学

省
が

3
月

に
実

施
し

た
緊

急
調

査
で

「
生

命
ま

た
は

身
体

に
被

害
が

生
じ

る
恐

れ
が

あ
る

」
と

さ
れ

た
4
0
0
人

の
う

ち
、

8
3
人

は
今

月
1
3
日

時
点

で
被

害
の

恐
れ

が
解

消
さ

れ
て

い
な

い
こ

と
が

2
4
日

、
同

省
の

追
跡

調
査

で
分

か
っ

た
。

4
「
子

ど
も

の
貧

困
で

新
団

体
設

立
　

就
学

支
援

や
政

策
提

言
」
　

子
ど

も
の

貧
困

対
策

に
取

り
組

む
民

間
団

体
の

有
志

は
2
8
日

、
就

学
支

援
や

政
策

へ
の

提
言

な
ど

を
総

合
的

に
進

め
る

新
た

な
団

体
「
子

ど
も

の
貧

困
対

策
セ

ン
タ

ー
」
（
仮

称
）
を

6
月

に
設

立
す

る
と

発
表

し
た

。
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月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
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月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

4

「
性

同
一

性
障

害
児

に
き
め
細

や
か

な
対

応
　
文

科
省

、
配

慮
事

例
示

し
全

国
通

知
」
　
文

部
科

学
省

は
3
0
日

、
心

と
体

の
性

が
一

致
し

な
い
性

同
一

性
障

害
（
G
ID
)や

、
同

性
愛

者
な
ど
性

的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
さ
れ

る
小

中
高

校
の

児
童

生
徒

へ
の

き
め
細

や
か

な
対

応
を
求

め
る
通

知
を
全

国
の

教
育

委
員

会
な
ど
に
出

し
た
。
そ
れ

ぞ
れ

の
児

童
生

徒
に
合

っ
た
制

服
の

着
用

を
認

め
る
な
ど
、
具

体
的

な
配

慮
事

例
も
紹

介
。
同

省
は

今
後

、
研

修
な
ど
で
周

知
す
る
方

針
だ
。

4
「
ス
マ
ホ
が

寝
不

足
誘

発
　
文

科
省

の
小

中
高

生
調

査
」
　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が

子
ど
も
の

寝
不

足
を
誘

発
―

。
文

部
科

学
省

が
3
0
日

公
表

し
た
小

中
高

生
の

生
活

習
慣

に
関

す
る
全

国
調

査
で
、
情

報
機

器
が

就
寝

時
間

に
与

え
る
影

響
が

明
ら
か

に
な
っ
た
。

4
「
鎖

監
禁

で
父

親
に
有

罪
判

決
　
大

津
地

裁
「
人

格
を
無

視
」
」
　
小

学
2
年

だ
っ
た
長

男
（
8
）
を
鎖

で
自

宅
の

柱
に
つ
な
ぎ
監

禁
し
た
と
し
て

逮
捕

監
禁

罪
に
問

わ
れ

た
父

親
の

無
職

宮
島

保
名

被
告

（
3
2
）
に
大

津
地

裁
は

8
日

、
懲

役
2
年

、
執

行
猶

予
5
年

（
求

刑
懲

役
2
年

）
の

判
決
を
言
い
渡
し
た
。

4

「
今

国
会

中
の

結
論

を
－

自
民

　
少

年
法

年
齢

引
き
下

げ
」
　
成

人
年

齢
や

少
年

法
の

対
象

年
齢

引
き
下

げ
を
検

討
す
る
自

民
党

の
特

命
委

員
会

メ
ン
バ

ー
は

1
8
日

、
少

年
3
人

が
逮

捕
さ
れ

た
川

崎
市

の
中

1
男

子
殺

害
事

件
の

現
場

と
な
っ
た
多

摩
川

河
川

敷
を
視

察
し
た
。

今
津

寛
委

員
長

は
献

花
後

、
記

者
団

に
「
で
き
る
だ
け
早

く
結

論
を
出

し
た
い
」
と
述

べ
、
今

国
会

中
に
少

年
法

の
対

象
年

齢
引

き
下

げ
の

是
非

に
関

し
、
意

見
集

約
す
る
考

え
を
示

し
た
。

5

「
児

童
相

談
所

の
3
8
％

が
関

わ
り
　
自

殺
で
家

族
亡

く
し
た
子

ど
も
　
1
3
年

度
1
3
8
人

」
　
2
0
1
3
年

度
に
児

童
福

祉
施

設
入

所
や

里
親

委
託

と
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
、
親

な
ど
近

し
い
家

族
を
自

殺
で
亡

く
し
た
子

ど
も
に
関

わ
っ
た
児

童
相

談
所

が
3
8
.8
％

に
上

る
と
の

調
査

結
果

を
、
国

立
精

神
・
神

経
医

療
研

究
セ
ン
タ
ー
（
東

京
）
が

2
4
日

ま
で
に
ま
と
め
た
。
調

査
で
把

握
さ
れ

た
子

ど
も
は

計
1
3
8
人

で
、
う
ち
1
0
人

が
自

殺
の
場
面
を
目
撃
し
て
い
た
。

5

「
虐

待
「
避

難
所

」
広

ま
る
　
心

身
回

復
へ

、
無

料
受

け
入

れ
」
　
虐

待
を
受

け
入

れ
る
な
ど
し
て
家

庭
に
居

場
所

を
失

っ
た
1
0
代

の
少

年
少

女
が

、
心

身
を
休

め
る
た
め
、
一

時
的

に
避

難
す
る
無

料
施

設
「
子

ど
も
シ
ェ
ル

タ
ー
」
開

設
が

全
国

で
広

ま
っ
て
い
る
。
大

阪
で
も
5
月

3
0

日
、
弁

護
士

や
児

童
養

護
施

設
の

関
係

者
が

開
設

に
向

け
た
総

会
を
開

催
。
今

後
N
P
O
法

人
の

設
立

申
請

を
し
、
来

秋
に
も
受

け
入

れ
を
始
め
る
計
画
だ
。

5
「
児

童
相

談
所

の
強

化
策

検
討

　
厚

労
相

、
法

改
正

も
」
　
塩

崎
恭

久
厚

生
労

働
相

は
3
1
日

、
児

童
虐

待
へ

の
対

応
な
ど
で
業

務
量

が
増

加
し
て
い
る
児

童
相

談
所

の
機

能
を
強

化
す
る
た
め
、
有

識
者

へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実

施
し
、
今

年
末

を
め
ど
に
具

体
策

を
ま
と
め
る
方

針
を
明

ら
か

に
し
た
。
視

察
先

の
名

古
屋

で
記

者
団

に
語

っ
た
。

5
「
学

校
や

市
の

対
応

「
不

十
分

」
　
西

東
京

、
中

２
自

殺
で
報

告
書

」
　
東

京
都

西
東

京
市

で
昨

年
7
月

、
中

学
2
年

の
男

子
生

徒
=
当

時
（
1
4
）
＝

が
父

親
か

ら
暴

行
を
受

け
た
後

、
自

殺
し
た
事

件
で
、
市

の
検

証
委

員
会

は
1
日

、
学

校
や

市
の

虐
待

に
対

す
る
認

識
や

対
応

が
不
十
分
だ
っ
た
と
す
る
報
告
書
を
公
表
し
た
。

5
「
虐

待
防

止
法

の
改

正
検

討
へ

　
性

的
虐

待
の

時
効

で
自

民
提

言
」
　
自

民
党

の
女

性
の

権
利

保
護

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
（
座

長
・
馳

浩
衆

議
院

議
員

）
は

3
日

、
性

的
虐

待
を
受

け
た
子

ど
も
の

救
済

の
た
め
、
児

童
虐

待
防

止
法

の
改

正
を
検

討
す
る
と
の

提
言

を
ま
と
め
た
。

5

「
小

学
生

の
半

数
、
い
じ
め
被

害
、
6
年

間
一

度
も
な
し
は

1
割

　
子

ど
も
・
若

者
白

書
」
　
政

府
は

5
日

、
2
0
1
5
年

版
「
子

ど
も
・
若

者
白

書
」
を

閣
議

決
定

し
た
。
深

刻
な
子

ど
も
の

い
じ
め
問

題
に
関

す
る
半

年
ご
と
の

調
査

で
、
過

去
半

年
に
「
仲

間
は

ず
れ

・
無

視
・
陰

口
」
の

典
型

的
な
い
じ
め
被
害
を
受
け
た
小
学
生
が
半
数
程
度
い
る
と
の
結
果
を
盛
り
込
ん
だ
。
6
年
間
で
見
る
と
、
い
じ
め
被
害
を
一
度
も
受
け
た
こ
と

の
な
い
割

合
は

1
0
％

程
度

だ
っ
た
。
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6
「
は

さ
み

で
障

害
児

脅
し
た
疑

い
　
入

所
施

設
、
京

都
市

が
調

査
」
　
京

都
市

伏
見

区
の

障
害

児
入

所
施

設
「
桃

山
学

園
」
で
、
5
0
代

の
男

性
職

員
が

は
さ
み

を
手

に
、
発

達
障

害
の

あ
る
小

学
4
年

の
男

児
を
脅

し
た
疑

い
が

あ
る
こ
と
が

1
2
日

、
学

園
を
管

理
運

営
す
る
京

都
府

社
会

福
祉

事
業

団
へ

の
取

材
で
分

か
っ
た
。
市

が
虐

待
の

疑
い
で
調

査
し
て
い
る
。

6
「
虐

待
な
い
と
判

断
、
不

十
分

　
3
歳

児
暴

行
死

で
検

証
委

」
　
群

馬
県

玉
村

町
で
昨

年
8
月

、
3
歳

男
児

が
母

親
（
3
2
）
か

ら
暴

行
を
受

け
死

亡
し
た
事

件
で
、
群

馬
県

の
検

証
委

員
会

は
2
2
日

、
「
虐

待
で
は

な
い
」
と
判

断
し
て
い
た
児

童
相

談
所

の
対

応
が

不
十

分
だ
っ
た
な
ど
と

す
る
中

間
報

告
書

を
ま
と
め
、
大

沢
正

明
知

事
に
提

出
し
た
。

6
「
D
V
相

談
件

数
が

過
去

最
多

　
警

視
庁

、
1
～

6
月

」
　
警

視
庁

は
2
4
日

、
今

年
1
～

6
月

の
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ

イ
オ
レ
ン
ス
（
D
V
)に

関
す
る

同
庁

へ
の

相
談

件
数

が
、
前

年
の

同
じ
時

期
に
比

べ
て
約

2
5
％

増
の

2
4
1
1
件

で
、
2
0
0
0
件

の
統

計
開

始
以

来
、
最

多
だ
っ
た
と
明

ら
か

に
し
た
。

6
「
保

育
記

録
破

ら
れ

る
　
栃

木
の

女
児

放
置

死
」
　
宇

都
宮

市
の

認
可

保
育

施
設

「
と
い
ず
」
で
昨

年
7
月

、
生

後
9
カ
月

の
山

口
愛

美
利

ち
ゃ
ん
が

死
亡

し
、
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

の
疑

い
で
当

時
の

施
設

経
営

者
ら
3
人

が
逮

捕
さ
れ

た
事

件
で
、
愛

美
利

ち
ゃ
ん
が

亡
く
な
っ

た
当
時
の
保
育
記
録
ノ
ー
ト
の
ペ
ー
ジ
が
破
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
2
4
日
、
捜
査
関
係
者
へ
の
取
材
で
分
か
っ
た
。

6

「
「
背

景
や

要
因

検
証

を
」
岩

手
中

2
自

殺
で
文

科
相

」
　
岩

手
県

矢
巾

町
の

中
学

2
年

村
松

亮
君

（
1
3
）
が

い
じ
め
を
苦

に
自

殺
し
た
と
み

ら
れ

る
問

題
で
、
下

村
博

文
文

部
科

学
相

は
2
8
日

の
記

者
会

見
で
、
原

因
究

明
に
向

け
町

教
育

委
員

会
が

設
置

す
る
第

三
者

委
員

会
に

つ
い
て
「
担

任
個

人
の

責
任

追
及

に
せ

ず
、
組

織
的

な
対

応
が

で
き
な
か

っ
た
こ
と
や

子
ど
も
の

S
O
S
に
気

付
け
な
か

っ
た
こ
と
の

背
景

や
要
員
を
検
証
し
て
ほ

し
い
」
と
求
め
た
。

6
「
虐

待
情

報
の

共
有

目
指

す
　
西

東
京

の
中

2
自

殺
1
年

」
　
父

親
か

ら
虐

待
を
受

け
て
い
た
東

京
都

西
東

京
市

の
中

学
2
年

村
山

由
衣

翔
君

=
当

時
（
1
4
）
＝

が
自

ら
命

を
絶

っ
て
3
0
日

で
1
年

。
学

校
側

は
暴

行
の

痕
跡

に
気

付
い
て
い
な
が

ら
、
児

童
相

談
所

へ
の

通
告

な
ど
必

要
な
対
策
を
取
ら
な
か

っ
た
。
市
は
再
発
防
止
に
向
け
、
虐
待
情
報
を
外
部
と
共
有
す
る
体
制
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

7
「
児

童
扶

養
手

当
の

増
額

を
　
子

ど
も
貧

困
対

策
で
提

言
」
　
子

ど
も
の

貧
困

対
策

に
取

り
組

む
民

間
団

体
「
一

般
財

団
法

人
あ
す
の

ば
」

は
2
9
日

、
政

府
の

来
年

度
予

算
の

概
算

要
求

に
、
ひ
と
り
親

家
庭

へ
の

児
童

扶
養

手
当

の
増

額
や

、
小

中
学

生
の

夏
休

み
中

の
給

食
提

供
な
ど
を
盛

り
込

む
よ
う
に
求

め
る
提

言
を
発

表
し
た
。
同

日
ま
で
に
関

係
省

庁
の

担
当

者
に
手

渡
し
た
。

7
「
乳

児
虐

待
、
父

親
が

無
罪

主
張

　
検

察
側

は
有

罪
認

定
求

め
る
」
　
北

海
道

旭
川

市
で
昨

年
、
生

後
ま
も
な
い
長

女
を
虐

待
し
た
と
す
る

2
件

の
傷

害
の

罪
に
問

わ
れ

、
旭

川
地

裁
が

こ
の

う
ち
1
件

を
有

罪
と
認

定
し
、
懲

役
6
年

を
言

い
渡

し
た
父

親
の

左
近

具
朗

被
告

（
2
4
）
の

控
訴

審
初

公
判

が
3
0
日

、
札

幌
高

裁
（
高

橋
徹

裁
判

長
）
で
開

か
れ

た
。

7
「
一

時
保

護
の

子
、
出

席
扱

い
に
、
虐

待
に
対

応
、
文

科
省

通
知

」
　
文

部
科

学
省

は
3
日

ま
で
に
、
虐

待
な
ど
で
児

童
相

談
所

が
一

時
保

護
し
、
学
校
に
行
け
な
い
子
ど
も
に
つ
い
て
、
出
席
扱
い
に
す
る
と
い
っ
た
適
切
な
対
応
を
求
め
る
通
知
を
全
国
の
教
育
委
員
会
な
ど
に

出
し
た
。
通

知
は

7
月

3
1
日

付
。

7

「
D
V
被

害
者

に
受

け
取

り
特

例
　
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の

通
知

カ
ー
ド
」
　
総

務
省

は
7
日

、
国

民
全

員
に
番

号
を
割

り
振

る
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制

度
で
、
1
0
月

以
降

に
発

送
予

定
の

番
号

通
知

カ
ー
ド
を
住

民
票

の
住

所
以

外
で
も
受

け
取

れ
る
特

例
を
設

け
る
と
発

表
し
た
。
東

日
本

大
震

災
の

被
災

者
や

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ

イ
オ
レ
ン
ス
（
D
V
)の

被
害

者
ら
が

対
応

。
今

月
2
4
日

～
9
月

2
5
日

に
住

民
票

の
住

所
地

で
カ
ー
ド
を
受

け
取
れ
な
い
人
も
対
象
と
な
る
。
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8
「
い
じ
め
調

査
、
異

例
の

見
直

し
　
文

科
省

が
教

委
に
要

請
通

知
」
　
文

部
科

学
省

は
2
5
日

ま
で
に
、
都

道
府

県
教

育
委

員
会

な
ど
か

ら
報

告
さ
れ
て
い
た
2
0
1
4
年
度
分
い
じ
め
状
況
に
つ
い
て
、
再
度
見
直
し
て
、
報
告
を
や
り
直
す
よ
う
求
め
る
異
例
の
通
知
を
出
し
た
。
今
回
再

報
告

を
求

め
た
集

計
結

果
は

1
0
月

末
に
公

表
す
る
。

8

「
子

ど
も
の

居
場

所
5
0
万

人
分

　
ひ
と
り
親

家
庭

支
援

策
　
相

談
窓

口
一

本
化

」
　
政

府
は

2
8
日

、
子

ど
も
の

貧
困

対
策

の
一

環
と
し
て
、

経
済

的
に
厳

し
い
ひ
と
り
親

家
庭

や
多

子
世

帯
の

自
立

支
援

策
を
ま
と
め
た
。
学

童
保

育
終

了
後

の
子

ど
も
を
犯

罪
な
ど
か

ら
守

り
、
食

事
も
提

供
す
る
地

域
の

居
場

所
を
2
0
1
9
年

度
ま
で
に
年

間
延

べ
5
0
万

人
分

整
備

す
る
ほ

か
、
携

帯
メ
ー
ル

を
活

用
し
た
自

治
体

の
相

談
窓

口
の

一
本

化
を
進

め
る
。

8
「
児

童
福

祉
司

の
国

家
資

格
化

を
　
虐

待
専

門
委

が
検

討
求

め
る
」
　
厚

生
労

働
省

は
7
日

、
全

国
の

児
童

相
談

所
で
虐

待
問

題
に
対

応
す
る
児

童
福

祉
司

に
つ
い
て
、
専

門
性

を
高

め
る
た
め
の

国
家

資
格

化
の

検
討

や
、
増

員
が

必
要

と
す
る
同

省
の

専
門

家
委

員
会

（
委

員
長

・
松

原
康

雄
明

治
学

院
大

教
授

）
の

最
終

報
告

書
を
公

表
し
た
。

8
「
虐

待
の

摘
発

、
過

去
最

多
　
傷

害
や

暴
行

が
8
割

　
1
～

6
月

、
警

察
庁

集
計

」
　
今

年
1
～

6
月

に
全

国
の

警
察

が
摘

発
し
た
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も
へ

の
虐

待
事

件
と
摘

発
人

数
は

3
7
6
件

、
3
8
7
人

で
、
被

害
を
受

け
た
子

ど
も
は

3
8
6
人

だ
っ
た
こ
と
が

1
0
日

、
警

察
庁

の
ま
と
め
で

分
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
半
期
ご
と
の
統
計
を
取
り
始
め
た
2
0
0
0
年
以
降
で
最
多
と
な
っ
た
。

8
「
虐

待
対

応
を
怠

り
、
児

相
を
提

訴
　
1
0
歳

女
児

、
家

族
か

ら
暴

力
」
　
長

崎
市

の
女

子
児

童
（
1
0
）
が

母
親

と
祖

母
か

ら
虐

待
を
受

け
た
と

通
報

が
あ
っ
た
に
も
か

か
わ

ら
ず
、
長

崎
子

ど
も
・
女

性
・
障

害
者

支
援

セ
ン
タ
ー
（
児

童
相

談
所

）
が

適
切

な
対

応
を
怠

り
、
虐

待
が

続
い

た
と
し
て
、
女

児
が

原
告

と
な
り
県

に
慰

謝
料

5
0
万

円
を
求

め
て
長

崎
地

裁
に
提

訴
し
た
。

8

「
子

育
て
の

不
安

7
～

8
割

　
1
5
年

版
厚

生
労

働
白

書
」
　
厚

生
労

働
省

が
ま
と
め
た
2
0
1
5
年

版
厚

生
労

働
白

書
の

概
要

が
1
5
日

、
分

か
っ

た
。
「
人

口
減

少
社

会
を
考

え
る
」
が

テ
ー
マ
で
、
出

産
や

子
育

て
の

意
識

調
査

を
実

施
し
た
。
男

性
の

7
割

近
く
、
女

性
の

8
割

近
く
が

子
育

て
に
不

安
や

負
担

を
感

じ
て
い
る
と
回

答
。
前

向
き
に
な
れ

る
要

素
と
し
て
、
安

定
し
た
雇

用
や

収
入

を
重

視
し
て
い
る
こ
と
が

判
明

し
た
。

9
「
小

学
校

の
暴

力
行

為
過

去
最

多
「
感

情
制

御
で
き
な
い
」
　
全

体
は

減
少

、
文

科
省

調
査

」
　
全

国
の

小
学

校
で
2
0
1
4
年

度
に
起

き
た
暴

力
行

為
は

、
前

年
度

か
ら
5
7
2
件

増
の

1
万

1
4
6
8
件

で
過

去
最

多
と
な
っ
た
こ
と
が

1
6
日

、
文

部
科

学
省

の
問

題
行

動
調

査
で
分

か
っ
た
。

中
学

校
は

3
万

5
6
8
3
件

（
4
5
6
3
件

減
）
、
高

校
は

7
0
9
1
件

（
1
1
1
2
件

減
）
で
、
小

中
高

全
体

で
は

5
1
0
3
件

減
の

5
万

4
2
4
2
件

だ
っ
た
。

9
「
介

護
や

保
育

、
ま
と
め
て
相

談
　
厚

労
省

　
福

祉
人

材
を
育

成
」
　
厚

生
労

働
省

は
1
7
日

、
複

合
的

な
課

題
に
対

応
す
る
た
め
新

し
い
福

祉
サ

ー
ビ
ス
の

方
針

を
ま
と
め
た
。
介

護
や

子
育

て
な
ど
暮

ら
し
の

悩
み

に
一

括
し
て
相

談
に
応

じ
る
人

材
の

育
成

に
乗

り
出

す
。

9
「
虐

待
増

、
子

ど
も
施

設
限

界
　
ピ
ー
ク
時

定
員

1
5
0
％

も
　
脱

衣
所

や
相

談
室

で
就

寝
」
　
児

童
虐

待
の

増
加

に
伴

い
、
児

童
相

談
所

が
保

護
し
た
子

ど
も
を
短

期
滞

在
さ
せ

る
「
一

時
保

護
所

」
の

収
容

力
が

各
地

で
限

界
に
近

づ
き
、
東

京
都

と
千

葉
県

の
計

6
施

設
2
0
1
3
年

に
定

員
オ
ー
バ

ー
の

状
態

だ
っ
た
こ
と
が

共
同

通
信

の
調

査
で
分

か
っ
た
。
ピ
ー
ク
月

に
定

員
比

1
5
0
％

に
達

し
た
施

設
も
あ
っ
た
。

9
「
子

ど
も
の

貧
困

、
募

金
ス
タ
ー
ト
　
基

金
創

立
、
N
P
O
に
助

成
」
　
政

府
は

3
0
日

、
経

済
的

に
苦

し
い
家

庭
の

子
ど
も
を
支

援
し
て
い
る

N
P
O
な
ど
に
対

し
、
民

間
か

ら
の

募
金

を
活

用
し
て
助

成
す
る
「
子

供
の

未
来

応
援

基
金

」
を
1
0
月

1
日

付
で
創

設
す
る
と
発

表
し
た
。
同

日
か
ら
企
業
や
個
人
の
寄
付
を
受
け
付
け
る
。
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9
「
女

児
虐

待
容

疑
で
母

親
ら
逮

捕
　
頭

蓋
骨

骨
折

の
け
が

」
　
札

幌
・
北

署
は

1
日

、
当

時
6
歳

だ
っ
た
女

児
を
殴

っ
て
頭

蓋
骨

骨
折

の
け
が

を
さ
せ

た
と
し
て
、
傷

害
容

疑
で
、
札

幌
市

中
央

区
南

6
条

西
8
丁

目
、
飲

食
店

従
業

員
山

下
雄

也
（
2
5
）
、
女

児
の

母
親

で
東

区
北

2
0
条

東
1
7
丁

目
、
無

職
高

橋
真

澄
（
3
1
)の

両
容

疑
者

を
逮

捕
し
た
。
2
人

は
知

人
同

士
と
い
う
。

9

「
児

童
虐

待
8
万

8
千

件
　
1
4
年

度
、
過

去
最

多
を
更

新
　
格

差
、
家

庭
の

孤
立

背
景

か
　
2
4
年

連
続

増
、
厚

労
省

」
全

国
の

児
童

相
談

所
が

2
0
1
4
年

度
に
対

応
し
た
児

童
虐

待
の

件
数

は
、
前

年
度

比
2
0
.5
%
増

の
8
万

8
9
3
1
件

（
速

報
値

）
で
過

去
最

多
を
更

新
し
た
こ
と
が

、
8

日
、
厚

生
労

働
省

の
ま
と
め
で
分

か
っ
た
。
1
9
9
0
年

度
に
集

計
を
始

め
て
か

ら
2
4
年

連
続

の
増

加
で
、
初

め
て
8
万

件
を
突

破
。
前

年
度

は
約

7
万

3
千

件
で
、
年

間
の

増
加

件
数

は
こ
れ

ま
で
で
最

も
多

か
っ
た
。

9
「
児

童
虐

待
防

止
法

改
正

に
言

及
　
過

去
最

多
件

数
で
菅

氏
」
　
菅

義
偉

官
房

長
官

は
8
日

の
記

者
会

見
で
、
全

国
の

児
童

相
談

所
が

2
0
1
4
年

度
に
対

応
し
た
児

童
虐

待
件

数
が

過
去

最
多

を
更

新
し
た
こ
と
を
受

け
、
児

童
虐

待
防

止
法

改
正

の
必

要
性

に
言

及
し
た
。
「
法

改
正

や
相

談
所

の
職

員
態

勢
の

強
化

を
含

め
、
施

策
の

抜
本

的
見

直
し
に
努

め
る
」
と
述

べ
た
。

9

「
児

童
と
警

察
の

連
携

重
要

　
全

国
所

長
会

議
で
対

応
協

議
　
官

房
長

官
は

法
改

正
言

及
」
全

国
児

童
相

談
所

長
会

議
が

8
日

、
厚

生
労

働
省

で
開

か
れ

、
出

席
し
た
警

察
庁

の
担

当
者

は
、
児

相
が

関
わ

り
な
が

ら
子

ど
も
が

死
傷

す
る
事

案
が

あ
る
と
し
、
警

察
と
の

連
携

が
重

要
と
の

認
識

を
示

し
た
。
そ
の

上
で
「
生

命
や

身
体

へ
の

危
険

性
が

高
い
と
判

断
し
た
事

案
は

、
警

察
に
的

確
に
情

報
提

供
し
て
ほ

し
い
」
と
訴
え
た
。

1
0

「
「
指

示
さ
れ

て
縛

っ
た
」
保

育
施

設
の

元
従

業
員

」
　
宇

都
宮

市
の

認
可

外
保

育
施

設
で
2
0
1
3
年

4
月

、
子

ど
も
が

ひ
も
で
縛

ら
れ

る
暴

行
を
受

け
た
と
さ
れ

る
事

件
で
、
当

時
施

設
で
保

育
に
当

た
り
、
栃

木
県

警
が

聴
取

し
て
い
る
元

従
業

員
の

女
性

が
「
元

施
設

経
営

者
の

指
示
で
子
ど
も
た
ち
を
縛
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
の
話
を
し
て
い
る
こ
と
が
1
5
日
、
捜
査
関
係
者
の
取
材
で
分
か
っ
た
。

1
0

「
子

育
て
支

援
に
企

業
負

担
　
1
億

総
活

躍
で
財

源
捻

出
　
雇

用
保

険
料

は
引

き
下

げ
」
　
政

府
は

1
5
日

、
「
1
億

総
活

躍
社

会
」
の

柱
と
な

る
子

育
て
支

援
や

少
子

化
対

策
充

実
に
向

け
、
企

業
の

負
担

を
財

源
と
し
て
活

用
す
る
方

向
で
検

討
に
入

っ
た
。
労

使
が

支
払

う
雇

用
保

険
料

率
を
来

年
度

か
ら
引

き
下

げ
る
代

わ
り
に
、
児

童
手

当
や

病
児

保
育

な
ど
の

財
源

に
使

わ
れ

る
「
事

業
主

拠
出

金
」
を
引

き
上

げ
る

案
な
ど
が

浮
上

し
て
い
る
。

1
0

「
1
0
カ
月

女
児

、
頭

打
ち
死

亡
　
高

知
、
虐

待
の

可
能

性
も
」
　
高

知
市

内
の

市
営

住
宅

に
住

む
生

後
1
0
カ
月

の
女

児
が

今
月

1
4
日

、
頭

を
強

く
打

っ
た
こ
と
に
よ
る
外

傷
性

急
性

硬
膜

下
血

腫
で
死

亡
し
、
高

知
南

署
が

事
件

と
事

故
の

両
面

で
調

べ
て
い
る
こ
と
が

1
9
日

、
分

か
っ

た
。

1
0

「
地

域
の

実
情

に
応

じ
支

援
を
　
知

事
会

が
加

藤
少

子
化

相
に
」
　
全

国
知

事
会

で
次

世
代

支
援

対
策

を
担

う
尾

崎
正

直
高

知
県

知
事

は
2
0
日

、
加

藤
勝

信
少

子
化

担
当

相
と
内

閣
府

で
会

談
し
、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た
子

育
て
支

援
の

強
化

を
要

請
し
た
。

1
0

「
少

年
法

改
正

を
議

論
へ

　
適

用
年

齢
引

き
下

げ
是

非
」
　
岩

城
光

英
法

相
は

2
3
日

の
記

者
会

見
で
、
少

年
法

の
適

用
年

齢
を
2
0
歳

未
満

か
ら
1
8
歳

未
満

に
す
る
こ
と
の

是
非

な
ど
を
議

論
す
る
勉

強
会

を
法

務
省

に
設

置
す
る
と
明

ら
か

に
し
た
。
選

挙
権

年
齢

の
引

き
下

げ
に

伴
う
対

応
だ
が

、
少

年
事

件
を
手

掛
け
る
弁

護
士

ら
は

法
改

正
に
反

対
し
て
い
る
。
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1
0

「
児

相
の

強
制

対
応

活
用

を
　
3
歳

男
児

暴
行

死
で
提

言
」
　
群

馬
県

玉
村

町
で
昨

年
8
月

、
3
歳

男
児

が
母

親
か

ら
暴

行
を
受

け
死

亡
し
た

事
件

で
児

童
相

談
所

や
町

の
対

応
を
調

べ
て
い
た
県

の
検

証
委

員
会

は
2
9
日

、
児

童
の

命
を
守

る
た
め
に
、
児

相
は

強
制

的
な
対

応
を

活
用

す
べ

き
だ
と
の

提
言

を
ま
と
め
た
最

終
報

告
書

を
大

沢
正

明
知

事
に
提

出
し
た
。

1
0

「
子

ど
も
の

貧
困

対
策

要
請

　
振

興
審

議
会

で
沖

縄
知

事
」
　
政

府
は

3
0
日

、
島

尻
安

伊
子

沖
縄

北
方

担
当

相
や

翁
長

雄
志

沖
縄

県
知

事
が

出
席

し
て
沖

縄
振

興
の

在
り
方

を
協

議
す
る
審

議
会

を
内

閣
府

で
開

い
た
。
開

催
は

昨
年

9
月

以
来

。
知

事
就

任
後

、
初

め
て
参

加
し
た
翁

長
氏

は
「
子

ど
も
の

貧
困

対
策

な
ど
、
県

の
実

状
に
応

じ
た
新

た
な
施

策
の

展
開

を
図

る
必

要
が

あ
る
」
と
述

べ
、
政

府
に
協

力
を

要
請

し
た
。

1
0

「
虐

待
児

へ
の

面
接

は
共

同
で
　
負

担
考

慮
、
児

相
な
ど
3
機

関
　
厚

労
省

が
通

知
」
　
厚

生
労

働
省

は
3
0
日

ま
で
に
、
虐

待
を
受

け
た
子

ど
も
か

ら
事

情
を
聴

く
際

に
、
児

童
相

談
所

と
警

察
、
検

察
の

職
員

が
連

携
し
、
共

同
で
面

接
す
る
こ
と
な
ど
を
求

め
た
通

知
を
都

道
府

県
や
政
令
市
に
出
し
た
。
子
ど
も
が
感
じ
る
心
理
的
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
狙
い
が
あ
る
と
い
う
。
厚
労
省
が
こ
う
し
た
通
知
を
出
す
の
は
初
め

て
。

1
0

「
専

門
ス
タ
ッ
フ
を
正

規
職

員
に
　
学

校
の

い
じ
め
、
連

携
対

応
を
」
　
多

様
な
外

部
人

材
が

関
わ

る
学

校
運

営
を
検

討
し
て
い
る
中

教
審

の
部

会
は

4
日

、
ス
ク
ー
ル

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
の

専
門

ス
タ
ッ
フ
を
正

規
の

学
校

職
員

に
位

置
付

け
、
教

員
が

こ
う
し
た
専

門
ス
タ
ッ
フ
と

連
携

し
て
、
い
じ
め
な
ど
の

課
題

に
対

応
す
べ

き
だ
と
す
る
答

申
素

案
を
示

し
た
。
1
2
月

の
中

教
審

総
会

で
答

申
す
る
予

定
。

1
0

「
行

政
に
「
想

像
力

働
か

せ
て
」
　
虐

待
防

止
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
識

者
」
　
児

童
虐

待
防

止
対

策
を
議

論
す
る
厚

生
労

働
省

主
催

の
フ
ォ
ー
ラ

ム
が

8
日

、
横

浜
市

内
で
開

か
れ

た
。
住

所
地

に
居

住
実

態
が

な
い
所

在
不

明
児

の
現

状
と
課

題
を
テ
ー
マ
に
し
た
分

科
会

で
は

、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
石
川
結
貴
さ
ん
が

「
存
在
を
認
め
ら
れ

ず
、
今
も
助
け
を
求
め
て
い
る
子
ど
も
が
必
ず
い
る
。
行
政
の
担
当
者
は
、
想
像

力
を
働
か
せ
て
手
を
差
し
伸
べ
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
た
。

1
0

「
児

童
虐

待
な
く
し
て
　
厚

労
省

に
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
」
　
東

京
・
霞

が
関

の
厚

生
労

働
省

の
省

庁
に
9
日

、
巨

大
な
オ
レ
ン
ジ
色

の
リ
ボ
ン
が

浮
か

び
上

が
っ
た
。
厚

労
省

は
毎

年
1
1
月

を
児

童
虐

待
防

止
推

進
月

間
と
位

置
付

け
て
お
り
、
そ
の

一
環

と
し
て
虐

待
防

止
の

シ
ン
ボ
ル

カ
ラ
ー
に
ド
レ
ス
ア
ッ
プ
し
た
。

1
0

「
児

童
相

談
所

「
介

入
」
に
特

化
　
虐

待
、
「
支

援
」
は

市
町

村
に
　
負

担
軽

減
、
初

期
対

応
見

直
し
　
厚

労
省

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
」
　
児

童
虐

待
の

防
止

対
策

を
協

議
す
る
厚

生
労

働
省

専
門

委
員

会
の

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
（
座

長
・
奥

山
眞

紀
子

国
立

成
育

医
療

研
究

セ
ン
タ
ー
副

院
長

）
は

1
2
日

、
児

童
相

談
所

が
担

っ
て
い
る
保

護
な
ど
強

制
措

置
を
伴

う
「
介

入
」
と
、
親

に
対

す
る
「
支

援
」
の

機
能

を
分

離
し
、
支

援
機

能
は

市
区

町
村

な
ど
に
移

行
す
る
と
の

見
解

を
ま
と
め
た
。
虐

待
が

増
加

の
一

途
を
た
ど
る
中

、
職

員
不

足
な
ど
に
あ
え
ぐ
児

相
の

任
務

を
介

入
機

能
に
特

化
し
、
負

担
軽

減
を
図

る
。

1
0

「
子

ど
も
の

心
理

的
負

担
等

に
配

慮
し
た
面

接
の

取
組

に
向

け
た
警

察
・
検

察
と
の

更
な
る
連

携
強

化
に
つ
い
て
　
平

成
2
7
年

1
0
月

2
8
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

総
務

課
長

通
知

雇
児

総
発

1
0
2
8
第

1
号

1
1

「
諮

問
第

1
0
1
号

」
　
平

成
2
7
年

1
1
月

2
日

　
法

制
審

議
会

刑
事

法
（
性

犯
罪

関
係

）
部

会
　
第

1
回

会
議

配
布

資
料
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

1
1

「
被

虐
待

児
童

保
護

、
2
0
歳

未
満

に
　
施

設
入

所
制

限
の

緩
和

議
論

　
厚

労
省

専
門

委
、
法

改
正

も
」
　
児

童
虐

待
の

防
止

策
を
検

討
す

る
厚

生
労

働
省

専
門

委
員

会
（
委

員
長

・
松

原
康

雄
明

治
学

院
大

教
授

）
は

1
8
日

、
1
8
歳

を
超

え
て
も
児

童
養

護
施

設
な
ど
で
暮

ら
せ

る
よ
う
、
児

童
福

祉
法

の
対

象
年

齢
を
現

行
の

「
1
8
歳

未
満

」
か

ら
「
2
0
歳

未
満

」
に
引

き
上

げ
る
案

な
ど
の

本
格

的
な
検

討
を
始

め
た
。
松

原
委
員
長
が
提
示
し
た
、
報
告
書
の
取
り
ま
と
め
に
向
け
た
骨
子
案
を
基
に
議
論
。
虐
待
を
受
け
た
子

ど
も
の
自
立
支
援
を
拡
充
す
る
構

想
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

1
1

「
虐

待
対

応
に
国

家
資

格
構

想
　
ベ
テ
ラ
ン
専

門
職

で
」
　
児

童
虐

待
の

防
止

対
策

を
議

論
す
る
厚

生
労

働
省

の
専

門
委

員
会

（
委

員
長

・
松

原
康

雄
明

治
学

院
大

教
授

）
は

1
8
日

、
年

内
に
も
取

り
ま
と
め
る
報

告
書

に
向

け
た
骨

子
案

の
中

で
、
児

童
相

談
所

や
市

町
村

で
虐

待
対

応
や

保
護

者
へ

の
支

援
に
当

た
る
国

家
資

格
の

専
門

職
を
創

設
す
る
案

を
示

し
た
。

1
1

「
虐

待
疑

い
で
自

衛
官

逮
捕

　
京

都
、
生

後
6
カ
月

の
長

女
」
　
生

後
5
～

6
か

月
だ
っ
た
長

女
の

頭
部

を
激

し
く
揺

さ
ぶ

る
暴

行
を
加

え
、
後

遺
症

の
あ
る
障

害
を
負

わ
せ

た
と
し
て
、
京

都
府

警
は

2
5
日

、
傷

害
の

疑
い
で
京

都
市

南
区

久
世

高
田

町
、
陸

上
自

衛
官

山
本

崚
太

容
疑
者
（
2
3
）
を
逮
捕
し
た
。

1
1

「
乳

児
虐

待
、
父

親
に
懲

役
7
年

　
一

部
無

罪
の

地
裁

判
決

破
棄

」
　
北

海
道

旭
川

市
で
昨

年
、
生

後
間

も
な
か

っ
た
長

女
（
1
）
を
虐

待
し
た

と
し
て
2
件

の
傷

害
罪

に
問

わ
れ

た
父

親
の

左
近

具
朗

被
告

（
2
4
）
の

控
訴

審
で
、
札

幌
高

裁
は

2
6
日

、
懲

役
6
年

と
し
て
4
月

の
旭

川
地

裁
判

決
を
破

棄
、
求

刑
通

り
懲

役
7
年

の
判

決
を
言

い
渡

し
た
。
地

裁
は

1
件

を
無

罪
と
判

断
し
た
が

高
裁

は
2
件

と
も
有

罪
認

定
し
た
。

1
1

「
専

門
家

「
慎

重
な
検

討
必

要
」
少

年
法

年
齢

引
き
下

げ
勉

強
会

」
　
法

務
省

は
2
7
日

、
少

年
法

の
適

用
年

齢
を
2
0
歳

未
満

か
ら
1
8
歳

未
満

に
す
る
こ
と
の

是
非

な
ど
を
議

論
す
る
勉

強
会

を
開

き
、
専

門
家

か
ら
意

見
を
聞

い
た
。
元

東
京

高
裁

判
事

で
日

本
大

法
科

大
学

院
の

角
田

正
紀

教
授

は
「
他

の
法

律
に
合

わ
せ

て
引

き
下

げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か

ど
う
か

は
、
慎

重
な
検

討
が

必
要

だ
ろ
う
」
と
述

べ
た
。

1
1

「
子

ど
も
貧

困
2
.9
兆

円
損

失
　
日

本
財

団
1
5
歳

だ
け
で
推

計
」
　
日

本
財

団
は

3
日

、
貧

困
家

庭
の

子
ど
も
を
支

援
し
な
い
で
格

差
を
放

置
す
る
と
、
現

在
1
5
歳

の
子

ど
も
の

１
学

年
だ
け
で
も
、
社

会
が

被
る
経

済
的

損
失

が
約

2
兆

9
千

億
円

に
達

す
る
と
の

推
計

を
公

表
し
た
。
政

府
に
は
、
約
1
兆
1
千
億
円
の
財
政
負
担
が
生
じ
る
と
し
て
い
る
。

1
1

「
預

貯
金

「
0
円

」
が

3
割

超
　
「
神

奈
川

県
の

ひ
と
り
親

調
査

」
　
神

奈
川

県
は

4
日

、
ひ
と
り
親

家
庭

の
現

状
や

ニ
ー
ズ
を
把

握
す
る
た
め
に

8
月

に
実

施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果

（
速

報
）
を
発

表
し
た
。
回

答
者

の
3
割

超
の

預
貯

金
が

「
0
円

」
で
、
過

去
１
年

間
に
公

共
料

金
の

支
払
い
が
遅
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
割
合
も
3
割
弱
に
上
っ
た
。

1
1

「
虐

待
対

応
へ

の
司

法
関

与
議

論
　
厚

労
省

の
専

門
委

」
　
児

童
虐

待
の

防
止

対
策

に
関

す
る
厚

生
労

働
省

の
専

門
委

員
会

（
委

員
長

・
松

原
康

雄
明

治
学

院
大

教
授

）
が

1
0
日

開
か

れ
、
虐

待
を
受

け
た
子

ど
も
の

「
一

時
保

護
」
や

、
子

ど
も
が

虐
待

を
受

け
て
い
る
恐

れ
が

あ
る
時

に
行

う
「
立

ち
入

り
調

査
」
な
ど
強

制
力

を
伴

う
措

置
を
取

る
際

の
司

法
機

関
の

関
与

の
在

り
方

に
つ
い
て
議

論
し
た
。

1
1

「
幼

児
教

育
の

無
償

化
拡

大
　
第

3
子

以
降

全
て
、
来

年
度

　
低

所
得

世
帯

、
政

府
方

針
」
　
政

府
は

1
6
日

、
来

年
度

か
ら
幼

児
教

育
無

償
化

の
範

囲
を
拡

大
す
る
方

針
を
固

め
た
。
低

所
得

世
帯

を
対

象
に
、
幼

稚
園

と
保

育
所

の
保

育
料

を
3
人

目
以

降
の

子
ど
も
は

全
て
無

料
と
す
る
。
子
ど
も
が
多
く
、
経
済
的
に
厳
し
い
世
帯
の
教
育
費
の
負
担
を
軽
減
し
、
少
子
化
対
策
に
つ
な
げ
た
い
考
え
だ
。
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

1
2

「
虐

待
児

聴
取

7
割

が
専

門
職

員
「
心

理
負

担
の

軽
減

」
浸

透
　
児

相
設

置
自

治
体

へ
の

調
査

　
複

数
回

解
消

に
は

課
題

も
」
　
今

年
7
月

時
点

で
児

童
相

談
所

を
設

置
し
て
い
る
4
7
都

道
府

県
と
2
2
政

令
市

・
中

核
市

の
う
ち
、
虐

待
や

性
的

被
害

を
受

け
た
子

ど
も
に
対

し
、
専

門
の
訓
練
を
受
け
た
児
相
職
員
が
被
害
事
実
の
聞
き
取
り
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
が
、
7
割
超
と
な
る
3
3
都
道
府
県
と
1
8
政
令
市
・
中
核
市

に
上

っ
て
い
る
こ
と
が

2
0
日

、
共

同
通

信
の

調
査

で
分

か
っ
た
。
子

ど
も
の

心
理

負
担

を
軽

減
す
る
対

応
で
、
有

効
性

へ
の

認
識

が
現

場
で
広

が
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。

1
2

「
妊

娠
期

支
援

や
児

相
体

制
強

化
　
政

府
が

児
童

虐
待

防
止

策
」
　
政

府
は

2
1
日

、
児

童
虐

待
防

止
に
向

け
た
強

化
策

を
取

り
ま
と
め

た
。
「
妊

娠
期

か
ら
子

育
て
期

ま
で
の

切
れ

目
な
い
支

援
」
に
よ
る
予

防
策

や
、
弁

護
士

活
用

な
ど
に
よ
る
児

童
相

談
所

の
体

制
強

化
、
施

設
に
入

所
し
て
い
る
虐

待
児

童
の

自
立

支
援

強
化

な
ど
が

柱
。
今

後
数

年
間

に
そ
れ

ぞ
れ

具
体

的
な
施

策
の

実
現

を
目

指
す
と
い
う
。

1
2

「
2
7
歳

保
育

士
が

乳
児

虐
待

か
　
名

古
屋

市
、
立

ち
入

り
調

査
」
　
名

古
屋

市
中

川
区

の
認

可
保

育
園

「
ニ
チ
イ
キ
ッ
ズ
長

須
賀

保
育

園
」

で
、
女

性
保

育
士

（
2
7
）
が

乳
児

を
た
た
く
な
ど
の

虐
待

を
繰

り
返

し
て
い
た
疑

い
が

あ
る
と
し
て
、
市

が
児

童
福

祉
法

に
基

づ
き
立

ち
入

り
調
査
を
し
て
い
た
こ
と
が
2
5
日
、
分
か
っ
た
。

1
2

「
「
昨

年
秋

ご
ろ
か

ら
虐

待
」
　
Ｌ
ＩＮ

Ｅ
や

り
と
り
も
、
埼

玉
」
　
埼

玉
県

狭
山

市
で
顔

に
や

け
ど
を
負

っ
た
3
歳

女
児

が
死

亡
し
た
事

件
で
、
保

護
責

任
者

遺
棄

致
死

容
疑

で
県

警
に
逮

捕
さ
れ

た
母

親
の

無
職

藤
本

彩
香

容
疑

者
（
2
2
）
ら
が

、
死

亡
し
た
次

女
羽

月
ち
ゃ
ん
に
関

し
「
昨
年
の
秋
ご
ろ
か

ら
虐
待
し
て
い
た
」
と
い
う
趣
旨
の
供
述
を
し
た
こ
と
が
1
3
日
、
捜
査
関
係
者
の
取
材
で
分
か
っ
た
。

1
2

「
虐

待
対

応
、
多

機
関

の
連

携
を
　
児

相
や

司
法

関
係

者
ら
シ
ン
ポ
」
　
増

え
続

け
る
児

童
虐

待
の

防
止

策
を
考

え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

1
6

日
、
横

浜
市

で
開

か
れ

、
児

童
相

談
所

や
司

法
関

係
者

、
民

間
団

体
の

担
当

者
ら
が

、
関

係
機

関
が

連
携

を
強

化
す
る
こ
と
の

重
要

性
を

訴
え
た
。

2
0
1
6

（
平

成
2
8
）

1

「
「
緊

急
性

高
く
な
い
」
と
判

断
　
1
歳

暴
行

事
件

、
児

童
相

談
所

」
　
2
0
1
3
年

1
1
月

か
ら
1
4
年

3
月

、
大

津
市

の
自

宅
で
母

親
（
4
1
）
が

次
女

＝
当

時
（
1
）
＝

に
暴

行
し
、
け
が

を
負

わ
せ

た
な
ど
と
し
て
傷

害
容

疑
で
逮

捕
さ
れ

た
事

件
で
、
「
虐

待
の

リ
ス
ク
が

あ
る
」
と
市

か
ら
連

絡
を
受

け
た
滋

賀
県

の
児

童
相

談
所

が
「
緊

急
性

は
高

く
な
い
」
と
判

断
し
て
い
た
こ
と
が

2
0
日

、
県

な
ど
へ

の
取

材
で
分

か
っ
た
。
次

女
は

1
4
年

3
月

2
6
日

、
気

管
支

炎
で
死

亡
。
体

に
は

古
い
や

け
ど
や

骨
折

の
痕

が
あ
っ
た
。

2
0
1
6

（
平

成
2
8
）

「
東

京
都

子
供

･子
育

て
会

議
の

運
営

」
(単

独
事

業
）

平
成

2
5
年

1
0
月

2
5
日

～

1
「
沖

縄
子

ど
も
貧

困
率

、
3
割

　
全

国
の

2
倍

、
独

自
調

査
」
　
沖

縄
県

は
2
9
日

、
任

意
で
選

ん
だ
県

内
の

小
中

学
生

の
保

護
者

を
対

象
に

実
施

し
た
調

査
で
、
平

均
的

な
可

処
分

所
得

い
わ

ゆ
る
手

取
り
収

入
の

半
分

（
2
0
1
2
年

で
1
2
2
万

円
）
を
下

回
る
世

帯
で
暮

ら
す
1
8
歳

未
満

の
割

合
「
子

ど
も
の

貧
困

率
」
が

、
推

計
で
2
9
.9
％

だ
っ
た
と
発

表
し
た
。
全

国
平

均
は

1
6
.3
％

（
1
2
年

）
で
、
2
倍

近
く
に
な
っ
た
。

東
京

都
　
「
子

育
て
支

援
パ

ス
ポ
ー
ト
事

業
」
　
H
2
8
～

1

「
情

報
共

有
な
く
…

虐
待

常
態

化
　
埼

玉
女

児
死

亡
、
対

応
を
検

証
」
　
埼

玉
県

狭
山

市
で
顔

に
や

け
ど
を
負

っ
た
藤

本
羽

月
ち
ゃ
ん
（
3
）

が
死

亡
し
た
事

件
で
は

、
乳

幼
児

健
診

が
3
回

と
も
身

受
診

だ
っ
た
こ
と
や

、
近

隣
の

人
か

ら
2
回

1
1
0
番

が
あ
っ
た
情

報
が

関
係

機
関

の
間

で
共

有
さ
れ

ず
、
母

親
と
同

居
の

男
に
よ
る
虐

待
が

常
態

化
し
て
い
た
様

子
が

浮
か

ぶ
。
市

や
県

警
、
児

童
相

談
所

な
ど
に
よ
る
組

織
は

、
対

応
に
不

備
が

な
か

っ
た
か

検
証

を
進

め
て
い
る
。

東
京

都
　
「
首

都
大

学
東

京
と
連

携
し
た
子

供
の

貧
困

対
策

の
推

進
」
(単

独
事

業
）
　
H
2
8
～
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

1

「
日

本
版

「
ネ
ウ
ボ
ラ
」
普

及
を
　
子

育
て
支

援
、
法

定
化

検
討

」
　
塩

崎
恭

久
厚

生
労

働
相

は
1
日

、
自

治
体

が
独

自
に
設

置
し
て
い
る
、

妊
娠

か
ら
出

産
、
子

育
て
ま
で
切

れ
目

な
く
相

談
に
応

じ
る
「
子

育
て
世

代
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
」
を
広

く
普

及
さ
せ

る
た
め
、
法

的
に
位

置
づ
け
る
こ
と
を
検

討
す
る
考

え
を
示

し
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

同
種

施
設

「
ネ
ウ
ボ
ラ
」
を
参

考
に
し
た
も
の

で
、
今

国
会

で
改

正
を
目

指
す
児

童
福

祉
関

連
法

案
に
盛

り
込

む
方

針
。

東
京

都
　
「
利

用
者

支
援

事
業

」
　
区

市
町

村
（
一

部
事

務
組

合
を
含

む
。
）
な
お
、
区

市
町

村
が

認
め
た
者

へ
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
H
2
5
～
（
利
用
者
支

援
事

業
：
安

心
こ
ど
も
基

金
の

一
事

業
と
し
て
）
、
H
2
8

～
（
利

用
者

支
援

体
制

強
化

事
業

）

1
「
父

親
の

自
衛

官
が

無
罪

主
張

　
乳

児
虐

待
事

件
の

初
公

判
」
　
生

後
5
～

6
ヵ
月

の
長

女
に
激

し
く
揺

さ
ぶ

る
な
ど
の

暴
行

を
加

え
、
後

遺
症

を
伴

う
け
が

を
負

わ
せ

た
と
し
て
、
傷

害
罪

に
問

わ
れ

た
京

都
市

の
陸

上
自

衛
官

山
本

崚
太

被
告

（
2
3
）
の

初
公

判
が

2
日

、
京

都
地

裁
（
坪

井
祐

子
裁

判
官

）
で
開

か
れ

、
山

本
被

告
は

「
子

ど
も
を
あ
や

し
た
が

暴
行

は
加

え
て
い
な
い
」
と
無

罪
を
主

張
し
た
。

東
京

都
（
財

団
等

へ
委

託
）
　
「
子

育
て
支

援
員

研
修

」
H
2
7
～

1
「
貧

困
家

庭
の

子
ど
も
に
給

付
金

　
3
万

～
5
万

円
、
支

援
団

体
」
　
子

ど
も
の

貧
困

対
策

に
取

り
組

む
一

般
財

団
法

人
あ
す
の

ば
（
東

京
）

は
、
貧

困
家

庭
の

子
ど
も
の

小
中

学
校

入
学

や
中

学
、
高

校
卒

業
後

の
新

生
活

を
支

給
す
る
た
め
、
1
人

3
～

5
万

円
の

給
付

金
を
支

給
す
る
。

東
京

都
　
区

市
町

村
　
「
子

供
家

庭
支

援
区

市
町

村
包

括
補

助
事

業
」
（
単

独
事

業
）

1

「
少

年
法

年
齢

、
意

見
6
6
4
件

　
引

き
下

げ
に
賛

否
」
　
法

務
省

は
1
0
日

、
少

年
法

の
適

用
年

齢
を
2
0
歳

未
満

か
ら
1
8
歳

未
満

に
引

き
下

げ
る
こ
と
に
関

す
る
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
(意

見
公

募
）
に
6
6
4
件

の
意

見
が

寄
せ

ら
れ

た
と
発

表
し
た
。
賛

成
派

は
「
選

挙
権

を
も
つ
よ
う
に
な

り
、
社

会
的

に
も
大

人
だ
」
な
ど
と
主

張
し
、
反

対
派

か
ら
は

「
現

行
の

少
年

審
判

、
保

護
処

分
は

有
効

に
機

能
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
声

が
上

が
っ
た
。

東
京

都
　
市

町
村

　
「
子

育
て
推

進
交

付
金

」
(単

独
事

業
）
　
H
1
8
～

2

「
障

害
あ
る
子

ど
も
支

援
強

化
　
虐

待
で
施

設
訪

問
　
改

正
法

案
、
医

療
的

ケ
ア
充

実
」
　
政

府
が

今
国

会
に
提

出
予

定
の

障
害

者
総

合
支

援
法

改
正

案
の

全
容

が
1
8
日

、
分

か
っ
た
。
虐

待
を
受

け
て
児

童
養

護
施

設
に
入

所
し
た
り
、
新

生
児

集
中

治
療

室
（
N
IC
U
）
を
退

院
後

も
人

工
呼

吸
器

な
ど
の

医
療

的
ケ
ア
が

必
要

だ
っ
た
り
す
る
子

ど
も
に
対

し
、
障

害
の

特
性

や
ニ
ー
ズ
に
応

じ
た
支

援
を
強

化
す
る
こ
と

な
ど
が

柱
。
早

期
成

立
を
目

指
し
、
2
0
1
8
年

度
の

傷
害

福
祉

サ
ー
ビ
ス
報

酬
改

定
に
反

映
さ
せ

た
い
考

え
。

東
京

都
　
区

市
町

村
　
「
子

供
・
子

育
て
支

援
交

付
金

（
国

制
度

）
」
H
2
7
～

2
「
虐

待
被

害
で
教

科
書

再
支

給
　
小

中
学

生
に
、
文

科
省

が
通

知
」
　
文

部
科

学
省

は
4
月

か
ら
、
虐

待
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
D
V
）
な
ど
が

理
由

で
緊

急
避

難
し
、
教

科
書

を
失

っ
た
小

中
学

生
に
、
原

則
一

度
だ
け
の

教
科

書
の

支
給

を
再

度
認

め
る
こ
と
を
決

め
、
2
4
日

ま
で
に
全

国
の

都
道

府
県

教
育

委
員

会
に
通

知
し
た
。
同

省
は

「
積

極
的

に
対

応
し
た
い
」
と
学

校
へ

の
周

知
を
求

め
て
い
る
。

東
京

都
　
　
区

市
町

村
（
社

会
福

祉
法

人
へ

委
託

可
）

「
虐

待
対

策
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
事

業
」
(単

独
事

業
）

H
2
3
～

2

「
子

育
て
貧

困
世

帯
2
0
年

で
倍

増
　
収

入
が

生
活

保
護

費
下

回
る
　
山

形
大

調
査

」
　
生

活
保

護
費

以
下

の
収

入
で
暮

ら
す
子

育
て
世

帯
の

割
合

が
1
3
.8
％

と
な
り
、
1
9
9
2
年

か
ら
2
0
年

間
で
倍

増
し
た
と
の

調
査

結
果

を
山

形
大

の
戸

室
健

作
准

教
授

が
ま
と
め
、
1
日

公
表

し
た
。
特

に
沖

縄
県

が
3
7
.5
％

と
子

育
て
世

代
の

4
割

弱
を
占

め
た
。
戸

室
准

教
授

は
「
全

国
で
子

ど
も
の

貧
困

が
深

刻
化

し
て
い
る
」
と
警

鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

東
京

都
　
　
区

市
町

村
（
委

託
ま
た
は

補
助

可
）
　
「
子

供
の

居
場

所
創

設
事

業
」
(単

独
事

業
）
　
H
2
8
～

2
児

童
虐

待
の

通
報

や
相

談
を
2
4
時

間
体

制
で
受

け
付

け
る
児

童
相

談
所

の
全

国
共

通
ダ
イ
ヤ
ル

「
1
8
9
」
に
つ
い
て
、
厚

生
労

働
省

は
4

日
、
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
長
す
ぎ
て
途
中
で
切
っ
て
し
ま
う
人
が
多
い
と
の
指
摘
を
受
け
、
改
善
す
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
早

け
れ
ば
、

4
月

に
も
改

善
し
た
ダ
イ
ヤ
ル

で
の

運
用

を
始

め
る
。

東
京

都
　
区

市
町

村
　
「
子

育
て
短

期
支

援
事

業
実

施
施

設
整

備
費

補
助

事
業

」
（
単

独
事

業
）
　
H
2
7
～
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

2
「
子

ど
も
貧

困
影

響
、
沖

縄
最

大
　
日

本
財

団
、
格

差
放

置
で
」
　
日

本
財

団
は

4
日

、
貧

困
家

庭
の

子
ど
も
の

支
援

を
せ

ず
に
格

差
を
放

置
し
た
場

合
、
社

会
が

被
る
損

失
の

都
道

府
県

別
数

値
を
公

表
し
た
。
1
5
歳

の
子

ど
も
の

1
学

年
で
見

た
損

失
額

は
東

京
が

約
4
千

億
円

と
最

大
だ
が

、
各

都
道

府
県

の
経

済
規

模
を
考

慮
す
る
と
沖

縄
が

最
も
影

響
が

大
き
い
と
分

析
し
た
。

東
京

都
　
　
区

市
町

村
（
一

部
委

託
可

）
　
「
要

支
援

家
庭

を
対

象
と
し
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事

業
」
（
単

独
事

業
）

H
2
7
～

2

「
家

庭
で
の

養
護

推
進

を
　
子

ど
も
支

援
団

体
が

署
名

提
出

」
　
子

ど
も
の

支
援

や
人

権
問

題
に
取

り
組

む
民

間
団

体
な
ど
が

9
日

、
虐

待
や

経
済

的
理

由
で
実

親
が

育
て
ら
れ

な
い
子

ど
も
に
つ
い
て
、
施

設
で
は

な
く
里

親
委

託
や

特
別

養
子

縁
組

に
よ
っ
て
家

庭
で
育

て
る
体

制
の

整
備

を
求

め
、
約

1
万

4
千

人
分

の
署

名
を
厚

生
労

働
省

に
提

出
し
た
。
署

名
の

呼
び
掛

け
人

に
は

、
ソ
ニ
ー
元

会
長

の
出

井
信

之
氏
が
元
テ
ニ
ス
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
杉
山
愛
さ
ん
ら
2
5
人
が
名
を
連
ね
て
い
る
。

東
京

都
　
「
養

育
家

庭
等

自
立

援
助

補
助

事
業

」
（
単

独
事

業
）
　
H
2
4
～

3

「
児

相
の

機
能

「
介

入
」
に
特

化
　
中

核
市

と
東

京
2
3
区

も
設

置
　
虐

待
防

止
で
専

門
委

最
終

報
告

」
　
児

童
虐

待
の

防
止

策
に
関

す
る
厚

生
労

働
省

の
専

門
委

員
会

（
委

員
長

・
松

原
康

雄
明

治
学

院
大

教
授

）
は

1
0
日

、
最

終
報

告
書

を
と
り
ま
と
め
た
。
児

童
相

談
所

の
役

割
を
被

虐
待

児
の

一
時

保
護

な
ど
強

制
措

置
を
伴

う
「
介

入
」
に
一

定
程

度
特

化
す
る
ほ

か
、
中

核
市

や
東

京
2
3
区

が
児

相
を
設

置
す
る
こ

と
や

、
虐

待
通

告
の

窓
口

を
一

元
化

し
内

容
に
応

じ
て
対

応
を
市

区
町

村
や

警
察

に
振

り
分

け
る
モ
デ
ル

事
業

の
実

施
な
ど
を
柱

と
し
て

い
る
。

東
京

都
　
「
里

親
委

託
交

流
経

費
補

助
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　
H
2
8
～

3

「
虐

待
、
強

制
手

続
き
簡

略
化

へ
　
法

改
正

で
児

相
の

根
源

強
化

　
厚

労
省

、
今

国
会

に
提

出
方

針
」
　
厚

生
労

働
省

は
1
6
日

、
児

童
虐

待
防

止
法

と
児

童
福

祉
法

の
改

正
案

概
案

を
明

ら
か

に
し
た
。
ベ
テ
ラ
ン
児

童
福

祉
司

の
配

置
義

務
付

け
や

、
強

制
的

に
家

庭
に
立

ち
入

る
「
臨

検
」
の

手
続

き
簡

略
化

な
ど
、
児

童
相

談
所

の
体

制
・
権

限
を
強

化
。
ま
た
一

時
保

護
中

に
施

設
入

所
措

置
を
取

る
こ
と
が

で
き

る
対

象
年

齢
を
現

行
の

「
1
8
歳

未
満

」
か

ら
「
2
0
歳

未
満

」
拡

大
す
る
な
ど
自

立
支

援
策

も
盛

り
込

ん
だ
。

東
京
都
　
社
会
福
祉
法
人
　
「
サ
テ
ラ
イ
ト
型
児
童
養
護

施
設

」
（
単

独
事

業
）
　
H
2
7
～

3

「
養

子
縁

組
あ
っ
せ

ん
許

可
制

に
　
与

党
が

法
案

、
罰

則
も
　
違

法
業

者
の

参
入

を
規

制
」
　
虐

待
や

経
済

的
事

情
な
ど
の

理
由

で
実

の
親

が
育

て
ら
れ

な
い
子

ど
も
を
別

の
家

庭
に
仲

介
す
る
養

子
縁

組
あ
っ
せ

ん
事

業
者

に
つ
い
て
、
自

民
、
公

明
両

党
は

1
9
日

ま
で
に
、
現

行
の
届
け
出
制
か
ら
許
可
制
と
し
、
無
許
可
で
の
あ
っ
せ

ん
に
は
罰
則
を
設
け
る
こ
と
な
ど
を
柱
と
す
る
新
た
な
法
案
を
ま
と
め
た
。
今

国
会

に
議

員
立

法
で
提

出
す
る
構

え
で
、
野

党
側

に
も
賛

同
を
呼

び
掛

け
る
。

東
京

都
　
「
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
設

置
促

進
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　
H
2
8
～

3

「
児

相
保

護
せ

ず
男

子
生

徒
自

殺
　
相

模
原

市
、
両

親
か

ら
虐

待
　
面

談
の

み
「
緊

急
性

な
い
」
」
　
相

模
原

市
児

童
相

談
所

は
2
2
日

、
両

親
か

ら
虐

待
を
受

け
て
児

相
に
通

っ
て
い
た
中

学
2
年

の
男

子
生

徒
＝

当
時

（
1
4
）
＝

が
2
0
1
4
年

に
自

殺
を
図

り
、
今

年
2
月

に
死

亡
し
た

と
発

表
し
た
。
男

子
生

徒
は

児
相

に
「
児

童
養

護
施

設
に
保

護
し
て
ほ

し
い
」
と
自

ら
訴

え
て
い
た
が

、
児

相
は

面
談

で
対

応
し
、
親

の
同

意
が
な
く
て
も
強
制
的
に
で
き
る
職
権
で
の
保
護
を
し
て
い
な
か
っ
た
。

東
京

都
　
「
児

童
養

護
施

設
等

の
職

員
の

資
質

向
上

の
た
め
の

研
修

等
事

業
」
　
　
H
2
2
～

研
修

事
業

、
H
2
7

～
職

員
人

材
確

保
事

業

3
「
虐

待
疑

い
、
最

悪
3
万

7
千

人
　
保

護
も
2
千

人
超

、
1
8
歳

未
満

　
警

視
庁

朝
刊

「
憂

鬱
」
」
　
昨

年
1
年

間
に
虐

待
が

疑
わ

れ
る
と
し
て
、
全

国
の

警
察

が
児

童
相

談
所

に
通

告
し
た
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も
は

前
年

よ
り
8
0
9
7
人

（
2
8
.0
％

）
多

い
3
万

7
0
2
0
人

だ
っ
た
こ
と
が

2
4
日

、
警

察
庁
の
ま
と
め
で
分
か
っ
た
。
統
計
を
取
り
始
め
た
2
0
0
4
年
以
降
、
増
加
を
続
け
て
過
去
最
多
を
更
新
し
、
初

め
て
3
万
人
を
超
え
た
。

東
京

都
　
区

市
町

村
　
「
児

童
養

護
施

設
等

の
生

活
向

上
の

た
め
の

環
境

改
善

事
業

」
　
施

設
設

置
者

　
H
2
1

～



－ 194 －

年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

3

「
虐

待
聞

き
取

り
で
3
者

連
携

　
子

ど
も
の

負
担

少
し
で
も
軽

く
」
　
増

加
を
続

け
る
児

童
虐

待
の

被
害

に
対

し
、
警

察
と
児

童
相

談
所

、
検

察
は

連
携

し
、
虐

待
の

事
実

確
認

を
す
る
た
め
の

子
ど
も
へ

の
聞

き
取

り
を
代

表
者

が
行

う
取

り
組

み
を
始

め
て
い
る
。
警

察
庁

の
ま
と
め

で
2
4
日

、
昨

年
1
年

間
に
虐

待
の

疑
い
が

あ
る
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も
が

最
多

の
3
万

7
0
2
0
人

に
上

る
こ
と
が

判
明

。
つ
ら
い
体

験
を
口

に
す

る
た
び
に
心

に
の

し
か

か
る
負

担
を
、
な
る
べ

く
減

ら
す
の

が
目

的
だ
。

東
京

都
　
「
児

童
養

護
施

設
退

所
者

等
に
対

す
る
す
ま

い
確

保
支

援
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　
H
2
8
～

3
「
子

ど
も
貧

困
、
異

例
の

新
組

織
　
沖

縄
県

、
4
月

か
ら
」
　
経

済
的

に
厳

し
い
家

庭
の

子
ど
も
た
ち
が

全
国

で
増

え
る
中

、
沖

縄
県

は
子

ど
も
の

貧
困

に
取

り
組

む
専

門
組

織
「
子

ど
も
未

来
政

策
室

」
を
4
月

に
設

置
す
る
。
厚

生
労

働
省

に
よ
る
と
、
都

道
府

県
レ
ベ
ル

で
子

ど
も
の

貧
困

へ
の

対
応

に
特

化
し
た
組

織
を
設

け
る
の

は
異

例
だ
。

東
京

都
　
「
ひ
と
り
親

家
庭

等
在

宅
就

業
推

進
事

業
」

（
民

間
事

業
者

に
委

託
）
　
H
2
7
～

3

「
虐

待
の

対
応

強
化

　
児

相
に
ベ
テ
ラ
ン
配

置
　
関

連
法

案
、
今

国
会

成
立

へ
」
　
政

府
は

2
9
日

、
児

童
相

談
所

の
体

制
や

根
限

強
化

を
柱
と
す
る
児
童
福
祉
法
と
児
童
虐
待
防
止
法
の
改
正
案
を
閣
議
決
定
し
た
。
ベ
テ
ラ
ン
児
童
福
祉
司
や
弁
護
士
の
配
置
を
義
務
付
け
た

ほ
か

、
強

制
的

に
家

庭
に
立

ち
入

る
「
臨

検
」
の

手
続

き
を
簡

略
化

。
増

加
す
る
児

童
虐

待
へ

の
対

応
強

化
に
向

け
、
今

国
会

で
の

成
立

を
目
指
す
。

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　
「
母

子
家

庭
及

び
父

子
家

庭
自

立
支

援
教

育
訓

練
給

付
金

事
業

」
　
H
1
6
～

3
「
児

相
へ

積
極

通
告

を
指

示
　
虐

待
最

多
受

け
、
警

察
庁

」
　
児

童
虐

待
の

被
害

が
増

え
続

け
る
中

、
警

察
庁

は
1
日

、
積

極
的

な
児

童
相

談
所

へ
の

通
告

や
関

係
機

関
と
の

連
携

を
徹

底
す
る
よ
う
、
全

国
の

警
察

に
通

達
を
出

し
た
。
通

報
で
駆

け
付

け
た
警

察
官

が
安

全
確

認
し
た
子

ど
も
が

、
そ
の

後
に
死

亡
す
る
事

件
も
起

き
て
お
り
、
さ
ら
な
る
被

害
防

止
に
努

め
る
。

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　
「
母

子
家

庭
及

び
父

子
家

庭
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

等
事

業
」
　
　
H
1
6
～

3

「
虐

待
死

3
5
0
人

の
可

能
性

　
年

間
で
、
国

把
握

の
3
倍

超
か

　
日

本
小

児
科

学
会

が
推

計
」
　
日

本
小

児
科

学
会

は
8
日

ま
で
に
、
虐

待
で

死
亡

し
た
可

能
性

の
あ
る
1
5
歳

未
満

の
子

ど
も
が

全
国

で
年

間
約

3
5
0
人

に
上

る
と
の

推
計

を
始

め
て
ま
と
め
た
。
東

京
都

や
群

馬
県

な
ど
4
自

治
体

分
の

デ
ー
タ
分

析
に
基

づ
く
試

算
だ
が

、
厚

生
労

働
省

の
2
0
1
1
～

1
3
年

度
の

集
計

で
は

年
6
9
～

9
9
人

(無
理

心
中

も
含

む
）

で
推

移
し
て
お
り
3
～

5
倍

に
な
っ
て
い
る
。

東
京

都
　
「
ひ
と
り
親

家
庭

高
等

職
業

訓
練

促
進

資
金

貸
付

事
業

」
　
社

会
福

祉
法

人
、
東

京
都

社
会

福
祉

協
議

会
　
H
2
8
～

3

「
「
県

と
市

の
連

携
見

直
す
」
　
2
歳

児
死

亡
、
奈

良
の

知
事

」
　
奈

良
県

生
駒

市
の

2
歳

男
児

が
自

宅
で
収

納
ケ
ー
ス
に
押

し
込

め
ら
れ

て
窒

息
死

し
た
事

件
で
、
荒

井
正

吾
知

事
は

1
3
日

の
記

者
会

見
で
、
県

の
児

童
相

談
所

か
ら
、
児

童
虐

待
の

疑
い
が

あ
る
と
し
て
調

査
依

頼
を
受
け
た
市
が
調
べ
、
「
問
題
な
い
」
と
判
断
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
検
証
す
る
と
と
も
に
、
県
と
市
の
役
割
分
担
、
連
携
の
在
り
方
を
見
直
し

た
い
」
と
話

し
た
。

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　
「
ひ
と
り
親

家
庭

高
等

学
校

卒
業

程
度

認
定

試
験

合
格

支
援

事
業

」
　
H
2
7
～

3
「
里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
が
保
育
所
へ
入
所
す
る
場
合
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
　
平
成
2
8
年
3
月
3
1
日
　
厚
生
省
大
臣
官
房
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

通
知

障
障

発
0
3
3
1
第

4
号

、
厚

生
省

児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

長
通

知
雇

児
福

発
0
3
3
1
第

1
号

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　
「
母

子
･父

子
自

立
支

援
プ

ロ
グ
ラ
ム
策

定
事

業
」
　
H
1
9
～

4
「
児

童
虐

待
へ

の
対

応
に
お
け
る
関

係
機

関
と
の

情
報

共
有

等
の

徹
底

に
つ
い
て
（
通

達
）
」
　
平

成
2
8
年

4
月

1
日

　
警

察
庁

生
活

安
全

局
少

年
課

長
、
生

活
安

全
企

画
課

長
、
地

域
課

長
、
刑

事
局

刑
事

企
画

課
長

、
捜

査
第

一
課

長
通

達
東

京
都

（
町

村
部

の
み

）
　
「
ひ
と
り
親

家
庭

相
談

窓
口

強
化

事
業

」
　
H
2
7
～
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

4
「
児

童
虐

待
へ

の
対

応
に

お
け

る
警

察
と

の
情

報
共

有
等

の
徹

底
に

つ
い

て
」
 平

成
2
8
年

4
月

1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

総
務

課
長

雇
児

総
発

0
4
0
1
第

6
号

東
京

都
　

区
市

町
村

　
「
ひ

と
り

親
家

庭
等

生
活

向
上

事
業

」

4

「
可

視
化

、
児

童
虐

待
に

も
　

裁
判

員
対

象
外

、
積

極
運

用
へ

　
警

察
庁

「
大

き
な

武
器

」
」
　

取
り

調
べ

の
録

音
・
録

画
（
可

視
化

）
を

巡
り

、
警

察
庁

は
、

法
制

化
で

義
務

付
け

ら
れ

る
裁

判
員

裁
判

対
象

事
件

以
外

に
、

児
童

虐
待

な
ど

傷
害

事
件

で
の

可
視

化
の

試
行

を
視

野
に

入
れ

て
い

る
こ

と
が

2
1
日

、
同

庁
へ

の
取

材
で

分
か

っ
た

。
公

判
で

供
述

の
任

意
性

や
信

用
性

が
争

点
と

な
る

ケ
ー

ス
を

想
定

、
裁

判
員

裁
判

対
象

事
件

で
も

任
意

聴
収

時
か

ら
の

活
用

を
一

層
進

め
る

。

東
京

都
　

「
児

童
相

談
所

全
国

共
通

ダ
イ

ヤ
ル

相
談

等
業

務
委

託
」
　

H
2
7
～

4
「
虐

待
専

門
職

1
1
0
0
人

増
へ

　
1
9
年

度
末

、
児

相
強

化
で

目
標

　
厚

労
省

が
プ

ラ
ン

策
定

」
　

厚
生

労
働

省
は

2
5
日

、
児

童
福

祉
司

や
児

童
心

理
司

、
保

健
師

な
ど

全
国

の
児

童
相

談
所

に
配

置
す

る
虐

待
の

専
門

職
に

つ
い

て
、

2
0
1
9
年

度
末

ま
で

に
計

1
1
2
0
人

程
度

増
や

す
目

標
を

決
定

し
た

。
児

相
へ

の
児

童
福

祉
司

の
配

置
基

準
に

関
し

て
は

、
虐

待
の

相
談

件
数

も
考

慮
す

る
と

し
て

い
る

。

東
京

都
　

「
ふ

れ
あ

い
心

の
友

（
メ

ン
タ

ル
フ

レ
ン

ド
）
派

遣
事

業
」
　

H
3
.1

0
～

（
国

制
度

　
ふ

れ
あ

い
心

の
友

訪
問

援
助

事
業

）

4
「
虐

待
防

止
で

連
絡

会
議

　
児

相
の

強
化

方
針

確
認

」
　

児
童

虐
待

防
止

対
策

を
推

進
す

る
た

め
、

厚
生

労
働

省
や

警
察

庁
、

文
部

科
学

省
な

ど
関

係
6
府

省
庁

の
担

当
者

が
参

加
し

た
連

絡
会

の
初

会
合

が
1
0
日

開
か

れ
、

児
童

相
談

所
の

体
制

を
強

化
す

る
方

針
を

確
認

し
た

。
出

席
者

か
ら

は
「
学

校
と

児
相

の
さ

ら
な

る
連

携
強

化
が

必
要

だ
」
な

ど
の

意
見

が
出

た
。

東
京

都
　

「
医

療
機

関
の

病
床

確
保

に
よ

る
一

時
保

護
機

能
強

化
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　

H
2
8
～

4

「
虐

待
児

聴
収

で
検

察
が

指
針

　
仙

台
、

子
ど

も
の

負
担

軽
減

で
　

医
者

が
診

察
、

回
数

も
制

限
」
　

虐
待

や
性

的
被

害
を

受
け

た
子

ど
も

に
被

害
内

容
を

確
認

す
る

聴
き

取
り

に
つ

い
て

、
仙

台
地

検
が

、
つ

ら
い

体
験

を
話

す
こ

と
に

よ
る

子
ど

も
の

心
理

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
の

手
法

を
示

し
た

内
部

向
け

の
指

針
を

作
成

し
た

こ
と

が
2
1
日

、
関

係
者

へ
の

取
材

で
分

か
っ

た
。

小
児

科
医

に
よ

る
診

察
の

導
入

、
関

係
機

関
の

連
携

や
聴

収
回

数
の

制
限

の
ほ

か
、

絵
や

人
形

を
使

っ
た

面
接

法
も

盛
り

込
み

、
運

用
を

始
め

て
い

る
。

東
京

都
　

「
一

時
保

護
所

に
お

け
る

外
部

評
価

」
　

H
2
7

～

4
「
子

ど
も

貧
困

対
策

で
支

援
拠

点
　

日
本

財
団

、
埼

玉
に

開
設

」
　

日
本

財
団

(東
京

、
笹

川
陽

平
会

長
）
は

2
3
日

、
貧

困
状

態
に

あ
る

子
ど

も
を

総
合

的
に

支
援

す
る

拠
点

を
今

年
1
1
月

、
埼

玉
県

戸
田

市
に

開
設

す
る

と
発

表
し

た
。

5
年

間
か

け
て

5
0
億

円
を

投
じ

、
全

国
に

1
0
0

拠
点

の
設

置
を

目
指

す
と

し
て

い
る

。

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　

「
ひ

と
り

親
家

庭
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
合

格
支

援
事

業
」
　

H
2
7
～

4
「
養

子
縁

組
法

案
を

提
出

　
許

可
制

へ
、

自
公

な
ど

」
　

自
民

、
公

明
、

お
お

さ
か

維
新

の
3
党

は
2
6
日

虐
待

な
ど

で
実

の
親

が
育

て
ら

れ
な

い
子

ど
も

を
別

の
家

庭
に

仲
介

す
る

養
子

縁
組

あ
っ

せ
ん

に
は

罰
則

を
設

け
る

こ
と

も
盛

り
込

ん
だ

。
東

京
都

（
町

村
部

の
み

）
　

「
母

子
･父

子
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

策
定

事
業

」
　

H
1
9
～

5

「
ベ

テ
ラ

ン
福

祉
司

ら
配

置
へ

　
虐

待
対

応
で

改
正

法
成

立
　

児
相

の
体

制
・
強

化
」
　

増
加

の
一

途
を

た
ど

る
児

童
虐

待
に

対
応

す
る

た
め

、
児

童
相

談
所

の
体

制
や

権
限

の
強

化
を

柱
と

し
た

改
正

児
童

福
祉

法
と

改
正

児
童

虐
待

防
止

法
が

2
7
日

、
参

院
本

会
議

で
全

会
一

致
に

よ
り

可
決

、
成

立
し

た
。

経
験

豊
か

な
ベ

テ
ラ

ン
の

児
童

福
祉

司
や

専
門

知
識

を
持

つ
弁

護
士

の
児

相
へ

の
配

置
を

義
務

付
け

、
家

庭
に

強
制

的
に

立
ち

入
る

「
臨

検
」
手

続
き

の
簡

略
化

な
ど

が
盛

り
込

ま
れ

た
。

東
京

都
　

「
児

童
虐

待
ケ

ー
ス

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

事
業

」
（
単

独
事

業
）
　

H
8
～
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・・
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のの
動動
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5
「
「
社

会
的

養
護

」
4
万

6
千

人
　
虐

待
や

親
不

在
、
子

ど
も
白

書
」
　
政

府
は

3
1
日

、
2
0
1
6
年

版
の

子
ど
も
・
若

者
白

書
を
閣

議
決

定
し
た
。

保
護
者
が
い
な
か

っ
た
り
、
虐
待
を
受
け
た
り
し
た
た
め
施
設
な
ど
で
暮
ら
す
「
社
会
的
養
護
」
を
受
け
る
子
ど
も
が
昨
年
、
約
4
万
6
千
人
に

上
っ
た
こ
と
を
明

ら
か

に
し
た
。
児

童
養

護
施

設
へ

の
入

所
が

約
6
割

に
達

し
、
入

所
児

童
の

半
数

以
上

が
虐

待
を
受

け
た
。

東
京

都
　
「
児

童
虐

待
防

止
の

普
及

啓
発

」
　
H
5
～

5

「
乳

児
の

接
種

拒
否

で
親

権
喪

失
　
家

裁
決

定
「
子

の
利

益
侵

害
」
　
育

児
放

棄
の

経
緯

も
重

視
」
　
九

州
地

方
の

家
庭

裁
判

所
が

3
月

、
乳

児
へ

の
予

防
接

種
を
拒

否
し
た
母

親
に
つ
い
て
児

童
相

談
所

か
ら
「
親

権
喪

失
」
の

審
判

申
し
立

て
を
受

け
、
「
子

ど
も
の

利
益

を
侵

害
し
た
」
と
し
て
認
め
る
決
定
を
し
て
い
た
こ
と
が
7
日
、
関
係
者
へ
の
取
材
で
分
か
っ
た
。
家
裁
は
、
児
相
が
昨
年
、
母
親
の
育
児
放
棄
(ネ

グ
レ
ク
ト
）
に
よ
り
乳

児
を
一

時
保

護
し
た
経

緯
も
重

視
。
予

防
接

種
拒

否
の

理
由

は
医

学
・
思

想
上

の
問

題
で
は

な
く
「
児

相
職

員
へ

の
感

情
的

反
発

」
と
認

定
し
た
。

東
京

都
　
「
児

童
虐

待
対

応
強

化
事

業
」
（
単

独
事

業
）

H
1
2
～

5
「
子

ど
も
の

貧
困

で
首

長
連

合
　
全

国
1
6
1
市

町
村

」
　
全

国
1
6
1
の

市
町

村
長

が
、
子

ど
も
の

貧
困

問
題

に
連

携
し
て
取

り
組

む
「
子

ど
も

の
未

来
を
応

援
す
る
首

長
連

合
」
の

設
立

総
会

が
8
日

、
都

内
で
開

か
れ

た
。
今

後
は

現
場

レ
ベ
ル

で
の

情
報

共
有

や
政

府
へ

の
政

策
提
言
な
ど
を
し
て
い
く
。

東
京

都
　
「
児

童
虐

待
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
強

化
事

業
」

H
1
3
～

5

「
小

学
校

未
修

了
で
も
中

学
入

学
可

　
虐

待
の

子
救

済
、
文

科
省

通
知

」
　
文

部
科

学
省

は
1
7
日

、
無

戸
籍

や
虐

待
、
長

期
の

不
登

校
な

ど
の

理
由

で
小

学
校

の
課

程
を
修

了
で
き
な
い
ま
ま
、
中

学
生

相
当

の
年

齢
に
な
っ
た
場

合
、
本

人
が

希
望

す
れ

ば
中

学
校

入
学

が
認

め
ら
れ

る
と
す
る
通

知
を
全

国
の

都
道

府
県

教
育

委
員

会
な
ど
に
出

し
た
。
や

む
を
得

ず
小

学
校

に
通

え
な
か

っ
た
子

ど
も
を
救

済
す
る

措
置

。

東
京

都
　
「
家

庭
復

帰
促

進
事

業
」
（
単

独
事

業
）
H
1
5

～

5
「
子

ど
も
が

安
心

で
き
る
場

所
に
　
福

島
・
郡

山
で
ホ
ー
ム
開

所
」
　
東

日
本

大
震

災
と
原

発
事

故
か

ら
の

復
興

を
支

援
し
よ
う
と
、
那

覇
市

の
社

会
福

祉
法

人
「
か

ら
し
種

の
会

」
が

2
4
日

、
福

島
県

郡
山

市
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
「
ア
ー
モ
ン
ド
の

枝
」
を
開

設
し
た
。

東
京
都
　
「
医
療
機
関
に
お
け
る
虐
待
対
応
力
強
化
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　
H
1
9
～

6

「
虐

待
対

応
の

司
法

関
与

検
討

へ
　
特

別
養

子
の

利
用

促
進

も
」
　
厚

生
労

働
省

は
2
8
日

、
虐

待
を
受

け
た
子

ど
も
を
親

か
ら
引

き
離

す
「
一

時
保

護
」
な
ど
強

制
力

を
伴

う
措

置
を
取

る
際

の
司

法
関

与
の

あ
り
方

や
、
特

別
養

子
縁

組
の

利
用

促
進

に
つ
い
て
協

議
す
る
検

討
会

を
7
月

に
設

置
す
る
と
発

表
し
た
。
児

童
福

祉
の

専
門

家
や

司
法

関
係

者
ら
1
5
人

程
度

を
委

員
と
し
、
法

務
省

や
最

高
裁

も
関

係
機

関
と
し
て
参

加
。
秋

に
報

告
書

を
取

り
ま
と
め
る
。

大
阪

府
　
子

ど
も
家

庭
セ
ン
タ
ー
　
「
虐

待
対

応
課

」
「
地

域
相

談
課

」
か

ら
「
相

談
対

応
課

」
「
育

成
支

援
課

」
に

組
織

変
更

相
談
対
応
課
：
す
べ

て
の
相
談
に
お
い
て
受
理
時
の
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
強
化
し
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

る
体

制
育

成
支

援
課

：
家

庭
で
生

活
す
る
こ
と
が

困
難

と
な
り
、

施
設

入
所

や
里

親
委

託
と
な
っ
た
子

ど
も
へ

の
支

援
を

強
化

で
き
る
体

制

6
「
子

ど
も
性

被
害

防
止

条
例

成
立

　
唯

一
な
か

っ
た
長

野
県

」
　
全

国
で
唯

一
、
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も
と
の

性
行

為
を
処

罰
す
る
条

例
を
持

た
な
い
長

野
県

が
制

定
を
目

指
し
て
い
た
「
子

ど
も
を
性

被
害

か
ら
守

る
た
め
の

条
例

」
が

1
日

、
県

議
会

で
可

決
、
成

立
し
た
。
施

行
は

7
日

の
予

定
。
処

罰
規

定
な
ど
一

部
は

1
1
月

1
日

に
施

行
さ
れ

る
。

大
阪
府
　
子
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
　
相
談
対
応
に
お
け

る
民

間
と
の

連
携

：
児

童
虐

待
相

談
に
か

か
る
安

全
確

認
業

務
委

託
、
児

童
相

談
所

全
国

共
通

ダ
イ
ヤ
ル

等
電

話
相

談
業

務
委

託
の

開
始

6
「
教

員
7
人

が
関

与
か

　
難

波
支

援
学

校
の

虐
待

問
題

」
　
大

阪
府

立
難

波
支

援
学

校
(大

阪
市

浪
速

区
）
の

生
徒

虐
待

問
題

で
、
同

校
は

2
2
日

、
記

者
会

見
を
開

き
、
5
0
代

の
男

性
実

習
教

員
が

体
罰

を
認

め
、
こ
の

ほ
か

6
人

の
教

員
が

暴
言

な
ど
の

不
適

切
な
指

導
を
し
て
い

た
可

能
性

が
あ
る
と
明

ら
か

に
し
た
。
西

岡
清

校
長

は
「
生

徒
の

心
を
痛

め
て
し
ま
い
大

変
申

し
訳

な
か

っ
た
」
と
謝

罪
し
た
。

大
阪

府
　
「
児

童
虐

待
事

案
に
関

わ
る
大

阪
府

及
び
大

阪
府

警
察

と
の

情
報

共
有

に
関

す
る
協

定
書

」
の

締
結
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6
「
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
の

公
布

に
つ
い
て
（
通

知
）
」
　
平

成
2
8
年

6
月

3
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
6
0
3
第

1
号

7

「
所

在
不

明
児

1
3
都

県
に
2
5
人

　
厚

労
省

、
一

部
は

虐
待

恐
れ

」
　
住

民
票

の
住

所
に
居

住
実

態
が

な
い
な
ど
の

所
在

不
明

児
が

1
3
都

県
に
2
5
人
(2
8
日
時
点
）
い
る
こ
と
が
2
9
日
、
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
分
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
3
人
は
虐
待
を
受
け
て
い
る
恐
れ
が
あ
る
と

い
う
。
ま
た
1
2
人

は
前

回
調

査
を
始

め
た
2
0
1
4
年

5
月

か
ら
不

明
の

ま
ま
。
厚

労
省

は
「
危

険
な
状

態
に
あ
る
可

能
性

も
あ
る
」
と
し
て
引

き
続

き
各

自
治

体
に
安

否
確

認
を
求

め
て
い
る
。

7
「
無

国
籍

、
就

学
も
生

活
厳

し
く
　
文

科
省

が
1
9
1
人

状
況

調
査

」
　
文

部
科

学
省

は
2
9
日

、
何

ら
か

の
事

情
で
出

生
届

け
が

出
さ
れ

ず
、
無

国
籍

と
な
っ
た
義

務
教

育
段

階
の

子
ど
も
1
9
1
人

の
就

学
状

況
調

査
結

果
を
発

表
し
た
。
1
人

が
2
年

間
に
わ

た
り
未

就
学

。
残

る
1
9
0
人

は
小

中
学

校
に
就

学
し
て
い
る
が

、
う
ち
7
7
人

が
学

用
品

代
な
ど
の

就
学

援
助

を
受

け
る
厳

し
い
生

活
状

況
で
あ
っ
た
。

7
「
児

相
の

情
報

共
有

、
不

十
分

　
中

2
自

殺
で
相

模
原

市
報

告
」
　
相

模
原

市
児

童
相

談
所

に
保

護
を
求

め
た
中

学
2
年

の
男

子
生

徒
が

自
殺

を
図

り
、
死

亡
し
た
問

題
で
、
市

は
4
日

、
保

護
者

の
言

い
分

に
偏

っ
た
支

援
に
な
っ
て
い
た
ほ

か
、
児

相
内

の
情

報
共

有
が

不
十

分
だ
っ
た
と
す
る
報

告
書

を
ま
と
め
、
厚

生
労

働
省

に
提

出
し
た
。

7

「
児

童
虐

待
、
初

の
1
3
万

件
越

え
　
1
5
年

度
過

去
最

悪
に
」
　
全

国
の

児
童

相
談

所
が

2
0
1
5
年

度
に
対

応
し
た
児

童
虐

待
の

件
数

は
、
前

年
度

比
1
6
％

増
の

1
0
万

3
2
6
0
件

（
速

報
値

）
で
過

去
最

多
を
更

新
し
た
こ
と
が

4
日

、
厚

生
労

働
省

の
ま
と
め
で
分

か
っ
た
。
集

計
を
始

め
た
1
9
9
0
年

度
か

ら
2
5
年

連
続

の
増

加
で
、
初

め
て
1
0
万

件
を
突

破
。
児

童
虐

待
が

後
を
絶

た
な
い
深

刻
な
現

状
が

あ
ら
た
め
て
浮

き
彫

り
に
な
っ
た
。

7
「
子

ど
も
貧

困
調

査
1
0
都

府
県

　
実

態
把

握
に
地

域
差

」
　
都

道
府

県
の

う
ち
、
子

ど
も
や

そ
の

世
帯

を
対

象
に
貧

困
率

の
調

査
を
実

施
、

ま
た
は

予
定

し
て
い
る
の

は
1
0
都

道
府

県
に
と
ど
ま
る
こ
と
が

4
日

、
首

都
大

学
東

京
の

子
ど
も
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
分

か
っ
た
。
同

セ
ン
タ
ー

の
阿

部
彩

教
授

ら
は

「
市

町
村

の
調

査
も
あ
る
が

、
県

レ
ベ
ル

な
ら
格

差
な
ど
実

態
が

よ
り
把

握
で
き
る
。
実

施
が

必
要

だ
」
と
語

る
。

7

「
関

係
機

関
の

連
携

強
化

を
確

認
　
児

相
所

長
会

議
、
虐

待
対

応
で
」
　
全

国
児

童
相

談
所

長
会

議
が

4
日

、
厚

生
労

働
省

で
開

か
れ

、
同

省
の

担
当

者
が

2
0
1
5
年

度
に
全

国
の

児
相

が
対

応
し
た
児

童
虐

待
の

件
数

が
初

め
て
1
0
万

件
を
超

え
た
こ
と
を
報

告
し
、
改

正
児

童
福

祉
法

に
盛

り
込

ま
れ

た
ベ
テ
ラ
ン
児

童
福

祉
司

の
配

置
な
ど
の

対
応

に
関

し
、
現

場
と
密

接
に
情

報
交

換
し
て
い
く
考

え
を
示

し
た
。
出

席
者

は
自

治
体

や
警

察
、
学

校
と
の

連
携

強
化

の
必

要
性

を
あ
ら
た
め
て
確

認
し
た
。

8

「
一

時
保

護
、
親

の
同

意
不

要
に
　
児

相
の

運
営

指
針

見
直

し
」
　
虐

待
を
受

け
た
子

ど
も
を
親

か
ら
引

き
離

す
「
一

時
保

護
」
に
関

す
る
児

童
相
談
所
の
運
営
指
針
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
は
1
0
日
ま
で
に
、
こ
れ
ま
で
原
則
と
し
て
い
た
「
保
護
者
の
同
意
」
を
必
ず
し
も
求

め
な

い
内

容
に
見

直
す
こ
と
を
決

め
た
。
特

に
子

ど
も
の

生
命

に
危

機
が

あ
る
場

合
な
ど
は

、
た
め
ら
わ

ず
に
保

護
す
る
よ
う
明

記
。
児

相
が

慎
重
に
な
り
す
ぎ
て
対
応
が
後
手
に
回
る
事
態
を
防
ぐ
狙
い
が
あ
る
と
い
う
。
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8
「
養

父
「
何

度
か

浴
室

に
監

禁
」
　
大

阪
・
堺

、
3
歳

児
殺

害
疑

い
」
　
堺

市
の

自
宅

マ
ン
シ
ョ
ン
で
昨

年
6
月

、
浴

室
に
長

男
＝

当
時

（
3
）
＝

を
監

禁
、
殺

害
し
た
と
し
て
両

親
が

逮
捕

さ
れ

た
事

件
で
、
殺

人
の

疑
い
で
再

逮
捕

さ
れ

た
養

父
常

峰
渉

容
疑

者
(3
2
)が

「
何

度
か

長
男

を
浴

室
に
監

禁
し
た
」
と
供

述
し
て
い
る
こ
と
が

1
7
日

、
捜

査
関

係
者

へ
の

取
材

で
分

か
っ
た
。

8

「
虐

待
児

3
5
6
人

退
院

で
き
ず
　
治

療
終

え
て
も
親

元
返

せ
ず
」
　
医

療
機

関
に
入

院
し
、
虐

待
被

害
が

疑
わ

れ
た
子

ど
も
の

う
ち
、
治

療
を

終
え
て
も
親

元
に
返

せ
ず
、
受

け
入

れ
る
施

設
も
見

つ
か

ら
な
い
な
ど
の

理
由

で
入

院
が

長
引

い
た
子

ど
も
が

昨
年

ま
で
の

2
年

間
に
少

な
く
と
も
3
5
6
人
い
た
こ
と
が
2
1
日
ま
で
に
、
小
児
科
医
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
全
国
調
査
で
分
か
っ
た
。
こ
の
う
ち
半
数
以
上
は
入
院
が
2
週

間
以

上
に
及

ん
で
い
た
と
み

ら
れ

る
。

8

「
特

別
養

子
年

齢
引

き
上

げ
議

論
　
法

務
省

な
ど
研

究
会

開
催

」
　
実

親
が

育
て
ら
れ

な
い
事

情
に
あ
る
子

ど
も
を
戸

籍
上

、
養

父
母

の
「
実

子
」
と
同

じ
扱

い
に
す
る
特

別
養

子
縁

組
の

対
象

年
齢

に
つ
い
て
、
厚

生
労

働
省

の
有

識
者

会
議

が
、
現

行
の

「
原

則
6
歳

未
満

」
か

ら
の
引
き
上
げ
が
必
要
と
す
る
意
見
書
を
ま
と
め
た
こ
と
を
受
け
、
法
務
省
な
ど
が
研
究
会
を
開
き
、
年
齢
引
き
上
げ
に
向
け
て
議
論
を
始

め
た
こ
と
が
2
1
日
、
分
か
っ
た
。
意
見
を
集
約
し
、
報
告
書
の
取
り
ま
と
め
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。

8

「
貧

困
・
虐

待
で
支

援
策

検
討

　
教

育
と
福

祉
枠

超
え
連

携
」
　
子

ど
も
の

貧
困

や
虐

待
が

深
刻

化
す
る
中

、
文

部
科

学
省

、
厚

生
労

働
省

は
今

月
、
「
教

育
・
福

祉
の

連
携

・
協

力
推

進
協

議
会

」
を
設

置
し
、
一

体
的

な
支

援
策

の
検

討
に
乗

り
出

し
た
。
若

手
、
中

堅
の

実
務

者
が
集
ま
っ
て
家
庭
が
抱
え
る
課
題
を
掘
り
起
こ
し
、
き
め
細
か
い
サ
ポ
ー
ト
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
の
が
狙
い
。
両
省
が
枠
を
超
え
て
こ
う
し

た
問
題
を
恒
常
的
に
議
論
す
る
の
は
こ
れ
ま
で
に
な
か

っ
た
試
み
と
い
う
。

8
「
性
暴
力
の
実
態
調
査
を
　
被
害
者
が
法
務
省
に
要
望
書
」
　
性
犯
罪
を
厳
罰
化
す
る
改
正
刑
法
が
今
月
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
父

親
か

ら
性

的
虐

待
を
受

け
た
経

験
を
持

つ
山

本
潤

さ
ん
が

代
表

理
事

を
務

め
る
団

体
「
S
p
ri
n
g」
が

2
7
日

、
性

暴
力

の
実

態
調

査
な
ど
を

求
め
る
要

望
書

を
法

務
省

の
井

野
敏

郎
政

務
官

に
手

渡
し
た
。

8
「
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
の

一
部

の
施

行
に
伴

う
関

係
政

令
の

整
備

に
関

す
る
政

令
等

の
公

布
に
つ
い
て
（
通

知
）
」

平
成

2
8
年

8
月

1
8
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
8
1
8
第

1
号

9
「
里

親
支

援
機

関
事

業
の

実
施

に
つ
い
て
」
　
平

成
2
8
年

9
月

1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
日

雇
児

発
0
9
0
1
第

6
号

9
「
児

童
家

庭
支

援
セ
ン
タ
ー
の

設
置

運
営

等
に
つ
い
て
」
　
平

成
2
8
年

9
月

1
日

　
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
9
0
1
第

5
号

9
「
児

童
相

談
所

運
営

指
針

の
改

正
に
つ
い
て
」
　
平

成
2
8
年

9
月

2
9
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
9
2
9
第

1
号



－ 199 －

年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

9
「
特

別
養

子
縁

組
あ
っ
せ

ん
4
3
件

　
産

婦
人

科
の

協
議

会
、
3
年

で
」
　
女

性
が

様
々

な
事

情
で
赤

ち
ゃ
ん
を
育

て
ら
れ

な
い
場

合
、
必

要
に
応

じ
て
養

父
母

を
紹

介
す
る
「
あ
ん
し
ん
母

と
子

の
産

婦
人

科
連

絡
協

議
会

」
(本

部
・
埼

玉
県

熊
谷

市
）
は

8
日

、
2
0
1
3
年

9
月

の
発

足
か

ら
3
年

間
で
、
特

別
養

子
縁

組
を
4
3
件

あ
っ
せ

ん
し
た
と
明

ら
か

に
し
た
。

9
「
札

幌
の

児
相

「
連

携
不

十
分

」
　
4
歳

児
暴

行
死

で
報

告
書

」
　
札

幌
市

手
稲

区
で
昨

年
9
月

、
養

父
に
殴

ら
れ

た
4
歳

の
男

児
が

死
亡

し
た
事

件
で
、
市

の
児

童
相

談
所

な
ど
の

対
応

を
検

証
し
て
い
た
有

識
者

会
議

は
1
4
日

ま
で
に
、
関

連
機

関
の

連
携

が
不

十
分

だ
っ
た
と
指

摘
し
、
合

同
会

議
の

開
催

を
求

め
る
報

告
書

を
ま
と
め
た
。

9

「
虐

待
通

告
、
初

の
2
万

人
超

　
全

国
の

警
察

か
ら
児

相
へ

　
過

去
最

多
、
面

前
D
V
が

増
」
　
虐

待
を
受

け
て
い
る
疑

い
が

あ
る
と
し
て
、
今

年
1
～

6
月

に
全

国
の

警
察

が
児

童
相

談
所

に
通

告
し
た
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も
は

、
2
万

4
5
1
1
人

に
上

っ
た
こ
と
が

1
5
日

、
警

察
庁

の
ま
と

め
で
分

か
っ
た
。
前

年
同

期
よ
り
7
2
8
7
人

（
4
2
.3
％

）
の

増
加

。
半

期
ご
と
の

統
計

が
あ
る
2
0
1
1
年

以
降

、
初

め
て
2
万

人
を
超

え
て
過

去
最

多
と
な
っ
た
。

9
「
心

理
的

虐
待

の
摘

発
3
％

　
見

え
ぬ

傷
、
難

し
い
立

件
」
　
今

年
1
～

6
月

の
上

半
期

に
全

国
の

警
察

が
摘

発
し
た
5
1
2
件

の
児

童
虐

待
の

う
ち
、
心

理
的

虐
待

に
よ
る
被

害
の

立
件

は
1
6
件

に
と
ど
ま
り
、
摘

発
件

数
全

体
の

わ
ず
か

3
.1
％

だ
っ
た
こ
と
が

1
5
日

、
警

察
庁

の
ま
と
め

で
分

か
っ
た
。

9
「
情

報
共

有
や

連
携

強
化

提
言

　
相

模
原

中
2
自

殺
で
諮

問
機

関
」
　
相

模
原

市
児

童
相

談
所

に
保

護
を
求

め
た
中

学
2
年

の
男

子
生

徒
が

自
殺

を
図

り
死

亡
し
た
問

題
で
、
有

識
者

ら
で
構

成
す
る
加

山
俊

夫
市

長
の

諮
問

機
関

が
1
6
日

、
関

係
機

関
の

情
報

共
有

や
連

携
強

化
を
求
め
る
提
言
を
ま
と
め
、
市
長
に
答
申
し
た
。

9

「
虐

待
死

4
4
人

、
1
歳

未
満

6
割

　
実

母
が

「
加

害
者

」
も
6
割

超
　
「
望

ま
ぬ

妊
娠

」
背

景
に
」
　
2
0
1
4
年

度
に
虐

待
を
受

け
て
死

亡
し
た
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も
が

、
前

年
度

に
比

べ
て
8
人

増
の

4
4
人

（
無

理
心

中
を
除

く
）
に
上

っ
た
こ
と
が

1
6
日

、
厚

生
労

働
省

専
門

委
員

会
の

ま
と

め
で
分

か
っ
た
。
1
歳

未
満

が
過

去
最

高
と
な
る
6
割

超
。
加

害
者

が
実

母
だ
っ
た
の

も
6
割

超
だ
っ
た
。
「
望

ま
な
い
妊

娠
」
な
ど
母

親
が

抱
え
る
問

題
が

目
立

ち
、
虐

待
件

数
が

増
加

の
一

途
を
た
ど
る
中

、
最

悪
の

事
態

を
防

ぐ
た
め
の

体
制

整
備

が
急

が
れ

る
。

9

「
虐

待
関

連
の

改
正

法
施

行
へ

　
児

相
へ

の
弁

護
士

配
置

な
ど
」
　
児

童
相

談
所

の
体

制
や

権
限

強
化

を
柱

と
す
る
改

正
児

童
福

祉
法

と
改

正
児

童
虐

待
防

止
法

の
一

部
が

1
0
月

1
日

に
施

行
さ
れ

る
。
主

な
改

正
点

は
、
児

相
へ

の
児

童
心

理
司

や
医

師
・
保

健
師

、
弁

護
士

の
配

置
義

務
化

と
、
強

制
的

に
家

庭
に
立

ち
入

る
「
臨

検
」
手

続
き
の

簡
略

化
。
2
0
1
5
年

度
に
児

相
が

対
応

し
た
虐

待
件

数
が

1
0
万

件
を
超

え
る
な
ど
、
増

加
の

一
途

を
た
ど
る
児

童
虐

待
へ

の
対

応
を
強

化
す
る
。

9

「
虐

待
児

ら
聴

取
の

手
法

学
ん
で
　
「
司

法
面

接
」
紹

介
本

出
版

」
　
児

童
心

理
に
詳

し
い
北

海
道

大
学

の
仲

真
紀

子
教

授
が

、
虐

待
や

性
的

被
害

を
受

け
た
子

ど
も
に
聴

き
取

り
を
行

う
際

の
ノ
ウ
ハ

ウ
を
記

し
た
「
子

ど
も
へ

の
司

法
面

接
」
(有

斐
閣

、
税

抜
き
2
9
0
0
円

）
を
出

版
し

た
。
児

童
相

談
所

や
捜

査
機

関
が

連
携

し
、
子

ど
も
の

心
理

的
負

担
を
減

ら
し
な
が

ら
事

実
を
正

確
に
把

握
す
る
「
司

法
面

接
」
の

制
度

や
方

法
を
紹

介
。
具

体
的

な
質

問
の

仕
方

な
ど
実

践
的

な
内

容
も
盛

り
込

ん
で
い
る
。

9
「
性

的
虐

待
「
自

分
が

壊
れ

る
」
撲

滅
願

い
被

害
語

る
女

性
」
　
。
福

岡
市

の
ほ

し
お
か

十
色

さ
ん
（
3
0
）
＝

仮
名

＝
は

性
的

虐
待

を
受

け
た

子
ど
も
の
頃
の
体
験
や
心
情
を
、
公
の
場
で
積
極
的
に
語
っ
て
い
る
。
「
実
態
を
知
っ
て
も
ら
い
、
同

じ
目
に
遭
う
少
女
を
減
ら
し
た
い
」
と
の

思
い
で
突

き
動
か
さ
れ
て
い
る
。
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年
月

法
律

・
政

策
・
事

件
・
研

究
等

の
動

向
年

月
東

京
都

・
大

阪
府

・
大

阪
市

の
動

向

9
「
「
絵
本
買
え
な
い
」
5
.9
％
　
大
阪
市
困
窮
調
査
の
速
報
値
」
　
大
阪
市
は
3
0
日
、
生
活
に
困
窮
す
る
子
ど
も
の
実
態
把
握
に
向
け
、
市
立

中
2
年
と
同
小
5
年
の
生
徒
と
保
護
者
、
5
歳
児
の
保
護
者
を
対
象
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

(速
報
値
）
を
公
表
し
た
。
5
歳
児
の
保
護

者
の
5
.9
％
が
子
ど
も
に
本
や
絵
本
を
、
8
.9
％
が
新
し
い
服
や
靴
を
「
経
済
的
な
理
由
で
買
え
な
い
経
験
を
し
た
」
と
答
え
た
。

9

「
虐
待
改
正
法
施
行
で
運
営
指
針
　
弁
護
士
配
置
の
在
り
方
提
示
」
　
増
え
続
け
る
児
童
虐
待
へ
の
対
応
を
盛
り
込
ん
だ
改
正
児
童
福
祉

法
の
一
部
が
1
0
月
1
日
に
施
行
さ
れ
る
の
を
前
に
、
厚
生
労
働
省
は
、
児
童
相
談
所
の
強
化
策
な
ど
に
関
す
る
運
営
指
針
を
都
道
府
県

な
ど
に
通
知
し
た
。
新
た
に
義
務
化
す
る
児
相
へ
の
弁
護
士
配
置
の
在
り
方
や
、
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
を
親
か
ら
引
き
離
す
「
一
時
保

護
」
の
運
用
に
つ
い
て
の
方
針
を
示
し
て
い
る
。

1
0

「
産
後
う
つ
予
防
へ
健
診
費
助
成
　
2
週
間
と
1
ヵ
月
、
無
料
化
も
1
7
年
度
か
ら
虐
待
対
策
で
　
不
調
の
兆
し
、
早
め
に
ケ
ア
」
　
出
産
後
の

母
親
が
育
児
へ
の
不
安
や
重
圧
に
よ
っ
て
、
精
神
的
に
不
安
定
に
な
る
「
産
後
う
つ
」
を
予
防
す
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
は
2
0
1
7
年
度
か

ら
、
健
診
を
受
け
る
際
の
費
用
を
助
成
す
る
。
深
刻
化
す
れ
ば
虐
待
や
育
児
放
棄
に
つ
な
が
っ
た
り
、
自
殺
を
招
い
た
り
す
る
恐
れ
が
あ

り
、
不
調
の
兆
し
を
早
め
に
見
つ
け
、
行
政
の
相
談
窓
口
な
ど
適
切
な
ケ
ア
に
つ
な
げ
る
の
が
狙
い
。

1
0

「
虐
待
防
止
の
知
識
と
連
携
不
足
　
広
島
、
乳
児
衰
弱
死
で
報
告
書
」
　
広
島
県
呉
市
で
生
後
8
ヵ
月
の
男
児
が
衰
弱
死
し
た
事
件
で
、
県

が
設
置
し
た
検
証
委
員
会
は
1
1
日
、
「
市
担
当
部
署
の
児
童
虐
待
防
止
に
つ
い
て
の
知
識
が
不
足
し
て
お
り
、
関
係
機
関
と
の
連
携
が
出

来
て
い
な
か
っ
た
」
と
す
る
報
告
書
を
県
に
提
出
し
た
。

1
0

「
児
相
へ
の
弁
護
士
配
置
進
ま
ず
　
虐
待
対
応
、
年
度
内
に
2
割
　
法
規
定
受
け
自
治
体
調
査
　
予
算
、
人
材
確
保
に
課
題
」
　
児
童
相
談

所
を
設
置
し
て
い
る
全
都
道
府
県
と
2
2
の
政
令
市
・
中
核
市
を
対
象
に
、
虐
待
対
応
策
と
し
て
今
月
1
日
施
行
の
改
正
児
童
福
祉
法
で
義

務
化
さ
れ
た
児
相
へ
の
弁
護
士
配
置
の
状
況
を
共
同
通
信
が
調
査
し
た
結
果
、
本
年
度
内
に
常
勤
や
非
常
勤
で
配
置
す
る
の
は
2
割
に

と
ど
ま
る
こ
と
が
1
3
日
、
分
か
っ
た
。
児
童
虐
待
を
巡
っ
て
は
法
律
の
専
門
知
識
を
要
す
る
事
案
も
増
加
。
改
正
法
は
児
相
の
強
化
策
と
し

て
日
常
的
な
対
応
を
意
図
し
た
弁
護
士
配
置
を
定
め
た
が
、
専
従
体
制
の
整
備
が
進
ま
な
い
実
状
が
判
明
し
た
。

1
0

「
3
割
が
親
の
同
意
な
し
　
虐
待
理
由
の
一
時
保
護
で
調
査
」
　
厚
生
労
働
省
が
、
全
国
の
児
童
相
談
所
を
対
象
に
子
ど
も
を
親
か
ら
引
き

離
す
「
一
時
保
護
」
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
虐
待
を
理
由
と
し
た
保
護
の
う
ち
、
親
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
始
め
た

ケ
ー
ス
が
3
割
に
上
る
こ
と
が
1
4
日
、
分
か
っ
た
。
厚
生
労
働
省
が
同
日
の
検
討
会
で
明
ら
か
に
し
た
。

1
0

「
0
歳
児
の
事
故
死
5
0
2
人
　
5
年
間
集
計
、
窒
息
が
最
多
」
　
消
費
者
庁
は
2
4
日
、
2
0
1
4
年
ま
で
の
5
年
間
に
１
歳
児
未
満
の
子
ど
も
5
0
2
人

が
不
慮
の
事
故
で
死
亡
し
、
う
ち
窒
息
死
が
4
0
4
人
だ
っ
た
と
の
集
計
結
果
を
公
表
し
た
。
厚
生
労
働
省
の
人
口
動
態
統
計
の
死
亡
調
査

票
を
初
め
て
集
め
、
分
析
し
た
。

1
0

「
貧
困
対
策
で
8
6
団
体
に
助
成
　
子
供
の
未
来
基
金
」
　
内
閣
府
は
2
5
日
、
子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
目
的
に
企
業
や
個
人
か
ら
寄
付
を
募

る
「
子
供
の
未
来
応
援
基
金
」
に
関
し
、
本
年
度
は
全
国
２
７
都
道
府
県
の
8
6
団
体
に
計
約
3
億
1
5
0
0
万
円
を
基
金
か
ら
助
成
す
る
と
発
表

し
た
、

N
P
O
法
人
な
ど
に
よ
る
学
習
支
援
や
食
事
提
供
と
い
っ
た
取
り
組
み
が
対
象
。

1
0

「
市
町
村
児
童
家
庭
相
談
援
助
指
針
に
つ
い
て
」
　
平
成
2
8
年
1
0
月
3
1
日
　
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
雇
児
発

1
0
3
1
第
2
号
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

1
0

「
「
市

町
村

児
童

家
庭

相
談

援
助

指
針

」
の

改
正

に
つ
い
て
」
　
平

成
2
8
年

1
0
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

1
0
3
1
第

2
号

1
1

「
子

ど
も
支

援
拠

点
、
初

開
設

　
日

本
財

団
、
埼

玉
で
」
　
日

本
財

団
は

7
日

、
貧

困
状

態
に
あ
る
子

ど
も
を
総

合
的

に
支

援
す
る
た
め
の

施
設

を
埼

玉
県

戸
田

市
で
9
日

に
オ
ー
プ
ン
す
る
と
発

表
し
、
報

道
陣

に
公

開
し
た
。

1
1

「
福

島
の

特
別

支
援

学
校

で
体

罰
　
5
0
代

女
性

教
諭

」
　
福

島
県

の
県

立
特

別
支

援
学

校
の

5
0
代

女
性

教
諭

が
、
知

的
障

害
が

あ
る
複

数
の
生
徒
に
粘
着
テ
ー
プ
で
口

を
ふ
さ
ぐ
な
ど
の
体
罰
を
し
て
い
た
こ
と
が
1
5
日
、
福
島
県
教
育
委
員
会
へ
の
取
材
で
分
か
っ
た
。

1
1

「
虐

待
死

、
孤

立
家

庭
が

7
割

　
近

隣
住

民
と
つ
き
あ
い
な
し
　
厚

労
省

専
門

委
が

検
証

」
　
2
0
1
4
年

度
に
虐

待
を
受

け
て
死

亡
し
た
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も
4
4
人

の
う
ち
、
詳

し
い
状

況
が

確
認

で
き
た
2
9
家

庭
の

7
割

以
上

が
、
近

隣
住

民
と
の

つ
き
あ
い
が

ほ
と
ん
ど
な
い
な
ど
地

域
で
孤

立
し
て
い
た
こ
と
が

1
6
日

、
厚

生
労

働
省

専
門

委
員

会
の

ま
と
め
で
分

か
っ
た
。
現

在
の

方
法

で
集

計
を
始

め
た
2
0
1
4
年

1
月

か
ら
2
0
1
5
年

3
月

ま
で
の

累
計

で
も
、
同

様
の

ケ
ー
ス
が

3
2
0
家

庭
(2
0
1
4
年

度
分

含
む
）の

約
7
割

を
占

め
、
家

庭
の

孤
立

が
虐

待
の

背
景

に
あ
る
状

況
が

改
め
て
浮

き
彫

り
に
な
っ
た
。

1
1

「
保

育
士

取
り
消

し
制

運
用

改
善

　
乳

児
死

亡
事

件
受

け
厚

労
省

」
　
厚

生
労

働
省

は
1
7
日

、
保

育
士

が
禁

錮
以

上
の

刑
を
受

け
た
場

合
に
登

録
を
取

り
消

す
制

度
に
関

し
、
運

用
を
改

善
す
る
検

討
に
入

っ
た
。
神

奈
川

県
平

塚
市

の
認

可
外

保
育

施
設

で
の

乳
児

死
亡

事
件

で
逮
捕
さ
れ
た
容
疑
者
が
、
過
去
に
懲
役
刑
を
受
け
て
い
な
が

ら
保
育
士
と
し
て
働
い
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
。

1
1

「
大

阪
府

警
、
児

相
と
連

携
へ

　
虐

待
児

対
応

、
事

前
に
連

絡
」
　
大

阪
府

千
早

赤
阪

村
の

山
中

で
、
堺

市
北

区
の

梶
本

樹
季

ち
ゃ
ん
と
見

ら
れ

る
男

児
の

遺
体

が
見

つ
か

っ
た
事

件
を
受

け
、
大

阪
府

警
は

児
童

相
談

所
に
対

し
、
虐

待
な
ど
で
保

護
さ
れ

た
子

ど
も
を
親

元
に
帰

る
際

、
事

前
に
連

絡
す
る
よ
う
申

し
入

れ
る
方

針
を
固

め
た
。
府

警
へ

の
取

材
で
1
8
日

、
分

か
っ
た
。

1
1

「
児

童
へ

の
性

的
犯

罪
撲

滅
を
　
官

民
の

対
策

協
議

会
が

発
足

」
　
児

童
を
性

的
な
犯

罪
か

ら
守

る
た
め
の

「
児

童
の

性
的

搾
取

等
撲

滅
対

策
推

進
協

議
会

」
の

設
立

総
会

が
2
2
日

、
東

京
都

内
の

ホ
テ
ル

で
あ
り
、
警

察
庁

の
種

谷
良

二
生

活
安

全
局

長
は

挨
拶

で
「
児

童
を
性

的
に
搾

取
す
る
行

為
は

重
大

な
人

権
侵

害
で
あ
り
、
社

会
全

体
で
問

題
の

解
決

に
向

け
努

力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
訴

え
た
。

1
1

「
養

子
縁

組
あ
っ
せ

ん
法

案
提

出
　
許

可
制

で
悪

質
業

者
排

除
へ

」
　
虐

待
な
ど
で
実

の
親

が
育

て
ら
れ

な
い
子

ど
も
を
別

の
家

庭
に
仲

介
す
る
養

子
縁

組
あ
っ
せ

ん
事

業
者

に
つ
い
て
、
自

民
、
公

明
、
民

進
な
ど
与

野
党

6
会

派
は

2
2
日

、
現

行
の

届
け
出

制
か

ら
都

道
府

県
知

事
に
よ
る
許

可
制

と
す
る
法

案
を
議

員
立

法
で
参

院
に
提

出
し
た
。
悪

質
な
業

者
を
排

除
し
、
適

正
な
あ
っ
せ

ん
を
促

進
す
る
の

が
狙

い
で
、
無
許
可
の
事
業
者
に
罰
則
を
設
け
て
い
る
。
今
国
会
で
の
成
立
を
目
指
す
。

1
1

「
養

子
縁

組
失

敗
で
提

訴
　
強

制
捜

査
の

あ
っ
せ

ん
業

者
に
　
慰

謝
料

求
め
東

京
都

の
夫

婦
」
　
特

別
養

子
縁

組
が

失
敗

し
た
の

は
あ
っ

せ
ん
業

者
に
ノ
ウ
ハ

ウ
も
意

思
も
な
か

っ
た
た
め
と
し
て
、
東

京
都

の
夫

婦
が

千
葉

県
四

街
道

市
の

「
赤

ち
ゃ
ん
の

未
来

を
救

う
会

」
（
解

散
）
に
対

し
、
支

払
っ
た
費

用
や

慰
謝

料
な
ど
計

6
0
0
万

円
を
求

め
る
訴

訟
を
千

葉
県

地
裁

佐
倉

支
部

に
起

こ
し
た
こ
と
が

2
4
日

、
分

か
っ

た
。
提

訴
は

2
1
日

付
。
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

1
1

「
堺

の
男

児
死

亡
で
有

識
者

会
議

　
大

阪
府

、
情

報
共

有
を
検

証
」
　
行

方
不

明
と
な
っ
て
い
た
堺

市
北

区
の

梶
本

樹
季

ち
ゃ
ん
＝

死
亡

当
時

（
3
）
＝

の
遺

体
が

山
中

で
見

つ
か

り
、
両

親
が

死
体

遺
棄

容
疑

な
ど
で
逮

捕
さ
れ

た
事

件
を
受

け
、
大

阪
府

は
7
日

、
虐

待
事

案
を

点
検
す
る
有
識
者
会
議
の
初
会
合
を
開
い
た
。

1
2

「
養

子
促

進
、
児

相
と
両

輪
　
民

間
あ
っ
せ

ん
法

成
立

で
議

員
」
　
民

間
の

養
子

縁
組

あ
っ
せ

ん
事

業
者

を
許

可
制

と
す
る
「
養

子
縁

組
児

童
保

護
法

」
の

成
立

を
受

け
、
内

容
を
取

り
ま
と
め
た
与

野
党

の
国

会
議

員
が

9
日

午
後

に
記

者
会

見
し
、
「
子

ど
も
最

優
先

」
の

理
念

を
踏

ま
え
、
法

的
要

件
を
満

た
す
事

業
者

が
国

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基

づ
い
て
適

正
に
活

動
す
る
よ
う
訴

え
た
。
児

童
相

談
所

と
民

間
が

「
車

の
両

輪
」
と
し
て
養

子
縁

組
を
促

進
す
る
よ
う
期

待
す
る
声

も
で
た
。

1
2

「
2
カ
月

超
は

家
裁

が
適

否
審

査
　
児

童
虐

待
の

一
時

保
護

で
」
　
厚

生
労

働
省

は
1
2
日

、
虐

待
を
受

け
た
子

ど
も
を
児

童
相

談
所

の
判

断
で
親

か
ら
引

き
離

す
「
一

時
保

護
」
に
つ
い
て
、
期

間
が

2
カ
月

を
超

え
る
場

合
、
継

続
の

適
否

を
家

庭
裁

判
所

が
審

査
す
る
仕

組
み

を
新

た
に
検

討
す
る
方

針
を
固

め
た
。
児

童
虐

待
へ

の
司

法
関

与
の

在
り
方

を
話

し
合

う
有

識
者

会
議

は
同

日
、
こ
れ

ら
の

内
容

を
大

筋
で
了

承
。
厚

労
省

は
法

務
省

な
ど
関

係
省

庁
の

理
解

が
得

ら
れ

れ
ば

、
来

年
の

通
常

国
会

で
児

童
福

祉
法

の
改

正
を
目

指
す
。

1
2

「
被

害
証

言
D
V
D
を
証

拠
採

用
　
虐

待
児

の
尋

問
回

避
、
負

担
減

　
司

法
の

取
り
組

み
に
注

目
」
　
旭

川
や

高
松

、
徳

島
、
那

覇
の

各
地

裁
で
昨

年
ま
で
に
開

か
れ

た
子

ど
も
に
対

す
る
虐

待
や

強
制

わ
い
せ

つ
事

件
の

公
判

で
、
検

察
側

が
被

害
者

の
証

言
を
録

音
録

画
し
た

D
V
D
を
証

拠
と
し
て
提

出
し
、
裁

判
所

が
採

用
す
る
ケ
ー
ス
が

あ
っ
た
こ
と
が

1
7
日

、
関

係
者

へ
の

取
材

で
分

か
っ
た
。
法

廷
で
の

被
害

者
へ

の
証

人
尋

問
が

回
避

さ
れ

た
。
つ
ら
い
体

験
を
何

度
も
聞

か
れ

る
こ
と
で
子

ど
も
が

感
じ
る
心

理
的

負
担

の
軽

減
を
目

指
す
司

法
の

取
り
組

み
と
し
て
注

目
さ
れ

る
。

1
2

「
児

童
虐

待
の

専
門

部
署

新
設

へ
　
大

阪
府

署
、
来

年
度

に
」
　
親

の
暴

行
で
死

亡
し
た
と
さ
れ

る
堺

市
の

男
児

の
遺

体
が

山
中

で
見

つ
か

る
な
ど
虐

待
事

件
が

相
次

い
で
い
る
こ
と
を
受

け
、
大

阪
府

警
が

来
年

度
、
児

童
虐

待
対

策
の

専
門

部
署

を
新

設
す
る
方

針
で
あ
る
こ

と
が

2
1
日

、
府

警
関

係
者

へ
の

取
材

で
分

か
っ
た
。

1
2

「
「
支
援
型
」
子
を
幸
せ
に
　
1
万
人
ア
ン
ケ
ー
ト
研
究
」
　
子

ど
も
を
見
守
り
つ
つ
自
立
を
促
す
「
支
援
型
」
の
子
育
て
を
受
け
る
と
、
成
人
後

の
幸
福
感
や
婚
姻
率
が
最
も
高
く
な
る
こ
と
を
、
男
女
1
万
人
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
基
づ
く
実
証
研
究
で
明
ら
か
に
し
た
と
、
神
戸

大
と
同

志
社

大
の

チ
ー
ム
が

2
2
日

、
発

表
し
た
。

1
2

「
児

相
増

設
へ

支
援

マ
ニ
ュ
ア
ル

　
自

治
体

向
け
に
手

続
き
明

示
　
虐

待
の

対
応

強
化

、
厚

労
省

　
過

重
な
負

担
解

消
課

題
」
　
増

加
の

一
途

を
た
ど
る
児

童
虐

待
へ

の
対

応
強

化
を
図

る
厚

生
労

働
省

が
、
児

童
相

談
所

開
設

に
必

要
な
手

続
き
な
ど
を
示

し
た
自

治
体

向
け

の
支

援
マ
ニ
ュ
ア
ル

作
成

を
進

め
て
い
る
こ
と
が

2
4
日

、
分

か
っ
た
。
児

相
は

都
道

府
県

と
政

令
市

に
設

置
が

義
務

化
さ
れ

て
い
る
が

、
設

置
が

認
め
ら
れ

て
い
る
中

核
市

（
4
7
市

）
で
は

金
沢

市
と
神

奈
川

県
横

須
賀

市
し
か

置
い
て
い
な
い
。

1
2

「
「
必

要
な
衣

食
買

え
ず
」
　
2
割

　
手

当
受

給
の

ひ
と
り
親

家
庭

」
　
低

所
得

の
ひ
と
り
親

を
対

象
と
す
る
児

童
扶

養
手

当
の

受
給

者
の

う
ち
、
家

族
が

必
要

な
食

料
を
買

え
な
い
経

験
を
し
た
人

が
2
割

超
に
上

る
こ
と
が

2
8
日

、
厚

生
労

働
省

の
調

査
で
分

か
っ
た
。
衣

類
で
も
同

様
に
2
割
を
超
え
て
お
り
、
手
当
を
受
け
取
っ
て
も
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

1
2

「
児

童
虐

待
の

防
止

等
に
係

る
児

童
等

に
関

す
る
資

料
又

は
情

報
の

提
供

に
つ
い
て
」
　
平

成
2
8
年

1
2
月

1
6
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

総
務

課
長

通
知

雇
児

総
発

1
2
1
6
第

1
号

2
0
1
7

（
平

成
2
9
）

1
「
発

達
障

害
、
進

学
先

と
連

携
を
　
支

援
計

画
引

き
継

ぎ
で
勧

告
」
　
総

務
省

行
政

評
価

局
は

2
0
日

、
自

閉
症

や
ア
ス
ペ
ル

ガ
ー
症

候
群

な
ど
の

発
達

障
害

を
抱

え
る
児

童
・
生

徒
に
対

す
る
個

人
別

の
支

援
計

画
を
、
進

学
時

に
引

き
継

ぐ
仕

組
み

が
不

十
分

だ
と
し
て
、
文

部
科

学
省

と
厚

生
労

働
省

に
改

善
を
勧

告
し
た
。

2
0
1
7

（
平

成
2
9
）

東
京

都
　
「
東

京
都

子
供

･子
育

て
会

議
の

運
営

」
(単

独
事

業
）
　
平

成
2
5
年

1
0
月

2
5
日

～

1

「
1
億

総
活

躍
へ

「
壁

」
排

除
　
教

育
機

会
の

確
保

訴
え
」
　
安

倍
晋

三
首

相
は

施
政

方
針

演
説

で
「
1
億

総
活

躍
社

会
」
の

実
現

に
向

け
、

画
一

的
な
労

働
制

度
な
ど
の

「
壁

」
を
取

り
除

い
て
い
く
と
強

調
し
た
。
奨

学
金

制
度

の
充

実
で
貧

困
に
直

面
す
る
子

ど
も
を
支

援
す
る
姿

勢
を
示

し
、
教

育
の

機
会

確
保

の
重

要
性

も
説

い
た
。
電

通
社

員
の

過
労

自
殺

問
題

に
触

れ
「
二

度
と
悲

劇
を
繰

り
返

さ
な
い
」
と
決

意
表

明
し
、
長

時
間

労
働

の
是

正
に
取

り
組

む
と
訴

え
た
。

東
京

都
　
「
子

育
て
支

援
パ

ス
ポ
ー
ト
事

業
」
　
H
2
8
～

1

「
L
G
B
T
尊

重
、
具

体
策

明
記

　
福

島
県

が
基

本
計

画
改

定
へ

」
　
福

島
県

が
改

訂
作

業
を
進

め
る
男

女
共

同
参

画
の

基
本

計
画

に
、
同

性
愛

者
や

性
同

一
性

障
害

を
抱

え
る
人

ら
性

的
少

数
者

（
L
G
B
T
）
を
尊

重
し
、
相

談
窓

口
の

設
置

や
理

解
を
促

す
学

校
教

育
の

実
施

な
ど
具

体
的

な
施

策
を
盛

り
込

む
こ
と
が

2
7
日

、
分

か
っ
た
。
同

日
の

審
議

会
で
改

定
案

の
素

案
が

示
さ
れ

、
了

承
さ
れ

た
。
県

は
審

議
会

の
答
申
を
受
け
、
3
月
末
ま
で
に
改
定
す
る
。

東
京

都
　
「
首

都
大

学
東

京
と
連

携
し
た
子

供
の

貧
困

対
策

の
推

進
」
(単

独
事

業
）
　
H
2
8
～

1

「
民

間
の

養
子

縁
組

3
1
9
件

　
成

立
時

1
歳

以
下

は
8
割

超
　
1
4
、
1
5
年

度
、
厚

労
省

初
調

査
」
　
特

別
養

子
縁

組
の

利
用

促
進

を
模

索
す

る
厚

生
労

働
省

が
民

間
あ
っ
せ

ん
団

体
の

活
動

上
状

況
を
調

査
し
た
結

果
、
2
0
1
4
、
1
5
両

年
度

の
仲

介
し
て
成

立
し
た
の

は
計

3
1
9
件

（
1
4
年

度
1
5
8
件

、
1
5
年

度
1
6
1
件

）
だ
っ
た
こ
と
が

2
8
日

、
分

か
っ
た
。
成

立
時

の
子

ど
も
の

年
齢

は
「
1
歳

児
以

下
」
が

約
8
5
％

を
占

め
、

児
童

相
談

所
（
4
8
％

）
に
比

べ
て
生

後
の

よ
り
早

い
段

階
で
縁

組
が

成
立

し
て
い
る
実

態
も
判

明
し
た
。
民

間
団

体
の

活
動

に
関

す
る
詳

細
な
調

査
は

初
め
て
。

東
京

都
　
区

市
町

村
(委

託
可

）
　
「
子

供
の

貧
困

対
策

支
援

事
業

」
　
H
2
9
～

2
「
3
歳

児
暴

行
死

で
懲

役
9
年

　
「
守

る
べ

き
長

男
を
虐

待
」
」
　
堺

市
の

マ
ン
シ
ョ
ン
で
2
0
1
5
年

6
月

、
当

時
3
歳

の
長

男
を
浴

室
に
閉

じ
込

め
、
暴

行
し
死

な
せ

た
と
し
て
、
傷

害
致

死
や

監
禁

な
ど
の

罪
に
問

わ
れ

た
養

父
常

峰
渉

被
告

（
3
3
）
の

裁
判

員
裁

判
で
、
大

阪
地

裁
堺

支
部

は
3
日

、
懲

役
9
年

(求
刑

懲
役

1
3
年

）
の

判
決

を
言

い
渡

し
た
。

東
京

都
　
「
子

育
て
サ

ポ
ー
ト
情

報
普

及
推

進
事

業
」

(単
独

事
業

）
　
H
2
9
～

2
「
発

達
障

害
担

当
の

教
員

手
厚

く
　
改

正
法

案
を
閣

議
決

定
」
　
政

府
は

7
日

、
発

達
障

害
の

あ
る
児

童
生

徒
や

外
国

人
ら
日

本
語

指
導

が
必

要
な
児

童
生

徒
を
担

当
す
る
教

員
を
、
安

定
的

に
配

置
す
る
こ
と
を
柱

と
す
る
義

務
教

育
標

準
法

や
学

校
教

育
法

な
ど
5
つ
の

改
正

法
案
を
閣
議
決
定
し
た
。

東
京

都
　
「
利

用
者

支
援

事
業

」
　
区

市
町

村
（
一

部
事

務
組

合
を
含

む
。
）
な
お
、
区

市
町

村
が

認
め
た
者

へ
委
託
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
H
2
5
～
（
利
用
者
支

援
事

業
：
安

心
こ
ど
も
基

金
の

一
事

業
と
し
て
）
、
H
2
8

～
（
利

用
者

支
援

体
制

強
化

事
業

）
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

2

「
少

年
法

適
用

「
1
8
歳

未
満

」
法

相
、
法

制
審

に
諮

問
教

育
の

機
会

奪
う
懸

念
も
　
懲

役
刑

の
改

革
検

討
」
　
金

田
勝

年
法

相
は

9
日

、
少

年
法

の
適

用
年

齢
を
2
0
歳

未
満

か
ら
1
8
歳

未
満

へ
引

き
下

げ
る
こ
と
に
つ
い
て
法

制
審

議
会

(法
相

の
諮

問
機

関
）
に
諮

問
し
た
。
1
8
歳

か
ら
投

票
で
き
る
よ
う
に
し
た
改

正
公

選
法

に
少

年
法

見
直

し
の

検
討

が
明

記
さ
れ

、
自

民
党

も
引

き
下

げ
を
提

言
し
て
い
た
。
た
だ
法

改
正

さ
れ

れ
ば

、
1
8
、
1
9
歳

は
保

護
観

察
や

少
年

院
送

致
な
ど
更

生
の

た
め
の

施
策

が
受

け
ら
れ

な
く
な
り
、
起

訴
猶

予
や

罰
金

刑
で
済

む
ケ
ー
ス
が

増
え
る
と
み

ら
れ

る
。
専

門
家

か
ら
「
教

育
の

機
会

を
奪

う
」
と
懸

念
す
る
声

が
出

て
お
り
、
法

制
審

で
議

論
の

焦
点

に
な
り
そ
う

だ
。

東
京

都
（
財

団
等

へ
委

託
）
　
「
子

育
て
支

援
員

研
修

」
H
2
7
～

2
「
保

育
所

で
も
国

旗
国

歌
　
厚

労
省

、
1
8
年

度
か

ら
新

指
針

　
「
押

し
付

け
」
と
懸

念
も
」
　
厚

生
労

働
省

は
1
4
日

、
保

育
所

の
運

営
指

針
に

つ
い
て
、
2
0
1
8
年

度
か

ら
の

改
正

案
を
公

表
し
、
3
歳

以
上

の
幼

児
を
対

象
に
、
国

旗
と
国

歌
に
「
親

し
む
」
と
初

め
て
明

記
し
た
。

東
京

都
　
区

市
町

村
　
「
子

供
家

庭
支

援
区

市
町

村
包

括
補

助
事

業
」
（
単

独
事

業
）

2

「
児

童
虐

待
、
家

裁
が

関
与

強
化

　
児

相
に
勧

告
へ

　
保

護
者

指
導

に
実

効
性

」
　
児

童
虐

待
へ

の
対

応
強

化
を
盛

り
込

ん
だ
児

童
福

祉
法

改
正

案
の

概
要

が
1
5
日

、
判

明
し
た
。
家

庭
裁

判
所

の
関

与
を
強

化
し
た
内

容
で
、
保

護
者

へ
の

指
導

を
家

裁
が

児
童

相
談

所
に
「
勧

告
」
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
家

裁
は

、
指

導
の

結
果

を
、
施

設
入

所
な
ど
強

制
的

に
親

か
ら
子

を
引

き
離

す
措

置
の

必
要

が
あ
る
か

ど
う
か

の
判

断
材

料
と
す
る
。
司

法
機

関
が

第
三

者
的

立
場

で
関

わ
る
こ
と
で
児

相
と
保

護
者

と
の

ト
ラ
ブ
ル

を
回

避
し
、
指

導
に
実

行
性

を
持

た
せ
る
の
が
狙
い
だ
。

東
京

都
　
市

町
村

　
「
子

育
て
推

進
交

付
金

」
(単

独
事

業
）
　
H
1
8
～

2
「
万

博
誘

致
、
子

育
て
支

援
拡

充
　
大

阪
市

の
1
7
年

度
当

初
予

算
案

」
　
大

阪
市

は
1
6
日

、
一

般
会

計
を
1
兆

7
6
2
7
億

円
と
す
る
2
0
1
7
年

度
当

初
予

算
案

を
発

表
し
た
。
大

阪
府

か
ら
の

権
限

移
譲

で
教

職
員

人
件

費
な
ど
が

増
え
1
6
年

度
比

6
.8
％

増
と
な
っ
た
。
2
5
年

の
国

際
博

覧
会

と
カ
ジ
ノ
を
中

心
と
す
る
統

合
型

リ
ゾ
ー
ト
施

設
の

誘
致

関
連

費
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ

1
億

1
千

万
円

、
3
千

万
円

を
計

上
す
る
。

東
京

都
　
区

市
町

村
　
「
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
交

付
金

（
国

制
度

）
」
H
2
7
～

2
「
全

員
里

親
の

元
で
養

育
を
　
兵

庫
・
明

石
が

支
援

策
」
　
兵

庫
県

明
石

市
は

1
7
日

、
親

と
暮

ら
す
こ
と
が

で
き
な
い
乳

幼
児

全
員

が
小

学
校

入
学

前
に
、
養

護
施

設
で
は

な
く
、
里

親
の

元
で
育

つ
こ
と
を
目

指
す
「
あ
か

し
里

親
1
0
0
％

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
2
0
1
7
年

度
か

ら
始

め
る
と

発
表

し
た
。

東
京

都
　
　
区

市
町

村
（
社

会
福

祉
法

人
へ

委
託

可
）

「
虐

待
対

策
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
事

業
」
(単

独
事

業
）

H
2
3
～

3

「
養

子
縁

組
元

業
者

の
2
人

起
訴

　
児

童
福

祉
法

違
反

罪
、
千

葉
」
　
千

葉
地

検
は

2
8
日

、
特

別
養

子
縁

組
を
希

望
す
る
夫

婦
に
営

利
目

的
で
乳

児
を
あ
っ
せ

ん
し
た
と
し
て
、
児

童
福

祉
法

違
反

の
罪

で
、
千

葉
県

四
街

道
市

の
養

子
縁

組
あ
っ
せ

ん
業

者
「
赤

ち
ゃ
ん
の

未
来

を
救

う
会

」
(解

散
）
の

元
理

事
上

谷
清

志
（
3
6
）
＝

那
覇

市
＝

、
元

代
表

理
事

伊
勢

田
裕

（
3
2
）
＝

札
幌

市
手

稲
区

＝
の

両
容

疑
者

を
起

訴
し
た
。
地
検
は
2
人
の
認
否
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

東
京

都
　
　
区

市
町

村
（
委

託
ま
た
は

補
助

可
）
　
「
子

供
の

居
場

所
創

設
事

業
」
(単

独
事

業
）
　
H
2
8
～

3

「
特

別
養

子
、
児

相
も
申

し
立

て
　
実

親
不

同
意

事
案

で
家

裁
に
　
虐

待
児

救
済

へ
有

識
者

会
議

」
　
厚

生
労

働
省

の
有

識
者

会
議

は
2
8

日
、
児

童
相

談
所

が
家

庭
裁

判
所

に
「
特

別
養

子
縁

組
」
適

否
判

断
を
申

立
ら
れ

る
新

た
な
仕

組
み

を
求

め
る
意

見
書

を
ま
と
め
た
。
現

在
申

し
立

て
可

能
な
の

は
養

親
希

望
者

の
み

だ
が

、
虐

待
な
ど
で
新

し
い
家

庭
が

必
要

と
さ
れ

る
子

で
も
、
実

親
の

同
意

が
な
い
ケ
ー
ス

で
は
申
し
立
て
を
避
け
る
こ
と
が
多
い
。
不
適
切
な
養
育
環
境
に
苦
し
む
子
の
救
済
に
向
け
、
申

し
立
て
権
限
を
児
相
に
も
広

げ
、
実
親
の

同
意
が
な
く
て
も
必
要
な
縁
組
を
促
進
す
る
狙

い
が
あ
る
。

東
京

都
　
区

市
町

村
（
社

会
福

祉
法

人
等

へ
委

託
可

）
「
子

供
を
守

る
地

域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
巡

回
支

援
事

業
」

（
単

独
事

業
）
　
H
2
9
～

3

「
救

え
た
命

」
児

相
に
提

言
　
双

子
虐

待
死

で
対

策
強

化
を
」
　
愛

知
県

豊
橋

市
で
2
0
1
2
年

、
幼

い
双

子
の

姉
妹

が
父

親
の

暴
行

で
死

亡
し
た
事

件
を
巡

り
県

は
2
9
日

、
医

師
や

弁
護

士
ら
で
つ
く
る
検

証
委

員
会

に
よ
る
検

証
結

果
を
公

表
し
た
。
県

児
童

相
談

所
は

虐
待

の
疑

い
を
知
り
対
応
を
始
め
た
が

、
姉
妹
の
保
護
は
遅
れ
て
お
り
、
報
告
書
は
姉
に
続
き
暴
行
が
深
刻
化
し
た
妹

を
「
救
う
こ
と
が
で
き
た
命

だ
っ
た
」
と
指

摘
し
た
。

東
京

都
　
区

市
町

村
　
「
子

育
て
短

期
支

援
事

業
実

施
施

設
整

備
費

補
助

事
業

」
（
単

独
事

業
）
　
H
2
7
～
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

3
「
貧

困
の

子
支

援
を

仲
介

　
N

P
O

と
企

業
つ

な
ぐ

協
議

会
」
　

内
閣

府
は

3
0
日

、
子

ど
も

の
貧

困
対

策
に

取
り

組
む

N
P

O
法

人
な

ど
と

、
自

社
の

強
み

や
特

徴
を

生
か

し
て

支
援

し
た

い
企

業
を

仲
介

す
る

た
め

、
官

民
に

よ
る

協
議

会
を

発
足

さ
せ

た
。

加
藤

勝
信

1
億

総
活

躍
担

当
相

は
発

足
式

で
「
社

会
全

体
で

子
ど

も
に

寄
り

添
っ

た
活

動
を

展
開

し
て

い
き

た
い

」
と

述
べ

た
。

東
京

都
　

　
区

市
町

村
（
一

部
委

託
可

）
　

「
要

支
援

家
庭

を
対

象
と

し
た

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
事

業
」
（
単

独
事

業
）

H
2
7
～

3

「
子

ど
も

貧
困

で
生

活
実

態
調

査
結

果
　

大
阪

、
母

子
世

帯
深

刻
」
　

大
阪

府
は

3
1
日

、
子

ど
も

の
貧

困
対

策
を

検
討

す
る

有
識

者
会

議
を

大
阪

市
内

で
開

き
、

府
内

全
4
3
市

町
村

の
小

学
5
年

と
中

学
2
年

、
そ

れ
ぞ

れ
の

保
護

者
の

生
活

実
態

調
査

結
果

を
報

告
し

た
。

世
帯

構
成

と
所

得
と

の
関

係
性

を
分

析
し

た
結

果
、

母
子

世
帯

の
4
0
％

が
世

帯
所

得
2
0
0
万

円
未

満
で

、
全

体
（
1
0
％

）
や

父
子

世
帯

（
1
2
％

）
を

大
き

く
上

回
っ

た
。

東
京

都
　

「
子

供
・
子

育
て

に
関

す
る

施
設

等
情

報
サ

イ
ト

の
運

用
」
（
単

独
事

業
）
　

H
2
9
～

3
「
児

童
福

祉
法

及
び

児
童

虐
待

の
防

止
等

に
関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

案
に

つ
い

て
」
 平

成
2
9
年

3
月

7
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

総
務

課
虐

待
防

止
対

策
推

進
室

事
務

連
絡

東
京

都
　

「
養

育
家

庭
等

自
立

援
助

補
助

事
業

」
（
単

独
事

業
）
　

H
2
4
～

3
「
「
育

児
休

業
の

対
象

と
な

る
「
そ

の
他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

委
託

さ
れ

て
い

る
者

」
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
書

類
に

つ
い

て
」
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

総
務

課
長

、
家

庭
福

祉
課

長
、

職
業

家
庭

両
立

課
長

通
知

雇
児

総
発

0
3
3
1
第

3
号

雇
児

福
発

0
3
3
1
第

1
号

、
雇

児
職

発
第

0
3
3
1
第

1
号

東
京

都
　

「
里

親
委

託
交

流
経

費
補

助
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　

H
2
8
～

3
「
児

童
相

談
所

運
営

指
針

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
省

児
童

家
庭

局
長

通
知

雇
児

発
0
3
3
1
 第

4
5
号

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
5
号

東
京

都
　

「
新

生
児

委
託

推
進

事
業

」
（
単

独
事

業
）

H
2
9
～

3
「
里

親
委

託
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

3
8
号

東
京

都
　

社
会

福
祉

法
人

　
「
サ

テ
ラ

イ
ト

型
児

童
養

護
施

設
」
（
単

独
事

業
）
　

H
2
7
～

3
「
里

親
制

度
の

運
営

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

3
5
号

東
京

都
　

「
グ

ル
ー

プ
ホ

ー
ム

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
設

置
促

進
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　

H
2
8
～

3
「
里

親
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
4
号

東
京

都
　

「
乳

児
院

の
家

庭
養

育
推

進
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　

H
2
9
～

3
「
「
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
市

に
つ

い
て

」
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

1
3
号

東
京

都
　

「
児

童
養

護
施

設
等

の
職

員
の

資
質

向
上

の
た

め
の

研
修

等
事

業
」
　

　
H

2
2
～

研
修

事
業

、
H

2
7

～
職

員
人

材
確

保
事

業

3
「
「
市

町
村

子
ど

も
家

庭
支

援
指

針
」
（
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
）
に

つ
い

て
」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
7
号

東
京

都
　

区
市

町
村

　
「
児

童
養

護
施

設
等

の
生

活
向

上
の

た
め

の
環

境
改

善
事

業
」
　

施
設

設
置

者
　

H
2
1

～
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

3
「
市

区
町

村
子

ど
も

家
庭

総
合

支
援

拠
点

の
設

置
運

営
等

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
9
号

東
京

都
　

「
児

童
養

護
施

設
退

所
者

等
に

対
す

る
す

ま
い

確
保

支
援

事
業

」
（
単

独
事

業
）
　

H
2
8
～

3
「
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
市

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

1
3

号
東

京
都

　
「
ひ

と
り

親
家

庭
等

在
宅

就
業

推
進

事
業

」
（
民

間
事

業
者

に
委

託
）
　

H
2
7
～

3
「
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

の
設

置
運

営
に

つ
い

て
」
【
一

部
改

正
】
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
0
号

公
　

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　

「
母

子
家

庭
及

び
父

子
家

庭
自

立
支

援
教

育
訓

練
給

付
金

事
業

」
　

H
1
6
～

3
「
平

成
 2

8
 年

改
正

 児
童

福
祉

法
の

施
行

に
伴

う
情

緒
障

害
短

期
治

療
設

関
係

通
知

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
1
号

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　

「
母

子
家

庭
及

び
父

子
家

庭
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

等
事

業
」
　

　
H

1
6
～

3
「
「
児

童
養

護
施

設
退

所
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
資

金
の

貸
し

付
け

に
つ

い
て

」
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

1
3
号

東
京

都
　

「
ひ

と
り

親
家

庭
高

等
職

業
訓

練
促

進
資

金
貸

付
事

業
」
　

社
会

福
祉

法
人

、
東

京
都

社
会

福
祉

協
議

会
　

H
2
8
～

3
「
養

子
縁

組
里

親
研

修
制

度
の

運
営

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

 厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1

第
3
7
号

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　

「
ひ

と
り

親
家

庭
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
合

格
支

援
事

業
」
　

H
2
7
～

3
「
「
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
（
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
）
の

運
営

に
つ

い
て

」
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

 厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

3
9
号

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　

「
母

子
･父

子
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

策
定

事
業

」
　

H
1
9
～

3
「
「
児

童
養

護
施

設
退

所
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
資

金
貸

付
制

度
の

運
営

に
つ

い
て

」
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

5
5
号

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　

「
ひ

と
り

親
家

庭
相

談
窓

口
強

化
事

業
」
　

H
2
7
～

3
「
就

学
者

自
立

生
活

援
助

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

 厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

5
6
号

東
京

都
　

区
市

町
村

　
「
ひ

と
り

親
家

庭
等

生
活

向
上

事
業

」

3
「
「
児

童
福

祉
司

の
任

用
資

格
要

件
に

関
す

る
指

定
施

設
に

お
け

る
業

務
の

範
囲

等
に

つ
い

て
」
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

」
　

平
成

2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
3
号

東
京

都
　

「
児

童
相

談
所

全
国

共
通

ダ
イ

ヤ
ル

相
談

等
業

務
委

託
」
　

H
2
7
～
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

3
「
児

童
福

祉
司

等
及

び
要

保
護

児
童

対
策

調
整

機
関

の
調

整
担

当
者

の
研

修
等

の
実

施
に
つ
い
て
」
　
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

1
6
号

東
京

都
　
「
ふ

れ
あ
い
心

の
友

（
メ
ン
タ
ル

フ
レ
ン
ド
）
派

遣
事

業
　
H
3
.1
0
～

（
国

制
度

　
ふ

れ
あ
い
心

の
友

訪
問

援
助

事
業

）

3
「
児

童
福

祉
法

第
十

三
条

第
三

項
第

五
号

の
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め
る
講

習
会

等
の

制
定

に
つ
い
て
（
通

知
）
」
　
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

2
号

東
京

都
　
「
医

療
機

関
の

病
床

確
保

に
よ
る
一

時
保

護
機

能
強

化
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　
H
2
8
～

3
「
要

支
援

児
童

等
（
特

定
妊

婦
を
含

む
）
の

情
報

提
供

に
係

る
保

健
・
医

療
・
福

祉
・
教

育
等

の
連

携
の

一
層

の
推

進
に
つ
い
て
」
　
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

総
務

課
長

通
知

雇
児

総
発

0
3
3
1
第

9
号

、
母

子
保

健
課

長
通

知
雇

児
母

発
0
3
3
1
第

2
号

東
京
都
　
「
一
時
保
護
所
に
お
け
る
外
部
評
価
」
　
H
2
7

～

3
「
「
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
設

置
・
運

営
指

針
」
の

一
部

改
正

に
つ
い
て
」
　
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

4
6
号

東
京

都
（
町

村
部

の
み

）
　
「
ひ
と
り
親

家
庭

高
等

学
校

卒
業

程
度

認
定

試
験

合
格

支
援

事
業

」
　
H
2
7
～

3
「
里

親
制

度
の

運
営

に
つ
い
て
」
　
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

3
5
号

東
京

都
（
町

村
の

み
）
　
「
母

子
･父

子
自

立
支

援
プ
ロ

グ
ラ
ム
策

定
事

業
」
　
H
1
9
～

3
「
児

童
虐

待
に
係

る
児

童
相

談
所

と
市

町
村

の
共

通
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル

に
つ
い
て
」
　
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

1
0
号

東
京

都
　
「
児

童
虐

待
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　
H
8
～

3
「
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
の

施
行

に
伴

う
関

係
政

令
の

整
備

に
関

す
る
政

令
等

の
公

布
に
つ
い
て
（
通

知
）
」
　
平

成
2
9

年
3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

1
号

東
京

都
　
「
児

童
虐

待
防

止
の

普
及

啓
発

」
　
H
5
～

4
「
社

会
的

養
護

自
立

支
援

事
業

等
の

実
施

に
つ
い
て
」
　
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

1
0
号

東
京

都
　
「
児

童
虐

待
対

応
強

化
事

業
」
（
単

独
事

業
）

H
1
2
～

4
「
産

前
産

後
母

子
生

活
支

援
事

業
（
モ
デ
ル

事
業

）
の

実
施

に
つ
い
て
」
　
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

1
1
号

東
京

都
　
「
児

童
虐

待
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
強

化
事

業
」

H
1
3
～

4
「
「
養

育
里

親
研

修
制

度
の

運
営

に
つ
い
て
」
の

一
部

改
正

に
つ
い
て
」
　
平

成
2
9
年

3
月

3
1
日

　
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
雇

児
発

0
3
3
1
第

3
6
号

東
京

都
　
「
家

庭
復

帰
促

進
事

業
」
（
単

独
事

業
）
H
1
5

～
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

4
「
「
児

童
虐

待
対

策
室

」
を
新

設
　
大

阪
府

警
、
全

国
初

」
　
児

童
虐

待
の

通
告

数
が

全
国

最
多

で
、
子

ど
も
が

犠
牲

に
な
る
事

件
が

相
次

い
で
い
る
こ
と
を
受
け
、
大
阪
府
警
は
1
日
付
で
「
児
童
虐
待
対
策
室
」
を
新
設
し
、
3
日
に
発
足
式
を
開
い
た
。
府
警
に
よ
る
と
、
全
国
の
都

道
府

県
警

で
虐

待
対

策
の

専
門

部
署

は
全

国
初

と
み

ら
れ

る
。

東
京
都
　
「
医
療
機
関
に
お
け
る
虐
待
対
応
力
強
化
事

業
」
（
単

独
事

業
）
　
H
1
9
～

4
「
他

の
園

児
に
手

伝
わ

せ
縛

る
　
愛

知
の

幼
稚

園
虐

待
」
　
愛

知
県

岡
崎

市
の

「
や

は
ぎ
み

や
こ
幼

稚
園

」
で
女

性
教

諭
2
人

が
男

児
の

手
足
を
粘
着
テ
ー
プ
で
縛

り
口

に
貼
っ
た
り
す
る
虐
待
を
し
て
い
た
問
題
で
、
縛

る
際

に
女
性
教
諭
が
別
の
園
児
に
手
伝
わ
せ
て
い
た
こ
と
が

5
日

、
分

か
っ
た
。

東
京

都
　
「
子

供
手

帳
モ
デ
ル

の
検

討
」
（
単

独
事

業
）

H
2
9
～

4

「
男

性
カ
ッ
プ
ル

を
里

親
認

定
　
「
全

国
初

」
、
1
0
代

預
か

る
　
大

阪
市

、
多

様
な
社

会
反

映
」
　
親

の
不

在
や

虐
待

な
ど
か

ら
家

庭
で
暮

ら
せ

な
い
子

ど
も
を
育

て
る
養

育
里

親
に
、
大

阪
市

が
3
0
代

と
4
0
代

の
男

性
カ
ッ
プ
ル

を
認

定
し
た
こ
と
が

5
日

、
市

な
ど
へ

の
取

材
で
分

か
っ
た
。
2
人

は
2
月

か
ら
、
市

側
に
委

託
さ
れ

た
1
0
代

の
男

の
子

を
預

か
っ
て
い
る
。
厚

生
労

働
省

は
「
同

性
カ
ッ
プ
ル

を
認

定
し
た
事

例
は
な
い
」
と
し
て
お
り
、
全
国
初
と
み
ら
れ
る
。

大
阪

府
　
子

ど
も
家

庭
セ
ン
タ
ー
　
児

童
保

護
支

援
員

（
警
察
官
O
B
）
を
各
セ
ン
タ
ー
に
1
名
ず
つ
増
員
し
、
中

央
3
名

、
他

2
名

を
配

置
と
な
る
。

4
「
困

窮
世

帯
で
学

習
理

解
度

低
下

　
大

阪
市

の
子

ど
も
実

態
調

査
」
　
大

阪
市

は
1
3
日

、
生

活
に
困

窮
す
る
子

ど
も
の

実
態

把
握

の
た
め

実
施

し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の

最
終

報
告

書
を
公

表
し
た
。
困

窮
の

程
度

が
深

刻
な
世

帯
ほ

ど
子

ど
も
の

学
習

理
解

度
が

下
が

る
傾

向
が

み
ら

れ
た
と
い
い
、
吉
村
洋
文
市
長
は
記
者
会
見
で
教
育
大
学
と
の
連
携
な
ど
の
支
援
策
に
取
り
組
む
意
向
を
示
し
た
。

大
阪

府
　
子

ど
も
家

庭
セ
ン
タ
ー
　
安

全
確

認
業

務
委

託
を
中

央
C
以

外
の

全
セ
ン
タ
ー
で
も
開

始
。

4
「
園

児
虐

待
で
教

諭
書

類
送

検
　
愛

知
、
手

足
に
粘

着
テ
ー
プ
」
　
愛

知
県

岡
崎

市
の

「
や

は
ぎ
み

や
こ
幼

稚
園

」
で
教

諭
が

園
児

の
手

足
を
粘
着
テ
ー
プ
で
縛

る
な
ど
の
虐
待
を
し
て
い
た
問
題
で
、
県
警
が
暴
行
と
傷
害
の
疑
い
で
、
女
性
教
諭
2
人
を
書
類
送
検
し
て
い
た
こ
と

が
2
2
日

、
捜

査
関

係
者

へ
の

取
材

で
分

か
っ
た
。
1
4
日

付
。

大
阪

府
　
子

ど
も
家

庭
セ
ン
タ
ー
　
児

童
虐

待
等

危
機

介
入

援
助

チ
ー
ム
の

弁
護

士
に
よ
る
定

例
出

張
相

談
開

始
。

4
「
子

ど
も
の

犯
罪

被
害

防
止

を
　
警

察
庁

長
官

が
訓

示
　
「
警

察
庁

は
2
5
日

、
各

都
道

府
県

の
生

活
安

全
と
地

域
部

門
の

責
任

者
を
集

め
た
会

議
を
東

京
都

内
で
開

い
た
。
坂

口
正

芳
長

官
は

、
千

葉
県

で
ベ
ト
ナ
ム
国

籍
の

女
児

が
殺

害
さ
れ

た
事

件
に
触

れ
「
通

学
路

、
学

校
な
ど
に
お
け
る
子
ど
も
の
犯
罪
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
警
戒
活
動
や
見
守
り
活
動
に
重
点
的
に
取
り
組
ま
れ
た
い
」
と
訓
示
し
た
。

4
「
貧

困
世

帯
に
大

学
進

学
支

援
を
　
超

党
派

議
連

提
言

」
　
子

ど
も
の

貧
困

対
策

を
進

め
る
超

党
派

の
議

員
連

盟
（
会

長
・
田

村
憲

久
前

厚
生

労
働

相
）
は

2
5
日

の
総

会
で
、
生

活
保

護
を
受

け
て
い
る
家

庭
の

子
ど
も
が

大
学

や
専

門
学

校
に
進

学
す
る
た
め
の

支
援

策
な
ど
教

育
機

会
確

保
の

提
言

を
と
り
ま
と
め
た
。
近

く
厚

労
相

と
文

部
科

学
相

に
提

出
す
る
。

国
　
児

童
相

談
所

全
国

共
通

ダ
イ
ヤ
ル
「１

８
９
」コ

ー
ル

セ
ン
タ
ー
の

運
用

開
始

5

「
「
親

権
停

止
」
　
昨

年
最

多
8
3
件

　
虐

待
や

ネ
グ
レ
ク
ト
で
家

裁
」
　
虐

待
や

ネ
グ
レ
ク
ト
（
育

児
放

棄
）
な
ど
を
し
た
親

に
対

し
、
全

国
の

家
裁

が
出

し
た
「
親

権
停

止
」
の

決
定

が
、
昨

年
1
年

間
は

8
3
件

と
過

去
最

多
だ
っ
た
こ
と
が

5
日

、
最

高
裁

の
集

計
で
分

か
っ
た
。
親

権
停

止
は

2
0
1
2
年

4
月

に
始

ま
っ
た
制

度
で
、
活

用
が

進
ん
で
い
る
こ
と
を
う
か

が
わ

せ
た
。
最

高
裁

は
「
児

童
相

談
所

長
に
よ
る
申

し
立

て
が

増
え
た
こ
と
が
要
因
」
と
分
析
し
て
い
る
。

大
阪

府
　
「
要

保
護

児
童

対
策

調
整

機
関

の
調

整
担

当
者

研
修

兼
市

町
村

児
童

家
庭

相
談

担
当

者
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
研

修
」
実

施
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5
「
4
ヵ
月

「
不

明
」
乳

児
保

護
　
大

阪
府

警
新

設
の

対
策

室
」
　
大

阪
府

警
児

童
虐

待
対

策
室

は
8
日

、
約

4
カ
月

間
所

在
が

分
か

ら
な
か

っ
た

同
府
茨
木
市
の
生
後
8
カ
月
の
男
児
を
6
日
に
名
古
屋
市
内
で
無
事
保
護
し
た
と
発
表
し
た
。
け
が
や
虐
待
の
形
跡
は
な
い
と
い
う
。
府

警
は

児
童

相
談

所
や

自
治

体
と
の

情
報

共
有

を
強

化
す
る
た
め
今

年
4
月

に
同

対
策

室
を
新

設
、
初

の
保

護
事

案
と
な
っ
た
。

大
阪

府
　
国

の
モ
デ
ル

事
業

「
産

前
・
産

後
母

子
支

援
事

業
」
を
モ
デ
ル

市
と
連

携
し
て
特

定
妊

婦
等

へ
の

支
援
を
実
施

5

「
1
歳

男
児

重
体

、
父

再
逮

捕
へ

　
傷

害
容

疑
、
日

常
的

に
虐

待
か

」
　
埼

玉
県

鶴
ヶ
島

市
で
4
月

、
次

男
（
1
）
の

頭
を
は

さ
み

で
殴

る
な
ど
し

重
体

に
さ
せ

た
と
し
て
、
傷

害
罪

で
起

訴
さ
れ

た
同

市
の

無
職

佐
野

良
明

被
告

（
2
3
）
が

、
昨

年
末

に
も
暴

行
を
加

え
て
い
た
疑

い
が

強
ま
っ
た
と
し
て
、
埼

玉
県

警
が

別
の

傷
害

容
疑

で
1
1
日

に
再

逮
捕

す
る
方

針
を
固

め
た
こ
と
が

1
0
日

、
捜

査
関

係
者

へ
の

取
材

で
分

か
っ

た
。

5

「
家

庭
的

環
境

で
の

養
育

重
要

　
赤

ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
1
0
年

、
熊

本
」
　
親

が
育

て
ら
れ

な
い
赤

ち
ゃ
ん
を
匿

名
で
預

け
入

れ
る
施

設
「
こ
う
の

と
り
の

ゆ
り
か

ご
」
（
赤

ち
ゃ
ん
ポ
ス
ト
）
を
考

え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

1
4
日

、
熊

本
市

で
あ
り
、
設

置
主

体
の

慈
恵

病
院

（
同

市
）
の

蓮
田

太
二
理
事
長
は
「
命
を
助
け
る
だ
け
で
な
く
、
子

ど
も
の
し
あ
わ
せ
を
ど
う
す
る
の
か
。
特
別
養
子
縁
組
な
ど
、
家
庭
で
の
養
育
が
大
切
だ
」
と

訴
え
た
。

5

「
教

育
の

機
会

均
等

で
格

差
防

ぐ
　
骨

太
方

針
の

骨
子

案
判

明
　
育

児
支

援
も
、
財

源
は

夏
以

降
」
　
政

府
が

6
月

に
取

り
ま
と
め
る
経

済
財

政
運

営
の

指
針

「
骨

太
方

針
」
の

骨
子

案
が

2
0
日

、
明

ら
か

に
な
っ
た
。
今

後
の

重
点

課
題

と
し
て
「
格

差
を
固

定
化

さ
せ

な
い
た
め
に

人
材
育
成
・
教
育
」
と
明
記
。
所
得
の
低
い
家
庭
で
も
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
授
業
料
負
担
な
ど
を
軽
減
し
、
機
会
均
等
を
図
る
こ
と

で
格

差
の

固
定

化
を
防

ぐ
。
幼

児
教

育
の

段
階

的
な
無

償
化

を
含

む
「
少

子
化

対
策

、
子

ど
も
・
子

育
て
支

援
」
の

検
討

も
柱

と
し
た
。

5

「
営

利
目

的
あ
っ
せ

ん
認

め
る
　
養

子
縁

組
元

業
者

、
千

葉
地

裁
」
　
特

別
養

子
縁

組
を
希

望
す
る
夫

婦
に
営

利
目

的
で
乳

児
を
あ
っ
せ

ん
し
た
と
し
て
、
児

童
福

祉
法

違
反

罪
に
問

わ
れ

た
千

葉
県

四
街

道
市

の
養

子
縁

組
あ
っ
せ

ん
業

者
「
赤

ち
ゃ
ん
の

未
来

を
救

う
会

」
（
解

散
）
の

元
代

表
理

事
伊

勢
田

裕
（
3
2
）
＝

札
幌

市
＝

と
、
元

理
事

上
谷

清
志

（
3
6
）
＝

那
覇

市
＝

の
両

被
告

の
初

公
判

が
2
3
日

、
千

葉
地

裁
（
高

木
順

子
裁

判
長

）
で
開

か
れ

、
両

被
告

と
も
起

訴
内

容
を
認

め
た
。

7
「
特

別
養

子
縁

組
、
年

間
千

件
　
就

学
前

7
5
％

は
里

親
へ

　
厚

労
省

が
数

値
目

標
導

入
」
　
児

童
虐

待
や

貧
困

に
よ
り
親

元
で
育

て
ら
れ

な
い
子

ど
も
が

家
庭

で
の

養
育

を
受

け
ら
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
厚

生
労

働
省

は
2
日

、
戸

籍
上

、
養

父
母

の
実

子
と
し
て
扱

え
る
特

別
養

子
縁
組
を
お
お
む
ね
5
年
で
倍
増
、
年
間
千
件
以
上
の
成
立
を
目
指
す
と
の
数
値
目
標
を
導
入
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

7
「
D
V
被

害
、
日

本
女

性
は

隠
す
　
龍

谷
大

学
が

調
査

」
　
日

本
の

女
性

は
欧

州
の

女
性

と
比

べ
、
パ

ー
ト
ナ
ー
か

ら
受

け
た
暴

力
を
隠

す
傾

向
が

強
い
と
の

調
査

結
果

を
龍

谷
大

（
京

都
市

）
の

浜
井

浩
一

教
授

（
犯

罪
学

）
ら
が

ま
と
め
、
3
日

発
表

し
た
。

7
「
入

所
児

童
へ

の
虐

待
公

表
怠

る
　
福

島
県

、
0
9
年

度
か

ら
8
年

分
」
　
福

島
県

は
9
日

、
児

童
養

護
施

設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る
子

ど
も
や

里
親
に
委
託
さ
れ
て
い
る
子
ど
も
へ
の
虐
待
の
有
無
に
つ
い
て
、
2
0
0
9
年
度
か
ら
公
表
す
る
決

ま
り
に
な
っ
て
い
た
の
に
怠
っ
て
い
た
と
発

表
し
た
。
1
6
年

度
ま
で
の

8
年

分
を
ま
と
め
て
公

表
し
、
1
4
年

度
に
2
施

設
で
虐

待
が

あ
っ
た
と
明

ら
か

に
し
た
。
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7

「
児

童
虐

待
1
2
万

件
、
過

去
最

悪
　
面

前
D
V
歯

止
め
か

か
ら
ず
　
2
6
年

連
続

の
増

加
　
厚

労
省

ま
と
め
、
1
6
年

度
」
　
全

国
に
2
1
0
ヵ
所

あ
る
児

童
相

談
所

が
2
0
1
6
年

度
に
対

応
し
た
児

童
虐

待
の

件
数

が
1
2
万

2
5
7
8
件

(速
報

値
）
と
な
り
、
過

去
最

多
と
な
っ
た
こ
と
が

、
1
7
日

、
厚

生
労

働
省

の
ま
と
め
で
分

か
っ
た
。
児

童
虐

待
へ

の
意

識
が

高
ま
り
、
相

談
・
通

告
が

増
え
た
面

も
あ
る
が

、
配

偶
者

へ
の

暴
力

で
子

ど
も
が

心
理

的
ス
ト
レ
ス
を
受

け
る
「
面

前
D
V
」
な
ど
は

増
え
て
お
り
、
以

前
と
し
て
歯

止
め
が

か
か

ら
な
い
実

態
が

明
ら
か

に
な
っ
た
。

8

「
施

設
は

里
親

家
庭

の
虐

待
6
2
件

　
1
4
年

度
、
厚

労
省

ま
と
め
」
　
厚

生
労

働
省

は
1
7
日

、
虐

待
や

貧
困

な
ど
の

理
由

か
ら
親

元
で
暮

ら
せ

な
い
子

ど
も
が

、
入

所
先

の
施

設
や

里
親

家
庭

で
虐

待
を
受

け
た
事

例
が

2
0
1
4
年

度
に
6
2
件

あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か

に
し
た
。
虐

待
を

受
け
た
の

は
8
6
人

で
、
半

年
以

上
被

害
を
受

け
た
子

ど
も
も
い
た
。
、
8
7
件

だ
っ
た
1
3
年

度
か

ら
は

減
少

し
て
い
る
が

、
0
9
年

度
の

集
計

開
始

以
降

、
3
番

目
に
多

か
っ
た
。

8
児

童
虐

待
の

件
数

が
全

国
最

多
の

大
阪

で
被

害
の

深
刻

化
を
防

ご
う
と
、
大

阪
府

警
は

府
内

の
子

ど
も
家

庭
セ
ン
タ
ー
（
児

童
相

談
所

）
な
ど
と
合

同
で
2
1
日

、
効

果
的

に
情

報
を
共

有
し
連

携
を
強

化
す
る
研

修
を
大

阪
市

内
で
実

施
し
た
。

8
「
児

童
買

春
で
県

職
員

逮
捕

　
隠

し
撮

り
も
、
愛

知
県

警
」
　
当

時
中

学
3
年

の
少

女
（
1
5
）
に
現

金
を
渡

し
て
み

だ
ら
な
行

為
を
し
、
そ
の

様
子

を
撮

影
し
た
な
ど
と
し
て
、
愛

県
警

昭
和

署
は

7
日

、
児

童
買

春
・
ポ
ル

ノ
禁

止
法

違
反

（
売

春
、
製

造
）
の

疑
い
で
県

政
策

調
査

課
の

課
長

補
佐

矢
口

美
英

容
疑

者
（
4
7
）
＝

同
県

豊
川

市
萩

山
町

2
の

6
0
の

5
＝

を
逮

捕
し
た
。

8

「
児

童
虐

待
で
検

事
研

修
実

施
　
無

罪
相

次
ぎ
、
捜

査
向

上
図

る
　
児

相
、
医

療
機

関
と
連

携
」
　
児

童
虐

待
事

件
の

無
罪

判
決

が
相

次
い
で
い
る
こ
と
を
受
け
、
法
務
・
検
察
当
局
が
、
虐
待
に
関
す
る
専
門
知
識
を
習
得
し
て
操
作
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
検
事
研
修
に
近

く
乗

り
出

す
こ
と
が

1
4
日

、
関

係
者

へ
の

取
材

で
分

か
っ
た
。
虐

待
事

件
は

増
加

傾
向

だ
が

、
被

害
者

が
幼

く
、
密

室
で
行

わ
れ

る
た
め
事

実
認
定
や
立
証
が
難
し
い
と
さ
れ
る
。
研
修
で
子
ど
も
の

け
が
の
特
徴
や
精
神
的
負
担
と
い
っ
た
特
有
の
事
情
へ
の
理
解
を
進
め
、
児

童
相
談
所
や
医
療
機
関
と
の
連
携
も
深
め
た
い
と
し
て
い
る
。

8
「
虐

待
の

男
、
懲

役
1
0
年

確
定

へ
　
脅

し
て
死

ん
だ
金

魚
食

べ
さ
せ

る
」
　
最

高
裁

第
2
小

法
廷

（
鬼

丸
か

お
る
裁

判
長

）
は

、
福

岡
県

久
留

米
市

で
2
0
1
5
年

、
同

居
し
て
い
た
女

の
長

女
に
死

ん
だ
金

魚
を
食

べ
さ
せ

た
と
し
て
、
強

要
な
ど
の

罪
に
問

わ
れ

た
無

職
江

上
孝

被
告

（
4
7
）
の

上
告

を
棄

却
す
る
決

定
を
し
た
。
1
4
日

付
。
懲

役
1
0
年

の
一

、
二

審
判

決
が

確
定

す
る
。

8
「
虐

待
疑

い
、
初

の
3
万

人
超

え
　
緊

急
保

護
も
最

多
、
1
8
歳

未
満

　
上

半
期

、
全

国
の

警
察

」
　
保

護
者

か
ら
虐

待
さ
れ

て
い
る
疑

い
が

あ
る
と
し
て
、
全

国
の

警
察

が
今

年
１
～

6
月

に
児

童
相

談
所

へ
通

告
し
た
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も
は

3
万

2
6
2
人

だ
っ
た
こ
と
が

2
1
日

、
警

察
庁

の
ま
と
め
で
分

か
っ
た
。
昨

年
同

期
よ
り
5
7
5
1
人

増
え
、
半

期
ご
と
の

統
計

が
あ
る
2
0
1
1
年

以
降

で
は

初
め
て
3
万

人
を
超

え
た
。

9
「
児

童
虐

待
対

策
で
検

事
研

修
　
捜

査
や

公
判

に
活

用
」
　
児

童
虐

待
事

件
の

無
罪

判
決

が
相

次
い
で
い
る
こ
と
を
受

け
、
法

務
・
検

察
当

局
は

2
5
日

、
検

事
が

虐
待

に
関

す
る
専

門
知

識
を
学

び
、
捜

査
や

公
判

に
役

立
て
る
た
め
の

研
修

を
開

い
た
。



－ 211 －

年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

9
「
女

児
虐

待
死

、
母

に
懲

役
4
年

　
高

知
地

裁
、
事

故
や

過
失

否
定

」
　
高

知
市

で
2
0
1
5
年

、
生

後
1
0
カ
月

の
長

女
に
暴

行
し
、
死

亡
さ
せ

た
と
し
て
、
傷

害
致

死
罪

に
問

わ
れ

た
母

親
の

無
職

吉
本

み
ゆ
き
被

告
（
4
2
）
の

裁
判

員
裁

判
で
、
高

知
地

裁
（
山

田
裕

文
裁

判
長

）
は

2
5

日
、
懲

役
4
年

(求
刑

懲
役

5
年

）
の

判
決

を
言

い
渡

し
た
。

9
「
「
将

来
の

虐
待

」
防

げ
、
滋

賀
県

警
、
高

校
に
出

前
授

業
」
　
滋

賀
県

近
江

八
幡

市
の

県
立

八
幡

高
校

で
2
6
日

、
県

警
が

「
将

来
の

児
童

虐
待
」
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
に
出
前
授
業
を
実
施
し
た
。
高
校
生
を
、
親

と
な
り
育
児
に
関
わ
る
前
の
世
代
と
位
置
付
け
、
第

1
陣
と
し
て
来

年
3
月

ま
で
に
県

内
1
3
校

で
実

施
す
る
予

定
。
さ
ら
に
増

や
す
計

画
と
い
う
。

9

「
虐

待
死

の
子

ど
も
2
7
人

　
半

数
以

上
は

0
歳

児
　
悩

む
母

親
、
今

年
上

半
期

」
　
全

国
の

警
察

が
摘

発
し
た
今

年
1
～

6
月

の
虐

待
事

件
で
、
死

亡
し
た
1
8
歳

未
満

の
子

ど
も
は

2
7
人

に
上

り
、
こ
の

う
ち
半

数
以

上
の

1
5
人

が
0
歳

児
だ
っ
た
こ
と
が

3
0
日

、
警

察
庁

の
ま
と
め
で

分
か

っ
た
。
死

亡
事

件
で
摘

発
さ
れ

た
保

護
者

ら
は

、
2
7
人

。
母

親
が

わ
が

子
に
手

を
か

け
た
ケ
ー
ス
が

多
く
、
育

児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
や

思
い

が
け
な
い
妊
娠
で
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ

た
姿
が
う
か
が
え
る
。

9

「
「
支

え
あ
う
社

会
に
な
っ
て
」
児

童
養

護
施

設
出

身
者

が
講

演
」
　
虐

待
な
ど
の

理
由

か
ら
家

庭
で
暮

ら
せ

な
い
子

ど
も
た
ち
が

入
所

す
る

児
童

養
護

施
設

の
出

身
者

を
支

援
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

7
日

、
東

京
都

武
蔵

野
市

で
開

か
れ

た
。
出

身
者

の
阿

部
華

奈
絵

さ
ん
（
2
0
）

が
講
演
し
、
施
設
退
所
後
に
も
ア
パ
ー
ト
の
入
居
を
断
ら
れ
る
な
ど
生
活
上
の
悩
み
が
あ
る
と
し
て
「
困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
支
え
合
う
社

会
に
な
っ
て
ほ

し
い
」
と
訴

え
た
。

9

「
貧

困
家

庭
の

中
3
に
塾

代
補

助
　
渋

谷
区

、
ク
ー
ポ
ン
資

金
募

る
」
　
子

ど
も
の

学
習

支
援

な
ど
に
取

り
組

ん
で
い
る
公

益
社

団
法

人
「
チ
ャ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
・
チ
ル

ド
レ
ン
（
C
F
C
)」
(東

京
）
と
東

京
都

渋
谷

区
な
ど
は

1
2
日

、
同

区
内

に
住

む
貧

困
世

帯
の

中
学

3
年

生
約

3
0
人

に
、
学

習
塾

代
な
ど
に
使

え
る
ク
ー
ポ
ン
券

を
提

供
す
る
計

画
を
発

表
し
た
。
官

民
共

同
で
、
家

庭
の

経
済

事
情

で
塾

に
通

え
な
い
中

学
生

の
高

校
受

験
を
支

援
す
る
の

が
狙

い
。
必

要
な
資

金
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
寄

付
金

を
募

っ
て
賄

う
。

9
「
虐

待
N
O
、
ア
ニ
メ
で
学

ん
で
　
滋

賀
発

の
無

料
サ

イ
ト
開

設
」
　
「
将

来
の

児
童

虐
待

」
を
防

ご
う
と
、
滋

賀
県

の
高

校
生

を
対

象
に
虐

待
防

止
の

出
前

授
業

を
行

っ
て
い
る
県

警
と
大

津
市

の
N
P
O
法

人
が

1
日

、
授

業
の

教
材

で
使

用
し
て
い
る
1
0
話

の
ア
ニ
メ
を
無

料
で
閲

覧
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
「
お
は
な
し
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
」
を
開
設
し
た
。

1
0

「
元

小
児

科
医

起
訴

内
容

認
め
る
　
患

者
女

児
わ

い
せ

つ
事

件
」
　
患

者
女

児
計

1
1
人

に
対

し
、
下

腹
部

を
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
撮

影
す
る

な
ど
の
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
し
た
と
し
て
、
強
制
わ
い
せ
つ
な
ど
の
罪
に
問
わ
れ
た
国
立
病
院
機
構
「
四
国
こ
ど
も
と
お
と
な
の
医
療
セ
ン

タ
ー
」
（
香

川
県

善
通

寺
市

）
の

元
小

児
科

医
井

川
雅

崇
被

告
（
3
2
）
＝

懲
戒

解
雇

＝
の

初
公

判
が

2
日

、
高

松
地

裁
(横

山
浩

典
裁

判
官

）
で
開

か
れ

、
被

告
は

起
訴

内
容

を
認

め
た
。

1
0

「
虐

待
裏

付
け
理

論
検

証
を
　
冤

罪
防

止
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
　
「
乳

幼
児

揺
さ
ぶ

ら
れ

症
候

群
」
（
S
B
S
)で

虐
待

を
疑

わ
れ

た
養

育
者

の
冤

罪
を
防
ご
う
と
、
弁
護
士
や
研
究
者
ら
が
「
S
B
S
検
証
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上

げ
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
、
S
B
S
の
医
学
理
論
が
海

外
で
問

題
視

さ
れ

て
い
る
状

況
を
解

説
。
「
裁

判
所

や
検

察
と
議

論
を
深

め
る
必

要
が

あ
る
」
と
訴

え
て
い
る
。
今

後
、
医

師
ら
と
研

究
会

を
開

催
す
る
ほ

か
、
弁

護
活

動
で
の

連
携

も
目

指
す
。
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1
0

「
1
1
歳

長
女

暴
行

、
母

親
に
有

罪
　
「
し
つ
け
と
正

当
化

で
き
ず
」
　
"
マ
マ
友

″
と
共

謀
し
長

女
（
1
1
）
の

顔
面

を
殴

っ
た
と
し
て
、
暴

行
罪

に
問

わ
れ

た
母

親
（
4
1
）
＝

大
阪

市
＝

と
、
同

級
生

の
母

親
で
友

人
の

女
（
4
0
）
＝

同
市

＝
と
、
同

級
生

の
母

親
で
友

人
の

女
（
4
0
）
＝

同
市

＝
に
大

阪
地

裁
は

9
日

、
そ
れ

ぞ
れ

懲
役

4
月

、
執

行
猶

予
3
年

（
求

刑
懲

役
6
月

）
の

判
決

を
言

い
渡

し
た
。

1
0

「
寄

付
金

で
子

ど
も
の

貧
困

基
金

　
大

阪
府

、
来

春
運

用
目

指
す
」
　
大

阪
府

は
1
0
日

の
幹

部
会

議
で
、
子

ど
も
の

貧
困

対
策

に
充

て
る
た

め
、
市

民
や

民
間

企
業

な
ど
か

ら
集

め
た
寄

付
金

で
基

金
を
創

設
す
る
方

針
を
明

ら
か

に
し
た
。
府

に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
基

金
は

全
国

的
に
も
珍
し
い
と
い
う
。
来
年
2
月
開
会
の
府
議
会
に
関
連
条
例
案
を
提
出
し
、
来
春
か
ら
の
運
用
を
目
指
す
。

1
1

「
虐

待
の

連
携

面
接

3
7
7
件

　
負

担
軽

減
で
児

相
と
捜

査
当

局
「
現

場
に
浸

透
」
評

価
の

声
　
自

治
体

間
で
温

度
差

も
」
　
虐

待
に
遭

っ
た
子

ど
も
に
、
児

童
相

談
所

と
捜

査
当

局
が

連
携

し
て
被

害
内

容
を
確

認
す
る
面

接
が

、
2
0
1
5
年

1
0
月

か
ら
1
7
年

3
月

ま
で
に
、
全

国
の

自
治

体
で
3
7
7
件

実
施

さ
れ

た
こ
と
が

1
8
日

、
厚

生
労

働
省

へ
の

取
材

で
分

か
っ
た
。
児

相
と
捜

査
当

局
が

別
々

に
面

接
し
、
つ
ら
い
体

験
を
何

度
も
語

ら
せ

る
の

は
大

き
な
心

理
的

負
担

に
な
る
た
め
、
連

携
で
回

数
を
減

ら
し
、
負

担
を
軽

減
す
る
狙

い
が

あ
る
。
専

門
家

か
ら
は

、
「
連
携
面
接
が
現
場
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
」
と
評
価
す
る
声
が
出
て
い
る
。

1
1

「
貧

困
家

庭
の

子
に
給

付
金

　
新

生
活

支
援

、
民

間
団

体
」
　
子

ど
も
の

貧
困

対
策

に
取

り
組

む
公

益
財

団
法

人
「
あ
す
の

ば
」
(東

京
）

は
、
来

年
4
月

に
入

学
す
る
か

新
生

活
を
始

め
る
低

所
得

家
庭

の
子

ど
も
を
応

援
す
る
給

付
金

の
希

望
者

を
募

集
し
て
い
る
。
支

給
は

1
回

で
額

は
1
人

3
万

～
6
万

円
、
成

績
は

問
わ

ず
、
返

済
不

要
。

1
1

「
4
カ
月

男
児

虐
待

し
た
疑

い
　
母

親
逮

捕
、
揺

さ
ぶ

り
か

」
　
大

阪
府

八
尾

市
で
6
月

、
生

後
４
ヵ
月

の
長

男
を
虐

待
し
て
急

性
硬

膜
下

血
腫

や
眼

底
出

血
な
ど
の

重
傷

を
負

わ
せ

た
と
し
て
、
府

警
捜

査
1
課

は
5
日

、
傷

害
の

疑
い
で
同

市
東

太
2
の

6
の

1
6
、
福

祉
施

設
職

員
渋

谷
富

江
容

疑
者

（
3
2
）
を
逮

捕
し
た
。

1
1

「
保

育
士

が
園

児
に
馬

乗
り
　
嫌

が
ら
せ

し
撮

影
も
、
長

崎
」
　
長

崎
市

に
あ
る
私

立
保

育
所

2
施

設
で
今

年
に
入

り
、
保

育
士

が
園

児
に
対

し
て
嫌
が
ら
せ
を
し
な
が
ら
動
画
で
撮
影
し
た
り
、
馬
乗
り
に
な
っ
て
押
さ
え
付

け
た
り
す
る
事
例
が
あ
っ
た
こ
と
が
7
日
、
市
へ
の
取
材
で
分

か
っ
た
。
市

は
虐

待
と
判

断
し
て
お
り
、
両

施
設

の
処

分
を
検

討
し
て
い
る
。

1
2

「
県

警
に
通

報
せ

ず
2
日

経
過

　
「
虐

待
」
と
把

握
の

児
相

」
　
愛

知
県

大
府

市
で
長

男
（
2
）
に
多

量
の

睡
眠

導
入

剤
を
飲

ま
せ

た
と
し
て
殺

人
未

遂
容

疑
で
母

親
の

無
職

立
石

映
里

容
疑

者
（
3
7
）
が

6
日

に
逮

捕
さ
れ

た
事

件
で
、
県

知
多

児
童

・
障

害
者

相
談

セ
ン
タ
ー
（
児

童
相

談
所

）
が

発
生

当
日

の
4
日

に
事

案
を
把

握
し
な
が

ら
、
県

警
に
通

報
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が

7
日

、
セ
ン
タ
ー
な
ど
へ

の
取

材
で
分

か
っ

た
。

1
2

「
3
歳
児
虐
待
、
死
な
せ
た
疑
い
　
父
親
逮
捕
「
踏
み
つ
け
た
」
」
　
3
歳
の
長
男
を
虐
待
し
て
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
、
滋
賀
県
警
草
津
署
は
8

日
、
傷

害
致

死
の

疑
い
で
父

親
の

無
職

坂
野

和
寛

容
疑

者
（
3
6
）
＝

同
県

草
津

市
木

川
町

＝
を
逮

捕
し
た
。
「
投

げ
た
り
、
頭

や
腰

を
踏

み
つ
け
た
り
蹴
っ
た
り
し
た
」
と
容
疑
を
認
め
て
い
る
。

1
2

「
熱

湯
浴

び
せ

た
疑

い
、
母

親
逮

捕
　
6
歳

長
女

、
3
週

間
の

や
け
ど
」
　
高

松
西

署
は

1
0
日

、
小

学
1
年

の
長

女
（
6
）
に
シ
ャ
ワ
ー
で
熱

湯
を

浴
び
せ

、
約

3
週

間
の

や
け
ど
を
負

わ
せ

た
と
し
て
、
傷

害
の

疑
い
で
母

親
の

無
職

中
西

亜
耶

容
疑

者
（
3
0
）
＝

香
川

県
綾

川
町

畑
田

1
6
2
2
の
1
＝
を
逮
捕
し
た
。
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年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

1
2

「
虐

待
全

情
報

を
県

警
に

提
供

へ
　

茨
城

の
児

相
、

来
年

1
月

か
ら

」
　

茨
城

県
と

県
警

は
1
4
日

、
児

童
虐

待
へ

の
対

応
を

強
化

す
る

た
め

、
県

内
の

児
童

相
談

所
で

取
り

扱
う

す
べ

て
の

虐
待

事
案

を
県

警
に

情
報

提
供

す
る

取
り

組
み

を
来

年
1
月

か
ら

始
め

る
と

発
表

し
た

。
児

相
の

事
案

を
県

警
が

把
握

す
る

こ
と

で
、

虐
待

事
件

の
可

能
性

の
有

無
な

ど
を

速
や

か
に

判
断

で
き

る
よ

う
に

す
る

の
が

狙
い

。
児

相
と

都
道

府
県

の
警

察
本

部
が

全
事

案
を

共
有

す
る

の
は

全
国

初
と

い
う

。

1
2

「
貧

困
家

庭
の

子
に

学
力

格
差

　
小

4
か

ら
拡

大
　

生
活

習
慣

な
ど

影
響

」
　

経
済

的
に

苦
し

く
、

生
活

保
護

な
ど

を
受

け
る

世
帯

の
子

ど
も

は
、

そ
う

で
な

い
世

帯
の

子
と

比
べ

て
国

語
や

算
数

の
学

力
の

平
均

偏
差

値
が

低
く
な

る
傾

向
が

あ
り

、
特

に
小

学
4
年

生
頃

か
ら

学
力

の
格

差
が

広
が

る
こ

と
が

2
4
日

ま
で

に
、

大
阪

府
箕

面
市

の
調

査
を

基
に

し
た

日
本

財
団

の
分

析
で

分
か

っ
た

。

1
2

「
わ

い
せ

つ
教

員
処

分
最

多
　

2
2
6
人

、
免

職
も

1
1
人

増
　

体
罰

で
は

減
少

、
1
6
年

度
調

査
」
　

2
0
1
6
年

度
猥

褻
行

為
や

セ
ク

ハ
ラ

が
原

因
で

処
分

さ
れ

た
公

立
小

中
学

校
、

高
校

な
ど

の
教

員
は

前
年

度
よ

り
2
人

増
の

2
2
6
人

で
、

過
去

最
多

を
更

新
し

た
こ

と
が

2
7
日

、
文

部
科

学
省

の
調

査
で

分
か

っ
た

。
こ

の
う

ち
懲

戒
免

職
は

1
1
人

増
の

1
2
9
人

と
な

っ
た

。
体

罰
に

よ
る

処
分

者
は

減
少

傾
向

が
続

い
た

。

1
2

「
児

童
養

護
施

設
で

性
的

虐
待

　
職

員
が

3
女

児
に

、
北

海
道

」
　

北
海

道
内

の
児

童
養

護
施

設
で

2
0
1
3
年

8
月

か
ら

1
4
年

3
月

に
か

け
、

男
性

職
員

(当
時

）
が

女
児

3
人

に
性

的
虐

待
を

繰
り

返
し

し
て

い
た

こ
と

が
4
日

、
道

へ
の

取
材

で
分

か
っ

た
。

女
児

1
人

の
後

見
人

が
損

害
賠

償
を

求
め

て
道

を
提

訴
。

1
6
年

3
月

、
道

と
施

設
を

運
営

す
る

社
会

福
祉

法
人

が
そ

れ
ぞ

れ
2
0
0
万

円
を

支
払

う
な

ど
の

条
件

で
和

解
し

た
。

1
2

「
養

護
施

設
出

身
者

に
振

り
袖

を
「
支

え
る

人
い

る
」
思

い
込

め
」
　

児
童

養
護

施
設

の
出

身
者

に
無

料
で

振
り

袖
を

貸
し

出
し

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
で

成
人

式
の

前
撮

り
な

ど
を

担
っ

て
い

る
団

体
が

あ
る

。
「
A

C
H

A
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」
。

代
表

の
山

本
昌

子
さ

ん
（
2
4
）
も

生
後

4
カ

月
で

乳
児

院
に

入
り

、
1
8
歳

ま
で

施
設

で
過

ご
し

た
。

活
動

に
は

「
支

え
て

く
れ

る
人

が
い

る
。

生
ま

れ
て

き
て

良
か

っ
た

の
だ

と
感

じ
て

ほ
し

い
」
と

の
思

い
が

込
め

ら
れ

て
い

る
。

1
2

「
虐

待
母

へ
娘

の
居

場
所

通
知

　
長

崎
の

児
相

、
消

し
忘

れ
」
　

長
崎

県
は

1
7
日

、
母

親
の

虐
待

を
受

け
た

1
0
代

少
女

が
入

所
し

て
い

る
養

護
施

設
名

を
、

児
童

児
童

相
談

所
が

誤
っ

て
文

書
で

知
ら

せ
て

し
ま

っ
て

い
た

と
明

ら
か

に
し

た
。

担
当

職
員

が
施

設
の

記
載

を
消

し
忘

れ
た

。
県

は
少

女
を

別
の

施
設

へ
移

す
手

続
き

を
取

っ
た

。

1
2

「
3
割

が
「
1
8
歳

未
満

対
象

に
」
　

特
別

養
子

、
児

相
持

つ
自

治
体

　
年

齢
広

げ
家

庭
養

育
促

進
を

」
　

原
則

6
歳

未
満

と
さ

れ
て

い
る

特
別

養
子

縁
組

の
対

象
年

齢
引

き
上

げ
を

政
府

が
検

討
し

て
い

る
状

況
を

受
け

、
共

同
通

信
が

児
童

相
談

所
を

所
轄

す
る

6
9
自

治
体

に
具

体
的

な
年

齢
案

を
聞

い
た

結
果

、
「
1
8
歳

未
満

」
と

す
る

案
を

支
持

し
た

の
が

3
割

の
2
1
自

治
体

に
上

る
こ

と
が

1
8
日

、
分

か
っ

た
。

実
親

の
虐

待
な

ど
に

苦
し

む
子

を
家

庭
的

環
境

で
養

育
で

き
る

機
会

が
大

き
く
広

が
る

と
の

理
由

が
多

い
。

民
法

改
正

を
伴

う
た

め
法

務
省

が
有

識
者

研
究

会
を

設
置

し
て

お
り

、
議

論
へ

の
影

響
が

注
目

さ
れ

る
。

参 参
考考

文文
献献

((アア
ルル

フフ
ァァ

ベベ
ッッ

トト
順順

））

毎
日

新
聞

　
社

説
「
2
歳

児
死

亡
　

放
置

で
き

ぬ
ネ

ッ
ト

託
児

」
　

2
0
1
4
年

3
月

1
9
日

　
h
tt

p:
/
/
m

ai
n
ic

h
i.j

p/

朝
日

新
聞

　
D

IG
IT

A
L
　

「
ネ

ッ
ト

託
児

‐
切

実
な

ニ
ー

ズ
、

直
視

を
」
　

2
0
1
4
年

3
月

2
0
日

　
h
tt

p:
/
/
di

gi
ta

l.a
sa

h
i.c

o
m

「
子

ど
も

虐
待

の
予

防
と

ケ
ア

の
す

べ
て

　
ハ

ー
ト

ラ
イ

ン
」
　

第
一

法
規

 2
0
1
4
-
2
0
1
7
年

年年
月月

法法
律律

・・
政政

策策
・・
事事

件件
・・
研研

究究
等等

のの
動動

向向
年年

月月
東東

京京
都都

・・
大大

阪阪
府府

・・
大大

阪阪
市市

のの
動動

向向

大
阪

府
　

子
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
資

料
, 
2
0
1
4
年

～
2
0
1
7
年

総
務

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
（
「
児

童
虐

待
の

防
止

等
に

関
す

る
政

策
評

価
」
＜

評
価

の
結

果
及

び
勧

告
＞

）
h
tt

p:
/
/
w

w
w

.s
o
u
m

u
.g

o
.jp

/
m

e
n
u
_n

e
w

s/
s-

n
e
w

s/
5
3
2
5
6
.h

tm
l　

2
0
1
4
年

1
月

1
1
日

参
照

東
京

都
福

祉
保

健
局

『
子

供
と

家
庭

・
女

性
福

祉
、

母
子

保
健

施
策

概
要

　
平

成
3
0
年

度
』
　

東
京

都
福

祉
保

健
局

少
子

社
会

対
策

部
計

画
課

, 
2
0
1
8
年

3
月

発
行
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総数 旧受 新受 総数 認容 却下 取下げ 移送 その他

昭和27年 6 ‐ 6 6 6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
28 10 ‐ 10 7 2 ‐ 5 ‐ ‐ 3
29 9 3 6 7 3 ‐ 4 ‐ ‐ 2
30 8 2 6 4 4 ‐ ‐ ‐ ‐ 4
31 12 4 8 10 3 ‐ 5 ‐ 2 2
32 12 2 10 9 7 ‐ 2 ‐ ‐ 3
33 16 3 13 10 5 ‐ 4 ‐ 1 6
34 14 6 8 7 7 ‐ ‐ ‐ ‐ 7
35 12 7 5 12 5 ‐ 7 ‐ ‐ ‐
36 20 ‐ 20 13 9 ‐ 4 ‐ ‐ 7
37 14 7 7 10 5 ‐ 5 ‐ ‐ 4
38 19 4 15 17 13 ‐ 4 ‐ ‐ 2
39 9 2 7 7 6 ‐ 1 ‐ ‐ 2
40 11 2 9 4 2 2 ‐ ‐ ‐ 7
41 13 7 6 11 10 ‐ 1 ‐ ‐ 2
42 16 2 14 6 3 ‐ 3 ‐ ‐ 10
43 36 10 26 28 23 ‐ 5 ‐ ‐ 8
44 15 8 7 11 8 ‐ 3 ‐ ‐ 4
45 9 4 5 5 2 ‐ 3 ‐ ‐ 4
46 27 4 23 13 9 ‐ 4 ‐ ‐ 14
47 31 14 17（‐） 20 14 3 3 ‐ ‐ 11
48 30 11 19(‐) 23 16 ‐ 7 ‐ ‐ 7
49 24 7 17（‐） 12 5 ‐ 7 ‐ ‐ 12
50 34 12 22（‐） 24 14 2 8 ‐ ‐ 10
51 25 10 15（‐） 19 8 ‐ 11 ‐ ‐ 6
52 26 6 20（‐） 23 13 ‐ 10 ‐ ‐ 3
53 28 3 25（‐） 24 16 2 6 ‐ ‐ 4
54 32 4 28（3） 20 14 1 3 ‐ 2 12
55 26 12 14（‐） 17 12 1 4 ‐ ‐ 9
56 20 9 11（‐） 11 4 ‐ 5 ‐ 2 9
57 20 9 11（‐） 14 8 ‐ 6 ‐ ‐ 6
58 21 6 15(‐) 18 10 ‐ 8 ‐ ‐ 3
59 23 3 20(‐) 17 14 ‐ 3 ‐ ‐ 6
60 18 6 12(‐) 16 16 ‐ ‐ ‐ ‐ 2
61 14 2 12(‐) 14 9 ‐ 5 ‐ ‐ ‐
62 13 ‐ 13(‐) 7 4 ‐ 3 ‐ ‐ 6
63 21 6 15(‐) 18 10 ‐ 8 ‐ ‐ 3

平成元年 17 3 14(‐) 10 3 ‐ 4 ‐ 3 7
2 44 7 37(‐) 33 19 2 12 ‐ ‐ 11
3 32 11 21（‐） 25 17 ‐ 8 ‐ ‐ 7
4 26 7 19(1) 22 18 ‐ 4 ‐ ‐ 4
5 19 4 15(‐) 12 6 ‐ 6 ‐ ‐ 7
6 35 7 28(‐) 20 12 ‐ 8 ‐ ‐ 15
7 51 15 36(1) 43 18 1 22 ‐ 2 8
8 62 8 54(‐) 51 39 ‐ 12 ‐ ‐ 11
9 74 11 63（1） 49 36 ‐ 13 ‐ ‐ 25
10 90 25 65(1) 69 40 1 26 ‐ 2 21
11 118 21 97 81 58 ‐ 23 ‐ 37
12 179 37 142 142 101 6 35 ‐ 37
13 206 37 169 170 131 2 36 1 36
14 165 36 129 133 93 6 34 ‐ 32
15 184 32 152 139 106 4 24 5 45
16 279 45 234 221 163 9 44 5 58
17 242〔43〕 58〔‐〕 184〔43〕 195〔‐〕 141〔‐〕 6〔‐〕 40〔‐〕 8〔‐〕 47〔43〕
18 260〔185〕 47〔43〕 213〔142〕 205〔168〕 170〔155〕 2〔‐〕 32〔13〕 1〔‐〕 55〔17〕
19 302〔75〕 55〔17〕 247〔58〕 241〔59〕 195〔56〕 4〔‐〕 42〔3〕 ‐ 61〔16〕
20 260〔141〕 61〔16〕 199〔125〕 197〔114〕 169〔105〕 3〔‐〕 25〔9〕 - 63〔27〕
21 265〔119〕 63〔27〕 202〔92〕 207〔97〕 174〔87〕 4〔2〕 29〔8〕 - 58〔22〕
22 295〔151〕 58〔22〕 237〔129〕 234〔125〕 192〔112〕 8〔1〕 32〔10〕 2〔2〕 61〔26〕
23 296〔124〕 61〔26〕 235〔98〕 228〔101〕 183〔96〕 5〔2〕 38〔3〕 2〔‐〕 68〔23〕
24 368〔146〕 68〔23〕 300〔123〕 295〔114〕 244〔111〕 9〔‐〕 38〔3〕 4〔‐〕 73〔32〕
25 349〔162〕 73〔32〕 276〔130〕 272〔130〕 188〔123〕 19〔2〕 62〔4〕 3〔1〕 77〔32〕
26 356〔175〕 77〔32〕 279〔143〕 267〔140〕 211〔135〕 6〔‐〕 48〔5〕 2〔‐〕 89〔35〕
27 343〔185〕 89〔35〕 254〔150〕 262〔145〕 209〔136〕 8〔‐〕 44〔9〕 1〔‐〕 81〔40〕
28 350〔200〕 81〔40〕 269〔160〕 247〔155〕 199〔151〕 2〔‐〕 44〔4〕 2〔‐〕 103〔45〕
29 391〔178〕 103〔45〕 288〔133〕 277〔148〕 207〔145〕 16〔‐〕 52〔3〕 2〔‐〕 114〔30〕

注） ・（）内は渉外事件の内数

・平成17年以降は28条1項と2項を掲載。〔〕内は児童福祉法28条2項の事件数

・「‐」については該当数値のない場合

・空欄については記載なし

・昭和27年以前は独立した項目として計上されていない

資料： 最高裁判所事務総局『司法統計年報　３家事編』昭和27年～平成29年

資資料料77　　児児童童虐虐待待司司法法関関係係統統計計

未済
受理 既済

表表AA　　児児童童福福祉祉法法2288条条のの事事件件

資料 7　児童虐待司法関係統計
表 A　児童福祉法 28 条の事件
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未済
総数 旧受 新受 総数 認容 却下 取下げ 移送 その他

38408755641922年32和昭
0957115101174285242
792521826814264252
695351222826216262
411‐8712537217835046910572
831121571828941383341125482
3715512534325185549573113792
2316415726251163459337186503
80114491027860328223141413
2212674188411252280133323
31168931614835244222166333
01134521310458128131159243
881331183587165101166253
67429911430518318862263
57‐‐0015136315316711273
)2(583279‐43)3(631)3(641)2(57)5(12283
)‐(761247842)2(901)‐(19)2(58)2(67193
)5(87‐109313)1(521)6(631)‐(76)6(30204
)5(26‐‐181132)‐(511)‐(99)5(87)5(77114
)5(551308641)1(401)1(79)5(26)6(95124
)8(2611066111)2(98)5(69)5(55)01(15134
)8(161216772)2(89)2(79)8(26)01(95144

07‐34676)4(08)3(98)8(16)11(05154
)5(54‐345252)7(48)5(95)7(07)21(92164

46679556139)1(2115475174
26225642158)2(384674184
94‐‐3631278)5(472663194
371‐7537187)‐(2019415105
171‐47410199793707115
051278241601)9(581765125
44‐‐47881001)9(490544135
35‐13730178)11(694404145
942‐5672168)2(283553155
94‐18653178)‐(789463165
24‐36654188)2(189403175
44-16459117)1(372451185
63--6538177)6(964431195
33124573177)1(476301106
73311460116)2(56338916
35--2564127)2(887352126
551-1711709293554136

55061年元成平 105(1) 111 16 9 82 4 - 49
56--9460156)7(18940312
2570156732211)3(99564613
252‐1611828)6(28254314
531‐3521517)1(45256015
56‐2176328)1(211537416
4321285015179)9(66561317
351‐079131301)‐(221436518
451‐77812701)3(801351619
4611171181201)1(2114566101
251762102001884625111
1532811319018012506121
46136871982011535131
25700181712410314649141

9272013012555151 65 1 53
25-1642035114113576161
4534981227319312519171
04220102519315214597181
0416711513013010434191
9439881020319310497102
8454711121110119495112
9544823616317418459122
15-8852417219119587132

24 総数 290 51 239 184 32 17 129 6 106
3526787130111154651判審の失喪権親ちう　

1544474196021…021判審の止停権親ちう　

　うち管理権喪失の審判 2-52-7639

25 総数 421 106 315 300 92 42 164 2 121
0612765240111135461判審の失喪権親ちう　

45198923628158115632判審の止停権親ちう　

4-3632141261判審の失喪健理管ちう　

26 総数 397 121 276 304 85 48 160 11 93
04737614303101106071判審の失喪権親ちう　

05428823475135145702判審の止停権親ちう　

2-5252101441判審の失喪権理管ちう　

27 総数 360 93 267 260 82 35 140 3 100
53-04712863604301判審の失喪権親ちう　

16349628518129105242判審の止停権親ちう　

　うち管理権喪失の審判 --4228628

28 総数 413 97 316 301 111 40 147 3 112
2529431529880133141判審の失喪権親ちう　

85169523850220216362判審の止停権親ちう　

　うち管理権喪失の審判 1---334-4

29 総数 485 112 373 353 95 57 189 12 132
15436428291181125071判審の失喪権親ちう　

778621237633205285803判審の止停権親ちう　

　うち管理健喪失の審判 5-----415

注)

資料：

済既理受

表B　親権または管理権の喪失の宣告及びその取消し（全国家庭裁判所）

最高裁判所事務総局『司法統計年報 ３家事編』昭和27年～平成29年

・（）内は渉外事件の内数

・昭和23年～26年については昭和27年版を参照

・「‐」については該当数値のない場合

・空欄については記載なし

・平成24年以降は親権停止の審判を含む

表 B　親権または管理権の喪失の宣告およびその取消し （全国家庭裁判所）
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親権喪失等 児福法28条 親権喪失等 児福法28条 親権喪失等 児福法28条

昭和23年 229 昭和46 59(5) 23 平成6年 112(1) 28(‐)
24 258 47 112(1) 17(‐) 7 66(9) 36(1)
25 246 48 83 19(‐) 8 122(‐) 54(‐)
26 261 49 74(5) 17(‐) 9 108(3) 63(1)
27 405 6 50 102(‐) 22(‐) 10 112(1) 65(1) 
28 338 10 51 97(8) 15(‐) 11 88 97
29 594 6 52 85(9) 20(‐) 12 108 142
30 395 6 53 94(9) 25(‐) 13 102 169
31 282 8 54 96(11) 28(3) 14 130 129
32 225 10 55 82(2) 14(‐) 15 103 152
33 244 13 56 87(‐) 11(‐) 16 114 234
34 182 8 57 81(2) 11(‐) 17 139 184〔43〕
35 156 5 58 73(1) 15(‐) 18 125 213〔142〕
36 138 20 59 69(6) 20(‐) 19 103 247〔58〕
37 135 7 60 74(1) 12(‐) 20 139 199〔125〕
38 146(3) 15 61 65(2) 12(‐) 21 110 202〔92〕
39 91(‐) 7 62 88(2) 13(‐) 22 147 237〔129〕
40 136(6) 9 63 92(2) 15(‐) 23 119 235〔98〕
41 99(‐) 6 平成元年 105(1) 14(‐) 24 239 300〔123〕
42 97(1) 14 2 81(7) 37(‐) 25 315 276〔130〕
43 96(5) 26 3 99(3) 21(‐) 26 276 279〔143〕
44 97(2) 7 4 82(6) 19(1) 27 267 254〔150〕
45 89(3) 5 5 54(1) 15(‐) 28 316 269〔160〕

29 373 288〔133〕

注)

資料： 最高裁判所事務総局『司法統計年報 ３家事編』昭和27～平成29年

表C　親権喪失等・児童福祉法28条の新受件数

・()内は渉外事件の内数

・「‐」については該当数値のない場合

・昭和23年～昭和26年については昭和27年版を参照

・平成24年以降は親権停止の審判を含む

・平成17年以降は児童福祉法28条1項と2項を記載。〔〕内は28条2項の事件数

表 C　親権喪失等 ・ 児童福祉法 28 条の新受件数
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未済
総数 旧受 新受 総数 認容 却下 取下げ その他

昭和28年 46
29 27
30 19
31 28
32 19
33 35
34 31
35 30
36 14
37 10
38 6
39 10
40 13
41 7 …
42 5 …
43 18 …
44 9 …
45 8 …
46 15 …
47 9 …
48 6 …
49 5 …
50 16 …
51 10 …
52 11 …
53 4 …
54 14 …
55 14 …
56 23 2 21 18 6 ‐ 11 1 5
57 26 5 21 18 9 ‐ 9 ‐ 8
58 24 8 16 17 9 1 7 ‐ 7
59 33 9 24 25 10 1 13 1 8
60 33 6 27 24 4 4 13 3 9
61 29 7 22 23 10 2 11 ‐ 6
62 37 8 29 20 7 2 11 ‐ 17
63 50 17 33 37 13 2 19 3 13

平成元年 59 13 46 40 23 1 16 ‐ 19
2 44 19 25 27 10 3 14 ‐ 17
3 40 17 23 30 12 3 14 1 10
4 29 10 19 23 10 2 10 1 6
5 48 6 42 39 22 3 11 3 9
6 56 9 47 38 17 4 15 2 18
7 50 18 32 40 6 2 31 1 10
8 52(23) 46(19) 12(6) 6(‐) 26(13) 2(‐) 16(6)
9 55(19) 57(23) 21(6) 1(‐) 34(16) 1(1) 14(2)
10 53(30) 57(28) 28(21) 7(2) 22(5) ‐ 10(4)
11 55 49 19 6 22 2 16
12 65 68 26 2 37 3 12
13 68 53 19 10 21 3 27
14 65 68 17 21 29 19 24
15 75 74 31 8 34 1 25
16 82 74 23 11 40 ‐ 33
17 106 108 36 15 56 1 31
18 94 101 38 17 43 3 24
19 96 92 39 7 40 6 28
20 100 105 36 12 51 6 23
21 123 115 58 9 38 10 31
22 99 92 49 12 25 6 38
23 131 129 69 15 39 6 40
24 225 213 134 9 49 21 51
25 259 272 166 22 69 15 38
26 214 216 104 16 74 22 36
27 267 262 147 17 68 30 39
28 253 245 88 23 119 15 45
29 218 221 76 19 119 7 42

注)

資料：

受理 既済

表表DD　　親親権権者者、、管管理理権権者者等等のの職職務務執執行行停停止止又又はは職職務務代代行行者者選選任任のの申申立立てて（（全全国国家家庭庭裁裁判判所所））

最高裁判所事務総局『司法統計年報　３家事編』昭和27年～平成29年

・空欄については記載なし

・()内は特に親権喪失等に関して申立てが行われた数

・「‐」については該当数値のない場合、…については不詳、表示省略または調査対象外の場合

表 D　親権者、管理権者等の職務執行停止または職務代行者選任の申立て （全国家庭裁判所）
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未済
総数 旧受 新受 総数 認容 却下 取下げ その他

平成20年 - - - - - - -
21 - - - - - - -
22 3 2 - - 2 - 1
23 1 - - - - - 2
24 - 1 1 - - - -
25 - - - - - - -
26 1 1 - - - 1 -
27 1 - - - - - 1
28 - 1 - - 1 - -
29 1 1 1 - - - -

注）

資料：

28条1項認容審判 28条2項認容審判

総数
うち勧告の
あったもの

総数
うち勧告の
あったもの

平成17年度 121 15 84 17
18 164 22 69 6
19 165 23 68 10
20 145 16 88 7
21 152 20 77 22
22 176 22 89 8
23 162 19 82 13
24 234 35 106 14
25 181 22 113 19
26 214 45 135 10

平成27年 209 20 136 19
28 199 20 151 15
29 207 30 145 6
30 266 26 139 11

注)

資料：

1回目の
期間更新

2回目の
期間更新

3回目の
期間更新

4回目の
期間更新

5回目の
期間更新

6回目の
期間更新

7回目の
期間更新

平成19年度 40 28 - - - - - 68
平成20年 41 47 - - - - - 88

21 60 17 - - - - - 77
22 50 15 24 - - - - 89
23 40 31 11 - - - - 82
24 56 26 13 11 - - - 106
25 65 25 20 3 - - - 113
26 74 43 9 2 7 - - 135
27 71 34 17 12 2 - - 136
28 68 53 15 8 2 5 - 151
29 64 38 20 10 12 1 - 145
30 69 39 11 8 9 0 3 139

注)

資料：

同『親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況 平成30年』

承認の対象
合計

・平成19年は年度単位、平成20年以降は年単位で集計

最高裁判所事務総局家庭局『児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情 平成19年度』

同『児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情 平成20年～平成26年』

同『親権制限事件及び児童福祉法28条事件の概況 平成27年～平成29年』

表表FF　　保保護護者者にに対対すするる措措置置にに関関すするる都都道道府府県県へへのの勧勧告告件件数数((児児童童福福祉祉法法2288条条66項項))

・平成17年から平成26年までは年度単位、平成27年以降は年単位で集計

最高裁判所事務総局家庭局『児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情　平成17年度～平成26年度』　

同『親権制限事件及び児童福祉法28条事件の概況　平成27年～平成29年』

同『親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況　平成30年』

表表GG　　施施設設入入所所等等のの措措置置のの期期間間のの更更新新回回数数((児児童童福福祉祉法法2288条条22項項))

受理 既済

表表EE　　児児童童のの身身辺辺へへののつつききままとといい又又はは住住所所等等のの付付近近ののははいいかかいい禁禁止止のの申申立立てて
（（全全国国家家庭庭裁裁判判所所））

（（旧旧・・特特別別家家事事審審判判規規則則1188条条のの22、、現現・・家家事事事事件件手手続続法法223399条条））

最高裁判所事務総局『司法統計年報 ３家事編』平成20年～平成29年
・空欄については記載なし
・「‐」については該当数値のない場合

表 E　児童の身辺へのつきまといまたは住所等の付近のはいかい禁止の申立て
（全国家庭裁判所）

（旧 ・ 特別家事審判規則 18 条の 2、 現 ・ 家事事件手続法 239 条）

表 F　保護者に対する措置に関する都道府県への勧告件数 ( 児童福祉法 28 条 6 項 )

表 G　施設入所等の措置の期間の更新回数 ( 児童福祉法 28 条 2 項 )
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‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

1
1

6
‐

1
1
4

1
1
7

8
7

‐
‐

3
3

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

9
1
0

‐
‐

1
5

1
4
0

1
0
5

‐
‐

3
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

8
6

‐
‐

1
6

1
8
6

1
4
7

‐
‐

4
1

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

7
8

‐
‐

1
7

1
7
6

1
4
7

‐
‐

2
2

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

6
5

‐
‐

1
8

1
8
5

1
6
3

‐
‐

3
2

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

4
4

1
‐

1
9

2
3
5

1
8
2

‐
‐

4
1

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

1
4

9
2

2
2
0

2
3
0

1
7
3

‐
‐

3
2

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

9
8

‐
‐

2
1

2
3
0

2
1
4

‐
‐

3
2

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

1
4

9
1

1
2
2

2
5
5

2
3
9

‐
‐

1
6

2
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
5

9
1

1
2
3

2
6
7

2
1
8

‐
‐

9
6

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

8
7

‐
‐

2
4

2
9
4

2
4
4

‐
‐

3
8

1
4

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

2
6

2
1

‐
‐

2
5

3
1
8

2
7
7

‐
‐

1
1

6
3
4

2
9

2
3

‐
‐

1
1

2
2

5
6

4
4

1
1

2
6

3
5
0

2
6
7

-
-

3
6

1
8

1
3

1
1

-
-

2
-

1
0

8
4
0

4
5

2
2

2
7

2
7
7

2
0
8

-
-

4
5

4
5

2
5

2
-

-
-

-
-

-
-

5
2

4
6

-
-

2
8

3
1
7

2
3
7

-
-

1
1

5
4
8

4
0

-
2

-
-

3
2

-
-

9
2

6
8

2
1

2
9

2
5
5

1
8
2

7
8

7
0

1
1

8
3
0

2
3

-
-

-
-

3
-

2
2

7
1

6
7

-
-

注
)
「

‐
」

に
つ

い
て

は
係

数
の

な
い

場
合

資
料

：

親
権
停
止
審
判
の
請
求

管
理
権
喪
失
審
判
の
請

求
親
権
喪
失
審
判
取
消
し

の
請
求

親
権
停
止
審
判
取
消
し

の
請
求

管
理
権
喪
失
審
判
取
消

し
の
請
求

表表
HH
　　

児児
童童

相相
談談

所所
にに

おお
けけ

るる
親親

権権
・・

後後
見見

人人
関関

係係
請請

求求
・・

承承
認認

件件
数数

児
童
福
祉
法
2
8
条
第
2

項
に
よ
る
措
置

厚
生

省
大

臣
官

房
統

計
情

報
部

『
社

会
福

祉
行

政
業

務
報

告
 
(
厚

生
省

報
告

例
)
』

昭
和

4
9
年

度
～

平
成

1
1
年

度

平
成

2
2
年

度
に

つ
い

て
は

、
東

日
本

大
震

災
の

影
響

に
よ

り
、

福
島

県
を

除
い

て
集

計
し

た
数

値
で

あ
る

。

厚
生

労
働

省
大

臣
官

房
統

計
情

報
部

『
社

会
福

祉
行

政
業

務
報

告
 
(
福

祉
行

政
報

告
例

)
』

平
成

1
2
年

度
～

平
成

2
0
年

度

厚
生

労
働

省
大

臣
官

房
統

計
情

報
部

『
福

祉
行

政
報

告
例

』
平

成
2
1
年

度
～

平
成

2
9
年

度

後
見
人
解
任
の
請
求

児
童
福
祉
法
2
8
条
第
1
項

第
1
号
・
第
2
号
に
よ
る

措
置

親
権
喪
失
審
判
の
請
求

後
見
人
選
任
の
請
求

表
H

　
児

童
相

談
所

に
お

け
る

親
権

・
後

見
人

関
係

請
求

・
承

認
件

数
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知事勧告 家庭裁判所勧告
平成17年度 ‐ 9

18 1 16
19 2 31
20 2 35
21 ‐ 34
22 ‐ 16
23 ‐ 15
24 ‐ 5
25 ‐ 27
26 - 27
27 - 8
28 - 12
29 - 6

注)

資料：

表表II　　児児童童相相談談所所ににおおけけるる知知事事勧勧告告件件数数及及びび家家庭庭裁裁判判所所勧勧告告件件数数

厚生労働省大臣官房統計情報部『社会福祉行政業務報告 (福祉行政報告例)』平成15年度～平成

「‐」については係数のない場合

厚生労働省大臣官房統計情報部『福祉行政報告例』平成21年度～平成29年度

平成22年度については、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値である。

成20年度

表 I　児童相談所における知事勧告件数及び家庭裁判所勧告件数

表 J　嬰児殺の検挙人員

計 男 女 女子比
昭和48年 196 156 145 11 134 92,4

49 190 160 153 13 140 91,5
50 207 177 156 17 139 89,1
51 183 161 152 19 133 87,5
52 187 168 151 12 139 92,1
53 163 149 137 12 125 91,2
54 165 142 120 9 111 92,5
55 167 154 122 7 115 94,3
56 138 123 111 9 102 91,9
57 138 124 118 9 109 92,4
58 146 127 106 6 100 94,3
59 112 106 97 9 88 90,7
60 129 120 109 10 99 90,8
61 99 93 78 3 75 69,2
62 107 102 87 5 82 94,3
63 91 78 70 4 66 94,3

平成元年 85 74 56 5 51 91,1
2 82 81 69 3 66 95,7
3 71 64 47 2 45 95,7
4 67 57 49 1 48 98,0
5 66 63 57 5 52 91,2
6 45 43 34 2 32 94,1
7 52 49 38 4 34 89,5
8 52 51 39 6 33 84,6
9 41 40 38 3 35 92,1

10 38 37 32 4 28 87,5

11 26 24 19 ‐ 19 100
12 33 31 29 4 25 86,2
13 40 33 35 4 31 88,6
14 29 25 21 1 20 95,2
15 27 26 18 6 12 66,7
16 24 23 21 1 20 95,2
17 27 23 19 1 18 94,7
18 22 21 17 1 16 94,1
19 23 22 18 0 18 100
20 28 25 19 2 17 89,4
21 17 17 12 1 11 91,6
22 13 11 10 1 9 90,0
23 20 20 19 0 19 100
24 13 12 11 0 11 100
25 12 12 11 0 11 100
26 12 12 13 1 12 92,3
27 18 18 10 0 10 100
28 14 13 13 4 9 69,2
29 11 11 11 2 9 81,8

注）
資料：

のホームページ上で情報公開されている。

検挙人員
認知件数 検挙件数

表表JJ　　嬰嬰児児殺殺のの検検挙挙人人員員

警察庁　犯罪統計書　『昭和48年の犯罪』～『平成29年の犯罪』 平成12年以降
・「‐」については該当数値のないもの
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致死
①検挙件数

平成11年 120 19 42 15 1 ‐ 12 3 20 4 19
12 186 31 92 20 4 ‐ 15 9 13 2 20
13 189 31 97 23 8 ‐ 4 5 17 3 24
14 172 19 94 18 5 1 7 4 20 - 22
15 157 23 80 17 6 ‐ 6 3 16 3 20
16 229 30 128 22 16 1 15 8 12 3 16
17 222 24 125 17 9 ‐ 16 7 7 2 32
18 297 48 133 15 14 1 14 26 20 2 39
19 300 39 156 15 16 2 22 10 16 1 38
20 307 45 135 19 19 5 16 18 18 2 49
21 335 23 183 12 22 4 26 18 7 4 48
22 354 27 201 14 35 4 16 10 16 1 44
23 384 31 191 41 5 22 15 14 1 64
24 472 31 227 76 3 33 33 9 1 59
25 467 31 207 89 3 20 20 14 0 83
26 698 32 330 160 6 28 35 8 1 98
27 785 42 346 235 13 22 29 5 - 93
28 1041 44 452 316 18 34 45 12 2 118
29 1116 46 471 347 9 43 57 13 1 129

②検挙人員

平成11年 130 20 48 18 1 ‐ 12 3 22 5 19
12 208 35 105 26 4 ‐ 15 9 17 3 20
13 216 38 109 32 9 ‐ 4 5 23 3 25
14 184 20 101 20 5 1 7 4 25 ‐ 21
15 183 26 98 25 6 ‐ 6 3 20 4 20
16 253 33 142 29 16 1 16 8 16 3 18
17 242 25 141 19 9 ‐ 16 7 8 3 33
18 329 49 153 19 15 1 14 27 27 3 40
19 323 39 171 17 16 3 22 10 21 1 40
20 319 45 144 23 18 5 16 17 21 3 50
21 356 25 196 14 22 6 26 18 9 5 49
22 387 29 220 18 37 7 16 11 20 1 46
23 409 32 203 20 41 6 22 15 23 1 66
24 486 31 235 10 76 3 33 33 14 1 60
25 482 32 211 13 90 4 21 20 20 - 84
26 719 33 341 7 160 8 29 35 11 1 101
27 811 42 362 14 239 17 22 29 5 - 95
28 1071 45 465 7 317 24 35 45 20 63 2 55
29 1153 50 493 12 347 11 45 58 17 46 1 85

注) ・無理心中及び出産直後の嬰児殺を除く

資料： 法務省法務総合研究所　『犯罪白書』平成11年版～30年版　大蔵省印刷局(～平成12年)、財務省印刷局(平成13・14年)、国立印刷局(平成15年～)

・空欄については記載なし

表表KK　　児児童童虐虐待待にに係係るる検検挙挙件件数数・・検検挙挙人人員員

・罪名の「その他」について平成18年までは児童福祉法違反および少年保護条例違反である。平成19年は暴力行為等処罰法違反、児童福祉法違反、児童買

春・児童ポルノ禁止法違反、青少年保護育成条例違反、覚せい剤取締法違反及び学校教育法違反である。（平成19年は、暴力行為等処罰法違反及び覚せい

剤取締法違反はなかった。）

総数 殺人
傷害 保護責任

者遺棄
重過失致
死傷

児童福祉
法

・「‐」　については該当数値が０のとき又は非該当のとき

その他暴行 逮捕監禁
強姦（強制
性交等）

強制わい
せつ

・平成28年までは「強姦」、平成29年以降は「強制性交等」

表 K　児童虐待に係る検挙件数 ・ 検挙人員
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1)全事件
　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年 60 22 47 8 64 1 6
13 50 31 46 9 74 2 4
14 43 34 34 5 60 3 5
15 49 40 23 7 58 2 4
16 81 41 30 11 72 7 11
17 77 47 43 1 69 3 2
18 86 56 52 24 96 8 7
19 91 55 46 23 97 1 ‐ 10
20 85 66 52 18 95 2 - 1
21 118 67 53 13 98 2 - 5
22 109 86 64 9 108 4 3 4
23 134 82 60 10 119 1 2 1
24 186 100 77 15 102 4 2 -
25 180 118 49 24 101 6 2 2
26 298 149 84 15 158 7 1 7
27 336 152 99 27 180 6 4 7
28 459 170 112 44 266 6 - 14
29 483 197 118 44 287 9 4 11

2)殺人
　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年 9 ‐ 3 ‐ 23 ‐ ‐
13 5 ‐ 4 1 26 ‐ 2
14 3 1 ‐ ‐ 15 ‐ 1
15 6 1 3 ‐ 16 ‐ ‐
16 7 2 ‐ 1 21 1 1
17 2 1 2 ‐ 20 ‐ ‐
18 10 2 3 ‐ 34 ‐ ‐
19 7 ‐ ‐ 1 29 ‐ ‐ 2
20 8 - 1 1 34 1 - -
21 6 - 1 - 17 - - 1
22 4 2 1 - 22 - - -
23 6 1 1 - 24 - - -
24 4 1 - - 26 - - -
25 7 3 - 1 21 - - -
26 5 2 - - 24 - - 2
27 7 - - - 34 - - 1
28 4 1 - - 40 - - -
29 9 1 3 1 35 - - 1

　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年 28(8) 10(-) 31(7) 3(-) 26(9) 1(-) 6(2)
13 30(5) 14(3) 31(9) 3(2) 27(10) 2(2) 2(1)
14 23(2) 14(2) 29(4) 4(1) 24(7) 3(2) 4(2)
15 25(5) 24(5) 17(4) 1(1) 27(8) 2(-) 2(2)
16 48(10) 20(2) 21(2) 6(2) 32(9) 6(1) 9(3)
17 48(7) 23(1) 28(2) ‐ 37(8) 3(1) 2(-)
18 42(5) 26(3) 29(3) 6(1) 36(5) 8(-) 6(2)
19 57(4) 24(2) 28(2) 11(3) 44(6) 1(-) - 6(-)
20 48(8) 24(2) 29(3) 6(2) 35(7) 1(-) - 1(1)
21 78(2) 29(-) 31(3) 4(1) 48(7) 2(1) - 4(-)
22 64(4) 48(5) 42(2) 1(-) 57(6) 4(1) 2(-) 2(-)
23 67(6) 24(2) 37(3) 6(1) 66(7) - 2(-) 1(1)
24 91(1) 34(-) 48(2) 8(1) 48(6) 4(-) 2(-) -
25 90(9) 49(-) 21(2) 4(1) 43(2) 3(-) - 1(-)
26 157(2) 50(-) 38(1) 8(1) 79(2) 6(1) 1(-) 2(-)
27 147(7) 66(2) 47(-) 9(1) 82(4) 5(-) 3(-) 3(-)
28 208(2) 63(-) 55(1) 14(-) 112(3) 4(-) - 9(1)
29 206(4) 82(1) 61(2) 12(-) 122(5) 4(-) 1(-) 5(-)

表表LL　　児児童童虐虐待待にに係係るる加加害害者者とと被被害害者者ととのの関関係係((事事件件別別））

父親等 母親等

父親等 母親等

父親等 母親等
3)傷害・傷害致死

注）無理心中、出産直後の嬰児殺を除く

注) ()内は傷害致死事件の内数

　　　傷害事件件数には傷害致死事件件数も含まれる

表 L　児童虐待に係る加害者と被害者との関係 ( 事件別）
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4)暴行
　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年 1 1 1 ‐ 1 ‐ ‐
13 5 ‐ 2 ‐ 2 ‐ ‐
14 2 ‐ 1 ‐ 2 ‐ ‐
15 4 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1
16 7 2 4 ‐ 3 ‐ ‐
17 4 2 1 ‐ 2 ‐ ‐
18 7 5 1 1 1 ‐ ‐
19 6 1 5 ‐ 4 ‐ ‐ ‐
20 10 2 3 1 2 - - -
21 7 5 3 - 7 - - -
22 12 8 7 4 4 - 1 1
23 22 8 6 - 4 1 - -
24 44 15 8 2 7 - - -
25 41 18 9 2 16 2 2 -
26 84 29 14 2 29 - - 2
27 128 27 26 9 47 1 - 1
28 172 35 13 12 80 2 - 3
29 178 40 22 16 82 3 2 4

　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年
13
14 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
15
16 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐
17
18 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐
19 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐
20 - 1 1 2 7 - - -
21 2 1 - 1 2 - - -
22 1 1 2 - 3 - - -
23 4 - - - 2 - - -
24 1 - - 1 1 - - -
25 1 1 1 - 1 - - -
26 4 1 - - 3 - - -
27 5 3 1 - 7 - - 1
28 8 1 3 3 8 - - 1
29 4 2 1 - 3 1 - -

　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年 5 2 7 1 ‐ ‐ ‐
13 1 1 ‐ 2 ‐ ‐ ‐
14 2 4 1 ‐ ‐ ‐ ‐
15 1 3 ‐ 2 ‐ ‐ ‐
16 9 4 1 1 1 ‐ ‐
17 6 6 3 1 ‐ ‐ ‐
18 4 6 3 1 ‐ ‐ ‐
19 6 11 2 2 1 ‐ ‐ ‐
20 5 5 2 3 1 - - -
21 9 10 5 1 1 - - -
22 5 6 5 - - - - -
23 2 10 3 - - - - -
24 10 14 7 2 - - - -
25 7 7 6 - 1 - - -
26 8 16 3 1 1 - - -
27 5 11 5 1 - - - -
28 9 13 7 5 1 - - -
29 17 17 8 1 2 - - -

父親等 母親等

父親等

父親等 母親等

母親等
6)強姦（強制性交等）

注) 平成28年までは「強姦」、平成29年以降は「強制性交等」

5)逮捕監禁
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　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年 2 1 3 3 ‐ ‐ ‐
13 1 1 3 ‐ ‐ ‐ ‐
14 1 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐
15 ‐ 1 ‐ 2 ‐ ‐ ‐
16 ‐ 6 1 1 ‐ ‐ ‐
17 2 4 1 ‐ ‐ ‐ ‐
18 4 7 5 10 1 ‐ ‐
19 ‐ 5 4 1 ‐ ‐ ‐ ‐
20 4 8 4 1 - - - -
21 2 7 7 2 - - - -
22 1 3 5 1 1 - - -
23 2 10 3 - - - - -
24 10 16 5 2 - - - -
25 5 8 1 6 - - - -
26 7 17 7 2 2 - - -
27 3 12 10 4 - - - -
28 9 18 13 4 1 - - -
29 15 25 10 6 2 - - -

　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年 3 1 1 ‐ 12 ‐ ‐
13 3 2 1 ‐ 17 ‐ ‐
14 5 ‐ 1 ‐ 19 ‐ ‐
15 4 2 ‐ ‐ 13 ‐ 1
16 4 ‐ ‐ ‐ 11 ‐ 1
17 1 ‐ ‐ ‐ 7 ‐ ‐
18 6 ‐ 2 ‐ 18 ‐ 1
19 2 ‐ 1 1 15 ‐ ‐ 2
20 1 - 3 - 17 - - -
21 1 - 1 - 7 - - -
22 3 - - - 16 - - 1
23 8 1 1 1 12 - - -
24 4 1 - - 9 - - -
25 6 1 1 - 11 1 - -
26 2 1 - - 6 1 - 1
27 1 - - 1 3 - - -
28 5 - 3 - 12 - - -
29 5 - 2 - 9 - 1 -

　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年 1 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐
13 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ ‐
14 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
15 4 2 ‐ ‐ 13 ‐ 1
16 2 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐
17 1 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐
18 1 ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐
19 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
20 1 - - - 2 - - -
21 2 - 1 - 2 - - -
22 - - - - 1 - - -
23 - - - - 1 - - -
24 - - - - 1 - - -
25 - - - - - - - -
26 - - - - 1 - - -
27 - - - - - - - -
28 2 - - - - - - -
29 - - - - 1 - - -

母親等

8)保護責任者遺棄
父親等 母親等

9)重過失致死傷
父親等

7)強制わいせつ
父親等 母親等
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　　　加害者

　年 実父 養父・継父
母親の内縁

の夫
その他
(男性)

実母 養母・継母
父親の内縁

の妻
その他
(女性)

平成12年 11 7 1 1 ‐ ‐ ‐
13 4 13 4 3 1 ‐ ‐
14 7 12 1 1 ‐ ‐ ‐
15 8 8 2 2 ‐ ‐ ‐
16 4 7 3 2 2 ‐ ‐
17 13 11 8 ‐ 1 ‐ ‐
18 12 10 9 6 3 ‐ ‐
19 11 14 5 7 3 ‐ ‐ ‐
20 8 26 9 4 3 - - -
21 11 15 4 5 14 - - -
22 19 18 2 3 4 - - -
23 18 31 7 1 9 - - -
24 22 19 9 - 10 - - -
25 23 31 10 11 8 - - 1
26 31 33 22 2 13 - - -
27 40 33 10 3 7 - 1 1
28 42 39 18 6 12 - - 1
29 49 30 11 8 31 1 - 1

注)

資料：

・罪名の「その他」について平成18年までは児童福祉法違反および少年保護条例違反である。平成19年は暴力行為等処罰法
違反、児童福祉法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、青少年保護育成条例違反、覚せい剤取締法違反および学校教育
法違反である。（平成19年は、暴力行為等処罰法違反および覚せい剤取締法違反はなかった。）

・加害者の｢その他」について平成18年までは祖父母等である。平成19年は祖父母、伯(叔)父母、父母の友人・知人等で保護
者と認められる者である。

法務省法務総合研究所　『犯罪白書』　平成11年版～平成30年版　大蔵省印刷局(～平成12年)、財務省印刷局(平成13・14
年)、国立印刷局(平成15年～)

父親等 母親等
10)その他(児童福祉法違反、青少年保護条例違反など)

・空欄については記載なし

・「‐」については該当数値が０のときまたは非該当のとき
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①平成12年

致死

総数 208 35 105 26 4 15 9 17 3 20

父親等 137 12 72 15 3 15 9 5 1 20

実父 60 9 28 8 1 5 2 3 1 11

養父・継父 22 - 10 - 1 2 1 1 - 7

母親の内縁の夫 47 3 31 7 1 7 3 1 - 1

その他 8 - 3 - - 1 3 - - 1

母親等 71 23 33 11 1 - - 12 2 -

実母 64 23 26 9 1 - - 12 2 -

養母・継母 1 - 1 - - - - - - -

その他 6 - 6 2 - - - - - -

②平成13年

致死

総数 216 38 109 32 9 4 5 23 3 25

父親等 136 10 78 19 7 4 5 6 2 24

実父 50 5 30 5 5 1 1 3 1 4

養父・継父 31 - 14 3 - 1 1 2 - 13

母親の内縁の夫 46 4 31 9 2 - 3 1 1 4

その他 9 1 3 2 - 2 - - - 3

母親等 80 28 31 13 2 - - 17 1 1

実母 74 26 27 10 2 - - 17 1 1

養母・継母 2 - 2 2 - - - - - -

その他 4 2 2 1 - - - - - -

③平成14年

致死

総数 184 20 101 20 5 1 7 4 25 - 21

父親等 116 4 70 9 3 1 7 4 6 - 21

実父 43 3 23 2 2 - 2 1 5 - 7

養父・継父 34 1 14 2 - 1 4 2 - - 12

母親の内縁の夫 34 - 29 4 1 - 1 1 1 - 1

その他 5 - 4 1 - - - - - - 1

母親等 68 16 31 11 2 - - - 19 - -

実母 60 15 24 7 2 - - - 19 - -

養母・継母 3 - 3 2 - - - - - - -

その他 5 1 4 2 - - - - - - -

④平成15年

致死

総数 183 26 98 25 6 6 3 20 4 20

父親等 119 10 67 15 5 6 3 6 2 20

実父 49 6 25 5 4 1 - 4 1 8

養父・継父 40 1 24 5 - 3 1 2 1 8

母親の内縁の夫 23 3 17 4 1 - - - - 2

その他 7 - 1 1 - 2 2 - - 2

母親等 64 16 31 10 1 - - 14 2 -

実母 58 16 27 8 - - - 13 2 -

養母・継母 2 - 2 - - - - - - -

その他 4 - 2 2 1 - - 1 - -

その他

殺人
傷害

その他

保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

総数 殺人
傷害

暴行

保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

逮捕監禁
強制わい

せつ
強姦

保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他

保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他

加害者

加害者 総数

暴行 逮捕監禁

強制わい
せつ

強姦
強制わい

せつ
加害者 総数

傷害

殺人
傷害

暴行 逮捕監禁 強姦

暴行 逮捕監禁 強姦

表表MM　　児児童童虐虐待待にに係係るる加加害害者者とと被被害害者者ととのの関関係係　　((年年別別））

強制わい
せつ

加害者 総数 殺人

表 M　児童虐待に係る加害者と被害者との関係　( 年別）
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⑤平成16年

致死

総数 253 33 142 29 16 1 16 8 16 3 18

父親等 163 10 95 16 13 - 15 8 4 2 16

実父 81 7 48 10 7 - 9 - 4 2 4

養父・継父 41 2 20 2 2 - 4 6 - - 7

母親の内縁の夫 30 - 21 2 4 - 1 1 - - 3

その他 11 1 6 2 - - 1 1 - - 2

母親等 90 47 47 13 3 1 1 - 12 1 2

実母 72 32 32 9 3 1 1 - 11 1 2

養母・継母 7 6 6 1 - - - - - - -

その他 11 9 9 3 - - - - 1 - -

⑥平成17年

致死

総数 242 25 141 19 9 - 16 7 8 3 33

父親等 168 5 99 10 7 - 16 7 1 1 32

実父 77 2 48 7 4 - 6 2 1 1 13

養父・継父 47 1 23 1 2 - 6 4 - - 11

母親の内縁の夫 43 2 28 2 1 - 3 1 - - 8

その他 1 - - - - - 1 - - - -

母親等 74 20 42 9 2 - - - 7 2 1

実母 69 20 37 8 2 - - - 7 2 1

養母・継母 3 - 3 1 - - - - - - -

その他 2 - 2 - - - - - - - -

致死

総数 329 49 153 19 15 1 14 27 27 3 40

父親等 218 15 103 12 14 - 14 26 8 1 37

実父 86 10 42 5 7 - 4 4 6 1 12

養父・継父 56 2 26 3 5 - 6 7 - - 10

母親の内縁の夫 52 3 29 3 1 - 3 5 2 - 9

その他 24 - 6 1 1 - 1 10 - - 6

母親等 111 34 50 7 1 1 - 1 19 2 3

実母 96 34 36 5 1 1 - 1 18 2 3

養母・継母 8 - 8 - - - - - - - -

その他 7 - 6 2 - - - - 1 - -

⑧平成19年

致死

総数 323 39 171 17 16 3 22 10 21 1 40

父親等 215 8 120 11 12 2 21 10 4 1 37

実父 91 7 57 4 6 1 6 ‐ 2 1 11

養父・継父 55 ‐ 24 2 1 ‐ 11 5 ‐ ‐ 14

母親の内縁の夫 46 ‐ 28 2 5 1 2 4 1 ‐ 5

その他(男性) 23 1 11 3 ‐ ‐ 2 1 1 ‐ 7

母親等 108 31 51 6 4 1 1 ‐ 17 ‐ 3

実母 97 29 44 6 4 1 1 ‐ 15 ‐ 3

養母・継母 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

父親の内縁の妻 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

その他(女性) 10 2 6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐

重過失致
死傷

その他加害者 総数 殺人
傷害

暴行 逮捕監禁 強姦
強制わい

せつ

強制わい
せつ

保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他
傷害

暴行 逮捕監禁 強姦加害者 総数 殺人

強制わい
せつ

保護責任
者遺棄

逮捕監禁 強姦

保護責任
者遺棄

加害者 総数 殺人
傷害

暴行

⑦平成18年

強姦
強制わい

せつ
逮捕監禁

重過失致
死傷

その他

保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他加害者 総数 殺人
傷害

暴行
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⑨平成20年

致死

総数 319 45 144 23 18 5 16 17 21 3 50

父親等 221 10 107 15 16 4 15 17 4 1 47

実父 85 8 48 8 10 - 5 4 1 1 8

養父・継父 66 - 24 2 2 1 5 8 - - 26

母親の内縁の夫 52 1 29 3 3 1 2 4 3 - 9

その他(男性) 18 1 6 2 1 2 3 1 - - 4

母親等 98 35 37 8 2 1 1 - 17 2 3

実母 95 34 35 7 2 1 1 - 17 2 3

養母・継母 2 1 1 - - - - - - - -

父親の内縁の妻 - - - - - - - - - - -

その他(女性) 1 - 1 1 - - - - - - -

⑩平成21年

致死

総数 356 25 196 14 22 6 26 18 9 5 49

父親等 251 7 142 6 15 4 25 18 2 3 35

実父 118 6 78 2 7 2 9 2 1 2 11

養父・継父 67 - 29 - 5 1 10 7 - - 15

母親の内縁の夫 53 1 31 3 3 - 5 7 1 1 4

その他(男性) 13 - 4 1 - 1 1 2 - - 5

母親等 105 18 54 8 7 2 1 - 7 2 14

実母 98 17 48 7 7 2 1 - 7 2 14

養母・継母 2 - 2 1 - - - - - - -

父親の内縁の妻 - - - - - - - - - - -

その他(女性) 5 1 4 - - - - - - - -

⑪平成22年

致死

総数 387 29 220 18 37 7 16 11 20 1 46

父親等 268 7 155 11 31 4 16 10 3 - 42

実父 109 4 64 4 12 1 5 1 3 - 19

養父・継父 86 2 48 5 8 1 6 3 - - 18

母親の内縁の夫 64 1 42 2 7 2 5 5 - - 2

その他(男性) 9 - 1 - 4 - - 1 - - 3

母親等 119 22 65 7 6 3 - 1 17 1 4

実母 108 22 57 6 4 3 - 1 16 1 4

養母・継母 4 - 4 1 - - - - - - -

父親の内縁の妻 3 - 2 - 1 - - - - - -

その他(女性) 4 - 2 - 1 - - - 1 - -

⑫平成23年

致死

総数 409 32 203 20 41 6 22 15 23 1 66

父親等 286 8 134 12 36 4 21 15 11 - 57

実父 134 6 67 6 22 4 7 2 8 - 18

養父・継父 82 1 24 2 8 - 7 10 1 - 31

母親の内縁の夫 60 1 37 3 6 - 5 3 1 - 7

その他(男性) 10 - 6 1 - - 2 - 1 - 1

母親等 123 24 69 8 5 2 1 - 12 1 9

実母 119 24 66 7 4 2 1 - 12 1 9

養母・継母 1 - - - 1 - - - - - -

父親の内縁の妻 2 - 2 - - - - - - - -

その他(女性) 1 - 1 1 - - - - - - -

強姦
強制わい

せつ
保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他
傷害

暴行 逮捕監禁

強姦
強制わい

せつ
保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他加害者 総数 殺人
傷害

暴行 逮捕監禁

暴行 逮捕監禁 強姦
強制わい

せつ

加害者 総数 殺人

保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他加害者 総数 殺人
傷害

加害者 総数 殺人
傷害

暴行 逮捕監禁 強姦
強制わい

せつ
保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他
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⑬平成24年

致死

総数 486 31 235 10 76 3 33 33 14 1 60

父親等 378 5 181 4 69 2 33 33 5 - 50

実父 186 4 91 1 44 1 10 10 4 - 22

養父・継父 100 1 34 - 15 - 14 16 1 - 19

母親の内縁の夫 77 - 48 2 8 - 7 5 - - 9

その他(男性) 15 - 8 1 2 1 2 2 - - -

母親等 108 26 54 6 7 1 - - 9 1 10

実母 102 26 48 6 7 1 - - 9 1 10

養母・継母 4 - 4 - - - - - - - -

父親の内縁の妻 2 - 2 - - - - - - - -

その他(女性) - - - - - - - - - - -

⑭平成25年

致死

総数 482 32 211 13 90 4 21 20 20 - 84

父親等 371 11 164 11 70 3 20 20 8 - 75

実父 180 7 90 9 41 1 7 5 6 - 23

養父・継父 118 3 49 - 18 1 7 8 1 - 31

母親の内縁の夫 49 - 21 2 9 1 6 1 1 - 10

その他(男性) 24 1 4 - 2 - - 6 - - 11

母親等 111 21 47 2 20 1 1 - 12 - 9

実母 101 21 43 2 16 1 1 - 11 - 8

養母・継母 6 - 3 - 2 - - - 1 - -

父親の内縁の妻 2 - - - 2 - - - - - -

その他(女性) 2 - 1 - - - - - - - 1

⑮平成26年

致死

総数 719 33 341 7 160 8 29 35 11 1 101

父親等 546 7 253 4 129 5 28 33 3 - 88

実父 298 5 157 2 84 4 8 7 2 - 31

養父・継父 149 2 50 - 29 1 16 17 1 - 33

母親の内縁の夫 84 - 38 1 14 - 3 7 - - 22

その他(男性) 15 - 8 1 2 - 1 2 - - 2

母親等 173 26 88 3 31 3 1 2 8 1 13

実母 158 24 79 2 29 3 1 2 6 1 13

養母・継母 7 - 6 1 - - - - 1 - -

父親の内縁の妻 1 - 1 - - - - - - - -

その他(女性) 7 2 2 - 2 - - - 1 - -

⑯平成27年

致死

総数 811 42 362 14 239 17 22 29 5 - 95

父親等 614 7 269 10 190 9 22 29 2 - 86

実父 336 7 147 7 128 5 5 3 1 - 40

養父・継父 152 - 66 2 27 3 11 12 - - 33

母親の内縁の夫 99 - 47 - 26 1 5 10 - - 10

その他(男性) 27 - 9 1 9 - 1 4 1 - 3

母親等 197 35 93 4 49 3 - - 3 - 9

実母 180 34 82 4 47 3 - - 3 - 7

養母・継母 6 - 5 - 1 - - - - - -

父親の内縁の妻 4 - 3 - - - - - - - 1

その他(女性) 7 1 3 - 1 - - - - - 1

加害者 総数 殺人
傷害

暴行 逮捕監禁

逮捕監禁

重過失致
死傷

その他強姦
強制わい

せつ
保護責任
者遺棄

加害者 総数 殺人
傷害

暴行

加害者 総数 殺人
傷害

暴行

その他

強姦
強制わい

せつ
保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他

逮捕監禁 強姦
強制わい

せつ
保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

強姦
強制わい

せつ
保護責任
者遺棄

重過失致
死傷

その他加害者 総数 殺人
傷害

暴行 逮捕監禁
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⑰平成28年

致死

総数 1071 45 465 7 317 24 35 45 63 20 2 55

父親等 785 5 340 3 232 15 34 44 61 8 2 44

実父 459 4 208 2 172 8 9 9 17 5 2 25

養父・継父 170 1 63 - 35 1 13 18 30 - - 9

母親の内縁の夫 112 - 55 1 13 3 7 13 11 3 - 7

その他(男性) 44 - 14 - 12 3 5 4 3 - - 3

母親等 286 40 125 4 85 9 1 1 2 12 - 11

実母 266 40 112 3 80 8 1 1 2 12 - 10

養母・継母 6 - 4 - 2 - - - - - - -

父親の内縁の妻 - - - - - - - - - - - -

その他(女性) 14 - 9 1 3 1 - - - - - 1

⑱平成29年

致死

総数 1153 50 493 12 347 11 45 58 46 17 1 85

父親等 842 14 361 7 256 7 43 56 42 7 - 56

実父 483 9 206 4 178 4 17 15 17 5 - 32

養父・継父 197 1 82 1 40 2 17 25 17 - - 13

母親の内縁の夫 118 3 61 2 22 1 8 10 6 2 - 5

その他(男性) 44 1 12 - 16 - 1 6 2 - - 6

母親等 311 36 132 5 91 4 2 2 4 10 1 29

実母 287 35 122 5 82 3 2 2 4 9 1 27

養母・継母 9 - 4 - 3 1 - - - - - 1

父親の内縁の妻 4 - 1 - 2 - - - - 1 - -

その他(女性) 11 1 5 - 4 - - - - - - 1

注)

資料：

その他

逮捕監禁
強制性
交等

強制わい
せつ

児童福祉
法

保護責任
者遺棄

重過失
致死傷

強姦
強制わい

せつ
児童福祉

法
保護責任
者遺棄

重過失
致死傷

加害者 総数 殺人
傷害

暴行

加害者 総数 殺人
傷害

暴行 逮捕監禁

・罪名の「その他」について平成18年までは児童福祉法違反および少年保護条例違反である。平成19年は暴力行為等処罰法違
反、児童福祉法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、青少年保護育成条例違反、覚せい剤取締法違反および学校教育法違反で
ある。（平成19年は、暴力行為等処罰法違反および覚せい剤取締法違反はなかった。）

・「‐」については該当数が０のとき又は非該当のとき

・空欄については記載なし

法務省法務総合研究所　『犯罪白書』平成13年年版～平成30年版　財務省印刷局(平成13・14年)、国立印刷局(平成15年～)

・無理心中および出産直後の嬰児殺を除く

その他

・平成28年までは「強姦」、平成29年以降は「強制性交等」

・加害者の｢その他」について平成18年までは祖父母等である。平成19年は祖父母、伯(叔)父母、父母の友人・知人等で保護者と
認められる者である。
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